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Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 Ｄ地域

単 位
青森県・岩手県・福島
県・東京都・富山県・山
梨県・長野県・沖縄県

北海道・宮城県・秋田
県・山形県・茨城県・神
奈川県・新潟県・石川
県・岐阜県・静岡県・三
重県・京都府・大阪府・
奈良県・鳥取県・広島
県・熊本県・鹿児島県

栃木県・群馬県・埼玉
県・千葉県・福井県・愛
知県・滋賀県・兵庫県・
和歌山県・島根県・岡山
県・山口県・香川県・高
知県・佐賀県・長崎県・
宮崎県

徳島県・愛媛県・福岡
県・大分県

１ 人 当 た り 1,770 1,690 1,600 1,520

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り 2,550 2,430 2,310 2,190

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り 1,620 1,550 1,470 1,390

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り

１施設当たり 12,940 12,330 11,710 11,090

１ 人 当 た り 480 450 430 410

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 410 390 370 350

１ 人 当 た り 570 550 520 490

１施設当たり 2,510 2,390 2,270 2,150

１世帯当たり 5,790 5,510 5,240 4,960

１世帯当たり

１施設当たり 12,940 12,330 11,710 11,090

１世帯当たり 3,200 3,040 2,890 2,740

初 度 設 備 相 当 加 算 １世帯当たり

１ 人 当 た り 570 550 520 490

１ 人 当 た り 810 770 730 690

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 2,470 2,350 2,230 2,120

１ 人 当 た り

１施設当たり 12,940 12,330 11,710 11,090

１ 人 当 た り 920 870 830 780

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 570 550 520 490

１ 人 当 た り 170 160 150 150

１施設当たり 2,510 2,390 2,270 2,150

初 度 設 備 相 当 加 算

子育て短期支援事業のための居室等
整 備 加 算

母 子 生 活 支 援 施 設 本 体

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

乳児を受け入れるためのほふく室又は養
育 室 等 を 整 備 す る 場 合

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

児 童 養 護 施 設 本 体

母 子 家 庭 等 子 育 て 支 援 室 整 備 加 算

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

子育て短期支援事業のための居室等整
備 加 算

44

39

39

44

39

13

心 理 療 法 室 整 備 加 算

279

44

22

児 童 相 談 所 一 時 保 護 施 設 本 体

初 度 設 備 相 当 加 算

交　付　基　礎　点　数　表　（　案　）

44

別　表　２

助 産 施 設 本 体

乳 児 院 本 体

初度設備相当加算（３０人以下）

初 度 設 備 相 当 加 算

初度設備相当加算（３０人を超え
る 部 分 ）

子育て短期支援事業のための居室等
整 備 加 算

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

年齢延長児を受け入れるための居室等
整 備 加 算

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合
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１ 人 当 た り 2,910 2,770 2,630 2,490

１ 人 当 た り

１施設当たり 19,870 18,930 17,980 17,030

１施設当たり 2,510 2,390 2,270 2,150

１ 人 当 た り 1,230 1,170 1,110 1,050

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 3,450 3,290 3,120 2,960

１ 人 当 た り

１施設当たり 12,940 12,330 11,710 11,090

１施設当たり 2,510 2,390 2,270 2,150

１ 人 当 た り 1,230 1,170 1,110 1,050

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１施設当たり 7,880 7,500 7,130 6,750

１ 人 当 た り 1,370 1,300 1,240 1,170

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り 3,500 3,330 3,160 3,000

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り 3,190 3,030 2,880 2,730

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り 5,790 5,510 5,240 4,960

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り 3,200 3,040 2,890 2,740

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１世帯当たり 2,120 2,010 1,910 1,810

１世帯当たり

１施設当たり 12,940 12,330 11,710 11,090

１ 人 当 た り 570 550 520 490

１ 人 当 た り 570 550 520 490

１世帯当たり 3,300 3,150 2,990 2,830

１世帯当たり

１施設当たり 12,940 12,330 11,710 11,090

（注）

２　改築整備に係る初度設備相当加算は、交付基礎点数の２分の１以内で厚生労働大臣の必要と認めたポイントであること。

４　母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の交付基礎点数を適用する。

５　児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の交付基礎点数を適用する。

保 育 室 整 備 加 算

婦 人 保 護 施 設 本 体

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 所

初 度 設 備 相 当 加 算

７　「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「保育対策等促進事業の実施について（平成20年6月9日雇児発第0609001
号通知）」に基づき、病児・病後児保育事業のうち病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。

44

３　一部改築及び拡張に係る交付基礎点数は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱いに
ついて」（雇児発第0612005号  平成20年6月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）によるものとする。（小数点以下切捨て）

６　乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、婦人保護施設で一時保護委託を受け入れるための整
備をする場合には、当該本体及び初度設備相当加算（一人当たり）の交付基礎点数を適用する。

１　豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、Ａ地域基準点数を適用
し、さらにその定める方法により算定された点数に対して、０．０８を乗じて得られた点数を加算すること。（小数点以下切捨て）

44

44

44

44

児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所

心 理 療 法 室 整 備 加 算

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

通 所 部 門 整 備 加 算

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 本 体

初 度 設 備 相 当 加 算

37

心 理 療 法 室 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

婦 人 相 談 所 一 時 保 護 施 設

初 度 設 備 相 当 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

妊 産 婦 ケ ア セ ン タ ー

初 度 設 備 相 当 加 算

44

44

44

37

39

８　前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

学 習 室 整 備 加 算

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 本 体

通 所 部 門 整 備 加 算

職 員 養 成 施 設 本 体

児 童 自 立 支 援 施 設 本 体

初 度 設 備 相 当 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

日中支援（デイサービス）利用者のための
居 室 を 整 備 す る 場 合 の 加 算
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単 位 沖縄県

１ 人 当 た り 3,830

１ 人 当 た り 440

１ 人 当 た り 2,170

１ 人 当 た り 60

１ 人 当 た り 30

１施設当たり 17,260

１ 人 当 た り 640

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り 50

１ 人 当 た り 550

１ 人 当 た り 770

１施設当たり 3,350

１世帯当たり 8,690

１世帯当たり 70

１施設当たり 19,420

１世帯当たり 4,800

初 度 設 備 相 当 加 算 １世帯当たり 60

１ 人 当 た り 860

１ 人 当 た り 1,220

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り 20

（注）
１　改築整備に係る初度設備相当加算は、交付基礎点数の２分の１以内で厚生労働大臣の必要と認めたポイントであること。

３　母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の交付基礎点数を適用する。

５　「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「保育対策等促進事業の実施について（平成
20年6月9日雇児発第0609001号通知）」に基づき、病児・病後児保育事業のうち病児対応型及び病後児対応型を実施する
ための保育室等を整備する場合に限る。
６　前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

２　一部改築及び拡張に係る交付基礎点数は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る
交付金の算定方法の取扱いについて」（雇児発第0612005号  平成20年6月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通
知）によるものとする。（小数点以下切捨て）

４　乳児院及び母子生活支援施設で一時保護委託を受け入れるための整備をする場合には、当該本体及び初度設備相
当加算（一人当たり）の交付基礎点数を適用する。

年齢延長児を受け入れるための居室等
整 備 加 算

助 産 施 設 本 体

乳 児 院 本 体

初度設備相当加算（３０人以下）

初 度 設 備 相 当 加 算

初度設備相当加算（３０人を超え
る 部 分 ）

子育て短期支援事業のための居室等
整 備 加 算

母 子 家 庭 等 子 育 て 支 援 室 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

■交付基礎点数表（沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第４条第１項に規定する沖縄振
興計画に基づく事業として行う場合）

母 子 生 活 支 援 施 設 本 体

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

子育て短期支援事業のための居室等
整 備 加 算
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Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 Ｄ地域

単 位
青森県・岩手県・福島
県・東京都・富山県・山
梨県・長野県・沖縄県

北海道・宮城県・秋田
県・山形県・茨城県・神
奈川県・新潟県・石川
県・岐阜県・静岡県・三
重県・京都府・大阪府・
奈良県・鳥取県・広島
県・熊本県・鹿児島県

栃木県・群馬県・埼玉
県・千葉県・福井県・愛
知県・滋賀県・兵庫県・
和歌山県・島根県・岡山
県・山口県・香川県・高
知県・佐賀県・長崎県・
宮崎県

徳島県・愛媛県・福岡
県・大分県

１ 人 当 た り 2,810 2,680 2,540 2,410

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り 1,790 1,700 1,620 1,530

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り

１施設当たり 14,240 13,560 12,880 12,200

１ 人 当 た り 530 500 470 450

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 450 430 410 390

１ 人 当 た り 630 600 570 540

１施設当たり 2,760 2,630 2,500 2,370

１世帯当たり 6,370 6,070 5,760 5,460

１世帯当たり

１施設当たり 14,240 13,560 12,880 12,200

１世帯当たり 3,520 3,350 3,180 3,010

初 度 設 備 相 当 加 算 １世帯当たり

１ 人 当 た り 630 600 570 540

１ 人 当 た り 890 850 810 760

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 2,720 2,590 2,460 2,330

１ 人 当 た り

１施設当たり 14,240 13,560 12,880 12,200

１ 人 当 た り 1,010 960 910 860

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 630 600 570 540

１ 人 当 た り 190 180 170 160

１施設当たり 2,760 2,630 2,500 2,370

49

43

43

15

49

心 理 療 法 室 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

43

■交付基礎点数表（公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和４６年法律第７０号）第２条第
３項に規定する公害防止対策事業として行う場合）

307

49

24
初度設備相当加算（３０人を超え

る 部 分 ）

助 産 施 設 本 体

乳 児 院 本 体

初度設備相当加算（３０人以下）

初 度 設 備 相 当 加 算

子育て短期支援事業のための居室等整
備 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

年齢延長児を受け入れるための居室等整
備 加 算

母 子 家 庭 等 子 育 て 支 援 室 整 備 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

子育て短期支援事業のための居室等整
備 加 算

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

母 子 生 活 支 援 施 設 本 体

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

乳児を受け入れるためのほふく室又は養
育 室 等 を 整 備 す る 場 合

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

児 童 養 護 施 設 本 体

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

子育て短期支援事業のための居室等整
備 加 算

-6-



１ 人 当 た り 3,200 3,050 2,890 2,740

１ 人 当 た り

１施設当たり 21,860 20,820 19,780 18,740

１施設当たり 2,760 2,630 2,500 2,370

１ 人 当 た り 1,350 1,290 1,220 1,160

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 3,800 3,620 3,440 3,260

１ 人 当 た り

１施設当たり 14,240 13,560 12,880 12,200

１施設当たり 2,760 2,630 2,500 2,370

１ 人 当 た り 1,350 1,290 1,220 1,160

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１施設当たり 8,670 8,250 7,840 7,430

（注）

２　改築整備に係る初度設備相当加算は、交付基礎点数の２分の１以内で厚生労働大臣の必要と認めたポイントであること。

４　母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の交付基礎点数を適用する。

５　児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の交付基礎点数を適用する。

49

７　「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「保育対策等促進事業の実施について（平成20年6月9日雇児発第0609001
号通知）」に基づき、病児・病後児保育事業のうち病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。

３　一部改築及び拡張に係る交付基礎点数は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱いに
ついて」（雇児発第0612005号  平成20年6月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）によるものとする。（小数点以下切捨て）

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

通 所 部 門 整 備 加 算

41

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

49

児 童 自 立 支 援 施 設 本 体

初 度 設 備 相 当 加 算

６　乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設で一時保護委託を受け入れるための整備をする場合に
は、当該本体及び初度設備相当加算（一人当たり）の交付基礎点数を適用する。

８　前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

１　豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、Ａ地域基準点数を適
用し、さらにその定める方法により算定された点数に対して、０．０８を乗じて得られた点数を加算すること。（小数点以下切捨て）

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 本 体

通 所 部 門 整 備 加 算

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 本 体

初 度 設 備 相 当 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

41
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Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 Ｄ地域

単 位
青森県・岩手県・福島
県・東京都・富山県・山
梨県・長野県・沖縄県

北海道・宮城県・秋田
県・山形県・茨城県・神
奈川県・新潟県・石川
県・岐阜県・静岡県・三
重県・京都府・大阪府・
奈良県・鳥取県・広島
県・熊本県・鹿児島県

栃木県・群馬県・埼玉
県・千葉県・福井県・愛
知県・滋賀県・兵庫県・
和歌山県・島根県・岡山
県・山口県・香川県・高
知県・佐賀県・長崎県・
宮崎県

徳島県・愛媛県・福岡
県・大分県

１ 人 当 た り 2,170 2,060 1,960 1,860

１ 人 当 た り

１ 人 当 た り

１施設当たり 17,260 16,440 15,620 14,790

１ 人 当 た り 640 610 580 550

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

１ 人 当 た り 550 530 500 470

１ 人 当 た り 770 730 690 660

１施設当たり 3,350 3,190 3,030 2,870

１ 人 当 た り 3,880 3,690 3,510 3,320

１ 人 当 た り

１施設当たり 26,500 25,240 23,970 22,710

１施設当たり 3,350 3,190 3,030 2,870

１ 人 当 た り 1,640 1,560 1,480 1,400

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り

（注）

２　改築整備に係る初度設備相当加算は、交付基礎点数の２分の１以内で厚生労働大臣の必要と認めたポイントであること。

１　豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、Ａ地域基準点数を適
用し、さらにその定める方法により算定された点数に対して、０．０８を乗じて得られた点数を加算すること。（小数点以下切捨て）

子育て短期支援事業のための居室等整
備 加 算

５　乳児院、情緒障害児短期治療施設で一時保護委託を受け入れるための整備をする場合には当該本体及び初度設備相当加算（一人当たり）の交付基
礎点数を適用する。
６　前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

病児・病後児保育事業のための保育室等
を 整 備 す る 場 合

３　一部改築及び拡張に係る交付基礎点数は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱いに
ついて」（雇児発第0612005号  平成20年6月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）によるものとする。（小数点以下切捨て）

４　「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「保育対策等促進事業の実施について（平成20年6月9日雇児発第0609001
号通知）」に基づき、病児・病後児保育事業のうち病児対応型及び病後児対応型を実施するための保育室等を整備する場合に限る。

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

通 所 部 門 整 備 加 算

50

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

年齢延長児を受け入れるための居室等整
備 加 算

■交付基礎点数表（地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭
和５５年法律第６３号）第２条第１項に規定する地震対策緊急整備事業計画のうち、同法別表第１に掲げる社会福祉施設（木
造施設の改築として行う場合）及び地震防災対策特別措置法（平成７年法律第１１１号）第２条第１項に規定する地震防災緊急
事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち同法別表第１に掲げる社会福祉施設（木造の改築として行う場合）として行
う場合）

59

30

乳 児 院 本 体

初度設備相当加算（３０人以下）

初度設備相当加算（３０人を超え
る 部 分 ）

心 理 療 法 室 整 備 加 算

53

59

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設

初 度 設 備 相 当 加 算
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■解体撤去交付基礎点数表

単 位 標 準
沖縄振興計画に基づ
く事業として行う場合

公害防止対策事業と
し て 行 う 場 合

地震対策緊急整備事
業計画、地震防災緊
急事業五箇年計画に
基 づ く 事 業 の 場 合

１ 人 当 た り 83 - - -

１ 人 当 た り 134 204 148 -

１ 人 当 た り 79 106 86 106

１世帯当たり 282 424 310 -

１ 人 当 た り 121 - 132 -

１ 人 当 た り 139 - 154 186

１ 人 当 た り 173 - 190 -

１施設当たり 400 - 440 -

１ 人 当 た り 74 - - -

１ 人 当 た り 301 - - -

１ 人 当 た り 269 - - -

１ 人 当 た り 282 - - -

１世帯当たり 79 - - -

１世帯当たり 164 - - -

（注）

妊 産 婦 ケ ア セ ン タ ー

児 童 相 談 所 一 時 保 護 施 設

母 子 生 活 支 援 施 設

助 産 施 設

乳 児 院

前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

職 員 養 成 施 設

児 童 養 護 施 設

児 童 自 立 支 援 施 設

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設

婦 人 保 護 施 設

婦 人 相 談 所 一 時 保 護 施 設

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 所

児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所
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■仮設施設整備工事費交付基礎点数表

単 位 標 準
沖縄振興計画に基づ
く事業として行う場合

公害防止対策事業と
し て 行 う 場 合

地震対策緊急整備事
業計画、地震防災緊
急事業五箇年計画に
基 づ く 事 業 の 場 合

１ 人 当 た り 149 - - -

１ 人 当 た り 248 374 274 -

１ 人 当 た り 139 186 154 186

１世帯当たり 510 765 559 -

１ 人 当 た り 215 - 236 -

１ 人 当 た り 258 - 284 344

１ 人 当 た り 304 - 336 -

１施設当たり 711 - 783 -

１ 人 当 た り 134 - - -

１ 人 当 た り 1,248 - - -

１ 人 当 た り 1,109 - - -

１ 人 当 た り 510 - - -

１世帯当たり 147 - - -

１世帯当たり 295 - - -

（注）

児 童 相 談 所 一 時 保 護 施 設

職 員 養 成 施 設

婦 人 相 談 所 一 時 保 護 施 設

婦 人 保 護 施 設

児 童 養 護 施 設

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 所

児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所

妊 産 婦 ケ ア セ ン タ ー

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

児 童 自 立 支 援 施 設

母 子 生 活 支 援 施 設

助 産 施 設

乳 児 院
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標 準
公害防止対策事業とし

て 行 う 場 合

地震対策緊急整備事業
計画、地震防災緊急事
業五箇年計画に基づく

事 業 の 場 合

25,550 - -

- 28,110 -

- - 34,070

（注）

■地域交流スペース　交付基礎点数表

地 域 交 流 ス ペ ー ス 防 災 拠 点 型

9,910 13,210

540 1,408

（注）

■余裕教室活用促進事業　交付基礎点数表

余裕教室活用促進事業

13,210

2,348

（注）

前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

■積雪寒冷地域体育施設　交付基礎点数表

婦人保護施設、児童養護
施設、情緒障害児短期治
療施設、児童自立支援施
設

児童養護施設、情緒障害
児短期治療施設、児童自
立支援施設

情緒障害児短期治療施設

前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

本体点数

初度設備相当加算

本体点数

初度設備相当加算

前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。
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■スプリンクラー設備工事費　交付基礎点数表

■屋内消火栓設備　交付基礎点数表

■特殊附帯工事　交付基礎点数表 13000

標 準
沖縄振興計画に基
づく事業として行う

場 合

公害防止対策事業
と し て 行 う 場 合

地震対策緊急整備
事業計画、地震防
災緊急事業五箇年
計画に基づく事業の

場 合

6,360 - - -

- 8,900 - -

- 10,010 - -

- - 6,990 -

- - - 8,470

（注）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備
（ 既 存 施 設 に お け る 整 備 事 業 ）

6基準点数（１㎡当たり）

厚生労働大臣が別に定める点数基準点数

標準

乳児院

※創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備以外の事業に限る。

屋 内 消 火 栓 設 備
（ 既 存 施 設 に お け る 整 備 事 業 ）

※創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備以外の事業に限る。

前年度から繰越を行った事業については、前年度の交付基礎点数を適用する。

助産施設、母子生活支
援施設

助産施設、乳児院、母
子生活支援施設、児童
養護施設、情緒障害児
短期治療施設、児童自
立支援施設、児童家庭
支援センター

乳児院、情緒障害児短
期治療施設
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児童福祉行政指導監査の実施について（平成１２年４月２５日児発第４７１号厚生省児童家庭局長通知）の新旧対照表

改 正 後 現 行

児 発 第 ４ ７ １ 号 児 発 第 ４ ７ １ 号

平成１２年４月２５日 平成１２年４月２５日

【第１次改正】平成１５年４月１日 雇児発第 0401010 号 【第１次改正】平成１５年４月１日 雇児発第 0401010 号

【第２次改正】平成 年 月 日 雇児発第 号

都道府県知事 都道府県知事

各 指定都市市長 殿 各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長 中 核 市 市 長

厚生省児童家庭局長 厚生省児童家庭局長

児童福祉行政指導監査の実施について（通知） 児童福祉行政指導監査の実施について（通知）

児童福祉行政指導監査の実施については、平成１０年３月３１日児発第２５０号本職通 児童福祉行政指導監査の実施については、平成１０年３月３１日児発第２５０号本職通

知に基づき、実施されているところであるが、地方分権の推進を図るための関係法律の整 知に基づき、実施されているところであるが、地方分権の推進を図るための関係法律の整

備等に関する法律（平成１１年法律第８７号）が公布され、平成１２年４月１日から施行 備等に関する法律（平成１１年法律第８７号）が公布され、平成１２年４月１日から施行

されたことに伴い、従来機関委任事務として行ってきた児童福祉施設の指導監査は自治事 されたことに伴い、従来機関委任事務として行ってきた児童福祉施設の指導監査は自治事

務とされ、さらに児童扶養手当支給事務は機関委任事務から法定受託事務とされたところ 務とされ、さらに児童扶養手当支給事務は機関委任事務から法定受託事務とされたところ

である。 である。

ついては、別紙のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項 ついては、別紙のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項

の規定に基づく技術的な助言及び勧告として児童福祉行政指導監査実施要綱を改め、平成 の規定に基づく技術的な助言及び勧告として児童福祉行政指導監査実施要綱を改め、平成

１２年度から実施することとしたので、次の事項に留意の上、管内児童福祉行政の実施機 １２年度から実施することとしたので、次の事項に留意の上、管下児童福祉行政の実施機

関及び児童福祉施設（雇用均等・児童家庭局所管施設及び里親をいう。以下同じ。）に対 関及び児童福祉施設（児童家庭局所管施設並びに里親及び保護受託者をいう。以下同じ。）

し、十分指導監督の実を挙げるよう格段の配慮をお願いする。 に対し、十分指導監督の実を挙げるよう格段の配慮をお願いする。

なお、この通知中、指定都市については児童扶養手当に関する部分、中核市については なお、この通知中、指定都市については児童扶養手当に関する部分、中核市については

助産施設、母子生活支援施設及び保育所以外の児童福祉施設並びに児童扶養手当に関する 助産施設、母子生活支援施設及び保育所以外の児童福祉施設並びに児童扶養手当に関する

部分の定めは適用しないものとする。 部分の定めは適用しないものとする。

おって、平成１０年３月３１日児発第２５０号本職通知「児童福祉行政指導監査の実施 おって、平成１０年３月３１日児発第２５０号本職通知「児童福祉行政指導監査の実施

について」及び平成１０年３月３１日児企第１４号厚生省児童家庭局企画課長通知「児童 について」及び平成１０年３月３１日児企第１４号厚生省児童家庭局企画課長通知「児童

福祉行政指導監査の着眼点及び報告書の様式等について」は廃止する。 福祉行政指導監査の着眼点及び報告書の様式等について」は廃止する。

１ 児童相談所及び都道府県の設置する福祉事務所に対する指導監査については、都道府 １ 児童相談所及び都道府県の設置する福祉事務所に対する指導監査については、都道府

県の監査委員事務局等監査を担当する部局との協力等の下に、児童福祉行政が適正に執 県の監査委員事務局等監査を担当する部局との協力等の下に、児童福祉行政が適正に執

行されるようこの通知の定めるところに準じて実施するようお願いする。 行されるようこの通知の定めるところに準じて実施するようお願いする。

２ 福祉事務所等に指導監査の権限を委任している都道府県においては、指導監査の統一 ２ 福祉事務所等に指導監査の権限を委任している都道府県においては、指導監査の統一

的実施を確保するため監査の実施方針、実施方法及び監査項目等について当該委任機関 的実施を確保するため監査の実施方針、実施方法及び監査項目等について当該委任機関

に対し指導の徹底を図るとともに、十分な連携の下での指導監査をお願いする。 に対し指導の徹底を図るとともに、十分な連携の下での指導監査をお願いする。

-
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3
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改 正 後 現 行

別紙 別紙

児童福祉行政指導監査実施要綱 児童福祉行政指導監査実施要綱

１ 指導監査の目的 １ 指導監査の目的

指導監査は、都道府県知事が児童福祉行政の実施機関における児童福祉施設の措置費 指導監査は、都道府県知事が児童福祉行政の実施機関における児童福祉施設の措置費

等についての事務処理状況及び児童扶養手当の支給事務処理状況並びに児童福祉施設に 等についての事務処理状況及び児童扶養手当の支給事務処理状況並びに児童福祉施設に

ついての 低基準等の実施状況が、関係法令等に照らし適正に実施されているかどうか ついての 低基準等の実施状況が、関係法令等に照らし適正に実施されているかどうか

を個別的に詳らかにし、必要な助言・勧告又は是正の措置を講ずることなどにより、児 を個別的に詳らかにし、必要な助言・勧告又は是正の措置を講ずることなどにより、児

童福祉行政の適正かつ円滑なる実施を確保しようとするものである。 童福祉行政の適正かつ円滑なる実施を確保しようとするものである。

２ 用語の意義 ２ 用語の意義

この通知における用語の意義は、それぞれ次のとおりとすること。 この通知における用語の意義は、それぞれ次のとおりとすること。

（１）「都道府県」には指定都市、中核市及び児童相談所設置市を、「都道府県知事」に （１）「都道府県」には指定都市及び中核市を、「都道府県知事」には指定都市及び中核

は指定都市、中核市及び児童相談所設置市の市長を、それぞれ含むものとする。 市の市長を、それぞれ含むものとする。

（２）「児童福祉施設」とは、雇用均等・児童家庭局所管施設、小規模型児童養育事業を （２）「児童福祉施設」とは、児童家庭局所管施設並びに里親及び保護受託者をいう。

行う者、児童自立生活援助事業を行う者及び里親をいう。

（３）「措置費等」とは、児童入所施設措置費及び保育所運営費負担金をいう。 （３）「措置費等」とは、児童入所施設措置費及び保育所運営費負担金をいう。

（４）「入所施設」とは、児童福祉施設のうち保育所を除く施設をいう。 （４）「入所施設」とは、児童福祉施設のうち保育所を除く施設をいう。

（５）「実施機関」とは、児童福祉法第22条から第24条までに定める助産の実施、母子保 （５）「実施機関」とは、児童福祉法第22条から第24条までに定める措置を採る市町村及

護の実施及び保育の実施を行う市町村並びに児童扶養手当法による児童扶養手当の支 び保育の実施を行う市町村並びに児童扶養手当法による児童扶養手当の支給事務の処

給事務の処理に当たる市町村をいう。 理に当たる市町村をいう。

３ 指導監査の方針 ３ 指導監査の方針

（１）児童福祉施設の措置費等についての実施機関に対する指導監査は、当該事務の執行 （１）児童福祉施設の措置費等についての実施機関に対する指導監査は、当該事務の執行

が適正に行われているか否かにつき実施するものであるが、併せてこれと密接に関連 が適正に行われているか否かにつき実施するものであるが、併せてこれと密接に関連

する当該実施機関の組織・機構、施設入所関係事務、措置費等の関連予算の編成・執 する当該実施機関の組織・機構、施設入所関係事務、措置費等の関連予算の編成・執

行及びその他の事務処理状況等行政全般にわたる状況についても把握するよう努める 行及びその他の事務処理状況等行政全般にわたる状況についても把握するよう努める

こと。 こと。

（２）児童福祉施設に対する指導監査は、入所者の処遇、職員の配置及び勤務条件、経理 （２）児童福祉施設に対する指導監査は、入所者の処遇、職員の配置及び勤務条件、経理

状況、設備の状況等施設の運営管理全般にわたって総合的に実施するとともに、施設 状況、設備の状況等施設の運営管理全般にわたって総合的に実施するとともに、施設

が民間施設である場合は、当該施設の財政的基盤の状況等についても把握すること。 が民間施設である場合は、当該施設の財政的基盤の状況等についても把握すること。

前記の実施に当たっては、児童福祉施設がその種別、歴史的沿革、立地条件その他 前記の実施に当たっては、児童福祉施設がその種別、歴史的沿革、立地条件その他

の事情により、それぞれ創意工夫のもとに運営されていることに鑑み、個々の施設の の事情により、それぞれ創意工夫のもとに運営されていることに鑑み、個々の施設の

運営努力をも勘案し、形式的、画一的指導にならないよう留意すること。 運営努力をも勘案し、形式的、画一的指導にならないよう留意すること。

特に、保育所において、保育所保育指針(平成２０年３月２８日厚生労働省告示第

１４１号)の遵守状況に関する指導監査を行うに当たっては、取組の結果のみに着目

するのではなく、取組の過程(保育実践及びその振り返り、自己評価の取組等)につい

ても尊重する必要があることに留意すること。

（３）児童扶養手当支給事務についての指導監査は、市町村における手当に係る認定請求 （３）児童扶養手当支給事務についての指導監査は、市町村における手当に係る認定請求

及び諸届等の受理、審査、進達等の処理状況が適正か否かにつき実施するものである。 及び諸届等の受理、審査、進達等の処理状況が適正か否かにつき実施するものである。
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改 正 後 現 行

４ 指導監査の対象 ４ 指導監査の対象
指導監査は、市町村並びに児童福祉施設の他、必要に応じ児童相談所、福祉事務所等 指導監査は、市町村並びに児童福祉施設の他、必要に応じ児童相談所、福祉事務所等

についても対象とすること。 についても対象とすること。

５ 指導監査の方式及び回数 ５ 指導監査の方式及び回数
指導監査は、一般指導監査と特別指導監査に分けて次により実施すること。 指導監査は、一般指導監査と特別指導監査に分けて次により実施すること。

（１）一般指導監査は、次のアからエによること。 （１）一般指導監査は、次のアからエによること。
ア 実施機関（児童福祉法第２２条から第２４条までに定める助産の実施、母子保護 ア 実施機関（児童福祉法第２２条から第２４条までに定める措置機関）及び措置費

の実施及び保育の実施機関）及び措置費等の指導監査については年１回以上の実地 等の指導監査については年１回以上の実地監査を行うこと。
監査を行うこと。

イ 実施機関（児童扶養手当の支給事務の処理に当たる市町村）の指導監査について イ 実施機関（児童扶養手当の支給事務の処理に当たる市町村）の指導監査について
は、２年に１回以上の実地監査を行うこと。 は、２年に１回以上の実地監査を行うこと。

ウ 児童福祉施設については、児童福祉法施行令第３８条の規定により年１回以上の ウ 児童福祉施設については、児童福祉法施行令第１２条の２の規定により年１回以
実地検査を行うこと。 上の実地監査を行うこと。

実地監査の実施に当たっては、必要に応じて、例えば、経理指導監査について現 実地監査の実施に当たっては、必要に応じて、例えば、経理指導監査について現
地において集合監査を行い、又は実地監査の際必要な項目についてあらかじめ自主 地において集合監査を行い、又は実地監査の際必要な項目についてあらかじめ自主
点検表を提出させる等、指導監査の能率的な実施方法を併用して差し支えないこと。 点検表を提出させる等、指導監査の能率的な実施方法を併用して差し支えないこと。

また、指導監査の方法については、監査対象施設の規模及び前回の指導監査の結 また、指導監査の方法については、監査対象施設の規模及び前回の指導監査の結
果等を考慮した弾力的な指導監査を行うこと。 果等を考慮した弾力的な指導監査を行うこと。

エ 民間の児童福祉施設に対する指導監査を行う場合は、法人監査も併せて行うよう エ 民間の児童福祉施設に対する指導監査を行う場合は、法人監査も併せて行うよう
配意すること。 配意すること。

（２）特別指導監査は、問題を有する実施機関及び児童福祉施設を対象に必要に応じて特 （２）特別指導監査は、問題を有する実施機関及び児童福祉施設を対象に必要に応じて特
定の事項について実施すること。 定の事項について実施すること。

６ 指導監査の実施計画の策定 ６ 指導監査の実施計画の策定
（１）指導監査の実施計画は、毎年度当初に策定すること。 （１）指導監査の実施計画は、毎年度当初に策定すること。
（２）指導監査実施計画を策定するに当たっては、行政運営の方針、前年度の指導監査の （２）指導監査実施計画を策定するに当たっては、行政運営の方針、前年度の指導監査の

結果等を勘案して当該年度の重点事項を定め、その効果的実施について十分留意する 結果等を勘案して当該年度の重点事項を定め、その効果的実施について十分留意する
こと。 こと。

（３）指導監査の実施時期については、その監査の対象となる実施機関及び児童福祉施設 （３）指導監査の実施時期については、その監査の対象となる実施機関及び児童福祉施設
における諸般の事情等を考慮して決定すること。 における諸般の事情等を考慮して決定すること。

７ 指導監査班の編成 ７ 指導監査班の編成
（１）指導監査班は、必要に応じて指導監査事項の区分ごとに関係法令及び関係指導指針 （１）指導監査班は、必要に応じて指導監査事項の区分ごとに関係法令及び関係指導指針

について十分な知識及び経験を有する者２名以上をもって編成するものとし、そのう について十分な知識及び経験を有する者２名以上をもって編成するものとし、そのう
ち１名は原則として係長以上の職にある者とすること。 ち１名は原則として係長以上の職にある者とすること。

（２）児童扶養手当支給事務の指導監査に当たっては児童福祉施設等の指導監査事項と区 （２）児童扶養手当支給事務の指導監査に当たっては児童福祉施設等の指導監査事項と区
分して指導監査班を編成すること。 分して指導監査班を編成すること。

（３）児童福祉施設の入所者の処遇内容の指導に当たっては、必要に応じて次のア～ウの （３）児童福祉施設の入所者の処遇内容の指導に当たっては、その所掌に当たる技術指導
いずれかの者を参加させる等により適切な指導が可能となる体制を整えること。 吏員等を必要に応じて参加させる等配意すること。
ア 児童福祉施設の所掌に当たる技術指導職員
イ 児童福祉施設職員（元児童福祉施設職員を含む。）
ウ その他児童福祉施設内の入所者の処遇について知見を有する者
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改 正 後 現 行

８ 指導監査の事前準備 ８ 指導監査の事前準備

（１）指導監査の実施に当たっては、その対象となる者に対し、その期日、指導監査職員 （１）指導監査の実施に当たっては、その対象となる者に対し、その期日、指導監査職員

の氏名その他必要な事項を特別な場合を除き事前に通知すること。 の氏名その他必要な事項を特別な場合を除き事前に通知すること。

（２）指導監査職員は、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検 （２）指導監査職員は、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検

討を加え、指導監査の実効を期すること。 討を加え、指導監査の実効を期すること。

（３）指導監査に必要な資料（自主点検表又は自己評価等を徴することとしている場合は、 （３）指導監査に必要な資料（自主点検表を徴することとしている場合は、それを含む。）

それを含む。）は、あらかじめ整備を行わせること。なお、提出資料等については、 は、あらかじめ整備を行わせること。なお、提出資料等については、過重なものとな

過重なものとならないよう配慮し必要なものに限ること。 らないよう配慮し必要なものに限ること。

（４）児童扶養手当支給事務の指導監査において、受給資格者等に対する実地調査に当た （４）児童扶養手当支給事務の指導監査において、受給資格者等に対する実地調査に当た

る職員には、児童扶養手当受給資格調査員証をあらかじめ交付しておくこと。 る職員には、児童扶養手当受給資格調査員証をあらかじめ交付しておくこと。

９ 指導監査事項 ９ 指導監査事項

指導監査は、実施機関及び児童福祉施設に対しては、別紙１「児童福祉行政指導監査 指導監査は、実施機関及び児童福祉施設に対しては、別紙１「児童福祉行政指導監査

事項」に、児童扶養手当支給事務に当たる市町村に対しては、別紙２「児童扶養手当支 事項」に、児童扶養手当支給事務に当たる市町村に対しては、別紙２「児童扶養手当支

給事務指導監査事項」に準拠して実施すること。 給事務指導監査事項」に準拠して実施すること。

10 指導監査実施上の留意事項 10 指導監査実施上の留意事項

（１）指導監査は、公正不偏に指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協 （１）指導監査は、公正不偏に指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協

力が得られるよう配意すること。 力が得られるよう配意すること。

（２）指導監査の過程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始することなく、 （２）指導監査の過程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始することなく、

責任者を中心に進めるよう意を用い、相互信頼を基礎として十分意見の交換を行い、 責任者を中心に進めるよう意を用い、相互信頼を基礎として十分意見の交換を行い、

一方的判断を押しつけることのないよう留意すること。 一方的判断を押しつけることのないよう留意すること。

（３）指導監査の結果、問題点を認めたときは、できる限りその発生原因の究明を行うよ （３）指導監査の結果、問題点を認めたときは、できる限りその発生原因の究明を行うよ

う努めること。 う努めること。

11 指導監査結果の措置 11 指導監査結果の措置

（１）講評及び指示等 （１）講評及び指示等

指導監査職員は、指導監査終了後、幹部及び関係職員の出席を求めて講評及び必要 指導監査職員は、指導監査終了後、幹部及び関係職員の出席を求めて講評及び必要

な助言・勧告又は指示を行うこと。 な助言・勧告又は指示を行うこと。

ただし、人事等特に幹部のみに講評を行うことを適当とする事項については、その ただし、人事等特に幹部のみに講評を行うことを適当とする事項については、その

者に対し別途講評及び助言・勧告又は指示を行うこと。 者に対し別途講評及び助言・勧告又は指示を行うこと。

（２）指導監査の復命 （２）指導監査の復命

指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査結果について復命書を作成し、かつ、こ 指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査結果について復命書を作成し、かつ、こ

れに指導監査職員の所見及び現地における意見、要望等を付して都道府県知事に提出 れに指導監査職員の所見及び現地における意見、要望等を付して都道府県知事に提出

するものとすること。 するものとすること。

（３）指導監査結果の検討及び措置 （３）指導監査結果の検討及び措置

指導監査結果については、綿密に検討してその問題点を明らかにし、これに対する 指導監査結果については、綿密に検討してその問題点を明らかにし、これに対する

監査の対象となった実施機関及び児童福祉施設又は都道府県が採るべき措置を具体的 監査の対象となった実施機関及び児童福祉施設又は都道府県が採るべき措置を具体的

に決定して、速やかに問題点の解消に努めるよう必要な措置をとること。 に決定して、速やかに問題点の解消に努めるよう必要な措置をとること。
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改 正 後 現 行

（４）指導監査結果の指示及び確認 （４）指導監査結果の指示及び確認

ア 指導監査結果の指示は、前項の検討に基づき、必要な事項の内容及び改善方法を ア 指導監査結果の指示は、前項の検討に基づき、必要な事項の内容及び改善方法を

具体的に文書をもって速やかに行うこと。 具体的に文書をもって速やかに行うこと。

イ 指示事項に対する是正改善の状況は、期限を付して報告を求めるほか、重要事項 イ 指示事項に対する是正改善の状況は、期限を付して報告を求めるほか、重要事項

については必要に応じてその改善状況等を確認するために特別指導監査等の措置を については必要に応じてその改善状況等を確認するために特別指導監査等の措置を

採ること。 採ること。

ウ 指導監査において繰り返し是正措置を採るよう指示したにもかかわらず、なお改 ウ 指導監査において繰り返し是正措置を採るよう指示したにもかかわらず、なお改

善がなされていないものについては、必要に応じて法令等に基づく処分を行うこと。 善がなされていないものについては、必要に応じて法令等に基づく処分を行うこと。

別紙１ 児童福祉行政指導監査事項 別紙１ 児童福祉行政指導監査事項

１ 市町村児童福祉行政指導監査事項 １ 市町村児童福祉行政指導監査事項

主眼事項 着 眼 点 主眼事項 着 眼 点

第１ 児童福祉行政 児童福祉行政主管課の業務体制が適切か。 第１ 児童福祉行政 児童福祉行政主管課の業務体制が適切か。

事務処理体制 ア 児童福祉行政主管課の業務処理体制が適切か。 事務処理体制 ア 児童福祉行政主管課の業務処理体制が適切か。

イ 内部組織相互間における連携がとられているか。 イ 内部組織相互間における連携がとられているか。

ウ 児童福祉施設に対する指導が適切に行われているか。 ウ 児童福祉施設に対する指導が適切に行われているか。

エ 関係機関等との連携が適切に行われているか。 エ 関係機関等との連携が適切に行われているか。

第２ 保育の実施の （１） 要保育児童（数）等が適切に把握されているか。 第２ 保育の実施の （１）要保護児童（数）等が適切に把握されているか。

確保 ア 保育の実施条例の制定及び運用が適切に行われている 確保 ア 保育の実施条例の制定及び運用が適切に行われている

１ 要保育児童の把 か。 １ 要保育児童の把 か。

握状況 イ 保育所等の情報提供の方法、内容等が適切に行われて 握状況 イ 保育所等の情報提供の方法、内容等が適切に行われて

いるか。 いるか。

ウ 学齢前児童及び要保育児童数の把握が適切に行われて ウ 学齢前児童及び要保育児童数の把握が適切に行われて

いるか。 いるか。

（２）保育所の適正配置等が行われているか。 （２）保育所の適正配置等が行われているか。

ア 保育所の配置状況が適切であるか。 ア 保育所の配置状況が適切であるか。

イ 定員見直し、統廃合等が適切に行われているか。 イ 定員見直し、統廃合等が適切に行われているか。

ウ 認可外保育所等関連施設の把握が適切に行われている ウ 認可外保育所等関連施設の把握が適切に行われている

か。 か。

（３）「保育における質の向上のためのアクションプログラム」

に基づき、保育の質の向上に係る行動計画を策定するなど、

保育の質の向上に適切に取り組んでいるか。

-
1
7
-



改 正 後 現 行

２ 保育の実施事務 保育の実施事務処理が、適切に行われているか。 ２ 保育の実施事務 保育の実施事務処理が、適切に行われているか。
処理状況 ア 保育所入所手続（申込窓口（保育所の代行も含めて）、 処理状況 ア 保育所入所手続（申込窓口（保育所の代行も含めて）、

申込書、申込時期、保育の実施期間、入所承諾書の交付 申込書、申込時期、保育の実施期間、入所承諾書の交付
等）が利用者の利便に配慮しているか。 等）が利用者の利便に配慮しているか。

イ 入所申込書の受付から入所決定までの事務処理が迅速 イ 入所申込書の受付から入所決定までの事務処理が迅速
に処理されているか。 に処理されているか。

ウ 希望した保育所への入所のため、入所の円滑化に努め ウ 希望した保育所への入所のため、入所の円滑化に努め
ているか。 ているか。

エ 入所の選考（選考する場合の条件・選考基準の制定・ エ 入所の選考（選考する場合の条件・選考基準の制定・
内容・公表）が適正に行われているか。 内容・公表）が適正に行われているか。

オ 「保育に欠ける状況」の確認が適正に行われているか。 オ 「保育に欠ける状況」の確認が適正に行われているか。
カ 待機児童の解消等に向けた適切な対応、低年齢児（０ カ 待機児童の解消等に向けた適切な対応、低年齢児（０

～２歳）の入所状況を適切に把握し、これらに対する対 ～２歳）の入所状況を適切に把握し、これらに対する対
応計画を立案しているか。 応計画を立案しているか。

また、開所・閉所時間、育休・産休明け保育・途中入 また、開所・閉所時間、育休・産休明け保育・途中入
所等の保育需要に対応しているか。 所等の保育需要に対応しているか。

キ 広域入所を行っているか。関係市町村との連絡調整等 キ 広域入所を行っているか。関係市町村との連絡調整等
が行われているか。 が行われているか。

３ 保育所運営費の （１）支弁対象児童の把握等の状況が適切に行われているか。 ３ 保育所運営費の （１）支弁対象児童の把握等の状況が適切に行われているか。
事務処理状況 （２）保育単価の設定、通知等が適切に行われているか。 事務処理状況 （２）保育単価の設定、通知等が適切に行われているか。

（３）支弁台帳（総括表、施設表）の記載が適正に行われてい （３）支弁台帳（総括表、施設表）の記載が適正に行われてい
るか。 るか。

（４）運営費の支弁（時期、各種加算費（特に民改費の設定、 （４）運営費の支弁（時期、各種加算費（特に民改費の設定、
額の算定等）、額の算定、支払方法等）が適正に行われて 額の算定等）、額の算定、支払方法等）が適正に行われて
いるか。 いるか。

（５）同一世帯内の扶養義務者の把握、その課税確認（特に住 （５）同一世帯内の扶養義務者の把握、その課税確認（特に住
宅取得控除）、減免の方法が適正に行われているか。 宅取得控除）、減免の方法が適正に行われているか。

（６）保育料の徴収方法等が適正に行われているか。 （６）保育料の徴収方法等が適正に行われているか。
（７）運営費の精算（実支出額、支弁額、徴収金基準）が適正 （７）運営費の精算（実支出額、支弁額、徴収金基準）が適正

に行われているか。 に行われているか。
（８）保育児童に関する台帳等の関係書類が適正に整備・保存 （８）保育児童に関する台帳等の関係書類が適正に整備・保存

されているか。 されているか。

第３ 入所施設措置 （１）母子生活支援施設、助産施設への要利用者の実態把握及 第３ 入所施設措置 （１）母子生活支援施設、助産施設への要措置者の実態把握及
費の事務処理状 び利用者（世帯）の入所状況が適正に行われているか。 費の事務処理状 び措置者（世帯）の入所状況が適正に行われているか。
況 （２）母子生活支援施設、助産施設への利用者（世帯）の徴収 況 （２）母子生活支援施設、助産施設への措置者（世帯）の徴収

金算定基礎が適正に行われているか。 金算定基礎が適正に行われているか。
（３）支弁対象者（世帯）の事務処理が適正に行われているか。 （３）支弁対象者（世帯）の事務処理が適正に行われているか。

ア 入所申込事務（入所申請の受理、調査、判定、指導等） ア 入所措置事務（入所申請の受理、調査、判定、指導、
が適正に行われているか。 措置等）が適正に行われているか。

イ 母子保護の実施及び助産の実施の解除、停止、変更等 イ 措置解除、停止、変更等の事務処理が適正に行われて
の事務処理が適正に行われいるか。 いるか。
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改 正 後 現 行

（４）支弁台帳（総括表、施設表）の記載が適正に行われてい （４）支弁台帳（総括表、施設表）の記載が適正に行われてい
るか。 るか。

（５）措置費支弁（時期、額の算定、支払方法等）が適正に行 （５）措置費支弁（時期、額の算定、支払方法等）が適正に行
われているか。 われているか。

（６）同一世帯内の扶養義務者の把握、その課税確認が適正に （６）同一世帯内の扶養義務者の把握、その課税確認が適正に
行われているか。 行われているか。

（７）措置費の積算（実支出額、支弁額、徴収金基準）が適正 （７）措置費の積算（実支出額、支弁額、徴収金基準）が適正
に行われているか。 に行われているか。

２ 施設指導監査事項 ２ 施設指導監査事項
（１）社会福祉施設共通事項 （１）社会福祉施設共通事項

主眼事項 着 眼 点 主眼事項 着 眼 点

第１ 適切な入所者 施設の処遇について、個人の尊厳の保持を旨とし、入所者の 第１ 適切な入所者 施設の処遇について、個人の尊厳の保持を旨とし、入所者の
処遇の確保 意向、希望等を尊重するよう配慮がなされているか。 処遇の確保 意向、希望等を尊重するよう配慮がなされているか。

施設の管理の都合により、入所者の生活を不当に制限してい 施設の管理の都合により、入所者の生活を不当に制限してい
ないか。 ないか。

１ 入所者処遇の充 （１）処遇計画は、適切に策定されているか。 １ 入所者処遇の充 （１）処遇計画は、適切に策定されているか。
実 ア 処遇計画は、日常生活動作能力、心理状態、家族関係 実 ア 処遇計画は、日常生活動作能力、心理状態、家族関係

及び所内生活態度等についての定期的調査結果及び入所 及び所内生活態度等についての定期的調査結果及び入所
者本人等の希望に基づいて策定されているか。 者本人等の希望に基づいて策定されているか。

また、処遇計画は、入所後、適切な時期に、ケース会 また、処遇計画は、入所後、適切な時期に、ケース会
議の検討結果等を踏まえたうえで策定され、必要に応じ 議の検討結果等を踏まえたうえで策定され、必要に応じ
て見直しが行われているか。 て見直しが行われているか。

イ 処遇計画は医師、理学療法士等の専門的なアドバイス イ 処遇計画は医師、理学療法士等の専門的なアドバイス
を得て策定され、かつその実践に努めているか。 を得て策定され、かつその実践に努めているか。

ウ 入所者の処遇記録等は整備されているか。 ウ 入所者の処遇記録等は整備されているか。
（２）機能訓練が、必要な者に対して適切に行われているか。 （２）機能訓練が、必要な者に対して適切に行われているか。
（３）適切な給食を提供するよう努められているか。 （３）適切な給食を提供するよう努められているか。

ア 必要な栄養所要量が確保されているか。 ア 必要な栄養所要量が確保されているか。
イ 嗜好調査、残食（菜）調査、検食等が適切になされて イ 嗜好調査、残食（菜）調査、検食等が適切になされて

おり、その結果等を献立に反映するなど、工夫がなされ おり、その結果等を献立に反映するなど、工夫がなされ
ているか。 ているか。

ウ 入所者の身体状態に合わせた調理内容になっているか。 ウ 入所者の身体状態に合わせた調理内容になっているか。
エ 食事の時間は、家族生活に近い時間となっているか。 エ 食事の時間は、家族生活に近い時間となっているか。
オ 保存食は、一定期間（２週間）適切な方法（冷凍保存） オ 保存食は、一定期間（２週間）適切な方法（冷凍保存）

で保管されているか。また、原材料についてもすべて保 で保管されているか。また、原材料についてもすべて保
存されているか。 存されているか。

カ 食器類の衛生管理に努めているか。 カ 食器類の衛生管理に努めているか。
キ 給食関係者の検便は適切に実施されているか。 キ 給食関係者の検便は適切に実施されているか。

-
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改 正 後 現 行

（４）適切な入浴等の確保がなされているか。 （４）適切な入浴等の確保がなされているか。

入所者の入浴又は清拭（しき）は、１週間に少なくとも 入所者の入浴又は清拭（しき）は、１週間に少なくとも

２回以上行われているか。特に、入浴日が行事日・祝日等 ２回以上行われているか。特に、入浴日が行事日・祝日等

に当たった場合、代替日を設けるなど週２回の入浴等が確 に当たった場合、代替日を設けるなど週２回の入浴等が確

保されているか。 保されているか。

（５）入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換が適切に行わ （５）入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換が適切に行わ

れているか。 れているか。

排泄の自立についてその努力がなされているか。トイレ 排泄の自立についてその努力がなされているか。トイレ

等は入所者の特性に応じた工夫がなされているか。また、 等は入所者の特性に応じた工夫がなされているか。また、

換気、保温及び入所者のプライバシーの確保に配慮がなさ 換気、保温及び入所者のプライバシーの確保に配慮がなさ

れているか。 れているか。

（６）衛生的な被服及び寝具が確保されるよう努めているか。 （６）衛生的な被服及び寝具が確保されるよう努めているか。

（７）医学的管理は、適切に行われているか。 （７）医学的管理は、適切に行われているか。

ア 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等に対する対策 ア 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等に対する対策

は適切に行われているか。 は適切に行われているか。

イ 施設の種別、入所定員の規模別に応じて、必要な医師、 イ 施設の種別、入所定員の規模別に応じて、必要な医師、

嘱託医がおかれているか。（必要な日数、時間が確保さ 嘱託医がおかれているか。（必要な日数、時間が確保さ

れているか。）また、個々の入所者の身体状況・症状等 れているか。）また、個々の入所者の身体状態・症状等

に応じて、医師、嘱託医による必要な医学的管理が行わ に応じて、医師、嘱託医による必要な医学的管理が行わ

れ、看護師等への指示が適切に行われているか。 れ、看護婦等への指示が適切に行われているか。

（８）レクリエーションの実施等が適切になされているか。 （８）レクリエーションの実施等が適切になされているか。

（９）家族との連携に積極的に努めているか。また、入所者や （９）家族との連携に積極的に努めているか。また、入所者や

家族からの相談に応じる体制がとられているか。相談に対 家族からの相談に応じる体制がとられているか。相談に対

して適切な助言、援助が行われているか。 して適切な助言、援助が行われているか。

（10）苦情を受け付けるための窓口を設置するなど苦情解決に （10）苦情を受け付けるための窓口を設置するなど苦情解決に

適切に対応しているか。 適切に対応しているか。

（11）実施機関との連携が図られているか。 （11）実施機関との連携が図られているか。

２ 入所者の生活環 施設設備等生活環境は、適切に確保されているか。 ２ 入所者の生活環 施設設備等生活環境は、適切に確保されているか。

境等の確保 ア 入所者が安全・快適に生活できる広さ、構造、設備と 境等の確保 ア 入所者が安全・快適に生活できる広さ、構造、設備と

なっているか。 なっているか。

また、障害に応じた配慮がなされているか。 また、障害に応じた配慮がなされているか。

イ 居室等が設備及び運営基準にあった構造になっている イ 居室等が設備及び運営基準にあった構造になっている

か。 か。

ウ 居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明 ウ 居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明

は適切になされているか。 は適切になされているか。

３ 自立、自活等へ 入所者個々の状況等を考慮し、施設種別ごとの特性に応じた ３ 自立、自活等へ 入所者個々の状況等を考慮し、施設種別ごとの特性に応じた

の支援援助 自立、自活等への援助が行われているか。 の支援援助 自立、自活等への援助が行われているか。

-
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改 正 後 現 行

第２ 社会福祉施設 健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を 第２ 社会福祉施設 健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を

運営の適正実施 有する職員による適切な運営を行うよう務めているか。 運営の適正実施 有する職員による適切な運営を行うよう務めているか。

の確保 の確保

１ 施設の運営管理 （１）入所定員及び居室の定員を遵守しているか。 １ 施設の運営管理 （１）入所定員及び居室の定員を遵守しているか。

体制の確立 （２）必要な諸規程は、整備されているか。 体制の確立 （２）必要な諸規程は、整備されているか。

管理規程、経理規程等必要な規程が整備され、当該規程 管理規程、経理規程等必要な規程が整備され、当該規程

に基づいた適切な運用がなされているか。 に基づいた適切な運用がなされているか。

（３）施設運営に必要な帳簿は整備されているか。 （３）施設運営に必要な帳簿は整備されているか。

（４）直接処遇職員等は、配置基準に基づく必要な職員が確保 （４）直接処遇職員等は、配置基準に基づく必要な職員が確保

されているか。 されているか。

（５）施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事しているか。 （５）施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事しているか。

（６）施設長に適任者が配置されているか。 （６）施設長に適任者が配置されているか。

ア 施設長の資格要件は満たされているか。 ア 施設長の資格要件は満たされているか。

イ 施設長は専任者が確保されているか。 イ 施設長は専任者が確保されているか。

施設長がやむなく他の役職を兼務している場合は、施 施設長がやむなく他の役職を兼務している場合は、施

設の運営管理に支障が生じないような体制がとられてい 設の運営管理に支障が生じないような体制がとられてい

るか。 るか。

（７）育児休業、産休等代替職員は確保されているか。 （７）育児休業、産休等代替職員は確保されているか。

（８）施設設備は、適正に整備されているか。 （８）施設設備は、適正に整備されているか。

また、建物、設備の維持管理は適切に行われているか。 また、建物、設備の維持管理は適切に行われているか。

（９）運営費は適正に運用され、弾力運用も適正に行われてい （９）運営費は適正に運用され、弾力運用も適正に行われてい

るか。 るか。

ア 施設の運営が適正に行われた上で、運営費の弾力運用 ア 施設の運営が適正に行われた上で、運営費の弾力運用

が行われているか。 が行われているか。

イ 運用収入の本部会計への繰入額は妥当であるか。また、 イ 運用収入の本部会計への繰入額は妥当であるか。また、

その積算根拠は明確にされているか。 その積算根拠は明確にされているか。

ウ 当期末支払資金残高は、優先的に各種積立金に充てら ウ 繰越金は、優先的に各種引当金に充てられているか。

れているか。

エ 当期末支払資金残高及び積立金は、安全確実な方法で エ 繰越金及び引当金は、安全確実な方法で管理運用され

管理運用されているか。 ているか。

また、取り崩し等についての手続きは適正に行われて また、取り崩し等についての県（市）への協議は適正

いるか。 に行われているか。

（10）高額の当期末支払資金残高等を有している場合、入所者 （10）高額繰越金等を有している場合、入所者処遇等に必要な

処遇等に必要な改善を要するところはないか。 改善を要するところはないか。

当期末支払資金残高を有している場合は、過大な保有を 高額繰越金等を有している場合及び当期繰越金等が運営

防止する観点から当該年度の運営費収入の３０％以下の保 費の収入決算額の５％以上の施設について、設備、職員処

有となっているか。 遇、入所者処遇に改善を要するところはないか。

（11）施設設備を地域に開放し、地域との連携が深められてい （11）施設設備を地域に開放し、地域との連携が深められてい

るか。 るか。
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改 正 後 現 行

２ 必要な職員の確 （１）労働時間の短縮等労働条件の改善に努めているか。 ２ 必要な職員の確 （１）労働時間の短縮等労働条件の改善に努めているか。

保と職員処遇の充 ア 労働基準法等関係法規は、遵守されているか。 保と職員処遇の充 ア 労働基準法等関係法規は、遵守されているか。

実 イ 職員への健康診断等健康管理は、適正に実施されてい 実 イ 職員への健康診断等健康管理は、適正に実施されてい

るか。 るか。

（２）業務体制の確立と業務省力化の推進のための努力がなさ （２）業務体制の確立と業務省力化の推進のための努力がなさ

れているか。 れているか。

（３）職員研修等資質向上対策について、その推進に努めてい （３）職員研修等資質向上対策について、その推進に努めてい

るか。 るか。

（４）職員の確保及び定着化について積極的に取り組んでいる （４）職員の確保及び定着化について積極的に取り組んでいる

か。 か。

３ 防災対策の充実 防災対策について、その充実強化に努めているか。 ３ 防災対策の充実 防災対策について、その充実強化に努めているか。

強化 ア 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、非常 強化 ア 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、非常

通報装置、防災カーテン、寝具等の設備が整備され、ま 通報装置、防災カーテン、寝具等の設備が整備され、ま

た、これらの設備について専門業者により定期的に点検 た、これらの設備について専門業者により定期的に点検

が行われているか。 が行われているか。

イ 非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体制は、 イ 非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体制は、

確保されているか。 確保されているか。

ウ 消火訓練及び避難訓練は、消防機関に消防計画を届出 ウ 消火訓練及び避難訓練は、消防機関に消防計画を届出

の上、それぞれの施設ごとに定められた回数以上適切に の上、それぞれの施設ごとに定められた回数以上適切に

実施され、そのうち１回は夜間訓練又は夜間を想定した 実施され、そのうち１回は夜間訓練又は夜間を想定した

訓練が実施されているか。 訓練が実施されているか。

（２）児童福祉施設事項 （２）児童福祉施設事項

主眼事項 着 眼 点 主眼事項 着 眼 点

第１ 適切な入所者 施設入所者への支援等について、児童の保護者等及び関係機 第１ 適切な入所者 施設の処遇等について、児童の保護者等及び関係機関（児童

支援の確保 関（児童相談所・福祉事務所等）との連絡調整が図られている 処遇の確保 相談所・福祉事務所等）との連絡調整が図られているか。

か。

１ 入所者支援の充 [児童入所施設] １ 入所者処遇の充 ［児童入所施設］

実 （１）子ども一人一人の権利を尊重し、その意見や訴えをくみ 実 （１）児童の意見を表明する機会が十分確保されているか。

取る仕組みが設けられているか。

（２）懲戒に係る権限の濫用及び被措置児童等虐待（身体的虐 （２）体罰等懲戒権が濫用されていないか。

待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待等）防止に向けて ア 施設の規程に懲戒に係る権限の濫用の禁止に係る事項

の取り組みが行われているか。 が盛り込まれているか。

（３）個々の子どもの特性に応じた支援を行うための専門的知 イ 児童の権利擁護に関する施設内研修が実施されている

識や援助技術の習得など職員の資質向上に努めているか。 か。

（４）施設長が子どもの権利擁護や子どもの指導、職員の管理、

危機管理に関して十分な見識を有し、適切に指導・監督が

できているか。
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改 正 後 現 行

（５）子どもの生命を守り、安全を確保するために、事件や事
故防止、健康管理に関して必要な措置が講じられているか。

（６）個々の子どもの特性や家庭状況に応じた生活指導、職業 （３）生活指導、職業指導が適切に行われているか。
指導、家庭復帰又は自立支援に向けた適切な指導・援助が
行われているか。

（７）子どもの指導・援助の際に、必要に応じ児童相談所等関
係機関との連携が適切に行われているか。

［保育所］ ［保育所］
（１）開所・閉所時間、保育時間、開設日数が適切に設けられ （１）開所・閉所時間、保育時間、開設日数が適切に設けられ

ているか。 ているか。
（２）入所児童の年齢制限を行っていないか。 （２）入所児童の年齢制限を行っていないか。
（３）保育所保育指針に規定される保育の内容に係る基本原則 （３）入所児童の発達に応じた適切な保育が行われているか。

に関する事項を踏まえ、各保育所の実情に応じて適切な保
育が行われているか。
ア 保育課程を編成し、それに基づく指導計画が作成され

ているか。
イ 保育の記録や自己評価に基づいて、保育所児童保育要

録が作成されているか。また、児童の就学に際し、保育
要録の小学校への送付が行われているか。

ウ 保護者との連絡を適切に行い、家庭との連携を図るよ （４）保護者との連絡（登所、降所等）が適切に実施されてい
うに努めているか。 るか。

エ 職員及び保育所の課題を踏まえた研修が計画的に実施
されているか。

（４）定員を超えて私的契約児を入所させていないか。 （５）定員を超えて私的契約児を入所させていないか。
（６）調理の業務委託が行われている場合、契約内容等が遵守

されているか。

［共通事項］ ［共通事項］
（１）健康診断の実施、結果の記録及び保管が適切に行われて （１）健康診断の結果の記録・整理・保管が適切に行われてい

いるか。 るか。
（２）乳幼児突然死症候群の防止に努めるなど、事故防止対策 （２）乳幼児突然死症候群の事故防止に配慮しているか。

を講じているか。
（３）給食材料が適切に用意され、保管されているか。 （３）給食材料が適切に保管されているか。
（４）給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録が適正に行われ （４）給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録が適正に行われ

ているか。 ているか。
（５）３歳未満児に対する献立、調理(離乳食等)、食事の環境 （５）３歳未満児に対する献立、調理（離乳食等）についての

などについての配慮がされているか。 配慮がされているか。
（６）食中毒対策が適切に行われているか。 （６）食中毒対策が適切に行われているか。
（７）調理の業務委託が行われている場合、契約内容等が遵守

されているか。
（８）子どもの状態を観察し、不適切な養育等の発見に努める

とともに、必要に応じて関係機関との連携を図っているか。
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改 正 後 現 行

第２ 児童福祉施設 措置費等を財源に運営する児童福祉施設の経理事務は、適切 第２ 社会福祉施設 措置費等を財源に運営する児童福祉施設の経理事務は、適切

運営の適正実施 に事務処理され、措置費等が適切に使われているか。 運営の適正実施 に事務処理され、措置費等が適切に使われているか。

の確保 の確保

１ 施設の運営管理 （１）予算及び補正予算の編成の時期と積算は適切に行われて １ 施設の運営管理 （１）予算及び補正予算の編成の時期と積算は適切に行われて

体制の確立 いるか。 体制の確立 いるか。

（２）会計経理が適切に行われているか。 （２）会計経理が適切に行われているか。

ア 措置費等の請求金額が適正に行われているか。 ア 措置費等の請求金額が適正に行われているか。

イ 事業費と事務費の流用が適正に行われているか。 イ 事業費と事務費の流用が適正に行われているか。

ウ 利用者負担金（職員給食費等＝共通事項）・（延長保育、 ウ 利用者負担金（職員給食費等＝共通事項）・（延長保育、

一時保育利用料、私的契約児利用料＝保育所）が適正な 一時保育利用料、私的契約児利用料＝保育所）が適正な

額となっているか。 額となっているか。

エ 他の会計間の貸借が適正に行われているか。 エ 他の会計間の貸借が適正に行われているか。

オ 現金、預金等の保管が適正に行われているか。 オ 現金、預金等の保管が適正に行われているか。

カ 内部牽制体制が確立され、適正に機能しているか。 カ 内部牽制体制が確立され、適正に機能しているか。

２ 必要な職員確保 （１）通勤・住宅手当等の各種手当が規定され、適正に支払わ ２ 必要な職員確保 （１）通勤・住宅手当等の各種手当が規定され、適正に支払わ

と職員処遇の充実 れているか。 と職員処遇の充実 れているか。

（２）労働基準法第24条・第36条の労使の協定が締結され、労 （２）労働基準法第24条・第36条の労使の協定が締結され、労

働基準監督署へ提出されているか。 働基準監督署へ提出されているか。

（３）職員の確保及び定着化について積極的に取り組んでいる （３）社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入しているか。

か。

ア 職員の計画的な採用に努めているか。

イ 労働条件の改善等に配慮し、定着促進及び離職防止に

努めているか。

３ 防災対策の充実 （１）非常時に対する避難設備（階段、避難器具）が整備され、 ３ 防災対策の充実 （１）非常時に対する避難設備（階段、避難器具）が整備され、

強化 点検されているか。 強化 点検されているか。

（２）防犯について配慮されているか。 （２）防犯について配慮されているか。

-
2
4
-



改 正 後 現 行

別紙２ 児童扶養手当支給事務指導監査事項 別紙２ 児童扶養手当支給事務指導監査事項

１ 市等監査事項 １ 市等監査事項

主眼事項 着 眼 点 主眼事項 着 眼 点

１ 主管課の業務体 支給事務に必要な業務体制が取られているか。 １ 主管課の業務体 支給事務に必要な業務体制が取られているか。

制の状況 制の状況

２ 関係機関等との 関係部課、関係機関との連携が図られているか。 ２ 関係機関等との 関係部課、関係機関との連携が図られているか。

連携の状況 連携の状況

３ 広報の状況 （１）制度の広報が十分に行われているか。 ３ 広報の状況 （１）制度の広報が十分に行われているか。

（２）受給者に対し制度（各種届を含む。）周知が十分行われ （２）受給者に対し制度（各種届を含む。）周知が十分行われ

ているか。 ているか。

４ 委任機関に対す 認定事務を行政区等に事務委任している指定都市等において ４ 委任機関に対す 認定事務を行政区等に事務委任している指定都市等において

る指導状況 は、国の指導通知及び市内の取扱い水準を統一するための連絡 る指導状況 は、国の指導通知及び市内の取扱い水準を統一するための連絡

会議、研修会議等が行われているか。 会議、研修会議等が行われているか。

５ 規則に定める諸 認定請求書、現況届等及び関係書類提出受付処理簿、受給資 ５ 規則に定める諸 認定請求書、現況届等及び関係書類提出受付処理簿、受給資

様式用紙等の作 格者台帳等の整理・保管が適切に行われているか。 様式用紙等の作 格者台帳等の整理・保管が適切に行われているか。

成、記入、整理及 成、記入、整理及

び保管の状況 び保管の状況

６ 認定請求書の受 （１）窓口における認定請求書の作成指導が適切に行われてい ６ 認定請求書の受 （１）窓口における認定請求書の作成指導が適切に行われてい

理状況 るか。 理状況 るか。

（２）認定請求書の受理時において添付書類が整備されている （２）認定請求書の受理時において添付書類が整備されている

か。 か。

７ 認定請求書の審 （１）配偶者、子、扶養義務者との身分関係及び生計維持関係 ７ 認定請求書の審 （１）配偶者、子、扶養義務者との身分関係及び生計維持関係

査及び認定の状況 等についての事実関係の確認が十分行われているか。 査及び認定の状況 等についての事実関係の確認が十分行われているか。

（２）受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得等の確認が適 （２）受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得等の確認が適

切に行われているか。 切に行われているか。

（３）戸籍担当部門、住民基本台帳担当部門、年金担当部門、 （３）戸籍担当部門、住民基本台帳担当部門、年金担当部門、

施設入所担当部門等関係機関との連携が十分図られている 施設入所担当部門等関係機関との連携が十分図られている

か。 か。

（４）却下処分は適切に行われているか。 （４）却下処分は適切に行われているか。
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改 正 後 現 行

８ 現況届の処理状 （１）処理状況は的確に行われているか。 ８ 現況届の処理状 （１）処理状況は的確に行われているか。

況 （２）未提出者の取扱いは適正に行われているか。 況 （２）未提出者の取扱いは適正に行われているか。

（３）時効処理は適切に行われているか。 （３）時効処理は適切に行われているか。

９ 一部支給停止措 （１）受給資格者への事前通知は適切に行われているか。

置及び一部支給停 （２）適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事

止適用除外に係る 務処理が適切に行われているか。

事務処理の状況 （３）適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合に

手続の支援が行われているか。

（４）一部支給停止措置は適切に行われているか。

10 受給資格喪失者 （１）資格喪失届の提出指導が適切に行われているか。 ９ 受給資格喪失者 （１）資格喪失届の提出指導が適切に行われているか。

に係る事務処理の （２）資格喪失届の審査（資格喪失時点の調査・確認を含む。） に係る事務処理の （２）資格喪失届の審査（資格喪失時点の調査・確認を含む。）

状況 が適切に行われているか。 状況 が適切に行われているか。

11 債権管理事務処 （１）債権管理事務は適正に行われているか。 10 債権管理事務処 （１）債権管理事務は適正に行われているか。

理の状況 （２）債権発生防止に関する対策が行われているか。 理の状況 （２）債権発生防止に関する対策が行われているか。

12 負担金の支給事 支出が適切に行われているか。 11 負担金及び事務 支出が適切に行われているか。

務の状況 取扱交付金の経理

状況

13 その他 差額追求及び内払調整に基づく減額支給は適切に行われてい 12 その他 差額追求及び内払調整に基づく減額支給は適切に行われてい

るか。 るか。

２ 町村監査事項 ２ 町村監査事項

主眼事項 着 眼 点 主眼事項 着 眼 点

１ 主管課の業務体 支給事務に必要な業務体制が取られているか。 １ 主管課の業務体 支給事務に必要な業務体制が取られているか。

制の状況 制の状況

２ 関係機関等との 関係部課、関係機関との連携が図られているか ２ 関係機関等との 関係部課、関係機関との連携が図られているか

連携の状況 連携の状況

３ 制度の広報の状 （１）制度の広報が十分行われているか。 ３ 制度の広報の状 （１）制度の広報が十分行われているか。

況 （２）受給者に対し制度（各種届を含む。）周知が十分行われ 況 （２）受給者に対し制度（各種届を含む。）周知が十分行われ

ているか。 ているか。
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改 正 後 現 行

４ 規則に定める諸 認定請求書、現況届等及び関係書類提出受付処理簿、受給資 ４ 規則に定める諸 認定請求書、現況届等及び関係書類提出受付処理簿、受給資

様式用紙等の作 格者名簿等の整理・保管が適切に行われているか。 様式用紙等の作 格者名簿等の整理・保管が適切に行われているか。

成、記入、整理及 成、記入、整理及

び保管の状況 び保管の状況

５ 認定請求書の受 （１）窓口における認定請求書の作成指導が適切に行われてい ５ 認定請求書の受 （１）窓口における認定請求書の作成指導が適切に行われてい

理状況 るか。 理状況 るか。

（２）認定請求書の受理時において添付書類が整備されている （２）認定請求書の受理時において添付書類が整備されている

か。 か。

６ 認定請求書の審 （１）配偶者、子、扶養義務者との身分関係及び生計維持関係 ６ 認定請求書の審 （１）配偶者、子、扶養義務者との身分関係及び生計維持関係

査及び提出の状況 等についての事実関係の確認が十分行われているか。 査及び進達の状況 等についての事実関係の確認が十分行われているか。

（２）受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得等の確認が適 （２）受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得等の確認が適

切に行われているか。 切に行われているか。

（３）戸籍担当部門、住民基本台帳担当部門、年金担当部門、 （３）戸籍担当部門、住民基本台帳担当部門、年金担当部門、

施設入所担当部門等関係機関との連携が十分図られている 施設入所担当部門等関係機関との連携が十分図られている

か。 か。

（４）受理から提出までの事務処理期間が適切か。 （４）受理から進達までの事務処理期間が適切か。

７ 現況届の処理状 （１）現況届の受理時における添付書類が整備されているか。 ７ 現況届の処理状 （１）現況届の受理時における添付書類が整備されているか。

況 （２）受給者及び扶養義務者の所得、年金の確認が適切に行わ 況 （２）受給者及び扶養義務者の所得、年金の確認が適切に行わ

れているか。 れているか。

（３）未提出者に対する提出指導及び受給資格を喪失している （３）未提出者に対する提出指導及び受給資格を喪失している

ことが公簿等により確認されている者の扱いが適切に行わ ことが公簿等により確認されている者の扱いが適切に行わ

れているか。 れているか。

８ 一部支給停止措 （１）適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事

置及び一部支給停 務処理が適切に行われているか。

止適用除外に係る （２）適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合に

事務処理の状況 手続の支援が行われているか。

９ 受給資格喪失者 （１）資格喪失届の提出指導が適切に行われているか。 ８ 受給資格喪失者 （１）資格喪失届の提出指導が適切に行われているか。

に係る事務処理の （２）資格喪失届の審査（資格喪失時点の確認を含む。）が適 に係る事務処理の （２）資格喪失届の審査（資格喪失時点の確認を含む。）が適

状況 切に行われているか。 状況 切に行われているか。

（３）資格喪失届の進達処理が適切に行われているか。 （３）資格喪失届の進達処理が適切に行われているか。

９ （削除） （削除） ９ 証書の取扱い状 国支給分手当証書が適切に保管されているか。

況

10 （削除） （削除） 10 事務取扱交付金 支出が適切に行われているか。

の経理状況
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労
働

省
発

雇
児

第
1
2
2
2
0
0
1
号

平
成

1
5
年

1
2
月

2
2
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
1
2
2
2
0
0
1
号

平
成

1
6
年

２
月

９
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
9
0
0
7
号

平
成

1
6
年

２
月

９
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
9
0
0
7
号

平
成

1
6
年

７
月

1
6
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
7
1
6
0
0
1
号

平
成

1
6
年

７
月

1
6
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
7
1
6
0
0
1
号

平
成

1
6
年

1
2
月

３
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
1
2
0
3
0
0
2
号

平
成

1
6
年

1
2
月

３
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
1
2
0
3
0
0
2
号

平
成

1
7
年

１
月

４
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
1
0
4
0
0
3
号

平
成

1
7
年

１
月

４
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
1
0
4
0
0
3
号

平
成

1
7
年

２
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
1
0
0
6
号

平
成

1
7
年

２
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
1
0
0
6
号

平
成

1
7
年

６
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
0
1
0
0
1
号

平
成

1
7
年

６
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
0
1
0
0
1
号

平
成

1
8
年

２
月

３
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
3
0
0
5
号

平
成

1
8
年

２
月

３
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
3
0
0
5
号

平
成

1
8
年

６
月

2
7
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
2
7
0
0
1
号

平
成

1
8
年

６
月

2
7
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
2
7
0
0
1
号

平
成

1
9
年

３
月

５
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
3
0
5
0
0
2
号

平
成

1
9
年

３
月

５
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
3
0
5
0
0
2
号

平
成

1
9
年

３
月

６
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
3
0
6
0
0
3
号

平
成

1
9
年

３
月

６
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
3
0
6
0
0
3
号

平
成

1
9
年

７
月

2
5
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
7
2
5
0
0
3
号

平
成

1
9
年

７
月

2
5
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
7
2
5
0
0
3
号

平
成

2
0
年

２
月

６
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
6
0
0
3
号

平
成

2
0
年

２
月

６
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
6
0
0
3
号

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
2
0
0
2
号

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
2
0
0
2
号

平
成

2
0
年

６
月

2
3
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
2
3
0
0
1
号

平
成

2
0
年

６
月

2
3
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
2
3
0
0
1
号

平
成

2
1
年

１
月

2
9
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
1
2
9
0
0
1
号

平
成

2
1
年

１
月

2
9
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
1
2
9
0
0
1
号

平
成

年
月

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

号

こ
の

た
び

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
の

国
庫

負
担

金
」

に
係

る
交

付
要

綱
が

次
の

と
お

り
に

定
め

ら
れ

、
平

成
1
1
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
の
で
、
そ
の
事
務
処
理
に
当
た
っ
て
は
適
正
か
つ
円
滑
な
る
執
行
を
期
せ
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。

な
お

、
平

成
1
0
年

６
月

1
2
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
5
号

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
入

所
施

設
措

置
費

(
児

童
家

庭
局

所
管

施
設

)
等

国
庫

負
担

金
及

び
児

童
福

祉
事

業
対

策
費

等
国

庫
補

助
金

に
つ

い
て

」
は

廃
止

す
る

。
た
だ
し
、
平
成
10
年
度
分
以
前
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

略

　　　　　　　　　　　　　（資料３）
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改
正

後
現

行

（
通

則
）

（
通

則
）

こ
の

交
付

要
綱

は
、

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等
交

付
規

則
（

平
成

1
2
年

令
第

６
号

）
こ

の
交

付
要

綱
は

、
厚

生
労

働
省

所
管

補
助

金
等

交
付

規
則

（
平

成
1
2
年

令
第

６
号

）
労

働
省

厚
生

省
労

働
省

厚
生

省

第
２

条
の

規
定

に
基

づ
き

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
国

庫
負

担
金

」
第

２
条

の
規

定
に

基
づ

き
「

児
童

福
祉

法
に

よ
る

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

国
庫

負
担

金
」

、
、

の
交

付
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
の

交
付

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

第
１

用
語

の
意

義
第

１
用

語
の

意
義

次
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
次

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

１
「

措
置

費
等

」
と

は
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
１

「
措

置
費

等
」

と
は

、
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
、

市
町

村
又

は
児
童

相
談

所
が

児
童
福

祉
法

（
昭

和
22
年

法
律

第
16
4号

。
以

下
「

法
」

と
市
町

村
又

は
児
童

相
談

所
が

児
童

福
祉
法

（
昭

和
22
年

法
律
第

1
64
号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
2
7
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
措

置
、

第
2
2
条

第
１

項
に

規
定

す
る

い
う

。
）

第
2
7
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
措

置
、

第
2
2
条

第
１

項
に

規
定

す
る

助
産

の
実

施
、

第
2
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

母
子

保
護

の
実

施
、

第
3
3
条

の
６

第
１

項
助

産
の

実
施

、
第

2
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

母
子

保
護

の
実

施
又

は
第

3
3
条

第
１

項
及

に
規

定
す

る
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
の

実
施

又
は

第
3
3
条

第
１

項
及

び
第

２
項

に
規

び
第

２
項

に
規

定
す

る
児

童
の

一
時

保
護

業
務

を
行

っ
た

場
合

に
お

け
る

法
第

5
0
条

第
定

す
る

児
童

の
一

時
保

護
業

務
を

行
っ

た
場

合
に

お
け

る
法

第
5
0
条

第
６

号
、

第
６

号
６

号
、

第
６

号
の

３
、

第
７

号
及

び
第

８
号

又
は

第
5
1
条

第
２

号
に

規
定

す
る

そ
の

児
の

３
、

第
７

号
、

第
７

号
の

３
及

び
第

８
号

又
は

第
5
1
条

第
２

号
に

規
定

す
る

そ
の

児
童

等
の

入
所

後
又

は
委

託
後

の
保

護
又

は
養

育
に

つ
き

法
第

4
5
条

の
最

低
基

準
を

維
持

童
等

の
入

所
後

又
は

委
託

後
の

保
護

又
は

養
育

に
つ

き
法

第
4
5
条

の
最

低
基

準
を

維
持

す
る

た
め

の
費

用
（

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
助

産
施

設
に

お
け

る
と

同
様

の
取

扱
す

る
た

め
の

費
用

（
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

助
産

施
設

に
お

け
る

と
同

様
の

取
扱

い
を

す
る

厚
生

労
働

大
臣

が
設

置
す

る
国

立
高

度
専

門
医

療
セ

ン
タ

ー
及

び
独

立
行

政
い

を
す

る
厚

生
労

働
大

臣
が

設
置

す
る

国
立

高
度

専
門

医
療

セ
ン

タ
ー

及
び

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

の
設

置
す

る
医

療
機

関
（

以
下

「
国

立
高

度
専

門
医

療
セ

ン
タ

ー
法

人
国

立
病

院
機

構
の

設
置

す
る

医
療

機
関

（
以

下
「

国
立

高
度

専
門

医
療

セ
ン

タ
ー

等
」

と
い

う
）

に
つ

い
て

は
、

入
所

後
の

助
産

に
要

す
る

費
用

と
す

る
）

を
い

い
、

。
。

等
」

と
い

う
）

に
つ

い
て

は
、

入
所

後
の

助
産

に
要

す
る

費
用

と
す

る
）

を
い

い
、

こ
れ

を
次

の
費

目
に

分
け

る
も

の
と

す
る

。
。

。
こ

れ
を

次
の

費
目

に
分

け
る

も
の

と
す

る
。

(
1
)

事
務

費
児

童
福

祉
施

設
（

以
下

「
施

設
」

と
い

う
。

）
及

び
児

童
相

談
所

が
設

(
1
)

事
務

費
児

童
福

祉
施

設
（

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

及
び

小
規

模
住

居
型

児
童

け
る

一
時

保
護

所
を

運
営

す
る

た
め

に
必

要
な

職
員

の
人

件
費

そ
の

他
事

養
育

事
業

を
含

む
。

以
下

「
施

設
」

と
い

う
。

）
及

び
児

童
相

談
所

が
設

務
の

執
行

に
伴

う
諸

経
費

を
い

う
。

け
る

一
時

保
護

所
を

運
営

す
る

た
め

に
必

要
な

職
員

の
人

件
費

そ
の

他
事

(
2
)

事
業

費
事

務
費

以
外

の
経

費
で

あ
っ

て
、

施
設

に
入

所
し

、
又

は
里

親
に

委
託

務
の

執
行

に
伴

う
諸

経
費

を
い

う
。

さ
れ

て
い

る
児

童
等

（
た

だ
し

、
措

置
が

停
止

さ
れ

て
い

る
児

童
を

除
(
2
)

事
業

費
事

務
費

以
外

の
経

費
で

あ
っ

て
、

施
設

に
入

所
し

、
又

は
里

親
に

委
託

く
。

）
若

し
く

は
一

時
保

護
所

に
一

時
保

護
さ

れ
て

い
る

児
童

等
に

直
接

さ
れ

て
い

る
児

童
等

（
た

だ
し

、
措

置
が

停
止

さ
れ

て
い

る
児

童
を

除
必

要
な

諸
経

費
を

総
称

し
た

も
の

を
い

う
。

く
。

）
若

し
く

は
一

時
保

護
所

に
一

時
保

護
さ

れ
て

い
る

児
童

等
に

直
接

２
「

定
員

」
と

は
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
及

び
市

町
必

要
な

諸
経

費
を

総
称

し
た

も
の

を
い

う
。

村
以

外
の

者
が
設
置

す
る

施
設

に
あ
っ

て
は

、
都

道
府
県

知
事

又
は

指
定
都

市
、

中
核

市
若
し
く

は
児
童
相

談
所
設
置

市
の
市

長
が
認
可

し
た
定

員
（
母
子

生
活
支
援

施
設
に

２
略

。
。
）

、
、

つ
い

て
は

世
帯

数
と

す
る

こ
の

項
に

お
い

て
以

下
同

じ
を

い
い

都
道

府
県

立
指

定
都

市
立

、
中
核

市
立

、
児

童
相

談
所

設
置
市

立
及

び
市
町

村
立

（
指
定

都
市

及
び

。
。
）

、
、

、
中

核
市

を
除

く
以

下
同

じ
の

施
設

に
あ

っ
て

は
そ

の
都

道
府

県
指

定
都

市
中

核
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
及

び
市

町
村

の
条

例
等

で
定

め
た

定
員

を
い

う
。

た
だ

し
、
都

道
府

県
知
事

又
は

指
定
都

市
、

中
核
市

若
し

く
は
児

童
相

談
所
設

置
市

の
市

長
が

暫
定

定
員

を
定

め
た

と
き

は
、

そ
の

暫
定

定
員

を
い

う
。

３
略

３
「

保
護

単
価

」
と

は
、

措
置

児
童

等
の

１
人

当
た

り
の

事
務

費
及

び
事

業
費

の
月

額
（

一
時

保
護

所
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
一

時
保

護
所

の
運

営
に

必
要

な
事

務
費

及
び

事
業
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改
正

後
現

行

費
の

年
額

）
そ

の
他

の
単

価
で

あ
っ

て
、

第
３

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

、
中

核
市

若
し

く
は

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
が

そ
の

施
設

、
里

親
及

び
一

時
保

護
所

に
つ

い
て

設
定

し
た

も
の

を
い

う
。

４
略

４
「

支
弁

額
」

と
は

、
保

護
単

価
に

、
そ

の
月

の
定

員
、

措
置

人
員

そ
の

他
の

員
数

を
乗

じ
て

得
た

値
で

あ
っ

て
、

第
４

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

施
設

又
は

里
親

に
対

し
各

月
算

定
し

て
支

弁
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

及
び

一
時

保
護

所
費

を
い

う
。

５
「

地
域

区
分

」
の

適
用

範
囲

に
つ

い
て

は
、

次
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

５
「

地
域

区
分

」
の

適
用

範
囲

に
つ

い
て

は
、

次
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

(
1
)

「
1
7
/
1
0
0
」

と
は

、
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
9
5

(
1
)

「
1
6
/
1
0
0
」

と
は

、
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
9
5

）
（

「
」

。
）

）
（

「
」

。
）

号
第

1
1
条

の
３

の
規

定
に

基
づ

く
人

事
院

規
則

9
-
4
9

以
下

人
事

院
規

則
と

い
う

号
第

1
1
条

の
３

の
規

定
に

基
づ

く
人

事
院

規
則

9
-
4
9

以
下

人
事

院
規

則
と

い
う

附
則

別
表

（
以

下
「

附
則

別
表

」
と

い
う

）
第

２
の

支
給

割
合

が
1
7
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

附
則

別
表

（
以

下
「

附
則

別
表

」
と

い
う

）
第

２
の

支
給

割
合

が
1
6
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

。
。

る
地

域
と

す
る

。
る

地
域

と
す

る
。

(
2
)

「
1
4
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

1
4
1
0
0
と

さ
れ

て
い

(
2
)

「
1
3
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

1
3
1
0
0
と

さ
れ

て
い

/
/

/
/

る
地

域
と

す
る

。
る

地
域

と
す

る
。

(
3
)

「
1
2
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

1
2
1
0
0
と

さ
れ

て
い

(
3
)

「
1
2
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

1
2
1
0
0
と

さ
れ

て
い

/
/

/
/

る
地

域
と

す
る

。
る

地
域

と
す

る
。

(
4
)

「
1
1
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

1
1
1
0
0
と

さ
れ

て
い

(
4
)

「
1
0
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

1
0
1
0
0
と

さ
れ

て
い

/
/

/
/

る
地

域
と

す
る

。
る

地
域

及
び

小
金

井
市

、
逗

子
市

、
摂

津
市

と
す

る
。

(
5
)

「
1
0
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

1
0
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

(
5
)

「
9
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

9
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
る

地
域

及
び

習
志

野
市

、
八

千
代

市
、

小
金

井
市

、
東

久
留

米
市

、
逗

子
市

、
摂

津
市

地
域

と
す

る
。

と
す

る
。

(
6
)

「
8
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

8
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
(
6
)

「
9
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

9
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
習

志
野

市
、

八
千

代
市

、
東

久
留

米
市

と
す

る
。

地
域

及
び

綾
瀬

市
、

座
間

市
と

す
る

。
(
7
)

「
7
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

7
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
(
7
)

「
8
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

8
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
綾

瀬
市

、
座

間
市

、
大

東
市

、
松

原
市

と
す

る
。

地
域

及
び

大
東

市
と

す
る

。
(
8
)

「
6
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

6
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
(
8
)

「
7
/
1
0
0
」

と
は

、
東

大
和

市
、

松
原

市
と

す
る

。
地
域
及
び
狭
山
市
、
新
座
市
、
鳩
ヶ
谷
市
、
富
士
見
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
埼
玉
県
三
芳
町
、

(
9
)

「
6
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

6
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
蕨

市
、

東
大

和
市

、
大

阪
狭

山
市

、
大

阪
府

忠
岡

町
、

川
西

市
と

す
る

。
/

/
地

域
及

び
狭

山
市

、
新

座
市

、
鳩

ヶ
谷

市
、

富
士

見
市

、
ふ

じ
み

野
市

、
埼

玉
県

三
芳

(
9
)

「
4
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

4
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
/

/
町

、
蕨

市
、

大
阪

狭
山

市
、

大
阪

府
忠

岡
町

、
川

西
市

と
す

る
。

地
域

及
び

伊
勢

原
市

、
神

奈
川

県
寒

川
町

と
す

る
。

(
1
0
)
「

5
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

5
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
(
1
0
)
「

3
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

3
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
/

/
/

/
地

域
及

び
伊

勢
原

市
、

神
奈

川
県

寒
川

町
と

す
る

。
地

域
及

び
長

岡
京

市
、

広
島

県
府

中
町

と
す

る
。

(
1
1
)
「

3
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

3
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
(
1
1
)
「

そ
の

他
」

と
は

(
1
)
か

ら
(
1
0
)
以

外
に

属
す

る
地

域
と

す
る

。
/

/
地

域
及

び
長

岡
京

市
、

広
島

県
府

中
町

と
す

る
。

(
1
2
)
「

そ
の

他
」

と
は

(
1
)
か

ら
(
1
1
)
以

外
に

属
す

る
地

域
と

す
る

。
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現
行

改
正

後

６
略

６
「

義
務

教
育

諸
学

校
」

と
は

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
に

規
定

す
る

小
学

校
（

特
別

支
援

学
校

の
小

学
部

を
含

む
）

及
び

（
中

学
校

中
等

教
育

学
校

前
期

。
課

程
並

び
に

特
別

支
援

学
校

の
中

等
部

を
含

む
）

を
い

い
「

高
等

学
校

」
と

は
、

。
、

（
。
）

。
学

校
教

育
法

に
規

定
す

る
高

等
学

校
中

等
教

育
学

校
の

後
期

課
程

を
含

む
を

い
う

７
略

７
「

助
産

施
設

」
に

は
、

妊
産

婦
を

入
所

さ
せ

る
国

立
高

度
専

門
医

療
セ

ン
タ

ー
等

を
含

む
も

の
と

す
る

。
８

略
８

「
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
乳

児
」

と
は

、
法

第
2
7
条

第
１

項
第

３
号

に
よ

る
入

所
の

措
置

が
行

わ
れ

た
日

の
属

す
る

月
の

初
日

に
お

い
て

１
歳

に
達

し
て

い
な

い
児

童
を

い
い

、
そ

の
児

童
が

そ
の

年
度

中
に

１
歳

に
達

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

そ
の

年
度

中
に
限
り
乳
児
と
み
な
す
も
の
と
し
、
「
児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
１
・
２
歳
児
」
と
は
、

入
所

の
措

置
が

行
わ

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
初

日
に

お
い

て
１

歳
以

上
で

３
歳

に
達

し
て

い
な

い
児

童
を

い
い

、
そ

の
児

童
が

そ
の

年
度

中
に

３
歳

に
達

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、
そ
の
年
度
中
に
限
り
２
歳
と
み
な
す
も
の
と
し
、
「
児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
年
少

児
」
と
は
、
就
学
前
の
措
置
児
の
う
ち
乳
児
及
び
１
・
２
歳
児
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

９
略

９
「

母
子

生
活

支
援

施
設

の
保

育
室

に
お

け
る

３
歳

未
満

児
」

と
は

、
法

第
2
3
条

第
１

項
に

よ
る

母
子

保
護

の
実

施
が

行
わ

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
初

日
に

お
い

て
３

歳
に

達
し

て
い

な
い

児
童

を
い

い
、

そ
の

児
童

が
そ

の
年

度
中

に
３

歳
に

達
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
そ

の
年

度
中

に
限

り
３

歳
未

満
と

み
な

す
も

の
と

す
る

。
1
0

略
1
0

「
乳

児
院

に
お

け
る

２
歳

未
満

児
」

と
は

、
法

第
3
7
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

入
所

の
措

置
が

と
ら

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
初

日
に

お
い

て
２

歳
に

達
し

て
い

な
い

児
童

を
い

い
、

そ
の

児
童

が
そ

の
年

度
中

に
２

歳
に

達
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
そ

の
年

度
中

に
限

り
２

歳
未

満
と

み
な

し
「

乳
児

院
に

お
け

る
２

歳
児

」
と

は
、

入
所

の
措

置
が

と
ら

、
れ

た
日

の
属

す
る

月
の

初
日

に
お

い
て

２
歳

以
上

で
３

歳
に

達
し

て
い

な
い

児
童

を
い

い
、

そ
の

児
童

が
そ

の
年

度
中

に
３

歳
に

達
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
そ

の
年

度
中

に
限

り
２

歳
と

み
な

し
「

乳
児

院
に

お
け

る
３

歳
以

上
児

」
と

は
、

措
置

児
の

う
ち

２
歳

、
未

満
児

及
び

２
歳

児
を

除
い

た
も

の
を

い
う

。
1
1

「
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
」

と
は

、
法

第
６

条
の

２
第

１
項

に
よ

る
事

業
を

い
い

、
以

下
「

自
立

援
助

ホ
ー

ム
」

と
い

う
。

1
2

「
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
」

と
は

、
法

第
６

条
の

２
第

８
項

に
よ

る
事

業
を

い
い

、
以

下
「

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

」
と

い
う

。
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改
正

後
現

行

第
２

国
庫

負
担

額
等

第
２

国
庫

負
担

額
等

１
略

１
国

庫
負

担
の

基
本

額
こ

の
国

庫
負

担
金

は
、

各
年

度
に

お
い

て
そ

の
地

方
公

共
団

体
に

お
け

る
支

弁
総

額
（

個
々

の
施

設
等

に
対

す
る

各
月

の
支

弁
額

の
年

間
の

合
計

額
の

全
施

設
等

の
合

計
額

を
い

い
、

そ
の

額
が

、
そ

の
地

方
公

共
団

体
が

児
童

等
の

措
置

等
の

た
め

に
要

し
た

実
支

出
額

（
当

該
費

用
の

た
め

の
寄

付
金

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
寄

付
金

の
額

を
控

除
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
超

え
る

と
き

は
実

支
出

額
と

す
る

。
）

か
ら

当
該

年
度

に
お

け
る

第
５

に
定

め
る

徴
収

金
基

準
額

を
控

除
し

た
額

を
基

本
額

と
し

て
負

担
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

２
負

担
額

及
び

負
担

区
分

２
負

担
額

及
び

負
担

区
分

国
は

、
１

に
よ

り
算

定
し

た
国

庫
負

担
の

基
本

額
に

対
し

、
法

第
5
3
条

の
規

定
に

よ
国

は
、

１
に

よ
り

算
定

し
た

国
庫

負
担

の
基

本
額

に
対

し
、

法
第

5
3
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
額

を
負

担
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
り

そ
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
額

を
負

担
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
な

お
、

国
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

又
は

市
町

村
な

お
、

国
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

又
は

市
町

村
は

、
法

第
5
0
条

第
６

号
、

第
６

号
の

３
、

第
７

号
、

第
７

号
の

３
及

び
第

８
号

、
第

5
1

は
、

法
第

5
0
条

第
６

号
、

第
６

号
の

３
、

第
７

号
及

び
第

８
号

、
第

5
1
条

第
2
号

、
第

5
3

条
第

2
号

、
第

5
3
条

、
第

5
5
条

及
び

第
5
9
条

の
４

に
規

定
に

よ
り

、
次

の
表

に
掲

げ
る

条
、

第
5
5
条

及
び

第
5
9
条

の
４

に
規

定
に

よ
り

、
次

の
表

に
掲

げ
る

区
分

に
よ

り
そ

れ
区

分
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
措

置
費

等
を

負
担

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

ぞ
れ

の
措

置
費

等
を

負
担

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

経
費

の
種

別
措

置
等

主
体

の
区

分
児

童
等

の
入

所
先

措
置

費
等

の
負

担
区

分
経

費
の

種
別

措
置

等
主

体
の

区
分

児
童

等
の

入
所

先
措

置
費

等
の

負
担

区
分

等
の

区
分

市
町

村
都

道
府

県
国

等
の

区
分

市
町

村
都

道
府

県
国

市
及

び
福

祉
事

務
所

市
町

村
立

施
設

及
１

／
４

１
／

４
１

／
２

市
及

び
福

祉
事

務
所

市
町

村
立

施
設

及
１

／
４

１
／

４
１

／
２

母
子

生
活

支
援

を
管

理
す

る
町

村
び

私
立

施
設

母
子

生
活

支
援

を
管

理
す

る
町

村
び

私
立

施
設

施
設

及
び

助
産

都
道

府
県

立
施

設
１

／
２

１
／

２
施

設
及

び
助

産
都

道
府

県
立

施
設

１
／

２
１

／
２

施
設

の
措

置
費

都
道

府
県

、
指

定
都

都
道

府
県

立
施

設
施

設
の

措
置

費
都

道
府

県
、

指
定

都
都

道
府

県
立

施
設

等
市

、
中

核
市

市
町

村
立

施
設

及
１

／
２

１
／

２
等

市
、

中
核

市
市

町
村

立
施

設
及

１
／

２
１

／
２

び
私

立
施

設
び

私
立

施
設

そ
の

他
の

施
設

都
道

府
県

、
指

定
都

都
道

府
県

立
施

設
そ

の
他

の
施

設
都

道
府

県
、

指
定

都
都

道
府

県
立

施
設

里
親

の
措

置
費

市
、

児
童

相
談

所
設

市
町

村
立

施
設

及
１

／
２

１
／

２
里

親
の

措
置

費
市

、
児

童
相

談
所

設
市

町
村

立
施

設
及

１
／

２
１

／
２

等
置

市
び

私
立

施
設

等
置

市
び

私
立

施
設

一
時

保
護

所
の

都
道

府
県

、
指

定
都

児
童

相
談

所
一

時
保

護
所

の
都

道
府

県
、

指
定

都
児

童
相

談
所

措
置

費
等

市
、

児
童

相
談

所
設

一
時

保
護

施
設

１
／

２
１

／
２

措
置

費
等

市
、

児
童

相
談

所
設

一
時

保
護

施
設

１
／

２
１

／
２

（
）

（
）

置
市

置
市

３
略

３
国

庫
負

担
金

の
概

算
払

国
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

お
い

て
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
４

略
４

国
庫

負
担

金
の

返
還

国
は

、
交

付
す

べ
き

国
庫

負
担

金
の

額
を

確
定

し
た

場
合

に
お

い
て

、
既

に
そ

の
額

を
超

え
る

国
庫

負
担

金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、

そ
の

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行

第
３

保
護

単
価

そ
の

他
の

支
弁

基
準

の
設

定
方

法
第

３
保

護
単

価
そ

の
他

の
支

弁
基

準
の

設
定

方
法

１
略

１
保

護
単

価
そ

の
他

の
支

弁
基

準
の

関
係

者
へ

の
通

知
、

、
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
中

核
市

若
し

く
は

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
は

そ
れ

ぞ
れ

の
監

督
に

属
す

る
施

設
及

び
里

親
に

つ
い

て
、

次
の

２
か

ら
４

ま
で

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

そ
の

年
度

に
お

け
る

措
置

費
等

の
保

護
単

価
そ

の
他

の
支

弁
基

準
を

設
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、
都

道
府

県
知
事

又
は

指
定
都

市
、

中
核
市

若
し

く
は
児

童
相

談
所

設
置

市
の

市
長

は
そ

の
保

護
単

価
そ

の
他

の
支

弁
基

準
に

つ
い

て
市

町
村

長
、

施
設

の
長

、
里

親
に

対
し

通
知

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。

２
事

務
費

の
保

護
単

価
の

設
定

方
法

２
事

務
費

の
保

護
単

価
の

設
定

方
法

(
1
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
(
1
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

の
そ

の
年

度
又

は
母

子
生

活
支

援
施

設
の

そ
の

年
度

に
お

け
る

措
置

児
童

等
１

人
当

た
り

（
母

子
に

お
け

る
措

置
児

童
等

１
人

当
た

り
（

母
子

生
活

支
援

施
設

に
つ

い
て

は
１

世
帯

当
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

１
世

帯
当

た
り

）
の

事
務

費
の

月
額

保
護

単
価

の
設

定
た

り
）

の
事

務
費

の
月

額
保

護
単

価
の

設
定

は
、

個
々

の
施

設
ご

と
に

そ
の

所
在

す
は

、
個

々
の

施
設

ご
と

に
そ

の
所

在
す

る
地

域
、

定
員

等
に

よ
り

定
ま

る
別

表
１

の
る

地
域

、
定

員
等

に
よ

り
定

ま
る

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

１
一

般
分

保
事

務
費

の
保

護
単

価
表

の
１

一
般

分
保

護
単

価
（

別
表

２
の

職
種

別
職

員
定

数
表

等
護

単
価

（
別

表
２

の
職

種
別

職
員

定
数

表
等

に
基

づ
き

算
定

し
た

額
）

を
そ

の
ま

ま
に

基
づ

き
算

定
し

た
額

）
を

そ
の

ま
ま

設
定

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
施

設
が

次
表

第
設

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

施
設

が
次

表
第

２
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
と

き
２

欄
に

掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

と
き

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

加
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
加
算
分
保
護
単
価
を
加
算
し
た
額
を
も
っ
て

算
分

保
護

単
価

を
加

算
し

た
額

を
も

っ
て

そ
の

施
設

の
事

務
費

の
保

護
単

価
と

す
る

そ
の

施
設

の
事

務
費

の
保

護
単

価
と

す
る

こ
と

。
こ

と
。
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改
正

後
現

行

単
価

の
名

称
設

定
の

条
件

適
用

さ
れ

る
単

価
単

価
の

名
称

設
定

の
条

件
適

用
さ

れ
る

単
価

第
１

欄
第

２
欄

第
３

欄
第

１
欄

第
２

欄
第

３
欄

１
小

規
模

施
設

加
算

児
童

養
護

施
設

で
あ

っ
て

、
別

表
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
表

の
１

小
規

模
施

設
加

算
児

童
養

護
施

設
で

あ
っ

て
、

別
表

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

分
保

護
単

価
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

数
表

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
1
)
小

規
模

分
保

護
単

価
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

数
表

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
1
)
小

規
模

の
「

児
童

指
導

員
、

保
育

士
」

の
施

設
加

算
分

保
護

単
価

の
「

児
童

指
導

員
、

保
育

士
」

の
施

設
加

算
分

保
護

単
価

欄
の

た
だ

し
書

に
掲

げ
る

職
員

が
欄

の
た

だ
し

書
に

掲
げ

る
職

員
が

お
か

れ
て

い
る

場
合

お
か

れ
て

い
る

場
合

２
職

業
指

導
員

加
算

児
童

養
護

施
設

又
は

児
童

自
立

支
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
表

の
２

職
業

指
導

員
加

算
児

童
養

護
施

設
又

は
児

童
自

立
支

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

分
保

護
単

価
援

施
設

で
あ

っ
て

、
別

表
２

の
そ

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
)
職

業
指

分
保

護
単

価
援

施
設

で
あ

っ
て

、
別

表
２

の
そ

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
)
職

業
指

の
施

設
の

職
員

定
数

表
に

掲
げ

る
導

員
加

算
分

保
護

単
価

の
施

設
の

職
員

定
数

表
に

掲
げ

る
導

員
加

算
分

保
護

単
価

「
職

業
指

導
員

」
が

別
に

定
め

る
「

職
業

指
導

員
」

が
別

に
定

め
る

基
準

に
よ

り
お

か
れ

て
い

る
場

合
基

準
に

よ
り

お
か

れ
て

い
る

場
合

３
母

子
生

活
支

援
施

母
子

生
活

支
援

施
設

で
あ

っ
て

、
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
表

の
３

母
子

生
活

支
援

施
母

子
生

活
支

援
施

設
で

あ
っ

て
、

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

設
保

育
士

加
算

分
別

表
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
3
)
母

子
生

設
保

育
士

加
算

分
別

表
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
3
)
母

子
生

保
護

単
価

数
表

に
掲

げ
る

「
保

育
士

」
が

お
活

支
援

施
設

保
育

士
加

算
分

保
護

単
保

護
単

価
数

表
に

掲
げ

る
「

保
育

士
」

が
お

活
支

援
施

設
保

育
士

加
算

分
保

護
単

か
れ

る
場

合
価

か
れ

る
場

合
価

４
母

子
生

活
支

援
施

母
子

生
活

支
援

施
設

で
あ

っ
て

、
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
表

の
４

母
子

生
活

支
援

施
母

子
生

活
支

援
施

設
で

あ
っ

て
、

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

設
母

子
指

導
員

加
別

表
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

２
加
算
分
保
護
単
価
の
(4
)母

子
生
活

設
母

子
指

導
員

加
別

表
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
4
)
母

子
生

活

算
分

保
護

単
価

数
表

に
掲

げ
る

「
母

子
指

導
員

」
支

援
施

設
母

子
指

導
員

加
算

分
保

護
算

分
保

護
単

価
数

表
に

掲
げ

る
「

母
子

指
導

員
」

支
援

施
設

母
子

指
導

員
加

算
分

保
護

が
お

か
れ

て
い

る
定

員
2
0
世

帯
の

単
価

が
お

か
れ

て
い

る
定

員
2
0
世

帯
の

単
価

施
設

の
場

合
施

設
の

場
合

５
母

子
生

活
支

援
施

母
子

生
活

支
援

施
設

で
あ

っ
て

、
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
表

の
５

母
子

生
活

支
援

施
母

子
生

活
支

援
施

設
で

あ
っ

て
、

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

設
少

年
指

導
員

兼
別

表
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

２
加
算
分
保
護
単
価
の
(5
)母

子
生
活

設
少

年
指

導
員

兼
別

表
２

の
そ

の
施

設
の

職
員

の
定

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
5
)
母

子
生

活

事
務

員
加

算
分

保
数

表
に

掲
げ

る
「

少
年

指
導

員
兼

支
援

施
設

少
年

指
導

員
兼

事
務

員
加

事
務

員
加

算
分

保
数

表
に

掲
げ

る
「

少
年

指
導

員
兼

支
援

施
設

少
年

指
導

員
兼

事
務

員
加

護
単

価
事

務
員

」
が

お
か

れ
て

い
る

定
員

算
分

保
護

単
価

護
単

価
事

務
員

」
が

お
か

れ
て

い
る

定
員

算
分

保
護

単
価

2
0
世

帯
以

上
の

施
設

の
場

合
2
0
世

帯
以

上
の

施
設

の
場

合

６
寒

冷
地

加
算

分
保

国
家

公
務

員
の

寒
冷

地
手

当
に

関
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
表

の
６

寒
冷

地
加

算
分

保
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

護
単

価
す

る
法

律
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
2
0

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
1
2
)
寒

冷
地

護
単

価
す

る
法

律
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
2
0
0

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
1
1
)
寒

冷
地

0
号

）
及

び
寒

冷
地

手
当

支
給

規
加

算
分

保
護

単
価

号
）

及
び

寒
冷

地
手

当
支

給
規

則
加

算
分

保
護

単
価

則
昭

和
3
9
年

総
理

府
令

第
3
3
号

（
昭

和
3
9
年

総
理

府
令

第
3
3
号

）
（

）

に
定

め
る

地
域

に
所

在
す

る
場

合
に

定
め

る
地

域
に

所
在

す
る

場
合
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改
正

後
現

行

単
価

の
名

称
設

定
の

条
件

適
用

さ
れ

る
単

価
単

価
の

名
称

設
定

の
条

件
適

用
さ

れ
る

単
価

第
１

欄
第

２
欄

第
３

欄
第

１
欄

第
２

欄
第

３
欄

７
事

務
用

採
暖

費
加

北
海

道
に

所
在

す
る

場
合

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

７
事

務
用

採
暖

費
加

北
海

道
に

所
在

す
る

場
合

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

表
の

算
分

保
護

単
価

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
6
)
事

務
用

算
分

保
護

単
価

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
5
)
事

務
用

採
暖

費
加

算
分

保
護

単
価

採
暖

費
加

算
分

保
護

単
価

８
単

身
赴

任
手

当
加

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
る

職
員

が
別

に
定

め
る

基
準

に
よ

り
設

定
さ

れ
８

単
身

赴
任

手
当

加
別

に
定

め
る

基
準

に
よ

る
職

員
が

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
り

設
定

さ
れ

算
分

保
護

単
価

在
職

し
て

い
る

場
合

た
保

護
単

価
算

分
保

護
単

価
在

職
し

て
い

る
場

合
た

保
護

単
価

９
民

間
施

設
給

与
等

地
方

公
共

団
体

の
経

営
す

る
施

設
一

般
分

保
護

単
価

表
（

小
規

模
施

設
９

民
間

施
設

給
与

等
地

方
公

共
団

体
の

経
営

す
る

施
設

一
般

分
保

護
単

価
表

（
小

規
模

施
設

改
善

費
以

外
の

施
設

の
場

合
た

だ
し

、
昭

加
算

分
保

護
単

価
、

職
業

指
導

員
加

改
善

費
以

外
の

施
設

の
場

合
た

だ
し

、
昭

加
算

分
保

護
単

価
、

職
業

指
導

員
加

和
46
年
７
月
16
日
社
庶
第
12
1号

社
算

分
保

護
単

価
、

母
子

生
活

支
援

施
和

4
6
年

７
月

1
6
日

社
庶

第
1
2
1
号

社
算

分
保

護
単

価
、

母
子

生
活

支
援

施

会
局

長
、

児
童

家
庭

局
長

通
知

に
設

保
育

士
加

算
分

保
護

単
価

、
母

子
会

局
長

、
児

童
家

庭
局

長
通

知
に

設
保

育
士

加
算

分
保

護
単

価
、

母
子

い
う

社
会

福
祉

事
業

団
等

（
以

下
生

活
支

援
施

設
母

子
指

導
員

加
算

分
い

う
社

会
福

祉
事

業
団

等
（

以
下

生
活

支
援

施
設

母
子

指
導

員
加

算
分

社
会

福
祉

事
業

団
等

と
い

う
保

護
単

価
、

母
子

生
活

支
援

施
設

少
社

会
福

祉
事

業
団

等
と

い
う

保
護

単
価

、
母

子
生

活
支

援
施

設
少

「
」

。
）

「
」

。
）

経
営

の
施

設
を

除
く

。
年

指
導

員
兼

事
務

員
加

算
分

保
護

単
経

営
の

施
設

を
除

く
。

年
指

導
員

兼
事

務
員

加
算

分
保

護
単

価
、

寒
冷

地
加

算
分

保
護

単
価

、
単

価
、

寒
冷

地
加

算
分

保
護

単
価

、
単

身
赴

任
手

当
加

算
分

保
護

単
価

及
び

身
赴

任
手

当
加

算
分

保
護

単
価

及
び

事
務

用
採

暖
費

加
算

分
保

護
単

価
の

事
務

用
採

暖
費

加
算

分
保

護
単

価
の 、

加
算
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

加
算

が
行

わ
れ

る
場

合
に

お
い

て
は

そ
れ

ら
の

単
価

を
加

算
し

た
額

）
×

そ
れ

ら
の

単
価

を
加

算
し

た
額

）
×

別
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
加
算
率
（
た

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
る

加
算

率
た

（
だ

し
、

加
算

率
に

つ
い

て
は

別
に

定
だ

し
、

加
算

率
に

つ
い

て
は

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

全
部

又
は

一
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

全
部

又
は

一
部

を
減

ず
る

こ
と

が
で

き
る

）
部

を
減

ず
る

こ
と

が
で

き
る

）
。

。

1
0
除

雪
費

豪
雪

地
帯

特
別

措
置

法
（

昭
和

3
7

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

の
２

1
0
除

雪
費

豪
雪

地
帯

特
別

措
置

法
（

昭
和

3
7

別
表

１
の

事
務

費
の

保
護

単
価

の
２

年
４

月
５

日
法

律
第

7
3
号

）
第

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
7
)
除

雪
費

加
年

４
月

５
日

法
律

第
7
3
号

）
第

２
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
6
)
除

雪
費

加
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

地
域

算
分

保
護

単
価

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
地

域
算

分
保

護
単

価
に

所
在

す
る

地
方

公
共

団
体

の
経

に
所

在
す

る
地

方
公

共
団

体
の

経
営

す
る

施
設

以
外

の
施

設
の

場
合

営
す

る
施

設
以

外
の

施
設

の
場

合

1
1
降

灰
除

去
費

活
動

火
山

対
策

特
別

措
置

法
（

昭
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
の

２
1
1
降

灰
除

去
費

活
動

火
山

対
策

特
別

措
置

法
（

昭
別

表
１

の
事

務
費

の
保

護
単

価
の

２
和

4
8
年

７
月

2
4
日

法
律

第
6
1
号

）
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
8
)
降

灰
除

去
和

4
8
年

７
月

2
4
日

法
律

第
6
1
号

）
加

算
分

保
護

単
価

の
(
2
7
)
降

灰
除

去
第

1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

費
加

算
分

保
護

単
価

第
1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

費
加

算
分

保
護

単
価

降
灰

防
除

地
域

に
所

在
す

る
施

設
降

灰
防

除
地

域
に

所
在

す
る

施
設

の
場

合
の

場
合
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改
正

後
現

行

(
2
)

児
童

養
護

施
設

の
乳

児
加

算
分

、
１

・
２

歳
児

加
算

分
、

年
少

児
加

算
分

、
特

別
(
2
)

児
童

養
護

施
設

の
乳

児
加

算
分

、
１

・
２

歳
児

加
算

分
、

年
少

児
加

算
分

、
特

別
指

導
費

加
算

分
及

び
看

護
師

加
算

分
、

児
童

養
護

施
設

及
び

乳
児

院
の

指
導

員
特

別
指

導
費

加
算

分
、

学
習

指
導

加
算

分
及

び
看

護
師

加
算

分
、

児
童

養
護

施
設

及
び

乳
加

算
分

、
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
、

児
童

自
立

支
援

施
設

及
び

母
子

生
活

支
援

施
設

児
院

の
指

導
員

特
別

加
算

分
、

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
児

童
自

立
支

援
施

設
及

び
の

心
理

療
法

担
当

職
員

雇
上

費
加

算
分

、
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
、

児
童

自
立

支
援

母
子

生
活

支
援

施
設

の
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

分
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

及
び

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
の

個
別

対
応

職
員

加
算

自
立

支
援

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設
及

び
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

の
個

別
対

応
分

及
び

基
幹

的
職

員
加

算
分

、
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
乳

児
院

及
び

職
員

加
算

分
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

乳
児

院
及

び
情

緒
障

害
児

短
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

の
家

庭
支

援
専

門
相

談
員

加
算

分
及

び
小

規
模

グ
ル

ー
プ

期
治

療
施

設
の

家
庭

支
援

専
門

相
談

員
加

算
分

及
び

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
担

当
職

員
ケ

ア
担

当
職

員
加

算
分

、
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

加
算

分
、

乳
児

院
（

定
員

5
0
人

以
上

）
の

家
庭

支
援

専
門

相
談

員
加

算
分

、
母

子
生

活
治

療
施

設
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

及
び

里
親

の
学

習
指

導
費

加
算

分
、

乳
児

院
（

定
員

支
援

施
設

の
特

別
生

活
指

導
費

加
算

分
、

夜
間

警
備

体
制

強
化

加
算

分
、

保
育

機
能

強
5
0
人

以
上

）
の

家
庭

支
援

専
門

相
談

員
加

算
分

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

特
別

生
活

指
化

加
算

分
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
（

定
員

4
0
世

帯
以

上
）

の
母

子
指

導
員

、
少

年
指

導
費

加
算

分
、

夜
間

警
備

体
制

強
化

加
算

分
、

保
育

機
能

強
化

加
算

分
及

び
母

子
生

活
導

員
加

算
分

、
ボ

イ
ラ

ー
技

士
雇

上
費

加
算

分
、

一
時

保
護

所
の

処
遇

促
進

加
算

分
の

支
援

施
設

（
定

員
4
0
世

帯
以

上
）

の
母

子
指

導
員

、
少

年
指

導
員

加
算

分
、

ボ
イ

ラ
ー

保
護

単
価

は
、

別
表

１
の

事
務

費
の

２
加

算
分

保
護

単
価

を
そ

の
ま

ま
設

定
す

る
も

の
技

士
雇

上
費

加
算

分
、

一
時

保
護

所
の

処
遇

促
進

加
算

分
の

保
護

単
価

は
、

別
表

１
の

と
す

る
こ

と
。

事
務

費
の

２
加

算
分

保
護

単
価

を
そ

の
ま

ま
設

定
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
な

お
、

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
り

施
設

機
能

強
化

推
進

費
、

入
所

児
童

（
者

）
処

遇
な

お
、

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
り

施
設

機
能

強
化

推
進

費
、

入
所

児
童

（
者

）
処

遇
特

別
加

算
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

は
そ

の
認

定
額

を
加

算
す

る
も

特
別

加
算

費
を

必
要

と
す

る
も

の
と

認
定

さ
れ

た
場

合
は

そ
の

認
定

額
を

加
算

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

の
と

す
る

こ
と

。
(
3
)

略
(
3
)

(1
)に

よ
り
保
護
単
価
が
設
定
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
そ
の
年
度
の
当
初
の
月
に

係
る

事
務

費
の

支
弁

か
ら

適
用

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

そ
の

年
度

中
に

そ
の

施
設

の
定

員
の

改
定

等
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
改

定
の

あ
っ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

分
（

そ
の

月
の

初
日

に
そ

の
改

定
が

あ
っ

た
と

き
は

そ
の

月
分
）
の
支
弁
か
ら
、
(1
)の

方
法
に
よ
り
、
そ
の
施
設
の
保
護
単
価
を
改
定
す
る
こ
と
。

(
4
)

略
(
4
)

施
設

が
新

設
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
開

所
す

る
月

（
施

設
の

開
所

は
各

月
の

初
日

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
）

の
前

月
分

の
事

務
費

の
保

護
単

価
は

、
(
1
)
の

方
。

法
に

準
じ

て
設

定
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

３
事

業
費

の
保

護
単

価
の

設
定

方
法

３
事

業
費

の
保

護
単

価
の

設
定

方
法

事
業
費
の
保
護
単
価
の
設
定
は
、
第
４
の
２
の
表
の
(2
)か

ら
(2
0)
ま
で
に
掲
げ
る
事
業

事
業
費
の
保
護
単
価
の
設
定
は
、
第
４
の
２
の
表
の
(2
)か

ら
(1
9)
ま
で
に
掲
げ
る
事
業

費
の

各
費

目
の

保
護

単
価

を
そ

の
ま

ま
設

定
す

る
こ

と
。

費
の

各
費

目
の

保
護

単
価

を
そ

の
ま

ま
設

定
す

る
こ

と
。

４
略

４
措

置
費

等
の

支
弁

基
準

の
設

定
方

法
２

及
び

３
に

よ
り

保
護

単
価

を
定

め
た

と
き

は
、

措
置

費
等

の
各

費
目

ご
と

の
そ

の
保

護
単

価
に

よ
る

支
弁

要
件

、
そ

の
使

途
及

び
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

に
関

す
る

事
項

を
定

め
た

支
弁

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
け

る
支

弁
基

準
の

設
定

は
、

第
１

及
び

第
４

に
掲

げ
る

事
項

に
必

要
な

補
正

を
加

え
て

そ
の

ま
ま

設
定

す
れ

ば
足

り
る

こ
と

。
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改
正

後
現

行

第
４

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
及

び
支

弁
の

方
法

第
４

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
及

び
支

弁
の

方
法

１
地

方
公

共
団

体
の

支
弁

義
務

１
地

方
公

共
団

体
の

支
弁

義
務

地
方

公
共

団
体

は
、

法
第

5
0
条

第
６

号
、

第
６

号
の

３
、

第
７

号
、

第
７

号
の

３
、

地
方

公
共

団
体

は
、

法
第

5
0
条

第
６

号
、

第
６

号
の

３
、

第
７

号
、

第
８

号
及

び
第

第
８

号
及

び
第

5
1
条

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
そ

の
施

設
等

に
対

し
、

２
及

び
３

に
定

め
5
1
条

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
そ

の
施

設
等

に
対

し
、

２
及

び
３

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
事

務
費

及
び

事
業

費
の

費
目

の
種

類
ご

と
の

支
弁

額
を

合
よ

り
算

定
し

た
事

務
費

及
び

事
業

費
の

費
目

の
種

類
ご

と
の

支
弁

額
を

合
算

し
た

額
算
し
た
額
を
、
そ
の
月
の
措
置
費
等
の
支
弁
額
と
し
て
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

を
、

そ
の

月
の

措
置

費
等

の
支

弁
額

と
し

て
支

弁
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。

２
措

置
費

等
の

費
目

の
使

途
及

び
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

２
措

置
費

等
の

費
目

の
使

途
及

び
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
助

産
施

設
、

自
立

援
助

ホ
ー

ム
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

、
里

親
母

子
生

活
支

援
施

設
、

助
産

施
設

、
里

親
又

は
一

時
保

護
所

に
対

す
る

措
置

費
等

の
費

又
は

一
時

保
護

所
に

対
す

る
措

置
費

等
の

費
目

の
種

類
は

、
次

表
第

１
欄

に
掲

げ
る

と
目

の
種

類
は

、
次

表
第

１
欄

に
掲

げ
る

と
お

り
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
費

目
の

種
類

ご
と

お
り

と
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

費
目

の
種

類
ご

と
の

支
弁

対
象

児
童

等
、

そ
の

経
費

の
使

途
の

支
弁

対
象

児
童

等
、

そ
の

経
費

の
使

途
及

び
そ

の
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

は
、

同
表

及
び

そ
の

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
は

、
同

表
の

第
２

欄
か

ら
第

４
欄

に
掲

げ
る

と
お

り
の

第
２

欄
か

ら
第

４
欄

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

こ
と

。
と

す
る

こ
と

。
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

児
童

養
護

施
設

、
児

童
施

設
等

を
運

営
(
1
)

次
の
ア
か
ら
ツ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
額

児
童

養
護

施
設

、
児

童
施

設
等

を
運

営
(
1
)

次
の

ア
か

ら
チ

ま
で

に
よ

り
算

定
し

た
額

(
1
)

(
1
)

自
立

支
援

施
設

（
通

所
す

る
た

め
に

必
の

合
算

額
自

立
支

援
施

設
（

通
所

す
る

た
め

に
必

の
合

算
額

事
事

部
を

含
む

、
情

緒
障

要
な

職
員

の
人

ア
乳

児
院

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

及
び

フ
部

を
含

む
、

情
緒

障
要

な
職

員
の

人
ア

次
の
算
式
(1
)及

び
乳
児
院
に
つ
い
て
は

務
務

）
）

。
、

費
費

害
児

短
期

治
療

施
設

件
費

そ
の

他
事

ァ
ミ

リ
ホ

ー
ム

以
外

の
施

設
に

つ
い

て
害

児
短

期
治

療
施

設
件

費
そ

の
他

事
算

式
(
2
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
た

だ
し

（
通

所
部

を
含

む
、

務
の

執
行

に
伴

は
次

の
算

式
(
1
)
、

乳
児

院
に

つ
い

て
（

通
所

部
を

含
む

、
務

の
執

行
に

伴
そ

の
月

初
日

に
お

い
て

そ
の

施
設

に
対

）
）

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
う

諸
経

費
は

算
式

(
2
)
、

自
立

援
助

ホ
ー

ム
及

び
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

う
諸

経
費

し
、

２
以

上
の

支
弁

義
務

者
が

あ
る

場
合

援
施
設
、
自
立
援
助
ホ
ー

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

に
つ

い
て

は
算

式
援

施
設

、
又

は
一

時
保

に
お

け
る

各
支

弁
義

務
者

の
支

弁
額

の
算

ム
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

(
3
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

た
だ

し
、

護
所

（
一

時
保

護
の

委
定

は
次

の
算

式
(
3
)
（

関
係

支
弁

義
務

者
又

は
一

時
保

護
所

（
一

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
そ

の
施

設
に

託
を

受
け

た
児

童
養

護
が

協
議

を
行

い
、

各
支

弁
義

務
者

が
措

置
時

保
護

の
委

託
を

受
け

し
、

２
以

上
の

支
弁

義
務

者
が

あ
る

場
施

設
、

児
童

自
立

支
援

児
童

数
等

に
か

か
わ

ら
ず

、
支

弁
す

べ
き

た
児

童
養

護
施

設
、

児
合

に
お

け
る

各
支

弁
義

務
者

の
支

弁
額

施
設

及
び

乳
児

院
を

含
人

員
（

い
わ

ゆ
る

協
定

人
員

）
を

定
め

て
童

自
立

支
援

施
設

及
び

の
算

定
は

次
の

算
式

(
4
)
（

関
係

支
弁

む
）

支
弁

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
と

き
は

算
式

。
乳

児
院

を
含

む
）

義
務

者
が

協
議

を
行

い
、

各
支

弁
義

務
(
4
)
）

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
と

す
る

。
。

者
が

措
置

児
童

数
等

に
か

か
わ

ら
ず

、
算

式
(
1
)

支
弁

す
べ

き
人

員
（

い
わ

ゆ
る

協
定

人
そ

の
施

設
の

月
額

保
護

単
価

×
そ

の
施

員
）

を
定

め
て

支
弁

す
る

こ
と

と
し

て
設

の
定

員
（

通
所

部
の

場
合

は
通

所
部

（
い

る
と

き
は

算
式

(
5
)
）

に
よ

っ
て

算
の

定
員

（
そ

の
月

初
日

に
お

い
て

私
的

）
定

し
た

額
と

す
る

。
契

約
者

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
数

を
控

除
算

式
(
1
)

し
た

数
）

）
そ

の
施

設
の

月
額

保
護

単
価

×
そ

の
施

算
式

(
2
)

設
の

定
員

（
通

所
部

の
場

合
は

通
所

部
２

歳
未

満
児

の
月

額
保

護
単

価
×

［
定

（
の

定
員

（
そ

の
月

初
日

に
お

い
て

私
的

員
（

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
私

的
契

約
児

）
、

）
契

約
児

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
数

を
控

除
が

あ
る

と
き

は
そ

の
数

を
控

除
し

た
数

し
た

数
）

－
そ

の
月

初
日

の
２

歳
児

措
置

児
数

－
そ

）
算

式
(
2
)

の
月

初
日

の
３

歳
以

上
児

措
置

児
数

］
＋

略
２

歳
児

の
月

額
保

護
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

２
歳

児
措

置
児

数
＋

３
歳

以
上

児
の

月
額

保
護

単
価

×
そ

の
月

初
日

の
３

歳
以

上
児

措
置

児
数

算
式

(
3
)

算
式

(
3
)

そ
の

施
設

の
月

額
保

護
単

価
×

そ
の

施
そ

の
施

設
の

月
額

保
護

単
価

×
そ

の
施

設
の

そ
の

月
初

日
の

現
員

（
そ

の
月

初
日

設
の

定
員

（
そ

の
月

初
日

に
お

い
て

私
的

に
お

い
て

私
的

契
約

児
が

あ
る

と
き

は
、

契
約

児
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

数
を

控
除

そ
の

数
を

控
除

し
た

数
）

し
た

数
）

×
支

弁
率

算
式

(
4
)

そ
の

施
設

の
月

額
保

護
単

価
×

そ
の

施
そ

の
支

弁
義

務
者

の
支

弁
す

べ
き

設
の

定
員

（
そ

の
月

初
日

に
お

い
て

私
的

そ
の

月
初

日
の

措
置

児
童

数
等

又
は

世
契

約
児

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
数

を
控

除
帯

数
し

た
数

）
×

支
弁

率
そ

の
施

設
そ

の
月

初
日

の
総

措
置

児
童

数
等

又
は

世
帯

数
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

そ
の

支
弁

義
務

者
の

支
弁

す
べ

き
算

式
(
4
)

(
1
)

(
1
)

そ
の

月
初

日
の

措
置

児
童

数
等

又
は

世
そ

の
施

設
の

月
額

保
護

単
価

×
そ

の
協

事
事

帯
数

定
人

員
（

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
私

的
契

務
務

そ
の

施
設

そ
の

月
初

日
の

総
措

置
児

童
約

者
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

数
を

控
除

し
費

費
数

等
又

は
世

帯
数

た
数

）
算

式
(
5)

イ
そ

の
月

初
日

に
お

い
て

、
児

童
養

護
施

そ
の

施
設

の
月

額
保

護
単

価
×

そ
の

協
設

に
乳

児
、

１
・

２
歳

児
又

は
年

少
児

が
定

人
員

（
そ

の
月

初
日

に
お

い
て

私
的

契
そ

れ
ぞ

れ
入

所
し

て
い

る
場

合
に

は
、

次
約

者
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

数
を

控
除

し
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

。
た

数
）

算
式

イ
略

乳
児

、
１

・
２

歳
児

又
は

年
少

児
加

算
分

月
額

保
護

単
価

×
そ

の
月

初
日

の
乳

児
、

１
・

２
歳

児
又

は
年

少
児

数
、

、
ウ

略
ウ

児
童

養
護

施
設

児
童

自
立

支
援

施
設

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
が

寒
冷

地
手

当
支

給
規

則
の

一
部

を
改

正
す

（
）

る
省

令
平

成
1
6
年

総
務

省
令

第
1
2
9
号

の
施

行
（

平
成

1
6
年

1
0
月

2
8
日

）
前

の
寒

冷
地

手
当

支
給

規
則

（
昭

和
3
9
年

総
理

府
令

第
3
3
号

）
別

表
第

１
に

掲
げ

る
旧

５
級

地
で

あ
る

地
域

に
所

在
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
ボ

イ
ラ

ー
を

有
し

、
か

つ
、

ボ
イ

ラ
ー

技
士

が
お

か
れ

て
い

る
場

合
又

は
そ

の
他

の
地

域
に

所
在

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
そ

の
初

日
に

お
い

「
」

て
ボ

イ
ラ

ー
及

び
圧

力
容

器
安

全
規

則
（

昭
和

4
7
年

労
働

省
令

第
3
3
号

）
第

１
条

第
１

号
に

規
定

す
る

ボ
イ

ラ
ー

を
設

置
し

て
お

り
、

か
つ

、
同

規
則

第
9
7
条

に
規

定
す

る
ボ

イ
ラ

ー
技

士
免

許
を

受
け

た
者

が
置

か
れ

て
い

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

ボ
イ

ラ
ー

技
士

１
人

分
の

雇
上

費
と

し
て

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

算
式

ボ
イ

ラ
ー

技
士

雇
上

費
加

算
分

月
額

保
護

単
価

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
定

員
エ

略
エ

児
童

養
護

施
設

が
別

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

算
式
特

別
指

導
費

加
算

分
月

額
保

護
単

価
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

定
員
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

オ
児

童
養

護
施

設
児

童
自

立
支

援
施

設
オ

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
(
1
)

(
1
)

、
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

フ
ァ

ミ
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
及

び
里

親
事

事
リ

ー
ホ

ー
ム

及
び

里
親

が
別

に
定

め
る

が
別

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

務
務

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
お
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
。

費
費

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

算
式

算
式

学
習

指
導

加
算

分
保

護
単

価
×

そ
の

月
学

習
指

導
加

算
分

保
護

単
価

×
そ

の
月

の
対

象
児

童
数

の
対

象
児

童
数

カ
児

童
養

護
施

設
が

別
に

定
め

る
基

準
に

カ
略

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

算
式
看

護
師

加
算

分
保

護
単

価
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
定

員
、

、
キ

略
キ

児
童

養
護

施
設

児
童

自
立

支
援

施
設

乳
児

院
及

び
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

が
別

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い
て
は
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
。

算
式

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
担

当
職

員
加

算
分

月
額

保
護

単
価

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

ク
略

ク
児

童
養

護
施

設
及

び
乳

児
院

が
別

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

算
式

指
導

員
特

別
加

算
分

月
額

保
護

単
価

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

。
ケ

略
ケ

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
児

童
自

立
支

援
施

設
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
が

別
に

定
め

る
基

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
、

。
て

は
次

の
算

式
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

算
式

心
理

療
法

担
当

職
員

加
算

分
月

額
保

護
単

価
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
定

員
、

、
コ

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
児

童
自

立
コ

児
童

養
護

施
設

児
童

自
立

支
援

施
設

支
援

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設
及

び
情

母
子

生
活

支
援

施
設

及
び

情
緒

障
害

児
短

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

が
別

に
定

め
る

期
治

療
施

設
が

別
に

定
め

る
基

準
に

該
当

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

次
の

す
る
場
合
に
お
い
て
は
次
の
算
式
に
よ
っ
て

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

算
定

し
た

額
。

算
式

算
式

個
別

対
応

職
員

加
算

分
月

額
保

護
単

価
個

別
対

応
職

員
加

算
分

月
額

保
護

単
価

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

、
、

サ
略

サ
児

童
養

護
施

設
児

童
自

立
支

援
施

設
乳

児
院

及
び

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
が

別
に

定
め

る
基

準
に

該
当

す
る

場
合

に
。

お
い

て
は

次
の

算
式

よ
っ

て
算

定
し

た
額

算
式

家
庭

支
援

専
門

相
談

員
加

算
分

月
額

保
護
単
価
×
ア
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
定
員
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

シ
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
、

児
童

自
立

シ
乳

児
院

が
別

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

(
1
)

(
1
)

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

る
場

合
に

お
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

っ
て

事
事

及
び

母
子

生
活

支
援

施
設

が
別

に
定

め
る

算
定

し
た

額
。

務
務

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
次

算
式

費
費

の
算

式
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

。
乳

児
院

（
定

員
5
0
人

以
上

）
の

家
庭

支
た

だ
し

、
基

幹
的

職
員

加
算

の
対

象
援

専
門

相
談

員
加

算
分

月
額

保
護

単
価

者
は

１
施

設
１

名
と

し
、

施
設

長
は

加
算

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

の
対

象
と

は
し

な
い

こ
と

。
算

式
ス

母
子

生
活

支
援

施
設

が
別

に
定

め
る

基
基

幹
的

職
員

加
算

分
月

額
保

護
単

価
×

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
次

の
算

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
定

員
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

。
算

式
ス

乳
児

院
が

別
に

定
め

る
基

準
に

該
当

す
特

別
生

活
指

導
費

加
算

分
月

額
保

護
単

る
場

合
に

お
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

っ
て

価
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
定

員
算

定
し

た
額

。
算

式
セ

母
子

生
活

支
援

施
設

が
別

に
定

め
る

基
乳

児
院

（
定

員
5
0
人

以
上

）
の

家
庭

支
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

次
の

算
援

専
門

相
談

員
加

算
分

月
額

保
護

単
価

式
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

。
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
定

員
算

式
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算
分

月
額

保
護

セ
母

子
生

活
支

援
施

設
が

別
に

定
め

る
基

単
価

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

ソ
母

子
生

活
支

援
施

設
が

別
に

定
め

る
基

算
式

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

次
の

特
別

生
活

指
導

費
加

算
分

月
額

保
護

単
算

式
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

。
価

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

算
式

保
育

機
能

強
化

加
算

分
月

額
保

護
単

価
ソ

母
子

生
活

支
援

施
設

が
別

に
定

め
る

基
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
定

員
準

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

タ
母

子
生

活
支

援
施

設
が

別
に

定
め

る
基

算
式

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

次
の

夜
間

警
備

体
制

強
化

加
算

分
月

額
保

護
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

単
価

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

定
員

算
式
母

子
生

活
支

援
施

設
（

定
員

4
0
世

帯
以

タ
母

子
生

活
支

援
施

設
が

別
に

定
め

る
基

上
）

母
子

指
導

員
、

少
年

指
導

員
加

算
分

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

次
の

保
護

単
価

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

算
式

保
育

機
能

強
化

加
算

分
月

額
保

護
単

価
チ

そ
の

施
設

に
お

い
て

別
に

定
め

る
基

準
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
定

員
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

チ
母

子
生

活
支

援
施

設
が

別
に

定
め

る
基

算
式

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

次
の

単
身

赴
任

手
当

加
算

分
月

額
保

護
単

価
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

×
ア

の
算

式
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
定

員
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

算
式

(
2
)

施
設

が
新

設
さ

れ
る

場
合

に
お

け
る

事
務

(
1
)

(
1
)

母
子

生
活

支
援

施
設

（
定

員
4
0
世

帯
以

費
の

支
弁

額
は

、
そ

の
開

所
す

る
月

の
前

月
事

事
上

）
母

子
指

導
員

、
少

年
指

導
員

加
算

分
分

の
支

払
額

は
、

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

務
務

、
。

費
費

保
護
単
価
×
ア
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額

た
額

と
し

開
所

し
た

月
か

ら
は

(
1
)に

よ
る

た
だ

し
、

そ
の

開
所

し
た

日
が

そ
の

月
の

ツ
そ

の
施

設
に

お
い

て
別

に
定

め
る

基
準

初
日

で
な

か
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
本

文
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
次

の
算

式
の

適
用

は
な

い
。

に
よ

り
算

定
し

た
額

。
算

式
算

式
そ

の
施

設
の

月
額

保
護

単
価

（
民

間
施

単
身

赴
任

手
当

加
算

分
月

額
保

護
単

価
設

給
与

等
改

善
費

を
除

く
。

）
×

そ
の

施
×

ア
の

算
式

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

定
員

設
の

定
員

×
0
.
5
（

半
月

分
）

(
2
)

略
(
3
)

略
(
3
)

一
時

保
護

所
の

事
務

費
の

支
弁

額
は

、
次

の
ア

か
ら

ウ
ま

で
に

よ
り

算
定

し
た

額
の

合
算

額
と

す
る

。
ア

次
に

よ
り

算
出

し
た

利
用

定
員

が
該

当
す

る
保

護
単

価
。

｛
前

年
度

の
一

時
保

護
延

べ
人

日
／

1
2

［
月
／
30
.4
］
（
小
数
点
以
下
第
１
位
の
数
値

を
切

り
上

げ
る

）
×

1
.
2
0
5

（
小

数
点

以
｝

下
第

１
位

の
数

値
を

四
捨

五
入

）
イ

そ
の

一
時

保
護

所
が

別
に

定
め

る
基

準
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

次
の

額
を

加
算

す
る

。
一
時
保
護
所
処
遇
促
進
加
算
分
保
護
単
価

ウ
そ

の
一

時
保

護
所

が
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
0
0
号

)
の

別
表

に
定

め
る

支
給

地
域

に
所

在
す

る
場

合
一

時
保

護
所

寒
冷

地
加

算
分

保
護

単
価

を
加

算
し

た
額

。
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

(
4
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

(
4
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
及

(
1
)

(
1
)

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
及

び
乳

児
院

に
び

乳
児

院
に

お
い

て
、

暫
定

定
員

を
超

え
て

事
事

お
い

て
暫

定
定

員
を

超
え

て
認

可
定

員
又

は
認

可
定

員
又

は
条

例
等

で
定

め
た

定
員

に
達

務
務

条
例

等
で

定
め

た
定

員
に

達
す

る
範

囲
内

で
す

る
範

囲
内

で
一

時
保

護
を

受
託

し
た

場
合

費
費

一
時

保
護

を
受

託
し

た
場

合
、

自
立

援
助

ホ
、

及
び

、
知

的
障

害
児

施
設

、
第

一
種

自
閉

ー
ム

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

に
お

い
て

定
症

児
施

設
、

第
二

種
自

閉
症

児
施

設
、

盲
児

員
に

達
す

る
範

囲
内

で
一

時
保

護
を

受
託

し
施

設
、

ろ
う

あ
施

設
、

肢
体

不
自

由
児

施
設

た
場

合
、

知
的

障
害

児
施

設
、

第
一

種
自

閉
入

所
部

、
肢

体
不

自
由

児
療

護
施

設
及

び
重

症
児

施
設

、
第

二
種

自
閉

症
児

施
設

、
盲

児
症

心
身

障
害

児
施

設
に

お
い

て
、

認
可

定
員

施
設

、
ろ

う
あ

施
設

、
肢

体
不

自
由

児
施

設
又

は
条

例
等

で
定

め
た

定
員

に
達

す
る

範
囲

入
所

部
、

肢
体

不
自

由
児

療
護

施
設

及
び

重
内

で
一

時
保

護
を

受
託

し
た

場
合

、
及

び
、

症
心

身
障

害
児

施
設

に
お

い
て

認
可

定
員

又
肢

体
不

自
由

児
又

は
重

症
心

身
障

害
児

を
入

は
条

例
等

で
定

め
た

定
員

に
達

す
る

範
囲

内
所

さ
せ

る
児

童
福

祉
法

第
７

条
第

６
項

に
規

で
一

時
保

護
を

受
託

し
た

場
合

、
及

び
肢

体
定

す
る

指
定

医
療

機
関

に
お

い
て

一
時

保
護

不
自

由
児

又
は

重
症

心
身

障
害

児
を

入
所

さ
を

受
託

し
た

場
合

の
そ

れ
ぞ

れ
の

支
弁

額
。

せ
る

児
童

福
祉

法
第

７
条

第
６

項
に

規
定

す
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

は
、

る
指

定
医

療
機

関
に

お
い

て
一

時
保

護
を

受
託

し
た

場
合

の
そ

れ
ぞ

れ
の

支
弁

額
そ

の
施

設
の

月
額

保
護

単
価

／
3
0
.
4
（

1
0
円

は
、

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

と
す

る
。

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

）
×

そ
の

月
の

受
託

延
べ

日
数

略
（

注
）

受
託

施
設

が
障

害
児

施
設

又
は

指
定

医
療

機
関

で
あ

る
場

合
の

施
設

の
月

額
保

護
単

価
は

平
成

1
9
年

1
2
月

1
8
日

厚
生

労
働

省
発

障
第

1
2
1
8
0
0
2

号
「

障
害

児
施

設
措

置
費

（
給

付
費

等
）

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

に
お

い
て

定
め

る
月

額
保

護
単

価
と

す
る

。
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
給

(
1
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
給

(
1
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

(
2
)

(
2
)

童
自

立
支

援
施

設
食

に
要

す
る

材
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
乳

児
院

、
童

自
立

支
援

施
設

通
食

に
要

す
る

材
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
乳

児
院

、
里

（
通

所
部

を
含

む
料

費
等

及
び

日
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
、

里
親

、
自

立
援

助
ホ

所
部

を
含

む
、

情
緒

料
費

等
及

び
日

親
又

は
母

子
生

活
支

援
施

設
の

場
合

次
の

算
（

）
、

）
情

緒
障

害
児

短
期

治
常

生
活

に
必

要
ー

ム
又

は
母

子
生

活
支

援
施

設
の

場
合

次
の

障
害

児
短

期
治

療
施

常
生

活
に

必
要

式
(
1
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

療
施

設
（

通
所

部
を

な
経

常
的

諸
経

算
式

(
1)

に
よ

り
算

定
し

た
額

。
設

通
所

部
を

含
む

な
経

常
的

諸
経

た
だ

し
、

乳
児

院
に

お
い

て
別

に
定

め
る

（
）
、

含
む

、
乳

児
院

若
費

た
だ

し
、

乳
児

院
に

お
い

て
別

に
定

め
る

乳
児

院
の

措
置

児
童

費
基

準
に

よ
り

乳
児

院
病

虚
弱

等
児

童
加

算
費

一
一

）
、

し
く

は
フ

ァ
ミ

リ
ー

基
準

に
よ

り
乳

児
院

病
虚

弱
等

児
童

加
算

費
里

親
の

委
託

措
置

児
の
加
算
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
算
式
(1
)に

ホ
ー

ム
の

入
所

児
の
加
算
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
算
式
(1
)に

童
一

時
保

護
所

一
よ
り
算
定
し
た
額
に
次
の
算
式
(2
)に

よ
り
算

、
（

童
、

若
し

く
は

里
親

よ
り
算
定
し
た
額
に
次
の
算
式
(2
)に

よ
り
算

時
保

護
委

託
を

含
む

定
し

た
額

を
加

算
す

る
。

）
の

委
託

児
童

、
一

時
定

し
た

額
を

加
算

す
る

。
の

一
時

保
護

児
童

算
式

(
1
)

保
護

所
（

一
時

保
護

算
式

(
1)

次
の

表
の

一
般

生
活

費
月

額
保

護
単

価
×

委
託

を
含

む
）

の
一

次
の

表
の

一
般

生
活

費
月

額
保

護
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

措
置

児
童

等
数

（
通

所
部

の
般

般
時

保
護

児
そ

の
月

初
日

の
措

置
児

童
等

数
（

通
所

部
の

場
合

は
通

所
部

の
措

置
児

童
数

と
す

る
。

ま
場

合
は

通
所

部
の

措
置

児
童

数
と

す
る

。
ま

た
、

母
子

生
活

支
援

施
設

に
あ

っ
て

は
そ

の
た

、
母

子
生

活
支

援
施

設
に

あ
っ

て
は

そ
の

月
初

日
の

入
所

者
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

保
自

立
援

助
ホ

ー
ム

の
そ

の
児

童
に

要
月

初
日

の
入

所
者

数
と

す
る

。
た

だ
し

、
保

育
室

の
あ

る
場

合
に

は
３

歳
以

上
入

所
児

童
入

所
児

童
す

る
日

常
生

活
育

室
の

あ
る

場
合

に
は

３
歳

以
上

入
所

児
童

又
は

３
歳

未
満

入
所

児
童

数
と

し
、

次
の

表
に

必
要

な
経

常
又

は
３

歳
未

満
入

所
児

童
数

と
し

、
次

の
表

に
掲

げ
る

単
価

を
そ

れ
ぞ

れ
乗

じ
て

得
た

額
生

生
的

諸
経

費
に

掲
げ

る
単

価
を

そ
れ

ぞ
れ

乗
じ

て
得

た
額

を
上

記
に

よ
り

算
出

し
た

額
に

合
算

す
る

も
を

上
記

に
よ

り
算

出
し

た
額

に
合

算
す

る
も

の
と

す
る

）
。

母
子

生
活

支
援

施
設

そ
の

入
所

者
に

の
と

す
る

）
母

子
生

活
支

援
施

設
そ

の
入

所
者

に
。

の
入

所
者

要
す

る
日

常
生

の
入

所
者

要
す

る
日

常
生

活
に

必
要

な
経

活
に

必
要

な
経

常
的

諸
経

費
常

的
諸

経
費

活
活

母
子

生
活

支
援

施
設

そ
の

児
童

の
給

母
子

生
活

支
援

施
設

そ
の

児
童

の
給

の
保

育
室

に
お

け
る

食
に

要
す

る
材

の
保

育
室

に
お

け
る

食
に

要
す

る
材

保
育

児
童

（
保

育
機

料
費

（
３

歳
未

保
育

児
童

（
保

育
機

料
費

（
３

歳
未

能
強

化
事

業
の

母
子

満
児

に
つ

い
て

能
強

化
事

業
の

母
子

満
児

に
つ

い
て

家
庭

の
母

等
の

児
童

は
主

食
及

び
副

家
庭

の
母

等
の

児
童

は
主

食
及

び
副

費
費

を
含

む
）

食
給

食
費

、
そ

を
含

む
）

食
給

食
費

、
そ

。
。

の
他

の
児

童
に

の
他

の
児

童
に

つ
い

て
は

副
食

つ
い

て
は

副
食

給
食

費
）

給
食

費
）

　　　　　　　　　　　　　

-47-

　　　　　　　　　　　　　

-47-

　　　　　　　　　　　　　

-47-



改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

一
般

生
活

費
保

護
単

価
表

一
般

生
活

費
保

護
単

価
表

(
2
)

(
2
)

（
措

置
児

童
（

者
）

等
１

人
当

た
り

）
（

措
置

児
童

（
者

）
等

１
人

当
た

り
）

施
設

種
別

一
般

生
活

費
（

月
額

）
施

設
種

別
一

般
生

活
費

（
月

額
）

児
童

養
護

施
設

乳
児

分
5
4
,
7
3
0
円

児
童

養
護

施
設

乳
児

分
5
4
,
7
3
0
円

乳
児

以
外

分
4
7
,
4
30

円
乳

児
以

外
分

4
7
,
4
3
0
円

児
童

自
立

支
援

施
設

入
所

児
分

4
7
,
4
3
0
円

児
童

自
立

支
援

施
設

入
所

児
分

4
7,
4
3
0
円

一
一

通
所

児
分

1
4
,
6
0
0
円

通
所

児
分

1
4
,
6
0
0
円

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設

入
所

児
分

4
7
,
8
6
0
円

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設

入
所

児
分

4
7
,
8
6
0
円

通
所

児
分

1
4
,
6
0
0
円

通
所

児
分

1
4
,
6
0
0
円

里
親

乳
児

分
5
4
,
9
8
0
円

里
親

乳
児

分
4
8
,
0
8
0
円

乳
児

以
外

分
4
7
,
6
8
0円

乳
児

以
外

分
4
7
,
6
8
0
円

乳
児

院
３

才
未

満
児

分
5
4
,
7
3
0
円

乳
児

院
３

才
未

満
児

分
5
4
,
7
3
0円

般
般

３
歳

以
上

児
分

4
7
,
4
3
0
円

３
歳

以
上

児
分

4
7
,4

3
0円

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

乳
児

分
5
4
,
7
3
0
円

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

者
3
,
5
5
0
円

乳
児

以
外

分
4
7
,
4
3
0円

保
育

室
保

育
入

所
児

童
自

立
援

助
ホ

ー
ム

1
0,

3
4
0円

３
歳

未
満

児
8
,
8
9
0
円

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

者
3
,
5
5
0
円

３
歳

以
上

児
5
,
5
0
0
円

算
式

(
2)

生
生

保
育

室
保

育
入

所
児

童
乳

児
院

病
虚

弱
等

児
童

加
算

費
月

額
保

護
３

歳
未

満
児

8
,
8
9
0
円

単
価

9
0
,
6
2
0
円

×
そ

の
月

初
日

の
別

に
定

め
３

歳
以

上
児

5
,
5
0
0
円

算
式

(
2
)

る
基

準
に

よ
る

病
虚

弱
等

措
置

児
童

数
乳

児
院

病
虚

弱
等

児
童

加
算

費
月

額
保

護
(
2
)

里
親

に
対

し
各

月
初

日
以

外
の

日
に

委
託

単
価

9
0
,
7
7
0
円

×
そ

の
月

初
日

の
別

に
定

め
又

は
そ

の
解

除
の

措
置

が
あ

っ
た

場
合

る
基

準
に

よ
る

病
虚

弱
等

措
置

児
童

数
里

親
に

対
し

各
月

初
日

以
外

の
日

に
委

託
活

活
(
2
)

略
又

は
解

除
の

措
置

が
あ

っ
た

乳
児

（
１

歳
未

満
の

者
を

い
い

、
月

の
途

中
に

お
い

て
１

歳
に

達
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

そ
の

月
中

は
乳

児
と

み
な

す
）

又
は

乳
児

以
外

の
児

童
の

そ
。

の
月

分
に

つ
い

て
は

(
1
)
の

定
め

に
か

か
わ

ら
ず

、
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

算
式

費
費

（
(
1
)
の

里
親

の
一

般
生

活
費

月
額

保
護

単
価

÷
3
0
.
4
）

×
そ

の
月

の
委

託
措

置
児

延
人

員
数

(
3
)

略
(
3
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
に

お
い

て
、

年
度

当
初

の
定

員
設

定
に

当
た

り
、

前
年

度
又

は
直

近
３

年
度

の
在

籍
児

童
の

延
べ

日
数

に
基

づ
い

て
算

出
し

て
い

る
施

設
で

あ
っ

て
、

各
月

初
日

以
外

の
日

に
措

置
又

は
そ

の
解

除
の

措
置

が
あ

っ
た

場
合

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
に

お
い

て
、

年
度

当
初

の
定

員
設

定
に

当
た

り
、

前
年

度
又

は
直

近
３

年
度

の
在

籍
児

童
の

延
べ

日
数

に
基

づ
い

て
算

出
し

て
い

る
施

設
で

あ
っ

て
、

各
月

初
日

以
外

の
日

に
措

置
又

は
そ

の
解

除
の

措
置

が
あ

っ
た

児
童

（
母

子
生

活
支

援
施

設
に

あ
っ

て
は

入
所

者
又

は
保

育
室

保
育

入
所

児
童

)
の

そ
の

月
分

に
つ

い
て

は
(
1
)
の

定
め

に
か

か
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

(
2
)

(
2
)

。
わ

ら
ず

、
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
算

式 （
）

(
1
)
一

般
生

活
費

月
額

保
護

単
価

÷
3
0
.
4

×
そ

の
月

の
措

置
児

童
（

者
）

延
人

員
数

(
4
)

里
親

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

に
委

託
さ

(
4
)
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
母
子
生
活

れ
て

い
る

児
童

又
は

母
子

生
活

支
援

施
設

に
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
が
、
情
緒
障
害
児

一
一

入
所

し
て

い
る

児
童

が
、

情
緒

障
害

児
短

期
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
通
所

治
療

施
設

又
は

児
童

自
立

支
援

施
設

に
通

所
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
。

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

次
の

算
式

に
よ

り
算

式 （
）

算
定

し
た

額
。

月
額

保
護

単
価

÷
そ

の
月

の
開

所
日

数
算

式
（

略
）

×
そ

の
月

の
通

所
し

た
日

数
（

）
。

、
般

般
注

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
ま

た
「

開
所

日
数

」
と

は
、

日
曜

日
、

国
民

の
祝

日
及

び
休

日
を

除
い

た
日

数
を

い
う

。
(
5
)

略
(
5
)

一
時

保
護

所
（

一
時

保
護

委
託

を
含

む
)
の

場
合

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

。
算

式 法
第

3
3
条

の
規

定
に

よ
り

一
時

保
護

さ
れ

生
生

る
児

童
で

生
活

費
を

必
要

と
す

る
延

児
童

数
×

1
,
5
6
0
円

(
児

童
が

乳
児

の
場

合
、

延
児

童
数

×
1
,
8
0
0
円

）
法

第
2
7
条

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

措
置

さ
れ

る
児

童
で

被
服

の
支

給
を

必
要

と
す

る
延

児
童

数
×

3
,
1
5
0
円

活
活

（
た

だ
し

、
６

か
月

以
内

に
措

置
の

変
更

を
す

る
場

合
を

除
く

）
里

親
の

委
託

児
童

略
略

里
親

の
委

託
措

置
児

里
親

が
一

時
的

里
親

が
別

に
定

め
る

基
準

に
よ

り
一

時
的

な
童

な
休

息
の

支
援

休
息

の
支

援
を

受
け

る
場

合
次

の
算

式
に

よ
り

を
受

け
る

場
合

算
定

し
た

額
。

の
そ

の
児

童
に

算
式

係
る

日
常

生
活

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
る

延
児

童
数

×
費

費
に

必
要

な
経

常
5
,
5
0
0
円

的
諸

費
用

(
3
)

児
童

養
護

施
設

、
そ

の
児

童
（

世
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

(
3
)

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

（
世

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

。
被

児
童

自
立

支
援

施
帯

）
を

支
援

す
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
乳

児
被

童
自

立
支

援
施

設
、

帯
）

を
支

援
す

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

乳
児

虐
設

、
乳

児
院

、
母

る
た

め
の

職
員

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

及
び

情
緒

障
害

児
短

期
虐

乳
児

院
、

母
子

生
活

る
た

め
の

職
員

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

及
び

情
緒

障
害

児
短

期
待

子
生

活
支

援
施

設
の

雇
上

経
費

及
治

療
施

設
、

自
立

援
助

ホ
ー

ム
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

待
支

援
施

設
及

び
情

緒
の

雇
上

経
費

及
治

療
施

設
児

及
び

情
緒

障
害

児
び

日
常

生
活

に
ー

ム
児

障
害

児
短

期
治

療
施

び
日

常
生

活
に

算
式

（
１

）
受

短
期

治
療

施
設

、
必

要
な

経
常

的
算

式
（

１
）

受
設

の
措

置
児

童
、

一
必

要
な

経
常

的
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
児
童
数
×
月
額
26
,2
00
円

入
自

立
援

助
ホ

ー
諸

経
費

別
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
児
童
数
×
月
額
26
,2
00
円

入
時

保
護

委
託

児
童

諸
経

費
一

時
保

護
委

託
児

童
加

ム
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
一

時
保

護
委

託
児

童
加

算
式

（
２

）
算

ホ
ー

ム
の

入
所

児
算

式
（

２
）

算
別

に
定

め
る

基
準

に
よ

る
児

童
数

×
日

額
8
6
0
円

費
童

、
一

時
保

護
委

略
費

託
児

童
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

の
合

算
額

。
(
4
)

(
4
)

児
童

養
護

施
設

、
そ

の
児

童
（

世
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

助
産

施
設

の
入

所
施

設
の

運
営

に

算
式

乳
児

童
自

立
支

援
施

帯
）

を
支

援
す

妊
産

婦
必

要
な

事
務

費

ア
そ

の
入

所
妊

産
婦

が
社

会
保

険
（

健
康

保
険

、
日

雇
児

助
設

、
乳

児
院

、
情

る
た

め
の

職
員

算
式

及
び

生
活

諸
経

労
働

者
健

康
保

険
、

国
民

健
康

保
険

、
船

員
保

険
、

国
等

緒
障

害
児

短
期

治
の

雇
上

経
費

及
一

時
保

護
委

託
児

童
数

（
３

歳
未

満
児

）
×

費

、
、

受
産

療
施

設
、

母
子

生
び

日
常

生
活

に
日

額
2
,
1
9
0
円

ア
家

公
務

員
共

済
組

合
公

共
企

業
体

職
員

等
共

済
組

合

地
方

公
務

員
等

共
済

組
合

又
は

私
立

学
校

教
職

員
共

済
入

活
支

援
施

設
、

フ
必

要
な

経
常

的

組
合

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
）

の
被

保
険

者
、

組
合

員
加

施
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

諸
経

費
、

。

又
は

被
扶

養
者

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
診

療
報

酬
算

知
的

障
害

児
施

設
点

、

の
算

定
方

法
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
9
号

。
費

設
第

一
種

自
閉

症
児

以
下

「
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

」
と

い
う

）
及

び
入

院
施

設
、

第
二

種
自

。

時
食

事
療

養
費

に
係

る
食

事
療

養
及

び
入

院
時

生
活

療
閉

症
児

施
設

、
盲

数
基

養
費

に
係

る
生

活
療

養
の

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
児

施
設

、
ろ

う
あ

基
準

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

9
9
号

以
下

入
児

施
設

、
肢

体
不

本
（

。
「

院
時

食
事

療
養

費
の

算
定

基
準

」
と

い
う

）
に

準
じ

て
自

由
児

施
設

入
所

分
。

算
定

し
た

額
か

ら
、

そ
の

社
会

保
険

に
お

い
て

給
付

が
部

、
肢

体
不

自
由

分
行

わ
れ

る
額

を
控

除
し

た
額

。
児

療
護

施
設

及
び

イ
ア

に
該

当
し

な
い

入
所

妊
産

婦
に

つ
い

て
は

診
療

報
重

症
心

身
障

害
児

保
酬

の
算

定
方

法
及

び
入

院
時

食
事

療
養

費
の

算
定

基
準

施
設

の
一

時
保

護

に
準

じ
て

算
定

し
た

額
。

委
託

児
童

（
３

歳
護

な
お

、
別

に
定

め
る

基
準

に
よ

り
施

設
機

能
強

化
推

未
満

児
）

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

の
合

算
額

。
進

費
（

総
合

防
災

対
策

強
化

事
業

に
限

る
）

を
必

要
と

(
5
)

略
略

費
。

算
式

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

施
設

（
第

二
種

助
産

施
設

に
助

ア

ア
略

限
る

）
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
認

定
額

を
加

算
す

る
。

産
。

施
点

注
異

常
分

娩
の

た
め

第
二

種
助

産
施

設
か

ら
設

入
院

す
る

場
合

等
に

つ
い

て
は

、
こ

の
欄

に
掲

基
げ

る
経

費
の

ほ
か

、
医

療
費

を
支

弁
で

き
る

も
本

数
の

と
し

、
そ

の
支

弁
要

件
、

そ
の

使
途

及
び

各
分

月
の

支
弁

額
の

算
式

に
つ

い
て

は
、

こ
の

表
の

保
(
1
2
)
の

費
目

の
項

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
護

分
費
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

(
5
)

(
4
)

助
助

産
産

ア
施

施

設
設

点

基
基

イ
略

数
本

本

分
分

分

保
保

護
護

費
費

注
異

常
分

娩
の

た
め

第
二

種
助

産
施

設
か

ら
入

院
す

る
場

合
等

に
つ

い
て

は
、

こ
の

欄
に

掲
げ

る
経

費
の

ほ
か

、
医

療
費

を
支

弁
で

き
る

も
の

と
し

、
そ

の
支

弁
要

件
、

そ
の

使
途

及
び

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
に

つ
い

て
は

、
こ

の
表

の
(
13

)
の

費
目

の
項

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

助
産

施
設

分
娩

介
助

料
分

娩
を

取
り

扱
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
ア

助
産

施
設

分
娩

介
助

料
分

娩
を

取
り

扱
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
ア

(ア
)

(
ア

)

イ
の

入
所

妊
に

よ
り

支
弁

す
る

点
数

分
の

ほ
か

、
分

娩
介

助
イ

の
入

所
妊

に
よ

り
支

弁
す

る
点

数
分

の
ほ

か
、

分
娩

介
助

点
産

婦
料

と
し

て
分

娩
児

１
人

に
つ

き
1
4
8
,
3
1
0
円

を
限

点
産

婦
料

と
し

て
分

娩
児

１
人

に
つ

き
1
2
9
,
7
3
0
円

を
限

娩分
娩分

数
度

と
し

て
支

弁
で

き
る

。
数

度
と

し
て

支
弁

で
き

る
。

助介
助介

以
以

料
料

外
胎

盤
処

置
料

略
外

胎
盤

処
置

料
胎

盤
の

処
置

を
他

に
委

託
し

た
場

合
に

お
い

て
(イ

)
(
イ

)

の
の

は
ア

に
よ

り
支

弁
す

る
点

数
分

の
ほ

か
、

そ
の

盤胎
盤胎

分
分

実
績

を
支

弁
し

て
差

し
支

え
な

い
。

置処
置処

料
料

新
生
児
介
補
料

略
新

生
児

介
補

料
新

生
児

の
介

補
を

行
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

(ウ
)

(
ウ

)

ア
に

よ
り

支
弁

す
る

点
数

分
の

ほ
か

、
新

生
児

新
新

介
補

料
と

し
て

分
娩

児
１

人
当

た
り

１
日

に
つ

児生
児生

き
3
,
8
1
0
円

を
限

度
と

し
て

支
弁

で
き

る
。

補介
補介

料
料
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

保
険

料
略

分
娩

を
取

り
扱

っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

(
5
)

(
4
)

保
険

料
(エ

)
(
エ

)

ア
に

よ
り

支
弁

す
る

点
数

分
の

ほ
か

、
医

学
保

保

的
管

理
の

下
に

お
け

る
出

産
に

つ
い

て
、

特
助

助
険

険

定
出

産
事

故
に

係
る

事
故

が
発

生
し

た
場

合
産

産
料

料

に
お

い
て

、
出

生
者

の
養

育
に

係
る

経
済

的
施

施
負

担
の

軽
減

を
図

る
た

め
の

補
償

金
の

支
払

設
設

に
要

す
る

費
用

の
支

出
に

備
え

る
た

め
の

保
基

基
険

契
約

（
出

生
者

等
に

対
し

、
総

額
3
,
0
0
0
万

本
本

円
以

上
の

補
償

金
を

支
払

う
契

約
）

が
締

結
分

分
さ

れ
て

お
り

、
か

つ
、

特
定

出
産

事
故

に
関

保
保

す
る

情
報

の
収

集
、

整
理

、
分

析
及

び
提

供
護

護
の

適
正

か
つ

確
実

な
実

施
の

た
め

の
措

置
を

費
費

講
じ

て
い

る
場

合
に

、
そ

の
保

険
料

相
当

額

と
し

て
、

分
娩

児
１

人
に

つ
き

、
3
0
,
0
0
0
円

を
限

度
と

し
て

支
弁

で
き

る
。

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

児
童

養
護

施
設

、
児

次
に

掲
げ

る
次

の
算

式
(
1
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

。
(
6
)

(
5
)

童
自

立
支

援
施

設
、

幼
稚

園
就

園
そ

の
施

設
等

の
そ

の
月

に
お

け
る

そ
の

措
置

児
童

自
立

支
援

施
設

、
経

費
た

だ
し

、
教

材
代

又
は

通
学

の
た

め
の

交
通

情
緒

障
害

児
短

期
治

に
必

要
な

経
童

に
つ

き
、

幼
稚

園
に

就
園

し
て

い
る

児
童

で
あ

情
緒

障
害

児
短

期
治

(
1
)

そ
の

児
童

費
を

支
弁

す
べ

き
児

童
が

あ
る

と
き

は
、

そ
れ

幼
療

施
設

、
乳

児
院

若
費

っ
て

幼
稚

園
就

園
に

必
要

な
入

学
金

保
育

料
療

施
設

の
措

置
児

童
の

義
務

教
育

ぞ
れ

算
式

(
2
)
又

は
算

式
(
3
)
に

よ
り

算
定

し
た

、
、

、

し
く

は
フ

ァ
ミ

リ
ー

制
服

等
の

実
費

（
寄

付
金

は
除

く
）

を
合

算
し

又
は

里
親

の
委

託
児

（
特

別
支

援
額

を
、

児
童

自
立

支
援

施
設

に
お

い
て

は
、

教
。

教
、

稚
、

ホ
ー

ム
の

入
所

児
童

た
額

。
童

で
あ

っ
て

義
務

学
校

高
等

部
材

費
と

し
て

算
式

(
4
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
を

又
は

里
親

の
委

託
児

た
だ

し
、

各
自

治
体

に
お

い
て

幼
稚

園
就

園
奨

教
育

諸
学

校
又

は
特

の
教

育
を

含
特

別
支

援
学

校
高

等
部

第
１

学
年

に
入

学
す

る

童
励

費
を

補
助

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

別
支

援
学

校
の

高
等

む
）

児
童
が
あ
る
と
き
は
算
式
(5
)に

よ
り
算
定
し
た

。

就
園

奨
励

費
補

助
額

を
控

除
し

た
額

と
す

る
。

部
に

在
学

中
の

も
の

に
必

要
な

学
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
算
式
(1
)に

よ
っ
て
算
定
し
た

園
育

及
び

特
別

支
援

学
校

用
品

費
額
に
加
算
す
る
。
な
お
、
算
式
(5
)に

つ
い
て
は

の
高

等
部

１
学

年
に

(
2
)

教
材

代
４

月
分

の
措

置
費

等
と

し
て

支
弁

す
る

。

入
学

す
る

も
の

。
(
3
)
通

学
の

た
算

式
(
1
)

費
め

の
交

通
費

次
の

表
の

教
育

費
学

年
別

月
額

保
護

単
価

費
(
4
)

児
童

自
立

×
そ

の
月

の
学

年
別

就
学

措
置

児
童

数

支
援

施
設

の

教
材

費
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

（
）

(
7
)

(
5
)

児
童

養
護

施
設

、
児

次
に

掲
げ

る
次

の
算

式
(
1
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

。
(
5
)
そ

の
児

童
教

育
費

保
護

単
価

表
措

置
児

童
数

１
人

当
た

り
学

年
別

小
学

校
中

学
校

特
別

支
援

学
校

童
自

立
支

援
施

設
、

経
費

た
だ

し
教

材
代

通
学

の
た

め
の

交
通

費
の

特
別

支
援

、
、

、
高

等
部

情
緒

障
害

児
短

期
治

(
1
)

そ
の

児
童

部
活

動
費

又
は

学
習

塾
費

を
支

弁
す

べ
き

児
童

学
校

高
等

部
療

施
設

若
し

く
は

フ
の

義
務

教
育

が
あ

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
算

式
(
2
)
か

ら
算

入
学

に
必

要
教

教
保

護
単

価
2
,
1
1
0
円

4
,
1
8
0
円

4
,
1
8
0
円

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

（
特

別
支

援
式

(
5
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
を

、
児

童
自

立
支

な
学

用
品

費
（

月
額

）
入

所
児

童
又

は
里

親
学

校
高

等
部

援
施

設
に

お
い

て
は

教
材

費
と

し
て

算
式

(
6
)

等
、

の
委

託
児

童
で

あ
っ

の
教

育
を

含
に

よ
り

算
定

し
た

額
を

、
特

別
支

援
学

校
高

等
算

式
(
2
)

て
義

務
教

育
諸

学
む

）
部

第
１

学
年

に
入

学
す

る
児

童
が

あ
る

と
き

は
そ

の
施

設
又

は
里

親
の

そ
の

月
に

お
け

る
育

、
。

校
又

は
特

別
支

援
学

に
必

要
な

学
算

式
(
7
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
を

、
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
措

置
児

童
の

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

育
校

の
高

等
部

に
在

学
用

品
費

算
式

(
1
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

に
加

算
す

る
り

教
科

書
に

準
ず

る
正

規
の

教
材

と
し

て
学

。
中

の
も

の
及

び
特

別
(
2
)

教
材

代
な

お
、

算
式

(
7
)
に

つ
い

て
は

４
月

分
の

措
置

校
長

が
指

定
す

る
も

の
の

購
入

に
必

要
な

実
支

援
学

校
の

高
等

部
(
3
)

通
学

の
た

費
等

と
し

て
支

弁
す

る
。

費
を

合
算

し
た

額
。

費
１

学
年

に
入

学
す

る
め

の
交

通
費

算
式

(
1
)

算
式

(
3
)

も
の

。
(
4
)

部
活

動
費

次
の

表
の

教
育

費
学

年
別

月
額

保
護

単
価

そ
の

施
設

又
は

里
親

の
そ

の
月

に
お

け
る

費
(
5
)

学
習

塾
費

×
そ

の
月

の
学

年
別

就
学

措
置

児
童

数
そ

の
措

置
児

童
で

あ
っ

て
、

交
通

費
の

支
給

(
6
)

児
童

自
立

を
必

要
と

認
め

る
も

の
が

あ
る

と
き

は
、

そ
教

育
費

保
護

単
価

表
措

置
児

童
数

１
人

当
た

り
（

）
支

援
施

設
の

の
児

童
が

最
も

経
済

的
な

通
常

の
経

路
及

び
学

年
別

小
学

校
中

学
校

特
別
支
援
学
校

教
材

費
方

法
に

よ
り

通
学

す
る

場
合

の
そ

の
普

通
旅

高
等

部

(
7
)

そ
の

児
童

客
運

賃
の

定
期

乗
車

券
（

定
期

乗
車

券
の

な
の

特
別

支
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

に
準

ず
る

も
保

護
単

価
4,

1
80
円

2
,1
10
円

4,
1
80
円

援
学

校
高

等
の

）
の
実

費
を

合
算

し
た

額
（

月
額

）
。

部
入

学
に

必
算

式
(
2
)

算
式

(
4
)

要
な

学
用

品
略

教
材

費
月

額
保

護
単

価
小

学
校

該
当

児
費

等
算

式
(
3
)

1
9
0
円

、
中

学
校

該
当

児
2
7
0
円

×
そ

の
月

の
略

児
童

自
立

支
援

施
設

の
小

学
校

又
は

中
学

校
算

式
(
4
)

別
該

当
措

置
児

童
数

（
た

だ
し

、
算

式
(
2
)

そ
の

施
設

又
は

里
親

の
そ

の
月

に
お

け
る

そ
及

び
算

式
(
3
)
の

対
象

児
童

を
除

く
）

。
の

措
置

児
童

の
う

ち
部

活
動

に
入

部
し

て
い

る
算

式
(
5
)

児
童

で
あ

っ
て

、
部

活
動

に
必

要
な

道
具

代
、

特
別

加
算

費
年

額
保

護
単

価
5
7
,
7
0
0
円

×
遠

征
費

等
の

実
費

を
合

算
し

た
額

。
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
第

１
学

年
入

学
措

算
式

(
5
)

置
児

童
数

そ
の

施
設

又
は

里
親

の
そ

の
月

に
お

け
る

そ
の

措
置

児
童

の
う

ち
学

習
塾

に
通

っ
て

い
る

児
童

で
あ

っ
て

、
学

習
塾

に
必

要
な

授
業

料
（

月
謝

、
講

習
会

費
等

の
実

費
を

合
算

し
た

額
。

）
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

算
式

(
6
)

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
そ

そ
の

施
設

又
は

里
親

の
そ

の
月

に
お

け
る

そ
の

(
7
)

(
6
)

教
材

費
月

額
保

護
単

価
小

学
校

該
当

児
童

自
立

支
援

施
設

、
の

学
校

給
食

に
措

置
児

童
が

そ
の

義
務

教
育

諸
学

校
又

は
特

別
1
9
0
円

、
中

学
校

該
当

児
2
7
0
円

×
そ

の
月

の
情

緒
障

害
児

短
期

治
必

要
な

経
費

支
援

学
校

の
高

等
部

か
ら

学
校

給
食

費
と

し
て

教
学

児
童

自
立

支
援

施
設

の
小

学
校

又
は

中
学

校
療

施
設

の
措

置
児

童
徴

収
さ

れ
る

実
費

を
合

算
し

た
額

。
別

該
当

措
置

児
童

数
（

た
だ

し
、

算
式

(
2
)

又
は

、
里

親
の

委
託

校
。

、
育

及
び

算
式

(
3
)
の

対
象

児
童

を
除

く
）

措
置

児
童

で
あ

っ
て

算
式

(
7
)

学
校

給
食

を
実

施
し

給
特

別
加

算
費

年
額

保
護

単
価

5
8
,
1
0
0
円

×
て

い
る

義
務

教
育

諸
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
第

１
学

年
入

学
措

学
校

又
は

特
別

支
援

費
食

置
児

童
数

学
校

の
高

等
部

に
在

児
童

養
護

施
設

、
児

略
略

学
中

の
も

の
。

(
8
)

費
童

自
立

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
児

童
養

護
施

設
、

児
そ

の
児

童
の

見
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
の

合
算

額
学

(
7
)

療
施

設
若

し
く

は
フ

童
自

立
支

援
施

設
、

学
旅

行
に

直
接 、

校
見

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

情
緒

障
害

児
短

期
治

必
要
な
交
通
費

入
所

児
童

又
は

里
親

療
施

設
の

措
置

児
童

宿
泊

費
等

算
式

の
委

託
児

童
で

あ
っ

又
は

里
親

の
委

託
措

次
の

表
の

見
学

旅
行

費
学

年
別

年
額

保
護

給
て

、
学

校
給

食
を

実
置

児
童

で
あ

っ
て

、
単

価
×

そ
の

月
の

学
年

別
見

学
旅

行
参

加
措

学
施

し
て

い
る

義
務

教
小

学
校

第
６

学
年

、
置

児
童

数
食

育
諸

学
校

又
は

特
別

中
学

校
第

３
学

年
若

支
援

学
校

の
高

等
部

し
く

は
高

等
学

校
第

見
学

旅
行

費
保

護
単

価
表

費
旅

に
在

学
中

の
も

の
。

３
学

年
（

特
別

支
援

（
措

置
児

童
（

者
）

１
人

当
た

り
）

（
）

(
9
)

児
童

養
護

施
設

、
児

童
学

年
別

保
護

単
価

年
額

略
略

学
校

の
高

等
部

を
含

自
立

支
援

施
設

、
情

緒
小

学
校

第
６

学
年

2
0,

6
0
0
円

行
む

）
の

在
学

中
の

も
。

障
害

児
短

期
治

療
施

設
中

学
校

第
３

学
年

5
5,

9
0
0
円

見
の

で
、

そ
の

学
校

の
若

し
く

は
フ

ァ
ミ

リ
ー

高
等

学
校

第
３

学
年

1
0
8
,
2
0
0
円

教
育

課
程

に
お

い
て

ホ
ー

ム
の

入
所

児
童

又
（

特
別

支
援

学
校

高
等

部
を

含
費

実
施

さ
れ

る
見

学
旅

は
里

親
の

委
託

児
童

で
む

）
学

行
（

通
常

の
「

見
学

。

旅
行

」
を

い
う

）
に

あ
っ

て
、

小
学

校
第

６
。

参
加

す
る

も
の

。
学

年
、

中
学

校
第

３
学

年
若

し
く

は
高

等
学

校
旅

第
３

学
年

（
特

別
支

援

学
校

の
高

等
部

を
含

行
む

）
の

在
学

中
の

も
の

。

で
、

そ
の

学
校

の
教

育

課
程

に
お

い
て

実
施

さ
費

れ
る

見
学

旅
行

（
通

常

の
「

見
学

旅
行

」
を

い

。
）

。
う

に
参

加
す

る
も

の
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

児
童

養
護

施
設

、
児

略
略

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
入

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
の

合
算

額
(
1
0
)

(
8
)

、
。

入
入

童
自

立
支

援
施

設
、

童
自

立
支

援
施

設
、

進
学

に
際

し
て

と
し

４
月

分
の

措
置

費
等

と
し

て
支

弁
す

る
情

緒
障

害
児

短
期

治
情

緒
障

害
児

短
期

治
必

要
な

学
用

品
算

式
進

進
療

施
設

若
し

く
は

フ
療

施
設

の
措

置
児

童
等

の
購

入
費

次
の

表
の

入
進

学
支

度
金

学
年

別
年

額
保

学
学

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

又
は

里
親

の
委

託
措

護
単

価
×

学
年

別
入

進
学

措
置

児
童

数
支

支
入

所
児

童
又

は
里

親
置

児
童

で
あ

っ
て

、
入

進
学

支
度

金
保

護
単

価
表

度
度

の
委

託
児

童
小

学
校

第
１

学
年

に
（

措
置

児
童

１
人

当
た

り
）

金
金

学
年

別
保

護
単

価
（

年
額

）
で
あ
っ
て
、
小
学
校
第

入
学

し
、

又
は

中
学

小
学

校
第

１
学

年
入

学
児

童
3
9
,5

0
0円

１
学

年
に

入
学

し
、

校
第

１
学

年
に

進
学

中
学

校
第

１
学

年
進

学
児

童
4
6
,1

0
0円

又
は
中
学
校
第
１
学
年

す
る

も
の

。
に

進
学

す
る

も
の

。
児

童
養

護
施

設
、

児
次

に
掲

げ
る

経
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
。

(
1
1
)

。
童

自
立

支
援

施
設

、
費

た
だ
し
、
算
式
(2
)に

つ
い
て
は
４
月
分
の
措
置

児
童

養
護

施
設

、
児

次
に

掲
げ

る
経

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
の

合
算

額
(
9
)

情
緒

障
害

児
短

期
治

(
1
)

そ
の

児
童

費
等

と
し

て
支

弁
す

る
。

童
自

立
支

援
施

設
、

費
た
だ
し
、
算
式
(2
)に

つ
い
て
は
４
月
分
の
措
置

特
療

施
設

、
自

立
援

助
の

高
等

学
校

算
式

(
1)

情
緒

障
害

児
短

期
治

(
1
)
そ

の
児

童
費

等
と

し
て

支
弁

す
る

。
特

ホ
ー

ム
若

し
く

は
フ

在
学

中
に

お
略

療
施

設
の

措
置

児
童

の
高

等
学

校
算

式
(
1)

別
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

の
け

る
教

育
に

又
は

里
親

の
委

託
措

在
学

中
に

お
次

の
表

の
特

別
育

成
費

公
私

別
月

額
保

護
別

入
所

児
童

又
は

里
親

必
要

な
授

業
置

児
童

で
あ

っ
て

、
け

る
教

育
に

単
価

×
そ

の
月

の
公

私
別

高
等

学
校

在
学

措
育

の
委

託
児

童
で

あ
っ

料
、

ク
ラ

ブ
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
必

要
な

授
業

置
児

童
数

育
て

、
別

に
定

め
る

と
費

等
の

学
校

に
よ

り
、

高
等

学
校

料
、

ク
ラ

ブ
成

こ
ろ

に
よ

り
、

高
等

納
付

金
、

教
に

在
学

し
て

い
る

も
費

等
の

学
校

特
別

育
成

費
保

護
単

価
表

成
学

校
に

在
学

し
て

い
科

書
代

、
学

の
及

び
高

等
学

校
第

納
付

金
、

教
（

措
置

児
童

１
人

当
た

り
）

費
公

私
別

保
護

単
価

（
月

額
）

る
も

の
及

び
高

等
学

用
品

費
等

の
１

学
年

に
入

学
す

る
科

書
代

、
学

費
国

・
公

立
高

等
学

校
2
2
,2

7
0円

校
第

１
学

年
に

入
学

教
科
学
習
費

も
の

。
用

品
費

等
の

私
立

高
等

学
校

3
2
,9

7
0円

す
る

も
の

。
通

学
費

等
教
科
学
習
費
、

(
2
)

そ
の

児
童

通
学

費
等

の
高

等
学

校
算

式
(
2
)

(
2
)
そ

の
児

童
算

式
(
2)

入
学

に
際

し
特

別
加

算
費

年
額

保
護

単
価

5
8
,
1
0
0
円

×
の

高
等

学
校

特
別

加
算

費
年

額
保

護
単

価
5
7
,
7
0
0
円

×
必

要
な

学
用

高
等

学
校

第
１

学
年

入
学

措
置

児
童

数
入

学
に

際
し

高
等

学
校

第
１

学
年

入
学

措
置

児
童

数
品

費
等

必
要

な
学

用
児

童
養

護
施

設
、

児
略

略
(
1
2
)

童
自

立
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
夏

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
(
1
0
)

情
緒

障
害

児
短

期
治

童
自

立
支

援
施

設
、

季
等

特
別

行
事

行
夏

療
施

設
若

し
く

は
フ

情
緒

障
害

児
短

期
治

に
参

加
す

る
た

事
季

行
夏

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

療
施

設
の

措
置

児
童

め
に

必
要

な
交

算
式

費
等

事
季

入
所

児
童

又
は

里
親

又
は

里
親

の
委

託
措

通
費

等
夏

季
等

特
別

行
事

費
１

件
当

た
り

保
護

単
特

費
等

の
委

託
児

童
で

あ
っ

置
児

童
で

あ
っ

て
、

価
3
,
0
0
0
円

×
夏

季
等

特
別

行
事

参
加

措
置

別
特

て
、

義
務

教
育

諸
学

義
務

教
育

諸
学

校
に

児
童

数
別

校
に

在
学

し
て

い
る

在
学

し
て

い
る

も
の

も
の

で
、

そ
の

学
校

で
、

そ
の

学
校

又
は

又
は

教
育

委
員
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

会
が

、
当

該
学

年
の

教
育

委
員

会
が

、
当

(
1
2
)

(
1
0
)

児
童

・
生

徒
の

全
員

該
学

年
の

児
童

・
生

行
夏

行
夏

を
参

加
さ

せ
て

行
う

徒
の

全
員

を
参

加
さ

事
季

事
季

夏
季

等
の

臨
海

、
林

せ
て

行
う

夏
季

等
の

費
等

費
等

間
学

校
等

の
行

事
に

臨
海

、
林

間
学

校
等

特
特

参
加

す
る

も
の

。
の

行
事

に
参

加
す

る
別

別
児

童
養

護
施

設
、

児
略

略
も

の
。

(
1
3
)

童
自

立
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
年

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
と

し
、

1
2

期
(
1
1
)

情
緒

障
害

児
短

期
治

童
自

立
支

援
施

設
、

末
に

お
け

る
被

月
分

の
措

置
費

等
又

は
一

時
保

護
所

費
と

し
て

末
期

療
施

設
乳

児
院

若
情

緒
障

害
児

短
期

治
服

等
の

購
入

費
支

弁
す

る
。

一
、

末
し

く
は

フ
ァ

ミ
リ

ー
療

施
設

乳
児

院
の

算
式

時
一

、
ホ

ー
ム

の
入

所
児

童
措

置
児

童
、

里
親

の
期

末
一

時
扶

助
費

年
額

保
護

単
価

5
,
0
7
0

扶
時

又
は

里
親

の
委

託
児

委
託

措
置

児
童

又
は

円
×

1
2月

初
日

の
措

置
又

は
一

時
保

護
児

童
助

扶
童

又
は

一
時

保
護

所
一

時
保

護
所

の
一

時
数

費
助

の
一

時
保

護
児

童
保

護
児

童
費

児
童

養
護

施
設

、
児

略
略

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

等
の

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
(
1
4
)

(
1
2
)

童
自

立
支

援
施

設
、

童
自

立
支

援
施

設
、

医
療

に
必

要
な

算
式

情
緒

障
害

児
短

期
治

情
緒

障
害

児
短

期
治

経
費

そ
の

施
設

等
の

そ
の

月
に

お
け

る
そ

の
措

置
児

医
医

療
施

設
、

乳
児

院
、

療
施

設
、

乳
児

院
、

童
等

に
つ

き
、

診
療

報
酬

の
算

定
方

法
及

び
入

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

助
産

施
設

の
措

置
児

院
時

食
事

療
養

費
の

算
定

基
準

に
準

じ
て

算
定

若
し

く
は

助
産

施
設

童
等

、
里

親
の

委
託

し
た

額
（

そ
の

医
療

機
関

が
社

会
保

険
の

指
定

療
療

の
措

置
児

童
等

又
は

措
置

児
童

等
、

又
は

医
療

機
関

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の
措

置
児

童
等

里
親

の
委

託
児

童
又

一
時

保
護

所
の

一
時

が
社

会
保

険
の

被
扶

養
者

等
で

あ
る

場
合

に
お

は
一

時
保

護
保

護
児

童
で

あ
っ

て
い

て
は

、
そ

の
社

会
保

険
に

お
い

て
給

付
が

行
費

費
、

所
の
一
時
保
護
児
童
で

疾
病
等
に
よ
り
医
師
、
歯
科

わ
れ

る
額

を
控

除
し

た
額

と
す

る
）

を
合

算
し

。
あ
っ
て
疾
病
等
に
よ
り
医
師
、

医
師
等
に
よ
っ
て
診
察

た
額

。
歯
科
医
師
等
に
よ
っ
て
診
察

、
治
療
、
投
薬
、
手
術
等
の

な
お

、
そ

の
措

置
児

童
等

の
看

護
、

移
送

等
、
治
療
、
投
薬
、
手
術
等
の

医
療
を
受
け
る
た
め
そ
の

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

も
健

康
保

険
法

の
取

医
療
を
受
け
る
た
め
そ
の

支
弁

を
必

要
と

認
め

扱
い

の
場

合
に

準
じ

て
支

弁
し

て
差

し
支

え
な

支
弁

を
必

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
。

い
。

ら
れ

る
も

の
。

児
童

養
護

施
設

、
児

次
に

掲
げ

る
経

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

の
合

算
額

(
1
3
)

児
童

養
護

施
設

、
児

略
略

童
自

立
支

援
施

設
、

費
算

式
(
1)

(
1
5
)

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

(
1
)
そ

の
児

童
そ

の
施

設
又

は
里

親
の

そ
の

月
に

お
け

る
そ

職
職

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
の

措
置

児
童

の
交

通
費

の
措

置
児

童
が

最
も

経
済

的
な

通
常

の
経

路
及

業
業

、
療

施
設

、
自

立
援

助
又

は
里

親
の

委
託

措
(
2
)
そ

の
児

童
び

方
法

に
よ

り
通

う
場

合
の

そ
の

普
通

旅
客

運
補

補
ホ

ー
ム

若
し

く
は

フ
置

児
童

で
あ

っ
て

義
に

係
る

教
科

賃
の

定
期

乗
車

券
（

定
期

乗
車

券
の

な
い

場
合

導
導

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

務
教

育
を

終
了

し
た

書
代

等
に

あ
っ

て
は

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

）
の

実
費

費
費

入
所

児
童

又
は

里
親

後
、

公
共

職
業

訓
練

算
式

(
2)

の
委

託
児

童
で

あ
っ

施
設

等
の

職
業

補
導

職
業

補
導

費
月

額
保

護
単

価
4
,
8
0
0
円

×
そ

て
義

務
機

関
に

通
う

も
の

。
の
月
の
職
業
補
導
機
関
に
通
っ
て
い
る
措
置
児
童
数
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

教
育

を
終

了
し

た
略

略
児

童
養

護
施

設
、

児
そ

の
児

童
の

冬
次
の
算
式
(1
)に

よ
っ
て
算
定
し
た
額
と
し
、
里
親

(
1
5
)

(
1
4
)

後
、

公
共

職
業

訓
練

童
自

立
支

援
施

設
通

期
の

採
暖

に
必

に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設

補
職

（
施

設
等

の
職

業
補

導
所

部
を

含
む

、
情

緒
要

な
経

費
に
入
所
し
て
い
る
児
童
が
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施

導
業

）
機

関
に

通
う

も
の

。
障

害
児

短
期

治
療

施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
へ
通
所
す
る
場
合
に

費
児

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

児
童

の
冬

次
の
算
式
(1
)に

よ
っ
て
算
定
し
た
額
と
し
、
里
親

設
通

所
部

を
含

む
お

い
て

は
、

算
式

(
2
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

(
1
6
)

（
）
、

童
自

立
支

援
施

設
期

の
採

暖
に

必
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設

乳
児

院
若

し
く

は
母

た
だ

し
、

そ
の

支
弁

の
で

き
る

期
間

は
、

1
0

通
所

部
を

含
む

要
な

経
費

に
入
所
し
て
い
る
児
童
が
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施

子
生

活
支

援
施

設
の

月
分

か
ら

翌
年

３
月

分
ま

で
に

限
る

。
（

）
、

童
情

緒
障

害
児

短
期

治
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
へ
通
所
す
る
場
合
に

措
置

児
童

等
又

は
里

算
式

(
1
)

児
療

施
設

（
通

所
部

を
お

い
て

は
、

算
式

(
2
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
。

親
の

委
託

措
置

児
童

次
の

表
の

児
童

用
採

暖
費

級
地

別
月

額
保

護
含

む
、

乳
児

院
、

た
だ

し
、

そ
の

支
弁

の
で

き
る

期
間

は
、

1
0

等
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

措
置

児
童

等
数

）
用

母
子

生
活

支
援

施
設

月
分

か
ら

翌
年

３
月

分
ま

で
に

限
る

。
算

式
(
2
)

童
若

し
く

は
フ

ァ
ミ

リ
算

式
(
1
)

次
の

表
の

児
童

用
採

暖
費

級
地

別
月

額
保

護
ー

ホ
ー

ム
の

入
所

児
次

の
表

の
児

童
用

採
暖

費
級

地
別

月
額

保
護

単
価
÷
そ
の
月
の
開
所
日
数
×
そ
の
月
の
通
所
し
た
日
数

採
童

等
又

は
里

親
の

委
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

措
置

児
童

等
数

(
注

)
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

、
用

託
児

童
算

式
(
2
)

「
開

所
日

数
」

と
は

、
日

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
次

の
表

の
児

童
用

採
暖

費
級

地
別

月
額

保
護

び
休

日
を

除
い

た
日

数
を

い
う

。
暖

単
価
÷
そ
の
月
の
開
所
日
数
×
そ
の
月
の
通
所
し
た
日
数

児
童

用
採

暖
費

保
護

単
価

表
採

。
、

（
）

(
注

)
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
ま

た
措

置
児

童
等

１
人

当
た

り
施

設
種

別
児
童
養
護
施

乳
児

院
母
子
生
活
支
援

「
開

所
日

数
」

と
は

、
日

曜
日

、
国

民
の

祝
日

費
設
、
児
童
自
立

施
設
、
児
童
自

暖
及

び
休

日
を

除
い

た
日

数
を

い
う

。
支
援
施
設
、
情

立
支
援
施
設
通

児
童

用
採

暖
費

保
護

単
価

表
緒
障
害
児
短
期

所
部
、
情
緒
障

（
）

措
置

児
童

等
１

人
当

た
り

児
童

養
護

施
乳

児
院

母
子
生
活
支
援

治
療
施
設
、

害
児
短
期
治
療

費
施

設
種
別

設
、
児
童
自
立

施
設
、
児
童
自

級
地
別

里
親

施
設
通
所
部

支
援
施
設
、
情

立
支
援
施
設
通

旧
５
級

地
6
,8

20
円

7,
2
1
0円

1,
13
0
円

緒
障
害
児
短
期

所
部
、
情
緒
障

旧
４
級

地
5
,2

20
5,
6
6
0

96
0

治
療

施
設

、
害
児
短
期
治
療

旧
３
級

地
3
,3

80
3,
5
9
0

59
0

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

施
設

通
所

部
旧

２
級

地
2
,5

20
2,
6
2
0

38
0

級
地

別
、
里

親
1
,2
60

1,
2
6
0

19
0

そ
の

他
の

地
域

旧
５

級
地

6,
8
20
円

7,
21
0
円

1,
1
30
円

（
注
）
こ
の
表
の
「
旧
５
級
地
か
ら
旧
２
級
地
」
ま
で
の
級
地
区
分

は

旧
４

級
地

5,
2
20

5
,6
6
0

96
0

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

（
）

（
）

旧
３

級
地

3,
3
80

3
,5
9
0

5
9
0

律
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

の
施
行

平
成
16
年
10
月
28
日

旧
２

級
地

2,
5
20

2
,6
2
0

38
0

前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
第
1条

に
定
め

1,
2
60

1
,2
6
0

19
0

る
地
域
と
し

「
そ
の
他
の
地
域
」
は
旧
５
級
地
か
ら
旧
２
級
地

そ
の

他
の

地
域

、

注
）
こ
の
表
の
「
旧
５
級
地
か
ら
旧
２
級
地
」
ま
で
の
級
地
区
分

は
ま
で
の
地
域
以
外
の

地
域
と

す
る

こ
と

。

児
童

養
護

施
設

、
児

(
1
)
そ

の
児

童
次

の
算

式
(
1
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

と
し

、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
(
1
5
)

童
自

立
支

援
施

設
、

の
就

職
に

際
入

所
措

置
が

解
除

さ
れ

る
日

の
属

す
る

月
の

措
律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
の
施
行
（
平
成
16
年
10
月
28
日

）
支

就
情

緒
障

害
児

短
期

治
し

必
要

な
寝

置
費

等
と

し
て

支
弁

す
る

。
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
第
1条

に
定
め

度
職

療
施

設
の

措
置

児
童

具
類

、
被

服
た

だ
し

、
別

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

る
場

る
地
域
と
し

「
そ
の
他
の
地
域
」
は
旧
５
級
地
か
ら
旧
２
級
地

、
費

又
は

里
親

の
委

託
措

類
等
の
購
入
費

合
に

お
い

て
は

、
算

式
(
2
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
ま
で
の
地
域
以
外
の

地
域
と

す
る

こ
と

。
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

児
童

養
護

施
設

、
児

(
1
)

そ
の

児
童

次
の

算
式

(
1
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

と
し

、
置

児
童

で
あ

っ
て

、
(
2
)

そ
の

児
童

額
を

加
算

す
る

。
(
1
7
)

(
1
5
)

童
自

立
支

援
施

設
、

の
就

職
に

際
措

置
が

解
除

さ
れ

る
日

の
属

す
る

月
の

措
置

費
そ

の
児

童
が

就
職

す
の

就
職

に
際

算
式

(
1)

就
就

情
緒

障
害

児
短

期
治

し
必

要
な

寝
等

と
し

て
支

弁
す

る
。

る
た

め
そ

の
入

所
の

し
必

要
な

住
就

職
支

度
費

１
件

当
た

り
保

護
単

価
職

職
療

施
設

若
し

く
は

フ
具

類
、

被
服

た
だ

し
、

別
に

定
め

る
基

準
に

該
当

す
る

場
措

置
が

解
除

さ
れ

る
居

費
、

生
活

7
3
,
0
0
0
円

×
そ

の
月

の
就

職
に

よ
る

措
置

解
支

支
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

の
類
等
の
購
入
費

合
に

お
い

て
は

、
算

式
(
2
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
こ

と
と

な
っ

た
も

の
費

等
除

児
童

数
度

度
。

入
所

児
童

又
は

里
親

(
2
)

そ
の

児
童

額
を

加
算

す
る

。
算

式
(
2
)

費
費

の
委

託
児

童
で

あ
っ

の
就

職
に

際
算

式
(1

)
就

職
支

度
費

１
件

当
た

り
特

別
基

準
保

護
て

、
そ

の
児

童
が

就
し

必
要

な
住

就
職

支
度

費
１

件
当

た
り

保
護

単
価

単
価

1
3
7
,
5
1
0
円

×
そ

の
月

の
別

に
定

め
る

職
す

る
た

め
そ

の
措

居
費

、
生

活
7
5
,
0
0
0
円

×
そ

の
月

の
就

職
に

よ
る

措
置

解
基

準
に

よ
る

就
職

に
よ

る
措

置
解

除
児

童
数

置
が

解
除

さ
れ

る
こ

費
等

除
児

童
数

児
童

養
護

施
設

、
児

(
1
)

そ
の

児
童

次
の

算
式

(
1
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

と
し

、
(
1
6
)

と
と

な
っ

た
も

の
。

算
式

(
2
)

童
自

立
支

援
施

設
、

の
進

学
に

際
入

所
措

置
が

解
除

さ
れ

る
日

の
属

す
る

月
の

措
大

略
情

緒
障

害
児

短
期

治
し

必
要

な
学

置
費

等
と

し
て

支
弁

す
る

。
学

療
施

設
の

措
置

児
童

用
品

及
び

参
た

だ
し

、
別

に
定

め
る

基
準

に
該

当
す

る
場

進
又

は
里

親
の

委
託

措
考

図
書

類
等

合
に

お
い

て
は

、
算

式
(
2
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
学

児
童

養
護

施
設

、
児

(
1
)

そ
の

児
童

次
の

算
式

(
1
)
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

と
し

置
児

童
で

あ
っ

て
、

の
購

入
費

額
を

加
算

す
る

。
(
1
8
)

等
、

童
自

立
支

援
施

設
、

の
進

学
に

際
措

置
が

解
除

さ
れ

る
日

の
属

す
る

月
の

措
置

費
そ

の
児

童
が

大
学

等
(
2
)

そ
の

児
童

算
式

(
1)

大
自

情
緒

障
害

児
短

期
治

し
必

要
な

学
等

と
し

て
支

弁
す

る
。

へ
進

学
す

る
た

め
そ

の
進

学
に

際
大

学
進

学
等

自
立

生
活

支
度

費
支

度
費

１
学

立
療

施
設

若
し

く
は

フ
用

品
及

び
参

た
だ

し
、

別
に

定
め

る
基

準
に

該
当

す
る

場
の

入
所

の
措

置
が

解
し

必
要

な
住

件
当

た
り

保
護

単
価

進
生

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

考
図

書
類

等
合
に
お
い
て
は
、
算
式
(2
)に

よ
っ
て
算
定
し
た

除
さ

れ
る

こ
と

と
な

居
費

、
生

活
7
3
,
0
0
0
円

×
そ

の
月

の
進

学
に

よ
る

措
置

解
学

活
入

所
児

童
又

は
里

親
の

購
入

費
額

を
加

算
す

る
。

っ
た

も
の

。
費

等
除

児
童

数
等

支
の

委
託

児
童

で
あ

っ
(
2
)

そ
の

児
童

算
式

(1
)

算
式

(
2
)

自
度

て
、

そ
の

児
童

が
大

の
進

学
に

際
大

学
進

学
等

自
立

生
活

支
度

費
支

度
費

１
大

学
進

学
等

自
立

生
活

支
度

費
１

件
当

た
立

費
学

等
へ

進
学

す
る

た
し

必
要

な
住

件
当

た
り

保
護

単
価

り
特

別
基

準
保

護
生

め
そ

の
入

所
の

措
置

居
費

、
生

活
7
5
,
0
0
0
円

×
そ

の
月

の
進

学
に

よ
る

措
置

解
単

価
1
3
7
,
5
1
0
円

×
そ

の
月

の
別

に
定

め
る

活
が

解
除

さ
れ

る
こ

と
費

等
除

児
童

数
基

準
に

よ
る

進
学

に
よ

る
措

置
解

除
児

童
数

支
と

な
っ

た
も

の
。

算
式

(
2
)

児
童

養
護

施
設

、
児

そ
の

死
亡

児
の

次
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
額

。
度

(
1
7
)

略
童

自
立

支
援

施
設

、
火

葬
又

は
埋

葬
た

だ
し

、
そ

の
死

亡
児

の
葬

祭
に

要
し

た
費

費
情

緒
障

害
児

短
期

治
納

骨
そ

の
他

葬
用

の
額

が
1
5
3
,
9
0
0
円

を
超

え
る

場
合

で
あ

っ
児

童
養

護
施

設
、

児
療

施
設

若
し

く
は

乳
祭

の
た

め
に

必
て

、
そ

の
総

額
の

う
ち

火
葬

に
要

し
た

費
用

の
(
1
9
)

略
略

葬
童

自
立

支
援

施
設

、
児

院
の

措
置

児
童

又
要

な
経

費
額

が
4
5
0
円

を
超

え
る

と
き

は
そ

の
超

え
る

額
情

緒
障

害
児

短
期

治
は

里
親

の
委

託
措

置
を

、
自

動
車

料
金

そ
の

他
死

体
の

運
搬

に
要

し
療

施
設

、
乳

児
院

、
児

童
で

あ
っ

て
、

死
た

費
用

の
額

が
1
0
,
7
6
0
円

を
超

え
る

と
き

は
葬

祭
自

立
援

助
ホ

ー
ム

若
亡

し
た

も
の

（
以

下
8
,
9
4
0
円

の
範

囲
内

に
お

い
て

そ
の

超
え

る
額

し
く

は
フ

ァ
ミ

リ
ー

死
亡

児
と

い
う

を
、

そ
れ

ぞ
れ

加
算

す
る

。
「

」
）

ホ
ー

ム
の

入
所

児
童

算
式

祭
費

又
は

里
親

の
委

託
児

葬
祭

費
１

件
当

た
り

保
護

単
価

1
5
3,
9
0
0

童
で

あ
っ

て
、

死
亡

円
×

死
亡

児
数

し
た

も
の

以
下

死
児

童
自

立
支

援
施

設
そ

の
児

童
の

捜
そ

の
施

設
の

そ
の

月
に

お
け

る
そ

の
児

童
に

費
(
1
8
)

（
「

亡
児

」
と

い
う

）
の

措
置

児
童

で
あ

っ
索

及
び

そ
の

児
つ

き
捜

索
し

又
は

連
れ

も
ど

す
者

の
運

賃
、

日
ど

連
て

、
そ

の
施

設
を

逃
童

を
連

れ
戻

す
当

及
び

宿
泊

料
に

つ
き

そ
の

都
道

府
県

の
旅

費
し

れ
亡

し
た

も
の

。
た
め
に
必
要
な
経
費

支
給

規
定

に
定

め
る

額
（

運
賃

に
つ

い
て

は
、

費
も
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改
正

後
現

行

費
目

費
目

の
種

支
弁

対
象

児
童

等
経

費
の

使
途

各
月

の
支

弁
額

の
算

式
の

種
支

弁
対

象
児

童
等

経
費

の
使

途
各

月
の

支
弁

額
の

算
式

類
第

第
２

欄
第

３
欄

第
４

欄
類

第
第

２
欄

第
３

欄
第

４
欄

１
欄

１
欄

普
通
旅
客
運
賃
）
と
そ
の
児
童
の
普
通
旅
客
運

(
2
0
)

略
略

略
(
1
8
)

賃
、

宿
泊

料
と

を
合

計
し

た
額

に
こ

れ
ら

の
経

ど
連

ど
連

費
以

外
の

特
に

要
し

た
費

用
が

あ
る

と
き

に
は

し
れ

し
れ

こ
れ

を
加

え
た

額
の

合
算

額
費

も
費

も

。
。

（
（

2
1
)

1
9
)

里
親

委
託

児
童

次
に

掲
げ

る
経

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
の

合
算

額
里

親
委

託
措

置
児

童
次

に
掲

げ
る

経
次

の
算

式
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

の
合

算
額

費
た

だ
し

、
算

式
(
2
)
に

つ
い

て
は

、
委

託
を

開
費

た
だ

し
、

算
式

(
2
)
に

つ
い

て
は

、
委

託
を

開
里

里
里

里
(
1
)

そ
の

児
童

始
し

た
月

の
措

置
費

等
と

し
て

支
弁

す
る

。
(
1
)

そ
の

児
童

始
し

た
月

の
措

置
費

等
と

し
て

支
弁

す
る

。
親

親
親

親
に

係
る

委
託

算
式

(1
)

に
係

る
委

託
算

式
(
1)

受
手

受
手

手
当

ア
里

親
手

当
手

当
ア

里
親

手
当

託
当

託
当

(
2
)

新
た

に
措

里
親

手
当

月
額

保
護

単
価

7
2
,
0
0
0
円

×
(
2
)

新
た

に
委

里
親

手
当

月
額

保
護

単
価

3
4
,
0
0
0
円

×
支

・
支

・
置

し
た

際
に

１
人

託
措

置
し

た
そ

の
月

の
措

置
児

童
数

度
度

必
要

な
経

費
た

だ
し

、
二

人
目

以
降

は
3
6
,
0
0
0
円

×
そ

際
に

必
要

な
イ

専
門

里
親

手
当

費
費

の
月

の
措

置
児

童
数

経
費

専
門

里
親

手
当

月
額

保
護

単
価

90
,
2
0
0

イ
専

門
里

親
手

当
円

×
そ

の
月

の
措

置
児

童
数

専
門

里
親

手
当

月
額

保
護

単
価

1
2
3
,
0
0
0

算
式

(
2)

円
×

１
人

た
だ

し
、

二
人

目
以

降
は

8
7
,
0
0
0
円

×
里

親
受

託
支

度
費

１
件

当
た

り
保

護
単

価

１
人

4
2
,
6
0
0
円

×
新

規
委

託
措

置
児

童
数

算
式

(
2)

略

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

新
た

に
措

置
し

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
（

2
2
)

入
所

児
童

た
際

に
必

要
な

受
フ

経
費

算
式

託
ァ

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

受
託

支
度

費
１

件
当

支
ミ

た
り

保
護

単
価

4
2
,
6
0
0
円

×
新

規
委

託
措

置
度

リ
児

童
数

費

－ ホ － ム
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改
正

後
現

行

３
略

３
定

員
外

支
弁

の
禁

止
事

業
費

の
各

種
目

ご
と

の
支

弁
額

の
算

定
に

用
い

る
措

置
人

員
の

数
に

は
、

や
む

を
得

な
い

特
別

の
理

由
が

あ
る

場
合

を
除

い
て

は
、

そ
の

施
設

の
定

員
を

超
え

る
部

分
は

算
入

し
な

い
も

の
と

す
る

こ
と

。

第
５

徴
収

金
基

準
額

第
５

徴
収

金
基

準
額

１
各

月
の

基
準

額
の

算
定

方
法

１
各

月
の

基
準

額
の

算
定

方
法

各
年

度
に

お
け

る
徴

収
金

基
準

額
は

、
そ

の
措

置
児

童
等

（
母

子
生

活
支

援
施

設
に

各
年

度
に

お
け

る
徴

収
金

基
準

額
は

、
そ

の
措

置
児

童
等

（
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

入
所

世
帯

、
助

産
施

設
に

つ
い

て
は

入
所

妊
産

婦
と

す
る

。
以

下
こ

の
項

に
つ

い
て

は
入

所
世

帯
、

助
産

施
設

に
つ

い
て

は
入

所
妊

産
婦

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
）

単
位

に
、

表
の

施
設

種
別

及
び

各
月

初
日

（
月

の
途

中
で

入
所

し
た

お
い

て
同

じ
）

単
位

に
、

表
の

施
設

種
別

及
び

各
月

初
日

（
月

の
途

中
で

入
所

し
た

。
。

措
置

児
童

等
に

つ
い

て
は

そ
の

月
の

初
日

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

）
の

措
置

措
置

児
童

等
に

つ
い

て
は

そ
の

月
の

初
日

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

）
の

措
置

。
。

児
童

等
及

び
そ

の
措

置
児

童
等

の
属

す
る

世
帯

の
扶

養
義

務
者

（
自

立
援

助
ホ

ー
ム

児
童

等
及

び
そ

の
措

置
児

童
等

の
属

す
る

世
帯

の
扶

養
義

務
者

の
税

額
等

に
よ

る
階

層
の

入
所

児
童

の
扶

養
義

務
者

は
除

く
）

の
税

額
等

に
よ

る
階

層
区

分
に

よ
っ

て
定

ま
る

区
分

に
よ

っ
て

定
ま

る
基

準
額

（
こ

の
額

に
そ

の
月

の
そ

の
措

置
児

童
等

に
係

る
次

の
。

、
。
）

基
準

額
（

こ
の

額
に

そ
の

月
の

そ
の

措
置

児
童

等
に

係
る

次
の

２
に

よ
り

算
定

し
た

２
に

よ
り

算
定

し
た

支
弁

額
が

満
た

な
い

場
合

に
お

い
て

は
そ

の
支

弁
額

と
す

る
支

弁
額

が
満

た
な

い
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
支

弁
額

と
す

る
）

に
よ

り
算

定
し

た
に

よ
り

算
定

し
た

額
の

年
間

の
合

算
額

と
す

る
こ

と
。

。
額

の
年

間
の

合
算

額
と

す
る

こ
と

。
２

各
月

の
支

弁
額

の
算

定
方

法
２

各
月

の
支

弁
額

の
算

定
方

法
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

（
通

所
部

を
含

む
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
（

通
所

部
を

含
む

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
）

）
療

施
設

（
通

所
部

を
含

む
、

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

、
療

施
設

（
通

所
部

を
含

む
、

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

又
は

里
親

の
各

月
の

そ
）

）
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
又

は
里

親
の

各
月

の
そ

の
措

置
児

童
等

１
人

当
た

り
又

は
１

世
帯

の
措

置
児

童
等

１
人

当
た

り
又

は
１

世
帯

当
た

り
の

支
弁

額
は

、
次

の
算

式
(
1
)
に

よ
当

た
り

の
支

弁
額

は
、

次
の

算
式

(
1
)
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

こ
と

。
り

算
定

し
た

額
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
そ

の
措

置
児

童
等

の
在

籍
日

数
が

１
ヵ

月
未

満
で

あ
る

と
き

は
、

算
式

(
2
)

た
だ

し
そ

の
措

置
児

童
等

の
在

籍
日

数
が

１
ヵ

月
未

満
で

あ
る

と
き

は
算

式
(
2
)

、
、

に
よ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
に

よ
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

な
お

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
、

施
設

機
能

強
化

推
進

費
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

な
お

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
、

施
設

機
能

強
化

推
進

費
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
、

入
所

児
童

(
者

)
処

遇
特

別
加

算
費

、
除

雪
費

、
降

灰
除

去
費

、
里

親
手

当
及

び
保

費
、

入
所

児
童

(
者

)
処

遇
特

別
加

算
費

、
除

雪
費

、
降

灰
除

去
費

、
里

親
手

当
及

び
保

育
機

能
強

化
加

算
費

は
、

徴
収

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
こ

と
。

育
機

能
強

化
加

算
費

は
、

徴
収

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
こ

と
。

算
式

(
１

)
算

式
(
１

)
そ

の
施

設
の

事
務

費
の

月
額

保
護

単
価

（
乳

児
、

１
・

２
歳

児
、

年
少

児
、

特
別

指
そ

の
施

設
の

事
務

費
の

月
額

保
護

単
価

（
乳

児
、

１
・

２
歳

児
、

年
少

児
、

特
別

指
導

費
及

び
ボ

イ
ラ

ー
技

士
雇

上
費

の
単

価
を

含
み

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
、

施
設

導
費

及
び

ボ
イ

ラ
ー

技
士

雇
上

費
の

単
価

を
含

み
、

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

、
施

設
機

能
強

化
推

進
費

、
単

身
赴

任
手

当
加

算
費

、
入

所
児

童
(
者

)
処

遇
特

別
加

算
費

、
除

機
能

強
化

推
進

費
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
、

入
所

児
童

(
者

)
処

遇
特

別
加

算
費

、
除

雪
費

、
降

灰
除

去
費

、
保

育
機

能
強

化
加

算
費

の
単

価
を

除
く

。
次

の
算

式
(
２

)
に

お
雪

費
、

降
灰

除
去

費
、

保
育

機
能

強
化

加
算

費
の

単
価

を
除

く
。

次
の

算
式

(
２

)
に

お
い

て
も

同
じ

。
）

＋
事
業

費
の

各
費
目

（
里

親
手
当

除
く

。
次
の

算
式

(
２

)
に
お

い
て

い
て

も
同

じ
。

）
＋

事
業
費

の
各

費
目

（
里

親
手

当
除
く

。
次

の
算
式

(
２

)
に

お
い

て
も
同
じ
。
）
の
そ
の
月
に
お
け
る
そ
の
措
置
児
童
等
に
つ
き
そ
の
支
弁
し
た
額
の
合
算

も
同
じ
。
）
の
そ
の
月
に
お
け
る
そ
の
措
置
児
童
等
に
つ
き
そ
の
支
弁
し
た
額
の
合
算

額
額
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改
正

後
現

行

算
式

(
２

)
算

式
(
２

)
[
（

事
務

費
の

月
額

保
護

単
価

＋
事

業
費

の
各

費
目

の
う

ち
月

額
保

護
単

価
に

よ
り

[
（

事
務

費
の

月
額

保
護

単
価

＋
事

業
費

の
各

費
目

の
う

ち
月

額
保

護
単

価
に

よ
り

支
弁

し
た

額
の

合
算

額
）

÷
そ

の
月

の
日

数
]
×

そ
の

月
の

措
置

児
童

等
在

籍
日

数
＋

支
弁

し
た

額
の

合
算

額
）

÷
そ

の
月

の
日

数
]
×

そ
の

月
の

措
置

児
童

等
在

籍
日

数
＋

月
額

保
護

単
価

に
よ

り
支

弁
し

た
費

目
以

外
の

事
業

費
の

支
弁

し
た

額
の

合
算

額
月

額
保

護
単

価
に

よ
り

支
弁

し
た

費
目

以
外

の
事

業
費

の
支

弁
し

た
額

の
合

算
額

第
６

略
第

６
端

数
計

算
の

方
法

こ
の

国
庫

負
担

金
に

お
け

る
金

額
の

計
算

課
程

に
お

い
て

、
あ

る
金

額
を

あ
る

数
値

で
除

し
、

又
は

あ
る

金
額

に
あ

る
数

値
を

乗
じ

て
計

算
し

た
場

合
の

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

が
生

じ
た

段
階

に
お

い
て

こ
れ

ら
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

及
び

入
院

時
食

事
療

養
費

の
算

定
基

準
に

準
じ

て
算

定
す

る
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

第
７

略
第

７
保

護
単

価
等

の
特

例
措

置
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
、

中
核

市
若

し
く

は
児

童
相

談
所

設
置

市
の

市
長

は
、

特
別

の
事

由
が

あ
る

た
め

、
こ

の
交

付
要

綱
に

定
め

る
保

護
単

価
、

徴
収

金
基

準
額

そ
の

他
こ

の
交

付
要

綱
に

定
め

る
支

弁
及

び
徴

収
の

要
件

に
よ

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
そ

の
事

案
に

つ
き

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

得
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
っ

て
支

弁
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

第
８

略
第

８
児

童
養

護
施

設
に

移
行

し
た

法
改

正
前

の
虚

弱
児

施
設

の
経

過
措

置
児

童
福

祉
法

の
一

部
改

正
（

平
成

９
年

法
律

第
7
4
号

）
に

よ
り

、
児

童
養

護
施

設
へ

移
行

す
る

こ
と

と
な

っ
た

虚
弱

児
施

設
に

つ
い

て
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
得

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

っ
て

支
弁

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

第
９

略
第

９
保

護
受

託
者

の
廃

止
に

伴
う

経
過

措
置

児
童

福
祉

法
の

一
部

改
正

（
平

成
1
6
年

法
律

第
1
5
3
号

）
に

よ
り

、
廃

止
す

る
こ

と
と

な
っ

た
保

護
受

託
者

に
つ

い
て

は
、

改
正

法
の

施
行

の
際

現
に

保
護

受
託

者
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
が

い
る

場
合

は
、

委
託

期
間

が
満

了
す

る
ま

で
の

間
は

従
前

の
例

に
よ

り
支

弁
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

　　　　　　　　　　　　　

-61-

　　　　　　　　　　　　　

-61-

　　　　　　　　　　　　　

-61-



改
正

後
現

行

表
児

童
入

所
施

設
徴

収
金

基
準

額
表

表
児

童
入

所
施

設
徴

収
金

基
準

額
表

母
子

生
活

支
援

施
設

母
子

生
活

支
援

施
設

児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部

児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部

各
月
初

日
の

措
置

児
童

等
の
属

す
る

世
帯

の
階

層
区

分
各

月
初

日
の

措
置

児
童

等
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

入
所

施
設

入
所

施
設

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部

階
層

定
義

徴
収

金
基

準
額

徴
収

金
基

準
額

自
立

援
助

ホ
ー

ム

階
層

定
義

徴
収

金
基

準
額

徴
収

金
基

準
額

区
分

（
月

額
）

（
月

額
）

区
分

（
月

額
）

（
月

額
）

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
（

単
給

世

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
（

単
給

世
帯

含
む

）
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帯
含

む
）

及
び

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

0
円

0
円

A
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

0
円

0
円

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

支
援

給
付

受
給

世
A

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

支
援

給
付

受
給

世
帯

帯
階

層
を

除
き

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
2
,
2
0
0

1
,
1
0
0

B
A

階
層

を
除

き
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

2
,
2
0
0

1
,
1
0
0

非
課

税
世

帯
B

A
非

課
税

世
帯

階
層

及
び

階
層

均
等

割
の

額
の

み
A

D
階

層
及

び
階

層
均

等
割

の
額

の
み

1
を

除
き

当
該

年
度

分
（

所
得

割
の

な
い

世
4
,
5
0
0

2
,
2
0
0

A
D

C
1

を
除

き
当

該
年

度
分

（
所

得
割

の
な

い
世

4
,
5
0
0

2
,
2
0
0

の
市

町
村

民
税

の
課

帯
）

C
の

市
町

村
民

税
の

課
帯

）
税

世
帯

で
あ

っ
て

、
所

得
割

の
額

が
あ

る

税
世

帯
で

あ
っ

て
、

所
得

割
の

額
が

あ
る

2
そ

の
市

町
村

民
税

の
世

帯
6
,
6
0
0

3
,
3
0
0

C
2

そ
の

市
町

村
民

税
の

世
帯

6
,
6
0
0

3
,
3
0
0

額
の

区
分

が
次

の
区

C
額

の
区

分
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

分
に

該
当

す
る

世
帯

1
3
0
,
0
0
0
円

以
下

9
,
0
0
0

4
,
5
0
0

D
1

3
0
,
0
0
0
円

以
下

9
,
0
0
0

4
,
5
0
0

2
1
5
,
0
0
1
円

か
ら

1
3
,
5
0
0

6
,
7
0
0

D
D

2
1
5
,
0
0
1
円

か
ら

1
3
,
5
0
0

6
,
7
0
0

4
0
,
0
0
0
円

ま
で

D
4
0
,
0
0
0
円

ま
で

3
階

層
及

び
階

層
4
0
,
0
0
1
円

か
ら

1
8
,
7
0
0

9
,
3
0
0

D
A

B
3

階
層

及
び

階
層

4
0
,
0
0
1
円

か
ら

1
8
,
7
0
0

9
,
3
0
0

を
除

き
前

年
分

の
所

7
0
,
0
0
0
円

ま
で

D
A

B
を

除
き

前
年

分
の

所
7
0
,
0
0
0
円

ま
で

4
得

税
課

税
世

帯
で

あ
7
0
,
0
0
1
円

か
ら

2
9
,
0
0
0

1
4
,
5
0
0

D
4

得
税

課
税

世
帯

で
あ

7
0
,
0
0
1
円

か
ら

2
9
,
0
0
0

1
4
,
5
0
0

っ
て

、
そ

の
所

得
税

1
8
3
,
0
0
0
円

ま
で

D
っ

て
、

そ
の

所
得

税
1
8
3
,
0
0
0
円

ま
で

の
額

の
区

分
が

次
の

そ
の

月
の

そ
の

措
置

の
額

の
区

分
が

次
の

そ
の

月
の

そ
の

措
置

区
分

に
該

当
す

る
世

児
童

等
に

か
か

る
措

区
分

に
該

当
す

る
世

児
童

等
に

か
か

る
措

帯
置

費
等

の
支

弁
額

帯
置

費
等

の
支

弁
額

5
1
8
3
,
0
0
1
円

か
ら

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

2
0
,
6
0
0

D
、

5
1
8
3
,
0
0
1
円

か
ら

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

2
0
,
6
0
0

4
0
3
,
0
0
0
円

ま
で

そ
の

額
が

4
1
,
2
0
0
円

D
、

4
0
3
,
0
0
0
円

ま
で

そ
の

額
が

4
1
,
2
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は

を
超

え
る

と
き

は
4
1
,
2
0
0
円

と
す

る
)

。

4
1
,
2
0
0
円

と
す

る
。

)
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改
正

後
現

行

そ
の

月
の

そ
の

措
置

そ
の

月
の

そ
の

入
所

児
童

等
に

か
か

る
措

世
帯

に
か

か
る

措
置

4
0
3
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全

6
7
0
3
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
、

そ
の

額
が

5
4
,
2
0
0
円

そ
の

額
が

2
7
,
1
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
を

超
え

る
と

き
は

5
4
,
2
0
0
円

と
す

る
)

2
7
,
1
0
0
円

と
す

る
）

。
。

そ
の

月
の

そ
の

措
置

そ
の

月
の

そ
の

入
所

児
童

等
に

か
か

る
措

世
帯

に
か

か
る

措
置

7
0
3
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全

7
1
,
0
7
8
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
、

そ
の

額
が

6
8
,
7
0
0
円

そ
の

額
が

3
4
,
3
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
を

超
え

る
と

き
は

6
8
,
7
0
0
円

と
す

る
)

3
4
,
3
0
0
円

と
す

る
）

。
。

そ
の

月
の

そ
の

措
置

そ
の

月
の

そ
の

入
所

児
童

等
に

か
か

る
措

世
帯

に
か

か
る

措
置

1
,
0
7
8
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全

8
1
,
6
3
2
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
、

そ
の

額
が

8
5
,
0
0
0
円

そ
の

額
が

4
2
,
5
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
を

超
え

る
と

き
は

8
5
,
0
0
0
円

と
す

る
)

4
2
,
5
0
0
円

と
す

る
）

。
。

そ
の

月
の

そ
の

措
置

そ
の

月
の

そ
の

入
所

児
童

等
に

か
か

る
措

世
帯

に
か

か
る

措
置

1
,
6
3
2
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全

9
2
,
3
0
3
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
、

そ
の

額
が

1
0
2
,
9
0
0

そ
の

額
が

5
1
,
4
0
0
円

円
を

超
え

る
と

き
は

を
超

え
る

と
き

は

10
2,
90
0円

と
す
る

5
1
,
4
0
0
円

と
す

る
）

。
）

。

そ
の

月
の

そ
の

措
置

そ
の

月
の

そ
の

入
所

児
童

等
に

か
か

る
措

世
帯

に
か

か
る

措
置

2
,
3
0
3
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全

1
0

3
,
1
1
7
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
、

そ
の

額
が

1
2
2
,
5
0
0

そ
の

額
が

6
1
,
2
0
0
円

円
を

超
え

る
と

き
は

を
超

え
る

と
き

は

12
2,
50
0円

と
す
る

6
1
,
2
0
0
円

と
す

る
）

。
）

。

略
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改
正

後
現

行

そ
の

月
の

そ
の

措
置

そ
の

月
の

そ
の

入
所

そ
の

月
の

そ
の

措
置

そ
の

月
の

そ
の

入
所

児
童

等
に

か
か

る
措

世
帯

に
か

か
る

措
置

児
童

等
に

か
か

る
措

世
帯

に
か

か
る

措
置

3
,
1
1
7
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全
3
,
1
1
7
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全
1
1

4
,
1
7
3
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

、
額

徴
収

。
た

だ
し

、
1
1

4
,
1
7
3
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
D

、
そ

の
額

が
1
4
3
,
8
0
0

そ
の

額
が

7
1
,
9
0
0
円

そ
の

額
が

1
4
3
,
8
0
0

そ
の

額
が

7
1
,
9
0
0
円

円
を

超
え

る
と

き
は

を
超

え
る

と
き

は
円

を
超

え
る

と
き

は
を

超
え

る
と

き
は

。
。
）

。
）

。
）

14
3,
80
0円

と
す
る

）
7
1
,
9
0
0
円

と
す

る
14
3,
80
0円

と
す
る

7
1
,
9
0
0
円

と
す

る
そ

の
月

の
そ

の
措

置
そ

の
月

の
そ

の
入

所
そ

の
月

の
そ

の
措

置
そ

の
月

の
そ

の
入

所
児

童
等

に
か

か
る

措
世

帯
に

か
か

る
措

置
児

童
等

に
か

か
る

措
世

帯
に

か
か

る
措

置
4
,
1
7
3
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全
4
,
1
7
3
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全
1
2

5
,
3
3
4
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

、
額

徴
収

。
た

だ
し

、
1
2

5
,
3
3
4
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
D

、
そ

の
額

が
1
6
6
,
6
0
0

そ
の

額
が

8
3
,
3
0
0
円

そ
の

額
が

1
6
6
,
6
0
0

そ
の

額
が

8
3
,
3
0
0
円

円
を

超
え

る
と

き
は

を
超

え
る

と
き

は
円

を
超

え
る

と
き

は
を

超
え

る
と

き
は

16
6,
60
0円

と
す
る

。
)

8
3
,
3
0
0
円

と
す

る
。

16
6,
60
0円

と
す
る

)
8
3
,
3
0
0
円

と
す

る
。

。
そ

の
月

の
そ

の
措

置
そ

の
月

の
そ

の
入

所
そ

の
月

の
そ

の
措

置
そ

の
月

の
そ

の
入

所
児

童
等

に
か

か
る

措
世

帯
に

か
か

る
措

置
児

童
等

に
か

か
る

措
世

帯
に

か
か

る
措

置
5
,
3
3
4
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全
5
,
3
3
4
,
0
0
1
円

か
ら

置
費

等
の

支
弁

額
費

等
の

支
弁

額
（

全
1
3

6
,
6
7
4
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

、
額

徴
収

。
た

だ
し

、
1
3

6
,
6
7
4
,
0
0
0
円

ま
で

(
全
額
徴
収
。
た
だ
し

額
徴

収
。

た
だ

し
、

D
D

、
そ

の
額

が
1
9
1
,
2
0
0

そ
の

額
が

9
5
,
6
0
0
円

そ
の

額
が

1
9
1
,
2
0
0

そ
の

額
が

9
5
,
6
0
0
円

円
を

超
え

る
と

き
は

を
超

え
る

と
き

は
円

を
超

え
る

と
き

は
を

超
え

る
と

き
は

19
1,
20
0円

と
す
る

）
9
5
,
6
0
0
円

と
す

る
。

19
1,
20
0円

と
す
る

9
5
,
6
0
0
円

と
す

る
。

。
。
）

1
4

6
,
6
7
4
,
0
0
1
円

以
上

全
額

徴
収

全
額

徴
収

1
4

6
,
6
7
4
,
0
0
1
円

以
上

全
額

徴
収

全
額

徴
収

D
D

１
こ
の
表

の
１
階

層
に
お
け
る

「
均
等
割

の
額
」
と

は
、
地
方

税
法
（
昭

和
25
年
法

律
１

こ
の
表
の

１
階

層
に
お
け
る

「
均
等
割

の
額
」
と

は
、
地
方

税
法
（
昭
和

25
年
法
律

C
C

第
2
2
6
号

）
第

2
9
2
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
均

等
割

の
額

を
い

い
、

２
階

層
に

お
第

2
2
6
号

）
第

2
9
2
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
均

等
割

の
額
を

い
い

、
２

階
層

に
お

C
C

け
る

「
所

得
割

の
額

」
と

は
、

同
項

第
２

号
に

規
定

す
る

所
得

割
（

こ
の

所
得

割
を

計
算

け
る

「
所

得
割

の
額

」
と

は
、

同
項

第
２

号
に

規
定

す
る

所
得

割
（

こ
の

所
得

割
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
同

法
第

3
1
4
条

の
７

第
１

項
第

１
号

、
第

２
項

、
同

法
3
1
4
条

の
８

、
同

す
る

場
合

に
は

、
同

法
第

3
1
4
条

の
７

、
同

法
附

則
第

５
条

第
３

項
及

び
第

５
条

の
４

法
附

則
第

５
条

第
３

項
及

び
第

５
条

の
４

第
６

項
の

規
定

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す

る
）

第
６

項
の

規
定

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す

る
）

の
額

を
い

う
。

。
。

備
の

額
を

い
う

。
備

な
お

、
同

法
第

3
2
3
条

に
規

定
す

る
市

町
村

民
税

の
減

免
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

な
お

、
同

法
第

3
2
3
条

に
規

定
す

る
市

町
村

民
税

の
減

免
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

額
を

所
得

割
の

額
又

は
均

等
割

の
額

か
ら

順
次

控
除

し
て

得
た

額
を

所
得

割
の

額
又

は
均

額
を

所
得

割
の

額
又

は
均

等
割

の
額

か
ら

順
次

控
除

し
て

得
た

額
を

所
得

割
の

額
又

は
均

等
割

の
額

と
す

る
。

等
割

の
額

と
す

る
。

２
こ
の
表
の

～
階
層
に
お
け
る
「
所
得
税
の
額
」
と
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
40
年

D
D

１
14

２
こ
の
表
の

～
階
層
に
お
け
る
「
所
得
税
の
額
」
と
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
40
年

法
律

第
3
3
号

、
租

税
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
2
6
号

、
所

得
税

法
等

の
一

部
を

D
D

１
14

）
）

法
律

第
3
3
号

、
租

税
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
2
6
号

、
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

法
律

（
平

成
1
8
年

法
律

第
1
0
号

）
に

よ
る

廃
止

前
の

経
済

社
会

の
変

化
等

）
）

改
正

す
る

等
の

法
律

（
平

成
1
8
年

法
律

第
1
0
号

）
に

よ
る

廃
止

前
の

経
済

社
会

の
変

化
等

に
対

応
し

て
早

急
に

講
ず

べ
き

所
得

税
及

び
法

人
税

の
負

担
軽

減
措

置
に

関
す

る
法

律
に

対
応

し
て

早
急

に
講

ず
べ

き
所

得
税

及
び

法
人

税
の

負
担

軽
減

措
置

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
1
年

法
律

第
８

号
）

及
び

災
害

被
害

者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

、
徴

収
猶

予
等

に
（

平
成

1
1
年

法
律

第
８

号
）

及
び

災
害

被
害

者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

、
徴

収
猶

予
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
22
年
法
律
第
17
5号

）
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
所
得
税
の
額
を
い
う
。

考
関
す
る
法
律
（
昭
和
22
年
法
律
第
17
5号

）
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
所
得
税
の
額
を
い
う
。

考
た

だ
し

、
所

得
税

額
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
次

の
規
定

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

所
得

税
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

次
の

規
定

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す

る
。

(
1
)

所
得

税
法

第
9
2
条

第
１

項
、

第
9
5
条

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

３
項

(
1
)

所
得
税
法
第
78
条
第
2項

第
1号

、
第
92
条
第
１
項
、
第
95
条
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
３
項

(
2
)

租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
第
１
項
、
第
2項

及
び
第
3項

、
第
41
条
の
２
、
第
41
条
の
19
の
２
第
1項

(
2
)

租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
第
１
項
、
第
2項

及
び
第
3項

、
第
41
条
の
２
、
第
41
条
の
3の

2第
4

並
び

に
第

4
1
条

の
1
9
の

3
第

1
項

項
及

び
第

5
項

、
第

4
1
条

の
1
9
の

2
第

1
項

並
び

に
第

4
1
条

の
1
9
の

3
第

1
項

(
3
)

租
税

特
別

措
置

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
0
年

法
律

第
2
3
号

）
附

則
第

(
3
)

租
税

特
別
措
置

法
等
の
一

部
を
改
正
す

る
法
律
（

平
成
1
0年

法
律
第
2
3
号
）
附
則

第
12
条

1
2
条

３
こ

の
表

の
「

入
所

施
設

」
と

は
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

３
こ

の
表

の
「

入
所

施
設

」
と

は
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

乳
児

院
、

助
産

施
設

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
及

び
里

親
を

い
う

。
児

短
期

治
療

施
設

、
乳

児
院

、
助

産
施

設
及

び
里

親
を

い
う

。

　　　　　　　　　　　　　

-64-

　　　　　　　　　　　　　

-64-

　　　　　　　　　　　　　

-64-



改
正

後
現

行

４
略

４
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

が
Ｂ

階
層

と
認

定
さ

れ
た

世
帯

で
あ

っ
て

も
、

次
に

掲

げ
る

世
帯

で
あ

る
場

合
に

は
、

上
表

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

階
層

の
徴

収
金

基

準
額

は
０

円
と

す
る

。

(
1
)

「
単

身
世

帯
」

…
…

…
扶

養
義

務
者

の
い

な
い

世
帯

(
2
)

「
母

子
世

帯
等

」
…

…
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

（
昭

和
3
9
年

法
律

第
1
2
9
号

）
第

1
7
条

に
規

定
す

る
配

偶
者

の
な

い
者

で
現

に
児

童
を

扶
養

し
て

い
る

も
の

の
世

帯
。

備
備

(
3
)

「
在

宅
障

害
児

（
者

（
社

会
福

祉
施

設
に

措
置

さ
れ

た
児

童
(
者

)
、

児
童

福
祉

法
）

第
2
4
条

の
２

に
よ

り
障

害
児

施
設

を
利

用
す

る
児

童
、

障
害

者
自

立
支

援
法

（
平

成
1
7

年
法

律
第

1
2
3
号

）
第

６
条

の
自

立
支

援
給

付
の

受
給

者
（

障
害

者
自

立
支

援
法

第
５

条
第

５
項

、
第

６
項

、
第

1
3
項

、
第

1
4
項

及
び

第
1
5
項

の
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

）
又

は
。

障
害

者
自

立
支

援
法

附
則

第
2
2
条

の
特

定
旧

法
受

給
者

を
除

く
）

の
い

る
世

帯
」

。

…
次

に
掲

げ
る

児
(
者

)
を

有
す

る
世

帯
を

い
う

。

ア
身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
2
8
3
号

）
第

1
5
条

に
定

め
る

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

イ
療

育
手

帳
制

度
要

綱
（

昭
和

4
8
年

９
月

2
7
日

厚
生

省
発

児
第

1
5
6
号

）
に

定
め

る

療
育

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

。

ウ
特

別
児

童
扶

養
手

当
等

の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

定
め

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民

年
金

法
（

昭
和

3
4
年

法
律

第
1

4
1
号

）
に

定
め

る
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

手
当

等
の

受
給

者
。

（
）

考
考

エ
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
2
3
号

第
4
5
条

に
定

め
る

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

(
4
)

「
そ

の
他

の
世

帯
」

…
保

護
者

の
申

請
に

基
づ

き
、

生
活

保
護

法
（

昭
和

2
5
年

法

律
第

1
4
4
号

）
に

定
め

る
要

保
護

者
等

特
に

困
窮

し
て

い
る

と
児

童
福

祉
法

第
5
6
条

の
規

定
に

よ
る

都
道

府
県

又
は

市

町
村

の
長

が
認

め
た

世
帯

。

５
略

５
同

一
世

帯
か

ら
２

人
以

上
の

児
童

等
が

入
所

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

月

の
徴

収
金

基
準

額
の

最
も

多
額

な
児

童
等

以
外

の
児

童
等

に
つ

い
て

は
、

そ
の

施
設

の
こ

の
表

の
基

準
額

に
0
.
1
を

乗
じ

た
額

を
も

っ
て

そ
の

児
童

等
の

基
準

額
と

す
る

。

た
だ

し
、

平
成

1
8
年

1
0
月

１
日

以
降

に
お

い
て

、
措

置
児

童
等

の
属

す
る

世
帯

の
扶

養

義
務

者
が

、
児

童
福

祉
法

第
2
4
条

の
２

の
障

害
児

施
設

給
付

費
を

支
給

さ
れ

て
い

る
場

合
又

は
同

一
世

帯
の

児
童

が
障

害
者

自
立

支
援

法
第

５
条

第
７

項
の

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

る
場

合
、

当
該

措
置

児
童

等
の

世
帯

に
係

る
徴

収
金

基
準

額
に

つ
い

て
は

、
「

児
童

入
所

施
設

に
係

る
徴

収
金

基
準

額
＋

児
童

入
所

施
設

に
係

る
徴

収
金

基
準

額
×

0
.
1

×
（

当
該

世
帯

に
お

け
る

施
設

入
所

児
童

の
人

数
－

１
」

を
当

該
世

帯
に

係
る

上
限

（
当

）

該
世

帯
に

お
け

る
施

設
入

所
児

童
の

う
ち

、
徴

収
金

基
準

額
が

全
額

徴
収

又
は

日
割

り
で

あ
る

こ
と

若
し

く
は

児
童

自
立

支
援

施
設

通
所

部
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
通

所
部

、

「
障

害
児

施
設

措
置

費
（

給
付

費
等

）
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

（
平

成
1
9
年

1
2
月

1
8
日

厚

生
労

働
省

発
障

第
1
2
1
8
0
0
2
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

（
以
下

「
1
2
1
8
0
0
2
号

通
知

」
と

）

い
う

」
の

別
表

４
－

１
障

害
児

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
（

扶
養

義
務

者
用

）
に

定
め

る
。
）
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改
正

後
現

行

知
的

障
害

児
通

園
施

設
、

難
聴

幼
児

通
園

施
設

及
び

肢
体

不
自

由
児

施
設

通
園

部
の

徴
収

金
基

準
額

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
世

帯
に

お
け

る
施

設
入

所
児

童
の

徴
収

金
基

準
額

の
合

算
額

を
当

該
世

帯
の

上
限

額
と

す
る

。
な

お
、

児
童

福
祉

法
第

2
4
条

の
２

に
定

め
る

障
害

児
施

設
に

入
所

し
て

い
る

児
童

等
に

係
る

徴
収

金
基

準
額

は
、

障
害

者
自

立
支

援
法

附
則

第
１

条
第

２
号

に
定

め
る

日
前

の
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

1
2
1
8
0
0
2
号

通
知

の
徴

収
金

基
準

額
と

す
る

）
と

し
、

そ
の

額
が

そ
の

月
の

利
用

者
負

担
額

（
児

童
福

祉
法

第
2
4
条

の
７

に
。

規
定

す
る

食
事

の
提

供
に

要
し

た
費

用
及

び
居

住
に

要
し

た
費

用
並

び
に

児
童

福
祉

法
第

2
4

条
の

2
0
に

規
定

す
る

障
害

児
施

設
医

療
に

係
る

利
用

者
負

担
を

含
む

利
用

者
負

担
の

上
限

額
（

実
際

に
利

用
者

負
担

と
し

て
支

払
っ

た
額

が
上

限
額

を
下

回
る

場
合

は
当

該
支

払
っ

た

額
と

す
る

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
）

を
上

回
る

場
合

は
、

そ
の

額
と

障
害

児
施

設
の

利
用

。
。

者
負

担
額

と
の

差
額

を
児

童
入

所
施

設
に

係
る

徴
収

金
基

準
額

と
し

、
障

害
児

施
設

の
利

用

者
負

担
額

が
当

該
世

帯
の

上
限

額
を

上
回

る
場

合
は

、
児

童
入

所
施

設
に

係
る

徴
収

金
基

準
備

備
額

は
０

円
と

す
る

。

６
削

除
６

里
親

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

及
び

母
子

生
活

支
援

施
設

に
入

所
し

て
い

る
児

童
が

、
児

童
自

立
支

援
施

設
又

は
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

へ
通

所
す

る
場

合
の

通
所

に
係

る
費

用
徴

収
は

次
の

算
式

に
よ

り
日

額
を

徴
収

す
る

。
算

式 （
徴

収
金

基
準

額
÷

そ
の

月
の

開
所

日
数

）
×

そ
の

月
の

通
所

し
た

日
数

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

所
日

数
」

と
は

、
日

曜
日

、
国

民
の

、
祝

日
及

び
休

日
を

除
い

た
日

数
を

い
う

。

６
助

産
施

設
に

お
け

る
助

産
の

実
施

に
つ

い
て

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

７
助

産
施

設
に

お
け

る
助

産
の

実
施

に
つ

い
て

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

(
1
)

児
童

福
祉

法
第

2
2
条

に
規

定
す

る
助

産
の

実
施

は
、

そ
の

妊
産

婦
が

次
の

い
ず

れ
(
1
)

児
童

福
祉

法
第

2
2
条

に
規

定
す

る
助

産
の

実
施

は
、

そ
の

妊
産

婦
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

か
に

該
当

す
る

と
き

は
行

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
ア

そ
の

妊
産

婦
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

が
Ｄ

階
層

で
あ

る
と

き
。

た
だ

し
、

ア
そ

の
妊

産
婦

の
属

す
る

世
帯

の
階

層
区

分
が

Ｄ
階

層
で

あ
る

と
き

。
た

だ
し

、
真

に
や

む
を

得
な

い
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

き
は

Ｄ
階

層
の

う
ち

所
得

税
の

額
が

真
に

や
む

を
得

な
い

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
き

は
Ｄ

階
層

の
う

ち
所

得
税

の
額

が
考

8
,
4
0
0
円

ま
で

の
場

合
で

あ
っ

て
も

差
し

支
え

な
い

。
考

8
,
4
0
0
円

ま
で

の
場

合
で

あ
っ

て
も

差
し

支
え

な
い

。
イ

そ
の

妊
産

婦
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

が
Ａ

階
層

及
び

Ｂ
階

層
で

あ
る

場
合

イ
そ

の
妊

産
婦

の
属

す
る

世
帯

の
階

層
区

分
が

Ａ
階

層
及

び
Ｂ

階
層

で
あ

る
場

合
を

除
い

て
、

そ
の

妊
産

婦
が

社
会

保
険

の
被

保
険

者
、

組
合

員
又

は
被

扶
養

者
で

を
除

い
て

、
そ

の
妊

産
婦

が
社

会
保

険
の

被
保

険
者

、
組

合
員

又
は

被
扶

養
者

で
そ

の
社

会
保

険
に

お
い

て
出

産
育

児
一

時
金

等
の

出
産

に
関

す
る

給
付

を
受

け
る

そ
の

社
会

保
険

に
お

い
て

出
産

育
児

一
時

金
等

の
出

産
に

関
す

る
給

付
を

受
け

る

こ
と

が
で

き
る

額
（

以
下

「
出

産
一

時
金

」
と

い
う

）
が

、
3
5
0
,
0
0
0
円

以
上

で
こ

と
が

で
き

る
額

（
以

下
「

出
産

一
時

金
」

と
い

う
）

が
、

3
5
0
,
0
00
円

以
上

で
。

。

あ
る

と
き

。
あ

る
と

き
。

(
2
)

入
所

妊
産

婦
に

係
る

こ
の

表
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

そ
の

出
産

一
時

金
の

額
に

Ｂ
(
2
)

入
所

妊
産

婦
に

係
る

こ
の

表
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

そ
の

出
産

一
時

金
の

額
に

Ｂ

階
層

に
あ

っ
て

は
、

2
0
％

、
Ｃ

階
層

に
あ

っ
て

は
、

3
0
％

、
Ｄ

階
層

の
う

ち
所

得
税

の
階

層
に

あ
っ

て
は

、
2
0
％

、
Ｃ

階
層

に
あ

っ
て

は
、

3
0
％

、
Ｄ

階
層

の
う

ち
所

得
税

の

額
が

8
,
4
0
0
円

ま
で

の
場

合
に

あ
っ

て
は

5
0
％

を
そ

れ
ぞ

れ
乗

じ
て

得
た

額
を

こ
の

表
額

が
8
,
4
0
0
円

ま
で

の
場

合
に

あ
っ

て
は

5
0
％

を
そ

れ
ぞ

れ
乗

じ
て

得
た

額
を

こ
の

表

の
徴

収
金

基
準

額
に

加
え

る
も

の
と

す
る

。
の

徴
収

金
基

準
額

に
加

え
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
こ

の
表

の
徴

収
金

基
準

額
は

、
そ

の
入

所
し

た
日

か
ら

退
所

し
た

日
ま

で
な

お
、

こ
の

表
の

徴
収

金
基

準
額

は
、

そ
の

入
所

し
た

日
か

ら
退

所
し

た
日

ま
で

の
期

間
に

係
る

基
準

額
と

み
な

す
。

の
期

間
に

係
る

基
準

額
と

み
な

す
。
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2
,3

0
0

2
,2

8
0

2
,2

2
0

1
9
1
人

以
上

2
,3

0
0

2
,2

8
0

2
,2

6
0

2
,2

4
0

2
,2

0
0

2
,1

3
0

1
9
1
人

以
上

2
,2

7
0

2
,2

5
0

2
,2

1
0

2
,1

9
0

2
,1

3
0

現
行

改
正

後
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（
1
2
）
寒

冷
地

手
当

（
1
1
）
寒

冷
地

手
当

　
○

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

　
○

新
寒

冷
地

に
所

在
す

る
施

設

定
員

１
人

（
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

１
世

帯
）
当

た
り

の
月

額

１
級

２
級

３
級

４
級

新
１

級
新

２
級

新
３

級
新

４
級

円
円

円
円

円
円

円
円

児
童

養
護

施
設

1
,4

6
0

1
,3

0
0

1
,2

8
0

1
,0

2
0

児
童

養
護

施
設

1
,4

6
0

1
,3

0
0

1
,2

8
0

1
,0

2
0

児
童

自
立

支
援

施
設

2
,2

5
0

2
,0

2
0

1
,9

9
0

1
,5

7
0

児
童

自
立

支
援

施
設

2
,2

5
0

2
,0

2
0

1
,9

9
0

1
,5

7
0

母
子

生
活

支
援

施
設

1
,7

2
0

1
,5

4
0

1
,5

2
0

1
,2

0
0

母
子

生
活

支
援

施
設

1
,7

2
0

1
,5

4
0

1
,5

2
0

1
,2

0
0

乳
児

院
4
,7

4
0

4
,2

5
0

4
,1

8
0

3
,3

2
0

乳
児

院
4
,7

4
0

4
,2

5
0

4
,1

8
0

3
,3

2
0

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
2
,6

9
0

2
,4

1
0

2
,3

7
0

1
,8

8
0

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
2
,6

9
0

2
,4

1
0

2
,3

7
0

1
,8

8
0

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

1
,0

1
0

9
0
0

8
9
0

7
0
0

自
立

援
助

ホ
ー

ム
2
,0

2
0

1
,8

1
0

1
,7

8
0

1
,4

1
0

　
　

　
　

及
び

第
2
号

に
定

め
る

地
域

を
い

う
。

　
○

旧
寒

冷
地

に
所

在
す

る
施

設
（
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

を
除

く
）

定
員

１
人

（
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

１
世

帯
）
当

た
り

の
月

額

円
円

円
円

円

児
童

養
護

施
設

0
0

0
0

0

児
童

自
立

支
援

施
設

0
0

0
0

0

母
子

生
活

支
援

施
設

0
0

0
0

0

乳
児

院
2
0

0
0

0
0

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
2
1
0

0
0

0
0

　
　

　
　

す
る

法
律

第
1
条

に
定

め
る

地
域

の
う

ち
、

新
寒

冷
地

を
除

く
地

域
を

い
う

。

現
行

改
正

後

区
分

注
２

「
旧

寒
冷

地
」
と

は
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

区
分

注
　

「
寒

冷
地

」
と

は
、

国
家

公
務

員
の

寒
冷

地
手

当
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
0
0
号

）
第

1
条

第
1
号

及
び

第
2
号

に
定

め
る

地
域

を
い

う
。

定
員

１
人

（
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

１
世

帯
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

及
び

自
立

援
助

ホ
ー

ム
に

つ
い

て
は

現
員

１
人

）
当

た
り

の
月

額

成
1
6
年

法
律

第
1
3
6
号

）
の

施
行

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
8
日

）
前

の
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

注
１

「
新

寒
冷

地
」
と

は
、

国
家

公
務

員
の

寒
冷

地
手

当
に

関
す

る
法

律
（
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
6
年

法
律

第
1
3
6
号

）
に

よ
り

改
正

）
第

1
条

第
1
号

旧
５

級
地

旧
４

級
地

旧
３

級
地

旧
２

級
地

旧
１

級
地

区
分
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（
1
3
）
児

童
養

護
施

設
の

乳
児

加
算

分
保

護
単

価
（
1
2
）
児

童
養

護
施

設
の

乳
児

加
算

分
保

護
単

価

地
域

区
分

地
域

区
分

1
7
/
1
0
0

1
4
/
1
0
0

1
2
/
1
0
0

1
1
/
1
0
0

1
0
/
1
0
0

9
/
1
0
0

1
6
/
1
0
0

1
3
/
1
0
0

1
2
/
1
0
0

1
0
/
1
0
0

9
/
1
0
0

8
/
1
0
0

定
員

定
員

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

 1
人

に
つ

き
2
1
8
,0

9
0

2
1
3
,3

1
0

2
1
0
,1

2
0

2
0
8
,5

3
0

2
0
6
,9

4
0

2
0
5
,3

4
0

 1
人

に
つ

き
2
1
6
,2

4
0

2
1
1
,4

7
0

2
0
9
,8

8
0

2
0
6
,6

9
0

2
0
5
,1

0
0

2
0
3
,5

1
0

地
域

区
分

地
域

区
分

8
/
1
0
0

7
/
1
0
0

6
/
1
0
0

5
/
1
0
0

3
/
1
0
0

そ
の

他
7
/
1
0
0

6
/
1
0
0

4
/
1
0
0

3
/
1
0
0

そ
の

他

定
員

定
員

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

 1
人

に
つ

き
2
0
3
,7

5
0

2
0
2
,1

5
0

2
0
0
,5

6
0

1
9
8
,9

7
0

1
9
5
,7

8
0

1
9
1
,0

0
0

 1
人

に
つ

き
2
0
1
,9

2
0

2
0
0
,3

3
0

1
9
7
,1

4
0

1
9
5
,5

5
0

1
9
0
,7

8
0

（
1
4
）
児

童
養

護
施

設
の

１
・
２

歳
児

加
算

分
保

護
単

価
（
1
3
）
児

童
養

護
施

設
の

１
・
２

歳
児

加
算

分
保

護
単

価

地
域

区
分

地
域

区
分

1
7
/
1
0
0

1
4
/
1
0
0

1
2
/
1
0
0

1
1
/
1
0
0

1
0
/
1
0
0

9
/
1
0
0

1
6
/
1
0
0

1
3
/
1
0
0

1
2
/
1
0
0

1
0
/
1
0
0

9
/
1
0
0

8
/
1
0
0

定
員

定
員

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

 1
人

に
つ

き
1
5
6
,0

5
0

1
5
2
,6

9
0

1
5
0
,4

4
0

1
4
9
,3

2
0

1
4
8
,2

0
0

1
4
7
,0

8
0

 1
人

に
つ

き
1
5
4
,7

5
0

1
5
1
,3

8
0

1
5
0
,2

6
0

1
4
8
,0

2
0

1
4
6
,9

0
0

1
4
5
,7

8
0

地
域

区
分

地
域

区
分

8
/
1
0
0

7
/
1
0
0

6
/
1
0
0

5
/
1
0
0

3
/
1
0
0

そ
の

他
7
/
1
0
0

6
/
1
0
0

4
/
1
0
0

3
/
1
0
0

そ
の

他

定
員

定
員

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

 1
人

に
つ

き
1
4
5
,9

5
0

1
4
4
,8

3
0

1
4
3
,7

1
0

1
4
2
,5

9
0

1
4
0
,3

4
0

1
3
6
,9

8
0

 1
人

に
つ

き
1
4
4
,6

6
0

1
4
3
,5

4
0

1
4
1
,3

0
0

1
4
0
,1

8
0

1
3
6
,8

2
0

現
行

改
正

後
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（
1
5
）
児

童
養

護
施

設
の

年
少

児
加

算
分

保
護

単
価

（
1
4
）
児

童
養

護
施

設
の

年
少

児
加

算
分

保
護

単
価

地
域

区
分

地
域

区
分

1
7
/
1
0
0

1
4
/
1
0
0

1
2
/
1
0
0

1
6
/
1
0
0

1
3
/
1
0
0

1
2
/
1
0
0

定
員

定
員

円
円

円
円

円
円

 1
人

に
つ

き
3
9
,0

1
0

3
8
,1

7
0

3
7
,6

1
0

 1
人

に
つ

き
3
8
,6

8
0

3
7
,8

4
0

3
7
,5

6
0

地
域

区
分

地
域

区
分

8
/
1
0
0

7
/
1
0
0

6
/
1
0
0

7
/
1
0
0

6
/
1
0
0

4
/
1
0
0

定
員

定
員

円
円

円
円

円
円

 1
人

に
つ

き
3
6
,4

9
0

3
6
,2

0
0

3
5
,9

2
0

 1
人

に
つ

き
3
6
,1

6
0

3
5
,8

8
0

3
5
,3

2
0

（
1
7
）
児

童
養

護
施

設
の

特
別

指
導

費
（
1
6
）
児

童
養

護
施

設
の

特
別

指
導

費

　
　

　
 加

算
分

保
護

単
価

　
　

　
 加

算
分

保
護

単
価

定
員

月
額

定
定

員
月

額
定

円
円

円
円

 3
0
人

ま
で

6
,7

0
0

 3
0
人

ま
で

5
,1

8
0

 3
0
人

ま
で

6
,7

0
0

 3
0
人

ま
で

5
,1

8
0

 3
1
　

～
　

4
0
人

5
,3

6
0

 3
1
　

～
　

4
0
人

3
,8

8
0

 3
1
　

～
　

4
0
人

5
,3

6
0

 3
1
　

～
　

4
0
人

3
,8

8
0

 4
1
　

～
　

5
0

4
,0

2
0

 4
1
　

～
　

5
0

3
,1

1
0

 4
1
　

～
　

5
0

4
,0

2
0

 4
1
　

～
　

5
0

3
,1

1
0

 5
1
　

～
　

6
0

3
,6

1
0

 5
1
　

～
　

6
0

2
,5

9
0

 5
1
　

～
　

6
0

3
,6

1
0

 5
1
　

～
　

6
0

2
,5

9
0

 6
1
　

～
　

7
0

3
,2

1
0

 6
1
　

～
　

7
0

2
,2

2
0

 6
1
　

～
　

7
0

3
,2

1
0

 6
1
　

～
　

7
0

2
,2

2
0

 7
1
　

～
　

8
0

2
,8

1
0

 7
1
　

～
　

8
0

1
,9

4
0

 7
1
　

～
　

8
0

2
,8

1
0

 7
1
　

～
　

8
0

1
,9

4
0

 8
1
　

～
　

9
0

2
,4

1
0

 8
1
　

～
　

9
0

1
,7

2
0

 8
1
　

～
　

9
0

2
,4

1
0

 8
1
　

～
　

9
0

1
,7

2
0

 9
1
　

～
 1

0
0

2
,0

1
0

 9
1
　

～
 1

0
0

1
,5

5
0

 9
1
　

～
 1

0
0

2
,0

1
0

 9
1
　

～
 1

0
0

1
,5

5
0

1
0
1
　

～
 1

1
0

1
,8

7
0

1
0
1
　

～
 1

1
0

1
,4

1
0

1
0
1
　

～
 1

1
0

1
,8

7
0

1
0
1
　

～
 1

1
0

1
,4

1
0

1
1
1
　

～
 1

2
0

1
,7

4
0

1
1
1
　

～
 1

2
0

1
,2

9
0

1
1
1
　

～
 1

2
0

1
,7

4
0

1
1
1
　

～
 1

2
0

1
,2

9
0

1
2
1
　

～
 1

3
0

1
,6

0
0

1
2
1
　

～
 1

3
0

1
,1

9
0

1
2
1
　

～
 1

3
0

1
,6

0
0

1
2
1
　

～
 1

3
0

1
,1

9
0

1
3
1
　

～
 1

4
0

1
,4

7
0

1
3
1
　

～
 1

4
0

1
,1

1
0

1
3
1
　

～
 1

4
0

1
,4

7
0

1
3
1
　

～
 1

4
0

1
,1

1
0

1
4
1
　

～
 1

5
0

1
,3

4
0

1
4
1
　

～
 1

5
0

1
,0

3
0

1
4
1
　

～
 1

5
0

1
,3

4
0

1
4
1
　

～
 1

5
0

1
,0

3
0

1
5
1
　

～
 1

6
0

1
,2

9
0

1
5
1
　

～
 1

6
0

9
7
0

1
5
1
　

～
 1

6
0

1
,2

9
0

1
5
1
　

～
 1

6
0

9
7
0

1
6
1
　

～
 1

7
0

1
,2

5
0

1
6
1
　

～
 1

7
0

9
1
0

1
6
1
　

～
 1

7
0

1
,2

5
0

1
6
1
　

～
 1

7
0

9
1
0

1
7
1
　

～
 1

8
0

1
,2

0
0

1
7
1
　

～
 1

8
0

8
6
0

1
7
1
　

～
 1

8
0

1
,2

0
0

1
7
1
　

～
 1

8
0

8
6
0

1
8
1
　

～
 1

9
0

1
,1

6
0

1
8
1
　

～
 1

9
0

8
1
0

1
8
1
　

～
 1

9
0

1
,1

6
0

1
8
1
　

～
 1

9
0

8
1
0

1
9
1
人

以
上

1
,1

1
0

1
9
1
人

以
上

7
7
0

1
9
1
人

以
上

1
,1

1
0

1
9
1
人

以
上

7
7
0

員
月

額
額

3
5
,0

8
0円

円
円

円

5
/
1
0
0

3
/
1
0
0

そ
の

他
3
/
1
0
0

そ
の

他

（
1
5
）
ボ

イ
ラ

ー
技

士
雇

上
費

3
4
,2

4
0

3
5
,0

4
0

3
4
,2

0
0

　
　

　
加

算
分

保
護

単
価

員
月

3
7
,0

0
0

3
6
,7

2
0

3
6
,4

4
0

円
円

円

1
0
/
1
0
0

9
/
1
0
0

8
/
1
0
0

現
行

3
6
,7

7
0

3
7
,0

5
0

9
/
1
0
0

　
　

　
加

算
分

保
護

単
価

1
1
/
1
0
0 円

3
7
,3

3
0 円

3
5
,6

4
0

改
正

後

（
1
6
）
ボ

イ
ラ

ー
技

士
雇

上
費

1
0
/
1
0
0 円

円
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（
1
8
）
学

習
指

導
費

加
算

分
保

護
単

価
（
1
7
）
学

習
指

導
費

加
算

分
保

護
単

価

区
分

月
　

　
　

　
額

区
分

月
　

　
　

　
額

円
円
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6
）
除

雪
費

加
算

分
保

護
単

価

ア
　

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
　

　
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

ア
　

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
　

　
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

　
　

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

害
児

短
期

　
　

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

害
児

短
期

　
　

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

害
児

短
期

　
　

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

害
児

短
期

　
　

治
療

施
設

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
　

　
治

療
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
　

　
治

療
施

設
　

　
治

療
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

　
　

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

　
　

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

区
分

月
額

区
分

年
額

区
分

月
額

区
分

年
額

円
円

円
円

 １
人

当
た

り
1
8
0

 １
人

（
１

世
帯

）
当

た
り

5
,6

5
0

 １
人

当
た

り
1
8
0

 １
人

（
１

世
帯

）
当

た
り

5
,6

5
0

イ
　

母
子

生
活

支
援

施
設

（
2
8
）
降

灰
除

去
費

イ
　

母
子

生
活

支
援

施
設

（
2
7
）
降

灰
除

去
費

区
分

月
額

　
　

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
区

分
月

額
　

　
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

円
　

　
施

設
、

乳
児

院
、

情
緒

障
害

児
短

期
円

　
　

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

害
児

短
期

 １
世

帯
当

た
り

1
2
0

　
　

治
療

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

 １
世

帯
当

た
り

1
2
0

　
　

治
療

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設

　
　

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

区
分

年
額

区
分

年
額

円
円

 １
施

設
当

た
り

1
3
8
,7

0
0

 １
施

設
当

た
り

1
3
8
,7

0
0

改
正

後
現

行
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○
寒

冷
地

に
所

在
す

る
施

設
（
１

）
旧

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

（
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

を
除

く
）

①
　

支
給

地
域

の
区

分
等

に
応

じ
て

単
価

を
算

出
す

る
。

②
　

①
で

算
出

さ
れ

た
合

計
額

か
ら

1
0
0
，

0
0
0
円

を
引

い
た

額

扶
養

親
族

の
扶

養
親

族
の

　
（
ア

）
定

額
分

あ
る

職
員

な
い

職
員

１
　

級
　

地
1
3
1
,9

0
0
円

7
2
,9

0
0
円

5
1
,7

0
0
円

扶
養

親
族

の
扶

養
親

族
の

２
　

級
　

地
1
1
6
,8

0
0
円

6
5
,3

0
0
円

4
4
,0

0
0
円

あ
る

職
員

な
い

職
員

３
　

級
　

地
1
1
2
,7

0
0
円

6
4
,3

0
0
円

4
3
,0

0
0
円

旧
　

５
　

級
　

地
8
8
,0

0
0
円

7
0
,1

0
0
円

5
2
,3

0
0
円

４
　

級
　

地
8
9
,0

0
0
円

5
1
,0

0
0
円

3
6
,8

0
0
円

旧
　

４
　

級
　

地
6
8
,1

0
0
円

5
4
,3

0
0
円

4
0
,4

0
0
円

旧
　

３
　

級
　

地
5
0
,1

0
0
円

3
9
,9

0
0
円

2
9
,7

0
0
円

　
注

　
「
寒

冷
地

」
の

定
義

は
別

表
１

の
２

の
（
1
2
）
寒

冷
地

手
当

の
注

と
同

じ
で

あ
る

。
旧

　
２

　
級

　
地

3
5
,7

0
0
円

2
8
,3

0
0
円

2
1
,0

0
0
円

旧
　

１
　

級
　

地
1
9
,8

0
0
円

1
5
,9

0
0
円

1
2
,0

0
0
円

　
（
イ

）
加

算
分

①
北

海
道

地
域

扶
養

親
族

の
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

な
い

職
員

旧
　

甲
　

地
6
6
,5

0
0
円

4
4
,3

0
0
円

2
2
,2

0
0
円

旧
　

乙
　

地
5
1
,6

0
0
円

3
4
,4

0
0
円

1
7
,2

0
0
円

旧
　

丙
　

地
3
8
,6

0
0
円

2
5
,7

0
0
円

1
2
,9

0
0
円

②
そ

の
他

の
地

域

扶
養

親
族

の
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

な
い

職
員

旧
　

５
　

級
　

地
1
6
,5

0
0
円

1
1
,0

0
0
円

5
,5

0
0
円

旧
　

４
　

級
　

地
8
,2

0
0
円

5
,5

0
0
円

2
,7

0
0
円

　
注

１
　

「
旧

寒
冷

地
」
の

定
義

は
別

表
１

の
２

の
（
８

）
寒

冷
地

手
当

の
注

２
と

同
じ

で
あ

る
。

（
２

）
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

（
１

）
①

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

額
か

ら
1
1
0
,0

0
0
円

を
引

い
た

額
と

、
次

表
に

よ
り

算
定

　
　

　
さ

れ
た

額
と

を
比

較
し

、
高

い
方

の
額

扶
養

親
族

の
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

な
い

職
員

新
　

１
　

級
　

地
1
3
1
,9

0
0
円

7
2
,9

0
0
円

5
1
,7

0
0
円

新
　

２
　

級
　

地
1
1
6
,8

0
0
円

6
5
,3

0
0
円

4
4
,0

0
0
円

新
　

３
　

級
　

地
1
1
2
,7

0
0
円

6
4
,3

0
0
円

4
3
,0

0
0
円

新
　

４
　

級
　

地
8
9
,0

0
0
円

5
1
,0

0
0
円

3
6
,8

0
0
円

　
注

２
　

「
新

寒
冷

地
」
の

定
義

は
別

表
１

の
２

の
（
1
1
）
寒

冷
地

手
当

の
注

１
と

同
じ

で
あ

る
。

現
行

算
　

　
　

　
定

　
　

　
　

額

改
正

後

一 　 　 時 　 　 保 　 　 護 　 　 所 　 　 寒 　 　 冷 　 　 地 　 　 手 　 　 当

支
給

地
域

の
区

分

世
帯

主
で

あ
る

職
員

そ
の

他
の

職
員

支
給

地
域

の
区

分

世
帯

主
で

あ
る

職
員

そ
の

他
の

職
員

支
給

地
域

の
区

分

世
帯

主
で

あ
る

職
員

そ
の

他
の

職
員

支
給

地
域

の
区

分

世
帯

主
で

あ
る

職
員

そ
の

他
の

職
員

（
　

備
　

考
　

）
「
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

」
に

は
、

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
外

に
居

住
す

る
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
扶

養
親

族
と

同
居

し
て

お
ら

ず
、

か
つ

扶
養

親
族

が
居

住
す

る
住

居
と

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
と

の
最

短
距

離
が

６
０

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
も

の
は

含
ま

な
い

も
の

と
す

る
。

算
　

　
　

　
定

　
　

　
　

額

支
給

地
域

の
区

分

世
帯

主
で

あ
る

職
員

そ
の

他
の

職
員

一 時 保 護 所 寒 冷 地 手 当
（
　

備
　

考
　

）

「
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

」
に

は
、

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
外

に
居

住
す

る
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
扶

養
親

族
と

同
居

し
て

お
ら

ず
、

か
つ

扶
養

親
族

が
居

住
す

る
住

居
と

寒
冷

地

手
当

支
給

対
象

地
域

と
の

最
短

距
離

が
6
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

も
の

は
含

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
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改
正
後

現
行

別
表
２

略
別

表
２

児
童
福

祉
施

設
の

職
種
別

職
員

定
数
表

(
１
)

児
童
養

護
施
設

職
種

別
職

員
の

定
数

施
設

長
１
人

。
た

だ
し
、

定
員

が
3
0
人

未
満
の

場
合

は
児

童
指
導

員
の

兼
務
と

す
る

。

児
童

指
導

員
通
じ

て
定

員
６
人

に
つ

き
１

人
。

た
だ

し
、

定
員

4
5
人
以

下
の

施
設
に

つ
い

て
は

、

保
育

士
こ
の

定
数

の
ほ
か

１
人

を
加

算
す

る
。

職
業

指
導

員
職
業

補
導

設
備
を

有
す

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
別

に
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

必
要

な

人
員

を
加

算
す
る

。

栄
養

士
１
人

。
た

だ
し
、

定
員

4
1
人

以
上

の
場

合
に

限
る

。

事
務

員
定
員

1
5
0
人
未

満
の
場

合
は

１
人

。
定
員

1
5
0
人
以

上
の
場

合
は

２
人
。

調
理

員
等

定
員

9
0
人

未
満
の

場
合

は
４

人
。

以
下

同
様

に
3
0
人

ご
と

に
１

人
を
加

算
す

る
。

嘱
託

医
１
人

。

(
２
)

児
童
自

立
支
援

施
設

職
種

別
職

員
の

定
数

施
設

長
１

人
。

児
童

自
立

支
援

専
門
員

通
じ
て

定
員

５
人

に
つ

き
１

人
。

児
童

生
活

支
援

員

職
業

指
導

員
職

業
補

導
設

備
を

有
す

る
施

設
に

あ
っ

て
は
、

別
に

定
め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
必
要

な
人

員
を

加
算

す
る

。

栄
養

士
１

人
。

た
だ

し
、

定
員

4
1
人

以
上

の
場

合
に
限

る
。

事
務

員
定

員
1
5
0
人

未
満

の
場

合
は
１

人
。

定
員
1
5
0
人

以
上

の
場
合

は
２

人
。

調
理

員
等

定
員
9
0
人
未

満
の

場
合

は
４

人
。

以
下

同
様
に

3
0
人

ご
と
に

１
人

を
加

算

す
る
。

嘱
託

医
２

人
。
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改
正
後

現
行

(
３
)

乳
児
院

（
乳
児

1
0
人

未
満
を

入
所

さ
せ

る
乳
児

院
を

除
く

）
略

。

職
種

別
職

員
の

定
数

施
設

長
１
人

。

医
師

１
人

。
た

だ
し
、

定
員

1
0
0
人
未

満
の
場

合
は

、
嘱
託

の
医

師
と

す
る
。

２
歳

未
満

児
（
定

員
か

ら
２

歳
児

及
び

３
歳

以
上

児
の
現

員
を

差
し
引

い
た

も
の

）

通
じ

て
1
.
7
人

に
つ
き

１
人

。

看
護

師
２
歳

児
の

現
員
通

じ
て

２
人

に
つ

き
１

人
。

保
育

士
３
歳

以
上

児
の
現

員
通

じ
て

４
人

に
つ

き
１

人
。

児
童

指
導

員
た

だ
し

、
看
護

師
は

定
員

1
0
人

の
場

合
は

２
人

以
上
、

1
0
人

を
超
え

る
場

合
は

1
0

人
増

す
ご

と
に
１

人
以

上
と

し
、

そ
の

他
は

保
育

士
又
は

児
童

指
導
員

と
す

る
。

な
お
、

定
員
2
0
人
以

下
の

施
設

に
つ

い
て

は
、

こ
の
定

数
の

ほ
か
保

育
士

１
人

を

加
算

す
る

。

栄
養

士
１
人

。

事
務

員
定
員

1
0
0
人
未

満
の
場

合
は

１
人

。
定
員

1
0
0
人
以

上
の
場

合
は

２
人
。

調
理

員
等

定
員

3
0
人

未
満
の

場
合

は
４

人
。

定
員

3
0
人

以
上

1
0
人
ご

と
に

１
人
を

加
算

す
る

。

(
４
)

乳
児
1
0
人

未
満

を
入

所
さ
せ

る
乳

児
院

職
種

別
職

員
の

定
数

施
設

長
１
人

。

看
護

師
通
じ

て
７

人
。
た

だ
し

、
看

護
師

は
そ

の
内

１
人

以
上
と

し
、

そ
の
他

は
保

育
士

又

保
育

士
は
児

童
指

導
員
と

す
る

。

児
童

指
導

員
な
お

、
２

歳
児
の

現
員

通
じ

て
２

人
に

つ
き

１
人

。

３
歳

以
上

児
の

現
員

通
じ

て
４

人
に

つ
き

１
人
。

嘱
託

医
１
人

。

調
理

員
等

１
人

。
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改
正
後

現
行

(
５
)

母
子
生

活
支
援

施
設

略
職

種
別

職
員

の
定

数

施
設

長
１
人

。

母
子

指
導

員
定
員

2
0
世

帯
未
満

の
場

合
は

１
人

。
定

員
2
0
世
帯

以
上
の

場
合

は
２
人

。

保
育

士
保
育

所
に

準
ず
る

設
備

の
あ

る
場

合
に

限
り

、
そ

の
児
童

3
0
人

に
つ
き

１
人

。

（
た

だ
し

、
１
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
き

最
低

１
人
は

お
く

こ
と
が

で
き

る
）

。

少
年

指
導

員
定
員

2
0
世

帯
未
満

の
場

合
は

１
人

。
定

員
2
0
世
帯

の
場
合

は
２

人
。

兼
事

務
員

調
理

員
等

１
人

。

嘱
託

医
１
人

。

(
６
)

情
緒
障

害
児
短

期
治

療
施
設

職
種

別
職

員
の

定
数

施
設

長
１
人

。

医
師

１
人

。

セ
ラ

ピ
ス

ト
定
員

1
0
人

に
つ
き

１
人

。

看
護

師
１
人

。

児
童

指
導

員
通
じ

て
定

員
５
人

に
つ

き
１

人
。

保
育

士

栄
養

士
１
人

。
た

だ
し
、

定
員

4
1
人

以
上

の
場

合
に

限
る

。

事
務

員
１
人

。

調
理

員
等

４
人

。
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改
正
後

現
行

（
７
）

自
立

援
助
ホ

ー
ム

職
種

別
職

員
の

定
数

指
導

員
２
人

。
た
だ
し

、
入

居
児

童
が

７
人

以
上
の

場
合

は
３
人

と
し

、
以

降
７
人

か
ら

３
人

増
え
る
毎

に
１

人
を

加
算

す
る

。

補
助

者
１

人
。

（
８

）
フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ
ー

ム

職
種

別
職

員
の

定
数

指
導

員
１

人
。

補
助

者
２

人
。
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「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

の
一

部
改

正
新

旧
対

照
表

（
案

）

改
正

後
現

行
児

発
第

4
1
6
号

児
発

第
4
1
6
号

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

[
一

部
改

正
]
平

成
1
3
年

８
月

２
日

雇
児

発
第

5
0
5
号

[
一

部
改

正
]
平

成
1
3
年

８
月

２
日

雇
児

発
第

5
0
5
号

平
成

1
4
年

1
1
月

1
1
日

雇
児

発
第

1
1
1
1
0
0
2
号

平
成

1
4
年

1
1
月

1
1
日

雇
児

発
第

1
1
1
1
0
0
2
号

平
成

1
5
年

1
2
月

2
2
日

雇
児

発
第

1
2
2
2
0
0
4
号

平
成

1
5
年

1
2
月

2
2
日

雇
児

発
第

1
2
2
2
0
0
4
号

平
成

1
6
年

７
月

1
6
日

雇
児

発
第

0
7
1
6
0
0
1
号

平
成

1
6
年

７
月

1
6
日

雇
児

発
第

0
7
1
6
0
0
1
号

平
成

1
6
年

1
2
月

３
日

雇
児

発
第

1
2
0
3
0
0
2
号

平
成

1
6
年

1
2
月

３
日

雇
児

発
第

1
2
0
3
0
0
2
号

平
成

1
7
年

６
月

１
日

雇
児

発
第

0
6
0
1
0
0
1
号

平
成

1
7
年

６
月

１
日

雇
児

発
第

0
6
0
1
0
0
1
号

平
成

1
8
年

６
月

2
7
日

雇
児

発
第

0
6
2
7
0
0
1
号

平
成

1
8
年

６
月

2
7
日

雇
児

発
第

0
6
2
7
0
0
1
号

平
成

1
9
年

７
月

2
5
日

雇
児

発
第

0
7
2
5
0
0
1
号

の
１

平
成

1
9
年

７
月

2
5
日

雇
児

発
第

0
7
2
5
0
0
1
号

の
１

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
１

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
１

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

（
略

）
標

記
に

つ
い

て
は

、
本

日
別

途
厚

生
事

務
次

官
通

知
「

児
童

福
祉

法
に

よ
る

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

(
以

下
「

交
付

要
綱

」
と

い
う

。
)
が

施
行

さ
れ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
そ

の
実

施
に

つ
い

て
は

次
に

よ
る

こ
と

と
し

、
そ

の
適

正
な

る
運

用
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

お
っ

て
、

平
成

1
0
年

６
月

1
2
日

児
発

第
4
5
6
号

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
入

所
施

設
措

置
費

(
児

童
家

庭
局

所
管

施
「

設
)
等

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

通
知

の
施

行
に

つ
い

て
」

は
廃

止
す

る
。

た
だ

し
、

平
成

1
0
年

度
以

前
ま

で
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
な

お
、

従
前

の
例

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
目

次 第
１

暫
定

定
員

及
び

保
護

単
価

の
設

定
に

つ
い

て
第

２
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
に

つ
い

て
第

３
教

育
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

第
４

見
学

旅
行

費
の

取
扱

い
に

つ
い

て
第

５
入

進
学

支
度

金
の

取
扱

い
に

つ
い

て
第

６
特

別
育

成
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

第
７

医
療

費
の

取
扱

い
に

つ
い

て
第

８
就

職
支

度
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

第
９

大
学

進
学

等
自

立
生

活
支

度
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

第
1
0

里
親

が
一

時
的

な
休

息
の

た
め

の
援

助
を

受
け

る
経

費
に

つ
い

て
第

1
1

専
門

里
親

に
つ

い
て

第
1
2

親
族

里
親

に
つ

い
て

第
1
3

国
庫

負
担

金
の

交
付

の
決

定
及

び
措

置
費

等
の

支
弁

に
つ

い
て

第
1
4

徴
収

金
基

準
額

等
に

つ
い

て
第

1
5

児
童

入
所

施
設

に
お

け
る

措
置

費
等

の
経

理
に

つ
い

て

（資料４）
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改
正

後
現

行
第

１
暫

定
定

員
及

び
保

護
単

価
の

設
定

に
つ

い
て

第
１

暫
定

定
員

及
び

保
護

単
価

の
設

定
に

つ
い

て
１

暫
定

定
員

の
設

定
に

つ
い

て
（

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

（
以

下
「

自
立

援
助

ホ
ー

ム
」

と
い

う
）

及
１

暫
定

定
員

の
設

定
に

つ
い

て
。

び
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
（

以
下

「
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
」

と
い

う
）

は
除

く
）

。
。

、
、

（
略

）
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
は

各
年

度
の

保
護

単
価

の
設

定
に

際
し

て
は

そ
の

設
定

し
よ

う
と

す
る

す
べ

て
の

施
設

に
つ

き
、

算
式

１
か

ら
算

式
４

の
い

ず
れ

か
に

よ
っ

て
算

定
し

た
数

が
そ

の
施

設
の

定
員

に
満

た
な

い
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
満

た
な

い
数

に
定

員
を

改
定

し
（

こ
れ

が
困

。
）
、

。
難

な
と

き
は

暫
定

定
員

を
設

け
る

こ
れ

に
基

づ
い

て
保

護
単

価
の

設
定

及
び

支
弁

を
行

う
も

の
と

す
る

な
お

、
連

続
し

て
３

年
を

超
え

て
暫

定
定

員
を

設
定

し
て

い
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

定
員

を
改

定
す

る
も

の
と

す
る

。
算

式
１

［
前

年
度

の
在

籍
児

童
の

延
べ

日
数

（
私

的
契

約
児

、
一

時
保

護
委

託
児

、
乳

児
院

に
つ

い
て

は
短

期
入

所
措

置
児

童
を

含
み

、
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

世
帯

数
と

す
る

）
÷

3
0
.
4
日

÷
1
2
月

（
小

）
］

（
）

数
点

以
下

の
端

数
切

り
上

げ
×

1
.
1
1
以

内
の

数
値

小
数

点
以

下
第

１
位

の
数

値
に

よ
り

四
捨

五
入

算
式

２
［

直
近

３
年

度
の

在
籍

児
童

の
延

べ
日

数
（

私
的

契
約

児
、

一
時

保
護

委
託

児
、

乳
児

院
に

つ
い

て
は

短
期

入
所

措
置

児
童

を
含

み
、

母
子

生
活

支
援

施
設

に
つ

い
て

は
世

帯
数

と
す

る
）

÷
3
0
.
4
日

÷
1
2
月

÷
３

年
（

小
数

点
以

下
の

端
数

切
り

上
げ

］
×

1
.
1
1
以

内
の

数
値

（
小

数
点

以
下

第
１

位
の

数
値

に
よ

）
り

四
捨

五
入

）
算

式
３

［
前

年
度

の
各

月
初

日
の

在
籍

児
童

数
（

私
的

契
約

児
、

一
時

保
護

委
託

児
、

乳
児

院
に

つ
い

て
は

短
期

入
所

措
置

児
童

を
含

み
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

世
帯

数
と

す
る

の
合

計
数

÷
1
2
月

小
、

）
（

）
］

（
）

数
点

以
下

の
端

数
切

り
上

げ
×

1
.
1
1
以

内
の

数
値

小
数

点
以

下
第

１
位

の
数

値
に

よ
り

四
捨

五
入

算
式

４
［

直
近

３
年

度
の

各
月

初
日

の
在

籍
児

童
数

（
私

的
契

約
児

、
一

時
保

護
委

託
児

、
乳

児
院

に
つ

い
て

は
短

期
入

所
措

置
児

童
を

含
み

、
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

世
帯

数
と

す
る

）
の

合
計

数
÷

1
2

月
÷

３
年

（
小

数
点

以
下

の
端

数
切

り
上

げ
］

×
1
.
1
1
以

内
の

数
値

（
小

数
点

以
下

第
１

位
の

数
値

に
）

よ
り

四
捨

五
入

）
（

注
（

１
）

1
.
1
1
は

9
0
パ

ー
セ

ン
ト

分
の

1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

で
、

1
0
パ

ー
セ

ン
ト

以
上

の
開

差
は

認
め

な
い

趣
）

旨
で

あ
る

こ
と

。
（

２
）

そ
の

施
設

が
前

年
度

中
に

開
設

し
、

若
し

く
は

増
改

築
が

あ
り

、
又

は
定

員
の

改
定

が
あ

っ
た

も
の

で
上

記
算

式
を

適
用

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
措

置
児

童
等

の
具

体
的

な
入

所
計

画
を

基
礎

と
し

、
か

つ
、

算
式

の
趣

旨
を

尊
重

し
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

、
中

核
市

若
し

く
は

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
が

定
め

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
（

３
）

定
員

の
改

定
又

は
暫

定
定

員
を

設
定

す
る

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

こ
と

、
又

は
そ

れ
ら

を
行

っ
た

根
拠

を
別

紙
（

１
）

の
様

式
に

よ
る

「
事

務
費

保
護

単
価

設
定

表
（

３
）

定
員

認
定

表
」

に
明

記
し

て
お

く
こ

と
。

（
４

）
暫

定
定

員
を

設
定

し
た

と
き

は
、

保
護

単
価

設
定

表
、

支
弁

台
帳

そ
の

他
事

務
処

理
上

の
措

置
費

関
係

の
書

類
に

定
員

数
の

記
載

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
数

の
次

に
か

っ
こ

を
附

し
、

暫
定

定
員

を
明

示
（

定
員

○
○

名
（

暫
定

定
員

○
○

名
」

の
よ

う
に

）
す

る
こ

と
。

「
）

。
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改
正

後
現

行
２

事
務

費
の

保
護

単
価

の
設

定
に

つ
い

て
２

事
務

費
の

保
護

単
価

の
設

定
に

つ
い

て
（

１
（

略
）

（
１

）
事

務
費

の
保

護
単

価
の

設
定

に
際

し
て

は
、

別
紙

（
１

）
の

「
事

務
費

保
護

単
価

設
定

表
」

を
必

ず
備

）
え

て
お

く
こ

と
。

（
２

（
略

）
（

２
）

事
務

費
の

一
般

分
保

護
単

価
に

含
ま

れ
て

い
る

職
員

構
成

は
、

交
付

要
綱

の
別

表
２

の
職

種
別

職
員

定
）

数
表

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
一

般
分

保
護

単
価

と
加

算
分

保
護

単
価

を
合

算
し

た
支

弁
額

に
含

ま
れ

て
い

る
職

員
構

成
は

次
の

表
の

通
り

で
あ

る
の

で
、

こ
れ

ら
の

職
員

に
つ

い
て

は
充

足
す

る
こ

と
。

施
設

種
別

職
員

職
員

の
定

数
児

童
養

護
施

設
看

護
師

乳
児

1
.
7
人

に
つ

き
１

人
児

童
指

導
員

、
保

育
士

１
・

２
歳

児
２

人
に

つ
き

１
人

年
少

児
４

人
に

つ
き

１
人

（
３

（
略

）
（

３
）

児
童

養
護

施
設

の
小

規
模

施
設

加
算

分
保

護
単

価
は

、
そ

の
施

設
に

お
い

て
、

児
童

指
導

員
及

び
保

育
）

士
が

交
付

要
綱

の
職

種
別

職
員

定
数

表
に

掲
げ

ら
れ

て
い

る
定

数
並

び
に

上
記

の
乳

児
、

１
・

２
歳

児
及

び
年

少
児

の
定

数
を

満
た

し
、

か
つ

、
そ

れ
以

外
に

児
童

指
導

員
又

は
保

育
士

が
お

か
れ

て
い

る
場

合
に

限
り

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

４
（

略
）

（
４

）
児

童
養

護
施

設
及

び
児

童
自

立
支

援
施

設
の

職
業

指
導

員
加

算
分

保
護

単
価

は
、

そ
れ

ら
の

施
設

に
お

）
い

て
、

児
童

指
導

員
及

び
保

育
士

等
が

交
付

要
綱

の
職

種
別

職
員

定
数

表
に

掲
げ

ら
れ

て
い

る
定

数
並

び
に

前
記

（
２

）
の

乳
児

、
１

・
２

歳
児

及
び

年
少

児
の

定
数

を
満

た
し

、
か

つ
、

そ
れ

以
外

に
職

業
指

導
員

が
お

か
れ

て
い

る
場

合
に

限
り

、
保

護
単

価
を

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

職
業

指
導

員
加

算
分

保
護

単
価

の
設

定
を

行
う

場
合

に
お

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
別

紙
（

２
）

の
「

職
業

指
導

員
加

算
保

護
単

価
適

用
協

議
書

」
に

よ
り

当
省

の
事

前
承

認
を

得
る

も
の

と
し

、
そ

の
承

認
手

続
き

は
、

毎
年

度
４

月
末

日
ま

で
協

議
書

を
当

省
あ

て
に

送
付

す
る

こ
と

。
な

お
、

職
業

指
導

員
は

、
協

議
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
者

が
い

る
場

合
に

対
象

と
な

る
も

の
で

あ
っ

て
人

事
異

動
、

定
年

退
職

等
に

よ
り

承
認

さ
れ

た
者

が
、

そ
の

施
設

に
い

な
く

な
っ

た
場

合
に

は
加

算
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
お

っ
て

、
対

象
児

童
数

が
極

端
に

少
な

い
も

の
(
保

育
士

、
指

導
員

の
１

人
当

た
り

の
受

持
数

に
満

た
な

い
場

合
)
、

指
導

時
間

が
極

端
に

少
な

い
も

の
、

保
育

士
、

指
導

員
以

外
の

職
員

に
つ

い
て

も
交

付
要

綱
の

職
種

別
職

員
定

数
表

に
掲

げ
る

員
数

を
下

回
っ

て
い

る
も

の
等

は
承

認
し

な
い

方
針

で
あ

る
の

で
、

家
庭

支
援

専
門

相
談

員
や

個
別

対
応

職
員

等
へ

の
振

り
替

え
を

指
導

さ
れ

た
い

。
（

５
（

略
）

（
５

）
児

童
養

護
施

設
の

特
別

指
導

費
加

算
分

保
護

単
価

は
、

そ
の

施
設

に
お

い
て

、
児

童
指

導
員

及
び

保
育

）
士

が
交

付
要

綱
の

職
種

別
定

数
表

に
掲

げ
ら

れ
て

い
る

定
数

並
び

に
前

記
(
２

)
の

乳
児

、
１

・
２

歳
児

及
び

年
少

児
の

定
数

を
満

た
し

て
お

り
、

そ
れ

以
外

に
平

成
2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
６

本
職

通
知

「
年

長
児

童
に

対
す

る
処

遇
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

」
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

６
）

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

及
び

里
（

６
）

児
童

養
護

施
設

の
学

習
指

導
加

算
分

保
護

単
価

は
、

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
６

本
親

の
学

習
指

導
加

算
分

保
護

単
価

は
、

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
６

本
職

通
知

「
年

職
通

知
「

年
長

児
童

に
対

す
る

処
遇

体
制

の
強

化
に

つ
い

て
」

に
該

当
す

る
場

合
に

限
り

、
保

護
単

価
を

長
児

童
に

対
す

る
処

遇
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

」
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
(
７

)
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

及
び

児
童

自
立

支
援

（
７

）
児

童
養

護
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

及
び

児
童

自
立

支
援

施
設

の
個

施
設

の
個

別
対

応
職

員
加

算
分

保
護

単
価

は
、

児
童

指
導

員
及

び
保

育
士

が
交

付
要

綱
の

職
種

別
職

員
定

別
対

応
職

員
加

算
分

保
護

単
価

は
、

児
童

指
導

員
及

び
保

育
士

が
交

付
要

綱
の

職
種

別
職

員
定

数
表

に
掲

数
表

に
掲

げ
ら

れ
て

い
る

定
数

並
び

に
児

童
養

護
施

設
に

あ
っ

て
は

さ
ら

に
上

記
（

２
）

の
乳

児
、

１
・

げ
ら

れ
て

い
る

定
数

並
び

に
児

童
養

護
施

設
に

あ
っ

て
は

さ
ら

に
上

記
（

２
）

の
乳

児
、

１
・

２
歳

児
及

２
歳

児
及

び
年

少
児

の
定

数
を

満
た

し
、

か
つ

、
そ

れ
以

外
に

被
虐

待
児

等
特

に
個

別
の

対
応

が
必

要
と

び
年

少
児

の
定

数
を

満
た

し
、

か
つ

、
そ

れ
以

外
に

被
虐

待
児

等
特

に
個

別
の

対
応

が
必

要
と

さ
れ

る
児

さ
れ

る
児

童
へ

の
個

別
面

接
、

生
活

場
面

で
の

１
対

１
の

対
応

、
保

護
者

へ
の

援
助

、
里

親
へ

の
照

会
、

童
へ

の
個

別
面

接
、

生
活

場
面

で
の

１
対

１
の

対
応

、
保

護
者

へ
の

援
助

、
里

親
へ

の
照

会
、

他
の

児
童

他
の

児
童

指
導

員
等

へ
の

助
言

指
導

等
を

行
う

職
員

が
お

か
れ

て
い

る
場

合
に

限
り

保
護

単
価

を
設

定
す

指
導

員
等

へ
の

助
言

指
導

等
を

行
う

職
員

が
お

か
れ

て
い

る
場

合
に

限
り

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
な

お
、

乳
児

院
に

つ
い

て
は

被
虐

待
児

等
特

に
個

別
の

対
応

が
必

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
要

と
さ

れ
る

児
童

が
1
0
名

以
上

い
る

場
合

に
保

護
単

価
を

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

（
８

（
略

）
）

（
８

）
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
、

児
童

自
立

支
援

施
設

及
び

母
子

生
活

支
援

施
設

の
心

理
療

法
担

当
職

員
加

算
分

保
護

単
価

は
、

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

及
び

児
童

自
立

支
援

施
設

に
つ

い
て

は
平

成
1
8
年

６
月

2
7

日
雇

児
発

第
0
6
2
7
0
0
2
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
及

び
児

童
自

立
支

援
施

設
に

お
け

る
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

等
に

対
す

る
適

切
な

援
助

体
制

の
確

保
に

つ
い

て
、

母
子

生
活

支
援

施
設

に
つ

い
て

は
平

成
1
3
年

８
月

２
日

雇
児

発
第

5
0
8
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

」
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

母
子

生
活

支
援

施
設

に
お

け
る

夫
等

か
ら

の
暴

力
を

受
け

た
母

子
及

び
被

虐
待

児
等

に
対

す
る

適
切

な
処

遇
体

制
の

確
保

に
つ

い
て

」
に

そ
れ

ぞ
れ

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
（

９
（

略
）

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

）
（

９
）

児
童

養
護

施
設

及
び

乳
児

院
の

指
導

員
特

別
加

算
分

保
護

単
価

は
定

員
3
5
人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
、

児
童

指
導

員
及

び
保

育
士

が
交

付
要

綱
の

職
種

別
定

数
表

に
掲

げ
ら

れ
て

い
る

定
数

並
び

に
前

記
(
２

)
の

乳
児

、
１

・
２

歳
児

及
び

年
少

児
の

定
数

を
満

た
し

て
お

り
、

か
つ

、
そ

れ
以

外
に

、
児

童
指

導
員

又
は

（
1
0

（
略

）
保

育
士

が
置

か
れ

て
い

る
場

合
に

限
り

、
保

護
単

価
を

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

）
（

1
0
）

乳
児

院
等

の
家

庭
支

援
専

門
相

談
員

加
算

分
保

護
単

価
は

、
平

成
1
6
年

４
月

2
8
日

雇
児

発
第

0
4
2
8
0
0
5
号

本
職

通
知

「
乳

児
院

等
に

お
け

る
早

期
家

庭
復

帰
等

の
支

援
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

」
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
ま

た
、

乳
児

院
（

定
員

5
0
人

以
上

）
の

家
庭

支
援

専
門

相
談

員
加

算
分

保
護

単
価

は
、

定
員

5
0
人

以
上

の
乳

児
院

の
う

ち
既

に
家

庭
支

援
専

門
相

談
員

が
配

置
さ

れ
、

さ
ら

に
も

う
一

人
家

庭
支

援
専

門
相

談
員

（
1
1

（
略

）
を

配
置

し
た

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
）

（
1
1
）

母
子

生
活

支
援

施
設

の
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算
分

保
護

単
価

は
、

平
成

1
3
年

８
月

２
日

雇
児

発
第

5
0
9

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

母
子

生
活

支
援

施
設

に
お

け
る

夜
間

警
備

体
制

の
強

（
1
2

（
略

）
化

に
つ

い
て

」
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
）

（
1
2
）

母
子

生
活

支
援

施
設

の
特

別
生

活
指

導
費

加
算

分
保

護
単

価
は

、
特

に
処

遇
が

困
難

な
も

の
が

４
人

以
上

入
所

し
て

い
る

施
設

で
あ

っ
て

、
母

子
指

導
員

及
び

少
年

指
導

員
兼

事
務

員
が

交
付

要
綱

の
職

種
別

職
員

定
数

表
に

掲
げ

ら
れ

て
い

る
定

数
を

満
た

し
、

か
つ

、
そ

れ
以

外
に

母
子

指
導

員
が

お
か

れ
て

い
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
特

別
生

活
指

導
費

加
算

分
保

護
単

価
の

設
定

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

あ
ら

か
じ

め
別

紙
(
３

)
の

母
、

「
子

生
活

支
援

施
設

特
別

生
活

指
導

費
加

算
分

保
護

単
価

適
用

協
議

書
」

に
よ

り
当

省
の

事
前

承
認

を
得

る
（

1
3

（
略

）
も

の
と

し
、

そ
の

承
認

手
続

は
、

毎
年

度
４

月
1
5
日

ま
で

に
協

議
書

を
当

省
あ

て
に

送
付

す
る

こ
と

。
）

（
1
3
）

母
子

生
活

支
援

施
設

の
保

育
機

能
強

化
加

算
は

、
平

成
1
5
年

1
0
月

2
2
日

雇
児

発
第

1
0
2
2
0
0
3
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
母

子
生

活
支

援
施

設
に

お
け

る
保

育
機

能
強

化
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
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改
正

後
現

行
（

1
4

（
略

）
（

1
4
）

母
子

生
活

支
援

施
設

の
定

員
4
0
世

帯
以

上
の

母
子

指
導

員
、

少
年

指
導

員
加

算
分

保
護

単
価

は
、

定
員

4
）

0
世

帯
以

上
の

施
設

に
お

い
て

、
母

子
指

導
員

又
は

少
年

指
導

員
を

配
置

し
た

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

1
5

（
略

）
（

1
5
）

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

及
び

児
童

自
立

支
援

施
設

の
小

規
模

グ
ル

ー
）

プ
ケ

ア
担

当
職

員
加

算
分

保
護

単
価

は
、

平
成

1
7
年

３
月

3
0
日

雇
児

発
第

0
3
3
0
0
0
8
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
児

童
養

護
施

設
等

の
ケ

ア
形

態
の

小
規

模
化

の
推

進
に

つ
い

て
」

に
そ

れ
ぞ

れ
該

当
す

る
場

合
に

限
り

、
保

護
単

価
を

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

（
1
6

（
略

）
(
1
6
）

児
童

養
護

施
設

の
看

護
師

加
算

分
保

護
単

価
は

、
平

成
2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
４

厚
生

）
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

医
療

的
支

援
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

」
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

1
7
）

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
の

基
幹

的
職

員
加

算
は

、
平

成
○

○
年

○
○

月
○

○
日

雇
児

発
第

○
○

○
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
○

○
○

に
つ

い
て

」
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

1
8
）

除
雪

費
の

使
途

は
、

建
物

、
工

作
物

、
敷

地
内

の
専

用
道

路
等

の
除

雪
及

び
雪

囲
い

を
行

う
た

め
に

要
（

1
7
）

除
雪

費
の

使
途

は
、

建
物

、
工

作
物

、
敷

地
内

の
専

用
道

路
等

の
除

雪
及

び
雪

囲
い

を
行

う
た

め
に

要
す

る
経

費
で

あ
っ

て
毎

年
度

２
月

分
の

一
般

分
保

護
単

価
に

加
算

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

す
る

経
費

で
あ

っ
て

毎
年

度
２

月
分

の
一

般
分

保
護

単
価

に
加

算
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

３
事

業
費

の
保

護
単

価
の

設
定

に
つ

い
て

３
事

業
費

の
保

護
単

価
の

設
定

に
つ

い
て

（
１

（
略

）
（

１
）

乳
児

院
病

虚
弱

等
児

童
加

算
費

保
護

単
価

は
、

平
成

1
0
年

６
月

1
2
日

児
発

第
4
5
8
号

本
職

通
知

「
乳

児
院

）
病

虚
弱

等
児

童
加

算
費

に
つ

い
て

」
に

よ
り

、
都

道
府

県
知

事
、

指
定

都
市

の
市

長
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
の

市
長

の
承

認
を

得
た

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

２
）

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
（

２
）

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
及

び
児

童
自

立
支

援
設

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

の
被

虐
待

児
受

入
加

算
保

護
単

価
は

、
交

付
要

綱
に

定
め

る
職

種
別

職
員

定
施

設
の

被
虐

待
児

受
入

加
算

費
保

護
単

価
は

交
付

要
綱

に
定

め
る

職
種

別
職

員
定

数
表

並
び

に
２

の
(
２

)
、

数
並

び
に

２
の

（
２

）
の

乳
児

、
１

・
２

歳
児

及
び

年
少

児
の

定
数

を
満

た
し

て
お

り
、

か
つ

、
平

成
1
6

の
乳

児
、

１
・

２
歳

児
及

び
年

少
児

の
定

数
を

満
た

し
て

お
り

、
か

つ
、

平
成

1
6
年

５
月

1
7
日

雇
児

発
第

0
年

５
月

1
7
日

雇
児

発
第

0
5
1
7
0
0
1
号

本
職

通
知

「
被

虐
待

児
受

入
加

算
費

に
つ

い
て

」
に

よ
り

、
都

道
府

5
1
7
0
0
1
号

本
職

通
知

「
被

虐
待

児
受

入
加

算
費

に
つ

い
て

」
に

よ
り

、
都

道
府

県
知

事
、

指
定

都
市

の
市

県
知

事
、

指
定

都
市

の
市

長
、

中
核

市
の

市
長

、
児

童
相

談
所

設
置

市
の

市
長

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

長
、

中
核

市
の

市
長

、
児

童
相

談
所

設
置

市
の

市
長

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

の
長

の
承

設
置

す
る

町
村

の
長

の
承

認
を

得
た

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

認
を

得
た

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
こ

と
。

児
童

相
談

所
か

ら
の

一
時

保
護

委
託

児
童

の
被

虐
待

児
受

入
加

算
費

保
護

単
価

は
、

平
成

1
7
年

４
月

1
9

児
童

相
談

所
か

ら
の

一
時

保
護

委
託

児
童

の
被

虐
待

児
受

入
加

算
費

保
護

単
価

は
、

平
成

1
7
年

４
月

1
9

日
雇

児
発

第
0
4
1
9
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
一

時
保

護
委

託
児

童
の

被
虐

待
日

雇
児

発
第

0
4
1
9
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
一

時
保

護
委

託
児

童
の

被
虐

児
受

入
加

算
費

に
つ

い
て

」
に

よ
り

、
都

道
府

県
知

事
、

指
定

都
市

の
市

長
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
の

待
児

受
入

加
算

費
に

つ
い

て
」

に
よ

り
、

都
道

府
県

知
事

、
指

定
都

市
の

市
長

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

市
長

の
承

認
を

得
た

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
の

市
長

の
承

認
を

得
た

場
合

に
限

り
、

保
護

単
価

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

４
（

略
）

４
施

設
の

新
設

に
伴

う
事

務
費

の
支

弁
に

つ
い

て
（

１
）

施
設

の
開

所
に

際
し

て
は

、
事

前
の

職
員

の
雇

用
等

各
般

の
準

備
を

必
要

と
す

る
実

情
に

か
ん

が
み

、
施

設
の

開
所

日
(
実

際
に

児
童

を
入

所
さ

せ
る

日
を

い
う

。
)
は

各
月

の
初

日
に

行
う

よ
う

運
用

を
図

る
も

の
と

し
、

そ
の

際
、

事
務

費
に

関
し

て
は

、
そ

の
開

所
月

の
前

月
分

(
た

だ
し

、
１

か
月

分
の

半
額

)
に

つ
い

て
も

支
弁

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
（

２
）

施
設

の
新

設
又

は
拡

張
に

伴
う

定
員

の
認

可
に

あ
た

っ
て

は
、

児
童

相
談

所
等

と
十

分
連

絡
し

、
措

置
児

童
等

の
具

体
的

な
入

所
計

画
を

樹
立

し
、

設
備

の
規

模
に

関
係

な
く

、
そ

の
計

画
に

基
づ

き
段

階
的

に
認

可
す

る
か

、
又

は
暫

定
定

員
を

設
け

る
こ

と
と

し
、

定
員

と
現

員
と

の
著

し
い

開
差

を
生

じ
な

い
よ

う
十

分
留

意
す

る
こ

と
。

第
２

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

に
つ

い
て

第
２

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

に
つ

い
て

（
「

」
。
）

、
（

）
１

（
略

）
１

交
付

要
綱

に
定

め
る

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

以
下

民
改

費
と

い
う

の
加

算
率

は
次

の
１

及
び

（
２

）
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

（
１

）
基

本
分

施
設

の
区

分
職

員
１

人
当

り
の

民
間

施
設

給
与

等
左

の
内

訳
平

均
勤

続
年

数
改

善
費

加
算

率
人

件
費

加
算

分
管

理
費

加
算

A
階

級
1
4
年

以
上

1
6
％

1
4
％

２
％

B
階

級
1
2
年

以
上

1
4
年

未
満

1
5

1
3

２
C
階

級
1
0
年

以
上

1
2
年

未
満

1
3

1
1

２
D
階

級
８

年
以

上
1
0
年

未
満

1
1

９
２

E
階

級
６

年
以

上
８

年
未

満
９

７
２

F
階

級
４

年
以

上
６

年
未

満
７

５
２

G
階

級
２

年
以

上
４

年
未

満
５

３
２

H
階

級
２

年
未

満
３

１
２

（
２

）
管

理
費

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

置
加

算
分

ア
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

(
「

消
防

法
施

行
令

」
(
昭

和
3
6
年

３
月

2
5
日

政
令

第
3
7
号

)
「

同
法

施
行

規
、

則
」

(
昭

和
3
6
年

４
月

１
日

自
治

省
令

第
６

号
)
に

定
め

る
設

備
・

設
置

基
準

及
び

昭
和

6
2
年

1
0
月

2
7
日

消
防

予
第

1
8
9
号

「
既

存
の

社
会

福
祉

施
設

に
対

す
る

消
防

用
設

備
等

の
技

術
上

の
特

例
基

準
の

適
用

に
つ

い
て

（
消

防
庁

予
防

課
長

通
知

）
に

基
づ

く
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
)
を

設
」

置
し

て
い

る
次

の
加

算
対

象
施

設
(
平

屋
建

等
も

含
む

。
)
に

対
し

、
管

理
費

加
算

分
と

し
て

0
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

を
加

算
す

る
。

イ
加

算
対

象
施

設
乳

児
院

ウ
本

加
算

を
受

け
よ

う
と

す
る

施
設

は
、

別
紙

（
１

）
の

「
５

）
管

理
費

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

置
加

算
（

分
申

請
書

」
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

を
設

置
し

た
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

(
消

防
法

施
行

規
則

第
3
1
条

の
３

第
３

項
に

い
う

消
防

機
関

が
発

行
す

る
検

査
済

証
又

は
当

該
設

備
整

備
工

事
の

完
了

を
証

す
る

書
類

の
写

し
)
を

添
付

し
、

県
本

庁
に

申
請

す
る

も
の

と
す

る
。

エ
県

本
庁

は
、

申
請

書
を

審
査

し
、

設
置

の
翌

月
か

ら
加

算
を

適
用

す
る

も
の

と
す

る
。

オ
本

加
算

分
は

平
成

1
6
年

３
月

1
2
日

付
雇

児
発

第
0
3
1
2
0
0
1
号

、
社

援
発

第
0
3
1
2
0
0
1
号

、
老

発
第

0
3
1
2
0

0
1
号

「
社

会
福

祉
法

人
が

経
営

す
る

社
会

福
祉

施
設

に
お

け
る

運
営

費
の

運
用

及
び

指
導

に
つ

い
て

」
（

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
、

社
会

・
援

護
局

長
及

び
老

健
局

長
連

名
通

知
）

の
３

の
（

３
）

に
い

う
限

度
額

に
含

ま
れ

る
も

の
と

す
る

。
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改
正

後
現

行
２

（
略

）
２

施
設

の
区

分
は

、
職

員
１

人
当

た
り

平
均

勤
続

年
数

を
基

礎
と

し
て

選
定

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
選

定
方

法
は

次
に

よ
り

行
う

こ
と

。
（

１
（

略
）

（
１

）
算

定
の

対
象

と
な

る
職

員
は

、
そ

の
施

設
に

勤
務

す
る

す
べ

て
の

常
勤

職
員

(
嘱

託
職

員
等

の
非

常
勤

職
）

員
を

除
く

。
)
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
常

勤
職

員
以

外
の

者
で

あ
っ

て
も

、
１

日
６

時
間

以
上

か
つ

月
2
0

日
以

上
勤

務
し

て
い

る
者

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

を
常

勤
と

み
な

し
て

算
定

す
る

こ
と

。
（

２
）

個
々

の
職

員
の

勤
続

年
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

現
に

勤
務

す
る

施
設

に
お

け
る

勤
続

年
数

及
び

当
（

２
）

個
々

の
職

員
の

勤
続

年
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

現
に

勤
務

す
る

施
設

に
お

け
る

勤
続

年
数

及
び

当
該

職
員

の
そ

の
他

の
社

会
福

祉
施

設
(
現

に
勤

務
す

る
施

設
以

外
の

施
設

で
あ

っ
て

、
社

会
福

祉
法

第
２

該
職

員
の

そ
の

他
の

社
会

福
祉

施
設

(
現

に
勤

務
す

る
施

設
以

外
の

施
設

で
あ

っ
て

、
社

会
福

祉
法

第
２

条
条

に
定

め
る

施
設

の
う

ち
、

保
護

施
設

、
老

人
福

祉
施

設
（

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
に

定
め

る
施

設
の

う
ち

、
保

護
施

設
、

老
人

福
祉

施
設

（
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

、
養

護
老

人
ホ

ー
ム

及
び

特
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
限

る
、

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
福

祉
施

設
（

自
立

援
助

ホ
ー

ム
及

び
フ

ァ
ミ

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
限

る
、

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
福

祉
施

設
（

児
童

厚
生

施
設

及
び

児
童

家
庭

支
援

）
）

リ
ー

ホ
ー

ム
を

含
み

、
児

童
厚

生
施

設
及

び
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
を

除
く

、
障

害
者

支
援

施
設

、
セ

ン
タ

ー
を

除
く

、
障

害
者

支
援

施
設

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
（

施
設

を
必

要
と

す
る

も
の

に
限

。
）

。
）

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

（
施

設
を

必
要

と
す

る
も

の
に

限
る

）
を

行
う

事
業

所
、

障
害

者
自

立
支

援
る

）
を

行
う

事
業

所
、

障
害

者
自

立
支

援
法

附
則

に
よ

り
な

お
従

前
の

例
に

よ
り

運
営

で
き

る
こ

と
と

さ
。

。
法

附
則

に
よ

り
な

お
従

前
の

例
に

よ
り

運
営

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

た
身

体
障

害
者

更
生

援
護

施
設

及
び

知
れ

た
身

体
障

害
者

更
生

援
護

施
設

及
び

知
的

障
害

者
援

護
施

設
、

盲
人

ホ
ー

ム
、

視
聴

覚
障

害
者

情
報

提
的

障
害

者
援

護
施

設
、

盲
人

ホ
ー

ム
、

視
聴

覚
障

害
者

情
報

提
供

施
設

並
び

に
福

祉
ホ

ー
ム

）
に

お
け

る
供

施
設

並
び

に
福

祉
ホ

ー
ム

）
に

お
け

る
通

算
勤

続
年

数
、

児
童

福
祉

法
第

1
2
条

の
４

に
定

め
る

施
設

に
通

算
勤

続
年

数
、

児
童

福
祉

法
第

1
2
条

の
４

に
定

め
る

施
設

に
お

け
る

勤
続

年
数

及
び

「
就

業
前

の
子

ど
お

け
る

勤
続

年
数

及
び

「
就

業
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

」
に

定
め

る
認

定
こ

ど
も

園
に

お
る

法
律

」
に

定
め

る
認

定
こ

ど
も

園
に

お
け

る
勤

続
年

数
を

合
算

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

け
る

勤
続

年
数

を
合

算
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

３
）

そ
の

施
設

の
職

員
１

人
当

た
り

の
平

均
勤

続
年

数
は

、
前

記
(
１

)
に

よ
り

算
定

し
た

全
職

員
の

合
算

総
（

３
（

略
）

勤
続

年
数

を
算

定
の

基
礎

と
な

っ
た

職
員

数
に

よ
り

除
し

て
得

た
年

数
を

い
う

こ
と

。
）

（
４

）
前

記
職

員
１

人
当

た
り

平
均

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
当

該
年

度
の

４
月

１
日

現
在

に
お

い
て

行
い

、
そ

（
４

（
略

）
の

年
度

の
途

中
に

お
い

て
そ

の
施

設
の

職
員

の
異

動
が

あ
っ

て
も

、
加

算
率

の
改

定
は

行
わ

な
い

も
の

で
）

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
１

の
(
２

)
の

管
理

費
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
置

加
算

分
に

つ
い

て
は

、
設

備
設

置
の

翌
月

か
ら

加
算

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

第
３

教
育

費
の

取
扱

い
に

つ
い

て
第

３
教

育
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
１

教
育

費
の

う
ち

「
教

科
書

に
準

ず
る

正
規

の
教

材
」

と
し

て
学

校
長

が
指

定
す

る
も

の
の

購
入

に
必

要
な

、
教

材
代

の
支

弁
に

当
た

っ
て

は
学

校
長

の
指

定
証

明
を

徴
す

る
こ

と
。

２
前

記
の

「
教

科
書

に
準

ず
る

正
規

の
教

材
」

の
範

囲
は

、
学

校
に

お
い

て
当

該
学

級
の

全
児

童
が

必
ず

購
入

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

副
読

本
的

図
書

、
ワ

ー
ク

ブ
ッ

ク
、

和
洋

辞
書

及
び

正
規

の
授

業
で

あ
る

特
別

活
動

の
う

ち
、

ク
ラ

ブ
活

動
に

お
い

て
当

該
ク

ラ
ブ

の
全

児
童

が
必

ず
購

入
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
用

具
類

に
限

ら
れ

る
こ

と
。

な
お

、
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
の

通
学

児
及

び
児

童
自

立
支

援
施

設
の

就
学

児
に

つ
い

て
は

他
の

施
策

に
よ

り
教

科
書

代
の

支
給

が
な

い
場

合
に

は
、

こ
れ

を
支

弁
し

て
差

し
支

え
な

い
こ

と
。
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改
正

後
現

行

第
４

見
学

旅
行

費
の

取
扱

い
に

つ
い

て
第

４
見

学
旅

行
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
見

学
旅

行
費

は
、

学
校

に
お

い
て

児
童

の
保

護
者

よ
り

そ
の

実
施

前
に

所
要

経
費

の
全

額
を

前
納

さ
せ

る
場

合
も

考
え

ら
れ

る
の

で
、

見
学

旅
行

参
加

予
定

児
童

数
及

び
見

学
旅

行
の

時
期

等
を

考
慮

し
、

予
め

概
算

支
弁

す
る

等
実

情
に

応
じ

た
措

置
を

と
る

こ
と

。
な

お
、

見
学

旅
行

費
は

学
校

の
終

学
年

の
教

育
課

程
に

お
い

て
実

施
さ

れ
る

見
学

旅
行

の
参

加
に

要
す

る
費

用
に

充
て

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

が
、

上
級

学
校

進
学

又
は

就
職

等
の

関
係

で
、

例
え

ば
、

中
学

校
第

２
学

年
在

学
時

に
お

い
て

繰
上

げ
実

施
さ

れ
る

場
合

に
は

、
こ

れ
を

確
認

の
う

え
支

弁
し

て
差

し
支

え
な

い
こ

と
。 ま

た
、

見
学

旅
行

に
は

疾
病

等
に

よ
る

特
別

の
事

情
が

な
い

限
り

参
加

さ
せ

る
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

第
５

入
進

学
支

度
金

の
取

扱
い

に
つ

い
て

第
５

入
進

学
支

度
金

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
入

進
学

支
度

金
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

施
設

に
お

い
て

新
た

に
小

学
校

第
１

学
年

に
入

学
し

又
は

中
学

校
第

１
学

年
に

進
学

す
る

も
の

に
対

し
支

弁
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

そ
の

施
設

に
新

た
に

措
置

さ
れ

た
児

童
が

転
校

を
余

儀
な

く
さ

れ
、

制
服

等
に

指
定

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

学
籍

に
応

じ
て

第
１

学
年

に
在

籍
し

て
い

る
も

の
と

み
な

し
て

支
弁

し
て

差
し

支
え

な
い

こ
と

。

第
６

特
別

育
成

費
の

取
扱

い
に

つ
い

て
第

６
特

別
育

成
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
特

別
育

成
費

の
支

弁
対

象
と

な
る

児
童

は
、

別
途

本
職

通
知

「
養

護
施

設
入

所
児

童
等

の
高

等
学

校
へ

の
進

学
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
高

等
学

校
等

に
在

学
す

る
児

童
及

び
高

等
学

校
第

１
学

年
に

入
学

す
る

児
童

と
す

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の
経

費
は

年
間

の
所

要
経

費
を

満
た

す
も

の
と

し
て

算
定

さ
れ

て
い

る
の

で
、

必
要

に
応

じ
て

数
月

分
を

合
わ

せ
て

あ
ら

か
じ

め
支

弁
す

る
等

実
情

に
応

じ
た

運
用

を
図

る
よ

う
留

意
す

る
こ

と
。

第
７

医
療

費
の

取
扱

い
に

つ
い

て
第

７
医

療
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
医

療
費

に
つ

い
て

は
、

特
に

次
の

点
に

留
意

し
、

適
正

な
る

支
弁

を
行

わ
れ

た
い

こ
と

。
１

嘱
託

医
又

は
保

健
所

等
を

活
用

し
、

健
康

管
理

の
徹

底
を

図
り

疾
病

の
予

防
に

努
め

る
こ

と
。

２
施

設
の

常
備

薬
等

に
よ

る
治

療
が

困
難

と
思

料
さ

れ
る

場
合

は
、

直
ち

に
嘱

託
医

の
診

療
を

受
け

る
な

ど
早

期
治

療
に

努
め

る
よ

う
指

導
す

る
こ

と
。

３
措

置
児

童
等

が
社

会
保

険
の

被
保

険
者

、
組

合
員

又
は

、
被

扶
養

者
で

あ
る

か
ど

う
か

の
把

握
及

び
確

認
を

行
い

、
医

療
の

給
付

を
受

け
る

際
は

こ
れ

を
適

用
す

る
こ

と
。

４
医

療
費

の
支

弁
に

際
し

て
は

、
そ

の
請

求
の

内
容

を
十

分
審

査
す

る
も

の
と

し
、

ま
た

、
こ

の
経

費
は

、
施

設
を

経
由

せ
ず

に
直

接
医

療
機

関
に

支
払

う
よ

う
に

す
る

こ
と

。
５

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

、
中

核
市

若
し

く
は

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
に

お
い

て
は

、
医

療
費

の
支

弁
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

こ
れ

を
施

設
別

、
入

院
通

院
別

、
病

類
別

等
に

分
類

整
理

し
、

医
療

費
の

支
弁

状
況

を
常

時
把

握
し

て
お

く
こ

と
。
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改
正

後
現

行
第

８
就

職
支

度
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

第
８

就
職

支
度

費
の

取
扱

い
に

つ
い

て
（

略
）

１
就

職
支

度
費

は
、

施
設

に
お

い
て

児
童

の
就

職
に

際
し

必
要

な
寝

具
類

、
被

服
類

等
の

購
入

費
に

充
て

、
入

所
措

置
が

解
除

さ
れ

る
日

の
属

す
る

月
に

現
物

給
付

の
方

法
で

支
給

す
る

こ
と

。
な

お
、

支
弁

に
当

た
っ

て
は

、
雇

用
先

の
採

用
証

明
書

等
を

徴
す

る
こ

と
。

２
特

別
基

準
に

つ
い

て
は

、
就

職
支

度
費

の
支

弁
対

象
児

童
等

の
う

ち
、

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
認

定
さ

れ
た

場
合

に
、

１
の

外
に

支
弁

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
公

的
年

金
給

付
（

児
童

扶
養

手
当

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

)
第

３
条

第
２

項
の

公
的

年
金

給
付

を
い

う
。

)
の

受
給

者
で

あ
る

場
合

に
は

対
象

と
な

ら
な

い
こ

と
。

（
１

）
保

護
者

の
い

な
い

（
死

亡
あ

る
い

は
行

方
不

明
）

児
童

等
（

２
）

保
護

者
が

い
る

場
合

で
も

、
養

育
拒

否
、

虐
待

、
放

任
等

養
育

が
適

切
で

な
く

、
保

護
者

か
ら

就
職

す
る

た
め

に
必

要
な

経
済

的
援

助
が

見
込

ま
れ

な
い

児
童

等

第
９

大
学

進
学

等
自

立
生

活
支

度
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

第
９

大
学

進
学

等
自

立
生

活
支

度
費

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
１

大
学

進
学

等
自

立
生

活
支

度
費

は
、

施
設

に
お

い
て

児
童

の
大

学
等

へ
の

進
学

に
際

し
必

要
な

学
用

品
、

参
考

図
書

類
等

の
購

入
費

に
充

て
、

入
所

措
置

が
解

除
さ

れ
る

日
の

属
す

る
月

に
現

物
給

付
又

は
口

座
振

込
の

方
法

で
支

給
す

る
こ

と
。

な
お

、
支

弁
に

当
た

っ
て

は
、

進
学

先
の

合
格

通
知

書
等

の
写

し
を

徴
す

る
こ

と
。

２
特

別
基

準
に

つ
い

て
は

、
大

学
進

学
等

自
立

生
活

支
度

費
の

支
弁

対
象

児
童

等
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
場

合
に

、
１

の
外

に
支

弁
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

公
的

年
金

給
付

（
児

童
扶

養
手

当
法

(
昭

和
3
6
年

法
律

第
2
3
8
号

)
第

３
条

第
２

項
の

公
的

年
金

給
付

を
い

う
。

)
の

受
給

者
で

あ
る

場
合

に
は

対
象

と
な

ら
な

い
こ

と
。

（
１

）
保

護
者

の
い

な
い

(
死

亡
あ

る
い

は
行

方
不

明
)
児

童
等

（
２

）
保

護
者

が
い

る
場

合
で

も
、

養
育

拒
否

、
虐

待
、

放
任

等
養

育
が

適
切

で
な

く
、

保
護

者
か

ら
進

学
す

る
た

め
に

必
要

な
経

済
的

援
助

が
見

込
ま

れ
な

い
児

童
等

３
な

お
、

日
中

に
就

業
し

、
か

つ
、

夜
間

に
大

学
等

へ
就

学
す

る
た

め
措

置
が

解
除

と
な

る
児

童
等

、
就

職
支

度
費

及
び

大
学

進
学

等
自

立
生

活
支

度
費

の
双

方
の

対
象

と
な

る
児

童
に

つ
い

て
は

、
特

別
基

準
分

を
除

き
、

併
給

し
て

差
し

支
え

な
い

。

第
1
0

里
親

が
一

時
的

な
休

息
の

た
め

の
援

助
を

受
け

る
経

費
に

つ
い

て
第

1
0

里
親

が
一

時
的

な
休

息
の

た
め

の
援

助
を

受
け

る
経

費
に

つ
い

て
（

略
）

里
親

が
乳

児
院

、
児

童
養

護
施

設
等

ま
た

は
他

の
里

親
を

活
用

し
て

一
時

的
な

休
息

の
た

め
の

支
援

を
受

、
、

。
け

る
場

合
に

は
別

途
本

職
通

知
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
保

護
単

価
を

設
定

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

第
1
1

専
門

里
親

に
つ

い
て

第
1
1

専
門

里
親

に
つ

い
て

（
略

）
専

門
里

親
に

つ
い

て
は

里
親

の
一

形
態

で
あ

る
の

で
、

専
門

里
親

手
当

を
除

き
交

付
要

綱
で

定
め

ら
れ

て
い

る
里

親
の

規
定

を
そ

の
ま

ま
適

用
す

る
こ

と
。

第
1
2

親
族

里
親

に
つ

い
て

第
1
2

親
族

里
親

に
つ

い
て

（
略

）
親

族
里

親
に

つ
い

て
は

里
親

手
当

は
支

弁
し

な
い

。
そ

の
他

の
規

定
に

つ
い

て
は

里
親

の
一

形
態

で
あ

る
の

で
、

交
付

要
綱

で
定

め
ら

れ
て

い
る

里
親

の
規

定
を

そ
の

ま
ま

適
用

す
る

こ
と

。
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改
正

後
現

行
第

1
3

国
庫

負
担

金
の

交
付

の
決

定
及

び
措

置
費

等
の

支
弁

に
つ

い
て

第
1
3

国
庫

負
担

金
の

交
付

の
決

定
及

び
措

置
費

等
の

支
弁

に
つ

い
て

（
略

）
１

国
庫

負
担

金
の

交
付

の
決

定
に

つ
い

て
国

は
、

入
所

施
設

分
の

措
置

費
等

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

、
中

核
市

若
し

く
は

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
か

ら
の

申
請

に
基

づ
い

て
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

、
中

核
市

若
し

く
は

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
に

対
し

、
都

道
府

県
分

国
庫

負
担

金
及

び
市

町
村

分
国

庫
負

担
金

の
年

間
分

に
つ

き
交

付
の

決
定

を
一

括
し

て
行

い
第

４
・

四
半

期
に

お
い

て
年

間
分

の
所

要
額

調
書

を
徴

し
必

要
な

過
不

足
調

整
を

行
い

、
年

度
末

に
交

付
の

決
定

の
変

更
措

置
が

と
ら

れ
、

そ
の

年
度

に
お

け
る

年
間

交
付

額
の

実
質

的
決

定
が

な
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
の

で
、

都
道

府
県

知
事

は
、

都
道

府
県

及
び

そ
の

管
内

の
市

町
村

に
対

す
る

国
庫

負
担

金
の

配
分

交
付

に
当

た
っ

て
は

、
そ

の
申

請
内

容
及

び
過

去
の

支
出

実
績

を
十

分
検

討
の

上
、

す
み

や
か

に
交

付
の

決
定

又
は

変
更

を
行

う
こ

と
。

な
お

、
こ

れ
に

伴
う

支
払

計
画

の
示

達
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

各
四

半
期

単
位

に
行

う
予

定
で

あ
る

の
で

そ
の

つ
ど

す
み

や
か

に
市

町
村

に
対

し
て

こ
れ

を
示

達
す

る
こ

と
。

２
措

置
費

等
の

支
弁

に
つ

い
て

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
市

及
び

市
町

村
が

そ
の

支
弁

す
べ

き
施

設
に

対
し

て
措

置
費

を
支

弁
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
こ

の
費

用
の

性
質

に
か

ん
が

み
毎

月
そ

の
翌

月
分

を
概

算
支

弁
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

第
1
4

徴
収

金
基

準
額

等
に

つ
い

て
第

1
4

徴
収

金
基

準
額

等
に

つ
い

て
１

徴
収

金
基

準
額

に
つ

い
て

１
徴

収
金

基
準

額
に

つ
い

て
（

１
（

略
）

（
１

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

（
母

子
生

活
支

援
施

設
及

び
助

産
施

設
に

係
る

も
の

）
に

つ
い

て
は

中
核

市
及

び
市

町
村

を
含

む
。

こ
の

項
に

お
い

て
以

下
同

じ
。

)
に

お
い

て
適

正
か

つ
簡

明
に

行
え

る
よ

う
、

表
１

の
各

月
初

日
（

月
の

途
中

に
入

所
し

た
者

に
つ

い
て

は
そ

の
月

の
初

日
。

こ
の

項
に

お
い

て
以

下
同

じ
。

)
の

措
置

児
童

等
(
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

世
帯

、
助

産
施

設
に

つ
い

て
は

妊
産

婦
。

こ
の

項
に

つ
い

て
以

下
同

じ
。

)
の

属
す

る
世

帯
の

課
税

階
層

の
区

分
等

に
応

じ
、

措
置

児
童

等
１

人
当

た
り

の
基

準
額

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
（

２
）

そ
の

世
帯

の
課

税
階

層
区

分
の

認
定

に
つ

い
て

は
、

そ
の

児
童

及
び

そ
の

児
童

と
同

一
世

帯
に

属
し

て
（

２
）

そ
の

世
帯

の
課

税
階

層
区

分
の

認
定

に
つ

い
て

は
、

そ
の

児
童

及
び

そ
の

児
童

と
同

一
世

帯
に

属
し

て
生

計
を

一
つ

に
し

て
い

る
扶

養
義

務
者

（
児

童
の

直
系

血
族

の
ほ

か
、

妊
産

婦
等

の
配

偶
者

及
び

兄
弟

姉
生

計
を

一
つ

に
し

て
い

る
扶

養
義

務
者

（
児

童
の

直
系

血
族

の
ほ

か
、

妊
産

婦
等

の
配

偶
者

及
び

兄
弟

姉
妹

等
そ

の
者

が
そ

の
世

帯
に

お
け

る
家

計
の

主
宰

者
で

あ
る

場
合

を
含

む
)
の

す
べ

て
の

も
の

自
妹

等
（

そ
の

者
が

そ
の

世
帯

に
お

け
る

家
計

の
主

宰
者

で
あ

る
場

合
）

を
含

む
。

)
の

す
べ

て
の

も
の

に
つ

（
）

。
（

立
援

助
ホ

ー
ム

の
入

所
児

童
の

扶
養

義
務

者
は

除
く

）
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
の

者
の

課
税

額
の

合
計

額
い

て
、

そ
れ

ら
の

者
の

課
税

額
の

合
計

額
に

よ
り

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。

。
に

よ
り

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
（

３
（

略
）

（
３

）
そ

の
世

帯
の

各
階

層
区

分
の

確
認

に
つ

い
て

は
、

次
に

よ
る

こ
と

。
）

ア
被

保
護

世
帯

の
確

認
は

、
福

祉
事

務
所

に
照

合
す

る
か

、
又

は
そ

の
旨

の
福

祉
事

務
所

長
の

証
明

書
を

徴
し

て
行

う
こ

と
。

イ
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

の
課

税
状

況
の

確
認

は
、

そ
の

市
町

村
に

照
合

す
る

か
、

又
は

課
税

額
若

し
く

は
非

課
税

で
あ

る
こ

と
の

証
明

書
を

徴
し

て
行

う
こ

と
。

ウ
前

年
分

の
所

得
税

の
課

税
状

況
の

確
認

は
、

そ
の

市
町

村
、

税
務

署
若

し
く

は
源

泉
徴

収
義

務
者

に
照

合
す

る
か

、
又

は
課

税
額

若
し

く
は

非
課

税
で

あ
る

こ
と

の
証

明
書

を
そ

れ
ら

の
機

関
か

ら
徴

し
て

行
う

こ
と

。
、

、
、

、
エ

ア
か

ら
ウ

ま
で

に
よ

っ
て

確
認

し
た

場
合

に
お

い
て

は
そ

の
確

認
の

方
法

確
認

年
月

日
税

額
階

層
区

分
、

徴
収

金
基

準
額

、
保

護
者

か
ら

の
実

際
の

徴
収

金
の

額
、

以
後

の
階

層
区

分
確

認
の

経
過

等
を

記
載

し
た

階
層

区
分

認
定

表
を

作
成

し
、

こ
れ

を
児

童
保

護
台

帳
等

に
添

付
し

て
お

く
こ

と
。

な
お

、
上

記
の

書
類

に
は

、
そ

の
認

定
確

認
者

の
氏

名
及

び
押

印
の

欄
を

設
け

る
こ

と
。

（
４

（
略

）
（

４
）

課
税

階
層

区
分

の
認

定
の

見
直

し
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

毎
年

度
７

月
に

行
う

こ
と

と
す

る
。

）
な

お
、

４
月

か
ら

６
月

の
間

に
お

け
る

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
の

課
税

状
況

及
び

１
月

か
ら

６
月

の
間

に
お

け
る

前
年

分
の

所
得

税
の

課
税

状
況

を
把

握
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

そ
の

状
況

が
不

明
で

あ
る

、
、

、
。

場
合

も
あ

る
の

で
各

々
前

年
度

分
前

々
年

分
の

課
税

状
況

に
よ

り
認

定
を

行
う

も
の

と
す

る
こ

と

２
私

的
契

約
児

童
に

係
る

利
用

料
に

つ
い

て
２

私
的

契
約

児
童

に
係

る
利

用
料

に
つ

い
て

措
置

（
助

産
施

設
の

場
合

は
助

産
の

実
施

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

場
合

は
母

子
保

護
の

実
施

）
を

必
要

措
置

（
助

産
施

設
の

場
合

は
助

産
の

実
施

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

場
合

は
母

子
保

護
の

実
施

）
を

必
要

と
す

る
児

童
等

を
全

て
措

置
し

た
（

実
施

し
た

）
後

に
お

い
て

、
な

お
、

そ
の

施
設

の
定

員
に

余
裕

の
あ

る
と

す
る

児
童

等
を

全
て

措
置

し
た

（
実

施
し

た
）

後
に

お
い

て
、

な
お

、
そ

の
施

設
の

定
員

に
余

裕
の

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

入
所

し
て

い
る

措
置

児
童

等
の

福
祉

を
害

し
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

私
的

契
約

に
よ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
入

所
し

て
い

る
措

置
児

童
等

の
福

祉
を

害
し

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
私

的
契

約
に

よ
る

児
童

等
を

入
所

さ
せ

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、

こ
の

場
合

に
お

け
る

そ
の

児
童

等
に

係
る

費
用

(
こ

れ
児

童
等

を
入

所
さ

せ
る

こ
と

は
差

し
支

え
な

い
が

、
こ

の
場

合
に

お
け

る
そ

の
児

童
等

に
係

る
費

用
(
こ

れ
を

を
「

利
用

料
」

又
は

「
私

的
契

約
料

」
と

い
う

。
)
は

、
す

べ
て

そ
の

家
庭

か
ら

徴
収

す
べ

き
で

あ
っ

て
、

「
利

用
料

」
又

は
「

私
的

契
約

料
」

と
い

う
。

)
は

、
す

べ
て

そ
の

家
庭

か
ら

徴
収

す
べ

き
で

あ
っ

て
、

そ
の

そ
の

額
は

そ
の

施
設

の
措

置
児

童
等

の
１

人
当

た
り

又
は

１
世

帯
当

た
り

の
措

置
費

の
保

護
単

価
に

よ
り

算
額

は
そ

の
施

設
の

措
置

児
童

等
の

１
人

当
た

り
又

は
１

世
帯

当
た

り
の

措
置

費
の

保
護

単
価

に
よ

り
算

定
し

定
し

た
額

よ
り

下
回

る
こ

と
は

許
さ

れ
な

い
（

自
立

援
助

ホ
ー

ム
は

除
く

）
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

額
よ

り
下

回
る

こ
と

は
許

さ
れ

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

。

第
1
5

児
童

入
所

施
設

に
お

け
る

措
置

費
等

の
経

理
に

つ
い

て
第

1
5

児
童

入
所

施
設

に
お

け
る

措
置

費
等

の
経

理
に

つ
い

て
（

略
）

児
童

入
所

施
設

に
お

け
る

措
置

費
等

の
経

理
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。

別
紙

（
１

）
～

（
３

）
略

別
紙

（
１

）
～

（
３

）
略
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（案）

雇 児 発 第 号

平成 年 月 日

都 道 府 県 知 事

各 指 定 都 市 の 市 長 殿

児童相談所設置市の市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

平成21年度地域小規模児童養護施設に係る保護単価について

「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」については、本日付厚

生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第７により、地域

小規模児童養護施設（平成12年５月１日児発第489号厚生省児童家庭局長通知「地域小規

模児童養護施設の設置運営について」により指定されたもの）に適用される保護単価につ

いては以下のように定め、平成21年４月分の支弁から適用することとしたので通知する。

１．一般分事務費保護単価

地域区分
17/100 14/100 12/100 11/100 10/100 9/100

区 分

地域小規模 円 円 円 円 円 円

児童養護施設 223,280 219,610 217,160 215,940 214,710 213,490

地域区分
8/100 7/100 6/100 5/100 3/100 その他

区 分

地域小規模 円 円 円 円 円 円

児童養護施設 212,260 211,040 209,820 208,590 206,140 202,470

（うち管理費 41,378円）

２．加算分保護単価

寒冷地加算分、乳児加算分、１・２歳児加算分、年少児加算分、事務用採暖費加算分

及び除雪費加算分保護単価並びに民間施設給与等改善費について支給対象とし、児童養

護施設を地域小規模児童養護施設と読み替えて支弁することとする。

３．事業費保護単価

児童養護施設を地域小規模児童養護施設と読み替えて支弁することとする。

（資料５）
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（案）

雇 児 発 第 号
平成 年 月 日

都道府県知事
各 指定都市の市長 殿

中核市の市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

平成21年度小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設
に係る保護単価について

「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」については、本日付厚
生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第７により、小規
模分園型（サテライト型）母子生活支援施設（平成15年７月１日雇児発第0701004号厚生
労働省雇用均等・児童家庭局長通知「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設の
設置運営について」により指定されたもの）に適用される保護単価については以下のよう
に定め、平成21年４月分の支弁から適用することとしたので通知する。

１．一般分事務費保護単価

地域区分
17/100 14/100 12/100 11/100 10/100 9/100

区 分

小 規 模 分 園 型 円 円 円 円 円 円
(サテライト型） 140,340 138,010 136,460 135,690 134,910 134,140
母子生活支援施設

地域区分
8/100 7/100 6/100 5/100 3/100 その他

区 分

小 規 模 分 園 型 円 円 円 円 円 円
(サテライト型） 133,360 132,590 131,810 131,040 129,490 127,160
母子生活支援施設

（うち管理費 34,891円）

２．加算分保護単価
寒冷地加算分、事務用採暖費加算分及び除雪費加算分保護単価並びに民間施設給与等

改善費について支給対象とし、母子生活支援施設を小規模分園型（サテライト型）母子
生活支援施設と読み替えて支弁することとする。

３．事業費保護単価
母子生活支援施設を小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設と読み替えて支

弁することとする。

（資料６）

-129-



○
児

童
福

祉
施

設
（

児
童

家
庭

局
所

管
施

設
）

に
お

け
る

施
設

機
能

強
化

推
進

費
に

つ
い

て
の

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
（

案
）

改
正

後
現

行
児

発
第

4
5
0
号

児
発

第
4
5
0
号

昭
和

6
2
年

５
月

20
日

昭
和

6
2
年

５
月

2
0
日

[
一

部
改

正
]
昭

和
6
3
年

４
月

７
日

児
企

第
3
2
1
号

[
一

部
改

正
]
昭

和
6
3
年

４
月

７
日

児
企

第
3
2
1
号

平
成

元
年

５
月

2
9
日

児
発

第
3
9
0
号

の
３

平
成

元
年

５
月

2
9
日

児
発

第
3
9
0
号

の
３

平
成

２
年

６
月

７
日

児
発

第
4
7
5
号

の
５

平
成

２
年

６
月

７
日

児
発

第
4
7
5
号

の
５

平
成

４
年

４
月

1
0
日

児
発

第
3
8
2
号

の
７

平
成

４
年

４
月

1
0
日

児
発

第
3
8
2
号

の
７

平
成

５
年

４
月

９
日

児
発

第
3
3
1
号

の
７

平
成

５
年

４
月

９
日

児
発

第
3
3
1
号

の
７

平
成

６
年

６
月

2
9
日

児
発

第
6
3
9
号

の
４

平
成

６
年

６
月

2
9
日

児
発

第
6
3
9
号

の
４

平
成

７
年

４
月

３
日

児
発

第
3
7
1
号

の
７

平
成

７
年

４
月

３
日

児
発

第
3
7
1
号

の
７

平
成

８
年

６
月

2
4
日

児
発

第
6
1
8
号

の
７

平
成

８
年

６
月

2
4
日

児
発

第
6
1
8
号

の
７

平
成

９
年

５
月

2
8
日

児
発

第
3
7
5
号

平
成

９
年

５
月

2
8
日

児
発

第
3
7
5
号

平
成

1
0
年

６
月

1
2
日

児
発

第
4
5
7
号

平
成

1
0
年

６
月

1
2
日

児
発

第
4
5
7
号

平
成

1
1
年

４
月

１
日

児
発

第
3
2
1
号

平
成

1
1
年

４
月

１
日

児
発

第
3
2
1
号

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

児
発

第
4
1
8
号

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

児
発

第
4
1
8
号

平
成

1
2
年

５
月

1
9
日

児
発

第
5
2
0
号

の
２

平
成

1
2
年

５
月

1
9
日

児
発

第
5
2
0
号

の
２

平
成

1
3
年

８
月

２
日

雇
児

発
第

5
0
7
号

の
２

平
成

1
3
年

８
月

２
日

雇
児

発
第

5
0
7
号

の
２

平
成

1
4
年

1
1
月

1
1
日

雇
児

発
第

1
1
1
1
0
0
5
号

平
成

1
4
年

1
1
月

1
1
日

雇
児

発
第

1
1
1
1
0
0
5
号

平
成

1
5
年

５
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
5
2
3
0
0
4
号

の
２

平
成

1
5
年

５
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
5
2
3
0
0
4
号

の
２

平
成

1
6
年

７
月

1
6
日

雇
児

発
第

0
7
1
6
0
0
4
号

平
成

1
6
年

７
月

1
6
日

雇
児

発
第

0
7
1
6
0
0
4
号

平
成

1
7
年

６
月

１
日

雇
児

発
第

0
6
0
1
0
0
5
号

平
成

1
7
年

６
月

１
日

雇
児

発
第

0
6
0
1
0
0
5
号

平
成

1
7
年

1
0
月

2
8
日

雇
児

発
第

1
0
2
8
0
0
5
号

の
２

平
成

1
7
年

1
0
月

2
8
日

雇
児

発
第

1
0
2
8
0
0
5
号

の
２

平
成

1
8
年

６
月

2
7
日

雇
児

発
第

0
6
2
7
0
0
9
号

平
成

1
8
年

６
月

2
7
日

雇
児

発
第

0
6
2
7
0
0
9
号

平
成

1
9
年

７
月

2
5
日

雇
児

発
第

0
7
2
5
0
0
1
号

の
６

平
成

1
9
年

７
月

2
5
日

雇
児

発
第

0
7
2
5
0
0
1
号

の
６

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
５

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
５

平
成

年
月

日
雇

児
発

第
号

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

児
童

福
祉

施
設

（
児

童
家

庭
局

所
管

施
設

）
に

お
け

る
児

童
福

祉
施

設
（

児
童

家
庭

局
所

管
施

設
）

に
お

け
る

施
設

機
能

強
化

推
進

費
に

つ
い

て
施

設
機

能
強

化
推

進
費

に
つ

い
て

（資料７）
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改
正

後
現

行
（

略
）

標
記

に
つ

い
て

は
「

児
童

福
祉

法
に

よ
る

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

国
庫

負
担

金
に

つ
、

い
て

（
平

成
1
1
年

４
月

3
0
日

厚
生

省
発

児
第

8
6
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

）
及

び
「

児
童

福
」

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

（
昭
和

5
1
年

４
月

1
6
日

厚
生

省
発

児
」

第
5
9
号

の
２

厚
生

事
務

次
官

通
知

）
を

も
っ

て
通

知
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

こ
の

経
費

の
適

切
な

運
用

を
図

る
た

め
、

今
般

、
別

紙
の

と
お

り
実

施
要

綱
を

定
め

た
の

で
、

管
内

児
童

福
祉

施
設

に
対

し
周

知
徹

底
の

う
え

、
格

段
の

ご
指

導
を

願
い

た
い

。
お

っ
て

、
昭

和
5
5
年

1
0
月

１
日

児
発

第
8
5
8
号

本
職

通
知

「
児

童
福

祉
施

設
及

び
精

神
薄

弱
者

援
護

施
設

に
お

け
る

地
域

参
加

・
交

流
促

進
費

に
つ

い
て

」
は

、
廃

止
す

る
。

た
だ

し
、

昭
和

6
1
年

度
以

前
分

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

別
紙

別
紙

施
設

機
能

強
化

推
進

費
実

施
要

綱
施

設
機

能
強

化
推

進
費

実
施

要
綱

第
１

目
的

第
１

目
的

、
、

（
略

）
児

童
福

祉
施

設
に

お
い

て
(
1
)
施

設
が

も
つ

専
門

的
な

知
識

や
技

術
等

を
活

か
し

地
域

の
人

々
を

対
象

と
し

た
相

談
、

指
導

等
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
施

設
と

地
域

等
と

の
交

流
を

促
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

入
所

児
（

者
）

の
生

き
が

い
の

高
揚

や
家

庭
復

帰
、

社
会

復
帰

に
む

け
て

の
自

立
意

欲
の

助
長

を
図

る
た

め
、

(
2
)
施

設
に

お
け

る
火

災
・

地
震

等
の

災
害

時
に

備
え

、
職

員
等

の
防

災
教

育
及

び
災

害
発

生
時

の
安

全
か

つ
、

迅
速

な
避

難
・

誘
導

体
制

を
充

実
す

る
等

の
施

設
の

総
合

的
な

防
災

対
策

を
図

る
た

め
、

(
3
)
養

護
施

設
の

入
所

児
童

に
一

定
期

間
小

集
団

で
の

訓
練

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
施

設
退

所
後

の
児

童
の

社
会

的
自

立
の

促
進

を
図

る
た

め
、

施
設

機
能

の
充

実
強

化
を

推
進

す
る

。

第
２

一
般

事
業

第
２

一
般

事
業

１
（

略
）

１
事

業
の

種
類

及
び

内
容

(
1
)

種
類

①
社

会
復

帰
等

自
立

促
進

事
業

ア
．

施
設

入
所

児
等

社
会

（
家

庭
）

復
帰

促
進

事
業

イ
．

心
身

機
能

低
下

防
止

事
業

ウ
．

処
遇

困
難

事
例

研
究

事
業

②
専

門
機

能
強

化
事

業
ア

．
養

育
機

能
等

強
化

事
業

イ
．

広
域

入
所

促
進

事
業

③
総

合
防

災
対

策
強

化
事

業
(
2
)

内
容

別
表

の
と

お
り
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改
正

後
現

行
２

（
略

）
２

事
業

の
選

択
。

事
業

は
各

施
設

の
運

営
状

況
等

か
ら

可
能

な
範

囲
で

実
施

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
た

だ
し

、
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

別
添

に
掲

げ
る

次
世

代
育

成
支

援
対

策
交

付
金

対
象

事
業

及
び

、
保

育
対

策
等

促
進

事
業

等
を

複
数

実
施

す
る

保
育

所
に

お
い

て
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
３

（
略

）
３

加
算

の
方

法
等

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
施

設
か

ら
、

毎
年

度
当

初
に

別
紙

様
式

１
を

参
考

と
し

た
申

請
書

を
都

道
府

県
知

事
(
指

定
都

市
、

中
核

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
の

市
長

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
)
に

提
出

さ
せ

、
当

該
施

設
の

年
間

事
業

計
画

及
び

当
該

申
請

事
業

の
内

容
、

必
要

性
及

び
経

費
等

に
つ

い
て

必
要

な
審

査
を

行
い

、
必

要
と

認
め

た
場

合
は

次
の

方
法

に
よ

り
加

算
す

る
こ

と
。

な
お

、
個

々
の

事
業

の
加

算
の

認
定

に
当

た
っ

て
は

、
相

応
の

規
模

及
び

頻
度

で
計

画
的

、
積

極
的

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
入

所
児

（
者

）
処

遇
等

施
設

運
営

の
充

実
強

化
に

効
果

が
期

待
で

き
る

も
の

に
つ

い
て

対
象

と
す

る
こ

と
ま

た
、

当
該

施
設

に
お

い
て

「
児

童
福

祉
施

設
最

低
基

準
」

(
昭

和
2
3
年

1
2
月

2
9
日

厚
生

省
令

第
6
3
号

。
以

下
「

最
低

基
準

」
と

い
う

。
)
が

遵
守

さ
れ

て
お

り
、

か
つ

、
法

人
及

び
施

設
運

営
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
場

合
に

限
る

こ
と

。
お

っ
て

、
第

２
の

1
の

(
1
)
の

②
の

イ
の

事
業

の
加

算
の

認
定

に
当

た
っ

て
は

、
当

分
の

間
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

(
1
)

個
々

の
事

業
毎

の
加

算
額

は
、

別
表

に
あ

る
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

を
限

度
額

と
す

る
こ

と
。

(
2
)

施
設

当
た

り
の

加
算

総
額

は
、

入
所

施
設

に
あ

っ
て

は
年

額
7
5
万

円
以

内
(
た

だ
し

、
第

２
の

1
の

(
1
)
の

①
及

び
②

の
ア

の
事

業
の

み
を

行
う

場
合

は
年

額
5
0
万

円
以

内
と

し
、

助
産

施
設

(
第

二
種

助
産

施
設

に
限

る
。

)に
あ

っ
て

は
、

第
２

の
1
の

(
1
)
の

③
の

事
業

の
み

を
対

象
と

し
、

年
額

4
5
万

円
以

内
と

す
る

。
)
、

保
育

所
に

あ
っ

て
は

、
第

２
の

１
の

(
1
)
の

③
の

事
業

の
み

を
対

象
と

し
、

年
額

1
5
万

円
以

内
と

す
る

。
な

お
、

第
２

の
１

の
(
1
)
の

②
の

イ
の

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
上

記
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
加

算
額

に
4
5
万

円
以

内
の

金
額

を
加

え
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

実
所

要
額

が
こ

れ
を

下
回

る
場

合
は

実
所

要
額

と
し

、
ま

た
、

１
施

設
当

た
り

の
加

算
総

額
が

1
0
万

円
未

満
の

場
合

は
国

庫
負

担
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

。
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改
正

後
現

行
(
3
)

こ
の

加
算

額
は

、
５

月
に

支
弁

す
る

事
務

費
等

の
加

算
分

と
し

て
支

弁
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
助

産
施

設
(
第

二
種

助
産

施
設

に
限

る
。

)
に

対
す

る
支

弁
月

及
び

認
定

額
の

算
定

等
に

つ
い

て
は

、
次

の
算

式
に

準
じ

て
、

個
々

の
施

設
状

況
に

よ
り

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

認
定

額
＝

施
設

機
能

強
化

推
進

費
加

算
分

保
護

単
価

(
1
0
円

未
満

に
つ

い
て

は
四

捨
五

入
)
×

そ
の

施
設

の
５

月
初

日
の

定
員

等
(
保

育
所

の
場

合
は

、
５

月
初

日
の

入
所

人
員

)

施
設

機
能

強
化

推
進

費
加

算
分

保
護

単
価

(
〃

)
＝

施
設

機
能

強
化

推
進

費
÷

そ
の

施
設

の
５

月
初

日
の

定
員

等
(

〃
)

４
（

略
）

４
支

出
対

象
経

費
・

需
用

費
(
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

修
繕

費
、

食
糧

費
(
茶

菓
)
、

光
熱

水
費

、
医

療
材

料
費

)
・

役
務

費
(
通

信
運

搬
料

。
た

だ
し

、
社

会
福

祉
法

人
会

計
基

準
を

適
用

す
る

場
合

に
は

、
通

信
運

搬
費

、
広

報
費

、
手

数
料

及
び

損
害

保
険

料
と

す
る

。
)
・

旅
費

・
謝

金
・

備
品

購
入

費
・

原
材

料
費

・
使

用
料

及
び

賃
借

料
・

賃
金

(
総

合
防

災
対

策
強

化
事

業
に

限
る

。
)
・

委
託

費
(
総

合
防

災
対

策
強

化
事

業
に

限
る

）
。

５
（

略
）

５
対

象
除

外
デ

イ
・

サ
ー

ビ
ス

事
業

及
び

シ
ョ

ー
ト

・
ス

テ
イ

事
業

等
別

途
国

庫
補

助
金

が
交

付
さ

れ
る

事
業

及
び

都
道

府
県

等
の

単
独

補
助

事
業

を
実

施
し

て
い

る
施

設
に

つ
い

て
は

同
種

の
事

業
は

対
象

か
ら

除
外

す
る

こ
と

。

第
３

特
別

事
業

第
３

特
別

事
業

１
児

童
養

護
施

設
分

園
型

自
活

訓
練

事
業

（
以

下
「

分
園

事
業

」
と

い
う

）
１

児
童

養
護

施
設

分
園

型
自

活
訓

練
事

業
(以

下
「

分
園

型
事

業
」

と
い

う
。

)
。

(
1
)

（
略

）
(
1
)

事
業

の
内

容
等

ア
対

象
児

童
分

園
型

事
業

の
対

象
児

童
は

、
児

童
養

護
施

設
に

入
所

し
て

い
る

児
童

で
あ

、
、

っ
て

退
所

前
の

一
定

期
間

に
自

立
の

た
め

の
個

別
指

導
訓

練
を

行
う

こ
と

が
効

果
的

で
あ

る
と

施
設

長
が

認
め

る
児

童
で

あ
る

こ
と

。
施

設
長

は
、

対
象

児
童

を
選

定
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
都

道
府

県
知

事
及

び
関

係
者

に
通

知
す

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
イ

対
象

施
設

等
分

園
型

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

都
道

府
県

知
事

が
定

め
る

期
間

内
に

都
道

府
県

知
事

へ
事

業
実

施
の

申
請

を
行

い
、

次
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

が
各

年
度

ご
と

に
指

定
す

る
も

の
と

す
る

。
都

道
府

県
及

び
指

定
都

市
民

生
主

管
部

（
局

）
長

は
、

当
該

年
度

の
４

月
末

日
ま

で
に

別
添

様
式

２
に

よ
り

、
こ

の
申

請
及

び
指

定
の

結
果

を
当

局
家

庭
福

祉
課

長
ま

で
報

告
す

る
こ

と
。

(
ｱ
)

当
該

施
設

に
お

い
て

「
最

低
基

準
」

が
遵

守
さ

れ
て

お
り

、
か

つ
、

法
人

及
び

施
設

運
営

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
こ

と
。

(
ｲ
)

入
所

率
の

高
い

施
設

を
優

先
す

る
こ

と
。

な
お

、
４

月
１

日
現

在
の

入
所

率
は

原
則

と
し

て
9
0
％

を
下

回
ら

な
い

こ
と

が
望

ま
し

い
こ

と
。

(
た

だ
し

、
極

端
に

低
い

も
の

は
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
)

(
ｳ
)

本
体

施
設

の
一

部
を

分
園

と
す

る
も

の
は

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

。
(
ｴ
)

同
一

施
設

に
お

い
て

、
本

事
業

と
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

を
同

時
に

指
定

す
る

こ
と

は
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
。

(
ｵ
)

指
定

を
受

け
た

施
設

で
あ

っ
て

も
、

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

事
由

が
無

く
、

年
度

途
中

の
実

績
が

本
要

綱
の

要
件

を
下

回
る

場
合

は
指

定
を

取
り

消
す

こ
と

。
ウ

対
象

児
童

の
居

住
場

所
指

定
施

設
の

敷
地

外
の

独
立

家
屋

又
は

ア
パ

ー
ト

等
と

し
、

通
常

の
生

活
に

必
要

な
設

備
を

有
す

る
こ

と
。

エ
訓

練
期

間
・

対
象

人
員

訓
練

期
間

は
、

退
所

予
定

日
前

の
お

お
む

ね
１

年
間

と
し

、
定

員
は

、
認

可
定

員
の

う
ち

６
人

程
度

と
す

る
こ

と
。

オ
事

業
の

実
施

及
び

訓
練

の
内

容
分

園
型

事
業

の
全

般
に

つ
い

て
の

実
務

上
の

責
任

者
(
事

業
担

当
責

任
者

)
を

、
、

配
置

し
次

の
指

導
項

目
に

つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

個
別

指
導

訓
練

計
画

を
定

め
児

童
の

社
会

的
自

立
に

向
け

て
の

生
活

指
導

等
を

行
う

こ
と

。
ま

た
、

夜
間

に
お

い
て

児
童

だ
け

の
生

活
と

な
ら

な
い

よ
う

職
員

の
配

置
を

考
慮

す
る

こ
と

。
・

自
活

の
た

め
の

生
活

指
導

・
職

業
適

性
を

高
め

る
指

導
・

社
会

参
加

の
た

め
の

準
備

指
導

・
学

習
指

導
・

余
暇

の
活

用
指

導
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改
正

後
現

行
(
2
)

加
算

の
方

法
等

（
略

）
(
2
)

加
算

の
方

法
等

指
定

施
設

か
ら

、
毎

年
度

当
初

に
別

紙
様

式
１

を
参

考
と

し
た

申
請

書
を

都
道

府
県

知
事

に
提

出
さ

せ
、

当
該

施
設

の
年

間
事

業
計

画
及

び
当

該
申

請
事

業
の

内
容

、
必

要
性

及
び

経
費

等
に

つ
い

て
審

査
を

行
い

、
必

要
と

認
め

た
場

合
は

次
に

よ
り

加
算

す
る

こ
と

。
ア

事
業

費
の

限
度

額
ア

事
業

費
の

限
度

額
本

事
業

の
実

施
に

要
す

る
経

費
は

、
一

施
設

当
た

り
年

額
4
,
6
8
0
,
0
0
0
円

を
限

本
事

業
の

実
施

に
要

す
る

経
費

は
、

一
施

設
当

た
り

年
額

4
,
6
9
0
,
0
0
0
円

を
限

度
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

年
度

内
に

お
け

る
各

月
初

日
入

所
児

童
の

平
均

が
４

度
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

年
度

内
に

お
け

る
各

月
初

日
入

所
児

童
の

平
均

が
４

人
を

下
回

る
場

合
は

、
支

弁
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

。
人

を
下

回
る

場
合

は
、

支
弁

の
対

象
と

し
な

い
こ

と
。

イ
（

略
）

イ
こ

の
加

算
額

は
５

月
に

支
弁

す
る

事
務

費
の

加
算

分
と

し
て

支
弁

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

加
算

額
＝

分
園

型
事

業
費

加
算

分
保

護
単

価
(
1
0
円

未
満

に
つ

い
て

は
四

捨
五

入
)

×
そ

の
施

設
の

５
月

初
日

の
定

員
分

園
型

事
業

費
加

算
分

保
護

単
価

(
1
0
円

未
満

に
つ

い
て

は
四

捨
五

入
)

＝
１

施
設

当
た

り
年

額
÷

そ
の

施
設

の
５

月
初

日
の

定
員

)

２
（

略
）

２
家

族
療

法
事

業
(
1
)

事
業

の
内

容
等

ア
実

施
施

設
こ

の
事

業
は

、
乳

児
院

、
児

童
養

護
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
及

び
児

童
自

立
支

援
施

設
（

以
下

「
実

施
施

設
」

と
い

う
）

に
お

い
て

実
施

す
る

。
も

の
と

す
る

。
イ

対
象

児
童

及
び

家
族

こ
の

事
業

の
対

象
者

は
、

次
の

児
童

及
び

そ
の

家
族

と
す

る
こ

と
。

(
ｱ
)

実
施

施
設

に
措

置
さ

れ
て

い
る

児
童

と
そ

の
家

族
で

、
施

設
長

が
必

要
と

認
め

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
(
ｲ
)

児
童

相
談

所
、

家
庭

児
童

相
談

室
、

実
施

施
設

等
に

相
談

が
あ

っ
た

在
宅

の
ひ

き
こ

も
り

児
童

等
と

そ
の

家
族

で
、

都
道

府
県

知
事

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

-135-



改
正

後
現

行
ウ

対
象

施
設

等
こ

の
事

業
を

実
施

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
都

道
府

県
知

事
が

定
め

る
期

間
内

に
都

道
府

県
知

事
へ

事
業

実
施

の
申

請
を

行
い

、
次

に
よ

り
都

道
府

県
知

事
が

各
年

度
ご

と
に

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。

都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

民
生

主
管

部
（

局
）

長
は

、
当

該
年

度
の

４
月

末
日

ま
で

に
別

添
様

式
４

に
よ

り
、

こ
の

申
請

及
び

指
定

の
結

果
を

当
局

家
庭

福
祉

課
長

ま
で

報
告

す
る

こ
と

。
(
ｱ
)

当
該

施
設

に
お

い
て

最
低

基
準

が
遵

守
さ

れ
て

お
り

、
か

つ
、

法
人

及
び

施
設

運
営

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
こ

と
。

(
ｲ
)

指
定

を
受

け
た

施
設

で
あ

っ
て

も
、

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

事
由

が
無

く
、

年
度

途
中

の
実

績
が

本
要

綱
の

要
件

を
下

回
る

場
合

は
指

定
を

取
り

消
す

こ
と

。
エ

設
備

必
要

に
応

じ
て

、
親

子
相

談
室

、
心

理
治

療
室

、
宿

泊
治

療
室

等
の

設
備

を
設

け
る

こ
と

。
オ

事
業

の
実

施
及

び
内

容
対

象
児

童
等

に
対

し
、

３
か

月
か

ら
６

か
月

を
単

位
と

し
た

治
療

計
画

を
た

て
面

接
治

療
、

宿
泊

治
療

、
親

子
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
、

家
庭

訪
問

治
療

等
を

行
う

こ
と

。
(
2
)

加
算

の
方

法
等

指
定

施
設

か
ら

、
毎

年
度

当
初

に
別

紙
様

式
1
を

参
照

と
し

た
申

請
書

を
都

道
府

、
、

県
知

事
に

提
出

さ
せ

当
該

施
設

の
年

間
事

業
計

画
及

び
当

該
申

請
事

業
の

内
容

必
要

性
及

び
経

費
等

に
つ

い
て

審
査

を
行

い
、

必
要

と
認

め
た

場
合

は
次

に
よ

り
加

算
す

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
ア

事
業

費
の

限
度

額
本

事
業

の
実

施
に

要
す

る
経

費
は

、
実

施
延

家
族

数
に

応
じ

て
１

施
設

当
た

り
次

の
額

を
限

度
と

す
る

。
た

だ
し

、
年

度
内

に
お

け
る

実
施

延
家

族
数

が
、

年
間

7
5
家

族
数

を
下

回
る

場
合

は
こ

の
経

費
の

支
弁

の
対

象
と

し
な

い
こ

と
。

(
ｱ
)

実
施

延
家

族
数

が
年

間
1
2
5
家

族
以

上
年

額
1
,
9
9
8
,
0
0
0
円

(
ｲ
)

実
施

延
家

族
数

が
年

間
1
2
5
家

族
未

満
年

額
9
9
9
,
0
0
0
円

イ
こ

の
加

算
額

は
５

月
に

支
弁

す
る

事
務

費
の

加
算

分
と

し
て

支
弁

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

認
定

額
＝

家
族

療
法

事
業

費
加

算
分

保
護

単
価

×
そ

の
施

設
の

５
月

初
日

の
定

員
家

族
療

法
事

業
費

加
算

分
保

護
単

価
(
1
0
円

未
満

に
つ

い
て

は
四

捨
五

入
)

＝
１

施
設

当
た

り
年

額
÷

そ
の

施
設

の
５

月
初

日
の

定
員

３
（

略
）

３
施

設
入

所
児

童
家

庭
生

活
体

験
事

業
(
1
)

事
業

の
内

容
等

ア
対

象
児

童
本

事
業

の
対

象
児

童
は

、
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
、

児
童

自
立

支
援

施
設

及
び

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
の

措
置

児
童

で
あ

っ
て

、
里

親
あ

る
い

は
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
家

庭
等

（
以

下
「

委
託

家
庭

」
と

い
う

）
で

家
庭

生
活

を
体

験
さ

。
せ

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

施
設

長
が

認
め

る
児

童
で

あ
る

こ
と

。
な

お
、

保
護

者
の

い
な

い
（

死
亡

あ
る

い
は

行
方

不
明

）
児

童
、

保
護

者
が

い
る

場
合

で
も

養
育

拒
否

等
家

庭
復

帰
が

見
込

ま
れ

な
い

児
童

を
優

先
す

る
こ

と
。

イ
対

象
施

設
等

本
事

業
を

実
施

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
都

道
府

県
知

事
が

定
め

る
期

間
内

に
都

道
府

県
知

事
へ

事
業

実
施

の
申

請
を

行
い

、
次

に
よ

り
都

道
府

県
知

事
が

各
年

度
ご

と
に

認
め

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
・

当
該

施
設

に
お

い
て

最
低

基
準

が
遵

守
さ

れ
て

お
り

、
か

つ
、

法
人

及
び

施
設

運
営

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
こ

と
。

ウ
事

業
の

実
施

及
び

内
容

児
童

養
護

施
設

等
の

入
所

児
童

を
週

末
及

び
夏

季
休

暇
等

の
連

続
し

た
休

暇
の

期
間

等
を

利
用

し
て

、
委

託
家

庭
に

お
い

て
家

庭
生

活
を

体
験

さ
せ

る
こ

と
、

、
、

。
に

よ
り

社
会

性
の

涵
養

情
緒

の
安

定
退

所
後

の
自

立
を

促
進

す
る

こ
と

(
2
)

加
算

の
方

法
等

本
事

業
を

実
施

し
よ

う
と

す
る

施
設

か
ら

、
毎

年
度

当
初

に
別

紙
様

式
１

を
参

考
と

し
た

申
請

書
を

都
道

府
県

知
事

に
提

出
さ

せ
、

当
該

施
設

の
年

間
事

業
計

画
及

び
当

該
申

請
事

業
の

内
容

、
必

要
性

及
び

経
費

等
に

つ
い

て
審

査
を

行
い

、
必

要
と

認
め

た
場

合
は

次
に

よ
り

加
算

す
る

こ
と

。
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改
正

後
現

行
ア

事
業

費
の

限
度

額
本

事
業

の
実

施
に

要
す

る
経

費
は

、
対

象
児

童
一

人
当

た
り

年
額

9
9
,
0
0
0
円

を
限

度
と

す
る

。
イ

こ
の

加
算

額
は

５
月

に
支

弁
す

る
事

務
費

の
加

算
分

と
し

て
支

弁
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
加

算
額

＝
9
9
,
0
0
0
円

×
そ

の
施

設
の

年
間

対
象

者
数

ウ
加

算
額

が
年

間
を

通
し

て
9
9
,
0
0
0
円

に
満

た
な

い
場

合
は

、
そ

の
満

た
な

い
額

と
す

る
こ

と
。

４
（

略
）

４
支

出
対

象
経

費
・

給
料

・
職

員
手

当
等

・
共

済
費

・
賃

金
・

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
燃

料
費

、
印

刷
製

本
費

、
修

繕
費

、
食

糧
費

、
光

熱
水

費
、

医
療

材
料

費
）

・
役

務
費

（
通

信
運

搬
料

。
た

だ
し

、
施

設
入

所
児

童
家

庭
生

活
体

験
事

業
に

限
り

、
社

会
福

祉
法

人
会

計
基

準
を

適
用

す
る

場
合

に
は

、
通

信
運

搬
費

、
広

報
費

、
手

数
料

及
び

損
害

保
険

料
と

す
る

）
・

旅
費

（
交

通
費

）
・

謝
金

・
備

品
購

入
費

・
。

原
材

料
費

・
使

用
料

及
び

賃
借

料

第
４

報
告

等
第

４
報

告
等

（
略

）
１

本
事

業
の

経
理

は
、

昭
和

5
1
年

１
月

3
1
日

社
施

第
2
5
号

厚
生

省
社

会
局

長
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
社

会
福

祉
施

設
を

経
営

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
経

理
規

定
準

則
の

制
定

に
つ

い
て

」
に

よ
り

行
う

（
た

だ
し

、
社

会
福

祉
法

人
会

計
基

準
を

適
用

す
る

場
合

に
は

、
当

該
基

準
に

よ
り

本
事

業
の

経
理

を
行

う
）

も
の

で
あ

る
が

、
一

般
事

。
業

及
び

特
別

事
業

ご
と

の
収

支
の

内
訳

に
つ

い
て

、
補

助
簿

を
設

け
る

な
ど

明
確

に
区

分
し

、
そ

の
実

態
を

明
ら

か
に

し
て

お
く

こ
と

。
２

本
事

業
を

実
施

し
た

施
設

は
、

翌
年

度
４

月
末

日
ま

で
に

別
紙

様
式

１
を

参
考

と
し

た
事

業
実

績
報

告
書

を
都

道
府

県
知

事
に

提
出

す
る

こ
と

。
ま

た
、

特
別

事
業

を
実

施
し

た
施

設
は

、
各

々
、

別
紙

様
式

３
を

参
考

と
し

た
児

童
養

護
施

設
分

園
型

自
活

訓
練

事
業

実
施

報
告

書
及

び
別

紙
様

式
５

を
参

考
と

し
た

家
族

療
法

事
業

実
施

報
告

書
も

併
せ

て
提

出
す

る
こ

と
。

３
都

道
府

県
知

事
は

、
本

事
業

を
実

施
し

た
施

設
に

つ
い

て
は

、
監

査
時

等
随

時
事

業
の

検
証

を
行

う
こ

と
。

４
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

民
生

主
管

部
（

局
）

長
は

、
別

紙
様

式
３

の
児

童
養

護
施

設
分

園
型

自
活

訓
練

事
業

実
施

報
告

書
及

び
別

紙
様

式
５

の
家

族
療

法
事

業
実

施
報

告
書

を
翌

年
度

４
月

末
日

ま
で

に
当

局
家

庭
福

祉
課

長
あ

て
提

出
す

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
別

表
（

略
）

別
表

（
略

）

別
紙

様
式

１
（

略
）

別
紙

様
式

１
（

略
）

別
紙

様
式

２
（

略
）

別
紙

様
式

２
（

略
）

別
紙

（
略

）
別

紙
（

略
）

別
紙

様
式

３
（

略
）

別
紙

様
式

３
（

略
）

別
紙

（
略

）
別

紙
（

略
）

別
紙

様
式

４
（

略
）

別
紙

様
式

４
（

略
）

別
紙

（
略

）
別

紙
（

略
）

別
紙

様
式

５
（

略
）

別
紙

様
式

５
（

略
）

別
紙

（
略

）
別

紙
（

略
）

別
添

別
添

（
略

）
１

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
1
9
年

1
1
月

3
0
日

雇
児

発
第

1
1
3
0
00

1
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
。

２
一

時
保

育
促

進
事

業
実

施
保

育
所

及
び

一
時

保
育

自
主

事
業

実
施

保
育

所
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
（

対
象

児
童

は
、

事
業

開
始

月
（

年
度

当
初

か
ら

事
業

を
開

始
す

る
場

合
は

、
４

月
又

は
５

月
）

に
お

け
る

平
均

対
象

児
童

が
１

人
以

上
い

る
こ

と
）

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
。

３
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
実

施
保

育
所

及
び

病
児

・
病

後
児

保
育

自
主

事
業

実
施

保
育

所
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
及

び
こ

れ
と

同
等

の
要

件
を

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

。

４
乳

児
が

３
人

以
上

入
所

し
て

い
る

保
育

所
（

４
月

及
び

５
月

の
初

日
に

お
い

て
乳

児
が

３
人

以
上

入
所

し
て

い
る

こ
と

）
。
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○
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
医

療
的

支
援

体
制

の
強

化
に

つ
い

て
の

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
（

案
）

改
正

後
現

行
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
1
4
号

の
４

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
４

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

【
一

部
改

正
】

平
成

年
月

日
雇

児
発

第
号

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

児
童

相
談

所
設

置
市

市
長

児
童

相
談

所
設

置
市

市
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

医
療

的
支

援
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

医
療

的
支

援
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

（
略

）
近

年
、

児
童

相
談

所
に

お
い

て
虐

待
相

談
対

応
件

数
が

著
し

く
増

加
し

、
児

童
養

護
施

設
に

入
所

す
る

子
ど

も
の

う
ち

虐
待

を
受

け
た

児
童

の
割

合
は

約
６

割
と

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
児

童
養

護
施

設
に

入
所

し
て

い
る

児
童

の
う

ち
障

害
が

あ
る

児
童

の
割

合
も

増
、

。
加

し
て

お
り

特
に

Ａ
Ｄ

Ｈ
Ｄ

な
ど

発
達

障
害

を
有

す
る

児
童

の
割

合
が

増
加

し
て

い
る

こ
う

し
た

児
童

の
増

加
に

伴
い

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

看
護

師
に

よ
る

医
療

的
ケ

ア
の

必
要

性
が

高
ま

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
今

般
、

次
の

と
お

り
実

施
方

法
を

定
め

、
平

成
2

0
年

４
月

１
日

か
ら

実
施

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

そ
の

適
正

か
つ

円
滑

な
実

施
を

期
さ

れ
た

く
通

知
す

る
。

な
お

、
こ

の
通

知
は

地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

2
4
5
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

技
術

的
な

助
言

で
あ

る
。

１
（

略
）

１
趣

旨
被

虐
待

児
や

障
害

児
等

継
続

的
な

服
薬

管
理

な
ど

の
医

療
的

ケ
ア

及
び

健
康

管
理

以
（

下
「

医
療

的
ケ

ア
」

と
い

う
）

の
必

要
な

児
童

に
対

し
、

日
常

生
活

上
の

観
察

や
体

調
。

把
握

、
緊

急
時

の
対

応
な

ど
を

行
い

医
療

的
支

援
体

制
の

強
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

２
対

象
施

設
２

対
象

施
設

医
療

的
ケ

ア
を

担
当

す
る

職
員

を
配

置
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

都
道

府
県

知
事

、
指

都
道

府
県

知
事

、
指

定
都

市
の

市
長

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
は

、
次

に
よ

定
都

市
の

市
長

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長
（

以
下

「
都

道
府

県
知

事
等

」
と

い
り

医
療

的
ケ

ア
を

行
う

職
員

を
配

置
す

る
施

設
を

１
か

所
指

定
し

、
別

添
様

式
に

よ
り

う
）

が
定

め
る

期
間

内
に

都
道

府
県

等
へ

申
請

を
行

い
、

次
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

等
協

議
書

を
毎

年
３

月
末

日
ま

で
に

当
職

あ
て

提
出

す
る

こ
と

と
し

、
当

職
に

お
い

て
予

。
が

各
年

度
ご

と
に

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。

算
の

範
囲

内
で

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

都
道

府
県

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

民
生

主
管

部
局

長
は

た
だ

し
、

平
成

2
0
年

度
分

に
つ

い
て

は
、

７
月

末
日

ま
で

に
当

職
あ

て
提

出
す

る
こ

、
、

（
）

、
当

該
年

度
の

４
月

末
日

ま
で

に
別

添
様

式
に

よ
り

、
当

局
家

庭
福

祉
課

長
ま

で
報

告
す

と
と

す
る

。
る

こ
と

。

（資料８）
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改
正

後
現

行
(
1
)

（
略

）
(
1
)

当
該

施
設

に
お

い
て

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

（
昭

和
2
3
年

厚
生

省
令

第
6
3
号

。
以

下
「

最
低

基
準

」
と

い
う

）
が

遵
守

さ
れ

て
お

り
、

か
つ

、
法

人
及

び
施

設
運

営
。

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
こ

と
。

(
2
)

児
童

養
護

施
設

に
お

い
て

、
医

療
的

ケ
ア

が
必

要
と

都
道

府
県

知
事

等
が

認
め

た
児

童
が

2
0
名

以
上

入
所

し
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

平
成

2
0
年

度
に

対
象

と
な

っ
た

施
設

の
う

ち
、

対
象

人
員

が
2
0
名

未
満

で
あ

っ
て

も
都

道
府

県
知

事
等

が
必

要
と

認
め

る
場

合
は

対
象

施
設

と
し

て
差

し
支

え
な

い
。

、
。

、
。

(
3
)

１
施

設
に

つ
い

て
医

療
的

ケ
ア

を
担

当
す

る
職

員
加

算
は

１
名

分
と

す
る

こ
と

(
2
)

１
施

設
に

つ
い

て
医

療
的

ケ
ア

を
担

当
す

る
職

員
加

算
は

１
名

分
と

す
る

こ
と

３
（

略
）

３
医

療
的

ケ
ア

を
担

当
す

る
職

員
医

療
的

ケ
ア

を
担

当
す

る
職

員
は

看
護

師
と

す
る

。

４
（

略
）

４
運

営
の

基
準

(
1
)

指
定

施
設

の
長

は
、

児
童

の
日

常
の

健
康

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

施
設

内
の

衛
生

管
理

や
継

続
的

な
医

療
管

理
を

必
要

と
す

る
児

童
の

ケ
ア

に
つ

い
て

、
医

療
的

ケ
ア

を
担

当
す

る
職

員
を

し
て

適
切

な
支

援
が

行
わ

れ
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

(
2
)

指
定

施
設

の
長

は
、

最
低

基
準

に
定

め
る

必
要

な
職

員
定

数
の

ほ
か

、
医

療
的

ケ
ア

を
担

当
す

る
職

員
を

配
置

す
る

も
の

と
す

る
。

５
（

略
）

５
医

療
的

ケ
ア

を
担

当
す

る
職

員
の

業
務

内
容

(
1
)

継
続

的
な

医
療

的
ケ

ア
が

必
要

な
障

害
児

等
の

健
康

管
理

、
緊

急
時

に
お

け
る

対
応

(
2
)

医
師

（
又

は
嘱

託
医

）
と

の
連

携
(
3
)

常
備

薬
の

管
理

、
与

薬
(
4
)

病
欠

児
、

早
退

児
の

観
察

(
5
)

入
所

者
の

健
康

管
理

及
び

身
体

発
達

上
の

相
談

へ
の

対
応

(
6
)

医
療

機
関

へ
の

受
診

及
び

行
事

の
付

添
(
7
)

入
所

者
の

健
康

上
の

相
談

へ
の

対
応

(
8
)

感
染

予
防

(
9
)

緊
急

時
に

お
け

る
医

療
機

関
と

の
連

絡
調

整
(
1
0
)

そ
の

他

６
（

略
）

６
経

費
に

つ
い

て
こ

の
実

施
の

た
め

の
経

費
に

つ
い

て
は

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
、

費
等

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

厚
生

省
発

児
第

8
6
号

厚
生

事
務

次
」

官
通

知
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
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改
正

後
現

行
別

添
様

式
別

添
様

式

番
号

番
号

平
成

年
月

日
平

成
年

月
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

長
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長

都
道

府
県

都
道

府
県

知
事

㊞
㊞

指
定

都
市

民
生

主
管

部
（

局
）

長
指

定
都

市
の

市
長

児
童

相
談

所
設

置
市

児
童

相
談

所
設

置
市

の
市

長

平
成

年
度

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

医
療

的
ケ

ア
担

当
職

員
の

指
定

状
況

に
つ

い
て

平
成

2
0年

度
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
医

療
的

ケ
ア

担
当

職
員

の
協

議
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
平

成
2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
４

厚
生

労
働

省
雇

用
均

標
記

に
つ

い
て

、
平

成
2
0
年

６
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
４

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

の
「

２
対

象
施

設
」

に
基

づ
き

報
告

す
る

。
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
の

「
２

対
象

施
設

」
に

基
づ

き
協

議
す

る
。

１
施

設
名

１
施

設
名

２
設

置
主

体
・

経
営

主
体

２
設

置
主

体
・

経
営

主
体

３
定

員
名

暫
定

定
員

名
３

定
員

名
暫

定
定

員
名

４
継

続
的

な
医

療
的

ケ
ア

が
必

要
な

児
童

数
単

な
る

風
邪

等
は

除
く

名
４

継
続

的
な

医
療

的
ケ

ア
が

必
要

な
児

童
数

（
単

な
る

風
邪

は
除

く
）

名
（

）

(
1
)

(
1
)

５
主

な
疾

病
（

上
位

３
つ

）
(
2
)

５
主

な
疾

病
（

上
位

３
つ

）
(
2
)

(
3
)

(
3
)

６
い

ち
ば

ん
重

い
と

思
わ

れ
る

疾
病

６
い

ち
ば

ん
重

い
と

思
わ

れ
る

疾
病

７
院

内
学

級
設

置
の

有
無

有
り

・
無

し
（

有
り

の
場

合
）

分
校

・
分

教
室

７
院

内
学

級
設

置
の

有
無

有
り

・
無

し
（

有
り

の
場

合
）

分
校

・
分

教
室

８
医

師
（

又
は

嘱
託

医
）

と
の

連
携

状
況

８
医

師
（

又
は

嘱
託

医
）

と
の

連
携

状
況

９
管

内
に

お
け

る
当

該
施

設
の

位
置

付
け

９
当

該
施

設
の

管
内

に
お

け
る

位
置

付
け

-142-



○
年

長
児

童
に

対
す

る
処

遇
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

の
一

部
改

正
新

旧
対

照
表

（
案

）
改

正
後

現
行

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
６

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
1
4
号

の
６

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

平
成

2
0
年

６
月

1
2
日

【
一

部
改

正
】

平
成

年
月

日
雇

児
発

第
号

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

年
長

児
童

に
対

す
る

処
遇

体
制

の
強

化
に

つ
い

て
年

長
児

童
に

対
す

る
処

遇
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

（
略

）
標

記
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
0
年

６
月

2
5
日

児
発

第
4
8
9
号

本
職

通
知

「
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
年

長
児

童
に

対
す

る
処

遇
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

」
に

よ
り

実
施

し
て

き
た

が
、

本
年

４
月

よ
り

、
学

習
指

導
の

対
象

施
設

を
拡

大
し

た
こ

と
に

伴
い

、
別

紙
に

よ
り

実
施

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

管
内

関
係

機
関

に
遺

漏
の

な
い

よ
う

御
配

慮
願

い
た

い
。

な
お

、
平

成
1
0
年

６
月

2
5
日

児
発

第
4
8
9
号

本
職

通
知

「
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
年

長
児

童
に

対
す

る
処

遇
体

制
の

強
化

に
つ

い
て

」
は

廃
止

す
る

。

別
紙

別
紙

１
（

略
）

１
趣

旨
近

年
の

社
会

経
済

情
勢

の
変

化
に

伴
い

、
入

所
児

童
等

の
進

学
へ

の
意

欲
が

高
ま

っ
て

き
て

い
る

こ
と

か
ら

、
学

習
指

導
の

強
化

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
ま

た
、

近
年

、
児

童
養

護
施

設
に

お
い

て
は

虐
待

、
放

任
さ

れ
た

児
童

等
、

一
人

ひ
と

り
の

児
童

の
態

様
に

応
じ

た
き

め
細

か
な

処
遇

を
必

要
と

す
る

児
童

が
多

く
な

っ
て

き
て

い
る

こ
と

か
ら

、
特

に
年

長
児

童
に

対
し

て
ス

ポ
ー

ツ
や

表
現

活
動

を
行

う
こ

と
に

よ
り

情
緒

を
安

定
さ

せ
児

童
の

自
立

を
支

援
す

る
も

の
で

あ
る

。

２
事

業
内

容
２

事
業

内
容

(
1
)

学
習

指
導

(
1
)

学
習

指
導

中
学

校
に

在
籍

し
高

校
等

受
験

を
目

指
す

児
童

に
対

し
、

副
教

材
の

準
備

及
び

講
中

学
生

に
在

籍
し

高
校

等
受

験
を

目
指

す
児

童
に

対
し

、
副

教
材

の
準

備
及

び
講

師
に

よ
る

指
導

等
に

よ
り

学
習

指
導

を
行

う
。

師
に

よ
る

指
導

等
に

よ
り

学
習

指
導

を
行

う
。

(
2
)

（
略

）
(
2
)

特
別

指
導

各
施

設
に

柔
道

、
剣

道
等

の
有

段
者

若
し

く
は

サ
ッ

カ
ー

、
テ

ニ
ス

等
の

各
種

ス
ポ

ー
ツ

や
ダ

ン
ス

、
演

劇
、

音
楽

等
の

部
門

に
お

い
て

相
当

な
指

導
力

を
持

つ
者

で
あ

っ
て

、
児

童
の

健
全

な
育

成
に

理
解

と
情

熱
を

有
す

る
者

を
配

置
し

、
年

長
児

童
、

。
に

対
し

各
種

ス
ポ

ー
ツ

や
ダ

ン
ス

等
の

表
現

活
動

に
つ

い
て

専
門

的
指

導
を

行
う

（資料９）
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改
正

後
現

行
３

（
略

）
３

指
導

に
つ

い
て

の
留

意
事

項
(
1
)

学
習

指
導

に
つ

い
て

指
導

に
当

た
っ

て
は

、
児

童
養

護
施

設
を

措
置

解
除

さ
れ

、
家

庭
の

事
情

等
に

よ
り

や
む

を
得

ず
、

施
設

内
に

居
住

し
て

い
る

大
学

生
等

を
講

師
と

し
て

活
用

を
図

る
こ

と
。

そ
の

際
に

、
謝

金
等

を
学

習
指

導
加

算
額

の
範

囲
内

で
支

出
し

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。
(
2
)

ス
ポ

ー
ツ

や
表

現
活

動
に

つ
い

て
、

、
、

、
ア

指
導

内
容

は
児

童
の

性
別

年
齢

興
味

関
心

及
び

発
達

状
況

等
に

留
意

し
体

力
や

運
動

能
力

を
増

進
す

る
と

と
も

に
、

児
童

の
創

造
的

思
考

や
協

調
性

等
を

高
め

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
イ

指
導

方
法

は
い

た
ず

ら
に

技
術

の
向

上
に

走
る

こ
と

な
く

、
児

童
に

ス
ポ

ー
ツ

や
表

現
活

動
の

楽
し

さ
を

体
得

さ
せ

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
こ

と
。

ウ
指

導
効

果
を

高
め

る
た

め
、

他
の

職
員

と
の

協
調

連
携

を
図

る
こ

と
。

(
3
)

指
導

員
に

つ
い

て
指

導
員

の
雇

用
の

形
態

に
つ

い
て

は
、

常
勤

、
非

常
勤

の
別

を
問

わ
な

い
も

の
で

あ
る

。

４
実

施
施

設
４

実
施

施
設

(
1
)

（
略

）
(
1
)

指
導

員
を

配
置

す
る

施
設

は
「

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

（
昭

和
23

年
厚

生
省

令
」

第
6
3
号

）
が

遵
守

さ
れ

て
お

り
、

か
つ

、
法

人
及

び
施

設
運

営
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
施

設
で

あ
っ

て
次

に
掲

げ
る

施
設

に
限

る
も

の
と

す
る

。
(
2
)

学
習

指
導

(
2
)

学
習

指
導

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

小
規

模
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
里

親
住

居
型

児
童

養
育

事
業

を
行

う
者

（
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
、

里
親

）
(
3
)

（
略

）
(
3
)

特
別

指
導

児
童

養
護

施
設

５
（

略
）

５
経

費
に

つ
い

て
指

導
員

の
配

置
に

要
す

る
経

費
及

び
学

習
指

導
に

必
要

な
副

教
材

費
等

の
経

費
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

措
置

費
の

交
付

要
綱

に
よ

り
支

弁
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。
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○
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
が

保
育

所
へ

入
所

す
る

場
合

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
（

平
成

1
1
年

８
月

3
0
日

児
家

第
5
0
号

厚
生

省
大

臣
官

房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

、
児

童
家

庭
局

家
庭

福
祉

課
長

、
児

童
家

庭
局

保
育

課
長

連
盟

通
知

）
の

新
旧

対
照

表
（

案
）

改
正

後
現

行
児

家
第

5
0

号
児

家
第

5
0

号
平

成
1
1
年

８
月

3
0
日

平
成

1
1
年

８
月

3
0
日

【
一

部
改

正
】

平
成

1
4
年

1
0
月

1
5
日

雇
児

福
発

第
1
0
1
5
00

1
号

【
一

部
改

正
】

平
成

14
年

1
0
月

1
5
日

雇
児

福
発

第
1
0
1
5
0
0
1
号

【
一

部
改

正
】

平
成

年
月

日
雇

児
福

発
第

号

都
道

府
県

都
道

府
県

各
指

定
都

市
民

生
主

管
部

（
局

）
長

殿
各

指
定

都
市

民
生

主
管

部
（

局
）

長
殿

中
核

市
中

核
市

厚
生

省
大

臣
官

房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

厚
生

省
大

臣
官

房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

長
児

童
家

庭
局

家
庭

福
祉

課
長

児
童

家
庭

局
保

育
課

長
児

童
家

庭
局

保
育

課
長

里
親

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
保

育
所

へ
入

所
す

る
場

合
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

里
親

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
保

育
所

へ
入

所
す

る
場

合
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
児

童
福

祉
行

政
及

び
障

害
福

祉
行

政
の

推
進

に
つ

い
て

は
、

か
ね

て
よ

り
特

段
の

御
配

慮
を

煩
わ

せ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
般

、
標

記
に

つ
い

て
、

別
紙

の
と

お
り

取
り

扱
う

こ
と

と
し

た
の

で
、

十
分

御
留

意
の

上
、

遺
憾

の
な

い
よ

う
に

さ
れ

た
い

。

別
紙

別
紙

１
（

略
）

１
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
が

保
育

所
へ

入
所

す
る

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

ア
取

扱
い

里
親

の
就

労
等

に
よ

り
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
の

保
育

に
欠

け
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
児

童
の

最
善

の
利

益
の

観
点

か
ら

、
当

該
里

親
へ

の
委

託
を

継
続

す
る

こ
と

が
適

切
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

児
童

に
つ

き
里

親
、

。
に

委
託

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

保
育

所
に

入
所

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
も

の
と

す
る

児
童

を
既

に
就

労
し

て
い

る
里

親
に

委
託

す
る

こ
と

が
、

当
該

児
童

の
最

善
の

利
益

に
適

う
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
同

様
の

取
り

扱
い

で
あ

る
こ

と
。

本
取

扱
い

を
行

う
に

際
し

て
は

、
児

童
相

談
所

と
市

町
村

の
間

で
十

分
に

連
携

を
図

り
、

当
該

児
童

に
つ

い
て

最
善

の
措

置
を

採
る

こ
と

。
イ

費
用

の
支

弁
①

里
親

に
対

す
る

支
弁

里
親

委
託

に
係

る
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

、
所

施
設

措
置

費
等

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

厚
生

省
発

児
第

」
8
6
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

（
以

下
「

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

」
と

い
。

う
）

及
び

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
国

庫
負

担
金

に
つ

。
「

（資料１０）
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改
正

後
現

行
い

て
」

通
知

の
施

行
に

つ
い

て
（

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

児
発

第
4
1
6
号

厚
生

省
児

」
童

家
庭

局
長

通
知

。
以

下
「

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

」
と

い
う

）
。

に
よ

り
、

月
額

を
支

弁
す

る
。

②
保

育
所

に
対

す
る

支
弁

保
育

所
運

営
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

、
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

昭
和

5
1
年

４
月

1
6
日

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
２

厚
生

事
務

」
次

官
通

知
。

以
下

「
保

育
所

運
営

費
交

付
要

綱
」

と
い

う
）

及
び

「
児

童
福

祉
。

「
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

（
昭

」
和

5
1
年

４
月

1
6
日

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
５

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
。

以
下

「
保

育
所

運
営

費
施

行
通

知
」

と
い

う
）

で
定

め
る

保
育

単
価

に
よ

り
、

月
額

を
。

支
弁

す
る

。
ウ

費
用

の
徴

収
①

里
親

委
託

に
係

る
費

用
徴

収
里

親
委

託
に

係
る

措
置

費
の

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
、

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

５
に

定
め

る
「

児
童

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
」

に
よ

り
、

月
額

を
徴

収
す

る
。

②
保

育
所

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
徴

収
を

免
除

す
る

。

２
里

親
及

び
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
を

行
う

者
以

下
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
２

里
親

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
障

害
児

通
園

施
設

へ
通

所
す

る
場

合
の

取
扱

い
に

（
「

」
と

い
う

）
に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
障

害
児

通
園

施
設

又
は

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

。
通

う
場

合
の

取
扱

い
に

つ
い

て
ア

取
扱

い
ア

取
扱

い
児

童
が

里
親

又
は

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

に
委

託
さ

れ
て

お
り

、
当

該
児

童
が

身
体

児
童

が
里

親
に

委
託

さ
れ

て
お

り
、

当
該

児
童

が
身

体
等

に
障

害
を

有
し

て
い

る
等

に
障

害
を

有
し

て
い

る
場

合
に

知
的

障
害

児
通

園
施

設
難

聴
幼

児
通

園
施

設
場

合
に

、
知

的
障

害
児

通
園

施
設

、
難

聴
幼

児
通

園
施

設
又

は
肢

体
不

自
由

児
通

園
、

、
、

肢
体

不
自

由
児

通
園

施
設

（
以

下
「

障
害

児
通

園
施

設
」

と
い

う
）

又
は

児
童

デ
イ

施
設

（
以

下
「

障
害

児
通

園
施

設
」

と
い

う
）

に
お

い
て

専
門

的
な

療
育

・
訓

練
を

。
。

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

専
門

的
な

療
育

・
訓

練
を

受
け

る
こ

と
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

受
け

る
こ

と
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
「

里
親

制
度

の
運

営
に

つ
い

て
（

平
、

」
場

合
は

、
里

親
に

つ
い

て
は

「
里

親
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

（
平

成
1
4
年

９
月

５
日

成
1
4
年

９
月

５
日

雇
児

発
第

0
9
0
5
0
0
2
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
」

雇
児

発
第

09
0
5
0
0
2
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
第

４
の

１
の

知
）

第
４

の
１

の
（

１
）

の
キ

に
よ

り
、

通
所

施
設

の
指

導
訓

練
を

受
け

さ
せ

る
こ

（
１

）
の

キ
に

よ
り

、
通

所
施

設
の

指
導

訓
練

を
受

け
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
そ

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

と
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

そ
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

下
記

に
留

意
す

る
と

下
記

に
留

意
さ

れ
た

い
。

と
も

に
フ

ァ
ミ

リ
ホ

ー
ム

に
つ

い
て

も
同

様
の

取
扱

い
と

さ
れ

た
い

。
。

①
本

取
扱

い
の

対
象

児
童

は
、

障
害

児
通

園
施

設
に

つ
い

て
は

児
童

福
祉

法
第

2
6

①
障

害
児

通
園

施
設

の
日

々
の

通
所

人
員

は
認

可
定

員
を

超
え

な
い

も
の

と
す

る
条

第
１

項
第

１
号

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
知

事
に

報
告

し
た

児
童

に
限

る
こ

と
と

、
、

し
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

第
2
6
条

第
１

項
第

５
号

の
規

定
に

基
づ

き
市

町
村

長
に

報
告

又
は

通
知

し
た

児
童

に
限

る
も

の
で

あ
る

。
②

本
取

扱
い

を
行

う
に

際
し

て
は

、
児

童
相

談
所

に
お

い
て

十
分

検
討

の
上

、
ま

②
本

取
扱

い
を

行
う

に
際

し
て

は
、

児
童

相
談

所
に

お
い

て
十

分
検

討
の

上
、

当
た

、
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

児
童

相
談

所
と

市
町

村
の

間
で

十
分

に
連

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。

携
を

図
り

、
当

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
③

既
に

身
体

等
に

障
害

を
有

し
て

お
り

、
障

害
児

通
園

施
設

や
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

③
既

に
身

体
等

に
障

害
を

有
し

て
お

り
、

障
害

児
通

園
施

設
に

通
所

し
て

い
る

児
ス

に
通

っ
て

い
る

児
童

が
里

親
又

は
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
へ

委
託

さ
れ

る
場

合
に

童
が

里
親

へ
委

託
さ

れ
る

場
合

に
つ

い
て

も
、

同
様

の
取

扱
い

で
あ

る
こ

と
。

つ
い

て
も

、
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

こ
と

。

イ
費

用
の

支
弁

イ
費

用
の

支
弁

①
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
に

対
す

る
支

弁
①

里
親

に
対

す
る

支
弁

里
親

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

委
託

に
係

る
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

里
親

委
託

に
係

る
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
及

び
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
施

行
通

知
に

よ
付

要
綱

及
び

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

に
よ

り
月

額
を

支
弁

す
る

。
り

月
額

を
支

弁
す

る
。

②
の

１
障

害
児

通
園

施
設

に
対

す
る

支
弁

②
障

害
児

通
園

施
設

に
対

す
る

支
弁

障
害

児
通

園
施

設
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

「
障
害

児
施

設
措

置
費

（
給

付
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
「

障
害

児
施

設
措

置
費

国
庫

負
、

、
費

等
）

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

平
成

1
9
年

1
2
月

1
8
日

厚
生

労
働

省
発

障
第

1
2
1
8

担
金

及
び

知
的

障
害

者
施

設
措

置
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

平
成

1
0
年

７
月

3
」

」
0
0
2
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
綱

」
と

い
1
日

厚
生

省
障

第
2
2
3
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

う
）

及
び

「
障

害
児

施
設

措
置

費
（

給
付

費
等

）
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
の

要
綱

」
と

い
う

）
及

び
「

障
害

児
施

設
措

置
費

国
庫

負
担

金
及

び
知

的
障

害
者

。
「

。
「

通
知

の
施

行
に

つ
い

て
（

平
成

1
9
年

1
2
月

1
8
日

障
発

第
1
2
1
8
0
0
1
号

障
害

保
健

福
施

設
措

置
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

の
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

（
平

成
1
0
年

７
」

」
祉

部
長

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

施
行

通
知

」
と

い
う

）
で

定
め

る
保

月
3
1
日

障
第

4
4
6
号

障
害

保
健

福
祉

部
長

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

施
行

。
護

単
価

に
よ

り
、

事
務

費
に

つ
い

て
は

月
額

を
支

弁
し

、
事

業
費

に
つ

い
て

は
次

通
知

」
と

い
う

）
で

定
め

る
保

護
単

価
に

よ
り

、
事

務
費

に
つ

い
て

は
月

額
を

支
。

の
算

式
に

よ
り

日
割

り
で

支
弁

す
る

。
弁

し
、

事
業

費
に

つ
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

り
日

割
り

で
支

弁
す

る
。

そ
の

月
の

支
弁

額
そ

の
月

の
支

弁
額

＝
月

額
保

護
単

価
÷

そ
の

月
の

開
園

日
数

×
そ

の
月

の
通

園
し

た
日

数
＝

月
額

保
護

単
価

÷
そ

の
月

の
開

園
日

数
×

そ
の

月
の

通
園

し
た

日
数

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

、
、

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

②
の

２
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

対
す

る
費

用
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

費
用

に
つ

い
て

は
「

障
害

者
自

立
支

援
法

に
基

づ
、

く
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

基
準

該
当

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
2
3
号

）
に

準
」

じ
て

算
定

し
た

額
と

す
る

。

ウ
費

用
の

徴
収

ウ
費

用
の

徴
収

①
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
委

託
に

係
る

費
用

徴
収

①
里

親
委

託
に

係
る

費
用

徴
収

里
親

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

委
託

に
係

る
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

里
親

委
託

に
係

る
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
の

第
５

に
定

め
る

「
児

童
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

５
に

定
め

る
「

児
童

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
」

に
よ

り
、

月
額

を
徴

収
す

る
。

表
」

に
よ

り
、

月
額

を
徴

収
す

る
。

②
障

害
児

通
園

施
設

及
び

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
徴

収
②

障
害

児
通

園
施

設
通

所
に

係
る

費
用

徴
収

徴
収

を
免

除
す

る
。

徴
収

を
免

除
す

る
。
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改
正

後
現

行
３

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

児
童

が
障

害
児

通
園

施
設

又
は

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
通

３
母

子
生

活
支

援
施

設
入

所
児

童
が

障
害

児
通

園
施

設
へ

通
所

す
る

場
合

の
取

扱
い

に
う

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

つ
い

て
ア

取
扱

い
ア

取
扱

い
児

童
が

母
子

生
活

支
援

施
設

に
入

所
し

て
お

り
、

当
該

児
童

が
身

体
等

に
障

害
を

児
童

が
母

子
生

活
支

援
施

設
に

入
所

し
て

お
り

、
当

該
児

童
が

身
体

等
に

障
害

を
有

し
て

い
る

場
合

に
、

障
害

児
通

園
施

設
又

は
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
専

門
有

し
て

い
る

場
合

に
、

障
害

児
通

園
施

設
に

お
い

て
専

門
的

な
療

育
・

訓
練

を
受

け
的

な
療

育
・

訓
練

を
受

け
る

こ
と

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
当

該
児

童
に

つ
る

こ
と

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
当

該
児

童
に

つ
き

、
母

子
生

活
支

援
施

設
き

、
母

子
生

活
支

援
施

設
に

入
所

し
て

い
る

こ
と

が
、

障
害

児
通

園
施

設
又

は
児

童
に

入
所

し
て

い
る

こ
と

が
、

障
害

児
通

園
施

設
に

通
所

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
も

の
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

通
う

こ
と

を
妨

げ
な

い
も

の
と

す
る

。
な

お
、

そ
の

取
扱

い
に

つ
と

す
る

。
な

お
、

そ
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
下

記
に

留
意

さ
れ

た
い

。
い

て
は

、
下

記
に

留
意

さ
れ

た
い

。
。

①
本

取
扱

い
の

対
象

児
童

は
、

障
害

児
通

園
施

設
に

つ
い

て
は

児
童

福
祉

法
第

2
6

①
障

害
児

通
園

施
設

の
日

々
の

通
所

人
員

は
認

可
定

員
を

超
え

な
い

も
の

と
す

る
条

第
１

項
第

１
号

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
知

事
に

報
告

し
た

児
童

に
限

る
こ

と
と

、
、

し
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

第
2
6
条

第
１

項
第

５
号

の
規

定
に

基
づ

き
市

町
村

長
に

報
告

又
は

通
知

し
た

児
童

に
限

る
も

の
で

あ
る

。
②

本
取

扱
い

を
行

う
に

際
し

て
は

、
児

童
相

談
所

と
福

祉
事

務
所

又
は

市
町

村
の

②
本

取
扱

い
を

行
う

に
際

し
て

は
、

児
童

相
談

所
と

福
祉

事
務

所
の

間
で

十
分

連
間

で
十

分
連

携
を

図
り

、
当

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。

携
を

図
り

、
当

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。

③
既

に
身

体
等

に
障

害
を

有
し

て
お

り
、

障
害

児
通

園
施

設
又

は
児

童
デ

イ
サ

ー
③

既
に

身
体

等
に

障
害

を
有

し
て

お
り

、
障

害
児

通
園

施
設

に
通

所
し

て
い

る
児

ビ
ス

に
通

っ
て

い
る

児
童

が
母

子
生

活
支

援
施

設
へ

入
所

す
る

場
合

に
つ

い
て

も
童

が
母

子
生

活
支

援
施

設
へ

入
所

す
る

場
合

に
つ

い
て

も
、

同
様

の
取

扱
い

で
あ

、
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

こ
と

。
る

こ
と

。
イ

費
用

の
支

弁
イ

費
用

の
支

弁
①

母
子

生
活

支
援

施
設

に
対

す
る

支
弁

①
母

子
生

活
支

援
施

設
に

対
す

る
支

弁
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
及

び
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
施

行
通

知
に

よ
り

月
額

を
支

弁
す

る
。

交
付

要
綱

及
び

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

に
よ

り
月

額
を

支
弁

す
る

。
②

の
１

障
害

児
通

園
施

設
に

対
す

る
支

弁
②

障
害

児
通

園
施

設
に

対
す

る
支

弁
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
綱

及
び

障
害

児
施

設
措

置
費

施
行

通
知

で
定

め
る

保
護

単
価

に
よ

り
、

事
務

費
に

綱
及

び
障

害
児

施
設

措
置

費
施

行
通

知
で

定
め

る
保

護
単

価
に

よ
り

、
事

務
費

に
つ

い
て

は
月

額
を

支
弁

し
、

事
業

費
に

つ
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

り
日

割
り

で
支

つ
い

て
は

月
額

を
支

弁
し

、
事

業
費

に
つ

い
て

は
次

の
算

式
に

よ
り

日
割

り
で

支
弁

す
る

。
弁

す
る

。
そ

の
月

の
支

弁
額

そ
の

月
の

支
弁

額
＝

月
額

保
護

単
価

÷
そ

の
月

の
開

園
日

数
×

そ
の

月
の

通
園

し
た

日
数

＝
月

額
保

護
単

価
÷

そ
の

月
の

開
園

日
数

×
そ

の
月

の
通

園
し

た
日

数
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

、
、

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

②
の

２
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

費
用

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
は

「
障
害

者
自

立
支

援
法

に
基

づ
、

く
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

基
準

該
当

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
」

に
準

じ
て

算
定

し
た

額
と

す
る

。
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改
正

後
現

行
ウ

費
用

の
徴

収
ウ

費
用

の
徴

収
①

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
①

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
の

第
５

に
定

め
る

「
児

童
入

所
施

設
徴

収
金

基
準

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

５
に

定
め

る
「

児
童

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
」

に
よ

り
月

額
を

徴
収

す
る

。
額

表
」

に
よ

り
月

額
を

徴
収

す
る

。
②

の
１

障
害

児
通

園
施

設
に

係
る

費
用

徴
収

②
障

害
児

通
園

施
設

通
所

に
係

る
費

用
徴

収
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
綱

の
別

表
４

－
１

「
障

害
児

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
（

扶
養

施
設

措
置

費
交

付
要

綱
の

５
の

（
５

）
で

定
め

る
表

１
「

障
害

児
施

設
徴

収
金

基
義

務
者

用
」

を
基

に
、

次
の

算
式

に
よ

り
日

割
り

で
徴

収
す

る
。

準
額

表
（

扶
養

義
務

者
用

」
を

基
に

、
次

の
算

式
に

よ
り

日
割

り
で

徴
収

す
る

。
）

）
そ

の
月

の
徴

収
額

そ
の

月
の

徴
収

額
＝

徴
収

金
基

準
額

÷
そ

の
月

の
開

園
日

数
×

そ
の

月
の

通
園

し
た

日
数

＝
徴

収
金

基
準

額
÷

そ
の

月
の

開
園

日
数

×
そ

の
月

の
通

園
し

た
日

数
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

、
、

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
曜

日
、

国
民

の
祝

日
及

び
休

日
を

除
い

た
日

数
を

い
う

。
②

の
２

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
徴

収
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
「

や
む

を
、

得
な

い
事

由
に

よ
る

措
置

を
行

っ
た

場
合

の
単

価
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
平

成
」

）
。

1
8
年

1
1
月

1
7
日

障
障

発
第

1
1
1
7
00

2
号

障
害

福
祉

課
長

通
知

に
準

じ
て

取
り

扱
う

４
そ

の
他

４
そ

の
他

、
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
又

は
母

子
生

活
支

援
施

設
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
に

入
所

し
て

い
る

児
童

が
に

入
所

し
て

い
る

児
童

が
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
又

は
児

童
自

立
支

援
施

設
へ

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
又

は
児

童
自

立
支

援
施

設
へ

通
所

す
る

場
合

の
費

用
の

支
通

所
す

る
場

合
の

費
用

の
支

弁
及

び
徴

収
に

つ
い

て
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
弁

及
び

徴
収

に
つ

い
て

は
、

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

７
に

定
め

る
と

ア
費

用
の

支
弁

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

里
親

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

通
所

部
及

び
児

童
自

立
支

援
施

設
通

所
部

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
、

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

及
び

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

に
よ

り
月

額
を

支
弁

す
る

。
イ

費
用

の
徴

収
①

里
親

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

委
託

又
は

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
委

託
に

係
る

措
置

費
又

は
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
の

第
５

に
定

め
る

「
児

童
入

所
施

設
徴

収
金

基
準

額
表

」
に

よ
り

、
月

額
を

徴
収

す
る

。
②

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
通

所
部

又
は

児
童

自
立

支
援

施
設

通
所

部
に

係
る

費
用

徴
収

徴
収

を
免

除
す

る
。
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「
婦

人
保

護
費

の
国

庫
負

担
及

び
国

庫
補

助
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
新

旧
対

照
表

（
案

）

新
旧

別
紙

別
紙

婦
人

保
護

費
国

庫
負

担
金

及
び

国
庫

補
助

金
交

付
要

綱
婦

人
保

護
費

国
庫

負
担

金
及

び
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

（
通

則
）

（
通

則
）

１
略

１
婦
人
保
護
費
国
庫
負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も
の

と
し

、
売

春
防

止
法

（
昭

和
３

１
年

法
律

第

１
１
８
号
）
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
３

年
法

律
第

３
１

号
。

以
下

「
配

偶
者

暴
力

防
止

法
」

と
い

う
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

。
）

執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
３

０
年

政
令

第
２

５
５

号
）

及
び

厚
生

労

働
省

所
管

補
助

金
等

交
付

規
則

（
平

成
１

２
年

令
第

６
号

）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

こ
労

働
省

厚
生

省

の
交

付
要

綱
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

（
交

付
の

目
的

）
（

交
付

の
目

的
）

２
略

２
こ

の
補

助
金

等
は

、
売

春
防

止
法

に
基

づ
き

要
保

護
女

子
に

つ
い

て
そ

の
転

落
の

未
然

防

止
と

保
護

更
生

を
図

る
こ

と
及

び
配

偶
者

暴
力

防
止

法
に

基
づ

き
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
被

害

者
で

あ
る

女
性

の
保

護
等

を
目

的
と

す
る

。

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

３
略

３
こ

の
補

助
金

等
は

、
次

の
事

業
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。

（
１

）
婦

人
保

護
事

業
費

負
担

金

売
春

防
止

法
第

３
４

条
第

２
項

第
３

号
及

び
配

偶
者

暴
力

防
止

法
第

３
条

第
３

項
第

３

号
（

同
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

、
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
を

満
た

す
者

に
委

託
し

て
行

う
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
が

行
う

婦
人

相
談

所
に

よ
る

一
時

保
護

の
実

施
に

係
る

事
業

（
２

）
婦

人
相

談
所

運
営

費
負

担
金

売
春

防
止

法
第

３
８

条
第

１
項

第
１

号
及

び
配

偶
者

暴
力

防
止

法
第

２
７

条
第

１
項

第

１
号

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
が

行
う

婦
人

相
談

所
の

運
営

事
業

（
３

）
婦

人
保

護
事

業
費

補
助

金

昭
和

３
８

年
３

月
１

９
日

厚
生

省
発

社
第

３
４

号
厚

生
事

務
次

官
通

知
「

婦
人

保
護

事

業
の

実
施

要
領

に
つ

い
て

」
の

第
四

の
６

に
よ

り
、

都
道

府
県

が
行

う
婦

人
保

護
施

設
（

婦
人

保
護

長
期

収
容

施
設

を
含

む
）

の
運

営
事

業
。

（資料１１）
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新
旧

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

額
は

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
と

す
る

。
４

略

（
１

）
別

紙
の

表
の

第
２

欄
に

定
め

る
種

目
ご

と
に

、
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

（
２

（
１

）
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

に
第

５
欄

に
掲

げ
る

負
担

（
補

助
）

率
を

乗
じ

る
。

）

（
３

（
２

）
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

を
交

付
額

と
す

る
。

）

（
交

付
の

条
件

）
（

交
付

の
条

件
）

５
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

５
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
事

業
に

要
す

る
経

費
の

配
分

の
変

更
に

つ
い

て
は

、
次

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
（

１
）

事
業

に
要

す
る

経
費

の
配

分
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

ア
婦

人
保

護
事

業
費

負
担

金
、

婦
人

相
談

所
運

営
費

負
担

金
及

び
婦

人
保

護
事

業
費

補
助

金
ア

婦
人

保
護

事
業

費
負

担
金

、
婦

人
相

談
所

運
営

費
及

び
婦

人
保

護
事

業
費

補
助

金

間
で

の
経

費
の

配
分

の
変

更
は

、
し

て
は

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

間
で

の
経

費
の

配
分

の
変

更
は

、
し

て
は

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

婦
人

保
護

施
設

運
営

費
補

助
金

に
係

る
事

業
に

要
す

る
経

費
の

種
目

間
で

の
配

分
の

婦
人

保
護

施
設

運
営

費
補

助
金

に
係

る
事

業
に

要
す

る
経

費
の

種
目

間
で

の
配

分
の

イ
イ

変
更
（
そ
れ
ぞ
れ
の
配
分
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
の
１
０
％
以
内
の
変
更
を
除
く
。
）
を

変
更
（
そ
れ
ぞ
れ
の
配
分
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
の
１
０
％
以
内
の
変
更
を
除
く
。
）
を

行
う

場
合

に
は

、
当

該
都

道
府

県
の

区
域

を
管

轄
す

る
地

方
厚

生
局

長
（

徳
島

県
、

香
行

う
場

合
に

は
、

当
該

都
道

府
県

の
区

域
を

管
轄

す
る

地
方

厚
生

局
長

（
徳

島
県

、
香

川
県

、
愛

媛
県

及
び

高
知

県
に

あ
っ

て
は

四
国

厚
生

支
局

長
、

以
下

「
地

方
厚

生
（

支
）

川
県

、
愛

媛
県

及
び

高
知

県
に

あ
っ

て
は

四
国

厚
生

支
局

長
、

以
下

「
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

」
と

い
う

）
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

局
長

」
と

い
う

）
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

。
。

（
２

）
事

業
の

内
容

の
変

更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
地

方
厚

生
（

支
）

（
注

）
配

分
額

は
交

付
決

定
額

と
す

る
。

。

（
２

）
事

業
の

内
容

の
変

更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
。

局
長

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

３
）

事
業

を
中

止
し

、
又

は
廃

止
す

る
場

合
に

は
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
の

承
認

を
受

け

（
３

）
事

業
を

中
止

し
、

又
は

廃
止

す
る

場
合

に
は

、
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

４
）

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

価
格

が
単

価
５

０
万

円
以

上
の

機
械

及

（
４

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

単
価

５
０

万
円

以
上

の
機

械
及

び
器

具
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

び
器

具
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

第
１

４
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

期
間

を
経

過
す

第
１

４
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
の

承
認

を
受

け
な

い
で

こ
の

補
助

金
等

の
交

付
の

目
的

る
ま

で
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
の

承
認

を
受

け
な

い
で

こ
の

補
助

金
等

の
交

付
の

目
的

に
反

し
て

使
用

し
、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

。

に
反

し
て

使
用

し
、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

。
（

５
）

地
方
厚
生
（
支
）
局
長
の
承
認
を
受
け
て
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
あ
っ
た

（
５

）
地
方
厚
生
（
支
）
局
長
の
承
認
を
受
け
て
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
あ
っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
収

入
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。

場
合

に
は

、
そ

の
収

入
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
（

６
）

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産

に
つ

い
て

は
、

事
業

完
了

後
に

お
い

（
６

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
財

産
に

つ
い

て
は

、
事

業
完

了
後

に
お

い
て

も
善

良
な

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

管
理

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
効

率
的

な
運

営
を

図
ら

て
も

善
良

な
管

理
者

の
注

意
を

も
っ

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

効
率

的
な

運
営

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

７
）

こ
の

補
助

金
等

と
事

業
に

係
る

予
算

及
び

決
算

と
の

関
係

を
明

ら
か

に
し

た
別

紙
様

式
１

（
７

）
こ

の
補

助
金

等
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

１
に

よ
る

調
書

を
作

成
し

、
こ

れ
を

事
業

完
了

後
５

年
間

保
管

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

に
よ

る
調

書
を

作
成

し
、

こ
れ

を
事

業
完

了
後

５
年

間
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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新
旧

（
申

請
手

続
）

（
申

請
手

続
）

６
都

道
府

県
知

事
は

、
別

紙
様

式
２

に
よ

る
申

請
書

に
関

係
書

類
を

添
え

て
、

毎
年

度
の

５
６

略

月
末

日
ま

で
に

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（
変

更
申

請
手

続
）

（
変

更
申

請
手

続
）

７
略

７
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

決
定

後
の

事
情

の
変

更
に

よ
り

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交

付
申

請
等

を
行

う
場

合
に

は
、

６
に

定
め

る
申

請
手

続
に

従
い

、
別

に
定

め
る

期
日

ま
で

に

行
う

も
の

と
す

る
。

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
処

理
期

間
）

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
処

理
期

間
）

８
略

８
国

は
、

６
又

は
７

に
定

め
る

申
請

書
が

到
達

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
、

原
則

と
し

て
７

０
日

以
内

に
交

付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
。

（
補

助
金

等
の

概
算

払
）

（
補

助
金

等
の

概
算

払
）

９
略

９
厚

生
労

働
大

臣
は

、
補

助
金

等
の

概
算

払
を

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

概
算

払
い

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
実

績
報

告
）

（
実

績
報

告
）

1
0

略
1
0

都
道

府
県

知
事

は
、

別
紙

様
式

３
に

よ
る

事
業

実
績

報
告

書
に

関
係

書
類

を
添

え
て

、
翌

年

度
の

６
月

末
日

（
５

の
（

３
）

に
よ

り
事

業
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当

該
承

認
通

知
を

受
理

し
た

日
か

ら
１

か
月

を
経

過
し

た
日

）
ま

で
に

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
補

助
金

等
の

返
還

）
（

補
助

金
等

の
返

還
）

1
1

略
1
1

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
は

、
交

付
す

べ
き

補
助

金
等

の
額

を
確

定
し

た
場

合
に

お
い

て
、

既
に

そ
の

額
を

超
え

る
補

助
金

等
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
そ

の
超

え
る

部
分

に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。
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新
旧

（
そ

の
他

）
（

そ
の

他
）

1
2

略
1
2

特
別

の
事

情
に

よ
り

４
，

６
，

７
及

び
１

０
に

定
め

る
算

定
方

法
、

手
続

き
に

よ
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
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新
旧

別
紙

婦
人

保
護

費
交

付
基

準

略
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
負

担

(
補

助
)
率

婦
人

保
護

事
務

費
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算

額
婦

人
相

談
所

一
時

５
／

１
０

事
業

費
１

別
表

に
示

す
「

施
設

事
務

費
算

定
基

準
」

に
よ

っ
て

算
保

護
所

職
員

設
置

の

負
担

金
定

さ
れ

た
額

（
経

費
の

種
類

ご
と

に
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

に
た

め
に

必
要

な
給

員
数

（
別

に
定

め
る

「
職

員
職

種
別

配
置

基
準

」
を

限
度

料
、

賃
金

、
職

員
手

と
す

る
。

）
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

算
額

）
を

、
当

該
施

当
等

及
び

運
営

の
た

設
の

取
扱

定
員

に
１

２
を

乗
じ

た
数

に
よ

っ
て

除
し

て
得

め
に

必
要

な
旅

費
、

た
額

（
円

未
満

切
捨

）
と

、
表

１
「

施
設

事
務

費
基

準
限

需
用

費
（

印
刷

製
本

度
額

」
と

を
比

較
し

て
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
に

取
扱

費
、

食
糧

費
、

光
熱

定
員

と
１

２
を

乗
じ

て
得

た
額

（
以

下
「

標
準

国
庫

補
助

水
費

、
燃

料
費

、
修

基
本

額
」

と
い

う
）

と
す

る
。

繕
料

、
役

務
費

（
通

。

た
だ

し
、

職
員

職
種

別
配

置
基

準
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満
た

す
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で

あ
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搬
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）
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備
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指

導
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え
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さ
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委
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料
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合

に
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、
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該
超
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指
導

員
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の
範

囲
内

に
お
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生

労
働
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が
必

要
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め
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指

導
員

数
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下

「
指

導
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算
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と
い

う
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度
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単
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導
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を

乗
じ
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た
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の
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、
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施

設
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取
扱

定
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１

２
を

乗
じ

た
数

に
よ

っ
て

除
し

て
得

た
額

（
円

未
満

切
捨

）
と

表
２

「
指

導
員

１
人

当
た

り
加

算
限

度
額

」

に
指

導
員

加
算

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
を

比
較

し
て

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

に
取

扱
定

員
と

１
２

を
乗

じ
て

得
た

額
を

標
準

国
庫

補
助

基
本

額
に

加
算

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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0
0

6
,1

0
0

8
,0

0
0

8
,1

0
0

4
,8

0
0

6
,0

0
0

6
,0

0
0

5
,6

0
0

5
,5

0
0

5
,5

0
0

5
,4

0
0

5
,3

0
0

5
,3

0
0

6
,4

0
0

4
,8

0
0

4
,8

0
0

7
/
1
0
0

6
/
1
0
0

4
/
1
0
0

3
/
1
0
0

そ
の

他

5
,1

0
0

5
,0

0
0

4
,9

0
0

2
2
,3

0
0

1
5
,8

0
0

1
5
,6

0
0

1
5
,4

0
0

1
5
,2

0
0

1
4
,9

0
0

2
3
,7

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,1

0
0

2
2
,9

0
0

1
1
,1

0
0

9
,5

0
0

9
,4

0
0

9
,2

0
0

9
,1

0
0

8
,9

0
0

1
1
,8

0
0

1
1
,7

0
0

1
1
,5

0
0

1
1
,4

0
0

7
,4

0
0

6
,8

0
0

6
,7

0
0

6
,6

0
0

6
,5

0
0

6
,4

0
0

7
,9

0
0

7
,8

0
0

7
,7

0
0

7
,6

0
0

5
,6

0
0

5
,3

0
0

5
,2

0
0

5
,1

0
0

5
,1

0
0

5
,0

0
0

5
,9

0
0

5
,9

0
0

5
,8

0
0

5
,7

0
0

4
,5

0
0

4
,7

0
0

4
,7

0
0

4
,6

0
0

4
,6

0
0

7
/
1
0
0

2
3
,7

0
0

1
5
,8

0
0

1
1
,8

0
0

4
,7

0
0

9
,5

0
0

7
,9

0
0

6
,8

0
0

5
,9

0
0
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

（
注

）
１

「
地

域
区

分
」

の
適

用
範

囲
に

つ
い

て
は

、
次

（
注

）
１

「
地

域
区

分
」

の
適

用
範

囲
に

つ
い

て
は

、
次

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

(
1
)

「
1
7/

1
0
0
」

と
は

、
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
(
1
)

「
1
6
/
1
0
0
」

と
は

、
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
9
5
号

）
第

１
１

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
9
5
号

）
第

１
１

条
の

３
の

規
定

に
基

づ
く

人
事

院
規

則
（

以
下

「
人

条
の

３
の

規
定

に
基

づ
く

人
事

院
規

則
以

下
人

（
「

事
院

規
則

」
と

い
う

）
9
－

4
9
附

則
別

表
（

以
下

事
院

規
則

」
と

い
う

）
9
－

4
9
附

則
別

表
（

以
下

。
。

「
附

則
別

表
」

と
い

う
）

第
２

の
支

給
割

合
が

「
附

則
別

表
」

と
い

う
）

第
２

の
支

給
割

合
が

。
。

1
7
/
1
0
0と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

す
る

。
1
6
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

す
る

。

(
2
)

「
1
4
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
(
2
)

「
1
4
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
/

/
２

の
支

給
割

合
が

1
4
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

２
の

支
給

割
合

が
1
4
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

/
/

す
る

。
す

る
。

(
3
)

「
1
2
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
(
3
)

「
1
2
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
/

/
２

の
支

給
割

合
が

1
2
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

２
の

支
給

割
合

が
1
2
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

/
/

す
る

。
す

る
。

(
4
)

「
1
1
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
(
4
)

「
1
0
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
/

/
２

の
支

給
割

合
が

1
1
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

２
の

支
給

割
合

が
1
0
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

/
/

す
る

。
び

小
金

井
市

、
逗

子
市

、
摂

津
市

と
す

る
。

(
5
)

「
10

/
1
0
0」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
(
5
)

「
9
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第

２
の

支
給

割
合

が
1
0
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

２
の

支
給

割
合

が
9
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

び
習

志
野

市
、

八
千

代
市

、
小

金
井

市
、

東
久

留
す

る
。

米
市

、
逗

子
市

、
摂

津
市

と
す

る
。

(
6
)

「
8
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第

(
6
)

「
9
/
1
0
0」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

8
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

、
、

。
２

の
支

給
割

合
が

9
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
び

習
志

野
市

八
千

代
市

東
久

留
米

市
と

す
る

綾
瀬

市
、

座
間

市
と

す
る

。
(
7
)

「
7
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第

(
7
)

「
8/

1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
２

の
支

給
割

合
が

7
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

、
、

、
。

２
の

支
給

割
合

が
8
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
び

綾
瀬

市
座

間
市

大
東

市
松

原
市

と
す

る

大
東

市
と

す
る

。
(
8
)

「
6
/
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第

(
8
)

7
/
1
0
0

と
は

東
大

和
市

松
原

市
と

す
る

２
の

支
給

割
合

が
6
/
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

「
」

、
、

。

(
9
)

「
6
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
び

狭
山

市
、

新
座

市
、

鳩
ヶ

谷
市

、
富

士
見

市
、

/
２

の
支

給
割

合
が

6
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
ふ
じ
み
野
市
、
埼
玉
県
三
芳
町
、
蕨
市
、
東
大
和
市
、

/
狭

山
市

、
新

座
市

、
鳩

ヶ
谷

市
、

富
士

見
市

、
ふ

大
阪
府
狭
山
市
、
大
阪
府
忠
岡
町
、
川
西
市
と
す
る
。

じ
み

野
市

埼
玉

県
三

芳
町

蕨
市

大
阪

狭
山

市
(
9
)

「
4
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
、

、
、

、
/

大
阪

府
忠

岡
町

、
川

西
市

と
す

る
。

２
の

支
給

割
合

が
4
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

/
び

伊
勢

原
市

、
神

奈
川

県
寒

川
町

と
す

る
。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

(
1
0
)

「
5
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
(
1
0
)

「
3
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
/

/
２
の
支
給

割
合
が
5
1
0
0
と
さ

れ
て
い
る
地
域

及
び

２
の

支
給

割
合

が
3
1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

/
/

伊
勢

原
市

、
神

奈
川

県
寒

川
町

と
す

る
。

び
長

岡
京

市
、

広
島

県
府

中
町

と
す

る
。

(
1
1
)

「
3
1
0
0
」

と
は

、
人

事
院

規
則

附
則

別
表

第
(
1
1
)

「
そ

の
他

」
と

は
、

(
1
)
か

ら
(
1
0
)
以

外
の

地
/

２
の

支
給

割
合

が
3
1
0
0と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
域

と
す

る
。

/
長

岡
京

市
、

広
島

県
府

中
町

と
す

る
。

(
1
2
)

「
そ

の
他

」
と

は
、

(
1
)
か

ら
(
1
1
)
以

外
の

地
２

取
扱

定
員

は
、

別
に

定
め

る
施

設
別

定
員

と
す

る
。

域
と

す
る

。

２
略

２
寒

冷
地

手
当

国
家

公
務

員
の

寒
冷

地
手

当
に

関
す

る
法

律
及

び
同

支

給
規

則
に

定
め

る
支

給
地

域
に

所
在

す
る

婦
人

相
談

所
一

２
略

時
保

護
所

に
勤

務
す

る
職

員
に

対
し

て
支

給
さ

れ
る

も
の

で
、

毎
年

１
０

月
３

１
日

現
在

の
現

員
に

対
し

都
道

府
県

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

支
給

し
た

額
の

合
算

額
と

次
の

寒
冷

地
手

当
算

定
方

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
と

す
る

。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

寒
冷

地
手

当
算

定
方

法
寒

冷
地

手
当

算
定

方
式

（
１
）

旧
寒

冷
地

に
所

在
す
る

施
設

（
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

を
除
く

）
（
１

）
旧

寒
冷

地
に

所
在

す
る
施

設
（

新
寒

冷
地

に
所

在
す

る
施

設
を

除
く
）

①
経

費
の

種
類

ご
と

に
単

価
に

員
数

を
乗

じ
た

額
の
合

計
額

①
経

費
の
種

類
ご

と
に

単
価

に
員

数
を

乗
じ

た
額

の
合
計

額

（
、

。
）

②
①

で
算

出
さ

れ
た

合
計

額
か

ら
１

人
あ

た
り

13
0,

00
0円

を
引

い
た
額

0
円

以
下

と
な

る
場

合
は

0円
と

す
る

②
①

で
算

出
さ

れ
た

合
計

額
か

ら
1人

あ
た

り
1
00
,
00
0円

を
引

い
た

額
（

0
円

以
下

と
な

る
場

合
は

、
0円

と
す

る
）

。

経
費

の
種
類

単
価

員
数

経
費

の
種
類

単
価

員
数

(
1
)
定

額
旧

５
級

地
旧

４
級

地
旧

３
級

地
旧

２
級

地
旧

１
級

地
(
1)

定
額

旧
５

級
地

旧
４

級
地

旧
３

級
地

旧
２

級
地

旧
１

級
地

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

ア
16
3
,7

00
1
2
9,
6
0
0

9
7,

80
0

6
7,
50
0

3
9,
60
0

世
帯

主
（

扶
養

親
族

３
人

ア
1
6
3,
7
00

12
9,

60
0

9
7,

80
0

6
7,
50
0

39
,
6
00

世
帯

主
（

扶
養

親
族

３
人

以
以

上
）

の
員

数
上

）
の
員

数

イ
13
6
,5

00
10

8,
0
0
0

8
1,
5
0
0

56
,
30
0

33
,
00
0

世
帯

主
（

扶
養

親
族

１
人

イ
1
3
6,
5
00

10
8,

00
0

8
1,

50
0

5
6
,3
0
0

3
3
,0
00

世
帯

主
（

扶
養

親
族

１
人

ま
ま

た
は

２
人

）
の
員

数
た

は
２

人
）

の
員

数

（
）

ウ
82

,9
00

6
5,
0
0
0

4
9,
1
0
0

33
,
60
0

19
,
80
0

準
世

帯
主

（
扶

養
親

族
な

ウ
8
2,
9
0
0

6
5,

00
0

49
,
10

0
33

,
6
0
0

19
,
8
0
0

準
世

帯
主

扶
養

親
族

な
し

し
）

の
員

数
の

員
数

エ
59
,2
00

4
5,
8
0
0

3
4,
2
0
0

23
,
30
0

14
,
20

0
非

世
帯

主
の

員
数

エ
5
9,
2
0
0

4
5,

80
0

34
,
20

0
23

,3
0
0

14
,2

00
非

世
帯
主

の
員

数

(
2
)
加

算
額

北
海

道
(
2)

加
算

額
北

海
道

旧
甲

地
旧

乙
地

旧
丙

地
旧

甲
地

旧
乙

地
旧

丙
地

円
円

円
円

円
円

ア
66

,5
00

51
,6
0
0

3
8,
60
0

世
帯

主
の

員
数

ア
6
6,
5
0
0

51
,6
00

3
8
,6
0
0

世
帯

主
の

員
数

イ
44

,3
00

34
,4
0
0

2
5,

70
0

準
世

帯
主

の
員

数
イ

4
4,
3
0
0

34
,4
00

2
5
,7
0
0

準
世

帯
主

の
員

数

ウ
22

,2
00

17
,2
0
0

1
2,

90
0

非
世

帯
主

の
員

数
ウ

2
2,
2
0
0

17
,2
00

1
2
,9
0
0

非
世

帯
主

の
員

数

北
海

道
以

外
の
地

域
北

海
道

以
外

の
地
域

旧
５

級
地

旧
４

級
地

旧
５

級
地

旧
４

級
地

円
円

円
円

ア
16

,5
00

8,
2
00

世
帯

主
の

員
数

ア
1
6,
5
00

8
,2
0
0

世
帯

主
の

員
数

イ
11

,0
00

5,
5
00

準
世

帯
主

の
員

数
イ

1
1,
0
0
0

5
,5
0
0

準
世

帯
主

の
員

数

ウ
5
,5
00

2,
7
00

非
世

帯
主

の
員

数
ウ

5,
5
0
0

2
,7
0
0

非
世

帯
主

の
員

数

注
１

「
旧
寒
冷
地
」
と
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
の
施
行

（
平
成

注
１

「
旧
寒
冷
地
」
と
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
の
施
行

（
平
成

16
年
10
月
28
日
）
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
第
1条

に
定
め
る
地
域
の
う
ち
、
新
寒
冷
地
を
除
く
地
域

を
い

う
。

16
年
10
月
28
日
）
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
第
1条

に
定
め
る
地
域
の
う
ち
、
新
寒
冷
地
を
除
く
地
域

を
い

う
。

（
２

）
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

（
２

）
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る
施

設
（

１
）

の
①

の
算

定
方

法
を

適
用

し
て

算
定

さ
れ

た
額

と
、

次
表

の
単

価
に

員
数

を
乗

じ
て

算
定

さ
れ

た
額

と
を

（
１

）
の

①
の

算
定

方
法

を
適

用
し

て
算

定
さ

れ
た

額
か

ら
、

１
人

あ
た

り
1
1
0
,
0
0
0
円

を
引

い
た

額
と

、
次

表
の

単
比

較
し

、
高

い
方

の
額

価
に

員
数

を
乗
じ

て
算
定

さ
れ

た
額

と
を

比
較

し
、

高
い

方
の

額

単
価

員
数

単
価

員
数

新
１
級

地
新

２
級

地
新

３
級

地
新

４
級

地
新

１
級

地
新

２
級

地
新

３
級

地
新

４
級

地
円

円
円

円
円

円
円

円
ア

1
31
,
9
00

1
16

,8
00

1
12

,7
0
0

89
,0
0
0

世
帯

主
の
員

数
ア

13
1,

90
0

11
6,

80
0

11
2,

70
0

89
,
00

0
世

帯
主

の
員

数

イ
72
,
9
00

65
,3

00
64

,3
0
0

51
,0
0
0

準
世

帯
主

の
員
数

イ
7
2,

90
0

6
5,

30
0

6
4,

30
0

51
,
00
0

準
世

帯
主

の
員

数

ウ
51
,
7
00

44
,0

00
43

,0
0
0

36
,8
0
0

非
世

帯
主

の
員
数

ウ
5
1,

70
0

4
4,

00
0

4
3,

00
0

36
,
80
0

非
世

帯
主

の
員

数

２
「
新
寒
冷
地
」
と
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

注
２

「
新
寒
冷
地
」
と
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

注
律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
に
よ
り
改
正
）
第
1条

第
1号

及
び
第
2号

に
定
め
る
地
域
を
い
う
。

律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
に
よ
り
改
正
）
第
1条

第
1号

及
び
第
2号

に
定
め
る
地
域
を
い
う
。

備
考

）
１

「
世

帯
主

」
と

は
、

扶
養

親
族

を
有

す
る

職
員

で
主

と
し

て
そ

の
収

入
に

よ
っ

て
世

帯
の

生
計

を
支

え
て

い
る

も
の

を
い

（
備

考
）

１
「

世
帯

主
」

と
は

、
扶

養
親

族
を

有
す

る
職

員
で

主
と

し
て

そ
の

収
入

に
よ

っ
て

世
帯

の
生

計
を

支
え

て
い

る
も

の
を

い
（

い
「

準
世

帯
主

」
と

は
、

扶
養

親
族

を
有

し
な

い
が

居
住

の
た

め
一

戸
を

構
え

又
は

下
宿

、
寮

等
に

お
い

て
独

立
世

帯
を

い
「

準
世

帯
主

」
と

は
、

扶
養

親
族

を
有

し
な

い
が

居
住

の
た

め
一

戸
を

構
え

又
は

下
宿

、
寮

等
に

お
い

て
独

立
世

帯
を

、
、

形
成

し
て

い
る

も
の

を
い

い
「

非
世

帯
主

」
と

は
、

世
帯

主
及

び
準

世
帯

主
以

外
の

も
の

を
い

う
。

形
成

し
て

い
る

も
の

を
い

い
「

非
世

帯
主

」
と

は
、

世
帯

主
及

び
準

世
帯

主
以

外
の

も
の

を
い

う
。

、
、

２
「

世
帯

主
」

に
は

、
寒

冷
地

手
当

支
給

対
象

地
域

外
に

居
住

す
る

扶
養

親
族

の
あ

る
職

員
で

あ
っ

て
、

そ
の

扶
養

親
族

と
２

「
世

帯
主

」
に

は
、

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
外

に
居

住
す

る
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
扶

養
親

族
と

同
居

し
て

お
ら

ず
、

か
つ

扶
養

親
族

が
居

住
す

る
住

居
と

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
と

の
短

距
離

が
６

０
キ

ロ
メ

ー
ト

同
居

し
て

お
ら

ず
、

か
つ

扶
養

親
族

が
居

住
す

る
住

居
と

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
と

の
短

距
離

が
６

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

も
の

は
含

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
ル

以
上

で
あ

る
も

の
は

含
ま

な
い

も
の

と
す

る
。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

３
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算

警
備

員
を

雇
上

げ
又

は
委

託
契

約
等

に
基

づ
き

警
備

員

を
配

置
若

し
く

は
機

械
設

備
を

利
用

し
、

夜
間

警
備

体
制

の
強

化
を

図
る

場
合

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

た
だ

し
、

警
備

員
を

配
置

す
る

場
合

は
１

施
設

２
名

ま

で
、

機
械

設
備

の
み

の
場

合
は

１
施

設
１

式
ま

で
と

し
、

警
備

員
と

機
械

設
備

を
併

用
す

る
場

合
は

ど
ち

ら
か

一
方

を
本

加
算

の
対

象
と

す
る

。

（
宿

直
職

員
が

配
置

さ
れ

て
お

り
、

夜
間

に
お

け
る

入
所

者
へ

の
処

遇
が

適
切

に
行

え
る

職
員

体
制

に
な

っ
て

い
る

場
合

に
限

る
。

な
お

、
夜

間
に

警
備

員
の

み
と

な
る

施
設

は
、

本
加

算
の

対
象

と
し

な
い

）
。

（
算

式
）

施
設

定
員

×
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算
分

保
護

単
価

×
警

備
員

数
（

又
は

機
械

設
備

１
式

数
）

夜
間

警
備

体
制

強
化

加
算

分
保

護
単

価
（

月
額

）

定
員

単
価

（
円

）

2
0
名

以
下

8
,
0
9
0

2
1
～

3
0

5
,
3
9
0

3
1
～

4
0

4
,
0
4
0

4
1
～

5
0

3
,
2
3
0

5
1
～

6
0

2
,
6
9
0

6
1
～

7
0

2
,
3
1
0

7
1
～

8
0

2
,
0
2
0

8
1
～

9
0

1
,
7
9
0

9
1
～

1
0
0

1
,
6
1
0

（
注

）
婦

人
相

談
所

の
終

業
時

間
か

ら
翌

日
の

始
業

時
間

ま
で

の
間

１
２

時
間

以
上

警
備

員
を

１
名

配
置

す
る

場
合

に
は

本
加

算
分

保
護

単
価

に
２

を
乗

じ
た

単
価

を
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

４
略

４
入

所
者

処
遇

特
別

加
算

高
齢

者
等

を
非

常
勤

職
員

と
し

て
雇

用
し

て
い

る
施

設

で
あ

っ
て

、
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
入

所
者

処
遇

特
別

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

５
略

５
単

身
赴

任
手

当
加

算

職
員

の
う

ち
単

身
赴

任
者

が
存

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

６
略

６
事

務
用

冬
期

採
暖

費

北
海

道
に

所
在

す
る

施
設

に
つ

い
て

取
扱

人
員

×
２

，
２

１
０

円

７
略

７
降

灰
除

去
費

活
動

火
山

対
策

特
別

措
置

法
（

昭
和

4
8
年

法
律

第
6
1

号
）

に
基

づ
き

、
降

灰
防

除
地

域
の

指
定

を
受

け
た

地
域

に
所

在
す

る
施

設
に

つ
い

て

１
施

設
当

た
り

年
額

１
３

８
，

７
０

０
円

８
略

８
(
1
)

１
に

よ
り

算
定

し
た

事
務

費
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

そ
の

事
実

の
生

じ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か
ら

１
の

方
法

に
準

じ
て

事

務
費

の
額

を
改

定
す

る
こ

と
。

ア
当

該
施

設
の

取
扱

定
員

に
変

更
を

生
じ

た
と

き
。

イ
当

該
施

設
の

職
員

に
増

減
を

生
じ

た
と

き
。

た
だ

し
、

１
か

月
以

内
に

お
け

る
増

減
を

除
く

。

(
2
)

算
定

し
た

事
務

費
の

算
定

基
礎

等
に

誤
り

が
あ

っ
た

場
合

は
決

定
の

時
期

に
さ

か
の

ぼ
っ

て
改

定
す

る
こ

と
。

９
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

９
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

心
理

療
法

担
当

職
員

雇
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
上

費
加

算
が

必
要

と
認

定
さ

れ
た

場
合

。

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
９

４
，

３
６

１
円

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
９

４
，

２
７

７
円
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

1
0

同
伴

児
童

対
応

指
導

員
雇

上
費

加
算

1
0

同
伴

児
童

対
応

指
導

員
雇

上
費

加
算

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

所
に

お
い

て
、

主
に

同
伴

児
童

の
対

応
を

行
う

指
導

員
の

配
所

に
お

い
て

、
主

に
同

伴
児

童
の

対
応

を
行

う
指

導
員

の
配

置
が

必
要

と
認

定
さ

れ
た

場
合

。
置

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

１
施

設
当

た
り

年
額

１
施

設
当

た
り

年
額

（
１

人
配

置
の

場
合

）
２

，
２

５
７

，
７

２
１

円
（

１
人

配
置

の
場

合
）

２
，

２
５

７
，

６
３

７
円

（
２

人
配

置
の

場
合

）
４

，
５

１
５

，
４

４
２

円
（

２
人

配
置

の
場

合
）

４
，

５
１

５
，

２
７

４
円

1
1

一
時

保
護

委
託

費
1
1

一
時

保
護

委
託

費

配
偶

者
暴

力
防

止
法

に
基

づ
き

配
偶

者
か

ら
暴

力
を

受
配

偶
者

暴
力

防
止

法
に

基
づ

き
配

偶
者

か
ら

暴
力

を
受

け
た

者
（

以
下

「
暴

力
被

害
者

」
と

い
う

。
）

の
一

時
保

け
た

者
（

以
下

「
暴

力
被

害
者

」
と

い
う

。
）

の
一

時
保

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
算

額
合

算
額

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

１
暴

力
被

害
者

分
１

暴
力

被
害

者
分

(
1
)
暴

力
被

害
者

(
1
)
暴

力
被

害
者

略
各
月
の
委
託
延
人
数
に
日
額
７
，
６
５
０
円
を
乗
じ
た
額

(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算
(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算

暴
力

被
害

者
が

、
そ

の
家

族
を

同
伴

す
る

場
合

に
は

次
暴

力
被

害
者

が
、

そ
の

家
族

を
同

伴
す

る
場

合
に

は
次

に
示

す
額

に
各

月
の

委
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

を
加

算
す

に
示

す
額

に
各

月
の

委
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

を
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
る

も
の

と
す

る
。

同
伴

児
就

学
前

児
童

４
，

４
５

０
円

同
伴

児
２

，
４

２
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

児
童

２
，

４
２

０
円

同
伴

者
１

，
９

５
０

円

同
伴

者
１

，
９

５
０

円
※

１
同
伴
児
と
は
、
暴
力
被
害
者
が
同
伴
す
る
児
童

（
１

８
歳

※
１

同
伴
児
と
は
、
暴
力
被
害
者
が
同
伴
す
る
児
童

（
１

８
歳

未
満

）
と

す
る

（
以

下
同

じ
）

。
。

。

未
満

）
と
す

る
（

以
下

同
じ

）
※

２
同

伴
者

と
は

、
同

伴
児

以
外

の
親

等
の

家
族

と
す

る
。

。
。

。

※
２

同
伴

者
と

は
、

同
伴

児
以

外
の

親
等

の
家

族
と

す
る

。
（

以
下

同
じ

）
。

（
以

下
同

じ
）

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

暴
力

被
害

者
と

、
そ

の
同

伴
す

る
家

族
を

分
離

し
一

時

暴
力

被
害

者
と

、
そ

の
同

伴
す

る
家

族
を

分
離

し
一

時
保

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

は
次

に
示

す
額

に
各

月
の

委

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
。

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
。

児
童

５
，

５
１

０
円

児
童

就
学

前
児

童
７

，
５

４
０

円
児

童
以

外
の

者
５

，
０

３
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

の
児

童
５

，
５

１
０

円
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

児
童

以
外

の
者

５
，

０
３

０
円

（
注

）
暴

力
被

害
者

の
一

時
保

護
が

前
提

で
あ

る
こ

と
。

（
注

）
暴

力
被

害
者

の
一

時
保

護
が

前
提

で
あ

る
こ

と
。

（
１

４
日

を
超

え
た

場
合

も
同

様
）

。

（
１

４
日

を
超

え
た

場
合

も
同

様
）

。

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
１

暴
力

被
害

者
分

１
暴

力
被

害
者

分
(
1
)
暴

力
被

害
者

(
1
)
暴

力
被

害
者

各
月
の
委
託
延
人
数
に
日
額
７
，
５
０
０
円
を
乗
じ
た
額

略
(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算

(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算
暴

力
被

害
者

が
、

そ
の

家
族

を
同

伴
す

る
場

合
に

は
次

暴
力

被
害

者
が

、
そ

の
家

族
を

同
伴

す
る

場
合

に
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
を

加
算

す

に
示

す
額

に
各

月
の

委
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

を
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。

る
も

の
と

す
る

。
同

伴
児

２
，

４
２

０
円

同
伴

児
就

学
前

児
童

４
，

４
５

０
円

同
伴

者
１

，
８

０
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

児
童

２
，

４
２

０
円

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

同
伴

者
１

，
８

０
０

円
暴

力
被

害
者

と
、

そ
の

同
伴

す
る

家
族

を
分

離
し

一
時

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

暴
力

被
害

者
と

、
そ

の
同

伴
す

る
家

族
を

分
離

し
一

時
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

。

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

児
童

５
，

５
１

０
円

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
。

児
童

以
外

の
者

４
，

８
８

０
円

児
童

就
学

前
児

童
７

，
５

４
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

の
児

童
５

，
５

１
０

円
1
2

人
身

取
引

被
害

者
の

一
時

保
護

委
託

費

児
童

以
外

の
者

４
，

８
８

０
円

人
身

取
引

被
害

者
の

一
時

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

算
額

1
2

略

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

１
人

身
取

引
被

害
者

分

前
項

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

の
１

の
「

暴
力

被

害
者

」
を

「
人

身
取

引
被

害
者

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準
額

を
適

用
す

る
。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
項

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

の
２

の
「

暴
力

被

害
者

」
を

「
人

身
取

引
被

害
者

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準
額

を
適

用
す

る
。

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

１
人

身
取

引
被

害
者

分

前
項

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
の

１
の

「
暴

力

被
害

者
」

を
「

人
身

取
引

被
害

者
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基
準

額
を

適
用

す
る

。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
項

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
の

２
の

「
暴

力

被
害

者
」

を
「

人
身

取
引

被
害

者
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基
準

額
を

適
用

す
る

。

1
3

売
春

防
止

法
に

基
づ

く
要

保
護

女
子

の
一

時
保

護
委

託
費

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

売
春

防
止

法
に

基
づ

く
要

保
護

女
子

（
以

下
「

要
保

護
女

子
」

と
い

う
）

の
一

時
保

。

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合

算
額

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

１
要

保
護

女
子

分

前
々

項
〔

１
４

日
以

内
の

場
合

〕
の

１
の

「
暴

力
被

害
者

」
を

「
要

保
護

女
子

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準

額
を

適
用

す
る

。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
々

項
〔

１
４

日
以

内
の

場
合

〕
の

２
の

「
暴

力
被

害
者

」
を

「
要

保
護

女
子

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準

額
を

適
用

す
る

。

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕

１
要

保
護

女
子

分

前
々

項
〔

１
４

日
を

超
え

た
場

合
〕

の
１

の
「

暴
力

被
害

者
」

を
「

要
保

護
女

子
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基

準
額

を
適

用
す

る
。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
々

項
〔

１
４

日
を

超
え

た
場

合
〕

の
２

の
「

暴
力

被
害

者
」

を
「

要
保

護
女

子
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基

準
額

を
適

用
す

る
。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

略

事
業

費
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算

額
婦

人
相

談
所

一
時

５
／

１
０

１
要

保
護

女
子

等
分

保
護

所
入

所
者

の
処

(
1
)

事
業

費
遇

の
た

め
に

必
要

な

各
月

初
日

の
保

護
現

員
（

月
の

中
途

に
お

い
て

退
所

需
用

費
（

食
糧

費
、

し
た

者
を

除
く

。
以

下
「

各
月

当
初

保
護

現
員

」
と

い
光

熱
水

費
、

燃
料

う
。

）
に

月
額

５
４

，
６

０
０

円
を

乗
じ

た
額

の
合

算
費

、
消

耗
品

費
、

）

額
。

扶
助

費
等

た
だ

し
、

毎
年

１
１

月
１

日
か

ら
そ

の
翌

年
３

月

３
１

日
ま

で
の

間
は

、
そ

の
間

の
各

月
当

初
保

護
現

員

に
次

の
冬

期
加

算
額

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額
を

加
え

る

も
の

と
す

る
こ

と
。 冬

期
加

算
額

Ⅰ
区

Ⅱ
区

Ⅲ
区

Ⅳ
区

Ⅴ
区

Ⅵ
区

円
円

円
円

円
円

8
,
9
0
0

7
,
1
0
0

5
,
4
0
0

4
,
2
0
0

2
,
8
0
0

2
,
2
0
0

(
注

)
地

区
別

区
分

は
、

生
活

保
護

法
に

よ
る

保
護

基
準

（
昭

和
３

８
年

厚
生

省
告

示
第

１
５

８
号

）
の

別
表

第
１

附
表

の
区

分
に

よ
る

婦
人

相
談

所
の

所
在

地
に

つ
い

て
適

用
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

(
2
)

妊
産

婦
加

算

妊
産

婦
に

つ
い

て
は

、
各

月
当

初
保

護
現

員
に

掲
げ

る
区

分
ご

と
の

妊
産

婦
加

算
額

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額

を
、

前
項

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
費

に
加

え
る

も
の

と

す
る

こ
と

。

た
だ

し
、

妊
婦

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
妊

婦
の

額
を

出
産

し
た

日
の

属
す

る
月

ま
で

加
算

す
る

も
の

と

し
、

産
婦

に
つ

い
て

は
出

産
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌

月
か

ら
２

か
月

間
加

算
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

妊
産

婦
加

算
額

妊
婦

産
婦

６
月

未
満

６
月

以
上

円
円

円

9
,
1
4
0

1
3
,
8
1
0

8
,
4
9
0
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

略

(
3
)

母
子

加
算

要
保

護
女

子
等

が
乳

児
ま

た
は

幼
児

を
養

育
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

場
合

は
そ

の
者

の
各

月
初

日
の

在
籍

戸

数
（

月
の

中
途

に
お

い
て

退
所

し
た

月
を

除
く

。
）

に

月
額

１
９

，
３

８
０

円
を

、
養

育
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
者

が
２

人
の

場
合

は
１

，
５

６
０

円
、

３
人

以
上

１

人
増

す
ご

と
に

さ
ら

に
月

額
７

７
０

円
を

加
算

し
た

額

を
乗

じ
た

額
を

(
1
)

の
事

業
費

に
加

算
す

る
も

の
と

す

る
。 た

だ
し

、
国

民
年

金
法

（
昭

和
３

４
年

法
律

第
１

４

１
号

）
の

規
定

に
よ

る
遺

族
基

礎
年

金
の

支
給

を
受

け

て
い

る
者

は
こ

れ
を

除
外

す
る

こ
と

。

（
注

）
乳

児
と

は
、

満
１

才
未

満
の

者
、

幼
児

と
は

、

満
１

才
以

上
小

学
校

就
学

前
の

者
を

い
う

も
の

で

あ
る

こ
と

（
以

下
同

じ
）

。
。

(
4
)

期
末

一
時

扶
助

費

毎
年

１
２

月
初

日
保

護
現

員
×

５
，

０
７

０
円

(
5
)

被
服

加
算

各
月

保
護

人
員

×
月

額
２

５
０

円

２
要

保
護

女
子

等
が

同
伴

す
る

乳
幼

児

(
1
)

事
業

費

ア
乳

児
の

各
月

当
初

保
護

現
員

に
月

額
３
７
，
９
０
０
円

を
乗

じ
た

額
の

合
計

額
。

イ
幼

児
の

各
月

当
初

保
護

現
員

に
月

額
４
２
，
６
０
０
円

を
乗

じ
た

額
の

合
計

額
。

た
だ

し
、

毎
年

１
１

月
１

日
か

ら
そ

の
翌

年
３

月

３
１

日
ま

で
の

間
は

そ
の

間
の

乳
児

又
は

幼
児

の
各

月
当

初
保

護
現

員
に

前
記

１
の

(
1
)

の
冬

期
加

算
額

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額
を

加
え

る
も

の
と

す
る

こ

と
。

(
2
)

期
末

一
時

扶
助

費

毎
年

１
２

月
初

日
保

護
現

員
×

５
，

０
７

０
円

(
3
)

被
服

加
算

各
月

保
護

人
員

×
月

額
２

５
０

円
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略

(
補

助
)
率

３
事

業
費

の
算

出
に

あ
た

り
月

の
途

中
で

保
護

又
は

退
所

し
た

者
に

つ
い

て
の

事
業

費
（

冬
期

加
算

を
含

む
、

妊
。
）

産
婦

加
算

及
び

母
子

加
算

の
額

は
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。

当
該

月
の

保
護

日
数

月
額

単
価

×

３
０

日
又

は
当

該
月

の
日

数

４
入

所
者

の
生

活
指

導
の

た
め

の
器

具
機

材
費

と
し

て
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

が
必

要
と

認
め

た
額

。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略

(
補

助
)
率

婦
人

相
談

運
営

費
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算

額
５

／
１

０

所
運

営
費

１
婦

人
相

談
所

活
動

費
婦

人
相

談
所

が
行

う

負
担

金
都

道
府

県
域

内
に

お

婦
人

相
談

所
が

行
う

都
道

府
県

域
内

に
お

け
る

要
保

護
女

け
る

要
保

護
女

子
等

子
等

の
移

送
等

を
行

う
事

業
に

要
す

る
経

費
と

し
て

、
地

方
の

移
送

等
を

行
う

た

厚
生

（
支

）
局

長
が

必
要

と
認

め
た

額
め

に
必

要
な

旅
費

、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
）

２
外

国
人

婦
女

子
緊

急
一

時
保

護
経

費
婦

人
相

談
所

が
行

う

外
国

人
婦

女
子

緊
急

婦
人

相
談

所
が

行
う

外
国

人
婦

女
子

緊
急

一
時

保
護

事
業

一
時

保
護

事
業

を
行

に
要

す
る

経
費

と
し

て
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
が

必
要

と
う

た
め

に
必

要
な

旅

認
め

た
額

費
、

役
務

費
（

通
信

運
搬
費
）
、
通
訳
雇

上
費

、
婦

人
相

談
所

で
一

時
保

護
し

た
人

身
取

引
被

害
者

の
医

療
費

（
医

療
機

関
に

、
、

お
け

る
診

察
検

査

治
療

及
び

診
断

書
の

発
行

等
医

療
に

要
す

る
費

用
。

た
だ

し
、

他
法

他
制

度
が

利
用

で
き

な
い

場
合

に
限

る
）

。

３
広

域
措

置
費

婦
人

相
談

所
が

行
う

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

婦
人

相
談

所
が

行
う

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

被
害

女
性

を
他

被
害

女
性

を
他

の
都

の
都

道
府

県
の

婦
人

相
談

所
等

へ
移

動
さ

せ
る

た
め

の
経

費
道

府
県

の
婦

人
相

談

と
し

て
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
が

必
要

と
認

め
た

額
所

等
へ

移
動

さ
せ

る

た
め

に
必

要
な

旅

費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

役
務

費
（

通
）

信
運

搬
費

）
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

４
相

談
・

一
時

保
護

同
伴

児
童

経
費

婦
人

相
談

所
が

行
う

要
５

／
１

０

保
護

女
子

等
に

同
伴

す

婦
人

相
談

所
が

自
ら

行
う

要
保

護
女

子
等

に
同

伴
す

る
児

童
る

児
童

の
保

育
及

び
学

の
保

育
及

び
学

習
支

援
等

を
行

う
事

業
に

要
す

る
経

費
習

支
援

等
を

行
う

た
め

に
必

要
な

備
品

購
入

当
該

年
度

の
同

伴
児

保
護

延
人

数
に

日
額

１
８

０
円

を
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

乗
じ

た
額

費
）
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

婦
人

保
護

事
務

費
Ⅰ

婦
人

保
護

施
設

婦
人

保
護

施
設

職
５

／
１

０

事
業

費
１

〔
区

分
〕

婦
人

保
護

事
業

費
負

担
金

員
設

置
の

た
め

に
必

補
助

金
〔

種
目

〕
事

務
費

の
基

準
額

に
よ

る
。

要
な

給
料

、
賃

金
、

(
婦

人
保

た
だ

し
、

基
準

額
の

「
２

寒
冷

地
手

当
」

中
「

都
職

員
手

当
等

及
び

運

護
長

期
収

道
府

県
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

条
例

（
法

人
営

の
た

め
に

必
要

な

容
施

設
を

の
経

営
す

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
当

該
法

人
の

寒
冷

地
旅

費
、

需
用

費
（

消

含
む

｡
)

手
当

の
支

給
に

関
す

る
規

定
」

と
読

み
替

え
る

こ
と

。
耗

品
費

、
燃

料
費

、
）

ま
た

、
基

準
額

の
「

３
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算
」

食
糧

費
、

印
刷

製
本

中
「

１
施

設
２

名
」

と
あ

る
の

は
「

１
施

設
１

名
」

と
費

、
光

熱
水

費
、

修

読
み

替
え

「
注

」
の

部
分

は
除

く
こ

と
。

繕
費

）
、

役
務

費
、

（
）

な
お

、
施

設
入

所
者

に
対

し
て

特
別

な
処

遇
を

行
っ

（
通

信
運

搬
費

、
）

て
い

る
施

設
に

つ
い

て
は

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
が

そ
備

品
購

入
費

、
委

託

の
都

度
承

認
し

た
額

。
料

等

２
施

設
機

能
強

化
推

進
費

施
設

機
能

の
充

実
強

化
を

推
進

し
て

い
る

施
設

で
あ

っ
て

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

施
設

機
能

強
化

推

進
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

。

別
途

加
算

単
価

３
精

神
科

医
雇

上
費

入
院

治
療

の
必

要
は

な
い

が
精

神
に

障
害

の
あ

る
者

（
精

神
科

通
院

に
よ

り
投

薬
治

療
を

受
け

て
い

る
者

及

び
施

設
内

に
お

い
て

専
門

医
の

処
方

を
受

け
て

い
る

者

（
以

下
「

対
象

者
」

と
い

う
）

）
が

毎
年

４
月

１
日

現

在
の

実
入

所
人

員
に

対
し

て
１

０
人

以
上

を
占

め
て

い

る
施

設
に

対
し

、
１

回
当

た
り

単
価

１
３

，
５

７
０

円

を
限

度
と

し
て

年
１

２
回

の
範

囲
内

で
加

算
す

る
。

対
象

者
が

２
１

人
を

超
え

る
施

設
で

あ
る

と
き

は
、

次
表

に
定

め
る

回
数

の
範

囲
内

で
さ

ら
に

加
算

す
る

。

対
象

者
が

２
１

人
を

超
え

る
施

設
へ

の
加

算
回

数

対
象

者
数

加
算

回
数

（
年

間
）

２
１

～
３

０
人

１
２

回

３
１

人
以

上
２

４
回
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

４
略

４
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費

地
方

公
共

団
体

の
経

営
す

る
施

設
以

外
の

施
設

（
た

だ
し

、
昭

和
４

６
年

７
月

１
６

日
社

庶
第

１
２

１
号

厚

生
省

社
会

局
長

、
児

童
家

庭
局

長
通

知
に

い
う

社
会

福

祉
事

業
団

等
の

経
営

施
設

を
除

く
。

）
で

あ
っ

て
、

別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費

の
加

算
を

必
要

と
す

る
も

の
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

事
務

費
基

準
額

×
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

決
定

さ

れ
た

加
算

率

５
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

５
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

心
理

療
法

担
当

職
員

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

心
理

療
法

担
当

職
員

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

（
１

）
常

勤
職

員
（

１
）

常
勤

職
員

「
施

設
事

務
費

算
定

基
準

」
に

よ
っ

て
算

定
さ

れ
た

額
「

施
設

事
務

費
算

定
基

準
」

に
よ

っ
て

算
定

さ
れ

た
額

（
心

理
療

法
担

当
職

員
に

係
る

経
費

の
種

類
ご

と
に

そ
れ

ぞ
（

心
理

療
法

担
当

職
員

に
係

る
経

費
の

種
類

ご
と

に
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

に
員

数
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

算
額

）
を

当
該

取
扱

れ
の

単
価

に
員

数
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

算
額

）
を

当
該

取
扱

（
）

（
）

定
員

に
１

２
を

乗
じ

た
数

に
よ

っ
て

除
し

た
額

円
未

満
切

捨
定

員
に

１
２

を
乗

じ
た

数
に

よ
っ

て
除

し
た

額
円

未
満

切
捨

と
表

３
「

心
理

療
法

担
当

職
員

加
算

限
度

額
」

と
を

比
較

し
て

と
表

３
「

心
理

療
法

担
当

職
員

加
算

限
度

額
」

と
を

比
較

し
て

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

に
取

扱
定

員
と

１
２

を
乗

じ
て

得
た

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

に
取

扱
定

員
と

１
２

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
額

と
す

る
。

（
２

）
常

勤
的

非
常

勤
職

員
（

２
）

常
勤

的
非

常
勤

職
員

１
施

設
当

た
り

年
額

３
，

０
３

１
，

６
８

２
円

１
施

設
当

た
り

年
額

３
，

０
２

７
，

７
９

７
円

（
３

）
非

常
勤

職
員

（
３

）
非

常
勤

職
員

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
１

２
，

０
４

１
円

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
１

１
，

９
５

７
円

６
同

伴
児

童
対

応
指

導
員

雇
上

費
加

算

、
、

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
婦

人
保

護
施

設
に

お
い

て

主
に

同
伴

児
童

の
対

応
を

行
う

指
導

員
の

配
置

が
必

要
と

認

定
さ

れ
た

場
合

。

１
施

設
当

た
り

年
額

（
１

人
配

置
の

場
合

）
２

，
２

５
７

，
７

２
１

円

（
２

人
配

置
の

場
合

）
４

，
５

１
５

，
４

４
２

円
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0
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0
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1
5
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0
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0
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1
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/
1
0
0

9
/
1
0
0

　
　

（
単

位
：
円

2
5
,1

0
0

2
4
,6

0
0

2
4
,2

0
0

2
4
,1

0
0

2
3
,9

0
0

2
3
,7

0
0

1
7
/
1
0
0
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4
/
1
0
0

1
2
/
1
0
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1
1
/
1
0
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0
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5
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0
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5
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0
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0
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1
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0
0

旧

１
　

区
分

２
　

種
目

３
　

　
　

　
　

　
基

　
　

　
　

　
　

準
　

　
　

　
　

　
額

４
　

対
象

経
費

1
6
/
1
0
0

1
3
/
1
0
0

1
2
/
1
0
0

（
補

助
）
率

新

１
　

区
分

２
　

種
目

５
　

負
担

３
　

　
　

　
　

　
基

　
　

　
　

　
　

準
　

　
　

　
　

　
額

４
　

対
象

経
費

　
　

　
　

　
地

域
区

分
定

員
　

　
　

　
　

地
域

区
分

定
員

５
　

負
担

（
補

助
）
率

表
　

　
　

３
　

　
　

　
　

　
　

　
心

理
療

法
担

当
職

員
加

算
限

度
額

　
　

　
　

　
地

域
区

分
定

員
　

　
　

　
　

地
域

区
分

定
員

表
　

　
　

３
　

　
　

　
　

　
　

　
心

理
療

法
担

当
職

員
加

算
限

度
額

6
/
1
0
0

4
/
1
0
0

1
0
/
1
0
0

9
/
1
0
0

8
/
1
0
0

　
　

（
単

位
：
円

）

2
4
,9

0
0

2
4
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0
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4
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0
0

2
3
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0
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0
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6
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1
6
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0
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5
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0
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2
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0
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0
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0
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0
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0
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

Ⅱ
婦

人
保

護
長

期
収

容
施

設
Ⅱ

婦
人

保
護

長
期

収
容

施
設

(
1
)

施
設

事
務

費
は

収
容

委
託

者
各

月
の

現
員

数
に

１
人

(
1
)

施
設

事
務

費
は

収
容

委
託

者
各

月
の

現
員

数
に

１
人

月
額

基
準

額
７

９
，

５
０

０
円

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
月

額
基

準
額

７
９

，
４

０
０

円
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

る
。

(
2
)

略
(
2
)

施
設

機
能

強
化

推
進

費
は

、
前

項
Ⅰ

婦
人

保
護

施
設

の
２

施
設

機
能

強
化

推
進

費
の

取
扱

い
に

よ
る

。

(
3
)

略
(
3
)

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

は
、

前
項

Ⅰ
婦

人
保

護
施

設
の

４
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
の

算
定

に
よ

る
。

(
4
)

略
(
4
)

下
記

の
都

道
府

県
に

あ
っ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

定
数

を
基

礎
に

算
定

す
る

。

北
海

道
７

人

東
京

都
４

０
人

神
奈

川
県

１
０

人

愛
知

県
５

人

大
阪

府
５

人

兵
庫

県
７

人

福
岡

県
５

人

(
注

)
別

表
に

示
す

「
施

設
事

務
費

算
定

基
準

」
は

婦
人

保
護

長
期

収
容

施
設

に
適

用
し

な
い

。

事
業

費
事

業
費

１
略

１
〔

区
分

〕
婦

人
保

護
事

業
費

負
担

金
婦

人
保

護
施

設
入

５
／

１
０

〔
種

目
〕

事
業

費
の

基
準

額
（

４
を

除
く

）
に

よ
る

。
所

者
の

処
遇

の
た

め

た
だ

し
、

基
準

額
中

「
婦

人
相

談
所

」
と

あ
る

の
は

、
に

必
要

な
需

用
費

「
婦

人
保

護
施

設
」

と
読

み
替

え
る

こ
と

。
（

食
糧

費
、

光
熱

水

な
お

、
被

服
加

算
に

つ
い

て
は

、
各

月
初

日
現

員
×

月
費

、
燃

料
費

、
消

耗

額
２

５
０

円
と

す
る

。
品
費
）
、
備
品
購
入

費
、

扶
助

費
、

委
託

２
略

２
社

会
適

応
訓

練
費

料
等

各
月

初
日

保
護

現
員

×
月

額
３

３
０

円

３
略

３
入

所
者

の
生

活
指

導
、

職
業

訓
練

の
た

め
の

器
具

、
機

、
（

）
。

材
費

と
し

て
地

方
厚

生
支

局
長

が
必

要
と

認
め

た
額
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

４
同

伴
児

童
経

費
婦

人
保

護
施

設
が

同
伴

児
童

対
応

指
導

員
を

配
置

す
る

婦
人

保
護

施
設

が
行

う
要

保
護

女
子

行
う

要
保

護
女

子
等

に
同

伴
す

る
児

童
の

保
育

及
び

学
習

等
に

同
伴

す
る

児

支
援

等
に

要
す

る
経

費
童

の
保

育
及

び
学

習
支

援
等

を
行

う

当
該

年
度

の
同

伴
児

保
護

延
人

数
に

日
額

１
８

０
円

を
た

め
に

必
要

な
備

乗
じ

た
額

品
購

入
費

、
需

用

費
（

消
耗

品
費

）
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新
旧

（
別

表
）

施
設

事
務

費
算

定
基

準
略

経
費

の

経
費

の
区

分
単

価
員

数

種
類

人
件

費
(
1
)

給
与

毎
年

４
月

１
日

現
在

（
以

下
「

４
月

当
初

現
在

」
と

１
２

い
う

）
の

職
員

の
現

員
を

基
礎

と
し

て
算

定
す

る
。

。

ア
．

都
道

府
県

及
び

市
が

経
営

す
る

施
設

に
あ

っ
て

は
、

４
月

当
初

現
在

の
職

員
の

現
員

の
本

俸
、

特
殊

業
務

手
当

（
主

任
指

導
員

及
び

指
導

員
に

つ
い

て
は

、
別

に

定
め

る
額

を
限

度
と

し
、

看
護

師
に

つ
い

て
は

、
１

人

月
額

２
，

５
０

０
円

を
限

度
と

す
る

。
）

、
地

域
手

当

（
毎

年
度

の
４

月
中

に
給

与
の

改
定

を
行

う
こ

と
が

明
ら

か
な

場
合

は
、

そ
の

本
俸

、
特

殊
業

務
手

当
及

び

地
域
手
当
を
も
っ
て
４
月
当
初
現
在
の
そ
れ
ぞ
れ
の
額
と

み
な

す
。

）
及

び
扶

養
手

当
の

合
算

額
と

次
に

示
す

職
員

の
職

種
別

の
本

俸
、

特
殊

業
務

手
当

、
地

域
手

当

及
び

扶
養

手
当

の
合

算
額

と
を

比
較

し
て

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

と
す

る
。
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新
旧

経
費

の
経

費
の

経
費

の
区

分
単

価
員

数
経

費
の

区
分

単
価

員
数

種
類

種
類

イ
．

イ
．

法
人

が
経

営
す

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
４

月
当

初
略

現
在

の
職

員
の

本
俸

、
特

殊
業

務
手

当
（

主
任

指
導

員

及
び
指
導
員
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
額
を
限
度
と
し
、

看
護

師
に

つ
い

て
は

、
１

人
月

額
２

，
５

０
０

円
を

限
度

と
す

る
、

地
域

手
当

（
毎

年
度

の
４

月
中

に
給

。
）

与
の

改
定

を
行

う
こ

と
が

明
ら

か
な

場
合

は
、

そ
の

本

俸
、

特
殊

業
務

手
当

及
び

地
域

手
当

を
も

っ
て

４
月

当

初
現
在
の
そ
れ
ぞ
れ
の
額
と
み
な
す
。
）
及
び
扶
養
手
当

の
合

算
額

と
す

る
。

(
2
)

略
(
2
)

期
末

勤
勉

手
当

(
1
)
の

給
与

の
単

価
及

び
(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

礎
と

４
．

５

な
っ

た
４

月
当

初
現

在
の

職
員

の
期

末
勤

勉
手

当
加

算
額

（
円

未
満

切
捨

）

の
合

算
額

と
す

る
。

(
3
)

略
(
3
)

管
理

職
手

当
(
1
)
の

給
与

の
単

価
の

欄
に

お
い

て
算

定
し

た
施

設
長

の
０

．
１

２
５

本
俸

×
１

２

(
4
）

管
理

職
員

特
別

(
1
)
の

給
与

の
単

価
の

欄
に

お
い

て
算

定
し

た
施

設
長

に
勤

務
回

数
(
4
)

管
理

職
員

特
別

(
1
)
の

給
与

の
単

価
の

欄
に

お
い

て
算

定
し

た
施

設
長

に
勤

務
回

数

勤
務

手
当

つ
い

て
、

臨
時

又
は

緊
急

の
必

要
に

よ
る

週
休

日
又

は
勤

務
手

当
つ

い
て

、
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

に
よ

る
週

休
日

又
は

休
日

の
勤

務
を

し
た

場
合

休
日

の
勤

務
を

し
た

場
合

勤
務

１
回

に
つ

き
６

，
０

０
０

円
勤

務
１

回
に

つ
き

４
，

０
０

０
円

(
5
)

(
5
)

超
過

勤
務

手
当

(
1
)
の

給
与

の
単

価
の

欄
に

お
い

て
算

定
し

た
本

俸
、

０
．

０
４

２
７

略

特
殊

業
務

手
当

（
１

人
月

額
２

，
５

０
０

円
の

加
算

額
を

除
く

｡
)
及

び
地

域
手

当
の

額
の

合
算

額
（

施
設

長
の

本
俸

及
び

地
域

手
当

の
額

を
除

く
｡
)
×

１
２

(
6
)

(
6
)

住
居

手
当

(
1
)
の

給
与

の
算

定
の

基
礎

と
な

っ
た

４
月

当
初

現
在

の
１

２
略

職
員

の
住

居
手

当
の

月
額

(
7
)

(
7
)

通
勤

手
当

(
1
)
の

給
与

の
算

定
の

基
礎

と
な

っ
た

４
月

当
初

現
在

の
１

２
略

職
員

に
つ

い
て

算
定

し
た

手
当

月
額
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旧

経
費

の
経

費
の

経
費

の
区

分
単

価
員

数
経

費
の

区
分

単
価

員
数

種
類

種
類

(
8
)

(
8
)

非
常

勤
調

理
員

年
額

１
，

５
９

６
，

０
０

０
円

１
略

等

(
9
)

(
9
)

非
常
勤
調
理
員
等

年
額

７
４

，
４

８
０

円
１

略

年
休
代
替
要
員
費

(
1
0
)

(
1
0
)
年
休
代
替
要
員
費

年
額

１
１

８
，

４
０

０
円

(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

略

礎
と

な
っ

た
指

導
員

及
び

看
護

師
数

(
1
1
)

(
1
1
)
調

理
員

等
年

休
年

額
１

０
６

，
４

０
０

円
(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

略

代
替

要
員

費
礎

と
な

っ
た

調
理

員
等

(
1
2
)

(
1
2
)
看

護
代

替
経

費
年

額
１

，
９

５
０

円
取

扱
定

員
略

(
1
3
)
社
会
保
険
事
業
主

厚
生

年
金

保
険

、
健

康
保

険
及

び
雇

用
保

険
労

働
者

１
２

(
1
3
)
社
会
保
険
事
業
主

厚
生

年
金

保
険

、
健

康
保

険
及

び
雇

用
保

険
労

働
者

１
２

負
担

金
災
害
補
償
保
険
又
は
地
方
公
務
員
共
済
組
合
に
つ
い
て
の
み

負
担

金
災
害
補
償
保
険
又
は
地
方
公
務
員
共
済
組
合
に
つ
い
て
の
み

４
月
当
初
現
在
職
員
現
員
の
給
与
に
見
合
う
所
定
の
月
額

４
月

当
初

現
在

職
員

現
員

の
給

与
に

見
合

う
所

定
の

月
額

の
合
算
額
又
は
給
与
の
算
定
基
礎
額
の
欄
に
お
い
て
算
定

の
合

算
額

又
は

給
与

の
算

定
基

礎
額

の
欄

に
お

い
て

算
定

し
た

給
与

に
０

．
１

８
１

７
２

を
乗

じ
て

得
た

額
し

た
給

与
に

０
．

１
７

９
５

８
を

乗
じ

て
得

た
額

(
1
4
)

(
1
4
)
嘱

託
医

手
当

４
月

当
初

現
在

の
嘱

託
医

手
当

の
月

額
１

２
略

(
1
5
)
宿

直
業

務
改

善
費

１
施

設
年

額
２

，
４

６
０

，
５

０
０

円
１

(
1
5
)
宿
直
業
務
改
善
費

１
施

設
年

額
２

，
４

５
７

，
８

４
０

円
１

管
理

費
(
1
6
)

管
理

費
(
1
6
)
旅

費
５

，
５

８
０

円
(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

略

礎
と

な
っ

た
職

員
の

う

ち
、

調
理

員
等

を
除

い
た

職
員

数

(
1
7
)

(
1
7
)
庁

費
５

７
，

１
２

０
円

同
上

略
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経
費

の
経

費
の

種
類

経
費

の
区

分
単

価
員

数
種

類
経

費
の

区
分

単
価

員
数

(
1
8
)
略

(
1
8
)
特

別
管

理
費

５
０

人
以

下
の

施
設

年
額

８
４

２
，

１
０

０
円

１

５
１

人
以

上
の

施
設

年
額

７
８

５
，

４
０

０
円

１

(
1
9
)
略

(
1
9
)
職

員
研

修
費

１
，

９
５

０
円

(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
職

員
の

う

ち
、

調
理

員
等

を
除

い
た

職
員

数

(
2
0
)
略

(
2
0
)
被

服
手

当
６

３
０

円
(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
調

理
員

等

(
2
1
)
職
員

健
康
管

理
費

５
，

６
９

０
円

(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

(
2
1
)
職
員
健
康
管
理
費

５
，

６
０

０
円

(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
職

員
数

礎
と

な
っ

た
職

員
数

(
2
2
)
略

(
2
2
)
各

所
修

繕
費

１
㎡

当
た

り
３

７
９

円
当

該
施

設
の

実
延

数

（
１

㎡
未

満
切

捨
）

た
だ

し
、

一
時

保
護

所
の

場
合

婦
人

相
談

所
と

の
兼

用
部

分
に

つ
い

て
は

、
そ

の
主

た
る

用
途

に
よ

っ
て

按
分

さ
れ

た
延

面
積

(
2
3
)
略

(
2
3
)
入

所
者

保
健

３
，

１
５

０
円

取
扱

定
員

衛
生

費

(
2
4
)
略

(
2
4
)
業

務
省

力
化

等
直

接
処

遇
職

員
年

額
２

９
９

，
９

８
５

円
(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

勤
務
条
件
改
善
費

礎
と

な
っ

た
指

導
員

及
び

看
護

師
数

調
理

員
年

額
２

９
０

，
４

７
２

円
(
1
)

の
給

与
の

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
調

理
員

数

(
2
5
)
非

常
勤

職
員

(
2
5
)
非

常
勤

職
員

年
額

５
，

６
０

０
円

１
処

遇
改

善
費

年
額

５
，

６
９

０
円

１
処

遇
改

善
費

(
2
6
)
苦

情
解

決
対

策
年

額
２

５
，

３
２

６
円

(
2
6
)
苦

情
解

決
対

策
年

額
２

７
，

２
１

６
円

１

経
費

経
費
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経
費

の
略

経
費

の
区

分
単

価
員

数

種
類

(
2
7
)
調

理
業

務
外

調
理

業
務

の
全

部
を

委
託

す
る

場
合

は
、

そ
の

委
託

料
１

２

部
委

託
費

（
事

務
費

相
当

）
の

月
額
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小規模住居型児童養育事業実施要綱（案）

第１ 目 的

小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、保護者のない

児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 以下 要（ 「

保護児童」という ）に対し、この事業を行う住居（以下「ファミリーホー。

ム」という ）において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を。

尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を

養い、児童の自立を支援することを目的とする。

第２ 設置及び運営の主体

設置及び運営の主体は、都道府県知事（指定都市にあっては、市長とし、

、 。 。）児童相談所設置市にあっては 児童相談所設置市の市長とする 以下同じ

が適当と認めた者とする。

第３ 対象児童

この事業の対象児童は、要保護児童のうち、家庭的な養育環境の下で児童

間の相互作用を活かしつつ養育を行うことが必要とされたものであって、児

童福祉法（以下「法」という ）第２７条第１項第３号の規定に基づき措置。

されたものとする。

第４ 対象人員

ファミリーホームの入居定員は、５人又は６人とする。

第５ ファミリーホームの設備等

（１） 児童の日常生活に支障がないよう、必要な設備を有し、養育者等が児童

に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態とすること。

（２） 居間、食堂等児童が相互交流することができる場所を有するほか、ファ

ミリーホームの設備全てが、児童の適切な養育に資するものであること。

（３） 風呂、洗面所、便所、子どもの居室を有することとし、年齢に応じて男

子と女子の居室を別にすること。

（４） 保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならないこと。

第６ 事業内容

この事業は、法第２７条第１項第３号の規定による委託を受け、養育者の

住宅を利用し、次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。

（資料１２）
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（１） 家庭的な環境の下で、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する養育

者により、きめ細かな養育を行うこと。

（２） 児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこ

と。

（３） 児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支

援体制を確保しつつ、養育を行うこと。

第７ 職 員

（１） ファミリーホームごとに３人以上の養育者を置かなければならない。た

だし、養育者が１人以上である場合には、補助者（養育者を補助する者）

をもってその他の養育者に代えることができる。

（２） １人以上の養育者が当該住居に本拠をおき、専任の養育者でなければな

らないものとし、うち１人をファミリーホームの管理者とする。

（３） 養育者は、以下の各号援助及び生活指導等を行う者は、次の①から④ま

でのいずれか及び⑤に該当する者をもって充てるものとする。補助者は、

⑤に該当する者とする。

① 養育里親として２年以上同時に２人以上の委託児童の養育の経験を有す

る者

② 養育里親として５年以上登録し、かつ、通算して５人以上の委託児童の

養育の経験を有する者

③ ３年以上児童福祉事業に従事した者

④ ①～③に準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者

⑤ 法第３４条の１５第１項各号の規定に該当しない者

（※ ①及び②については、平成２１年４月１日より前における里親として

の経験を含むものとする）

第８ 実施に当たっての留意事項

小規模住居型児童養育事業者（以下「事業者」という ）は、運営方針、。

職員の職務内容、児童への援助内容、入居者の権利擁護に関する事項等、児

童福祉法施行規則第１条の２６に規定する事項を運営規程に定めるととも

に、次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施すること。

（１） 都道府県は、児童の委託をしようとするときは、児童相談所長、児童又

はその保護者、事業者の意見を聴くこと。

（２） 児童を委託する場合、養育者及び既に委託されている児童と新たに委託

する児童との適合性が極めて重要であるため、都道府県は、児童のアセス

メントや、養育者及びすでに委託されている児童と新たに委託する児童と

の適合性の確認等十分な調整を行った上で、当該児童に最も適した事業者

に委託するよう努めること。特に、その児童がこれまで育んできた人的関

係や育った環境などの連続性を大切にし、可能な限り、その連続性が保障

できる事業者に委託するよう努めること。
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（３） 都道府県は、虚弱な児童、障害がある児童、虐待や非行等の問題を抱え

た児童を委託する場合には、知識や経験を有する等それらの児童を適切に

養育できる事業者に委託すること。

（４） 事業者は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し懇

切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。

（５） 事業者は、入居している児童の人数、年齢等に応じた養育体制を維持で

きるよう、養育者及び補助者を適切に配置すること。

（６） 事業者は、児童が不安定な状態となる場合や緊急時の対応などを含め、

児童の状況に応じた養育を行うことができるよう、学校、児童相談所、児

童福祉施設、要保護児童対策地域協議会その他の関係機関との連携その他

の適切な支援体制を確保しなければならない。

（７） 事業者は、都道府県知事からの求めに応じて、児童の状況等について定

期的（６ヶ月に１回以上）に調査を受けなければならない。

（８） 事業者は、児童相談所長があらかじめ当該事業者並びにその養育する児

童及びその保護者の意見を聴いて当該児童ごとに作成する自立支援計画に

従って、当該児童を養育しなければならない。

（９） 事業者は、養育者に対し、児童に法第３３条の１０各号に規定する虐待

等を行ってはならない旨、徹底すること。

（ ） 事業者は、児童の権利擁護、虐待の防止等のため、苦情を受け付けるた10
めの窓口や責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、第三者

による関与や、養育者に対し研修を実施する等の措置を講じなければなら

ない。

（ ） 事業に運営に当たっては、児童の記録や事務運営に係る会計に関する諸11
帳簿を適切に整備すること。特に、養育者等の人件費の支出と児童の生活

に係る費用の支出は、区分を明確にして帳簿に記入すること。

また、特に運営主体が法人である場合については、養育者の法人におけ

る立場等も十分に踏まえ、労働法規等に即して実施すること。

（ ） その他、児童福祉法施行規則に掲げる規定に留意し、児童が心身ともに12
健やかにして社会に適応するよう、適切な養育を行うこと。

第９ 経 費

本事業の運営に関する経費は 「児童福祉法による児童入所施設措置費等、

国庫負担金について （平成 年 月 日厚生省発児第８６号厚生事務次」 11 4 30
官通知）によるものとする。
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○
○

年
○

月
○

日
雇

児
発

第
○

○
号

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
殿

各
殿

指
定

都
市

市
長

指
定

都
市

市
長

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

義
務

教
育

終
了

後
、

児
童

養
護

施
設

等
を

退
所

し
、

就
職

す
る

児
童

等
の

社
会

的
自

立
を

促
義

務
教

育
終

了
後

、
児

童
養

護
施

設
等

を
退

所
し

、
就

職
す

る
児

童
等

の
社

会
的

自
立

を
促

進
す

る
事

業
と

し
て

、
昭

和
６

３
年

５
月

２
０

日
付

本
職

通
知

「
自

立
相

談
援

助
事

業
の

実
施

進
す

る
事

業
と

し
て

、
昭

和
６

３
年

５
月

２
０

日
付

本
職

通
知

「
自

立
相

談
援

助
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
「

自
立

相
談

援
助

事
業

」
が

実
施

さ
れ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
今

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
「

自
立

相
談

援
助

事
業

」
が

実
施

さ
れ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
今

般
、

施
設

退
所

後
の

児
童

等
に

対
す

る
支

援
の

強
化

の
た

め
、

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法

般
、

施
設

退
所

後
の

児
童

等
に

対
す

る
支

援
の

強
化

の
た

め
、

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

。
）

の
改

正
に

よ
り

、
同

事
業

を
「

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

」
と

し
児

童
居

律
第

１
６

４
号

。
）

の
改

正
に

よ
り

、
同

事
業

を
「

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

」
と

し
児

童
居

宅
生

活
援

助
事

業
の

一
類

型
と

し
て

法
定

化
す

る
と

と
も

に
、

「
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
実

宅
生

活
援

助
事

業
の

一
類

型
と

し
て

法
定

化
す

る
と

と
も

に
、

「
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
実

施
要

綱
」

を
別

紙
の

通
り

定
め

、
平

成
１

０
年

４
月

１
日

よ
り

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

施
要

綱
」

を
別

紙
の

通
り

定
め

、
平

成
１

０
年

４
月

１
日

よ
り

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

そ
の

適
正

か
つ

円
滑

な
実

施
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

そ
の

適
正

か
つ

円
滑

な
実

施
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

な
お

、
本

通
知

の
施

行
に

伴
い

、
昭

和
６

３
年

５
月

２
０

日
付

本
職

通
知

「
自

立
相

談
援

助
な

お
、

本
通

知
の

施
行

に
伴

い
、

昭
和

６
３

年
５

月
２

０
日

付
本

職
通

知
「

自
立

相
談

援
助

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

は
廃

止
す

る
。

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

は
廃

止
す

る
。

（資料１３）
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新
旧

（
別

紙
）

（
別

紙
）

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

実
施

要
綱

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

実
施

要
綱

第
１

目
的

第
１

目
的

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

は
、

児
童

の
自

立
支

援
を

図
る

観
点

か
ら

、
義

務
教

育
終

了
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
は

、
児

童
の

自
立

支
援

を
図

る
観

点
か

ら
、

義
務

教
育

終
了

後
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
等

を
退

所
し

、
就

職
す

る
児

童
等

に
対

し
、

後
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
等

を
退

所
し

、
就

職
す

る
児

童
等

に
対

し
、

こ
れ

ら
の

者
が

共
同

生
活

を
営

む
べ

き
住

居
（

以
下

「
自

立
援

助
ホ

ー
ム

」
と

い
う

。
）

こ
れ

ら
の

者
が

共
同

生
活

を
営

む
べ

き
住

居
（

以
下

「
自

立
援

助
ホ

ー
ム

」
と

い
う

。
）

に
お

い
て

、
相

談
そ

の
他

の
日

常
生

活
上

の
援

助
及

び
生

活
指

導
並

び
に

就
業

の
支

援
に

お
い

て
、

相
談

そ
の

他
の

日
常

生
活

上
の

援
助

及
び

生
活

指
導

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
（

以
下

「
援

助
の

実
施

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

あ
わ

せ
て

援
助

の
実

施
を

解
除

さ
れ

た
社

会
的

自
立

の
促

進
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
者

へ
の

相
談

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
社

会
的

自
立

の
促

進
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

第
２

実
施

主
体

等
第

２
実

施
主

体
等

（
削

除
）

（
１

）
自

立
援

助
ホ

ー
ム

へ
の

援
助

措
置

の
実

施
主

体
は

、
都

道
府

県
（

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

と
す

る
。

設
置

及
び

運
営

の
主

体
は

、
地

方
公

共
団

体
及

び
社

会
福

祉
法

人
、

民
法

（
明

治
２

９
（

２
）

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

運
営

主
体

は
、

地
方

公
共

団
体

及
び

社
会

福
祉

法
人

、
民

法
年

法
律

第
８

９
号

）
第

３
４

条
の

規
定

に
よ

り
設

立
さ

れ
た

法
人

等
で

あ
っ

て
都

道
府

県
（

明
治

２
９

年
法

律
第

８
９

号
）

第
３

４
条

の
規

定
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
法

人
等

で
あ

知
事

（
指

定
都

市
に

あ
っ

て
は

、
市

長
と

し
、

児
童

相
談

所
設

置
市

に
あ

っ
て

は
、

児
童

っ
て

都
道

府
県

知
事

（
指

定
都

市
に

あ
っ

て
は

、
市

長
と

し
、

児
童

相
談

所
設

置
市

に
相

談
所

設
置

市
の

市
長

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

が
適

当
と

認
め

た
者

と
す

る
。

あ
っ

て
は

、
児

童
相

談
所

設
置

市
の

市
長

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

が
適

当
と

認
め

た
者

と
す

る
。

第
３

対
象

児
童

第
３

対
象

児
童

こ
の

事
業

の
対

象
児

童
は

、
義

務
教

育
を

終
了

し
た

２
０

歳
未

満
の

児
童

等
（

以
下

こ
の

事
業

の
対

象
児

童
は

、
義

務
教

育
を

終
了

し
た

１
８

歳
未

満
の

児
童

（
法

第
３

１
「

児
童

」
と

い
う

。
）

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

、
条

第
４

項
に

規
定

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

２
０

歳
未

満
の

者
。

）
で

あ
っ

て
、

次
の

各
都

道
府

県
に

よ
り

児
童

福
祉

法
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
３

３
条

の
６

第
１

項
の

規
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
法

第
２

７
条

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
き

措
置

さ
定

に
基

づ
き

援
助

の
実

施
が

必
要

と
さ

れ
た

も
の

と
す

る
。

れ
た

も
の

と
す

る
。

①
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
里

親
に

委
託

す
る

措
置

又
は

児
①

里
親

に
委

託
す

る
措

置
又

は
児

童
養

護
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
若

し
く

は
童

養
護

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

若
し

く
は

児
童

自
立

支
援

施
設

に
入

所
さ

児
童

自
立

支
援

施
設

に
入

所
さ

せ
る

措
置

を
解

除
さ

れ
た

も
の

せ
る

措
置

を
解

除
さ

れ
た

も
の

②
前

号
に

規
定

す
る

児
童

以
外

の
児

童
で

あ
っ

て
、

都
道

府
県

知
事

が
当

該
児

童
の

自
②

前
号

に
規

定
す

る
児

童
以

外
の

児
童

で
あ

っ
て

、
都

道
府

県
知

事
が

当
該

児
童

の
自

立
立

の
た

め
に

援
助

及
び

生
活

指
導

等
が

必
要

と
認

め
た

も
の

の
た

め
に

援
助

及
び

生
活

指
導

が
必

要
と

認
め

た
も

の

第
４

対
象

人
員

第
４

対
象

人
員

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

入
居

定
員

は
、

５
人

か
ら

２
０

人
と

す
る

。
こ

の
事

業
の

対
象

人
員

は
、

お
お

む
ね

５
名

か
ら

2
0
名

と
す

る
。

第
５

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

設
備

等
第

５
自

立
援

助
ホ

ー
ム

の
設

備
等

（
１

）
（

略
）

（
１

）
日

常
生

活
を

支
障

な
く

送
る

た
め

に
必

要
な

設
備

を
有

し
、

職
員

が
入

居
児

童
に

対
し

て
適

切
な

援
助

及
び

生
活

指
導

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
形

態
で

あ
る

こ
と

。
（

２
）

個
々

の
入

居
児

童
の

居
室

の
床

面
積

は
、

一
人

当
た

り
３

.
３

㎡
以

上
と

す
る

こ
と

。
（

２
）

個
々

の
入

居
者

の
居

室
の

床
面

積
は

、
一

人
当

た
り

３
.
３

㎡
以

上
と

す
る

こ
と

。
な

な
お

、
一

居
室

当
た

り
お

お
む

ね
２

人
ま

で
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、

男
子

と
女

子
は

別
お

、
一

居
室

当
た

り
お

お
む

ね
２

人
ま

で
と

す
る

こ
と

。
室

と
す

る
こ

と
。

（
３

）
居

間
、

食
堂

等
入

居
児

童
が

相
互

交
流

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

を
有

し
て

い
る

こ
（

３
）

居
間

、
食

堂
等

入
居

者
が

相
互

交
流

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

を
有

し
て

い
る

こ
と

。
と

。
（

４
）

（
略

）
（

４
）

保
健

衛
生

及
び

安
全

に
つ

い
て

配
慮

さ
れ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
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第
６

事
業

内
容

第
６

事
業

内
容

こ
の

事
業

は
、

児
童

が
自

立
し

た
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
当

該
児

童
の

身
こ

の
事

業
は

、
児

童
が

自
立

し
た

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

当
該

児
童

の
身

体
及

び
精

神
の

状
況

並
び

に
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
適

切
な

援
助

及
び

生
活

体
及

び
精

神
の

状
況

並
び

に
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
適

切
な

援
助

及
び

生
活

指
導

等
を

行
う

も
の

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

指
導

を
行

う
も

の
で

あ
り

、
そ

の
内

容
は

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
①

就
労

へ
の

取
り

組
み

姿
勢

及
び

職
場

の
対

人
関

係
に

つ
い

て
の

援
助

・
指

導
①

就
労

へ
の

取
り

組
み

姿
勢

及
び

職
場

の
対

人
関

係
に

つ
い

て
の

援
助

・
指

導
②

対
人

関
係

、
健

康
管

理
、

金
銭

管
理

、
余

暇
活

用
、

食
事

等
日

常
生

活
に

関
す

る
こ

②
健

康
管

理
、

金
銭

の
管

理
、

余
暇

の
活

用
、

食
事

等
日

常
生

活
に

つ
い

て
の

援
助

・
指

と
そ

の
他

自
立

し
た

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
営

む
た

め
に

必
要

な
相

談
・

援
助

・
導

指
導

③
職

場
を

開
拓

す
る

と
と

も
に

、
安

定
し

た
職

業
に

就
か

せ
る

た
め

の
援

助
・

指
導

及
③

職
場

を
開

拓
す

る
と

と
も

に
、

安
定

し
た

職
業

に
就

か
せ

る
た

め
の

援
助

・
指

導
び

就
労

先
と

の
調

整
④

児
童

の
家

庭
の

状
況

に
応

じ
た

家
庭

環
境

の
調

整
④

児
童

の
家

庭
の

状
況

に
応

じ
た

家
庭

環
境

の
調

整
⑤

児
童

相
談

所
及

び
必

要
に

応
じ

て
市

町
村

、
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
、

警
察

、
児

⑤
児

童
相

談
所

及
び

必
要

に
応

じ
て

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

、
児

童
委

員
、

公
共

職
業

童
委

員
、

公
共

職
業

安
定

所
等

関
係

機
関

と
の

連
携

安
定

所
等

関
係

機
関

と
の

連
携

⑥
自

立
援

助
ホ

ー
ム

を
退

所
し

た
者

に
対

す
る

生
活

相
談

な
ど

⑥
自

立
援

助
ホ

ー
ム

を
退

所
し

た
者

に
対

す
る

生
活

相
談

な
ど

⑦
（

削
除

）
⑦

就
労

先
、

警
察

等
関

係
機

関
と

の
調

整
な

ど
対

外
関

係
調

整
が

必
要

な
児

童
に

対
す

る
援

助
及

び
生

活
指

導

第
７

職
員

第
７

職
員

（
１

）
自

立
援

助
ホ

ー
ム

ご
と

に
、

指
導

員
（

主
と

し
て

児
童

自
立

生
活

援
助

に
携

わ
る

者
）

及
び

管
理

者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
管

理
者

は
指

導
員

が
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

２
）

指
導

員
は

次
の

と
お

り
配

置
す

る
こ

と
と

す
る

。
①

入
居

児
童

の
数

が
６

人
以

下
の

場
合

は
指

導
員

を
３

人
以

上
配

置
す

る
。

た
だ

し
、

指
導

員
を

２
人

以
上

配
置

し
て

い
る

場
合

に
は

残
り

を
補

助
員

（
指

導
員

を
補

助
す

る
者

）
を

も
っ

て
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

②
入

居
児

童
の

数
が

７
人

以
上

の
場

合
は

指
導

員
を

４
人

以
上

配
置

す
る

こ
と

と
し

、
以

降
入

居
児

童
の

数
が

７
人

か
ら

３
人

増
え

る
毎

に
指

導
員

を
１

人
加

え
て

得
た

人
数

以
上

と
す

る
。

た
だ

し
、

下
記

の
指

導
員

数
か

ら
１

を
減

じ
た

数
以

上
指

導
員

が
配

置
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
残

り
の

員
数

を
補

助
員

を
も

っ
て

代
え

る
こ

と
が

で
き

る

【
指

導
員

の
配

置
（

単
位

：
人

）
】

入
居

児
童

数
６

ま
で

７
～

９
1
0
～

1
2

1
3
～

1
5

1
6
～

1
8

1
9
以

上

３
以

上
４

以
上

５
以

上
６

以
上

７
以

上
８

以
上

指
導

員
数

（
補

助
員

を
含

む
）

２
以

上
３

以
上

４
以

上
５

以
上

６
以

上
７

以
上

必
置

指
導

員
数

（
３

）
指

導
員

は
、

児
童

の
自

立
支

援
に

熱
意

を
有

し
、

次
の

①
か

ら
④

ま
で

の
い

ず
れ

か
援

助
及

び
生

活
指

導
を

行
う

者
は

、
児

童
の

自
立

支
援

に
熱

意
を

有
し

、
次

の
各

号
の

及
び

⑤
に

該
当

す
る

者
を

も
っ

て
充

て
る

も
の

と
す

る
。

補
助

員
は

⑤
に

該
当

す
る

者
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

も
っ

て
充

て
る

も
の

と
す

る
。

と
す

る
。

①
児

童
福

祉
施

設
最

低
基

準
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

６
３

号
）

第
４

３
条

に
定

め
①

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

（
昭

和
２

３
年

厚
生

省
令

第
６

３
号

）
第

４
３

条
に

定
め

る
る

児
童

指
導

員
の

資
格

を
有

す
る

者
児

童
指

導
員

の
資

格
を

有
す

る
者

②
法

第
１

８
条

の
４

に
定

め
る

保
育

士
②

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

）
第

１
８

条
の

４
に

定
め

る
保

育
士

③
児

童
福

祉
事

業
及

び
社

会
福

祉
事

業
に

２
年

以
上

従
事

し
た

者
③

児
童

福
祉

事
業

及
び

社
会

福
祉

事
業

に
２

年
以

上
従

事
し

た
者

④
①

～
③

に
準

ず
る

者
と

し
て

、
都

道
府

県
知

事
が

適
当

と
認

め
た

者
⑤

法
第

３
４

条
の

１
５

第
１

項
各

号
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
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第
８

申
込

み
、

入
居

及
び

退
居

時
の

取
扱

等
第

８
入

居
及

び
退

居
時

の
報

告
等

（
１

）
都

道
府

県
は

、
そ

の
区

域
内

に
お

け
る

児
童

の
自

立
を

図
る

た
め

必
要

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

児
童

か
ら

援
助

の
実

施
に

つ
い

て
申

込
み

が
あ

っ
た

と
き

は
、

援
助

及
び

生
活

指
導

等
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

２
）

援
助

の
実

施
を

希
望

す
る

児
童

は
、

申
込

書
を

都
道

府
県

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
、

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

者
（

以
下

「
事

業
者

」
と

い
う

。
）

は
入

居
を

希
望

す
る

児
童

か
ら

の
依

頼
を

受
け

て
、

こ
の

児
童

に
代

わ
っ

て
都

道
府

県
に

申
込

書
の

提
出

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

（
３

）
都

道
府

県
は

、
（

１
）

に
よ

り
援

助
の

実
施

を
行

う
時

、
変

更
又

は
解

除
す

る
時

（
１

）
実

施
主

体
は

、
法

第
２

７
条

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
く

措
置

あ
る

い
は

法
第

３
１

条
は

、
事

業
者

の
意

見
を

聞
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

き
援

助
を

継
続

す
る

措
置

を
採

る
時

、
措

置
の

変
更

又
は

解
除

を
行

う
時

は
、

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

運
営

主
体

の
長

の
意

見
を

聞
く

こ
と

。
（

削
除

）
（

２
）

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

運
営

主
体

は
、

こ
の

事
業

に
よ

る
援

助
及

び
生

活
指

導
を

要
す

る
と

認
め

る
児

童
を

発
見

し
た

場
合

は
、

こ
れ

を
実

施
主

体
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
４

）
特

別
な

事
情

に
よ

り
事

業
者

の
所

在
す

る
都

道
府

県
以

外
の

都
道

府
県

が
、

援
助

の
実

施
を

行
う

時
あ

る
い

は
変

更
又

は
解

除
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

時
は

、
事

業
者

の
所

在
す

る
都

道
府

県
に

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

（
５

）
都

道
府

県
は

、
市

町
村

等
か

ら
援

助
の

実
施

が
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

児
童

に
つ

い
て

報
告

を
受

け
た

場
合

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
そ

の
児

童
に

対
し

申
込

み
を

勧
奨

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
６

）
都

道
府

県
は

、
児

童
福

祉
法

施
行

規
則

第
３

６
条

の
２

５
第

１
項

に
基

づ
き

、
そ

の
区

域
内

に
お

け
る

事
業

者
の

名
称

、
場

所
、

入
居

に
関

す
る

こ
と

等
に

つ
い

て
、

当
該

情
報

を
自

由
に

利
用

で
き

る
よ

う
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

活
用

や
児

童
相

談
所

や
施

設
に

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
す

る
等

に
よ

り
情

報
提

供
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

７
）

都
道

府
県

は
、

法
第

５
６

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
入

居
児

童
本

人
か

ら
、

そ
の

負
担

能
力

に
応

じ
て

、
本

事
業

の
実

施
に

要
す

る
費

用
の

一
部

を
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
８

）
事

業
者

は
、

入
居

児
童

が
死

亡
し

た
と

き
、

援
助

の
実

施
を

変
更

又
は

解
除

す
る

必
（

３
）

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

運
営

主
体

は
、

入
所

児
童

が
死

亡
し

た
と

き
、

あ
る

い
は

法
第

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

は
、

こ
れ

を
都

道
府

県
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

２
７

条
第

７
項

に
基

づ
く

措
置

を
継

続
、

変
更

ま
た

は
解

除
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

は
、

こ
れ

を
実

施
主

体
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
４

）
運

営
主

体
の

所
在

す
る

都
道

府
県

以
外

の
都

道
府

県
が

、
法

第
２

７
条

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
く

措
置

を
行

う
時

あ
る

い
は

そ
の

措
置

を
継

続
、

変
更

又
は

解
除

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
時

は
、

運
営

主
体

の
所

在
す

る
都

道
府

県
に

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

第
９

実
施

に
当

た
っ

て
の

事
業

者
の

留
意

事
項

第
９

実
施

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

事
業

者
は

、
運

営
方

針
、

職
員

の
職

務
内

容
、

児
童

へ
の

援
助

内
容

、
金

銭
管

理
の

方
法

、
入

居
児

童
の

権
利

擁
護

に
関

す
る

事
項

等
、

児
童

福
祉

法
施

行
規

則
第

３
３

条
の

２
０

に
規

定
す

る
運

営
規

程
を

定
め

る
と

と
も

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

し
適

切
に

事
業

を
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

１
）

児
童

の
内

面
の

悩
み

や
生

育
環

境
、

現
在

の
状

況
に

対
す

る
深

い
理

解
に

基
づ

き
、

（
１

）
事

業
の

運
営

に
あ

た
っ

て
は

、
児

童
の

内
面

の
悩

み
や

生
育

環
境

、
現

在
の

状
況

に
児

童
と

の
信

頼
関

係
の

上
に

立
っ

て
援

助
及

び
生

活
指

導
等

を
行

う
こ

と
。

対
す

る
深

い
理

解
に

基
づ

き
、

児
童

と
の

信
頼

関
係

の
上

に
立

っ
て

援
助

及
び

生
活

指
導

を
行

う
こ

と
。

（
２

）
児

童
相

談
所

、
福

祉
事

務
所

、
児

童
福

祉
施

設
、

児
童

委
員

、
児

童
の

雇
用

先
事

業
（

２
）

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

児
童

相
談

所
、

福
祉

事
務

所
、

児
童

福
祉

施
設

、
児

所
、

公
共

職
業

安
定

所
、

学
校

及
び

児
童

の
家

庭
等

と
密

接
に

連
携

を
と

り
、

児
童

に
童

委
員

、
入

所
児

童
の

雇
用

先
事

業
所

、
公

共
職

業
安

定
所

、
学

校
及

び
入

所
児

童
の

対
す

る
援

助
及

び
生

活
指

導
等

が
円

滑
か

つ
効

果
的

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

努
め

る
こ

家
庭

等
と

密
接

に
連

携
を

と
り

、
入

所
児

童
に

対
す

る
援

助
及

び
生

活
指

導
が

円
滑

か
と

。
つ

効
果

的
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
３

）
援

助
及

び
生

活
指

導
等

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

児
童

及
び

保
護

者
の

意
向

を
把

握
（

３
）

援
助

及
び

生
活

指
導

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

児
童

及
び

保
護

者
の

意
向

を
把

握
し

し
懇

切
を

旨
と

す
る

と
と

も
に

、
秘

密
保

持
に

つ
い

て
十

分
留

意
す

る
こ

と
。

懇
切

を
旨

と
す

る
と

と
も

に
、

秘
密

保
持

に
つ

い
て

十
分

留
意

す
る

こ
と

。
（

削
除

→
一

部
を

第
1
0
（

３
）

へ
）

（
４

）
入

居
者

負
担

金
を

徴
収

し
た

場
合

は
、

そ
れ

を
適

正
に

処
理

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
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に
関

連
す

る
諸

帳
簿

を
整

備
す

る
こ

と
。

ま
た

、
事

業
運

営
に

係
る

会
計

に
関

す
る

諸
帳

簿
を

整
備

す
る

こ
と

。
（

４
）

（
略

）
（

５
）

特
に

、
虐

待
な

ど
を

受
け

た
経

験
か

ら
人

間
関

係
が

う
ま

く
築

け
な

い
な

ど
に

よ
り

自
立

に
向

け
た

指
導

が
必

要
な

児
童

に
対

し
、

就
労

先
の

開
拓

や
住

居
の

確
保

、
警

察
等

関
係

機
関

と
の

調
整

、
退

所
者

の
ト

ラ
ブ

ル
相

談
な

ど
に

対
応

し
て

い
る

場
合

に
は

一
層

の
体

制
整

備
を

図
る

こ
と

。
（

５
）

事
業

者
は

、
児

童
の

権
利

擁
護

及
び

虐
待

の
防

止
を

図
る

た
め

、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
①

職
員

に
対

し
、

入
居

児
童

に
虐

待
等

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
旨

、
徹

底
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

②
責

任
者

を
設

置
す

る
等

必
要

な
体

制
の

整
備

を
行

う
と

と
も

に
、

職
員

に
対

し
研

修
を

実
施

す
る

等
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
③

援
助

に
関

す
る

児
童

等
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

④
苦

情
の

公
正

な
解

決
を

図
る

た
め

に
、

苦
情

の
解

決
に

当
た

っ
て

は
、

そ
の

職
員

以
外

の
者

を
関

与
さ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
⑤

自
ら

そ
の

提
供

す
る

援
助

の
質

の
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
定

期
的

に
外

部
の

者
に

よ
る

評
価

を
受

け
て

、
そ

れ
ら

の
結

果
を

公
表

し
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

６
）

都
道

府
県

か
ら

の
求

め
に

応
じ

、
入

居
児

童
の

状
況

等
に

つ
い

て
、

定
期

的
（

６
ヶ

月
に

１
回

以
上

）
に

調
査

を
受

け
る

こ
と

。
（

７
）

入
居

児
童

の
金

銭
管

理
を

行
う

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
運

営
規

程
に

金
銭

管
理

の
方

法
等

を
定

め
る

と
と

も
に

入
居

児
童

に
説

明
し

、
同

意
を

得
る

こ
と

。
ま

た
、

金
銭

管
理

の
記

録
を

月
に

１
回

以
上

入
居

児
童

に
知

ら
せ

る
こ

と
。

（
８

）
そ

の
他

、
児

童
福

祉
法

施
行

規
則

の
規

定
を

遵
守

し
、

児
童

が
自

立
し

た
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
適

切
な

援
助

及
び

生
活

指
導

等
を

行
う

こ
と

。

第
1
0

入
居

児
童

の
費

用
負

担
及

び
適

切
な

経
理

処
理

第
1
0

入
居

児
童

の
費

用
負

担
（

１
）

事
業

者
は

、
援

助
の

実
施

に
要

す
る

費
用

の
う

ち
、

食
事

の
提

供
及

び
居

住
に

要
す

入
居

児
童

本
人

に
帰

属
す

る
家

賃
、

飲
食

物
費

、
光

熱
水

費
及

び
そ

の
他

共
通

経
費

に
る

費
用

そ
の

他
の

日
常

生
活

で
通

常
必

要
に

な
る

も
の

で
入

居
児

童
に

負
担

さ
せ

る
こ

つ
い

て
は

、
入

居
児

童
に

負
担

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
入

居
児

童
に

負
担

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
（

２
）

入
居

児
童

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

額
は

、
運

営
規

程
に

定
め

た
額

以
下

と
し

、
あ

ら
か

じ
め

入
居

児
童

に
知

ら
せ

、
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
当

該
額

は
、

入
居

児
童

の
経

済
状

況
等

に
十

分
配

慮
し

た
額

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

３
）

入
居

児
童

に
費

用
を

負
担

さ
せ

た
場

合
は

、
適

正
に

処
理

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
に

関
連

す
る

諸
帳

簿
を

整
備

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
1
1

経
費

第
1
1

経
費

本
事

業
の

運
営

に
関

す
る

経
費

は
、

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
（

１
）

国
は

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

都
道

府
県

が
第

６
の

①
か

ら
⑥

に
掲

げ
る

事
業

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
1
年

4
月

3
0
日

厚
生

省
発

児
第

８
６

号
厚

生
事

務
次

官
通

の
た

め
に

支
出

し
た

費
用

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
知

）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

す
る

。
（

２
）

国
は

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

都
道

府
県

が
、

第
６

の
⑦

に
掲

げ
る

事
業

の
た

め
に

支
出

し
た

費
用

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

第
1
2

経
過

措
置

平
成

２
１

年
４

月
１

日
に

お
い

て
現

に
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
を

行
う

者
に

つ
い

て
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は
、

第
９

に
規

定
す

る
運

営
規

程
は

、
平

成
２

１
年

９
月

３
０

日
ま

で
に

定
め

る
こ

と
で

よ
い

も
の

と
す

る
。
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基幹的職員研修事業実施要綱（案）

第１ 目 的

社会的養護を必要とする子どもの数が増加し、虐待等子どもの抱える背景の多

様化が指摘されている中、今日の社会的養護において、施設に入所している児童

及びその家庭への支援の質を確保するためには、その担い手である施設職員の専

門性の向上を図り、計画的に育成するための体制を整備する必要がある。

このため、自立支援計画等の作成及び進行管理、職員の指導等を行う基幹的職

員（スーパーバイザー）を養成するための研修を実施し、施設における組織的な

支援体制の確保と人材育成を可能とすることを目的とする。

第２ 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。以

下同じ ）とする。なお、都道府県は、当該事業を適切に実施することができる。

と認めた者に委託して実施することができる。

第３ 基幹的職員の業務内容

（１） 入所児童の支援計画の進捗状況の把握、見直しなどケースマネージメント

とその進行管理を行う。

（２） 地域の社会資源等について理解し、関係機関との連携において中心的な役

割をはたす。

（３） 職員に対する適切な指導・教育（スーパーバイズ）及び職員のメンタルヘ

ルスに関する支援を行う。

第４ 受講対象者

基幹的職員研修の受講対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

（１） 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、母

子生活支援施設（以下「対象施設」という ）の職員である者。。

（２） 対象施設等における、直接支援や相談支援などの業務の実務経験がおおむ

ね１０年以上の者。

（３） 人格円満で児童福祉に関し相当の知識・経験を有する者であるとして、施

設長が基幹的職員の候補者として適任であるとして推薦した者。

第５ 実施内容

（１） 研修の申込み

対象施設の施設長は、第４に該当する者の推薦書を添えて、受講申込書を

都道府県に提出すること。

（２） 研修の方法及び内容

（資料１４）
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① 講義及び事例を用いた演習により行う

児童福祉に係る基礎的知識は、すでに習得していることを前提とした内容

とすること。また、演習は現場での課題などを中心に構成し、実践において

活用が期待できるテーマを設定すること。

② 前期と後期に分けて研修を行う（各２日程度）

前期の研修ではスーパービジョンを行う上で必要な専門的知識・技能を学

び、現場で実践を行い、後期の研修ではその実践における課題を解決するた

めの知識や技能の習得を図ること。

③ 講義及び演習は、以下の内容の研修を行う

・施設の管理・運営（マネージメント）に関すること

・職員への指導（スーパーバイズ）やメンタルヘルスに関すること

・子どもの権利擁護に関すること

・施設における日常的なケアに関すること

・施設における専門的なケア（心理治療等）に関すること

・子どもの発達に関すること

・アセスメントに関すること

・ケースカンファレンス、チームアプローチに関すること

・家族支援やソーシャルワークに関すること

・関係機関との連携に関すること

・社会的養護における高度な専門性を必要とする知識や援助技術に関する

こと

・その他基幹的職員に必要と思われる内容に関すること

（３） 研修講師

研修講師については、国が行う研修指導者養成研修を修了している者その

他児童福祉に関する見識を有し、上記の講義及び演習を適切に実施できる者

とすること。

第６ 修了認定

（１） 都道府県は、基幹的職員研修の課程を修了した者に対して、修了認定を行

うこと。

（２） 都道府県は、基幹的職員研修の課程を修了した者に対して、修了証書を交

付すること。なお、基幹的職員研修の実施を他の機関に委託している場合に

は、委託先が行う評価に基づいて都道府県が修了認定を行い、修了証書を交

付すること。

（３） 都道府県は、修了証書を交付したときは、その旨を適当な方法により記録

しておくこと。

（４） 都道府県は、基幹的職員の専門性の維持・向上に努めること。また、必要

が認められる者については、基幹的職員研修の再受講の指示を行うこと。
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第７ 経費の補助

国は、都道府県が基幹的職員研修事業のために支出した費用について、別に定

めるところにより予算の範囲内で補助を行うものとする。

第８ その他

平成２１年度について、都道府県は、研修実施計画案を、策定後速やかに厚生

労働省に対し提出すること。
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児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
運

営
に

つ
い

て
（

一
部

改
正

案
新

旧
表

）

新
（

案
）

旧

平
成

１
０

年
５

月
１

８
日

平
成

１
０

年
５

月
１

８
日

児
発

第
３

９
７

号
児

発
第

３
９

７
号

【
一

部
改

正
】

平
成

１
８

年
４

月
３

日
雇

児
発

第
0
4
0
3
0
1
3
号

【
一

部
改

正
】

平
成

１
８

年
４

月
３

日
雇

児
発

第
0
4
0
3
0
1
3
号

【
一

部
改

正
】

平
成

○
○

年
○

月
○

日
雇

児
発

第
○

号
都

道
府

県
知

事
都

道
府

県
知

事
各

殿
各

殿
指

定
都

市
市

長
指

定
都

市
市

長
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
運

営
に

つ
い

て
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

運
営

に
つ

い
て

児
童

福
祉

の
向

上
に

つ
い

て
は

、
か

ね
て

か
ら

特
段

の
ご

配
慮

を
煩

わ
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

児
童

福
祉

の
向

上
に

つ
い

て
は

、
か

ね
て

か
ら

特
段

の
ご

配
慮

を
煩

わ
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

９
年

法
律

第
７

４
号

）
に

よ
り

、
新

た
る

が
、

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
９

年
法

律
第

７
４

号
）

に
よ

り
、

新
た

に
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
が

創
設

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

当
該

施
設

に
お

け
る

設
備

及
び

運
に

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

が
創

設
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
当

該
施

設
に

お
け

る
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
は

、
児

童
福

祉
施

設
最

低
基

準
(
昭

和
２

３
年

厚
生

省
令

第
６

３
号

)
に

よ
る

ほ
営

に
関

す
る

基
準

は
、

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

(
昭

和
２

３
年

厚
生

省
令

第
６

３
号

)
に

よ
る

ほ
か

、
別

紙
の

と
お

り
「

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

設
置

運
営

要
綱

」
を

定
め

た
の

で
、

そ
の

適
正

か
、

別
紙

の
と

お
り

「
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
設

置
運

営
要

綱
」

を
定

め
た

の
で

、
そ

の
適

正
か

つ
円

滑
な

運
営

を
図

ら
れ

た
く

通
知

す
る

。
か

つ
円

滑
な

運
営

を
図

ら
れ

た
く

通
知

す
る

。

（
別

紙
）

（
別

紙
）

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

設
置

運
営

要
綱

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

設
置

運
営

要
綱

１
目

的
１

目
的

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

地
域

の
児

童
の

福
祉

に
関

す
る

各
般

の
問

題
に

つ
き

、
児

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

地
域

の
児

童
の

福
祉

に
関

す
る

各
般

の
問

題
に

つ
き

、
児

童
に

関
す

る
家

庭
そ

の
他

か
ら

の
相

談
の

う
ち

、
専

門
的

な
知

識
及

び
技

術
を

必
要

と
す

る
童

、
母

子
家

庭
そ

の
他

の
家

庭
、

地
域

住
民

そ
の

他
か

ら
の

相
談

に
応

じ
、

必
要

な
助

言
を

も
の

に
応

じ
、

必
要

な
助

言
を

行
う

と
と

も
に

、
市

町
村

の
求

め
に

応
じ

、
技

術
的

助
言

そ
行

う
と

と
も

に
、

保
護

を
要

す
る

児
童

又
は

そ
の

保
護

者
に

対
す

る
指

導
を

行
い

、
あ

わ
せ

の
他

必
要

な
援

助
を

行
う

ほ
か

、
保

護
を

要
す

る
児

童
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

指
導

を
て

児
童

相
談

所
、

児
童

福
祉

施
設

等
と

の
連

絡
調

整
等

を
総

合
的

に
行

い
、

地
域

の
児

童
、

行
い

、
あ

わ
せ

て
児

童
相

談
所

、
児

童
福

祉
施

設
等

と
の

連
絡

調
整

等
を

総
合

的
に

行
い

、
家

庭
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
地

域
の

児
童

、
家

庭
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

２
設

置
及

び
運

営
の

主
体

２
設

置
及

び
運

営
の

主
体

設
置

及
び

運
営

の
主

体
は

、
地

方
公

共
団

体
並

び
に

民
法

（
明

治
２

９
年

法
律

第
８

９
号

）
設

置
及

び
運

営
の

主
体

は
、

地
方

公
共

団
体

並
び

に
民

法
（

明
治

２
９

年
法

律
第

８
９

号
）

３
４

条
の

規
定

に
よ

り
設

立
さ

れ
た

法
人

及
び

社
会

福
祉

法
人

等
で

あ
っ

て
、

都
道

府
県

知
３

４
条

の
規

定
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
法

人
及

び
社

会
福

祉
法

人
と

す
る

。
事

（
指

定
都

市
に

あ
っ

て
は

、
市

長
と

し
、

児
童

相
談

所
設

置
市

に
あ

っ
て

は
、

児
童

相
談

（資料１５）
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所
設

置
市

の
市

長
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
が

児
童

福
祉

法
第

２
７

条
第

１
項

第
２

号
に

よ
る

指
導

委
託

先
と

し
て

も
適

切
な

水
準

の
専

門
性

を
有

す
る

機
関

で
あ

る
と

認
め

た
者

と
す

る
。

３
支

援
体

制
の

確
保

３
児

童
福

祉
施

設
へ

の
附

置
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
は

、
要

保
護

児
童

及
び

要
支

援
児

童
の

相
談

指
導

に
関

す
る

知
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
は

、
児

童
福

祉
施

設
の

相
談

指
導

に
関

す
る

知
見

や
、

夜
間

・
見

や
経

験
を

有
し

、
夜

間
・

緊
急

時
の

対
応

や
一

時
保

護
等

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
緊

急
時

の
対

応
、

一
時

保
護

等
に

当
た

っ
て

の
施

設
機

能
の

活
用

を
図

る
観

点
か

ら
、

乳
児

と
が

で
き

る
よ

う
、

児
童

相
談

所
、

市
町

村
、

児
童

福
祉

施
設

、
警

察
そ

の
他

の
関

係
機

関
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

及
び

児
童

自
立

と
の

連
携

そ
の

他
の

支
援

体
制

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
支

援
施

設
に

附
置

す
る

。

４
事

業
内

容
等

４
事

業
内

容
等

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

以
下

に
定

め
る

事
業

を
実

施
す

る
。

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

以
下

に
定

め
る

事
業

を
実

施
す

る
。

（
１

）
地

域
・

家
庭

か
ら

の
相

談
に

応
ず

る
事

業
（

１
）

地
域

・
家

庭
か

ら
の

相
談

に
応

ず
る

事
業

地
域

の
児

童
の

福
祉

に
関

す
る

各
般

の
問

題
に

つ
き

、
児

童
に

関
す

る
家

庭
そ

の
他

か
地

域
の

児
童

の
福

祉
に

関
す

る
各

般
の

問
題

に
つ

き
、

児
童

、
母

子
家

庭
そ

の
他

か
ら

ら
の

相
談

の
う

ち
、

専
門

的
な

知
識

及
び

技
術

を
必

要
と

す
る

も
の

に
応

じ
、

必
要

な
助

の
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

助
言

を
行

う
。

言
を

行
う

。
（

２
）

市
町

村
の

求
め

に
応

ず
る

事
業

市
町

村
の

求
め

に
応

じ
、

技
術

的
助

言
そ

の
他

必
要

な
援

助
を

行
う

。
（

３
）

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所

）
か

ら
の

受
託

に
よ

る
指

導
（

２
）

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所

）
か

ら
の

受
託

に
よ

る
指

導
児

童
相

談
所

に
お

い
て

、
施

設
入

所
ま

で
は

要
し

な
い

が
要

保
護

性
が

あ
る

児
童

、
施

児
童

相
談

所
に

お
い

て
、

施
設

入
所

ま
で

は
要

し
な

い
が

要
保

護
性

が
あ

り
、

継
続

的
設

を
退

所
後

間
も

な
い

児
童

な
ど

、
継

続
的

な
指

導
措

置
が

必
要

で
あ

る
と

さ
れ

た
児

童
な

指
導

措
置

が
必

要
で

あ
る

と
さ

れ
た

児
童

及
び

そ
の

家
庭

に
つ

い
て

、
指

導
措

置
を

受
及

び
そ

の
家

庭
に

つ
い

て
、

指
導

措
置

を
受

託
し

て
指

導
を

行
う

。
託

し
て

指
導

を
行

う
。

（
４

）
関

係
機

関
等

と
の

連
携

・
連

絡
調

整
（

３
）

関
係

機
関

等
と

の
連

携
・

連
絡

調
整

児
童

や
家

庭
に

対
す

る
支

援
を

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
た

め
、

児
童

相
談

所
、

市
町

村
、

児
童

や
家

庭
に

対
す

る
支

援
を

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
た

め
、

福
祉

事
務

所
、

児
童

福
福

祉
事

務
所

、
児

童
福

祉
施

設
、

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

、
民

生
委

員
、

児
童

委
祉

施
設

、
民

生
委

員
、

児
童

委
員

、
母

子
自

立
支

援
員

、
母

子
福

祉
団

体
、

公
共

職
業

安
員

、
母

子
自

立
支

援
員

、
母

子
福

祉
団

体
、

公
共

職
業

安
定

所
、

婦
人

相
談

員
、

保
健

所
、

定
所

、
婦

人
相

談
員

、
保

健
所

、
市

町
村

保
健

セ
ン

タ
ー

、
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
、

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
、

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
教

育
委

員
会

、
学

校
等

と
の

連
絡

教
育

委
員

会
、

学
校

等
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。
調

整
を

行
う

。

５
事

業
の

実
施

５
事

業
の

実
施

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

次
の

点
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

次
の

点
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
～

（
２

）
（

１
）

住
民

の
利

用
度

の
高

い
時

間
に

対
応

で
き

る
体

制
を

採
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

（
略

）
（

２
）

支
援

に
当

た
っ

て
は

、
児

童
、

保
護

者
そ

の
他

の
意

向
の

把
握

に
努

め
る

と
と

も
に

、
懇

切
を

旨
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
３

）
児

童
に

関
す

る
家

庭
そ

の
他

か
ら

の
専

門
的

な
知

識
及

び
技

術
を

必
要

と
す

る
相

談
に

（
３

）
児

童
、

母
子

家
庭

そ
の

他
の

家
庭

、
地

域
住

民
そ

の
他

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
場

合
に

応
じ

る
場

合
に

は
、

訪
問

等
の

方
法

に
よ

り
積

極
的

に
児

童
及

び
家

庭
に

係
る

状
況

把
握

は
、

必
要

に
応

じ
、

訪
問

等
の

方
法

に
よ

り
積

極
的

に
児

童
及

び
家

庭
に

係
る

状
況

把
握

を
し

、
問

題
点

の
明

確
化

を
図

る
。

な
お

、
専

門
的

な
知

識
を

特
に

必
要

と
し

な
い

軽
微

を
し

、
問

題
点

の
明

確
化

を
図

る
。

な
相

談
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

と
連

携
し

て
適

切
な

対
応

を
図

る
。

（
４

）
～

（
５

）
（

４
）

当
該

児
童

及
び

家
庭

に
係

る
援

助
計

画
を

作
成

し
、

こ
れ

に
基

づ
く

援
助

を
行

う
な

ど
、

（
略

）
計

画
的

な
援

助
の

実
施

を
図

る
。

（
５

）
処

遇
の

適
正

な
実

施
を

図
る

た
め

、
相

談
者

に
係

る
基

礎
的

事
項

、
援

助
計

画
の

内
容

及
び

実
施

状
況

等
を

記
録

に
止

め
る

。
な

お
、

個
人

の
身

上
に

関
す

る
秘

密
が

守
ら

れ
る

よ
う

、
記

録
は

適
切

に
管

理
す

る
も

の
と

す
る

。
（

６
）

援
助

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

問
題

点
の

把
握

、
援

助
目

標
・

援
助

方
法

を
明

確
（

６
）

援
助

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

問
題

点
の

把
握

、
援

助
目

標
・

援
助

方
法

を
明

確
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に
し

、
こ

れ
に

基
づ

く
計

画
的

な
処

遇
を

行
う

と
と

も
に

、
随

時
計

画
の

再
評

価
を

行
う

に
し

、
こ

れ
に

基
づ

く
計

画
的

な
処

遇
を

行
う

と
と

も
に

、
随

時
計

画
の

再
評

価
を

行
う

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
関

係
機

関
と

の
連

絡
・

調
整

を
図

り
、

そ
れ

ぞ
れ

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
関

係
機

関
と

の
連

絡
・

調
整

を
図

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
分

担
に

つ
い

て
も

計
画

に
盛

り
込

む
こ

と
。

の
役

割
分

担
に

つ
い

て
も

計
画

に
盛

り
込

む
こ

と
。

児
童

相
談

所
か

ら
の

指
導

委
託

を
受

託
す

る
場

合
に

は
、

児
童

相
談

所
の

指
導

の
下

援
特

に
児

童
相

談
所

か
ら

の
指

導
委

託
を

受
託

す
る

場
合

に
は

、
児

童
相

談
所

の
指

導
の

助
計

画
を

作
成

す
る

等
、

児
童

相
談

所
の

処
遇

指
針

と
の

整
合

性
を

図
る

。
下

援
助

計
画

を
作

成
す

る
等

、
児

童
相

談
所

の
処

遇
指

針
と

の
整

合
性

を
図

る
。

ま
た

、
市

町
村

の
求

め
に

応
じ

、
技

術
的

助
言

そ
の

他
必

要
な

援
助

を
行

う
場

合
に

は
、

市
町

村
や

市
町

村
が

設
置

す
る

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

と
共

同
し

て
援

助
計

画
を

作
成

し
、

役
割

分
担

を
明

確
に

す
る

。
（

７
）

児
童

相
談

所
か

ら
指

導
委

託
を

受
け

た
時

又
は

市
町

村
の

求
め

に
応

ず
る

時
は

、
正

当
（

７
）

児
童

相
談

所
か

ら
指

導
委

託
を

受
け

た
時

は
、

正
当

な
理

由
が

な
い

か
ぎ

り
、

こ
れ

を
な

理
由

が
な

い
か

ぎ
り

、
こ

れ
を

拒
ん

で
は

な
ら

な
い

。
拒

ん
で

は
な

ら
な

い
。

（
８

）
（

８
）

児
童

相
談

所
か

ら
指

導
委

託
を

受
け

た
事

例
に

つ
い

て
、

訪
問

等
の

方
法

に
よ

る
指

導
（

略
）

を
行

い
、

定
期

的
に

そ
の

状
況

を
児

童
相

談
所

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

児
童

相
談

所
の

指
示

及
び

助
言

を
求

め
る

な
ど

、
児

童
相

談
所

と
密

接
な

連
絡

を
と

る
も

の
と

す
る

。
（

９
）

夜
間

等
の

緊
急

の
相

談
等

に
迅

速
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

あ
ら

か
じ

め
、

必
要

な
関

係
（

９
）

夜
間

等
の

緊
急

の
相

談
等

に
迅

速
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

あ
ら

か
じ

め
、

必
要

な
関

係
機

関
等

と
の

連
絡

方
法

等
の

対
応

手
順

に
つ

い
て

児
童

福
祉

施
設

、
児

童
相

談
所

等
の

関
機

関
等

と
の

連
絡

方
法

等
の

対
応

手
順

に
つ

い
て

附
置

さ
れ

る
施

設
、

児
童

相
談

所
等

の
係

機
関

等
と

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

関
係

機
関

等
と

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
1
0
）

（
1
0
）

附
置

さ
れ

る
児

童
養

護
施

設
等

は
、

緊
急

時
等

に
お

い
て

当
該

施
設

で
実

施
す

る
在

宅
（

削
除

）
福

祉
事

業
等

の
利

用
及

び
児

童
相

談
所

か
ら

の
一

時
保

護
委

託
が

可
能

と
な

る
よ

う
体

制
を

確
保

し
て

お
く

も
の

と
す

る
。

（
1
1
）

児
童

相
談

所
と

常
に

密
接

な
連

携
を

図
り

、
児

童
相

談
所

に
よ

る
技

術
的

支
援

及
び

他
（

1
1
）

児
童

相
談

所
と

常
に

密
接

な
連

携
を

図
り

、
児

童
相

談
所

に
よ

る
技

術
的

支
援

及
び

他
の

関
係

機
関

と
の

連
携

に
係

わ
る

仲
介

、
調

整
等

の
協

力
を

受
け

る
も

の
と

す
る

。
の

関
係

機
関

と
の

連
携

に
係

わ
る

仲
介

、
調

整
等

の
協

力
を

受
け

る
も

の
と

す
る

。
児

童
相

談
所

と
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
と

の
連

携
に

つ
い

て
は

、
平

成
○

○
年

○
月

児
童

相
談

所
と

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

と
の

連
携

に
つ

い
て

は
、

平
成

１
７

年
２

月
○

○
日

雇
児

発
第

通
知

○
○

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

児
童

相
１

４
日

雇
児

発
第

通
知

０
２

１
４

０
０

３
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
談

所
運

営
指

針
の

改
定

に
つ

い
て

」
に

よ
る

。
知

「
児

童
相

談
所

運
営

指
針

の
改

定
に

つ
い

て
」

に
よ

る
。

（
1
2
）

～
（

1
4
）

（
1
2
）

相
談

を
受

け
た

場
合

等
は

、
訪

問
や

通
所

等
の

方
法

に
よ

る
援

助
を

は
じ

め
、

必
要

に
（

略
）

応
じ

関
係

機
関

と
の

調
整

を
図

る
等

、
柔

軟
か

つ
速

や
か

に
必

要
な

援
助

活
動

を
展

開
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

複
雑

・
困

難
及

び
法

的
対

応
を

必
要

と
す

る
よ

う
な

事
例

に
つ

い
て

は
、

児
童

相
談

所
等

の
関

係
機

関
に

通
告

ま
た

は
あ

っ
せ

ん
を

行
う

。
（

1
3
）

相
談

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

母
子

自
立

支
援

員
、

婦
人

相
談

員
、

家
庭

相
談

員
、

児
童

委
員

等
と

の
連

携
を

図
り

、
例

え
ば

こ
れ

ら
の

相
談

員
等

が
同

一
日

に
相

談
に

応
ず

る
「

総
合

相
談

日
」

等
を

設
け

る
等

の
配

慮
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（
1
4
）

児
童

相
談

所
、

児
童

福
祉

施
設

等
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
支

援
を

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
円

滑
に

こ
れ

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

６
職

員
の

配
置

等
６

職
員

の
配

置
等

（
１

）
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

管
理

責
任

者
を

定
め

る
と

と
も

に
、

次
の

職
種

の
職

（
１

）
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

管
理

責
任

者
を

定
め

る
と

と
も

に
、

次
の

職
種

の
職

員
を

配
置

す
る

も
の

と
す

る
。

員
を

配
置

す
る

も
の

と
す

る
。

ア
相

談
・

支
援

を
担

当
す

る
職

員
（

２
名

）
ア

相
談

・
支

援
を

担
当

す
る

職
員

（
常

勤
１

名
及

び
非

常
勤

１
名

）
児

童
福

祉
法

第
１

３
条

第
２

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

。
児

童
福

祉
事

業
児

童
福

祉
法

第
１

３
条

第
２

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

。
児

童
福

祉
事

業
の

実
務

経
験

を
十

分
有

し
各

種
福

祉
施

策
に

熟
知

し
て

い
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

の
実

務
経

験
を

十
分

有
し

各
種

福
祉

施
策

に
熟

知
し

て
い

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
な

お
、

児
童

福
祉

施
設

等
に

附
置

し
て

い
る

場
合

は
、

入
所

者
等

の
直

接
処

遇
の

業
な

お
、

附
置

さ
れ

る
児

童
養

護
施

設
等

入
所

者
の

直
接

処
遇

の
業

務
は

行
わ

な
い

も
務

は
行

わ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
の

で
あ

る
こ

と
。

イ
心

理
療

法
等

を
担

当
す

る
職

員
（

１
名

）
イ

心
理

療
法

等
を

担
当

す
る

職
員

（
非

常
勤

１
名

）
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児
童

及
び

保
護

者
に

対
し

、
心

理
学

的
側

面
か

ら
の

援
助

を
行

う
。

児
童

及
び

保
護

者
に

対
し

、
心

理
学

的
側

面
か

ら
の

援
助

を
行

う
。

（
２

）
職

員
の

責
務

（
２

）
職

員
の

責
務

（
略

）
ア

職
員

は
そ

の
職

務
を

遂
行

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
個

人
の

身
上

に
関

す
る

秘
密

を
守

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
児

童
福

祉
法

第
４

４
条

の
２

第
３

項
）

イ
職

員
は

、
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

果
た

す
べ

き
役

割
の

重
要

性
に

鑑
み

、
各

種
研

修
会

及
び

異
種

職
と

の
交

流
等

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
と

ら
え

、
相

談
・

支
援

等
の

技
術

等
に

関
し

自
己

研
鑽

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

７
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
備

７
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
備

次
の

設
備

を
設

け
る

も
の

と
す

る
。

次
の

設
備

を
設

け
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

児
童

福
祉

施
設

等
に

附
置

し
て

い
る

場
合

は
、

入
所

者
等

の
処

遇
及

び
当

該
施

た
だ

し
、

附
置

さ
れ

る
児

童
福

祉
施

設
の

入
所

者
の

処
遇

及
び

当
該

施
設

の
運

営
上

支
障

設
の

運
営

上
支

障
が

生
じ

な
い

場
合

に
は

、
附

置
さ

れ
る

施
設

と
設

備
の

一
部

を
共

有
す

る
が

生
じ

な
い

場
合

に
は

、
附

置
さ

れ
る

施
設

と
設

備
の

一
部

を
共

有
す

る
こ

と
は

差
し

障
え

こ
と

は
差

し
障

え
な

い
。

な
い

。
な

お
、

設
備

に
つ

い
て

は
利

用
者

の
個

人
の

身
上

に
関

す
る

秘
密

が
守

ら
れ

る
よ

う
十

分
な

お
、

設
備

に
つ

い
て

は
利

用
者

の
個

人
の

身
上

に
関

す
る

秘
密

が
守

ら
れ

る
よ

う
十

分
配

慮
す

る
も

の
と

す
る

。
配

慮
す

る
も

の
と

す
る

。
（

１
）

相
談

室
・

プ
レ

イ
ル

ー
ム

（
１

）
相

談
室

・
プ

レ
イ

ル
ー

ム
（

２
）

事
務

室
（

２
）

事
務

室
（

３
）

そ
の

他
必

要
な

設
備

（
３

）
そ

の
他

必
要

な
設

備

８
広

報
等

に
つ

い
て

８
広

報
等

に
つ

い
て

（
略

）
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

利
用

促
進

を
図

る
た

め
、

そ
の

目
的

や
利

用
方

法
等

に
つ

い
て

、
地

域
住

民
が

理
解

し
や

す
い

よ
う

に
工

夫
さ

れ
た

広
報

活
動

を
積

極
的

に
行

う
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

の
所

在
が

利
用

者
に

明
確

に
把

握
さ

れ
る

よ
う

に
、

そ
の

所
在

を
掲

示
版

等
に

よ
り

表
示

す
る

こ
と

。

９
経

費
の

補
助

９
経

費
の

補
助

（
略

）
国

は
、

都
道

府
県

（
指

定
都

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
を

含
む

。
）

が
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

の
た

め
に

支
出

し
た

費
用

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

（
参

考
）

援
助

計
画

の
作

成
及

び
再

評
価

の
流

れ
に

つ
い

て
（

参
考

）
援

助
計

画
の

作
成

及
び

再
評

価
の

流
れ

に
つ

い
て

（
略

）
（

援
助

計
画

の
内

容
）

・
個

々
の

児
童

、
保

護
者

等
に

対
す

る
援

助
の

選
択

（
児

童
、

保
護

者
等

の
意

向
及

び
具

体
的

援
助

を
行

う
者

の
条

件
を

考
慮

し
、

そ
の

児
童

に
最

も
適

合
す

る
援

助
を

選
択

す
る

。
）

・
具

体
的

援
助

の
指

針
（

援
助

の
目

標
、

児
童

の
持

つ
そ

れ
ぞ

れ
の

問
題

に
対

す
る

指
導

方
法

、
児

童
の

持
つ

良
い

面
の

伸
ば

し
方

、
児

童
の

周
辺

に
あ

る
保

護
者

等
に

対
す

る
指

導
方

法
、

そ
の

他
必

要
な

留
意

点
等

具
体

的
か

つ
広

範
に

わ
た

り
行

う
。

）

（
援

助
計

画
の

作
成

及
び

再
評

価
の

流
れ

）
１

．
相

談
に

よ
る

問
題

点
の

把
握

（
主

訴
か

ら
隠

れ
た

問
題

を
探

る
）

２
．

援
助

目
標

の
設

定
３

．
援

助
方

法
の

明
確

化
（

留
意

点
及

び
関

係
機

関
と

の
役

割
分

担
を

含
む

）
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４
．

援
助

計
画

の
再

評
価

（
援

助
の

実
施

に
伴

う
新

た
な

問
題

点
の

発
見

及
び

援
助

方
法

等
）

。

（
具

体
的

事
例

）
１

．
相

談
に

よ
る

問
題

点
の

把
握

子
ど

も
（

乳
児

）
の

夜
泣

き
が

止
ま

ら
ず

困
っ

て
い

る
。

（
母

親
か

ら
の

電
話

に
よ

る
主

訴
） 母

親
は

育
児

方
法

が
分

か
ら

ず
子

ど
も

を
虐

待
し

て
い

る
疑

い
が

あ
る

。
（

面
接

を
重

ね
た

結
果

隠
れ

た
問

題
が

判
明

）
現

在
の

と
こ

ろ
、

在
宅

で
の

援
助

に
よ

り
経

過
を

見
る

こ
と

と
す

る
。

（
援

助
の

選
択

）
２

．
援

助
目

標
の

設
定

母
親

が
育

児
に

自
信

を
持

ち
、

安
定

し
た

母
子

関
係

が
形

成
さ

れ
る

こ
と

を
援

助
目

標
と

す
る

。
３

．
援

助
方

法
の

明
確

化
向

こ
う

３
か

月
は

、
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
に

週
一

回
来

所
さ

せ
、

育
児

上
の

具
体

的
な

助
言

を
行

う
。

さ
ら

に
、

二
週

間
に

一
度

家
庭

訪
問

を
行

っ
て

、
よ

り
具

体
的

な
助

言
を

行
う

。
な

お
、

場
合

に
よ

り
、

母
の

育
児

力
回

復
の

た
め

、
１

週
間

程
度

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

の
活

用
を

検
討

す
る

。
３

か
月

後
、

経
過

良
好

で
あ

れ
ば

、
２

週
間

に
１

回
の

来
所

、
１

か
月

に
一

度
の

家
庭

訪
問

と
す

る
。

（
留

意
点

）
こ

の
母

親
の

場
合

、
高

圧
的

な
態

度
だ

と
助

言
を

受
入

れ
な

い
。

助
言

に
当

た
っ

て
は

受
容

的
態

度
に

留
意

す
る

。

４
．

援
助

計
画

の
再

評
価

家
庭

訪
問

に
よ

り
、

子
ど

も
及

び
母

親
の

偏
食

が
見

ら
れ

、
ま

た
家

庭
が

不
衛

生
な

状
態

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

た
め

、
当

分
の

間
、

保
健

師
が

訪
問

指
導

を
行

う
こ

と
と

し
、

双
方

が
情

報
交

換
を

行
い

な
が

ら
援

助
し

て
い

く
こ

と
と

す
る

。
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児
童

虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

新
旧

対
照

表

新
旧

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
号

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
号

12
03

00
1

12
03

00
1

平
成

１
９

年
１

２
月

３
日

平
成

１
９

年
１

２
月

３
日

［
一

部
改

正
］

平
成

年
月

日
発

雇
児

第
号

［
一

部
改

正
］

平
成

年
月

日
発

雇
児

第
号

20
7

23
07

23
00

3
20

7
23

07
23

00
3

［
一

部
改

正
］

平
成

※
年

※
月

※
日

発
雇

児
第

※
号

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

児
童
相
談
所
設
置
市
市
長

児
童
相
談
所
設
置
市
市
長

厚
生

労
働

事
務

次
官

厚
生

労
働

事
務

次
官

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

」
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

１
９

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
助

金
交

付
要

綱
」

に
よ

り
行

う
こ

と
と

さ
れ

、
平

成
１

９
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

の
で

通
知

す
る

。
通

知
す

る
。

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
本

通
知

中
、

市
町

村
に

対
し

て
補

助
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
本

通
知

中
、

市
町

村
に

対
し

て
補

助
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
、

貴
管

内
市

町
村

長
に

対
す

る
周

知
に

つ
き

配
慮

願
い

た
い

。
い

る
部

分
に

つ
い

て
は

、
貴

管
内

市
町

村
長

に
対

す
る

周
知

に
つ

き
配

慮
願

い
た

い
。
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新
旧

別
紙

別
紙

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

（
通

則
）

（
通

則
）

１
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
費

国
庫

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
交

１
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
費

国
庫

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
交

30
17

9
30

17
9

付
す

る
も

の
と

し
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
年

法
律

第
付

す
る

も
の

と
し

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

年
法

律
第

号
）

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
年

政
令

第
号

。
号

）
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

年
政

令
第

号
。

30
25

5
30

25
5

以
下

「
適

正
化

法
施

行
令

」
と

い
う

。
）

及
び

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等
交

付
規

則
（

平
成

年
以

下
「

適
正

化
法

施
行

令
」

と
い

う
。

）
及

び
厚

生
労

働
省

所
管

補
助

金
等

交
付

規
則

（
平

成
年

12
12

厚
生

省
厚

生
省

令
第

６
号

）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

こ
の

交
付

要
綱

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
令

第
６

号
）

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
こ

の
交

付
要

綱
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

労
働

省
労

働
省

（
交

付
の

目
的

）
（

交
付

の
目

的
）

２
こ

の
補

助
金

は
、

別
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

児
童

虐
待

防
止

対
策

等
支

援
事

業
及

び
Ｄ

Ｖ
・

女
性

保
護

２
こ

の
補

助
金

は
、

別
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

児
童

虐
待

防
止

対
策

等
支

援
事

業
及

び
Ｄ

Ｖ
・

女
性

保
護

対
策

等
支

援
事

業
の

実
施

に
要

す
る

経
費

に
対

し
補

助
金

を
交

付
し

、
も

っ
て

地
域

に
お

け
る

児
童

虐
待

対
策

等
支

援
事

業
の

実
施

に
要

す
る

経
費

に
対

し
補

助
金

を
交

付
し

、
も

っ
て

地
域

に
お

け
る

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

の
一

層
の

普
及

促
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

の
一

層
の

普
及

促
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

３
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
交

付
対

象
事

業
」

と
い

う
）

は
、

平
成

１
７

年
３

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る

事
業

（
以

下
「

交
付

対
象

事
業

」
と

い
う

）
は

、
平

成
１

７
年

。
。

１
１

月
１

１
日

雇
児

発
第

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
の

別
紙

「
児

童
虐

１
１

月
１

１
日

雇
児

発
第

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
の

別
紙

「
児

童
虐

11
11

00
1

11
11

00
1

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
及

び
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

」
の

第
２

の
１

に
定

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
及

び
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

」
の

第
２

の
１

に
定

め
る

次
の

事
業

と
す

る
。

め
る

次
の

事
業

と
す

る
。

削
除

（
１

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業

（
１

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

２
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
が

行
う

児
童

虐
待

防
止

対
策

支
援

事
業

（
２

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
ひ

き
こ

も
り

等
児

童
福

祉
対

策
事

業
（

３
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
が

行
う

ひ
き

こ
も

り
等

児
童

福
祉

対
策

事
業

（
３

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
（

４
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
が

行
う

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

削
除

（
５

）
中

核
市

（
児

童
相

談
所

設
置

市
を

除
く

）
及

び
市

（
指

定
都

市
、

中
核

市
及

び
児

童
相

談
所

設
。

置
市

を
除

き
、

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
）

が
行

う
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
モ

デ
ル

事
。

業

（
４

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
里

親
支

援
機

関
事

業
（

６
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
が

行
う

里
親

支
援

機
関

事
業

（
５

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
地

域
生

活
・

自
立

支
援

事
業

（
モ

デ
ル

（
７

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
地

域
生

活
・

自
立

支
援

事
業

（
モ

デ
ル

事
業

）
事

業
）

（
６

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
基

幹
的

職
員

研
修

事
業

（
７

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
身

元
保

証
人

確
保

対
策

事
業

（
８

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

及
び

児
童

相
談

所
設

置
市

が
行

う
身

元
保

証
人

確
保

対
策

事
業
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新
旧

（
８

）
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

が
行

う
身

元
保

証
人

確
保

対
策

事
業

（
母

子
生

活
支

援
施

（
９

）
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

が
行

う
身

元
保

証
人

確
保

対
策

事
業

（
母

子
生

活
支

援
施

設
分

に
限

る
）

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
設

分
に

限
る

）
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

。
。

（
９

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
及

び
市

が
行

う
婦

人
相

談
員

活
動

強
化

（
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

及
び

市
が

行
う

婦
人

相
談

員
活

動
強

化
10

事
業

事
業

（
）

都
道

府
県

が
行

う
売

春
防

止
活

動
・

Ｄ
Ｖ

対
策

機
能

強
化

事
業

（
）

都
道

府
県

が
行

う
売

春
防

止
活

動
・

Ｄ
Ｖ

対
策

機
能

強
化

事
業

10
11

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

別
表

の
第

１
欄

に
定

め
る

区
分

ご
と

に
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

４
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

別
表

の
第

１
欄

に
定

め
る

区
分

ご
と

に
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
区

分
ご

と
の

合
計

額
に

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
計

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
算

出
さ

れ
た

区
分

ご
と

の
合

計
額

に
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
に

1,
00

0
1,

00
0

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
３

の
（

８
）

以
外

の
事

業
（

１
）

３
の

（
９

）
以

外
の

事
業

ア
別

表
の

第
２

欄
の

各
種

目
ご

と
に

、
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
ア

別
表

の
第

２
欄

の
各

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
を

交
付

額
と

す
る

。
イ

ア
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

を
交

付
額

と
す

る
。

（
２

）
３

の
（

８
）

の
事

業
（

２
）

３
の

（
９

）
の

事
業

（
１

）
の

ア
に

準
じ

て
選

定
さ

れ
た

額
に

４
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
と

、
都

道
府

県
が

（
１

）
の

ア
に

準
じ

て
選

定
さ

れ
た

額
に

４
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
と

、
都

道
府

県
が

補
助

し
た

額
の

合
計

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
補

助
し

た
額

の
合

計
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

を
交

付
額

と
す

る
。

を
交

付
額

と
す

る
。

（
交

付
額

等
の

下
限

）
（

交
付

額
等

の
下

限
）

５
４

で
定

め
る

算
定

方
法

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

補
助

金
の

交
付

額
が

、
１

９
４

千
円

に
満

た
な

い
場

合
に

５
４

で
定

め
る

算
定

方
法

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

補
助

金
の

交
付

額
が

、
１

９
４

千
円

に
満

た
な

い
場

合
に

は
、

交
付

の
決

定
を

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

は
、

交
付

の
決

定
を

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

（
交

付
の

条
件

）
（

交
付

の
条

件
）

６
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

６
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
別

表
第

１
欄

に
定

め
る

区
分

ご
と

の
事

業
に

要
す

る
経

費
の

配
分

の
変

更
（

そ
れ

ぞ
れ

の
配

分
額

（
１

）
別

表
第

１
欄

に
定

め
る

区
分

ご
と

の
事

業
に

要
す

る
経

費
の

配
分

の
変

更
（

そ
れ

ぞ
れ

の
配

分
額

の
い

ず
れ

か
低

い
額

の
３

０
％

以
内

の
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
の

い
ず

れ
か

低
い

額
の

３
０

％
以

内
の

変
更

を
除

く
）

を
す

る
場

合
に

は
、

厚
生

労
働

大
臣

の
承

。
。

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
２

）
事

業
の

内
容

の
変

更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
（

２
）

事
業

の
内

容
の

変
更

（
軽

微
な

変
更

を
除

く
）

を
す

る
場

合
に

は
、

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

。
。

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
３

）
事

業
を

中
止

し
、

又
は

廃
止

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

（
３

）
事

業
を

中
止

し
、

又
は

廃
止

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

い
。

（
４

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

、
単

価
５

０
万

円
以

上
の

機
械

及
び

器
具

（
４

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

、
単

価
５

０
万

円
以

上
の

機
械

及
び

器
具

に
つ

い
て

は
、

適
正

化
法

施
行

令
第

１
４

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

に
つ

い
て

は
、

適
正

化
法

施
行

令
第

１
４

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

-200-



新
旧

定
め

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

い
で

、
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

定
め

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

い
で

、
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

目
的

に
反

し
て

使
用

し
、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

。
目

的
に

反
し

て
使

用
し

、
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付

け
、

又
は

担
保

に
供

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
５

）
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
て

財
産

を
処

分
す

る
こ

と
に

よ
り

収
入

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

（
５

）
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
て

財
産

を
処

分
す

る
こ

と
に

よ
り

収
入

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
収

入
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
の

収
入

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

（
６

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
財

産
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

完
了

後
に

お
い

て
も

（
６

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
財

産
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

完
了

後
に

お
い

て
も

善
良

な
管

理
者

の
注

意
を

も
っ

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

効
率

的
な

運
営

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

善
良

な
管

理
者

の
注

意
を

も
っ

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

効
率

的
な

運
営

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ら
な

い
。

（
７

）
こ

の
補

助
金

と
事

業
に

係
る

予
算

及
び

決
算

と
の

関
係

を
明

ら
か

に
し

た
別

紙
様

式
第

１
に

よ
る

（
７

）
こ

の
補

助
金

と
事

業
に

係
る

予
算

及
び

決
算

と
の

関
係

を
明

ら
か

に
し

た
別

紙
様

式
第

１
に

よ
る

調
書

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

事
業

に
係

る
歳

入
及

び
歳

出
に

つ
い

て
証

拠
書

類
を

整
理

し
、

か
つ

調
書

を
作

成
し

、
こ

れ
を

事
業

完
了

の
日

（
事

業
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

は
そ

調
書

及
び

証
拠

書
類

を
事

業
完

了
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

そ
の

の
承

認
を

受
け

た
日

）
の

属
す

る
年

度
の

終
了

後
５

年
間

保
管

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

承
認

を
受

け
た

日
）

の
属

す
る

年
度

の
終

了
後

５
年

間
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
８

）
都

道
府

県
は

、
国

か
ら

概
算

払
い

に
よ

り
間

接
補

助
金

に
係

る
補

助
金

の
交

付
を

受
け

た
場

合
に

（
８

）
都

道
府

県
は

、
国

か
ら

概
算

払
い

に
よ

り
間

接
補

助
金

に
係

る
補

助
金

の
交

付
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

概
算

払
を

受
け

た
補

助
金

に
相

当
す

る
額

を
遅

滞
な

く
間

接
補

助
事

業
者

に
交

付
し

な
け

は
、

当
該

概
算

払
を

受
け

た
補

助
金

に
相

当
す

る
額

を
遅

滞
な

く
間

接
補

助
事

業
者

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

９
）

都
道

府
県

は
、

間
接

補
助

金
を

間
接

補
助

事
業

者
に

交
付

す
る

場
合

に
は

（
２

）
か

ら
（

７
）

、

（
９

）
都

道
府

県
は

、
間

接
補

助
金

を
間

接
補

助
事

業
者

に
交

付
す

る
場

合
に

は
（

２
）

か
ら

（
７

）
に

掲
げ

る
条

件
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
、

に
掲

げ
る

条
件

を
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

（
２

）
か

ら
（

３
）

及
び

（
５

）
中

「
厚

生
労

働
大

臣
」

と
あ

る
の

は
「

都

こ
の

場
合

に
お

い
て

（
２

）
か

ら
（

３
）

及
び

（
５

）
中

「
厚

生
労

働
大

臣
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

知
事

」
と

「
国

庫
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

」
と

（
４

）
中

「
厚

生
労

働
大

臣
の

承
、

、

道
府

県
知

事
」

と
「

国
庫

」
と

あ
る

の
は

「
都

道
府

県
」

と
（

４
）

中
「

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

知
事

の
承

認
」

と
（

７
）

中
「

補
助

金
」

と
あ

る
の

は
「

間
接

補
、

、
、

認
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

知
事

の
承

認
」

と
（

７
）

中
「

補
助

金
」

と
あ

る
の

は
「

間
接

補
助

金
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

、

助
金

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
(

）
（

９
）

に
よ

り
付

し
た

条
件

に
基

づ
き

都
道

府
県

知
事

が
承

認
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
厚

生
10

(
）

（
９

）
に

よ
り

付
し

た
条

件
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
が

承
認

す
る

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
10

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
）

間
接

補
助

事
業

者
か

ら
財

産
の

処
分

に
よ

る
収

入
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

(1
1

）
間

接
補

助
事

業
者

か
ら

財
産

の
処

分
に

よ
る

収
入

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
納

付
額

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

(1
1

そ
の

納
付

額
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。

（
申

請
手

続
）

（
申

請
手

続
）

７
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

申
請

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

７
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

申
請

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

（
１

）
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

２
６

条
第

２
項

に
基

づ
き

、
補

助
金

等

（
１

）
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

２
６

条
第

２
項

に
基

づ
き

、
補

助
金

等
の

交
付

に
関

す
る

事
務

の
一

部
を

都
道

府
県

が
行

う
場

合

の
交

付
に

関
す

る
事

務
の

一
部

を
都

道
府

県
が

行
う

場
合

市
長

は
、

別
紙

様
式

第
２

に
よ

る
申

請
書

及
び

関
係

書
類

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

市
長

は
、

別
紙

様
式

第
２

に
よ

る
申

請
書

及
び

関
係

書
類

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
、

都
道

府
県

知
事

は
、

前
記

の
申

請
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
必

要
な

審

に
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
、

都
道

府
県

知
事

は
、

前
記

の
申

請
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
必

要
な

審
査

を
行

い
、

適
正

と
認

め
た

と
き

は
こ

れ
を

取
り

ま
と

め
の

う
え

、
毎

年
度

８
月

末
日

ま
で

に
厚

生
労

査
を

行
い

、
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
取

り
ま

と
め

の
う

え
、

毎
年

度
８

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（
２

）
上

記
以

外
の

場
合

（
２

）
上

記
以

外
の

場
合

別
紙

様
式

第
３

に
よ

る
申

請
書

お
よ

び
関

係
書

類
を

毎
年

度
８

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

別
紙

様
式

第
３

に
よ

る
申

請
書

お
よ

び
関

係
書

類
を

毎
年

度
８

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。

出
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
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新
旧

（
変

更
申

請
手

続
）

（
変

更
申

請
手

続
）

８
こ

の
補

助
金

の
交

付
決

定
後

の
事

情
の

変
更

に
よ

り
、

交
付

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交
付

申
請

８
こ

の
補

助
金

の
交

付
決

定
後

の
事

情
の

変
更

に
よ

り
、

交
付

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交
付

申
請

、
、

。
等

を
行

う
場

合
に

は
、

７
に

定
め

る
申

請
手

続
き

に
従

い
、

別
紙

様
式

第
４

に
よ

る
申

請
書

お
よ

び
関

係
等

を
行

う
場

合
に

は
７

に
定

め
る

申
請

手
続

き
に

従
い

毎
年

度
１

月
末

日
ま

で
に

行
う

も
の

と
す

る

書
類

を
毎

年
度

１
月

末
日

ま
で

に
行

う
も

の
と

す
る

。

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
期

間
）

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
期

間
）

９
国

は
、

交
付

申
請

書
又

は
変

更
交

付
申

請
書

が
到

達
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

原
則

と
し

て
２

か
月

以
内

９
国

は
、

交
付

申
請

書
又

は
変

更
交

付
申

請
書

が
到

達
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

原
則

と
し

て
２

か
月

以
内

に
交

付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
に

交
付

の
決

定
（

決
定

の
変

更
を

含
む

）
を

行
う

も
の

と
す

る
。

。
。

（
補

助
金

の
概

算
払

）
（

補
助

金
の

概
算

払
）

厚
生

労
働

大
臣

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

お
い

て
は

、
国

の
支

払
計

画
承

認
額

の
範

囲
内

に
厚

生
労

働
大

臣
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

10
10

お
い

て
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

お
い

て
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
実

績
報

告
）

（
実

績
報

告
）

こ
の

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

11
11

（
１

）
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

２
６

条
第

２
項

に
基

づ
き

、
補

助
金

等
（

１
）

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
２

６
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

補
助

金
等

の
交

付
に

関
す

る
事

務
の

一
部

を
都

道
府

県
が

行
う

場
合

の
交

付
に

関
す

る
事

務
の

一
部

を
都

道
府

県
が

行
う

場
合

市
長

は
、

別
紙

様
式

第
５

に
よ

る
報

告
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
都

道
府

県
知

市
長

は
、

別
紙

様
式

第
４

に
よ

る
報

告
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
、

都
道

府
県

知
事

は
、

前
記

の
報

告
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
必

要
な

審
査

を
行

い
、

適
事

に
提

出
し

、
都

道
府

県
知

事
は

、
前

記
の

報
告

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

必
要

な
審

査
を

行
い

、
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
取

り
ま

と
め

の
う

え
、

翌
年

度
４

月
１

０
日

（
６

の
（

３
）

に
よ

り
事

業
正

と
認

め
た

と
き

は
こ

れ
を

取
り

ま
と

め
の

う
え

、
翌

年
度

４
月

１
０

日
（

６
の

（
３

）
に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

承
認

通
知

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
承

認
通

知
を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

か
月

を
経

過
し

た
日

）
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
２

）
上

記
以

外
の

場
合

（
２

）
上

記
以

外
の

場
合

別
紙

様
式

第
６

に
よ

る
報

告
書

を
、

翌
年

度
４

月
１

０
日

（
６

の
（

３
）

に
よ

り
事

業
の

中
止

又
は

別
紙

様
式

第
５

に
よ

る
報

告
書

を
、

翌
年

度
４

月
１

０
日

（
６

の
（

３
）

に
よ

り
事

業
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
承

認
通

知
を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

か
月

を
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

承
認

通
知

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
補

助
金

の
返

還
）

（
補

助
金

の
返

還
）

厚
生

労
働

大
臣

は
、

交
付

す
べ

き
補

助
金

の
額

を
確

定
し

た
場

合
に

お
い

て
、

既
に

そ
の

額
を

超
え

る
厚

生
労

働
大

臣
は

、
交

付
す

べ
き

補
助

金
の

額
を

確
定

し
た

場
合

に
お

い
て

、
既

に
そ

の
額

を
超

え
る

12
12

補
助

金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、

そ
の

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

補
助

金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、

そ
の

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。
こ

と
を

命
ず

る
。

（
そ

の
他

）
（

そ
の

他
）

特
別

の
事

情
に

よ
り

４
、

７
、

８
及

び
１

１
に

定
め

る
算

定
方

法
、

手
続

き
に

よ
る

こ
と

が
で

き
な

い
特

別
の

事
情

に
よ

り
４

、
７

、
８

及
び

１
１

に
定

め
る

算
定

方
法

、
手

続
き

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

13
13

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
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別
　

表
別

　
表

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

  
　

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

 
１

　
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
  

  
  

　
　

１
か

所
当

た
り

　
3
,6

9
6
,0

0
0
円

　
（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

　
　

  
月

額
　

3
0
8
,0

0
0
円

(１
月

未
満

の
場

合
は

１
月

と
す

る
)

２
　

対
外

関
係

調
整

事
業

　
（１

）
対

象
人

員
1
0
人

以
上

　
　

　
　

　
　

　

　
　

１
か

所
当

た
り

　
3
,5

5
6
,0

0
0
円

　
（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

　
　

　
月

額
　

2
9
6
,0

0
0
円

(１
月

未
満

の
場

合
は

１
月

と
す

る
)

　
（２

）
対

象
人

員
1
0
人

未
満

　
　

　
　

　
　

　

  
  

１
か

所
当

た
り

　
2
,5

7
3
,0

0
0
円

　
（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

  
  

  
月

額
　

2
1
4
,0

0
0
円

(１
月

未
満

の
場

合
は

１
月

と
す

る
)

　
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
計

額
　

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

協
力

体
制

整
備

事
業

（
主

任
児

童
委

員
等

研
修

） 
  

 
１

　
協

力
体

制
整

備
事

業
（
主

任
児

童
委

員
等

研
修

）
  

  

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

新

１
区

分
２

種
目

児
童

虐
待

防
止

対
策

等
支

援
事

業

削
除

削
除

削
除

削
除 １
／

２

旧

１
区

分
２

種
目

児
童

虐
待

防
止

対
策

等
支

援
事

業

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

　
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
に

必
要

な
報

酬
（
非

常
勤

職
員

報
酬

）
､給

料
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

燃
料

費
､光

熱
水

費
)､

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

１
／

２

１
／

２
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業

　
児
童
虐
待
防
止
対

策
支
援
事
業
に
必
要

な
報
酬
、
旅
費
、
需

用
費
（
消
耗
品
費
、

教
材
費
、
印
刷
製
本

児
童

虐
待

防
止

対
策

支
援

事
業

　
児
童
虐
待
防
止
対

策
支
援
事
業
に
必
要

な
報
酬
、
旅
費
、
需

用
費
（
消
耗
品
費
、

教
材
費
、
印
刷
製
本
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3
2
6
,0

0
0
円

　
　

　
3
2
7
,0

0
0
円

２
　

児
童

相
談

所
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

強
化

事
業

２
　

児
童

相
談

所
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

強
化

事
業

　
 児

童
相

談
所

1
か

所
当

た
り

　
 児

童
相

談
所

1
か

所
当

た
り

　
・
「
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

強
化

事
業

の
み

実
施

す
る

場
合

」
　

・
「
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

強
化

事
業

の
み

実
施

す
る

場
合

」

　
　

　
7
0
6
,0

0
0
円

　
　

　
7
0
6
,0

0
0
円

　
・
「
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

強
化

事
業

」
に

加
え

「
家

族
療

法
事

業
」
を

　
・
「
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

強
化

事
業

」
に

加
え

「
家

族
療

法
事

業
」
を

　
　

実
施

す
る

場
合

　
　

実
施

す
る

場
合

　
　

　
2,

6
9
8
,0

0
0
円

　
　

　
2,

6
9
9
,0

0
0
円

３
　

医
療

的
機

能
強

化
事

業
３

　
医

療
的

機
能

強
化

事
業

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

　
2,

1
5
6
,0

0
0
円

　
　

　
2,

1
4
2
,0

0
0
円

４
　

法
的

対
応

機
能

強
化

事
業

４
　

法
的

対
応

機
能

強
化

事
業

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
　

　
5
5
8
,0

0
0
円

　
　

　
5
5
8
,0

0
0
円

５
　

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ズ
・
権

利
擁

護
機

能
強

化
事

業
５

　
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ズ

・
権

利
擁

護
機

能
強

化
事

業

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
　

　
5
1
1
,0

0
0
円

　
　

　
5
1
1
,0

0
0
円

６
　

専
門

性
強

化
事

業
６

　
専

門
性

強
化

事
業

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

　
2
7
2
,0

0
0
円

　
　

　
2
6
9
,0

0
0
円

７
　

一
時

保
護

機
能

強
化

事
業

７
　

一
時

保
護

機
能

強
化

事
業

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
　

1
,6

4
0
,0

0
0
円

　
×

　
実

施
事

業
数

（
配

置
協

力
員

種
別

数
）

　
　

　
2,

2
5
8
,0

0
0
円

８
　

市
町

村
及

び
民

間
団

体
と

の
連

携
強

化
事

業
８

　
市

町
村

及
び

民
間

団
体

と
の

連
携

強
化

事
業

　
・
市

町
村

及
び

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

へ
の

支
援

　
・
市

町
村

及
び

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

へ
の

支
援

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
　

　
3,

3
4
2
,0

0
0
円

　
　

　
3,

7
0
8
,0

0
0
円

　
・
民

間
団

体
と

の
連

携
　

・
民

間
団

体
と

の
連

携

旧

費
）
、

賃
金

、
備

品
購

入
費

、
役

務
費

（
通

信
運

搬
費

)､
報

償
費

､
委

託
料

､使
用

料
及

び
賃

借
料

費
）
、

賃
金

、
備

品
購

入
費

、
役

務
費

（
通

信
運

搬
費

)､
報

償
費

､
委

託
料

､使
用

料
及

び
賃

借
料

新
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 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

　
9
6
2
,0

0
0
円

　
　

　
9
6
2
,0

0
0
円

９
　

２
４

時
間

・
３

６
５

日
体

制
強

化
事

業
９

　
２

４
時

間
・
３

６
５

日
体

制
強

化
事

業

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
　

　
5,

6
3
7
,0

0
0
円

　
　

　
5,

6
3
7
,0

0
0
円

1
0
　

児
童

福
祉

司
任

用
資

格
取

得
の

た
め

の
研

修
1
0
　

児
童

福
祉

司
任

用
資

格
取

得
の

た
め

の
研

修

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

7
1
1
,0

0
0
円

　
　

　
7
0
5
,0

0
0
円

1
1
　

評
価

・
検

証
委

員
会

設
置

促
進

事
業

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

　
1,

0
0
0
,0

0
0
円

1
2
　

保
護

者
指

導
支

援
事

業

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

　
5,

0
0
0
,0

0
0
円

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

ふ
れ

あ
い

心
の

友
訪

問
援

助
事

業
１

　
ふ

れ
あ

い
心

の
友

訪
問

援
助

事
業

　
①

メ
ン

タ
ル

フ
レ

ン
ド

活
動

費
　

①
メ

ン
タ

ル
フ

レ
ン

ド
活

動
費

　
　

　
訪

問
1
日

当
た

り
　

2
,7

5
0
円

　
　

　
訪

問
1
日

当
た

り
　

2
,6

6
0
円

  
②

事
業

実
施

前
研

修
会

費
　

1
7
4
,8

0
0
円

  
②

事
業

実
施

前
研

修
会

費
　

1
7
4
,8

0
0
円

　
③

活
動

検
討

会
　

③
活

動
検

討
会

　
　

　
１

回
当

た
り

　
3
3
,0

0
0
円

　
　

　
１

回
当

た
り

　
3
3
,0

0
0
円

２
　

ひ
き

こ
も

り
等

児
童

宿
泊

等
指

導
事

業
２

　
ひ

き
こ

も
り

等
児

童
宿

泊
等

指
導

事
業

  
①

宿
泊

指
導

  
①

宿
泊

指
導

  
  

  
児

童
１

人
当

た
り

日
額

　
3
,5

7
0
円

  
  

  
児

童
１

人
当

た
り

日
額

　
3
,5

7
0
円

  
②

通
所

指
導

  
②

通
所

指
導

  
  

  
児

童
１

人
当

た
り

日
額

　
2
,1

0
0
円

  
  

  
児

童
１

人
当

た
り

日
額

　
2
,1

0
0
円

３
　

ひ
き

こ
も

り
等

児
童

福
祉

教
育

連
絡

会
議

費
３

　
ひ

き
こ

も
り

等
児

童
福

祉
教

育
連

絡
会

議
費

　
ひ
き
こ
も
り
等
児

童
福
祉
対
策
事
業
に

必
要
な
報
酬
、
給

料
､
賃
金
、
報
償

費
、
旅
費
、
需
用
費

（
消
耗
品
費
、
印
刷

製
本
費
、
燃
料
費
､

光
熱
水
費
）
、
役
務

費
(
通
信
運
搬
費
)
、

委
託
料
、
備
品
購
入

費
、
扶
助
費

　
た
だ
し
、
「
ひ
き

こ
も
り
等
児
童
福
祉

対
策
事
業
の
実
施
に

つ
い
て
」
（
平
成
1
7

年
3
月
2
8
日
雇
児
発

第
0
3
2
8
0
0
6
号
厚
生

労
働
省
雇
用
均
等
・

児
童
家
庭
局
長
通

知
）
に
定
め
る
保
護

者
の
負
担
相
当
額
を

除
く
。

１
／

２

旧

ひ
き
こ

も
り
等

児
童
福

祉
対
策

事
業

１
／

２
ひ

き
こ

も
り

等
児

童
福

祉
対

策
事

業

新

　
ひ
き
こ
も
り
等
児

童
福
祉
対
策
事
業
に

必
要
な
報
酬
、
給

料
､
賃
金
、
報
償

費
、
旅
費
、
需
用
費

（
消
耗
品
費
、
印
刷

製
本
費
、
燃
料
費
､

光
熱
水
費
）
、
役
務

費
(
通
信
運
搬
費
)
、

委
託
料
、
備
品
購
入

費
、
扶
助
費

　
た
だ
し
、
「
ひ
き

こ
も
り
等
児
童
福
祉

対
策
事
業
の
実
施
に

つ
い
て
」
（
平
成
1
7

年
3
月
2
8
日
雇
児
発

第
0
3
2
8
0
0
6
号
厚
生

労
働
省
雇
用
均
等
・

児
童
家
庭
局
長
通

知
）
に
定
め
る
保
護

者
の
負
担
相
当
額
を

除
く
。
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１

回
当

た
り

　
1
2
,2

0
0
円

  
  

  
１

回
当

た
り

　
1
2
,2

0
0
円

４
　

ひ
き

こ
も

り
等

の
子

ど
も

の
保

護
者

交
流

事
業

４
　

ひ
き

こ
も

り
等

の
子

ど
も

の
保

護
者

交
流

事
業

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

　
2,

0
0
0
,0

0
0
円

　
　

　
2,

0
0
0
,0

0
0
円

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

運
営

費
１

　
運

営
費

　
　

　
１

か
所

当
た

り
　

　
　

１
か

所
当

た
り

心
理

療
法

等
を

担
当

す
る

職
員

が
常

勤
の

場
合

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

間
　

1
2
,9

4
7
,0

0
0
円

　
　

　
　

年
間

　
9,

4
1
5
,0

0
0
円

心
理

療
法

等
を

担
当

す
る

職
員

が
非

常
勤

の
場

合

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

間
　

 9
,4

1
6
,0

0
0
円

  
  

（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

  
  

（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

心
理

療
法

等
を

担
当

す
る

職
員

が
常

勤
の

場
合

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　

 月
額

　
1
,0

7
8
,0

0
0
円

  
  

 　
 月

額
　

7
8
4
,0

0
0
円

心
理

療
法

等
を

担
当

す
る

職
員

が
非

常
勤

の
場

合

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　

 月
額

　
  

7
8
4
,0

0
0
円

  
  

 (
１

月
未

満
の

場
合

は
１

月
と

す
る

)
  

  
 (

１
月

未
満

の
場

合
は

１
月

と
す

る
)

２
　

初
度

調
弁

費
２

　
初

度
調

弁
費

  
  

  
１

か
所

当
た

り
　

2
0
0
,0

0
0
円

  
  

  
１

か
所

当
た

り
　

2
0
0
,0

0
0
円

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

運
営

費

　
　

　
１

か
所

当
た

り

　
　

　
　

年
間

　
9,

4
1
5
,0

0
0
円

  
  

（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

  
  

 　
 月

額
　

7
8
4
,0

0
0
円

  
  

 (
１

月
未

満
の

場
合

は
１

月
と

す
る

)

２
　

初
度

調
弁

費

  
  

  
１

か
所

当
た

り
　

2
0
0
,0

0
0
円

削
除

削
除

削
除

削
除

１
／

２
　

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

モ
デ

ル
事

業
に

必
要

な
給

料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
）
、

役
務

費
（
手

数
料

）
、

報
償

費
、

報
酬

等

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

モ
デ

ル
事

業

旧

児
童
家

庭
支
援

セ
ン

タ
ー
運

営
事
業

　
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

必
要

な
給

料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
）
、

役
務

費
（
手

数
料

）
、

報
償

費
、

報
酬

　
等

１
／

２

新

１
／

２
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業

　
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

必
要

な
給

料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
）
、

役
務

費
（
手

数
料

）
、

報
償

費
、

報
酬

　
等
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次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
計

額
　

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

里
親

制
度

普
及

促
進

事
業

１
　

里
親

制
度

普
及

促
進

事
業

  
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

  
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

  
  

  
3
,9

9
5
,0

0
0
円

  
  

  
  

4
,0

0
2
,0

0
0
円

２
　

里
親

委
託

推
進

・
支

援
等

事
業

２
　

里
親

委
託

推
進

・
支

援
等

事
業

  
  

  
１

か
所

当
た

り
  

  
  

１
か

所
当

た
り

　
　

　
7,

7
0
1
,0

0
0
円

　
　

　
　

7,
6
8
3
,0

0
0
円

（
経

過
措

置
分

）
里

親
支

援
事

業
（
経

過
措

置
分

）
里

親
支

援
事

業

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

基
礎

研
修

１
　

基
礎

研
修

  
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

  
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
　

  
  

5
1
2
,0

0
0
円

　
　

  
  

5
1
2
,0

0
0
円

２
　

専
門

里
親

研
修

２
　

専
門

里
親

研
修

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

  
  

  
  

1
,3

1
2
,0

0
0
円

  
  

  
  

1
,3

1
2
,0

0
0
円

３
　

里
親

養
育

相
談

事
業

３
　

里
親

養
育

相
談

事
業

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

　
  

　
  

9
2
4
,0

0
0
円

　
  

　
  

9
2
4
,0

0
0
円

４
　

里
親

養
育

援
助

事
業

４
　

里
親

養
育

援
助

事
業

  
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

  
 １

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
児

童
相

談
所

設
置

市
）
当

た
り

  
  

  
  

8
,4

3
5
,0

0
0
円

  
  

  
  

8
,4

3
5
,0

0
0
円

５
　

里
親

養
育

相
互

援
助

事
業

５
　

里
親

養
育

相
互

援
助

事
業

　
 １

か
所

当
た

り
　

 １
か

所
当

た
り

　
　

　
　

51
0,

0
0
0
円

　
　

　
　

51
0,

0
0
0
円

（
経

過
措

置
分

）
里

親
委

託
推

進
事

業
（
経

過
措

置
分

）
里

親
委

託
推

進
事

業

　
里

親
支

援
機

関
事

業
に

必
要

な
賃

金
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

(消
耗

品
費

、
印

刷
製

本
費

）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

　
里

親
委

託
推

進
事

　
里

親
委

託
推

進
事

　
里

親
支

援
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

賃
金

､
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

１
／

２

新

　
里

親
支

援
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

賃
金

､
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

１
／

３

１
／

２

里
親
支

援
機
関

事
業

１
／

２

旧

１
／

２
　

里
親

支
援

機
関

事
業

に
必

要
な

賃
金

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
(消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

１
／

３

里
親

支
援

機
関

事
業
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 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
 児

童
相

談
所

１
か

所
当

た
り

　
　

  
  

4
,3

1
5
,0

0
0
円

　
　

  
  

4
,3

1
5
,0

0
0
円

　
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

　
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

１
　

運
営

費
１

　
運

営
費

　
　

　
１

か
所

当
た

り
　

　
　

１
か

所
当

た
り

　
　

　
7,

9
0
5
,0

0
0
円

　
　

　
　

7,
9
0
4
,0

0
0
円

  
  

  
（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

  
  

  
（
年

度
途

中
の

開
始

、
又

は
中

止
等

の
場

合
）

  
  

  
  

月
額

　
　

6
5
8
,0

0
0
円

  
  

  
  

月
額

　
　

6
5
8
,0

0
0
円

２
　

初
度

調
弁

費
２

　
初

度
調

弁
費

　
　

　
１

か
所

当
た

り
  

  
  

  
  

  
　

　
　

１
か

所
当

た
り

  
  

  
  

  
  

　
　

　
　

42
0,

0
0
0
円

　
　

　
　

42
0,

0
0
0
円

　
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

１
都

道
府

県
（
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

）
当

た
り

5
0
5
,0

0
0
円

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

就
職

時
の

身
元

保
証

１
　

就
職

時
の

身
元

保
証

　
　

施
設

退
所

児
童

等
の

保
険

対
象

者
１

人
当

た
り

　
　

施
設

退
所

児
童

等
の

保
険

対
象

者
１

人
当

た
り

　
　

　
1
0
,5

6
0
円

　
　

　
1
0
,5

6
0
円

基
幹

的
職
員

研
修
事

業

設
置
す

業
に

必
要

な
報

酬
、

賃
金

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
食

糧
費

、
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

)

業
に

必
要

な
報

酬
、

賃
金

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
食

糧
費

、
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

)

１
／

２

基
幹

的
職

員
研

修
事

業
に

必
要

な
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
印

刷
製

本
費

）
、

使
用

量
及

び
賃

借
料

、
賃

金

地
域
生

活
・
自

立
支
援

事
業

（
モ
デ

ル
事

業
）

　
地

域
生

活
・
自

立
支

援
事

業
（
モ

デ
ル

事
業

）
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等

、
共

済
費

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
、

食
糧

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

旧

１
／

２

身
元

保
証

人
確

保
対

策
事

業

　
地

域
生

活
・
自

立
支

援
事

業
（
モ

デ
ル

事
業

）
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等

、
共

済
費

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
、

食
糧

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

１
／

２
　

身
元

保
証

人
確

保
対

策
事

業
に

必
要

な
役

務
費

(保
険

料
)

設
置
す

身
元
保

証
人
確

保
対
策

事
業

市
及
び

１
／

２

市
及
び

福
祉
事

務
所
を

　
身

元
保

証
人

確
保

対
策

事
業

に
必

要
な

役
務

費
(保

険
料

)

福
祉
事

務
所
を

新

地
域

生
活
・

自
立
支

援
事
業

（
モ

デ
ル
事

業
）
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２
　

賃
貸

住
宅

等
の

賃
借

時
の

連
帯

保
証

  
  

  
  

  
 

２
　

賃
貸

住
宅

等
の

賃
借

時
の

連
帯

保
証

  
  

  
  

  
 

　
　

施
設

退
所

児
童

等
の

保
険

対
象

者
１

人
当

た
り

  
 

　
　

施
設

退
所

児
童

等
の

保
険

対
象

者
１

人
当

た
り

  
 

　
　

　
1
9
,1

5
2
円

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
　

　
　

1
9
,1

5
2
円

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

婦
人

相
談

員
活

動
強

化
対

策
費

１
　

婦
人

相
談

員
活

動
強

化
対

策
費

（
１

）
婦

人
相

談
員

手
当

（
１

）
婦

人
相

談
員

手
当

　
　

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
婦

人
相

談
員

の
数

の
範

　
　

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
婦

人
相

談
員

の
数

の
範

 囲
内

に
お

け
る

各
月

現
員

延
数

に
1
0
7
,0

0
0
円

を
乗

じ
て

算
 囲

内
に

お
け

る
各

月
現

員
延

数
に

1
0
6
,6

0
0
円

を
乗

じ
て

算

 定
し

た
額

。
 定

し
た

額
。

  
  

た
だ

し
、

婦
人

相
談

員
を

月
の

中
途

に
お

い
て

任
免

し
た

と
き

  
  

た
だ

し
、

婦
人

相
談

員
を

月
の

中
途

に
お

い
て

任
免

し
た

と
き

 は
、

上
記

該
当

額
を

限
度

と
し

て
都

道
府

県
条

例
又

は
市

条
例

 は
、

上
記

該
当

額
を

限
度

と
し

て
都

道
府

県
条

例
又

は
市

条
例

 等
に

定
め

る
給

与
方

法
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

こ
と

。
 等

に
定

め
る

給
与

方
法

に
よ

り
算

定
し

た
額

と
す

る
こ

と
。

（
２

）
婦

人
相

談
員

活
動

費
（
２

）
婦

人
相

談
員

活
動

費

 　
 厚

生
労

働
大

臣
が

必
要

と
認

め
た

婦
人

相
談

員
の

数
に

都
 　

 厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
婦

人
相

談
員

の
数

に
都

 道
府

県
に

お
い

て
は

年
額

５
８

，
０

０
０

円
を

、
指

定
都

市
、

中
核

 道
府

県
に

お
い

て
は

年
額

５
８

，
０

０
０

円
を

、
指

定
都

市
、

中
核

 市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

及
び

市
に

お
い

て
は

年
額

４
９

，
０

０
 市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
及

び
市

に
お

い
て

は
年

額
４

９
，

０
０

 ０
 円

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額
。

 ０
 円

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額
。

　
　

た
だ

し
、

婦
人

相
談

員
を

年
の

中
途

に
お

い
て

任
免

し
た

と
き

　
　

た
だ

し
、

婦
人

相
談

員
を

年
の

中
途

に
お

い
て

任
免

し
た

と
き

 、
 そ

の
在

職
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
年

額
の

１
／

２
の

 、
 そ

の
在

職
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
年

額
の

１
／

２
の

 額
と

す
る

こ
と

。
 額

と
す

る
こ

と
。

新
旧

都
道

府
 

県
が

補

助
す

る
 

２
／

３

５
／

１
０

る
町
村

が
行

う
  

事
業

に
 

対
し

て

 場
合

る
町
村

Ｄ
Ｖ

・
女

性
保

護
対

策
等

支
援

事
業

婦
人

相
談

員
活

動
強

化
事

業

 　
婦

人
相

談
員

活
動

強
化

対
策

費
の

た
め

に
必

要
な

報
酬

（
婦

人
相

談
員

手
当

に
つ

い
て

の
歳

出
予

算
の

節
を

給
料

又
は

賃
金

と
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
給

料
又

は
賃

金
と

す
る

。
）
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

)､
扶

助
費

Ｄ
Ｖ

・
女

性
保

護
対

策
等

支
援

事
業

 場
合 ２
／

３

が
行

う
  

事
業

に
 

対
し

て

都
道

府
 

県
が

補

助
す

る
 

婦
人
相

談
員
活

動
強
化

事
業

 　
婦

人
相

談
員

活
動

強
化

対
策

費
の

た
め

に
必

要
な

報
酬

（
婦

人
相

談
員

手
当

に
つ

い
て

の
歳

出
予

算
の

節
を

給
料

又
は

賃
金

と
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
給

料
又

は
賃

金
と

す
る

。
）
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

)､
扶

助
費

５
／

１
０
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次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
計

額
　

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

１
　

売
春

防
止

活
動

推
進

等
事

業
強

化
対

策
費

１
　

売
春

防
止

活
動

推
進

等
事

業
強

化
対

策
費

　
（
１

）
婦

人
保

護
事

業
啓

発
普

及
費

　
（
１

）
婦

人
保

護
事

業
啓

発
普

及
費

  
  

Ａ
型

（
東

京
・
大

阪
）
　

　
年

額
　

6
0
4
,0

0
0
円

  
  

Ａ
型

（
東

京
・
大

阪
）
　

　
年

額
　

6
0
4
,0

0
0
円

  
  

Ｂ
型

（
北

海
道

・
埼

玉
・
神

奈
川

・
静

岡
・
愛

知
・
京

都
・
兵

庫
・

  
  

Ｂ
型

（
北

海
道

・
埼

玉
・
神

奈
川

・
静

岡
・
愛

知
・
京

都
・
兵

庫
・

　
　

　
　

　
広

島
・
福

岡
・
長

崎
・
沖

縄
）

　
　

　
　

　
広

島
・
福

岡
・
長

崎
・
沖

縄
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

額
　

4
4
4
,0

0
0
円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

額
　

4
4
4
,0

0
0
円

  
  

Ｃ
型

（
そ

の
他

の
県

）
　

  
年

額
　

3
3
8
,0

0
0
円

  
  

Ｃ
型

（
そ

の
他

の
県

）
　

  
年

額
　

3
3
8
,0

0
0
円

  
（
２

）
婦

人
保

護
施

設
退

所
者

自
立

生
活

援
助

事
業

費
  

（
２

）
婦

人
保

護
施

設
退

所
者

自
立

生
活

援
助

事
業

費

  
  

  
  

１
施

設
当

た
り

年
額

　
1
,5

7
2
,0

0
0
円

に
1
0
人

を
超

え
た

対
  

  
  

  
１

施
設

当
た

り
年

額
　

1
,5

4
4
,0

0
0
円

に
1
0
人

を
超

え
た

対

　
　

　
象

者
1
人

に
つ

き
1
3
2
,0

6
0
円

を
乗

じ
て

加
算

し
、

算
定

し
た

　
　

　
象

者
1
人

に
つ

き
1
2
9
,9

0
0
円

を
乗

じ
て

加
算

し
、

算
定

し
た

　
　

　
額

と
す

る
こ

と
。

　
　

　
額

と
す

る
こ

と
。

２
　

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

対
策

機
能

強
化

事
業

２
　

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

対
策

機
能

強
化

事
業

  
（
１

）
休

日
夜

間
電

話
相

談
事

業
  

（
１

）
休

日
夜

間
電

話
相

談
事

業

  
  

　
①

休
日

電
話

相
談

  
  

　
①

休
日

電
話

相
談

　
　

　
　

9
時

～
1
8
時

（
8
時

間
実

施
）

　
　

　
　

9
時

～
1
8
時

（
8
時

間
実

施
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 月
額

　
5
3
,2

0
0
円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 月
額

　
5
1
,6

0
0
円

  
  

  
②

休
日

夜
間

部
分

実
施

  
  

  
②

休
日

夜
間

部
分

実
施

  
  

  
  

1
8
時

～
2
2
時

　
月

額
　

2
6
,6

0
0
円

  
  

  
  

1
8
時

～
2
2
時

　
月

額
　

2
5
,8

0
0
円

　
　

　
　

1
8
時

～
2
0
時

　
月

額
　

1
3
,3

0
0
円

　
　

　
　

1
8
時

～
2
0
時

　
月

額
　

1
2
,9

0
0
円

　
　

　
③

平
日

夜
間

部
分

実
施

　
　

　
③

平
日

夜
間

部
分

実
施

  
  

  
  

1
8
時

～
2
2
時

　
月

額
　

5
7
,0

0
0
円

  
  

  
  

1
8
時

～
2
2
時

　
月

額
　

5
5
,0

0
0
円

　
　

　
　

1
8
時

～
2
0
時

　
月

額
　

2
8
,5

0
0
円

　
　

　
　

1
8
時

～
2
0
時

　
月

額
　

2
7
,5

0
0
円

  
（
２

）
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
被

害
者

保
護

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

  
（
２

）
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
被

害
者

保
護

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

　
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
　

配
偶

者
か

ら
の

暴
力　

婦
人

保
護

施
設

退
所

者
自

立
生

活
援

助
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

報
酬

、
賃

金
､

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

)

新
旧

売
春
防

止
活

動
・
Ｄ

Ｖ
対
策

機
能
強

化
事
業

売
春

防
止

活
動

・
Ｄ

Ｖ
対

策
機

能
強

化
事

業

　
婦

人
保

護
施

設
退

所
者

自
立

生
活

援
助

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

賃
金

､
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

)

５
／

１
０

　
婦

人
保

護
事

業
啓

発
普

及
を

行
う

た
め

に
必

要
な

報
償

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

）
、

備
品

購
入

費
、

委
託

料
、

扶
助

費

　
婦

人
相

談
所

で
行

う
休

日
夜

間
電

話
相

談
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

報
酬

（
歳

出
予

算
の

節
を

給
料

又
は

賃
金

と
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
給

料
又

は
賃

金
と

す
る

。
）

　
婦

人
相

談
所

で
行

う
休

日
夜

間
電

話
相

談
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

報
酬

（
歳

出
予

算
の

節
を

給
料

又
は

賃
金

と
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
給

料
又

は
賃

金
と

す
る

。
）

５
／

１
０

　
婦

人
保

護
事

業
啓

発
普

及
を

行
う

た
め

に
必

要
な

報
償

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

）
、

備
品

購
入

費
、

委
託

料
、

扶
助

費
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 事

業
　

　
　

 事
業

  
  

  
  

  
年

額
　

8
1
5
,6

1
0
円

  
  

  
  

  
年

額
　

8
1
5
,6

1
0
円

  
（
３

）
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
相

談
担

当
職

員
研

修
費

  
（
３

）
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
相

談
担

当
職

員
研

修
費

  
  

  
  

  
年

額
　

7
9
,3

3
0
円

  
  

  
  

  
年

額
　

7
9
,3

3
0
円

  
（
4
）
専

門
通

訳
者

養
成

研
修

  
  

  
  

  
年

額
　

6
8
4
,5

4
0
円

  
（
5
）
法

的
対

応
機

能
強

化
事

業
  

（
４

）
法

的
対

応
機

能
強

化
事

業

  
  

  
  

  
年

額
　

7
1
3
,9

6
0
円

  
  

  
  

  
年

額
　

7
1
3
,9

6
0
円

被
害

者
保

護
支

援
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

事
業

に
必

要
な

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）

　
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
相

談
担

当
職

員
の

研
修

に
必

要
な

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

新

被
害

者
保

護
支

援
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

事
業

に
必

要
な

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
）

　
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
相

談
担

当
職

員
の

研
修

に
必

要
な

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

旧

　
法

的
対

応
機

能
強

化
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）

専
門

通
訳

者
養

成
研

修
に

必
要

な
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

使
用

料
、

賃
借

料
及

び
賃

金 　
法

的
対

応
機

能
強

化
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）

-211-



(案)

雇児発第※※※※※号

平成２１年※月※※日

各 都道府県知事 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

婦人保護施設における配偶者からの暴力被害者等に

同伴する児童の対応等を行う指導員の配置について

配偶者からの暴力(以下「ＤＶ」という ）等により、婦人保護施設に入所した。

被害者等に同伴する児童(以下「同伴児童」という｡)に対する適切な処遇体制を確

保するため、次のとおり実施方法を定め、平成２１年度から実施することとしたの

で、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。

１ 趣旨

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 （平成１３年法律」

） 、 、 、第３１号 の施行等により 婦人保護施設には ＤＶ被害者等が入所しているが

同伴家族として多数の児童も入所している。これらの児童は、保護に至る経過に

おいて様々な家庭内の混乱に巻き込まれており、ＤＶの目撃による心理的外傷や

ネグレクト等の不適切な養育の影響から情緒面や行動上の問題を抱えていること

も多い。こうした児童の状態に応じた個別ケアが必要な状況になっていることか

ら、保育や学習支援を含めた適切な援助を行う指導員を配置し、同伴児童に対す

る適切な処遇体制を確保することとする。

２ 対象施設

別に定める 婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設職員職種別配置基準 (以「 」

下「配置基準」という ）を満たしており、かつ、同配置基準に基づく職員とは。

別に同伴児童の対応等を行う指導員を配置する婦人保護施設とする。

３ 指導員の配置人数

上記の対象施設のうち、同伴児童の１日当たりの平均保護人数が、前年度の実

績等を勘案した実施年度の見込み数において６人以上となる婦人保護施設につい

ては２名、１人以上６人未満となる婦人保護施設については１名の指導員を配置

することができることとする。

（資料１７）
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４ 指導員の要件

同伴児童の対応等を行う指導員は、児童福祉法第１８条の４に定める保育士又

は児童福祉施設最低基準第４３条に定める児童指導員の資格を有する者とする。

５ 運営の留意点等

（１） 婦人保護施設長は、当該指導員から同伴児童の状態について適宜報告を受

け、必要に応じて心理療法担当職員による支援を行うこと、また、虐待に関

するアセスメントや母子に対する支援等について児童相談所及び婦人相談所

と連携して適切な処遇に努めること。

（２） 婦人保護施設長は、当該指導員が同伴児童の対応を行うことにより、ＤＶ

被害者等が各種相談や心理療法等を効果的に受けられるようにするととも

に、自立のための活動等を円滑に行うことができるように努めること。

（３） 婦人保護施設長は、児童の安全・衛生について十分配慮すること。

６ 経費

この指導員の配置に要する経費については、平成１５年１月２９日厚生労働省

発雇児第0129001号厚生労働事務次官通知の別紙「婦人保護費国庫負担金及び国

庫補助金交付要綱」によるものとする。
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別添

婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設職員職種別配置基準

職種 総 施 事 主 指 看 栄 調 嘱

数 設 務 任 導 護 養 理 託

長 員 指 員 師 士 員 医

取扱定員 導 等

員

人 人 人 人 人 人 人 人 人

(1) (1)

50人以下 9 1 1 － 2 1 1 3

(1) (2)

51～100 10 1 2 1 1 1 1 3

(1) (2)

長期収容施設 18 1 2 1 9 1 1 3

（注）括弧書きは、非常勤職員の別掲である。
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［育成環境課関係］
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平
成
２
１
年
度
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
費
補
助
金
実
施
要
綱
 
新
旧
対
照
表
（
案
）

 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
後

 
現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

  

 
１

８
文

科
生

第
５

８
７

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
８

文
科

生
第

５
８

７
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雇
児
発
第
０
３
３
０
０
３
９
号

 
雇
児
発
第
０
３
３
０
０
３
９
号

平
成

１
９

年
３

月
３

０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
９

年
３

月
３

０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
一

次
改

正
 

 
１

９
文

科
生

第
６

１
１

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一

次
改

正
 

 
１

９
文

科
生

第
６

１
１

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

雇
児

発
第

０
３

３
１

０
２

４
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

雇
児

発
第

０
３

３
１

０
２

４
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平

成
２

０
年

３
月

３
１

日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平

成
２

０
年

３
月

３
１

日
 

第
二

次
改

正
 

 
※

文
科

生
第

※
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

雇
児

発
第

 
 

 
※

 
 

 
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平

成
※

年
※

月
※

日
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
都
道
府
県

知
事
 

 
 
 
 
 
 
 
 
都
道
府
県
知
事
 

 
 
 
各

 
 
指
定
都
市
市
長
 
 
 
殿

 
 
 
 
各

 
 
指
定
都
市
市
長
 
 
 
殿

 
 

 
  
  
 中

核
市

市
長

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
  
  
 中

核
市

市
長

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
文

部
科

学
省

生
涯

学
習

政
策

局
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
部

科
学

省
生

涯
学

習
政

策
局

長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

 
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

 
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 
 

 
子
ど
も
を
取
り
巻

く
環
境
の
変
化
、
家
庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
・
教
育
力
の
低
下
が

指
摘
さ
れ
る
中
、
放
課
後
等
の
子
ど
も
た
ち
の
安
全
で
健
や
か
な
活
動
場
所
の
確
保
を
図

る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
文
部
科
学
省
及
び
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
両
省
連
携
の

下
、
総
合
的
な
放
課

後
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
「
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ

ン
推
進
事
業
実
施
要

綱
」
を
定
め
、
平
成
１
９
年
４
月
１
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

の
で
、
本
事
業
の
適

正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。

 

 
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
、
家
庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
・
教
育
力
の
低
下
が

指
摘
さ
れ
る
中
、
放
課
後
等
の
子
ど
も
た
ち
の
安
全
で
健
や
か
な
活
動
場
所
の
確
保
を
図

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
部
科
学
省
及
び
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
両
省
連
携
の

下
、
総
合
的
な
放
課
後
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
「
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ

ン
推
進
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
１
９
年
４
月
１
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

の
で
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。

 
 

 
別
紙
 
 
現
行
の
と

お
り
（
略
）

 
別
紙
 
 
現
行
の
と
お
り
（
略
）

 
 

 
別
添
１
 
放
課
後
子
ど
も
教
室
推
進
事
業
等
実
施
要
綱
 
（
略
）
 

別
添
１
 
放
課
後
子
ど
も
教
室
推
進
事
業
等
実
施
要
綱
 
（
略
）
 

 
 

別
添
２
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
実
施
要
綱
 
現
行
の
と
お
り
（
略
）
 

別
添
２
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
実
施
要
綱
 
現
行
の
と
お
り
（
略
）
 

   

（資料18）
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平
成
２
１
年
度
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 

１
８

文
科

生
第

５
８

６
号

厚
生
労
働
省
発
雇
児
第
０
３
３
０
０
１
９
号

 
平

成
１

９
年

３
月

３
０

日

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
一
次
改
正
 
 
 １

９
文

科
生

第
６

３
２

号

厚
生
労
働
省
発
雇
児
第
０
３
３
１
０
０
４
号

 
平

成
２

０
年

３
月

３
１

日

第
二
次
改
正
 
  
※

文
科

生
第

※
号

厚
生
労
働
省
発
雇
児
第
 
 
 
※
 
 
 
号

平
成

※
年

※
月

※
日

 

都
道
府
県
知
事
 

 
各
 
指
定
都
市
市
長
 
 
殿
 

中
核

市
市

長
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文
部
科
学
事
務
次
官
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚
生
労
働
事
務
次
官
 

 

放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
 

  
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
、家

庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
・
教
育
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
る
中
、

放
課
後
等
の
子
ど
も
た
ち
の
安
全
で
健
や
か
な
活
動
場
所
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、文

部

科
学
省
及
び
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
両
省
連
携
の
下
、
総
合
的
な
放
課
後
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、

別
紙
の
と
お
り
「
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
１
９
年
４
月

１
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

 

１
８

文
科

生
第

５
８

６
号

 
 

厚
生
労
働
省
発
雇
児
第
０
３
３
０
０
１
９
号
 

 
平

成
１

９
年

３
月

３
０

日
 

 

第
一
次
改
正
 
 
 １

９
文

科
生

第
６

３
２

号
 

厚
生
労
働
省
発
雇
児
第
０
３
３
１
０
０
４
号
 

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日
 

    

都
道
府
県
知
事
 

 
各
 
指
定
都
市
市
長
 
 
殿
 

中
核

市
市

長
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文
部
科
学
事
務
次
官
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚
生
労
働
事
務
次
官
 

 

放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
 

  
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
、家

庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
・
教
育
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
る
中
、

放
課
後
等
の
子
ど
も
た
ち
の
安
全
で
健
や
か
な
活
動
場
所
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、文

部

科
学
省
及
び
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
両
省
連
携
の
下
、
総
合
的
な
放
課
後
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、

別
紙
の
と
お
り
「
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
１
９
年
４
月

１
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

（資料19）
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

  
別
紙
 

別
紙
 

放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱

 
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱

 

 
 

 
 
 

（
通
 
則
）
１
～
（
そ
の
他
）
１
７
 
（
略
）
 

（
通
 
則
）
１
～
（
そ
の
他
）
１
７
 
（
略
）
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改
正

案
現

行

別
表

別
表

事
業

１
２

３
４

事
業

１
２

３
４

名
区

分
基
準

額
対
象

経
費

補
助

率
名

区
分

基
準

額
対

象
経

費
補
助

率

放
放

１
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業
（
放
課

後
児

放
課

後
児

１
／
３

放
放

１
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

（
放

課
後

児
放

課
後

児
１

／
３

課
課

童
ク

ラ
ブ

）
費

童
ク

ラ
ブ

課
課

童
ク

ラ
ブ

）
費

童
ク

ラ
ブ

後
後

の
運

営
に

後
後

の
運

営
に

児
児

（
１

）
開

設
日

数
2
5
0
日

以
上

必
要

な
経

児
児

（
１

）
開

設
日

数
2
5
0
日

以
上

必
要

な
経

童
童

①
１

ク
ラ

ブ
(
年

間
平

均
児

童
数
1
0
～

1
9

費
（

飲
食

童
童

①
１

ク
ラ

ブ
(
年

間
平

均
児

童
数

1
0
～

1
9

費
（

飲
食

健
健

人
)
当

た
り

年
額

物
費

を
除

健
健

人
)当

た
り

年
額

物
費

を
除

全
全

9
95
,0
0
0円

×
か

所
数

く
。

）
全

全
9
9
0,
00
0
円

×
か

所
数

く
。

）
育

育
②

１
ク

ラ
ブ

(
年

間
平

均
児

童
数
2
0
～

3
5

育
育

②
１

ク
ラ

ブ
(
年

間
平

均
児

童
数

2
0
～

3
5

成
成

人
)
当

た
り

年
額

成
成

人
)当

た
り

年
額

事
事

1,
6
30
,0
0
0円

×
か

所
数

事
事

1
,6
1
2,
00
0
円

×
か

所
数

業
業

③
１

ク
ラ

ブ
(
年

間
平

均
児

童
数
3
6
～

7
0

業
業

③
１

ク
ラ

ブ
(
年

間
平

均
児

童
数

3
6
～

7
0

等
費

人
)
当

た
り

年
額

等
費

人
)当

た
り

年
額

等
2,
4
26
,0
0
0円

×
か

所
数

等
2
,4
0
8,
00
0
円

×
か

所
数

④
１

ク
ラ

ブ
(
年

間
平

均
児

童
数
7
1
人

以
④

１
ク

ラ
ブ

(
年

間
平

均
児

童
数

7
1
人

以
上

)
当

た
り

年
額

上
)当

た
り

年
額

3,
2
22
,0
0
0円

×
か

所
数

3
,2
0
4,
00
0
円

×
か

所
数

⑤
開

設
日

数
加

算
額

（
原

則
と

し
て

1
日

⑤
開

設
日

数
加

算
額

（
原

則
と

し
て

1
日

8
時

間
以

上
開

所
す
る

場
合
）

8
時

間
以

上
開

所
す

る
場

合
）

13
,0
0
0円

×
2
5
1日

～
30

0日
ま

で
1
3,
00
0
円

×
2
5
1日

～
3
00
日

ま
で

の
2
5
0
日

を
超

え
る

日
数

の
2
5
0
日

を
超

え
る

日
数

⑥
長

時
間

開
設

加
算

額
⑥

長
時

間
開

設
加

算
額

（
ｱ
）

平
日

分
（

1
日

6
時

間
を

超
え

、
か

つ
（
ｱ
）

平
日

分
（

1
日

6
時

間
を

超
え

、
1
8
時

1
8
時

を
越

え
て

開
設

す
る

場
合
）

を
越

え
て

開
設

す
る

場
合

）
2
0
2
,
0
0
0
円

×
「

18
時

を
越

え
る

時
1
9
9
,
0
0
0
円

×
「

1
8
時

を
越

え
る

時
間

」
の

年
間

平
均

時
間

数
間

」
の

年
間

平
均

時
間

数
（

ｲ
）

長
期

休
暇

等
分

（
1
日

8
時

間
を

超
え

（
ｲ
）

長
期

休
暇

等
分

（
1
日

8
時

間
を

超
え

て
開

設
す

る
場

合
）

て
開

設
す

る
場

合
）

9
1
,
0
0
0
円

×
「

１
日

8
時

間
を

超
え

9
0
,
0
0
0
円

×
「

１
日

8
時

間
を

超
え

る
時

間
」

の
年

間
平

均
時
間
数

る
時

間
」

の
年

間
平

均
時

間
数

（
２

）
特

例
分

（
開

設
日

数
2
0
0
～

2
4
9
日

）
（

２
）

特
例

分
（

開
設

日
数

2
0
0
～

2
4
9
日

）
①

１
ク

ラ
ブ

(
年

間
平

均
児

童
数
2
0
人

以
①

１
ク

ラ
ブ

(
年

間
平

均
児

童
数

2
0
人

以
上

)
当

た
り

年
額

上
)当

た
り

年
額

1
,6
5
1,
00
0
円

×
か

所
数

1
,
61
1
,0
00
円

×
か

所
数

-220-



改
正

案
現

行

事
業

１
２

３
４

事
業

１
２

３
４

名
区

分
基
準

額
対
象

経
費

補
助

率
名

区
分

基
準

額
対

象
経

費
補
助

率

放
放

②
長

時
間

開
設

加
算

額
（

1
日

6
時

間
を

放
課

後
児

１
／

３
放

放
②

長
時

間
開

設
加

算
額

（
1
日

6
時

間
を

放
課

後
児

１
／

３
課

課
超

え
、

か
つ

1
8
時

を
越

え
て

開
設

す
る

童
ク

ラ
ブ

課
課

超
え

、
1
8
時

を
越

え
て

開
設

す
る

場
童

ク
ラ

ブ
後

後
場

合
）

の
運

営
に

後
後

合
）

の
運

営
に

児
児

必
要

な
経

児
児

必
要

な
経

童
童

2
0
2
,
0
0
0
円

×
「

18
時

を
越

え
る

時
費

（
飲

食
童

童
1
9
9
,
0
0
0
円

×
「

1
8
時

を
越

え
る

時
費

（
飲

食
健

健
間

」
の

年
間

平
均

時
間
数

物
費

を
除

健
健

間
」

の
年

間
平

均
時

間
数

物
費

を
除

全
全

く
。

）
全

全
く

。
）

育
育

育
育

成
成

２
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事
業
費

放
課

後
子

成
成

２
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
費

放
課

後
子

事
事

（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促
進
事

業
ど
も

環
境

事
事

（
１
）

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

ど
も

環
境

業
業

１
事

業
当

た
り

7
,
0
0
0
,
0
0
0
円

整
備

事
業

業
業

１
事

業
当

た
り

7
,
0
0
0
,
0
0
0
円

整
備

事
業

等
費

（
２

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
環

境
改
善
事

業
に
必

要
な

等
費

（
２

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
環

境
改

善
事

業
に

必
要

な
等

１
事

業
当

た
り

1
,
0
0
0
,
0
0
0
円

経
費

等
１

事
業

当
た

り
1
,
0
0
0
,
0
0
0
円

経
費

（
３

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
障

害
児
受
入

促
進

（
３
）

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業
事

業
１

事
業

当
た

り
1
,
0
0
0
,
0
0
0
円

１
事

業
当

た
り

1
,
0
0
0
,
0
0
0
円

３
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

放
課

後
児

３
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

放
課

後
児

（
１

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
童
ク

ラ
ブ

（
１
）

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣

事
業

童
ク

ラ
ブ

１
事

業
当

た
り

年
額

支
援

事
業

１
事

業
当

た
り

年
額

支
援

事
業

4
5
4
,
0
0
0
円

×
事

業
数

に
必

要
な

4
4
1
,
0
0
0
円

×
事

業
数

に
必

要
な

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施
支
援

等
事

経
費

（
２
）

放
課

後
子

ど
も

プ
ラ

ン
実

施
支

援
等

事
経

費
業

業
１

市
町

村
当

た
り

年
額

7
5
0
,
0
0
0
円

１
市

町
村

当
た

り
年

額
7
5
0
,
0
0
0
円

（
３

）
放

課
後

児
童

等
の

衛
生

・
安
全
対

策
事

（
３

）
放

課
後

児
童

等
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
業

１
市

町
村

当
た

り
年

額
5
8
4
,
0
0
0
円

１
市

町
村

当
た

り
年

額
5
8
4
,
0
0
0
円

（
４

）
障

害
児

受
入

推
進

事
業

（
４
）

障
害

児
受

入
推

進
事

業
１

ク
ラ

ブ
当

た
り

年
額

１
ク

ラ
ブ

当
た

り
年

額
1
,4
21
,
00
0
円

×
か

所
数

1
,
42
1,
0
00
円

×
か

所
数

放
資

４
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質
向
上
事

業
費

放
課

後
児

放
資

４
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質

向
上

事
業

費
放

課
後

児
課
質

童
指

導
員

課
質

童
指

導
員

後
向

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核
市
１

か
所

等
資

質
向

後
向

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
１

か
所

等
資

質
向

児
上

当
た

り
年

額
95
0
,
0
0
0
円

上
事

業
に

児
上

当
た

り
年

額
1
,
0
0
0
,
0
0
0
円

上
事

業
に

童
事

必
要

な
経

童
事

必
要

な
経

指
業

費
指
業

費
導
費

導
費

員
員

等
等
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別
紙
様
式

１
、

２
　

　
　

（
略
）

別
紙

様
式

１
、

２
　

　
　

（
略

）

２
．

　
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

等
　

２
．

　
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

等
　

（
１

）
都

道
府

県
分

（
１

）
都

道
府

県
分

　
　

　
・
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質

向
上

事
業

費
　

　
　

・
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質

向
上

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）
⑤

（
⑤

×
1
/
3

）
⑥

備
考

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）
⑤

（
⑤

×
1
/
3

）
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
２

）
指

定
都

市
・
中

核
市

分
（
２

）
指

定
都

市
・
中

核
市

分

　
　

　
・
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質

向
上

事
業

費
　

　
　

・
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質

向
上

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

指
定

都
市

・
中

核
市

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）
⑤

（
⑤

×
1
/
3

）
⑥

備
考

指
定

都
市

・
中

核
市

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）
⑤

（
⑤

×
1
/
3

）
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

　
　

・
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
等

　
　

・
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
等

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）
⑤

（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）
⑤

（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

円
円

円
円

（
１

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

５
０

日
以

上
円

円
円

円
（
１

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

５
０

日
以

上

　
①

児
童

数
１

０
～

１
９

人
　

　
　

　
か

所
　

①
児

童
数

１
０

～
１

９
人

　
　

　
　

か
所

　
②

児
童

数
２

０
～

３
５

人
　

　
　

　
か

所
　

②
児

童
数

２
０

～
３

５
人

　
　

　
　

か
所

　
③

児
童

数
３

６
～

７
０

人
　

　
　

　
か

所
　

③
児

童
数

３
６

～
７

０
人

　
　

　
　

か
所

　
④

児
童

数
７

１
人

～
　

　
　

　
　

　
か

所
　

④
児

童
数

７
１

人
～

　
　

　
　

　
　

か
所

　
⑤

開
設

日
数

加
算

  
  

 　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

日
　

⑤
開

設
日

数
加

算
  

  
 　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
日

  
⑥

長
時

間
開

設
 　

　
  

⑥
長

時
間

開
設

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
・
平

日
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

　
　

時
間

　
　

　
　

　
　

　
・
平

日
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

　
　

時
間

　
　

　
　

　
　

　
・
長

期
休

暇
等

分
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
時

間
　

　
　

　
　

　
　

・
長

期
休

暇
等

分
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
時

間

（２
）１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

０
０

～
２

４
９

日
（２

）１
ク

ラ
ブ

の
開

設
日

数
　

２
０

０
～

２
４

９
日

　
①

児
童

数
２

０
人

～
　

　
　

　
 　

　
か

所
　

①
児

童
数

２
０

人
～

　
　

　
　

 　
　

か
所

　
②

長
時

間
開

設
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
②

長
時

間
開

設
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

円
円

円
円

円
円

円
円

（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
環

境
改

善
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
環

境
改

善
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
障

害
児

受
入

促
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
３

）
障

害
児

受
入

促
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
円

円
円

円
円

円
円

円

（
１

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

業
（
１

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

業

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
　

　
　

　
有

　
・
　

無
（
２

）
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
　

　
　

　
有

　
・
　

無

（
３

）
放

課
後

児
童

の
衛

生
・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

 有
　

・
　

無
　

（
３

）
放

課
後

児
童

の
衛

生
・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

 有
　

・
　

無
　

（
４

）
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
（
４

）
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　

計
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑥

の
内

訳
計

円
円

円
円

円
円

　
　

　
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

円

　
　

　
放

課
後

子
ど

も
環

境
改

善
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
障

害
児

受
入

促
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

　
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

円

　
　

　
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
　

　
　

　
　

　
 　

 　
円

　
　

　
放

課
後

児
童

の
衛

生
・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

別
表
１
　

　
　

（
略

）
別

表
１

　
　

　
（

略
）

別
表
２

１
．
放
課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
等

　
　

　
（

略
）

別
表

２
１

．
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
等

　
　

　
（

略
）

区
分

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
費

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

費

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

指
定

都
市

・
中

核
市

名
区

分

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
費

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

費

指
定

都
市

・
中

核
市

名
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（
３

）
市

町
村

分
（
３

）
市

町
村

分

　
・
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
等

　
・
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
等

対
象

経
費

選
定

額
都

道
府

県
補

助
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
選

定
額

都
道

府
県

補
助

額
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

市
町

村
名

区
分

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥

⑦
（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

市
町

村
名

区
分

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥

⑦
（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

円
円

円
円

円
円

（
１

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

５
０

日
以

上

円
円

円
円

円
円

（
１

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

５
０

日
以

上

　
①

児
童

数
１

０
～

１
９

人
　

　
　

　
か

所
　

①
児

童
数

１
０

～
１

９
人

　
　

　
　

か
所

　
②

児
童

数
２

０
～

３
５

人
　

　
　

　
か

所
　

②
児

童
数

２
０

～
３

５
人

　
　

　
　

か
所

　
③

児
童

数
３

６
～

７
０

人
　

　
　

　
か

所
　

③
児

童
数

３
６

～
７

０
人

　
　

　
　

か
所

　
④

児
童

数
７

１
人

～
　

　
　

　
　

　
か

所
　

④
児

童
数

７
１

人
～

　
　

　
　

　
　

か
所

　
⑤

開
設

日
数

加
算

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
日

　
⑤

開
設

日
数

加
算

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
日

  
⑥

長
時

間
開

設
 　

　
　

　
　

 　
 

  
⑥

長
時

間
開

設
 　

　
　

　
　

 　
 

　
　

　
　

　
　

　
・
平

日
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

　
　

　
　

時
間

　
　

　
　

　
　

　
・
平

日
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

　
　

　
　

時
間

　
　

　
　

　
　

　
・
長

期
休

暇
等

分
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
　

　
時

間
　

　
　

　
　

　
　

・
長

期
休

暇
等

分
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
　

　
時

間
（
２

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

０
０

～
２

４
９

日
（
２

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

０
０

～
２

４
９

日
　

①
児

童
数

２
０

人
～

　
　

　
　

 　
　

か
所

　
①

児
童

数
２

０
人

～
　

　
　

　
 　

　
か

所
　

②
長

時
間

開
設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

②
長

時
間

開
設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
環

境
改

善
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
環

境
改

善
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
障

害
児

受
入

促
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
３

）
障

害
児

受
入

促
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
（
１

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

業
（
１

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

業

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
　

　
　

　
有

　
・
　

無
（
２

）
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
　

　
　

　
有

　
・
　

無

（
３

）
放

課
後

児
童

の
衛

生
・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

 有
　

・
　

無
　

（
３

）
放

課
後

児
童

の
衛

生
・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

 有
　

・
　

無
　

（
４

）
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
（
４

）
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　

計
円

円
円

円
円

円
円

円
円

計
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
１

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

５
０

日
以

上

円
円

円
円

円
円

（
１

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

５
０

日
以

上

　
①

児
童

数
１

０
～

１
９

人
　

　
　

　
か

所
　

①
児

童
数

１
０

～
１

９
人

　
　

　
　

か
所

　
②

児
童

数
２

０
～

３
５

人
　

　
　

　
か

所
　

②
児

童
数

２
０

～
３

５
人

　
　

　
　

か
所

　
③

児
童

数
３

６
～

７
０

人
　

　
　

　
か

所
　

③
児

童
数

３
６

～
７

０
人

　
　

　
　

か
所

　
④

児
童

数
７

１
人

～
　

　
　

　
　

　
か

所
　

④
児

童
数

７
１

人
～

　
　

　
　

　
　

か
所

　
⑤

開
設

日
数

加
算

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
日

　
⑤

開
設

日
数

加
算

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
日

  
⑥

長
時

間
開

設
 　

　
　

　
　

 　
 

  
⑥

長
時

間
開

設
 　

　
　

　
　

 　
 

　
　

　
　

　
　

　
・
平

日
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

　
　

時
間

　
　

　
　

　
　

　
・
平

日
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

　
　

時
間

　
　

　
　

　
　

　
・
長

期
休

暇
等

分
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

 時
間

　
　

　
　

　
　

　
・
長

期
休

暇
等

分
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

 時
間

（
２

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

０
０

～
２

４
９

日
（
２

）
１

ク
ラ

ブ
の

開
設

日
数

　
２

０
０

～
２

４
９

日
　

①
児

童
数

２
０

人
～

　
　

　
　

 　
　

か
所

　
①

児
童

数
２

０
人

～
　

　
　

　
 　

　
か

所
　

②
長

時
間

開
設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

②
長

時
間

開
設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
環

境
改

善
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
環

境
改

善
事

業
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
障

害
児

受
入

促
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
３

）
障

害
児

受
入

促
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
（
１

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

業
（
１

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

業

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
　

　
　

　
有

　
・
　

無
（
２

）
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
　

　
　

　
有

　
・
　

無

（
３

）
放

課
後

児
童

の
衛

生
・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

 有
　

・
　

無
　

（
３

）
放

課
後

児
童

の
衛

生
・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

 有
　

・
　

無
　

（
４

）
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
（
４

）
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　

計
円

円
円

円
円

円
円

円
円

計
円

円
円

円
円

円
円

円
円

要
国

庫
補

助
額

⑥
の

内
訳

　
　

　
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
設

置
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
  
円

※
実

施
す

る
市

町
村

数
に

あ
わ

せ
て

、
適

宜
記

入
欄

を
増

や
す

こ
と

。
　

　
　

放
課

後
子

ど
も

環
境

改
善

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円
　

　
　

障
害

児
受

入
促

進
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

 　
　

円
　

　
　

放
課

後
子

ど
も

プ
ラ

ン
実

施
支

援
等

事
業

　
　

　
　

　
　

 　
　

円
　

　
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
障

害
児

受
入

推
進

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 円
※

実
施

す
る

市
町

村
数

に
あ

わ
せ

て
、

適
宜

記
入

欄
を

増
や

す
こ

と
。

市
　

町
　

村
　

合
　

計
（
○

市
△

町
□

村
）

□
□

市

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
費

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

費

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

○
○

市

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
費

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

費

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

費

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

費

市
　

町
　

村
　

合
　

計
（
○

市
△

町
□

村
）

○
○

市

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
費

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費

□
□

市

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
費

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費
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③
　

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費
③

　
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
費

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

実
施

市
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
実

施
市

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  

　
  

２
．

⑤
は

、
該

当
す

る
も

の
全

て
に

番
号

に
○

を
す

る
こ

と
。

現
　

　
　

　
　

　
　

行

合
計

２
．
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
等

（
１
）
都
道
府
県
分
　
　

　
（
略
）

（
２
）
指
定
都
市
・
中
核

市
分

　
①
放
課
後
児
童
指
導
員

等
資
質
向
上
事
業
　
　
　
（
略
）

　
②
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
費
　
　
　
（
略
）

別
表
３

１
．
放
課
後
子
ど
も
教
室

推
進
事
業
等
　
　
　
（
略
）

合
計

改
　

　
　

正
　

　
　

案

２
．
放

課
後

児
童

健
全

育
成
事
業
等

（
１
）

都
道

府
県

分
　

　
　
（
略
）

（
２
）

指
定

都
市

・
中

核
市
分

　
①
放

課
後

児
童

指
導

員
等
資
質
向
上
事
業
　
　
　
（
略
）

　
②
放

課
後

児
童

健
全

育
成
事
業
費
　
　
　
（
略
）

別
表
３

１
．
放

課
後

子
ど

も
教

室
推
進
事
業
等
　
　
　
（
略
）
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ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

　
　

ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

実
施

市
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
購

入
備

品
等

の
内

容
実

施
市

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

具
体

的
な

設
備

の
整

備
（
備

品
の

購
入

等
）
内

容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

か
所

か
所

か
所

か
所

か
所

か
所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

現
　

　
　

　
　

　
　

行

合
計

合
計

改
　

　
　

正
　

　
　

案

-225-



　
　

ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業

実
施

市
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
実

施
市

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。

現
　
　
　
　
　
　
　
行

合
計

合
計

改
　
　
　
正
　
　
　

案

-226-



④
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

④
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

ａ
  

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣

事
業

ａ
  

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣

事
業

実
施

市
名

活
動

内
容

派
遣

先
実

ク
ラ

ブ
数

主
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

実
施

市
名

ク
ラ

ブ
名

活
動

内
容

具
体

的
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
○

○
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

２
．

自
然

等
体

験
事

業
４

．
長

期
休

暇
派

遣
事

業

○
○

市
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

○
○

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
△

△
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

△
△

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

事
業

合
計

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

事
業

（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。

（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

現
　

　
　

　
　

　
　

行
改

　
　

　
正

　
　

　
案

ク
ラ

ブ

-227-



ｂ
 放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
ｂ
 放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業

実
施

市
名

実
施

市
名

３
．

広
報

啓
発

３
．

広
報

啓
発

４
．

そ
の

他
４

．
そ

の
他

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　

実
施

市
名

対
象

ク
ラ

ブ
数

備
考

実
施

市
名

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

名
備

考

ク
ラ

ブ
人

(注
)当

該
事

業
の

対
象

は
民

営
の

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
従

事
す

る
放

課
後

児
童

指
導

員
で

あ
る

こ
と

。

合
計

ク
ラ

ブ
人

d
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
　

（
略

）
d
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
　

（
略

）

公
設

民
営

・
民

設
民

営
の

区
分

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催

対
象

人
数

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

事
業

内
容

研
修

等
内

容
事

業
内

容
研

修
等

内
容

対
象

人
数

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催

-228-



②
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
費

②
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
費

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

市
町

村
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
市

町
村

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
１

．
改

修
２

．
設

備
の

設
置

、
備

品
の

購
入

１
．

既
存

施
設

の
改

修
費

用
２

．
設

備
の

設
置

費
及

び
修

繕
費

３
．

備
品

の
購

入
費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

（
３

）
市

町
村

分
　

①
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
　

　
　

（
略

）

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

（
３

）
市

町
村

分
　

①
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
　

　
　

（
略

）

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

-229-



　
　

ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

　
　

ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

市
町

村
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
購

入
備

品
等

の
内

容
市

町
村

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

具
体

的
な

設
備

の
整

備
（
購

入
の

備
品

等
）
内

容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）
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ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業

市
町

村
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
市

町
村

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
１

．
改

修
２

．
設

備
の

設
置

、
備

品
の

購
入

１
．

既
存

施
設

の
改

修
費

用
２

．
設

備
の

設
置

費
及

び
修

繕
費

３
．

備
品

の
購

入
費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

計
（　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

合
　

　
　

計
（　

　
市

　
　

町
　

　
村

）
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③
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

③
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

ａ
  
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
ａ
  
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業

市
町

村
名

活
動

内
容

派
遣

先
実

ク
ラ

ブ
数

主
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

市
町

村
名

ク
ラ

ブ
名

活
動

内
容

具
体

的
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
○

○
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

２
．

自
然

等
体

験
事

業
○

○
市

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

○
○

市
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

○
○

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
△

△
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

２
．

自
然

等
体

験
事

業
△

△
市

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

△
△

市
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

△
△

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

事
業

事
業

合
計

２
．

自
然

等
体

験
事

業
合

計
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

（
市

町
村

）
事

業
（

市
町

村
）

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

事
業

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

事
業

事
業

（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。
（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。

（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

ク
ラ

ブ

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

ク
ラ

ブ

ク
ラ

ブ
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ｂ
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
費

ｂ
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
費

市
町

村
名

事
業

内
容

市
町

村
名

事
業

内
容

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催
２

．
地

区
別

運
営

委
員

会
の

設
置

・
開

催

３
．

広
報

啓
発

３
．

広
報

啓
発

４
．

そ
の

他
４

．
そ

の
他

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催
２

．
地

区
別

運
営

委
員

会
の

設
置

・
開

催

３
．

広
報

啓
発

３
．

広
報

啓
発

４
．

そ
の

他
４

．
そ

の
他

合
計

（
　

　
市

町
村

）

１
．

　
　

　
　

　
事

業
２

．
　

　
　

　
　

事
業

３
．

　
　

　
　

　
事

業
４

．
　

　
　

　
　

事
業

合
計

（
　

　
市

町
村

）

１
．

　
　

　
　

　
事

業
２

．
　

　
　

　
　

事
業

３
．

　
　

　
　

　
事

業
４

．
　

　
　

　
　

事
業

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　

市
町

村
名

対
象

ク
ラ

ブ
数

備
考

市
町

村
名

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

名
対

象
人

数
備

考

○
○

市

□
□

町
○

○
市

◇
◇

村

合
計

（
　

市
　

町
　

村
）

ク
ラ

ブ
人

小
計

ク
ラ

ブ
人

(注
)当

該
事

業
の

対
象

は
民

営
の

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
従

事
す

る
放

課
後

児
童

指
導

員
で

あ
る

こ
と

。

△
△

市

小
計

ク
ラ

ブ
人

□
□

町

小
計

ク
ラ

ブ
人

◇
◇

村

小
計

ク
ラ

ブ
人

合
計

（
　

市
　

町
　

村
）

ク
ラ

ブ
人

ｄ
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
（
略

）
ｄ
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
（
略

）

対
象

人
数

○
○

市

△
△

市

改
　

　
　

正
　

　
　

案

研
修

等
内

容

現
　

　
　

　
　

　
　

行 公
設

民
営

・
民

設
民

営
の

区
分

○
○

市

△
△

市

研
修

等
内

容
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別
紙

様
式

３
、

４
、

５
　

　
　

（
略

）
別

紙
様

式
３

、
４

、
５

　
　

　
（

略
）

③
　

放
課

後
子

ど
も

環
境

整
備

事
業

費
③

　
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
費

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

実
施

市
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
実

施
市

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。

合
計

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案

別
表

１
、

２
　

　
　

（
略

）

別
表

３
１

．
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
等

　
　

　
（

略
）

２
．

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
等

（
１

）
都

道
府

県
分

　
　

　
（

略
）

（
２

）
指

定
都

市
・

中
核

市
分

　
①

 
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質

向
上

事
業

　
　

　
（

略
）

　
②

 
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
　

　
　

（
略

）

現
　

　
　

　
　

　
　

　
　

行

合
計

別
表

１
、

２
　

　
　

（
略

）

別
表

３
１

．
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
等

　
　

　
（

略
）

２
．

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
等

（
１

）
都

道
府

県
分

　
　

　
（

略
）

（
２

）
指

定
都

市
・

中
核

市
分

　
①

 
放

課
後

児
童

指
導

員
等

資
質

向
上

事
業

　
　

　
（

略
）

　
②

 
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
　

　
　

（
略

）
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ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

　
　

ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

実
施

市
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
購

入
備

品
等

の
内

容
実

施
市

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

具
体

的
な

設
備

の
整

備
（
備

品
の

購
入

等
）
内

容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

か
所

か
所

か
所

か
所

か
所

か
所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

合
計

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

合
計
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ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業

実
施

市
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
実

施
市

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。

合
計

改
　
　
　
正
　
　
　

案
現
　
　
　
　
　
　
　
行

合
計
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④
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

④
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

ａ
  

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣

事
業

ａ
  

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣

事
業

実
施

市
名

活
動

内
容

派
遣

先
実

ク
ラ

ブ
数

主
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

実
施

市
名

ク
ラ

ブ
名

活
動

内
容

具
体

的
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
○

○
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

２
．

自
然

等
体

験
事

業
４

．
長

期
休

暇
派

遣
事

業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

○
○

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
△

△
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

△
△

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

事
業

合
計

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

事
業

（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。

（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

現
　

　
　

　
　

　
　

行
改

　
　

　
正

　
　

　
案

ク
ラ

ブ
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ｂ
 放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
ｂ
 放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業

実
施

市
名

実
施

市
名

３
．

広
報

啓
発

３
．

広
報

啓
発

４
．

そ
の

他
４

．
そ

の
他

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　

実
施

市
名

対
象

ク
ラ

ブ
数

備
考

実
施

市
名

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

名
備

考

ク
ラ

ブ
人

(注
)当

該
事

業
の

対
象

は
民

営
の

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
従

事
す

る
放

課
後

児
童

指
導

員
で

あ
る

こ
と

。

合
計

ク
ラ

ブ
人

d
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
　

（
略

）
d
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
　

（
略

）

対
象

人
数

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

事
業

内
容

研
修

等
内

容
事

業
内

容
研

修
等

内
容

公
設

民
営

・
民

設
民

営
の

区
分

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催

対
象

人
数
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②
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
費

②
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
費

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

　
　

ａ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

市
町

村
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
市

町
村

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
１

．
改

修
２

．
設

備
の

設
置

、
備

品
の

購
入

１
．

既
存

施
設

の
改

修
費

用
２

．
設

備
の

設
置

費
及

び
修

繕
費

３
．

備
品

の
購

入
費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

（
３

）
市

町
村

分
　

①
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
　

　
　

（
略

）

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

（
３

）
市

町
村

分
　

①
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費
　

　
　

（
略

）
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ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

　
　

ｂ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

市
町

村
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
購

入
備

品
等

の
内

容
市

町
村

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

具
体

的
な

設
備

の
整

備
（
購

入
の

備
品

等
）
内

容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

合
　

　
　

計
（
　

　
市

　
　

町
　

　
村

）
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ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

障
害

児
受

入
促

進
事

業

市
町

村
名

施
設

名
設

置
主

体
運

営
主

体
実

施
事

業
内

容
市

町
村

名
施

設
名

設
置

主
体

運
営

主
体

実
施

事
業

内
容

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④
⑤

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
１

．
改

修
２

．
設

備
の

設
置

、
備

品
の

購
入

１
．

既
存

施
設

の
改

修
費

用
２

．
設

備
の

設
置

費
及

び
修

繕
費

３
．

備
品

の
購

入
費

１
．

改
修

２
．

設
備

の
設

置
、

備
品

の
購

入
１

．
既

存
施

設
の

改
修

費
用

２
．

設
備

の
設

置
費

及
び

修
繕

費
３

．
備

品
の

購
入

費

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私

小
　

　
計

か
所

　
　

　
　

か
所

公 私

　
　

　
　

か
所

公 私
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所
か

所

公
公

公
公

私
私

私
私

（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
注

）
１

．
③

及
び

④
に

は
、

市
町

村
又

は
社

会
福

祉
法

人
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。
  
　

  
２

．
⑤

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
番

号
に

○
を

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

計
（　

　
市

　
　

町
　

　
村

）

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

合
　

　
　

計
（　

　
市

　
　

町
　

　
村

）
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③
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

③
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

ａ
  
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業
ａ
  
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
派

遣
事

業

市
町

村
名

活
動

内
容

派
遣

先
実

ク
ラ

ブ
数

主
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

市
町

村
名

ク
ラ

ブ
名

活
動

内
容

具
体

的
な

事
業

内
容

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

と
の

連
携

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
○

○
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

２
．

自
然

等
体

験
事

業
○

○
市

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

○
○

市
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

○
○

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
△

△
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

２
．

自
然

等
体

験
事

業
△

△
市

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

△
△

市
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

△
△

ク
ラ

ブ
２

．
自

然
等

体
験

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

１
．

伝
承

遊
び

等
事

業
１

．
伝

承
遊

び
等

事
業

事
業

事
業

合
計

２
．

自
然

等
体

験
事

業
合

計
ク

ラ
ブ

２
．

自
然

等
体

験
事

業

（
市

町
村

）
事

業
（

市
町

村
）

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

３
．

巡
回

派
遣

事
業

事
業

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

４
．

長
期

休
暇

派
遣

事
業

事
業

事
業

（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。
（
注

１
）
「
活

動
内

容
」
欄

に
は

、
該

当
す

る
事

業
に

○
を

す
る

こ
と

。

（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
（
注

２
）
「
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

の
連

携
」
欄

に
は

、
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
事

業
と

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
同

じ
小

学
校

で
実

施
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

効
果

的
な

活
用

を
図

っ
て

い
る

場
合

に
は

、

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

そ
の

具
体

的
な

内
容

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

事
業

名
・
頻

度
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

ク
ラ

ブ

改
　

　
　

正
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
行

ク
ラ

ブ

ク
ラ

ブ
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ｂ
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
費

ｂ
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

実
施

支
援

等
事

業
費

市
町

村
名

事
業

内
容

市
町

村
名

事
業

内
容

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催
２

．
地

区
別

運
営

委
員

会
の

設
置

・
開

催

３
．

広
報

啓
発

３
．

広
報

啓
発

４
．

そ
の

他
４

．
そ

の
他

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

１
．

人
材

確
保

の
た

め
の

研
修

２
．

地
区

別
運

営
委

員
会

の
設

置
・
開

催
２

．
地

区
別

運
営

委
員

会
の

設
置

・
開

催

３
．

広
報

啓
発

３
．

広
報

啓
発

４
．

そ
の

他
４

．
そ

の
他

合
計

（
　

　
市

町
村

）

１
．

　
　

　
　

　
事

業
２

．
　

　
　

　
　

事
業

３
．

　
　

　
　

　
事

業
４

．
　

　
　

　
　

事
業

合
計

（
　

　
市

町
村

）

１
．

　
　

　
　

　
事

業
２

．
　

　
　

　
　

事
業

３
．

　
　

　
　

　
事

業
４

．
　

　
　

　
　

事
業

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
注

）
事

業
内

容
ご

と
に

具
体

的
な

取
組

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　
ｃ
　

放
課

後
児

童
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
　

　

市
町

村
名

対
象

ク
ラ

ブ
数

備
考

市
町

村
名

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

名
対

象
人

数
備

考

○
○

市

□
□

町
○

○
市

◇
◇

村

合
計

（
　

市
　

町
　

村
）

ク
ラ

ブ
人

小
計

ク
ラ

ブ
人

(注
)当

該
事

業
の

対
象

は
民

営
の

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
従

事
す

る
放

課
後

児
童

指
導

員
で

あ
る

こ
と

。

△
△

市

小
計

ク
ラ

ブ
人

□
□

町

小
計

ク
ラ

ブ
人

◇
◇

村

小
計

ク
ラ

ブ
人

合
計

（
　

市
　

町
　

村
）

ク
ラ

ブ
人

ｄ
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
（
略

）
ｄ
　

障
害

児
受

入
推

進
事

業
　

　
（
略

）

別
紙

様
式

６
、

７
、

８
　

　
　

（
略

）
別

紙
様

式
６

、
７

、
８

　
　

　
（
略

）

現
　

　
　

　
　

　
　

行 公
設

民
営

・
民

設
民

営
の

区
分

○
○

市

△
△

市

研
修

等
内

容

対
象

人
数

○
○

市

△
△

市

改
　

　
　

正
　

　
　

案

研
修

等
内

容
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（
別

紙
）

平
成
２
１
年
度
児
童
厚
生
施
設
等
整
備
費
交
付
要
綱
新
旧
対
照
表
案
（
案
）

改
正

後
現

行

別
紙

別
紙

児
童

厚
生

施
設

等
整

備
費

交
付

要
綱

児
童

厚
生

施
設

等
整

備
費

交
付

要
綱

（
通

則
）

１
～

４
(
略

）
（

通
則

）
１

～
４

(
略

）

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

５
．

こ
の

補
助

金
は

、
次

の
事

業
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。
５

．
こ

の
補

助
金

は
、

次
の

事
業

を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

（
１

）
設

置
運
営

要
綱

に
基

づ
き

都
道

府
県

が
設
置
す
る
大
型
児
童
館
の
施
設
整

備
（

１
）

設
置
運
営
要
綱
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
設
置
す
る
大
型
児
童
館
の
施
設
整

備
（

２
）

設
置

運
営

要
綱

に
基

づ
き

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

（
２

）
設

置
運

営
要

綱
に

基
づ

き
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
設

置
す

る
Ｂ

型
児

童
館

、
小

型
児

童
館

、
児

童
セ

ン
タ

ー
及

び
３

の
（

２
）

に
定

め
る

放
課

後
児

館
、

小
型

児
童

館
、

児
童

セ
ン

タ
ー

及
び

３
の

（
２

）
に

定
め

る
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

た
め

の
施

設
整

備
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

た
め

の
施

設
整

備
（

３
）

設
置

運
営

要
綱

に
基

づ
き

市
町

村
（

特
別

区
を

含
み

指
定

都
市

及
び

中
核

（
３

）
設

置
運

営
要

綱
に

基
づ

き
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

が
設

置
す

る
Ｂ

型
児

童
館

、
小

型
児

童
館

、
児

市
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

館
、

小
型

児
童

館
、

児
童

セ
ン

タ
ー

及
び

３
の

（
２

）
に

定
め

る
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

童
セ

ン
タ

ー
及

び
３

の
（

２
）

に
定

め
る

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
の

創
設

の
た

め
の

施
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

が
行

う
補

助
た

め
の

施
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

が
行

う
補

助
（

４
）

設
置

運
営

要
綱

に
基

づ
き

（
４

）
設

置
運

営
要

綱
に

基
づ

き
社

会
福

祉
法

人
及

び
民

法
（

明
治

２
９

年
法

律
社

会
福

祉
法

人
、

公
益

社
団

法
人

、
公

益
財

（
以

下
「

社
会

福
祉

法
人

第
８

９
号

）
第

３
４

条
の

規
定

に
よ

り
設

立
さ

れ
た

法
人

（
以

下
「

社
会

福
団

法
人

、
特

例
社

団
法

人
、

及
び

特
例

財
団

法
人

等
」

と
い

う
。

）
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

館
、

小
型

児
童

館
、

児
童

セ
ン

タ
祉

法
人

等
」

と
い

う
。

）
が

設
置

す
る

Ｂ
型

児
童

館
、

小
型

児
童

館
、

児
ー

及
び

３
の

（
２

）
に

定
め

る
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
室

の
創

設
の

た
め

の
施

童
セ

ン
タ

ー
及

び
３

の
（

２
）

に
定

め
る

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
の

創
設

の
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
又

は
中

核
市

が
行

う
補

助
た

め
の

施
設

整
備

に
対

し
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
又

は
中

核
市

が
行

う
補

助

（
整

備
補

助
の

対
象

外
）

６
（

略
）

（
整

備
補

助
の

対
象

外
）

６
（

略
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

７
．

こ
の

補
助

金
の

交
付

額
は

、
次

に
よ

り
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
７

．
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
額

に
1
,
0
0
0

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
た

だ
し

、
算

出
さ

れ
た

額
に

1
,
0
0
0

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
～

（
４

）
（

略
）

（
１

）
～

（
４

）
（

略
）

な
お

、
前

年
度

か
ら

の
継

続
事

業
に

お
い

て
、

別
表

の
第

４
欄

（
３

、
４

、
第

２
欄

の
区

分
が

拡
張

で
あ

る
も

の
の

う
ち

第
４

欄
の

２
及

び
第

２
欄

の
区

分
が

大
規

模
修

繕
で

あ
る

も
の

の
う

ち
第

４
欄

の
２

を
除

く
。

）
に

定
め

る
基

準
額

を
算

定
す

る
場

合
に

は
、

平
成

１
９

年
度

の
単

価
を

適
用

す
る

。

（資料20）
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（
交

付
の

条
件

）
（

交
付

の
条

件
）

８
．

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
決

定
に

は
、

次
の

条
件

が
付

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
８

．
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
～

（
1
0
）

（
略

）
（

１
）

～
（

1
0
）

（
略

）

（
1
1
）

こ
の

補
助

金
に

係
る

補
助

金
の

交
付

と
対

象
経

費
を

重
複

し
て

、
お

年
玉

（
1
1
）

こ
の

補
助

金
に

係
る

補
助

金
の

交
付

と
対

象
経

費
を

重
複

し
て

、
お

年
玉

付
き

郵
便

葉
書

等
寄

付
金

配
分

金
、

又
は

、
若

し
く

は
日

本
船

舶
振

付
き

郵
便

葉
書

等
寄

付
金

配
分

金
、

又
は

、
日

本
自

転
車

振
興

会
又

は
日

本
Ｊ

Ｋ
Ａ

興
会

の
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て
は

な
ら

な
い

。
小

型
自

動
車

振
興

会
若

し
く

は
日

本
船

舶
振

興
会

の
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て
は

な
ら

な
い

。

（
1
2
）

～
（

1
4
）

（
略

）
（

1
2
）

～
（

1
4
）

（
略

）

（
申

請
手

続
）

９
～

（
そ

の
他

）
１

６
(
略

）
（

申
請

手
続

）
９

～
（

そ
の

他
）

１
６

(
略

）
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別
表

別
表

算
定

基
準

算
定

基
準

１
区

分
２

整
備

区
分

３
種

目
４

基
準

額
５

対
象

経
費

１
区

分
２

整
備

区
分

３
種

目
４

基
準

額
５

対
象

経
費

施
設

創
設

工
事

費
１

施
設

の
種

類
ご

と
に

次
に
掲

げ
る
額

児
童

厚
生

施
設
等

の
施

設
整

施
設

創
設

工
事

費
１

施
設

の
種

類
ご

と
に
次

に
掲

げ
る
額

児
童
厚

生
施

設
等
の

施
設
整

整
備

費
及

び
（

１
）

大
型

児
童
館

備
に
必

要
な

工
事
費

又
は

工
事

整
備

費
及

び
（

１
）

大
型
児

童
館

備
に

必
要

な
工

事
費
又

は
工
事

改
築

ア
Ａ

型
児

童
館

請
負
費

及
び

工
事
事

務
費

（
工

改
築

ア
Ａ

型
児

童
館

請
負

費
及

び
工

事
事
務

費
（
工

厚
生

労
働
大

臣
が

承
認
し

た
面
積

た
だ

し
事

施
工

の
た

め
直
接

必
要

な
事

厚
生
労

働
大

臣
が
承

認
し

た
面
積

た
だ
し

事
施

工
の

た
め

直
接
必

要
な
事

（
、

（
、

都
道

府
県

の
人

口
規

模
に
よ

り
、
付

表
１

に
掲

務
に
要

す
る

費
用
で

あ
っ

て
、

都
道

府
県

の
人

口
規
模

に
よ

り
、
付

表
１

に
掲

務
に

要
す

る
費

用
で
あ

っ
て
、

げ
る

補
助

基
準

面
積

の
範
囲

内
で
、

2
,
0
0
0

平
旅

費
、

消
耗

品
費
、

通
信

運
搬

げ
る

補
助

基
準

面
積
の

範
囲

内
で
、

2
,
0
0
0
平

旅
費

、
消

耗
品

費
、
通

信
運

搬

方
米

以
上

の
も

の
。

）
に

１
平
方
米
当
た
り
基

費
、

印
刷

製
本

費
及

び
設

計
方

米
以

上
の

も
の

。
）

に
１

平
方

米
当

た
り

基
費

、
印

刷
製

本
費

及
び

設
計

準
単

価
円

（
実
１

平
方
米

当
た

り
基

監
理
料

等
を

い
い
、

そ
の

額
は

準
単

価
3
5
6
,
8
0
0
円
（

実
１

平
方
米

当
た

り
基

監
理

料
等

を
い

い
、
そ

の
額
は

4
0
5
,
0
0
0

準
単

価
に

満
た

な
い

と
き
は

実
１
平

方
米

当
た

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

の
準

単
価

に
満

た
な

い
と

き
は

実
１
平

方
米

当
た

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

の

り
単

価
と

す
る

）
を

乗
じ

て
得

た
額
。

２
．
６

％
に

相
当
す

る
額

を
限

り
単

価
と

す
る

）
を

乗
じ
て

得
た

額
。

２
．

６
％

に
相

当
す
る

額
を
限

。
。

イ
Ｂ

型
児

童
館

（
1
,
5
0
0
平

方
米
以

上
）

度
と
す

る
。

以
下
同

じ
）

イ
Ｂ

型
児

童
館

（
1
,
5
0
0

平
方

米
以

上
）

度
と

す
る

。
以

下
同
じ

）
。

。

千
円

５
３

５
，
４

１
４

千
円

６
０

７
，
７

２
４

（
た

だ
し

、
Ａ

型
児

童
館
と

併
設
す

る
場

合
に

（
た

だ
し

、
Ａ

型
児
童

館
と

併
設
す

る
場

合
に

は
厚

生
労

働
大

臣
が

承
認
し

た
額
と

す
る

）
は

厚
生
労

働
大

臣
が
承

認
し

た
額
と

す
る

）
。

。

（
２
）

小
型

児
童
館

（
2
1
7
.
6
平

方
米
以

上
）

（
２
）

小
型
児

童
館

（
2
1
7
.
6

平
方

米
以

上
）

千
円

３
１

，
１

０
５

千
円

３
５

，
５

６
１

都
市

部
で
児

童
館

用
地
の

取
得
が

困
難

と
認

都
市
部

で
児

童
館
用

地
の

取
得
が

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

等
（

1
6
3
.
2

平
方
米

以
上

）
め

ら
れ
る

場
合

等
（
1
6
3
.
2

平
方
米

以
上

）

千
円

２
３

，
８

２
６

千
円

２
７

，
２

３
９

（
３
）

児
童

セ
ン
タ

ー
（

3
3
6
.
6

平
方
米

以
上

）
（

３
）

児
童
セ

ン
タ

ー
（
3
3
6
.
6

平
方
米

以
上

）

千
円

４
６

，
８

５
９

千
円

５
１

，
３

１
６

た
だ

し
、
大

型
児

童
セ
ン

タ
ー
（

5
0
0

平
方

た
だ
し

、
大

型
児
童

セ
ン

タ
ー
（

5
0
0

平
方

米
以

上
）

に
つ

い
て

は
、
次

に
掲
げ

る
額

。
米

以
上
）

に
つ

い
て
は

、
次

に
掲
げ

る
額

。

千
円

６
２

，
５

１
６

千
円

７
０

，
９

５
９

（
４
）

放
課

後
児
童

ク
ラ

ブ
室
（

(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

（
４
）

放
課
後

児
童

ク
ラ
ブ

室
（

(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

と
は

別
に

整
備

す
る

場
合
に

限
る

）
と

は
別
に

整
備

す
る
場

合
に

限
る

）
。

。

千
円

１
２

，
５

０
０

千
円

２
１

，
１

２
４

２
１

の
(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

の
際

、
放
課

後
児

童
ク

２
１

の
(
2
)
、

(
3
)
の

整
備

の
際

、
放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
（

3
1
.
8
平

方
米

以
上
）

を
設
け

る
場

合
、

ラ
ブ

室
（
3
1
.
8
平

方
米
以

上
）

を
設
け

る
場

合
、

次
の

額
を

加
算
す

る
。

次
の

額
を
加

算
す

る
。

千
円

３
，
９

８
１

千
円

６
，
７

２
８

３
１

の
(
1
)
、

(
2
)
及

び
(
3
)
の

整
備

の
際

、
初

度
３

１
の

(
1
)
、

(
2
)
及

び
(
3
)
の

整
備

の
際

、
初

度

設
備

を
施

設
と
一

体
的

に
整
備

す
る
場

合
、

次
の

設
備

を
施
設

と
一

体
的
に

整
備

す
る
場

合
、

次
の

額
を

加
算

す
る
。

額
を

加
算
す

る
。

（
１
）

大
型

児
童
館

に
つ

い
て
は

、
１
施

設
当

た
り

（
１
）

大
型
児

童
館

に
つ
い

て
は

、
１
施

設
当

た
り

千
円

１
０

０
，
３

８
９

千
円

１
１

３
，
９

４
７

（
２
）

小
型

児
童
館

及
び

児
童
セ

ン
タ
ー

に
つ

い
て

（
２
）

小
型
児

童
館

及
び
児

童
セ

ン
タ
ー

に
つ

い
て

は
、

１
施

設
当

た
り

千
円

は
、

１
施

設
当

た
り

２
，
４

６
９

千
円

２
，
８

２
３
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大
型

児
童
セ

ン
タ

ー
に
つ

い
て
は

、
１

施
設

大
型
児

童
セ

ン
タ
ー

に
つ

い
て
は

、
１

施
設

当
た

り
千

円
当

た
り

４
，
４

６
２

千
円

５
，
０

６
５

４
平

成
２

年
８
月

７
日

厚
生
省

発
児
第

１
２

３
号

車
両
の

購
入

費
及
び

改
装

費
４

平
成

２
年

８
月

７
日
厚

生
省

発
児
第

１
２

３
号

車
両

の
購

入
費

及
び
改

装
費

「
児

童
館

の
設
置

運
営

に
つ
い

て
」
の

第
４

の
１

「
児

童
館
の

設
置

運
営
に

つ
い

て
」
の

第
４

の
１

の
（

３
）

の
ア
の

（
イ

）
及
び

２
の
（

３
）

の
ア

の
（

３
）
の

ア
の

（
イ
）

及
び

２
の
（

３
）

の
ア

の
（

エ
）

に
規
定

す
る

移
動
型

児
童
館

用
車

両
を

の
（

エ
）
に

規
定

す
る
移

動
型

児
童
館

用
車

両
を

整
備

す
る

場
合

上
限

千
円

整
備

す
る
場

合
上

限
３

，
６

８
２

千
円

４
，
１

７
９

５
平

成
３

年
1
1
月

2
5
日

社
施
第

1
2
1
号

「
都

市
部

５
平

成
３
年

1
1
月

2
5
日
社

施
第

1
2
1
号

「
都

市
部

に
お

け
る

社
会
福

祉
施

設
の
整

備
の
促

進
に

つ
い

に
お

け
る
社

会
福

祉
施
設

の
整

備
の
促

進
に

つ
い

て
」

に
定

め
る
既

設
社

会
福
祉

施
設
用

地
有

効
活

て
」

に
定
め

る
既

設
社
会

福
祉

施
設
用

地
有

効
活

用
改

築
促

進
制
度

に
適

合
す
る

整
備
を

行
う

場
合

用
改

築
促
進

制
度

に
適
合

す
る

整
備
を

行
う

場
合

に
は

、
１

の
施

設
の

種
類

ご
と

に
掲

げ
る

額
に

に
は

、
１

の
施

設
の

種
類

ご
と

に
掲

げ
る

額
に

1
.
0
8
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

。
1
.
0
8
を

乗
じ

て
得

た
額
と

す
る

。

拡
張

１
厚

生
労

働
大
臣

が
承

認
し
た

面
積
（

た
だ

し
、

拡
張

に
必

要
な
工

事
費

又
は

拡
張

１
厚

生
労
働

大
臣

が
承
認

し
た

面
積
（

た
だ

し
、

拡
張
に

必
要

な
工
事

費
又

は

本
文

の
４

の
表
拡

張
の

欄
(
1
)
の

場
合

1
1
9

平
方

工
事
請

負
費

及
び
工

事
事

務
費

本
文

の
４
の

表
拡

張
の
欄

(
1
)
の

場
合

1
1
9

平
方

工
事

請
負

費
及

び
工
事

事
務
費

米
を

限
度

と
し
、

同
欄

(
2
)
の

場
合
3
1
.
8
平

方
米

米
を

限
度
と

し
、

同
欄

(
2
)
の

場
合
3
1
.
8
平

方
米

を
限

度
と

す
る

。
）

に
付

表
２
に
掲
げ
る
１
平
方

を
限

度
と

す
る

。
）

に
付

表
２

に
掲

げ
る

１
平

方

米
当

た
り

基
準
単

価
（

実
１
平

方
米
当

た
り

単
価

米
当

た
り
基

準
単

価
（
実

１
平

方
米
当

た
り

単
価

が
、

１
平

方
米
当

た
り

基
準
単

価
に
満

た
な

い
と

が
、

１
平
方

米
当

た
り
基

準
単

価
に
満

た
な

い
と

き
は

実
１

平
方

米
当

た
り

単
価
と
す
る
。
）
を
乗

き
は

実
１

平
方

米
当

た
り

単
価

と
す

る
。

）
を

乗

じ
て

得
た

額
。

じ
て

得
た
額

。

２
既

存
の

小
型
児

童
館

又
は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

２
既

存
の
小

型
児

童
館
又

は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）
で
年
長
児
童
用
設

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）

で
年

長
児

童
用

設

備
を

施
設

と
一
体

的
に

整
備
す

る
場
合

、
次

の
額

備
を

施
設
と

一
体

的
に
整

備
す

る
場
合

、
次

の
額

を
加

算
す

る
。

を
加

算
す
る

。

１
施

設
当

た
り

千
円

１
施

設
当

た
り

４
，
４

６
２

千
円

５
，
１

０
１

大
規

模
修

繕
１

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と
認

め
る
額

と
す

る
。

大
規

模
修

繕
に
必

要
な

工
事

大
規
模

修
繕

１
厚

生
労
働

大
臣

が
必
要

と
認

め
る
額

と
す

る
。

大
規
模

修
繕

に
必
要

な
工
事

た
だ

し
、

第
５

欄
に

定
め
る

対
象
経

費
の

実
支

費
又
は

工
事

請
負
費

及
び

工
事

た
だ

し
、

第
５

欄
に
定

め
る

対
象
経

費
の

実
支

費
又

は
工

事
請

負
費
及

び
工
事

出
額

（
以

下
「

実
支

出
額

」
と
い
う
。
）
が
こ
れ

事
務
費

出
額

（
以

下
「

実
支

出
額

」
と

い
う

。
）

が
こ

れ
事

務
費

に
満

た
な

い
と
き

は
、

実
支
出

額
と
す

る
。

に
満

た
な
い

と
き

は
、
実

支
出

額
と
す

る
。

２
既

存
の

小
型
児

童
館

又
は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

２
既

存
の
小

型
児

童
館
又

は
児

童
セ
ン

タ
ー

（
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）
で
年
長
児
童
用
設

型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

除
く

。
）

で
年

長
児

童
用

設

備
を

施
設

と
一
体

的
に

整
備
す

る
場
合

、
次

の
額

備
を

施
設
と

一
体

的
に
整

備
す

る
場
合

、
次

の
額

を
加

算
す

る
。

を
加

算
す
る

。

１
施

設
当

た
り

千
円

１
施
設

当
た

り
４

，
４

６
２
千

円
５
，

１
０
１
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改
正

後
現

行

付
表

１
（

略
）

付
表

１

都
道

府
県

人
口

規
模

に
よ

る
補

助
基

準
面

積

都
道

府
県

の
人

口
規

模
補

助
基

準
面

積
の

上
限

１
０

０
万

人
未
満

３
，

０
０
０

平
方
米

１
０

０
万

人
以
上

３
０
０

万
人

未
満

４
，

０
０
０

平
方
米

３
０

０
万

人
以
上

５
０
０

万
人

未
満

６
，

０
０
０

平
方
米

５
０

０
万

人
以
上

７
０
０

万
人

未
満

８
，

０
０
０

平
方
米

７
０

０
万

人
以
上

１
０

，
０

０
０

平
方
米

付
表

２
付

表
２

１
平

方
米

当
た

り
基

準
単

価
１

平
方

米
当

た
り

基
準

単
価

単
価

備
考

単
価

備
考

円
１

２
４

，
９

０
０

円
１

４
２

，
８

０
０
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平
成
２
１
年
度
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
実
施
要
綱
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
児

発
第

３
９

６
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児
発

第
３

９
６

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
 平

成
９

年
６

月
５

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 平

成
９

年
６

月
５

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
一
次
改
正
  
児

発
第

３
０

９
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
次
改
正
  
児

発
第

３
０

９
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
０
年
４
月

１
３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
 平

成
１
０
年
４
月

１
３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
二
次
改
正
  
児

発
第

５
６

７
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

第
二
次
改
正
  
児

発
第

５
６

７
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１

２
年

６
月

２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１

２
年

６
月

２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
三
次
改
正
 
雇

児
発

第
４

２
２

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

三
次
改
正
 
雇

児
発

第
４

２
２

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
３
年
６
月

２
６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
３
年
６
月

２
６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
四
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
1
0
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
四
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
1
0
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
４
年
５
月

１
０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
４
年
５
月

１
０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第
五
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
4
0
1
0
1
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

五
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
4
0
1
0
1
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１

５
年

４
月

１
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１

５
年

４
月

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

六
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
1
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

六
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
1
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
１
７
年
３
月
３
１
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
７
年
３
月

３
１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

七
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 第

七
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
3
5
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
８
年
３
月

３
１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１
８
年
３
月

３
１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
八
次
改
正
 
雇

児
発

第
1
0
0
2
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第
八
次
改
正
 
雇

児
発

第
1
0
0
2
0
0
3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１
８
年
１
０

月
２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 平

成
１
８
年
１
０

月
２
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
九
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
0
7
0
0
2
号

第
九
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
5
0
7
0
0
2
号

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１

９
年

５
月

７
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平

成
１

９
年

５
月

７
日
 

第
十
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
2
3
号

第
十
次
改
正
 
雇

児
発

第
0
3
3
1
0
2
3
号

 

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日
 

第
十
一
次
改
正

     
  
  
  
都
道
府
県
知
事
 

  
 各

  
指
定
都
市
市
長
  
 殿

 

 
  
  
  
中

核
市

市
長
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
 

 
雇

児
発

第
※

号

平
成

※
年

※
月

※
日

  
  
  
  
都
道
府
県
知
事
 

  
 各

  
指
定
都
市
市
長
  
 殿

 

 
  
  
  
中

核
市

市
長
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
 

（資料21）
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
 

 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

少
子
化
や
核
家
族
化
の
進
行
、
都
市
化
の
進
展
、
地
域
社
会
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等
に
伴
う
育

児

施
に
伴
い
、
本
職
通
知
平
成
４
年
５
月
１
８
日
児
発
第
５
１
３
号
「
都
道
府

県 別
 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
 

 

  
目
 
的
 
～
 
３
 
事
業
の
実
施
方
法
等
 
 
 
（
略
）
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

少
子
化
や
核
家
族
化
の
進
行
、
都
市
化
の
進
展
、
地
域
社
会
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等
に
伴
う
育

施
に
伴
い
、
本
職
通
知
平
成
４
年
５
月
１
８
日
児
発
第
５
１
３
号
「
都
道
府

 

別
 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
 

 

  
目
 
的
 
～
 
３
 
事
業
の
実
施
方
法
等
 
 
 
（
略
）
 

 

不
安
、
多
様
な
人
間
関
係
を
経
験
す
る
機
会
の
減
少
な
ど
、
子
ど
も
や
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の

変
化
を
踏
ま
え
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
の
基
盤
整
備
を
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平

成
９
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら

れ
た
く
通
知
す
る
。
 

な
お
、
本
通
知
の
実

児
不
安
、
多
様
な
人
間
関
係
を
経
験
す
る
機
会
の
減
少
な
ど
、
子
ど
も
や
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の

変
化
を
踏
ま
え
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
の
基
盤
整
備
を
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平

成
９
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら

れ
た
く
通
知
す
る
。
 

  
な
お
、
本
通
知
の
実

児
童
環
境
づ
く
り
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
６
年
６
月
２
３
日
児
発
第
６

１
０
号
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
元
年
５
月
２

９
日
児
発
第
４
０
１
号
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
及
び
本
職
通
知
昭
和
６
１
年

８
月
３
０
日
児
発
第
７
２
７
号「

児
童
福
祉
事
業
適
正
化
対
策
特
別
事
業
に
つ
い
て
」は

廃
止
す
る
。

 

県
児
童
環
境
づ
く
り
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
６
年
６
月
２
３
日
児
発
第
６

１
０
号
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」、

本
職
通
知
平
成
元
年
５
月
２

９
日
児
発
第
４
０
１
号
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
及
び
本
職
通
知
昭
和
６
１
年

８
月
３
０
日
児
発
第
７
２
７
号「

児
童
福
祉
事
業
適
正
化
対
策
特
別
事
業
に
つ
い
て
」は

廃
止
す
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
１
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
別
添
１
 

児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
 
旨
 
～
 
２
 

 
 

）
～
（
３
）
 
 
 
（
略
）
 

 
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
取
組

 

実
施
主
体
 
 
（
略
）
 

 ３
 
事
業
内
容
 

（
１

 
 （
４
）
子
育
て
環
境
づ
く
り
に
資
す

 

 
 
次
世
代
育
成
支
援
対
策
等
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
先
駆
的
な
子
育
て
支
援
事

 
 

業
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
果
等
を
他
の
都
道
府
県
に
向
け
て
発
信
・
普
及
す
る
こ
と
が
で
き
る

取
組
を
実
施
す
る
。
 

業
実
施
の
手
続
き

 ５
 
事

 

 
 
本
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
毎
年
度
、
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
事
前
に
協
議

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ６
 
留
意
事
項
 
 
 
（
略
）
 

 ７
  
費
用
 
 
 
（
略
）
 

  
 

別
添
２
 
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

添
３
 
 

健
全
育
成
推
進
事
業
実
施
要
綱

  別

 

１
 
趣
 
旨

 

 

 
児
童
の
健
全
育
成
の
場
で
働
い
て
い
る
職
員
等
に
対
し
て
研
修
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の

 

別
添
１
 

児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
 
旨
 
～
 
２
 

（
１
）
～
（
３
）
 
 
 
（
略
）
 

  

実
施
主
体
 
 
（
略
）
 

 ３
 
事
業
内
容
 

  
削
 
除
 

 

 
除

   削
 

 
 

   ４
 
留
意
事
項
 
 
 
（
略
）
 

 ５
  
費
用
 
 
 
（
略
）
 

 別
添
２
 
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 

添
３
 
 

児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業
実
施
要
綱

 別

 

１
 
趣
 
旨

 

 

 
市
町
村
が
実
施
す
る
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
」
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
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親
子
で
の
ふ
れ
あ
い
、
様
々
な
人
と
の
出
会
い
、
地
域
の
仲
間
づ
く
り
を
促
進
し
、
子
育
て
家

健
全
育
成
の
充
実
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

 
実
施
主
体
 
 
 
（
略
）
 

 
実
施
主
体
は
、
次
の
何
れ
か
の
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

庭
の
支
援
や
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

 

 
実
施
主
体
 
 
 
（
略
）
 

２

 
中
・
高
校
生
が
乳
幼
児
と
出
会
い
ふ
れ
あ
う
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
市
町
村
が
実
施
す
る

２

 
 

３
 
事
業
内
容
 

３
 
事
業
内
容
 

 
 

子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援
事
業

 
（
１
）
 
地
域

 

委
員
（
主
任
児
童
委
員
を

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
活
動
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
、
児
童

含
む
）
等
に
対
し
て
、
基
本
的
な
活
動
方
法
や
技
法
等
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
及
び
地

域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
活
動
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
協
議
会
を
実
施
す
る
事

業
、
ま
た
、
地
域
の
子
育
て
家
庭
に
幅
広
く
児
童
委
員
等
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
児
童
委
員
等
を
講
師
と
し
て
招
い
て
の
子
育
て
セ
ミ
ナ
ー
等
を
実
施
す

る
事
業
。

 
（
２
）
 
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業
 

中
・
高
校
生
が
乳
幼
児
と
出
会
い
ふ
れ
あ
う
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
市
町
村
が
実
施
す

る
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
」
を
推
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
域
で
設
置
す
る
協

議
会
等
の
運
営
や
啓
発
活
動
、
情
報
提
供
、
研
究
等
を
実
施
す
る
事
業
。
 

留
意
点
 
～
 
５
 
費
用
 
 
 
（
略
）
 

 

４
 

 

添
４
 
民
間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

添
５
 
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

  別  別    

 
 

交
流
促
進
事
業
」
を
推
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
域
で
設
置
す
る
協
議
会
等
の
運

「
児
童
ふ
れ
あ
い

営
や
啓
発
活
動
、
情
報
提
供
、
研
究
等
を
実
施
す
る
。

          ４
 
留
意
点
 
～
 
５
 
費
用
 
 
 
（
略
）
 

添
４
 
民
間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

添
５
 
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 

添
６
 
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱

  別  別  別
 
 
 
（
略
）
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別
添
７

 
 
 

地
域
子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
実
施
要
綱

 
 

 
 

１
 
趣
 
旨

 
 

 
 
地
域
に
お
け
る
子

任
児
童
委
員
を
含
む
）

育
て
支
援
活
動
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
、児

童
委
員（

主
 

等
に
対
し
て
研
修
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
健
全
育
成
の
充
実
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

 

 
 

２
 
実
施
主
体

 
 

  
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
と
す
る
。

                別
添
６
 
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 別
添
７
 
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

  
 

た
だ
し
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
事
業
を
実
施
す
る
の
に
適
し
た
社
会
福
祉
法
人
、
財

団
法
人
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

３ 

 
事
業
内
容
 

 
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
活
動
が
強
化
さ
れ
る
よ
う

 
、児

童
委
員（

主
任
児
童
委
員
を
含
む
）

等
に
対
し
て
、
基
本
的
な
活
動
方
法
や
技
法
等
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
及
び
地
域
に
お
け
る
子

育
て
支
援
活
動
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
協
議
会
を
実
施
す
る
事
業
、
ま
た
、
地
域
の
子
育

て
家
庭
に
幅
広
く
児
童
委
員
等
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
児
童
委
員
等
を

講
師
と
し
て
招
い
て
の
子
育
て
セ
ミ
ナ
ー
等
を
実
施
す
る
。
 

 
費
 
用

 ５
 

 
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
実
施
す
る
事
業
に
対

 
し
て
、
国
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

添
８

  別
 
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
 
 
 
（
略
）
 

 （
削
除
）
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添
９

 

添
８

別
 
 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
旨
 

や
核
家
族
化
の
進
行
、
地
域
社
会
の
変
化
な
ど
、
子
ど
も
や
子
育
て
を
め
ぐ
る
環
境
が

別
 
 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
趣
旨
 

祉
法
第
６
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
乳
児
又
は
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
が
相

 
  
 
少
子
化

 
 
児
童
福

互
の
交
流
を
行
う
場
所
を
開
設
し
、
子
育
て
に
つ
い
て
の
相
談
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他

大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
家
庭
や
地
域
に
お
け
る
子
育
て
機
能
の
低
下
や
子
育
て
中
の
親
の
孤

の
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
充
実
を
図
り
、
子
育
て
の
不
安
感

独
感
や
不
安
感
の
増
大
等
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
 

め
、
地
域
に
お
い
て
子
育
て
親
子
の
交
流
等
を
促
進
す
る
子
育
て
支
援
拠
点
の
設
置
を

等
を
緩
和
し
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 
こ
の
た

 

  ２

 
 
 
 
 
 
 
 

 
実
施
要
件
 

１
）
ひ
ろ
ば
型
 充
型

推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
充
実
を
図
り
、
子
育
て
の
不
安
感
等
を

 

 
実
施
主
体
 
～
 
４
 
事
業
内
容
 
 
 
（
略
）
 

緩
和
し
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

  ５

１
）
ひ
ろ
ば
型
 の
実
施

２
 
実
施
主
体
 
～
 
４
 
事
業
内
容
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 

 
実
施
要
件
 

５

（
（

 
 
①
 
基
本
機
能
 
 
 
（
略
）
 

 
 
①
 
基
本
機
能
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 

②
 
出
張
ひ
ろ
ば

 

）
か
ら
（
４
）
に
加
え
て
、
ひ
ろ
ば
型
を
開
設
し
て
い
る
実
施
主
体
か
ら
委
託

 
 
 
 
４
の
（
１

を
受
け
た
社
会
福
祉
法
人
等
は
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
実
情
を
踏
ま
え
、
近
隣
の
公
共
施
設
等

を
活
用
し
て
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
の
事
業
を
実
施
す
る
出
張
ひ
ろ
ば
の
積
極
的
な
開
設
に
努

め
る
こ
と
。
 

 
 
 
ア
 
開
設
日
数
等
に
つ
い
て
は
、
週
１
日
～
２
日
、
か
つ
、
１
日
５
時
間
以
上
開
設
す
る
こ

と
。

 
 
 
イ
 
出
張
ひ
ろ
ば
は
、
開
設
年
度
の
翌
年
度
に
、
ひ
ろ
ば
型
に
移
行
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
実
施
す
る
こ
と
。

 
 
 
ウ
 
ひ
ろ
ば
型
の
職
員
が
、
必
ず
１
名
以
上
、
出
張
ひ
ろ
ば
の
職
員
を
兼
務
す
る
こ
と
。
 

②
 
機
能
拡

 

委
託
等
を
受
け
て
、
ひ
ろ
ば
型
を
実
施
し
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
等
は
、
子
育

 
 
市
町
村
か
ら

て
支
援
活
動
の
展
開
に
よ
る
機
能
拡
充
を
図
る
た
め
、
以
下
の
ア
～
エ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

取
組
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
子
育
て
支
援
活
動
を
通
じ
て
、
ひ
ろ
ば
を
中
心
に
関
係

機
関
や
子
育
て
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
等
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
り
、
連
携
し

な
が
ら
、
地
域
の
子
育
て
家
庭
に
対
し
、
よ
り
き
め
細
か
な
支
援
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。
 

ア
 
ひ
ろ
ば
の
開
設
場
所
（
近
接
施
設
を
含
む
。
）
を
活
用
し
た
、
一
時
預
か
り
事
業
（
地
域

密
着
型
及
び
地
域
密
着
Ⅱ
型
）
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
事
業
 

イ
 
ひ
ろ
ば
の
開
設
場
所
（
近
接
施
設
を
含
む
。
）
を
活
用
し
た
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
事
業
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ウ
 
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
問
事
業

 
 
 
エ

施
場
所
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
開
設
後
に
変
更
す
る
こ
と
も
差
し

 
実

 

そ
の
他
、
市
町
村
独
自
に
補
助
又
は
委
託
を
行
っ
て
い
る

支
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
子
育
て
親
子
の
ニ
ー
ズ
や
利
便
性
等
に
十
分
配

エ
 

子
育
て
支
援
事
業
の
う
ち
、
市

町
村
が
ひ
ろ
ば
型
の
活
動
の
充
実
に
資
す
る
と
認
め
た
事
業

慮
す
る
こ
と
。
 

 

 
 
 
オ
 
そ
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
要
件
等
に
つ
い
て
は
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
と
す

る
。

 

地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 
 
 
 

 

③
 
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 

 
 
③
 

 
 
 
 

 

２
）
セ
ン
タ
ー
型
 
 
 
（
略
）
 

３
）
児
童
館
型
 

 
①
 
基
本
機
能
 

 
 
ア
 
実
施
場
所
 
 
 
（
略
）
 

 ④
 
出
張
ひ
ろ
ば
の
実
施

 
 

 
 
 
 
４
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
加
え
て
、
ひ
ろ
ば
型
を
開
設
し
て
い
る
市
町
村
又
は
社
会
福

祉
法
人
等
は
、
地
域
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
に
よ
り
常
設
の
ひ
ろ
ば
を
開
設
す
る
こ
と
が
困
難
な

 

事
情
が
あ
る
場
合
、
近
隣
の
公
共
施
設
等
を
活
用
し
て
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
の
事
業
を
実
施

 

す
る
出
張
ひ
ろ
ば
の
積
極
的
な
開
設
に
努
め
る
こ
と
。

 
 

 
 

て
は
、
週
１
日
～
２
日
、
か
つ
、
１
日
５
時
間
以
上
開
設
す
る
こ

 
ア
 
開
設
日
数
等
に
つ
い

 

と
。

 
 

イ
 
出
張
ひ
ろ
ば
は
、
利
用
実
態
な
ど
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
ひ
ろ
ば
型
へ
の
移
行
を
進

 
 
 

 

め
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
。

 
 

ウ
 
ひ
ろ
ば
型
の
職
員
が
、
必
ず
１
名
以
上
、
出
張
ひ
ろ

       （  （    
 
  

 

 
 
 

ば
の
職
員
を
兼
務
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
エ
 
実
施
場
所
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
開
設
後
に
変
更
す
る
こ
と
も
差
し

支
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
子
育
て
親
子
の
ニ
ー
ズ
や
利
便
性
等
に
十
分
配

慮
す
る
こ
と
。
 

オ
 
そ
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
要
件
等

 
 
 

に
つ
い
て
は
、
ひ
ろ
ば
型
と
同
様
と
す

る
。
 

 

ン
タ
ー
型
 
 
 
（
略
）
 

（
２
）
セ

 
 

 
 
①
 

能
 

 
 
ア
 
実
施
場
所
 
 
 
（
略
）
 

（
３
）
児
童
館
型
 

基
本
機
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イ
 
開
設
日
数
等
 

親
子
の
ニ
ー
ズ
等
に
十
分
配
慮
し
、
原
則
と
し
て
、
週
３
日
以
上
、
か
つ
１
日

 
 
 
イ
 
開
設
日
数
等
 

し
て
、
週
３
日
以
上
、
か
つ
１
日
３
時
間
以
上
開
設
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
原
則
と

 

時
間
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
親
子
の
ニ
ー
ズ
等
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も

 
 
 
 
 
子
育
て

３
時
間
以
上
開
設
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
夏
休
み
等
の
長
期
休
暇
期
間
に
つ
い
て
は
、
一

 
 
 
 
 
な
お
、
開
設

般
児
童
の
利
用
も
考
慮
し
て
、
弾
力
的
な
運
営
を
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

に
、
一
般
児
童
の
利
用
時
間
も
考
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
。
 

 
 
ウ
 
職
員
の
配
置
 
 
 
（
略
）
 

６
 
留

 

 
 
ウ
 
職
員
の
配
置
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 

６
 
留

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
②
  
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 

 

意
事
項
 
～
 
８
 
費
用
 
 
 
（
略
）
 

 
 
②
  
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 
 
 
（
略
）
 

 

意
事
項
 
～
 
８
 
費
用
 
 
 
（
略
）
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平
成
２
１
年
度
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
厚

生
省

発
児

第
７

２
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生

省
発

児
第

７
２

号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

９
年

６
月

５
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

９
年

６
月

５
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

７
３

号
第
一
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

７
３

号
 

平
成

１
０

年
４

月
１

３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
０

年
４

月
１

３
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

９
８

号
第
二
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

９
８

号
 

平
成

１
１

年
６

月
１

４
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
１

年
６

月
１

４
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

１
０

３
号

第
三
次
改
正
 
厚

生
省

発
雇

児
第

１
０

３
号
 

平
成

１
２

年
６

月
２

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
２

年
６

月
２

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
四
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

２
６

３
号

第
四
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

２
６

３
号

 

平
成

１
３

年
６

月
２

６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
３

年
６

月
２

６
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
1
0
0
0
1
号

平
成

１
４

年
５

月
１

０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
1
0
0
0
1
号

 

平
成

１
４

年
５

月
１

０
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
六
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
0
7
号

平
成

１
５

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
六
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
0
7
号

 

平
成

１
５

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

 

平
成

１
６

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

  

平
成

１
６

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
1
2
号

第
八
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
4
0
1
0
1
2
号

 

平
成

１
７

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
７

年
４

月
１

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
九
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
7
号

 

平
成

１
８

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
九
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
7
号

  

平
成

１
８

年
３

月
３

１
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
十
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
0
7
0
0
4
号

第
十
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
5
0
7
0
0
4
号

 

平
成

１
９

年
５

月
７

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成

１
９

年
５

月
７

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
十
一
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

第
十
一
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

0
3
3
1
0
2
0
号

 

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

 

 
第
十
二
次
改
正
 
厚

生
労

働
省

発
雇

児
第

※
号

 
平

成
※

年
※

月
※

日

  
  
  
 
 都

道
府
県
知
事
 

  
  
  
 
 都

道
府
県
知
事
 

  
  
各
  
 指

定
都
市
市
長
  
 殿

 
  
  
各
  
 指

定
都
市
市
長
  
 殿

 

  
  
 
  
 中

核
市

市
長
 

  
  
 
  
 中

核
市

市
長
 

（資料22）
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改
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現
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厚
 
生
 
事
 
務
 
次
 
官
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
 

  
近
年
の
少
子
化
の
進
行
、
夫
婦
共
働
き
家
庭
の
一
般
化
、
家
庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等

業
」、

平
成
６
年
度

生
省
発
児
第
１
０
３
号
本
職
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業

 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

（
通
 
則
）
１
 
～
 
（
交
付
の
目
的
）
２
 
 

（
略
）
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
厚
 
生
 
事
 
務
 
次
 
官
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
 

  
近
年
の
少
子
化
の
進
行
、
夫
婦
共
働
き
家
庭
の
一
般
化
、
家
庭
や
地
域
の
子
育
て
機
能
の
低
下
等

業
」、

平
成
６
年
度

生
省
発
児
第
１
０
３
号
本
職
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業

 
紙
 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

通
 
則
）
１
 
～
 
（
交
付
の
目
的
）
２
 
 
 
（
略
）
 

 
 

 
 

児
童
と
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
子
育
て
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
は
か
る
と
と

も
に
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
児

童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
、
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
及
び
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
な
ど

に
よ
り
、
児
童
環
境
づ
く
り
対
策
の
促
進
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

  
こ
の
度
、
平
成
８
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事

児
童
と
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
子
育
て
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
は
か
る
と
と

も
に
、
児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
た
め
の
児
童
環
境
づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
児

童
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
、
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
及
び
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
な
ど

に
よ
り
、
児
童
環
境
づ
く
り
対
策
の
促
進
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

  
こ
の
度
、
平
成
８
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
児
童
環
境
づ
く
り
支
援
事

か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
」
の
一
部
及
び
平
成
元
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
き
た
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
」
の
統
合
を
図
る
こ
と
に
伴
い
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童

環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
９
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

  
な
お
、
平
成
８
年
６
月
７
日
厚

か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
」
の
一
部
及
び
平
成
元
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
き
た
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
」
の
統
合
を
図
る
こ
と
に
伴
い
、
別
紙
の
と
お
り
「
児
童

環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
９
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

  
な
お
、
平
成
８
年
６
月
７
日
厚

費
補
助
金
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」、

平
成
６
年
９
月
２
１
日
厚
生
省
発
児
第
１
４
８
号
本
職
通
知

「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
及
び
平
成
元
年
５
月
２
９
日
厚
生

省
発
児
第
９
１
号
本
職
通
知
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
は
廃
止
す
る
。
 

 

費
補
助
金
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」、

平
成
６
年
９
月
２
１
日
厚
生
省
発
児
第
１
４
８
号
本
職
通
知

「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
街
づ
く
り
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
及
び
平
成
元
年
５
月
２
９
日
厚
生

省
発
児
第
９
１
号
本
職
通
知
「
家
庭
支
援
相
談
等
事
業
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
は
廃
止
す
る
。
  

 

別
別

 
 

  
（
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
（
交
付
の
対
象
）
 

（
交
付
の
対
象
）
 

３
  
こ
の
補
助
金
は
、
次
の
事
業
を
交
付
の
対
象
と
す
る
。
 

 
 
 

３
  
こ
の
補
助
金
は
、
次
の
事
業
を
交
付
の
対
象
と
す
る
。
 

 
 
 

 
 

（
１
）
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
 
 
 
（
略
）
 

（
１
）
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
 
 
 
（
略
）
 

 
 

（
２
）
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
 
 
 
（
略
）
 

（
２
）
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 

 
 
 
 

（
３
）
健
全
育
成
推
進
事
業

（
３
）
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

の
別
添
３
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業
実
施
要
綱

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

つ
い
て
」
の
別
添
３
「
健
全
育
成
推
進
事
業
実
施
要
綱

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

盤
整
備
事
業
の
実
施
に

」
に
よ
り
、
都

 （
４  
 
 

 
 
（
略
）
 

」
に

 （
４

 
 
（
略
）
 

 
 
 

よ
り
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
事
業
。
 

）
民
間
児
童
館
活
動
事
業
 
 
 
（
略
）
 

道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
事
業
。
 

）
民
間
児
童
館
活
動
事
業
 
 
 
（
略
）
 

 
 

（
５
）
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
 

（
５
）
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
 

 
 
 
 
 

（
６
）
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業

 
 

        

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
６
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱
」
に

よ
り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

核
市
が
行
う
事
業
。
 

）
地
域
子
育
て
環
境
づ

 （
７

く
り
支
援
事
業
 

平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基
盤

整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
７
「
地
域
子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
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改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

 
 

 
に
よ
り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び

  
中
核
市
が
行
う
事
業
。
 

 
 （

（
８

６
）
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
 

 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
６

）
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
 

 
 
 
平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

」
の
別
添
８

 

「
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
、

し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

 （
７

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

「
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
、

 （
削

市
町
村
が
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

核
市
が
助
成
す
る
事
業
。
 

除
）

市
町
村
が
助
成
す
る
事
業
に
対

核
市
が
助
成
す
る
事
業
。
 

）
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
 

 

 

 
 

第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

平
成
９
年
６
月
５
日
児
発

 

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
７
「
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
実
施
要
綱
」
に

 

よ
り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中

 

核
市
が
行
う
事
業
。
 

 

 （
８

 

）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
 
 
 
 

 
平
成
９
年
６
月
５
日

 
 

児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添
８
「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ

府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中
核

 （
交

り
、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道

市
が
行
う
事
業
。
 

付
額
の
算
定
方
法
）
４
～
 
（
そ
の
他
）
13
 
 
 
（
略
）
 

（
９
）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
 
 
 
 

平
成
９
年
６
月
５
日
児
発
第
３
９
６
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
児
童
環
境
づ
く
り
基

９
盤
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
別
添

「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ

り

 （
交

４
 
～
 
（
そ
の
他
）
13
 
 
 
（
略
）
 

、
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
指
定
都
市
及
び
中
核

市
が
行
う
事
業
。
 

付
額
の
算
定
方
法
）
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別

　
表

 　
別
　
表

改
　
　
　
正
　
　
　

案

１
 区

分

児 童 の 健 全 育 成 に 必 要 な 経 費

２
　
基
　
　
準
　
　
額

４
 補

助
率

３
　
対
　
象
　
経
　
費

　
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事

業
に
必
要
な
経
費

１
　

児
童

環
境

づ
く
り
推
進
機
構
事
業
費

 定
　
額

市 町 村 児 童 環 境 づ く り 基 盤 整 備 事 業 費

４
　

民
間

児
童

館
活
動
事
業
費

推 進 機 構 事 業 費

児 童 環 境 づ く り

２
　

児
童

育
成
事
業
推
進
等
対
策
事
業
費

 １
／
３

推 進 等 対 策 事 業 費

児 童 育 成 事 業

　
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事

業
に
必
要
な
経
費

 定
　
額

事 業 費

健 全 育 成 推 進

 １
／
３

　
民

間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
の
３
(1
)

～
(4
)に

掲
げ
る
事
業
の
う
ち
２
事
業
以
上
を

実
施

１
か

所
当
た
り
年
額

1,
79
6,
00
0円

×
か
所
数

（
た

だ
し
、
事
業
期
間
が
６
か
月
未
満
の
小

型
児

童
館
に
あ
っ
て
は
、
１
か
所
当
た
り

89
8,
00

0円
と
す
る
）

市 町 村 児 童 環 境 づ く り 基 盤 整 備 事 業 費

　
民
間
児
童
館
活
動
事
業
に
必
要

な
経
費
（
給
料
、
職
員
手
当
、
共

済
費
を
除
く
。
）

（
１

）
児

童
館

都
道

府
県

当
た
り
年
額
　
11
,3
80
,0
00
円

（
平

成
21

年
度
限
り
と
す
る
。
）

（
１

）
都

道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
対

し
厚

生
労

働
大
臣
が
認
め
た
額

（
２

）
市

区
町
村
に
対
し
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め

た
額

　
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
支
援
事
業

に
必
要
な
経
費

３
　

児
童

ふ
れ

あ
い
交
流
支
援
事
業
費

　
都

道
府

県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
１
か
所
当
た

り
年

額
　

　
　
　
　
　
　
93
6,
00
0円

　
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事

業
に
必
要
な
経
費

事 業 費

健 全 育 成 推 進

３
　
健
全
育
成

推
進
事
業
費

　
健
全
育
成
推
進
事
業
に
必
要
な

経
費

現
　
　
　
　
　
　
　
行

１
 区 分

２
　
基
　
　
準
　
　
額

３
　
対
　
象
　
経
　
費

４
 補

助
率

 定
　
額

（
１
）
都
道
府
県
当
た
り
年
額
　
11

,3
80

,0
00

円

推 進 等 対 策 事 業 費

児 童 育 成 事 業

２
　
児
童
育
成

事
業
推
進
等
対
策
事
業
費

　
児
童
育
成
事
業
推
進
等
対
策
事

業
に
必
要
な
経
費

 定
　
額

（
１
）
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
対

し
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
額

（
２
）
市
区
町
村
に
対
し
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め

た
額

推 進 機 構 事 業 費

児 童 環 境 づ く り

１
　
児
童
環
境

づ
く
り
推
進
機
構
事
業
費

 １
／
３

　
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
１
か
所
当
た

り
年
額
　
　
　
　
　
　
　
2,

00
0,

00
0円

 １
／
３

（
１
）
児
童
館

４
　
民
間
児
童
館
活
動
事
業
費

　
民
間
児
童
館
活
動
事
業
に
必
要

な
経
費
（
給
料
、
職
員
手
当
、
共

済
費
を
除
く
。
）

　
民
間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
の
３
(1

)
～
(4
)に

掲
げ
る
事
業
の
う
ち
２
事
業
以
上
を

実
施

１
か
所
当
た
り
年
額

1,
83
1,

00
0円

×
か
所
数

（
た
だ
し
、
事
業
期
間
が
６
か
月
未
満
の
小

型
児
童
館
に
あ
っ
て
は
、
１
か
所
当
た
り

91
5,
00

0円
と
す
る
）

（
２
）
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
実
施
要

綱
３
（
４
）
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
大
臣
が
認
め
た
額
と
す
る
。
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地 域 子 育 て 支 援 に 必 要 な 経 費

事 業 費

健 全 育 成 推 進

７
　

地
域

子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援
事
業
費

　
地
域
子
育
て
環
境
づ
く
り
支
援

事
業
に
必
要
な
経
費

　
都

道
府

県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
１
か
所
当
た

り
年

額
　

　
　
　
　
　
　
93
6,
00
0円

市 町 村 児 童 環 境 づ く り 基 盤 整 備 事 業 費

児 童 の 健 全 育 成 に 必 要 な 経 費

市 町 村 児 童 環 境 づ く り 基 盤 整 備 事 業 費

　
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に

必
要
な
経
費

(ｱ
)3
～
4日

型

１
か

所
当

た
り
年
額

10
,1
38
,0
00
円
×
か
所
数

（
た

だ
し

、
事
業
期
間
が
６
か
月
未
満
の
児
童
福

祉
施

設
併

設
型
民
間
児
童
館
に
あ
っ
て
は
、
１
か

所
当

た
り

5,
06
9,
00
0円

と
す
る
）

５
　

児
童

福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
費

現
　
　
　
　
　
　
　
行

　
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児

童
館
事
業
に
必
要
な
経
費

（
２

）
児

童
セ
ン
タ
ー改

　
　
　
正
　
　
　

案

 １
／
３

  
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
に
必

要
な
経
費

６
　

児
童

ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
費

１
市

町
村
当
た
り
年
額
　
1,
16
0,
00
0円

  
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業

に
必
要
な
経
費

　
民

間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
の
３
(1
)

～
(4
)に

掲
げ
る
事
業
の
う
ち
２
事
業
以
上
を

実
施

（
た

だ
し
、
事
業
期
間
が
６
か
月
未
満
の
児

童
セ

ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
１
か
所
当
た
り

1,
48
1,
00
0円

と
す
る
）

１
か

所
当
た
り
年
額

2,
96
3,

00
0円

×
か
所
数

８
　

地
域

組
織
活
動
育
成
事
業
費

１
か

所
当
た
り
年
額

18
9,
00
0円

×
組
織
数

９
　

地
域

子
育
て
支
援
拠
点
事
業
費

  
ア

　
基

本
分

1か
所
当
た
り
年
額
 3
,5
56
,0
00
円
×
か
所
数

（
機

能
拡
充
型
の
場
合
、
１
か
所
当
た
り

年
額

 4
,7
87
,0
00
円
）

（
１

）
ひ

ろ
ば
型

（
２
）
児

童
セ
ン
タ
ー

　
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児

童
館
事
業
に
必
要
な
経
費

１
か
所
当
た
り
年
額

10
,4
03
,0

00
円
×
か
所
数

５
　
児
童
福
祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
事
業
費

（
た
だ
し
、
事
業
期
間
が
６
か
月
未
満
の
児
童
福

祉
施
設
併
設
型
民
間
児
童
館
に
あ
っ
て
は
、
１
か

所
当
た
り
5,

20
1,

00
0円

と
す
る
）

６
　
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
費

  
地
域
組
織
活
動
育
成
事
業
に
必

要
な
経
費

１
か
所
当
た
り
年
額

18
9,
00
0円

×
組
織
数

  
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業

に
必
要
な
経
費

１
市
町
村
当
た
り
年
額
　
1,

20
0,

00
0円

８
　
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
費

　
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に

必
要
な
経
費

（
１
）
ひ
ろ
ば
型

  
ア
　
基
本
分

市 町 村 児 童 環 境 づ く り 基 盤 整 備 事 業 費

 １
／
３

　
民
間
児
童
館
活
動
事
業
実
施
要
綱
の
３
(1

)
～
(4
)に

掲
げ
る
事
業
の
う
ち
２
事
業
以
上
を

実
施

１
か
所
当
た
り
年
額

3,
01
6,

00
0円

×
か
所
数

（
た
だ
し
、
事
業
期
間
が
６
か
月
未
満
の
児

童
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
１
か
所
当
た
り

1,
50
8,

00
0円

と
す
る
）

(ｱ
)3
～
4日

型

1か
所

当
た
り
年
額
 3

,5
56

,0
00

円
×
か
所
数

７
　
児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
促
進
事
業
費
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（
３

）
児

童
館
型

　
ア

　
基

本
分

　
イ

　
加

算
分

地 域 子 育 て 支 援 に 必 要 な 経 費

市 町 村 児 童 環 境 づ く り 基 盤 整 備 事 業 費

　
イ

　
6～

7日
型

　
イ

　
加
算
分

（
２

）
セ
ン
タ
ー
型

　
ウ

　
経
過
措
置
分
（
小
規
模
型
指
定
施
設
）

地
域

の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施

 １
／
３

4事
業

実
施
の
場
合
　
89
6,
00
0円

×
か
所
数

3事
業

実
施
の
場
合
　
74

7,
00

0円
×
か
所
数

4事
業

実
施
の
場
合
　
89

6,
00

0円
×
か
所
数

1か
所

当
た
り
年
額
 4

,3
55

,0
00

円
×
か
所
数

 １
／
３

(ｲ
)地

域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施

市 町 村 児 童 環 境 づ く り 基 盤 整 備 事 業 費

1か
所

当
た
り
年
額
 5
,1
54
,0
00
円
×
か
所
数

（
機

能
拡
充
型
の
場
合
、
１
か
所
当
た
り
年

額
 7
,8

81
,0
00
円
）

1か
所

当
た
り
年
額
　
44
8,
00
0円

×
か
所
数

改
　
　
　
正
　
　
　

案

(ｳ
)6
～
7日

型

1か
所

当
た
り
年
額
 4
,3
55
,0
00
円
×
か
所
数

(ｲ
)5
日
型

（
機

能
拡
充
型
の
場
合
、
１
か
所
当
た
り

年
額

 7
,3
90
,0
00
円
）

１
か

所
当
た
り
年
額
　
　
2,
57
6,
00
0円

(ｱ
)出

張
ひ
ろ
ば
の
実
施

1か
所

当
た
り
年
額
 1
,3
43
,0
00
円
×
か
所
数

1か
所

当
た
り
年
額

1事
業

実
施
の
場
合
　
44
8,
00
0円

×
か
所
数

2事
業

実
施
の
場
合
　
59
7,
00
0円

×
か
所
数

3事
業

実
施
の
場
合
　
74
7,
00
0円

×
か
所
数

1か
所

当
た
り
年
額
 8
,0
02
,0
00
円
×
か
所
数

　
ア

　
5日

型

1か
所
当
た
り
年
額
 7
,4
91
,0
00
円

×
か
所
数

1か
所
当
た
り
年
額
 1
,6
87
,0
00
円
×
か
所
数

（
た

だ
し
、
事
業
期
間
が
6か

月
未
満
の
施
設

に
あ

っ
て
は
、
1,
28
8,
00
0円

）

（
イ

）
保
健
相
談
等
加
算
分

１
か

所
当
た
り
年
額
　
　
1,
35
2,
00
0円

（
週

３
回
程
度
実
施
す
る
場
合
に
加
算
。
た

だ
し

、
事
業
期
間
が
6か

月
未
満
の
施
設
に

あ
っ

て
は
、
67
6,
00
0円

）

(ｲ
)5
日

型

現
　
　
　
　
　
　
　
行

1か
所

当
た
り
年
額

1事
業

実
施
の
場
合
　
44

8,
00

0円
×
か
所
数

2事
業

実
施
の
場
合
　
59

7,
00

0円
×
か
所
数

　
イ
　
加

算
分

（
２
）
セ

ン
タ
ー
型

　
ア
　
5日

型

（
ア

）
基
本
分

(ｳ
)6
～
7日

型

1か
所

当
た
り
年
額
 5

,1
54

,0
00

円
×
か
所
数

(ｱ
)出

張
ひ
ろ
ば
の
実
施

1か
所

当
た
り
年
額
 1

,3
43

,0
00

円
×
か
所
数

(ｲ
)地

域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施

　
イ
　
6～

7日
型

　
ウ
　
経

過
措
置
分
（
小
規
模
型
指
定
施
設
）

1か
所

当
た
り
年
額
 7

,4
85

,0
00

円
×
か
所
数

1か
所

当
た
り
年
額
 7

,9
96

,0
00

円
×
か
所
数

（
ア
）
基
本
分

１
か
所
当
た
り
年
額
　
　
2,

57
6,

00
0円

（
た
だ
し
、
事
業
期
間
が
6か

月
未
満
の
施
設

に
あ
っ
て
は
、
1,

28
8,

00
0円

）

（
イ
）
保
健
相
談
等
加
算
分

（
３
）
児

童
館
型

地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施

1か
所

当
た
り
年
額
　
44

8,
00

0円
×
か
所
数

　
ア
　
基

本
分

１
か
所
当
た
り
年
額
　
　
1,

35
2,

00
0円

（
週
３
回
程
度
実
施
す
る
場
合
に
加
算
。
た

だ
し
、
事
業
期
間
が
6か

月
未
満
の
施
設
に

あ
っ
て
は
、
67

6,
00

0円
）

　
イ
　
加

算
分

1か
所

当
た
り
年
額
 1

,6
87

,0
00

円
×
か
所
数
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別
紙

様
式

１
別

紙
様

式
１

平
成

　
　

　
年

度
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

調
書

平
成

　
　

　
年

度
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

調
書

　
　

　
　

　
　

　
　

厚
生

労
働

省
所

管
年

金
特

別
会

計
児

童
手

当
勘

定
（
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

・
市

町
村

名
）

　
　

　
　

　
　

　
　

厚
生

労
働

省
所

管
年

金
特

別
会

計
児

童
手

当
勘

定
（
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

・
市

町
村

名
）

科
目

予
算

現
額

収
入

済
額

科
目

予
算

現
額

う
ち

国
庫

補
助

金
相

当
額

支
出

済
額

う
ち

国
庫

補
助

金
相

当
額

科
目

予
算

現
額

収
入

済
額

科
目

予
算

現
額

う
ち

国
庫

補
助

金
相

当
額

支
出

済
額

う
ち

国
庫

補
助

金
相

当
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
項

）
　

児
童

育
成

事
業

費
（
項

）
　

児
童

育
成

事
業

費

（
目

）
　

児
童

育
成

事
業

費
補

助
金

（
目

）
　

児
童

育
成

事
業

費
補

助
金

（
積

算
内

訳
）

（
積

算
内

訳
）

(1
)児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

児
童

環
境

づ
く
り

推
進

機
構

事
業

費

児
童

環
境

づ
く
り

推
進

機
構

事
業

費
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

健
全

育
成

推
進

事
業

費

健
全

育
成

推
進

事
業

費
市

町
村

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

(2
)地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

健
全

育
成

推
進

事
業

費

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

（
注

）
　

１
　

「
地

方
公

共
団

体
」
の

「
科

目
」
は

、
国

の
歳

出
予

算
科

目
の

区
分

に
対

応
す

る
部

分
ま

で
区

分
す

る
こ

と
。

（
注

）
　

１
　

「
地

方
公

共
団

体
」
の

「
科

目
」
は

、
国

の
歳

出
予

算
科

目
の

区
分

に
対

応
す

る
部

分
ま

で
区

分
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

２
　

「
予

算
現

額
」
は

、
当

初
予

算
額

、
補

正
予

算
額

、
予

備
費

支
出

額
、

流
用

増
△

減
額

等
の

区
分

を
明

記
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

２
　

「
予

算
現

額
」
は

、
当

初
予

算
額

、
補

正
予

算
額

、
予

備
費

支
出

額
、

流
用

増
△

減
額

等
の

区
分

を
明

記
す

る
こ

と
。

備
考

国
地

　
　

　
　

方
　

　
　

　
公

　
　

　
　

共
　

　
　

　
団

　
　

　
　

体

歳
 　

出
　

 予
　

 算
　

 科
 　

目
交

付
決

定
額

補
助

率
歳

　
　

　
　

　
　

入
歳

　
　

　
　

　
　

出

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

国
地

　
　

　
　

方
　

　
　

　
公

　
　

　
　

共
　

　
　

　
団

　
　

　
　

体

備
考

歳
 　

出
　

 予
　

 算
　

 科
 　

目
交

付
決

定
額

補
助

率
歳

　
　

　
　

　
　

入
歳

　
　

　
　

　
　

出
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別
紙

様
式

２
　

　
　

　
（
略

）
別

紙
様

式
２

　
　

　
　

（
略

）

別
表

１
別

表
１

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
備

　
　

　
　

　
考

区
分

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
備

　
　

　
　

　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

（
１

）
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

児
童

環
境

づ
く

り
推

進
機

構
事

業
費

児
童

環
境

づ
く

り
推

進
機

構
事

業
費

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

健
全

育
成

推
進

事
業

費

健
全

育
成

推
進

事
業

費
市

町
村

児
童

環
境

づ
く

り
基

盤
整

備
事

業
費

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
合

計

（
２

）
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

（
注

）
　

別
表

２
の

各
表

に
記

載
さ

れ
た

数
値

と
付

合
す

る
こ

と
。

健
全

育
成

推
進

事
業

費

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

（
注

）
　

別
表

２
の

各
表

に
記

載
さ

れ
た

数
値

と
付

合
す

る
こ

と
。

区
分

合
計

小
計

小
計

平
成

　
　

　
年

度
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

所
要

額
総

括
表

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

行

平
成

　
　

　
年

度
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

所
要

額
総

括
表
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別
表

２
別

表
２

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

所
要

額
内

訳
表

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

所
要

額
内

訳
表

１
　

都
道

府
県

分
１

　
都

道
府

県
分

（
１

）
　

児
童

環
境

づ
く
り

推
進

機
構

事
業

費
（
１

）
　

児
童

環
境

づ
く
り

推
進

機
構

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
２

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

（
２

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
３

）
－

１
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
３

）
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

備
考

都
道

府
県

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

要
国

庫
補

助
額

⑥
の

内
訳

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

地
域

子
育

て
環

境
づ

く
り

支
援

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

※
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

（
３

）
－

２
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
都

道
府

県
名

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

※
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

-266-



別
表

２
別

表
２

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

所
要

額
内

訳
表

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

所
要

額
内

訳
表

２
　

指
定

都
市

・
中

核
市

分
２

　
指

定
都

市
・
中

核
市

分

（
１

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

（
１

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

指
　

定
　

都
　

市
　

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑥

備
考

指
　

定
　

都
　

市
　

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
２

）
－

１
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
２

）
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

指
　

定
　

都
　

市
　

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

指
　

定
　

都
　

市
　

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

※
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業

（
２

）
－

２
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
（
３

）
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

指
　

定
　

都
　

市
　

名
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

円
円

円
円

円
円

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
指

定
都

市
名

区
分

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

 　
か

所

※
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

  
  

  
  

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

  
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

（
３

）
－

１
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
地

域
組

織
活

動
育

成
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
促

進
事

業
費

指
定

都
市

名
区

分
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

（
１

）
ひ

ろ
ば

型

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

 　
か

所
　

基
本

分
（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

  
  

  
  

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
児

童
福

祉
施

設
併

設
型

民
間

児
童

館
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
  
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所
　

　
・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑥

の
内

訳
　

　
加

算
分

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

う
ち

、
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

う
ち

、
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 円

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
３

）
－

２
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）
　

　
　

　
　

保
健

相
談

等
加

算
分

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
か

所

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所
指

定
都

市
名

区
分

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

　
　

　
　

加
算

分
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑥

の
内

訳

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

の
う

ち
、

（
１

）
ひ

ろ
ば

型
　

　
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

　
基

本
分

　
　

児
童

セ
ン

タ
ー

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
　

円

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

か
所

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

 か
所

)
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
促

進
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

　
　

・
5
日

型
　

（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

　
 か

所
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

の
う

ち
、

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

ひ
ろ

ば
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

セ
ン

タ
ー

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

　
う

ち
、

加
算

分
　

　
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

　
　

　
う

ち
、

保
健

相
談

等
加

算
分

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

円
円

円
円

円
円

要
国

庫
補

助
額

⑥
の

内
訳

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

う
ち

、
ひ

ろ
ば

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

う
ち

、
セ

ン
タ

ー
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

 円

　
　

う
ち

、
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

合
計

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

備
考

合
計

合
計

備
考

備
考

-267-



3
　

市
町

村
分

3
　

市
町

村
分

（
１

）
－

１
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
１

）
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

対
象

経
費

選
定

額
都

道
府

県
補

助
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
選

定
額

都
道

府
県

補
助

額
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

市
町

村
名

区
分

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥
⑦

（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

市
町

村
名

区
分

支
出

予
定

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥
⑦

（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
地

域
組

織
活

動
育

成
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
促

進
事

業
費

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

○
○

市
（
１

）
ひ

ろ
ば

型

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

　
基

本
分

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所
　

　
・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑨

の
内

訳
　

　
・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

円
円

円
円

円
円

円
円

円
民

間
児

童
館

活
動

事
業

費
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

円
　

　
加

算
分

う
ち

、
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

う
ち

、
児

童
セ

ン
タ

ー
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

円
　

　
　

・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
 円

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

　
　

　
　

2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

　
保

健
相

談
等

加
算

分
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

加
算

分
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費

□
□

市
（
１

）
ひ

ろ
ば

型

　
基

本
分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

加
算

分

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

　
保

健
相

談
等

加
算

分
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

加
算

分
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑨

の
内

訳

円
円

円
円

円
円

円
円

円
民

間
児

童
館

活
動

事
業

費
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 円

う
ち

小
型

児
童

館
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 円

　
　

  
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
円

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

  
円

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
　

　
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

う
ち

ひ
ろ

ば
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
 円

　
　

セ
ン

タ
ー

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円

　
　

児
童

館
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

計

○
市

△
町

□
村

○
○

市

□
□

市

計

○
市

△
町

□
村

-268-



（
１

）
－

２
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

対
象

経
費

選
定

額
都

道
府

県
補

助
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
市

町
村

名
区

分
支

出
予

定
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥
⑦

（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

円
円

円
円

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費

（
１

）
ひ

ろ
ば

型

　
基

本
分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

か
所

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
5
日

型
　

（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

　
 か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
　

か
所

　
う

ち
、

加
算

分

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

　
　

　
う

ち
、

保
健

相
談

等
加

算
分

　
　

　
　

　
　

 　
か

所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

計
円

円
円

円
円

円
円

円

円
円

円
円

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費

（
１

）
ひ

ろ
ば

型

　
基

本
分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

か
所

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
5
日

型
　

（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

　
 か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
　

か
所

　
う

ち
、

加
算

分

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

　
　

　
う

ち
、

保
健

相
談

等
加

算
分

　
　

　
　

　
　

 　
か

所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑨

の
内

訳
及

び
件

数

円
円

円
円

円
円

円
円

円
地

域
組

織
活

動
育

成
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

う
ち

、
ひ

ろ
ば

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円

基
本

分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
(う

ち
、

公
営

　
　

　
　

か
所

)

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

)

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
か

所
(う

ち
、

公
営

　
　

　
　

か
所

)

　
　

・
5
日

型
（
機

能
拡

充
型

) 
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

・
6
～

7
日

型
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
か

所
(う

ち
、

公
営

　
　

　
　

か
所

)

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
か

所

　
う

ち
、

加
算

分

　
　

・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
　

・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

う
ち

、
セ

ン
タ

ー
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 円

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
）

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
）

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
か

所
　

う
ち

、
保

健
相

談
等

加
算

分
　

　
　

　
　

か
所

う
ち

、
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

児
童

館
型

　
　

　
　

　
か

所
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
　

　
か

所

計

○
市

△
町

□
村

□
□

市

○
○

市

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

-269-



別
表

３
別

表
３

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
補

助
金

事
業

計
画

書
平

成
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
補

助
金

事
業

計
画

書

１
　

都
道

府
県

分
１

都
道

府
県

分
（
１

）
児

童
環

境
づ

く
り

推
進

機
構

事
業

費
（
１

）
児

童
環

境
づ

く
り

推
進

機
構

事
業

費

①
事

業
実

施
主

体
の

概
要

①
事

業
実

施
主

体
の

概
要

法
人

の
名

称
設

立
年

月
日

法
人

の
名

称
設

立
年

月
日

所
在

地
電

話
番

号
所

在
地

電
話

番
号

設
置

目
的

設
置

目
的

推
進

機
構

の
名

称
推

進
機

構
の

名
称

①
　

組
織

図
（
運

営
協

議
会

を
含

め
た

も
の

）
①

　
組

織
図

（
運

営
協

議
会

を
含

め
た

も
の

）

組
織

の
状

況
組

織
の

状
況

②
　

職
員

配
置

　
　

　
　

　
名

（
う

ち
常

勤
　

　
　

名
）

②
　

職
員

配
置

　
　

　
　

　
名

（
う

ち
常

勤
　

　
　

名
）

②
推

進
機

構
事

業
の

実
施

内
容

②
推

進
機

構
事

業
の

実
施

内
容

 １
．

地
域

の
子

育
て

・
子

育
ち

力
を

高
め

る
気

運
づ

く
り

 １
．

地
域

の
子

育
て

・
子

育
ち

力
を

高
め

る
気

運
づ

く
り

 ２
．

子
育

て
や

子
育

て
支

援
に

関
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

充
実

強
化

 ２
．

子
育

て
や

子
育

て
支

援
に

関
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

充
実

強
化

 ３
．

地
域

の
子

育
て

人
材

確
保

・
養

成
に

関
す

る
取

組
 ３

．
地

域
の

子
育

て
人

材
確

保
・
養

成
に

関
す

る
取

組

（
注

）
　

参
考

と
な

る
資

料
が

あ
れ

ば
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
 ４

．
子

育
て

環
境

づ
く
り

に
資

す
る

地
域

に
実

情
に

応
じ

た
取

組

（
注

）
　

参
考

と
な

る
資

料
が

あ
れ

ば
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

事
　

　
　

業
　

　
　

実
　

　
　

施
　

　
　

内
　

　
　

容

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

事
　

　
　

業
　

　
　

実
　

　
　

施
　

　
　

内
　

　
　

容

４
　

社
会

福
祉

法
人

等
分

　
　

　
（
略

）
４

　
社

会
福

祉
法

人
等

分
　

　
　

（
略

）
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（
２

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）
（
２

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）

（
３

）
－

１
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
３

）
健

全
育

成
推

進
事

業
費

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

区
分

研
修

等
内

容
備

考

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

支
援

事
業

　
１

．
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

　
２

．
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業

（
注

）
　

区
分

欄
は

、
実

施
す

る
事

業
に

○
を

し
て

く
だ

さ
い

。

（
３

）
－

２
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

地
域

子
育

て
環

境
づ

く
り

支
援

事
業

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行
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（
２

）
－

１
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
２

）
健

全
育

成
推

進
事

業
費

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

区
分

研
修

等
内

容
備

考

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

支
援

事
業

　
１

．
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

　
２

．
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業

（
注

）
　

区
分

欄
は

、
実

施
す

る
事

業
に

○
を

し
て

く
だ

さ
い

。

（
２

）
－

２
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

地
域

子
育

て
環

境
づ

く
り

支
援

事
業

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

２
　

指
定

都
市

・
中

核
市

分
（
１

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）
２

　
指

定
都

市
・
中

核
市

分
（
１

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）
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別
表

３
別

表
３

（
３

）
市

町
村

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
　

ア
～

エ
　

　
　

（
略

）
（
３

）
市

町
村

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
　

ア
～

エ
　

　
　

（
略

）

別
表

３
別

表
３

　
オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
ひ

ろ
ば

型
）

（
市

町
村

名
）

　
オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
ひ

ろ
ば

型
）

（
市

町
村

名
）

ひ
ろ

ば
型

の
名

称
年

　
　

間
開

設
日

数
土

日
開

設
開

設
時

間
広

　
さ

ひ
ろ

ば
型

の
名

称
年

　
　

間
開

設
日

数
土

日
開

設
開

設
時

間
広

　
さ

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）
（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時
〒

平
成

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

月
週

　
　

　
日

１
．

月
　

回
開

設
時

～
 
 
　

時

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
)

(　
　

　
  

)
２

．
毎

週
開

設
(
 
　

　
　

 
)

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事
者
の
状
況

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事
者
の
状
況

　
　

職
　

　
員

 人
　

　
職

　
　

員
 人

（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施
（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施

人
人

（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
　

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

人
（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
　

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

人

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
人

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
人

（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施
（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施

出
張

ひ
ろ

ば
の

出
張

ひ
ろ

ば
の

名
称

年
　

　
間

開
設

日
数

土
日

開
設

開
設

時
間

広
　

さ

実
施

の
有

無
（
 実

　
施
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所
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月
数
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 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）

（
時
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数
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㎡
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出
張

ひ
ろ

ば
の

出
張

ひ
ろ

ば
の
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年
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設
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数

土
日

開
設

開
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間

広
　

さ
〒

平
成

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

月
週

　
　

　
日

１
．

月
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開

設
時

～
 
 
　

時

実
施

の
有

無
（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
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（

時
間

数
）

（
㎡

）
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
)
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)
２

．
毎

週
開

設
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)

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時
〒

平
成

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

月
週

　
　

　
日

２
．

月
　

回
開

設
時

～
 
 
　

時

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

３
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
２

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時
従
事
者
の
状
況

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

３
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

　
ア

　
中

・
高

校
生

や
大

学
生

等
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

日
常

的
な

受
入

・
養

成
を

行
う

取
組

受
入

人
数

○
　

専
任

の
者

の
状

況
　

　
職

　
　

員
人

従
事
者
の
状
況

　
イ

　
地

域
の

高
齢

者
や

胃
年

齢
児

童
等

と
世

代
間

の
交

流
を

継
続

的
に

実
施

す
る

取
組

　
月

（
　

　
　

）
回

実
施

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
人

　
ア

　
中

・
高

校
生

や
大

学
生

等
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

日
常

的
な

受
入

・
養

成
を

行
う

取
組

受
入

人
数

○
　

専
任

の
者

の
状

況
　

　
職

　
　

員
人

　
月

（
　

　
　

）
回

実
施

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
人

　
イ

　
地

域
の

高
齢

者
や

胃
年

齢
児

童
等

と
世

代
間

の
交

流
を

継
続

的
に

実
施

す
る

取
組

　
月

（
　

　
　

）
回

実
施

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
人

　
週

（
　

　
　

）
回

実
施

　
月

（
　

　
　

）
回

実
施

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
人

合
　

　
　

　
計

か
所

　
週

（
　

　
　

）
回

実
施

ひ
ろ

ば
型

か
所

合
　

　
　

　
計

か
所

出
張

ひ
ろ

ば
か

所

ひ
ろ

ば
型

か
所

ひ
ろ

ば
型

(機
能

拡
充

型
)

か
所

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

出
張

ひ
ろ

ば
か

所
　

　
　

２
．

「
広

場
の

名
称

（
実

施
場

所
）
」
及

び
「
出

張
ひ

ろ
ば

の
名

称
（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
広

場
の

名
称

を
、

下
段

（
　

）
内

に
商

店
街

の
空

き
店

舗
、

学
校

の
余

裕
教

室
な

ど
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

　
　

　
４

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
２

．
「
ひ

ろ
ば

の
名

称
（
実

施
場

所
）
」
及

び
「
出

張
ひ

ろ
ば

の
名

称
（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
ひ

ろ
ば

の
名

称
を

、
下

段
（
　

）
内

に
商

店
街

の
空

き
店

舗
、

学
校

の
余

裕
教

室
な

ど
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
土

日
開

設
（
土

・
日

）
」
欄

は
、

土
・
日

に
お

け
る

開
設

曜
日

に
○

を
つ

け
、

開
設

回
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
６

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
７

．
機

能
拡

充
型

の
場

合
、

「
機

能
拡

充
に

か
か

る
事

業
の

内
容

」
欄

に
該
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す

る
事

業
内

容
を
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す
る

こ
と
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又
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又
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（
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（
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施
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（
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（
　

　
　

）
か

月

備
　

考

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日

○
　

専
任

の
者

の
状

況

　
（

う
ち

出
張

ひ
ろ

ば
を

兼
務

す
る

職
員

）

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況

直
営

　
・
　

委
託

　
・
　

補
助

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

事
業

の
内

容
（
具

体
的

に
）

　
有

　
・
　

無

地
域

の
子

育
て

力
を

高
め

る
取

組
の

実
施

（
ア

～
エ

に
○

を
つ

け
る

）

　
ウ

　
父

親
の

サ
ー

ク
ル

の
育

成
な

ど
父

親
の

子
育

て
に

関
す

る
グ

ル
ー

プ
づ

く
り

を
促

進
す

る
  

  
  

 継
続

的
な

取
組

　
エ

　
公

民
館

、
街

区
公

園
（
児

童
遊

園
）
、

プ
レ

ー
パ

ー
ク

等
の

子
育

て
親

子
が

集
ま

る
場

に
、

　
　

  
 職

員
が

定
期

的
に

出
向

き
、

必
要

な
支

援
や

見
守

り
等

を
行

う
取

組

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日
開

設
年

月
日

N
o
.

事
業

の
内

容
（
事

業
実

施
要

綱
に

基
づ

き
、

具
体

的
な

事
業

内
容

を
記

載
）

電
話

番
号

　
（

う
ち

出
張

ひ
ろ

ば
を

兼
務

す
る

職
員

）

直
営

　
・
　

委
託

　
・
　

補
助

（
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取
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（
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表
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地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
セ

ン
タ

ー
型

）
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市

町
村

名
）

　
オ
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域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
セ

ン
タ

ー
型

）
（
市

町
村

名
）

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
年

　
　

間
開

設
日

数
土

日
開

設
開

設
時

間
広

　
さ

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
年

　
　

間
開

設
日

数
土

日
開

設
開

設
時

間
広

　
さ

（
委

託
先

又
は

補
助

先
）
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 実

　
施

　
場

　
所
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事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）
（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）

直
営

　
・
　

委
託

　
・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時
直

営
　

・
　

委
託

　
・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
 　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事

者
の

状
況

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事

者
の

状
況

（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施
　

（
う

ち
保

育
士

の
数

）
　

　
　

　
人

（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施
　

（
う

ち
保

育
士

の
数

）
　

　
　

　
人

（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
　

　
　

　
人

（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
　

　
　

　
人

（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施
（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
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。

　
　

　
２

．
「
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
を
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（
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。
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を
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（
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。
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。
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。
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、
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○
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。
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。
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、
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。
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ず
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。
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（
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、
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、
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、
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５

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
土

日
開

設
（
土

・
日

）
」
欄

は
、

土
・
日

に
お

け
る

開
設

曜
日

に
○

を
つ

け
、

開
設

回
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
６

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
７

．
機

能
拡

充
型

の
場

合
、

「
機

能
拡

充
に

か
か

る
事

業
の

内
容

」
欄

に
該

当
す

る
事

業
内

容
を

記
入

す
る

こ
と

。

備
　

考

○
　

専
任

の
者

の
状

況

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況

N
o
.

　
合

計
(　

）
人

　
（
中

学
生

（
　

）
人

・
高

校
生

（
　

）
人

・
大

学
生

（
　

）
人

・
そ

の
他

（
　

）
人

）
　

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日

実
施

回
数

　
有

　
・
　

無

地
域

の
子

育
て

力
を

高
め

る
取

組
の

実
施

（
ア

～
エ

に
○

を
つ

け
る

）

　
エ

　
公

民
館

、
街

区
公

園
（
児

童
遊

園
）
、

プ
レ

ー
パ

ー
ク

等
の

子
育

て
親

子
が

集
ま

る
場

に
、

　
　

  
 職

員
が

定
期

的
に

出
向

き
、

必
要

な
支

援
や

見
守

り
等

を
行

う
取

組

　
ウ

　
父

親
の

サ
ー

ク
ル

の
育

成
な

ど
父

親
の

子
育

て
に

関
す

る
グ

ル
ー

プ
づ

く
り

を
促

進
す

る
  

  
  

 継
続

的
な

取
組

実
施

月
数

（
　

　
　

）
か

月

（
　

　
　

）
か

月

（
　

　
　

）
か

月

事
業

の
内

容
（
事

業
実

施
要

綱
に

基
づ

き
、

具
体

的
な

事
業

内
容

を
記

載
）

電
話

番
号

　
（

う
ち

出
張

ひ
ろ

ば
を

兼
務

す
る

職
員

）

直
営

　
・
　

委
託

　
・
　

補
助

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日
開

設
年

月
日

N
o
.

３
　

市
町

村
分

（
１

）
ア

～
エ

　
　

　
（
略

）
３

　
市

町
村

分
（
１

）
ア

～
エ

　
　

　
（
略

）

直
営

　
・
　

委
託

　
・
　

補
助

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

事
業

の
内

容
（
具

体
的

に
）

　
有

　
・
　

無

地
域

の
子

育
て

力
を

高
め

る
取

組
の

実
施

（
ア

～
エ

に
○

を
つ

け
る

）

　
ウ

　
父

親
の

サ
ー

ク
ル

の
育

成
な

ど
父

親
の

子
育

て
に

関
す

る
グ

ル
ー

プ
づ

く
り

を
促

進
す

る
  

  
  

 継
続

的
な

取
組

　
エ

　
公

民
館

、
街

区
公

園
（
児

童
遊

園
）
、

プ
レ

ー
パ

ー
ク

等
の

子
育

て
親

子
が

集
ま

る
場

に
、

　
　

  
 職

員
が

定
期

的
に

出
向

き
、

必
要

な
支

援
や

見
守

り
等

を
行

う
取

組

○
　

専
任

の
者

の
状

況

　
（

う
ち

出
張

ひ
ろ

ば
を

兼
務

す
る

職
員

）

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況

備
　

考

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日

　
合

計
(　

）
人

　
（
中

学
生

（
　

）
人

・
高

校
生

（
　

）
人

・
大

学
生

（
　

）
人

・
そ

の
他

（
　

）
人

）
　

実
施

回
数

実
施

月
数

（
　

　
　

）
か

月

（
　

　
　

）
か

月

（
　

　
　

）
か

月
備

　
考

か
所

数
計

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別

（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別

（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

機
能

拡
充

に
か

か
る

事
業

の
内

容

備
　

考

か
所

数
計
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別
表

３
別

表
３

　
オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
セ

ン
タ

ー
型

）
（
市

町
村

名
）

　
オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
セ

ン
タ

ー
型

）
（
市

町
村

名
）

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
年

　
　

間
開

設
日

数
土

日
開

設
開

設
時

間
広

　
さ

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
年

　
　

間
開

設
日

数
土

日
開

設
開

設
時

間
広

　
さ

（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）
（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）

直
営

　
・
　

委
託

　
・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時
直

営
　

・
　

委
託

　
・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事

者
の

状
況

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事

者
の

状
況

（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施
　

（
う

ち
保

育
士

の
数

）
　

　
　

　
人

（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施
　

（
う

ち
保

育
士

の
数

）
　

　
　

　
人

（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
　

　
　

　
人

（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
　

　
　

　
人

（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施
（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

　
　

　
２

．
「
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
を

、
下

段
（
　

）
内

に
保

育
所

な
ど

の
実

施
場

所
を

記
入

す
る

こ
と

。
　

　
　

２
．

「
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
セ

ン
タ

ー
型

の
名

称
を

、
下

段
（
　

）
内

に
保

育
所

な
ど

の
実

施
場

所
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
土

日
開

設
（
土

・
日

）
」
欄

は
、

土
・
日

に
お

け
る

開
設

曜
日

に
○

を
つ

け
、

開
設

回
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
６

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

計

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

開
設

年
月

日

　
　

　
　

　
人

備
考

○
　

専
任

の
者

の
状

況
　

　
職

　
　

員

備
考

事
業

の
内

容
（
事

業
実

施
要

綱
に

基
づ

き
、

具
体

的
な

事
業

内
容

を
記

載
）

地
域

支
援

活
動

の
実

施
内

容

備
　

考

　
　

　
　

　
人

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日
電

話
番

号

備
　

考

地
域

支
援

活
動

の
実

施
内

容

計

　
　

　
　

　
人

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
　

　
　

　
　

人
事

業
の

内
容

（
具

体
的

に
）

○
　

専
任

の
者

の
状

況
　

　
職

　
　

員
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オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
セ

ン
タ

ー
型

・
経

過
措

置
分

（
小

規
模

型
指

定
施

設
）
）

（
市

町
村

名
）

　
オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
セ

ン
タ

ー
型

・
経

過
措

置
分

（
小

規
模

型
指

定
施

設
）
）

（
市

町
村

名
）

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別
指

定
施

設
の

名
称

年
　

　
間

開
設

日
数

土
日

開
設

開
設

時
間

広
　

さ
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
指

定
施

設
の

名
称

年
　

　
間

開
設

日
数

土
日

開
設

開
設

時
間

広
　

さ

（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）
（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）

直
営

　
・
　

委
託

　
・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時
直

営
　

・
　

委
託

　
・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
１

）
育

児
不

安
等

に
つ

い
て

の
相

談
指

導
従

事
者

の
状

況
（
１

）
育

児
不

安
等

に
つ

い
て

の
相

談
指

導
従

事
者

の
状

況

（
２

）
子

育
て

サ
ー

ク
ル

及
び

子
育

て
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

育
成

・
支

援
　

（
う

ち
保

育
士

の
数

）
　

　
　

　
人

（
２

）
子

育
て

サ
ー

ク
ル

及
び

子
育

て
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

育
成

・
支

援
　

（
う

ち
保

育
士

の
数

）
　

　
　

　
人

（
３

）
地

域
の

保
育

資
源

の
情

報
提

供
等

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
　

　
　

　
人

（
３

）
地

域
の

保
育

資
源

の
情

報
提

供
等

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
　

　
　

　
人

平
成

2
1
年

度
１

．
セ

ン
タ

ー
型

に
移

行
　

　
　

２
．

ひ
ろ

ば
型

に
移

行
　

　
　

３
．

小
規

模
型

指
定

施
設

と
し

て
実

施
　

　
　

４
．

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
  

  
　

　
　

）
平

成
2
0
年

度

平
成

2
2
年

度
平

成
2
1
年

度

平
成

2
2
年

度

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

　
　

　
２

．
「
指

定
施

設
の

名
称

（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
指

定
施

設
の

名
称

を
、

下
段

（
　

）
内

に
保

育
所

な
ど

の
実

施
場

所
を

記
入

す
る

こ
と

。
　

　
　

２
．

「
指

定
施

設
の

名
称

（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
指

定
施

設
の

名
称

を
、

下
段

（
　

）
内

に
保

育
所

な
ど

の
実

施
場

所
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

　
３

．
開

設
年

月
日

が
平

成
1
8
年

3
月

3
1
日

以
前

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

(経
過

措
置

期
間

中
の

新
規

開
設

は
認

め
ら

れ
な

い
）
。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
土

日
開

設
（
土

・
日

）
」
欄

は
、

土
・
日

に
お

け
る

開
設

曜
日

に
○

を
つ

け
、

開
設

回
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
６

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
６

．
「
今

後
の

事
業

実
施

予
定

」
欄

は
、

該
当

す
る

項
目

を
○

で
囲

む
こ

と
。

ま
た

、
「
そ

の
他

」
に

該
当

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

具
体

的
な

対
応

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

　
７

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
８

．
「
今

後
の

事
業

実
施

予
定

」
欄

は
、

該
当

す
る

項
目

を
○

で
囲

む
こ

と
。

ま
た

、
「
そ

の
他

」
に

該
当

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

具
体

的
な

対
応

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

開
設

年
月

日
N

o
.

電
話

番
号

事
業

の
内

容
（
事

業
実

施
要

綱
に

基
づ

き
、

具
体

的
な

事
業

内
容

を
記

載
）

１
．

セ
ン

タ
ー

型
に

移
行

　
　

　
２

．
ひ

ろ
ば

型
に

移
行

　
　

　
３

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ

計

○
　

専
任

の
者

の
状

況
　

　
職

　
　

員

　
　

　
　

　
人

今
後

の
事

業
実

施
予

定

備
　

考

備
考

１
．

セ
ン

タ
ー

型
に

移
行

　
　

　
２

．
ひ

ろ
ば

型
に

移
行

　
　

　
３

．
小

規
模

型
指

定
施

設
と

し
て

実
施

　
　

　
４

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
　

）

１
．

セ
ン

タ
ー

型
に

移
行

　
　

　
２

．
ひ

ろ
ば

型
に

移
行

　
　

　
３

．
小

規
模

型
指

定
施

設
と

し
て

実
施

　
　

　
４

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
  

  
　

　
　

）

１
．

セ
ン

タ
ー

型
に

移
行

　
　

　
２

．
ひ

ろ
ば

型
に

移
行

　
　

　
３

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日

　
　

　
　

　
人

○
　

専
任

の
者

以
外

の
状

況
　

　
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
　

　
　

　
　

人

○
　

専
任

の
者

の
状

況
　

　
職

　
　

員

備
考

計

備
　

考

今
後

の
事

業
実

施
予

定

事
業

の
内

容
（
具

体
的

に
）

　
　

　
　

　
人
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オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
児

童
館

型
）

（
市

町
村

名
）

　
オ

　
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

（
児

童
館

型
）

（
市

町
村

名
）

委
託

・
補

助
の

別
児

童
館

型
の

名
称

年
　

　
間

開
設

日
数

土
日

開
設

開
設

時
間

広
　

さ
委

託
・
補

助
の

別
児

童
館

型
の

名
称

年
　

　
間

開
設

日
数

土
日

開
設

開
設

時
間

広
　

さ

（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）
（
委

託
先

又
は

補
助

先
）

（
 実

　
施

　
場

　
所

 ）
事

業
月

数
（
曜

 日
）

（
　

土
　

・
　

日
　

）
（

時
間

数
）

（
㎡

）

委
託

　
・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時
委

託
　

・
　

補
助

〒
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
月

週
　

　
　

日
１

．
月

　
回

開
設

時
～

 
 
　

時

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
児

童
館

・
児

童
セ

ン
タ

ー
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
児

童
館

・
児

童
セ

ン
タ

ー
　

)
(　

　
　

  
)

２
．

毎
週

開
設

(
 
　

　
　

 
)

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事

者
の

状
況

（
１

）
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

提
供

と
交

流
の

促
進

従
事

者
の

状
況

（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施
　

　
職

　
員

人
（
２

）
子

育
て

等
に

関
す

る
相

談
、

援
助

の
実

施
　

　
職

　
員

人

（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
　

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

人
（
３

）
地

域
の

子
育

て
関

連
情

報
の

提
供

　
　

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

人

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
人

　
（

う
ち

学
生

の
数

）
人

（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施
（
４

）
子

育
て

及
び

子
育

て
支

援
に

関
す

る
講

習
等

の
実

施

受
入

人
数

　
合

計
(　

）
人

　
（
中

学
生

（
　

）
人

・
高

校
生

（
　

）
人

・
大

学
生

（
　

）
人

・
そ

の
他

（
　

）
人

）
　

受
入

人
数

　
合

計
(　

）
人

　
（
中

学
生

（
　

）
人

・
高

校
生

（
　

）
人

・
大

学
生

（
　

）
人

・
そ

の
他

（
　

）
人

）
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
注

）
１

．
「
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

（
注

）
１

．
「
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

　
　

　
２

．
「
児

童
館

型
の

名
称

（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
児

童
館

型
の

名
称

を
、

下
段

（
　

）
内

に
実

施
児

童
館

又
は

児
童

セ
ン

タ
ー

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
　

　
　

２
．

「
児

童
館

型
の

名
称

（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
児

童
館

型
の

名
称

を
、

下
段

（
　

）
内

に
実

施
児

童
館

又
は

児
童

セ
ン

タ
ー

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
土

日
開

設
（
土

・
日

）
」
欄

は
、

土
・
日

に
お

け
る

開
設

曜
日

に
○

を
つ

け
、

開
設

回
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
６

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

４
　

　
社

会
福

祉
法

人
等

分
　

　
　

（
略

）
４

　
　

社
会

福
祉

法
人

等
分

　
　

　
（
略

）

備
　

考

○
　

専
任

の
者

（
ひ

ろ
ば

担
当

）
の

状
況

○
　

専
任

の
者

（
ひ

ろ
ば

担
当

）
以

外
の

状
況

計

地
域

の
子

育
て

力
を

高
め

る
取

組
の

実
施

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

開
設

年
月

日
N

o
.

電
話

番
号

事
業

の
内

容
（
事

業
実

施
要

綱
に

基
づ

き
、

具
体

的
な

事
業

内
容

を
記

載
）

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

N
o
.

所
在

地
（
郵

便
番

号
・
都

道
府

県
か

ら
記

載
）

電
話

番
号

開
設

年
月

日

○
　

専
任

の
者

（
ひ

ろ
ば

担
当

）
の

状
況

○
　

専
任

の
者

（
ひ

ろ
ば

担
当

）
以

外
の

状
況

備
　

考

地
域

の
子

育
て

力
を

高
め

る
取

組
の

実
施

計事
業

の
内

容
（
具

体
的

に
）
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別
紙

様
式

３
、

４
　

　
　

（
略

）
別

紙
様

式
３

、
４

　
　

　
（
略

）

別
紙

様
式

５
　

　
　

（
略

）
別

紙
様

式
５

　
　

　
（
略

）

別
表

１
別

表
１

要
国

庫
補

助
額

①
交

付
決

定
額

②
受

入
額

③
差

引
過

△
不

足
額

（
③

－
①

）
④

備
　

　
　

　
　

考
区

分
要

国
庫

補
助

額
①

交
付

決
定

額
②

受
入

額
③

差
引

過
△

不
足

額
（

③
－

①
）

④
備

　
　

　
　

　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

（
１

）
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

児
童

環
境

づ
く

り
推

進
機

構
事

業
費

児
童

環
境

づ
く

り
推

進
機

構
事

業
費

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

健
全

育
成

推
進

事
業

費

健
全

育
成

推
進

事
業

費
市

町
村

児
童

環
境

づ
く

り
基

盤
整

備
事

業
費

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
合

計

（
２

）
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

（
注

）
　

別
表

２
の

各
表

に
記

載
さ

れ
た

数
値

と
付

合
す

る
こ

と
。

健
全

育
成

推
進

事
業

費

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

（
注

）
　

別
表

２
の

各
表

に
記

載
さ

れ
た

数
値

と
付

合
す

る
こ

と
。

小
計

区
分

小
計

合
計

平
成

　
　

　
年

度
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

精
算

額
総

括
表

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

行

平
成

　
　

　
年

度
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

精
算

額
総

括
表
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別
表

２
別

表
２

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

精
算

額
内

訳
表

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

精
算

額
内

訳
表

１
　

都
道

府
県

分
１

　
都

道
府

県
分

（
１

）
　

児
童

環
境

づ
く
り

推
進

機
構

事
業

費
（
１

）
　

児
童

環
境

づ
く
り

推
進

機
構

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

都
道

府
県

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

都
道

府
県

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
２

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

（
２

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

都
道

府
県

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

都
道

府
県

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
３

）
－

１
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
３

）
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

都
道

府
県

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

備
考

都
道

府
県

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

要
国

庫
補

助
額

⑥
の

内
訳

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

地
域

子
育

て
環

境
づ

く
り

支
援

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

※
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

（
３

）
－

２
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
都

道
府

県
名

実
支

出
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

※
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行
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別
表

２
別

表
２

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

精
算

額
内

訳
表

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
国

庫
補

助
金

精
算

額
内

訳
表

２
　

指
定

都
市

・
中

核
市

分
２

　
指

定
都

市
・
中

核
市

分

（
１

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

（
１

）
　

児
童

育
成

事
業

推
進

等
対

策
事

業
費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

指
　

定
　

都
　

市
　

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑥

備
考

指
　

定
　

都
　

市
　

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
２

）
－

１
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
２

）
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

指
　

定
　

都
　

市
　

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

指
　

定
　

都
　

市
　

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

⑥
の

う
ち

、
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

支
援

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円
※

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

支
援

事
業

（
２

）
－

２
　

健
全

育
成

推
進

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）
（
３

）
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額

指
　

定
　

都
　

市
　

名
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（

⑤
×

1
/
3

）
⑥

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
円

円
円

円
円

円
指

定
都

市
名

区
分

実
支

出
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

 　
か

所
（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

  
  

  
  

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

※
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

  
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
－

１
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
促

進
事

業
費

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
（
１

）
ひ

ろ
ば

型
指

定
都

市
名

区
分

実
支

出
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

　
基

本
分

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

 　
か

所
　

　
・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

  
  

  
  

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

  
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所
　

　
・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
加

算
分

円
円

円
円

円
円

要
国

庫
補

助
額

⑥
の

内
訳

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

う
ち

、
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

う
ち

、
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 円

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

　
保

健
相

談
等

加
算

分
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
－

２
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）
（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

対
象

経
費

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
　

　
　

　
加

算
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

指
定

都
市

名
区

分
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
1
/
3
）
　

 　
　

　
⑥

備
考

円
円

円
円

円
円

要
国

庫
補

助
額

⑥
の

内
訳

円
円

円
円

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

の
う

ち
、

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

小
型

児
童

館
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

（
１

）
ひ

ろ
ば

型
　

　
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

　
基

本
分

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
　

円

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

か
所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

円

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

う
ち

、

　
　

・
5
日

型
　

（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

　
 か

所
　

　
ひ

ろ
ば

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

円

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

セ
ン

タ
ー

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
円

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

児
童

館
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
　

　
　

　
4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
)

　
　

　
　

　
う

ち
、

保
健

相
談

等
加

算
分

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

円
円

円
円

円
円

要
国

庫
補

助
額

⑥
の

内
訳

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

う
ち

、
ひ

ろ
ば

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

う
ち

、
セ

ン
タ

ー
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

 円

　
　

う
ち

、
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

合
計

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

備
考

合
計

合
計

備
考

備
考

-283-



3
　

市
町

村
分

3
　

市
町

村
分

（
１

）
－

１
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
１

）
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費

対
象

経
費

選
定

額
都

道
府

県
補

助
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
対

象
経

費
選

定
額

都
道

府
県

補
助

額
国

庫
補

助
基

本
額

要
国

庫
補

助
額

市
町

村
名

区
分

実
支

出
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥
⑦

（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

市
町

村
名

区
分

実
支

出
額

①
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
②

差
引

額
（

①
－

②
）

＝
③

基
準

額
④

（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥
⑦

（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
地

域
組

織
活

動
育

成
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
促

進
事

業
費

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

○
○

市
（
１

）
ひ

ろ
ば

型

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

　
基

本
分

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所
　

　
・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑨

の
内

訳
　

　
・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

円
円

円
円

円
円

円
円

円
民

間
児

童
館

活
動

事
業

費
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

円
　

　
加

算
分

う
ち

、
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

う
ち

、
児

童
セ

ン
タ

ー
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

円
　

　
　

・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
 円

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

　
　

　
　

2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

　
保

健
相

談
等

加
算

分
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

加
算

分
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円

民
間

児
童

館
活

動
事

業
費

円
円

円
円

（
１

）
小

型
児

童
館

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

（
２

）
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 か
所

　
　

　
　

う
ち

、
事

業
実

施
期

間
６

月
未

満
　

　
　

か
所

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 か

所
　

　
　

　
う

ち
、

事
業

実
施

期
間

６
月

未
満

　
　

　
か

所

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費

□
□

市
（
１

）
ひ

ろ
ば

型

　
基

本
分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

加
算

分

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

　
保

健
相

談
等

加
算

分
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

か
所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

加
算

分
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑨

の
内

訳

円
円

円
円

円
円

円
円

円
民

間
児

童
館

活
動

事
業

費
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 円

う
ち

小
型

児
童

館
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 円

　
　

  
児

童
セ

ン
タ

ー
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
円

児
童

福
祉

施
設

併
設

型
民

間
児

童
館

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

  
円

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

促
進

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
　

　
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

う
ち

ひ
ろ

ば
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
 円

　
　

セ
ン

タ
ー

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円

　
　

児
童

館
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

計

○
市

△
町

□
村

○
○

市

□
□

市

計

○
市

△
町

□
村

-284-



（
１

）
－

２
　

市
町

村
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

対
象

経
費

選
定

額
都

道
府

県
補

助
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
市

町
村

名
区

分
実

支
出

額
①

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

②
差

引
額

（
①

－
②

）
＝

③
基

準
額

④
（
③

と
④

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑤
（
⑤

×
2
/
3
)＝

⑥
⑦

（
⑥

と
⑦

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
）

⑧
（

⑧
×

1
/
2

）
⑨

備
考

円
円

円
円

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費

（
１

）
ひ

ろ
ば

型

　
基

本
分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

）

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
5
日

型
　

（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

　
 か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

　
　

　
う

ち
、

保
健

相
談

等
加

算
分

　
　

　
　

　
　

 　
か

所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

計
円

円
円

円
円

円
円

円

円
円

円
円

地
域

組
織

活
動

育
成

事
業

費

（
１

）
ひ

ろ
ば

型

　
基

本
分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

）

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
5
日

型
　

（
機

能
拡

充
型

）
 　

　
　

　
　

　
 か

所

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
所

　
　

　
・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

　
　

　
　

4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所

（
２

）
セ

ン
タ

ー
型

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
　

　
か

所
)

　
　

　
　

　
う

ち
、

保
健

相
談

等
加

算
分

　
　

　
　

　
　

 　
か

所

（
３

）
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
か

所

　
　

　
　

う
ち

、
加

算
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

計
円

円
円

円
円

円
円

円
要

国
庫

補
助

額
⑨

の
内

訳
及

び
件

数

円
円

円
円

円
円

円
円

円
地

域
組

織
活

動
育

成
事

業
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

う
ち

、
ひ

ろ
ば

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

円

　
基

本
分

　
　

・
3
～

4
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
(う

ち
、

公
営

　
　

　
　

か
所

)

　
　

・
3
～

4
日

型
（
機

能
拡

充
型

)

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
か

所
(う

ち
、

公
営

　
　

　
　

か
所

)

　
　

・
5
日

型
（
機

能
拡

充
型

)

　
　

・
6
～

7
日

型
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
か

所
(う

ち
、

公
営

　
　

　
　

か
所

)

　
　

・
6
～

7
日

型
（
機

能
拡

充
型

)　
　

　
　

　
か

所

　
う

ち
、

加
算

分

　
　

・
出

張
ひ

ろ
ば

の
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
　

・
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施

　
　

1
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
2
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
　

3
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

　
4
事

業
実

施
　

　
　

　
　

か
所

う
ち

、
セ

ン
タ

ー
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 円

　
　

・
5
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

所
（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
）

　
　

・
6
～

7
日

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 か
所

（
う

ち
、

公
営

　
　

　
か

所
）

　
　

・
経

過
措

置
分

　
　

　
　

　
基

本
分

　
　

　
　

　
か

所
　

う
ち

、
保

健
相

談
等

加
算

分
　

　
　

　
　

か
所

う
ち

、
児

童
館

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

　
児

童
館

型
　

　
　

　
　

か
所

　
う

ち
、

加
算

分
　

　
　

　
　

か
所

計

○
市

△
町

□
村

□
□

市

○
○

市

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行
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別
表

３
別

表
３

平
成

　
　

年
度

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
補

助
金

に
か

か
る

事
業

実
施

状
況

平
成

　
年

度
児

童
環

境
づ

く
り

基
盤

整
備

事
業

費
補

助
金

に
か

か
る

事
業

実
施

状
況

１
　

都
道

府
県

分
１

都
道

府
県

分
（
１

）
児

童
環

境
づ

く
り

推
進

機
構

事
業

費
（
１

）
児

童
環

境
づ

く
り

推
進

機
構

事
業

費

①
事

業
実

施
主

体
の

概
要

①
事

業
実

施
主

体
の

概
要

法
人

の
名

称
設

立
年

月
日

法
人

の
名

称
設

立
年

月
日

所
在

地
電

話
番

号
所

在
地

電
話

番
号

設
置

目
的

設
置

目
的

推
進

機
構

の
名

称
推

進
機

構
の

名
称

①
　

組
織

図
（
運

営
協

議
会

を
含

め
た

も
の

）
①

　
組

織
図

（
運

営
協

議
会

を
含

め
た

も
の

）

組
織

の
状

況
組

織
の

状
況

②
　

職
員

配
置

　
　

　
　

　
名

（
う

ち
常

勤
　

　
　

名
）

②
　

職
員

配
置

　
　

　
　

　
名

（
う

ち
常

勤
　

　
　

名
）

②
推

進
機

構
事

業
の

実
施

内
容

②
推

進
機

構
事

業
の

実
施

内
容

 １
．

地
域

の
子

育
て

・
子

育
ち

力
を

高
め

る
気

運
づ

く
り

 １
．

地
域

の
子

育
て

・
子

育
ち

力
を

高
め

る
気

運
づ

く
り

 ２
．

子
育

て
や

子
育

て
支

援
に

関
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

充
実

強
化

 ２
．

子
育

て
や

子
育

て
支

援
に

関
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

充
実

強
化

 ３
．

地
域

の
子

育
て

人
材

確
保

・
養

成
に

関
す

る
取

組
 ３

．
地

域
の

子
育

て
人

材
確

保
・
養

成
に

関
す

る
取

組

（
注

）
　

参
考

と
な

る
資

料
が

あ
れ

ば
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
 ４

．
子

育
て

環
境

づ
く
り

に
資

す
る

地
域

に
実

情
に

応
じ

た
取

組

（
注

）
　

参
考

と
な

る
資

料
が

あ
れ

ば
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

事
　

　
　

業
　

　
　

実
　

　
　

施
　

　
　

内
　

　
　

容

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

事
　

　
　

業
　

　
　

実
　

　
　

施
　

　
　

内
　

　
　

容

４
　

社
会

福
祉

法
人

等
分

　
　

　
（
略

）
４

　
社

会
福

祉
法

人
等

分
　

　
　

（
略

）
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（
２

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）
（
２

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）

（
３

）
－

１
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
３

）
健

全
育

成
推

進
事

業
費

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

区
分

研
修

等
内

容
備

考

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

支
援

事
業

　
１

．
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

　
２

．
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業

（
注

）
　

区
分

欄
は

、
実

施
す

る
事

業
に

○
を

し
て

く
だ

さ
い

。

（
３

）
－

２
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

地
域

子
育

て
環

境
づ

く
り

支
援

事
業

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行
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（
２

）
－

１
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
児

童
の

健
全

育
成

に
必

要
な

経
費

）
（
２

）
健

全
育

成
推

進
事

業
費

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

区
分

研
修

等
内

容
備

考

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

支
援

事
業

　
１

．
地

域
子

育
て

環
境

づ
く
り

支
援

事
業

　
２

．
児

童
ふ

れ
あ

い
交

流
支

援
事

業

（
注

）
　

区
分

欄
は

、
実

施
す

る
事

業
に

○
を

し
て

く
だ

さ
い

。

（
２

）
－

２
健

全
育

成
推

進
事

業
費

（
地

域
子

育
て

支
援

に
必

要
な

経
費

）

区
分

事
業

実
施

内
容

備
考

地
域

子
育

て
環

境
づ

く
り

支
援

事
業

改
　

　
　

　
正

　
　

　
　

案
現

　
　

　
　

　
　

　
　

　
行

２
　

指
定

都
市

・
中

核
市

分
（
１

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）
２

　
指

定
都

市
・
中

核
市

分
（
１

）
児

童
育

成
事

業
推

進
等

対
策

事
業

費
　

　
　

（
略

）
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（
３

）
市

町
村

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
　

ア
～

エ
　

　
　

（
略

）
（
３

）
市

町
村

児
童

環
境

づ
く
り

基
盤

整
備

事
業

費
　

ア
～

エ
　

　
　

（
略

）

オ
　

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
（
ひ

ろ
ば

型
）

市
町

村
名

オ
　

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
（
ひ

ろ
ば

型
）

市
町

村
名

ひ
ろ

ば
型

の
名

称
開

設
日

数
開

設
時

間

備
　

　
考

備
　

　
考

年
　

月
　

日
月

週
　

　
日

（
 土

 ・
 日

 ）
○

専
任

の
者

の
状

況
年

　
月

　
日

月
週

　
　

日
（
 土

 ・
 日

 ）
○

専
任

の
者

の
状

況

職
　

員
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

人
職

　
員

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
人

　
 時

～
 　

 時
㎡

（
う

ち
出

張
ひ

ろ
ば

を
兼

務
す

る
職

員
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
人

　
 時

～
 　

 時
㎡

（
う

ち
出

張
ひ

ろ
ば

を
兼

務
す

る
職

員
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
人

○
専

任
の

者
以

外
の

状
況

○
専

任
の

者
以

外
の

状
況

１
．

月
　

回
開

設
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
　

　
　

人
１

．
月

　
回

開
設

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

　
　

　
人

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

 )
２

．
毎

週
開

設
(　

　
　

　
)

（
う

ち
学

生
の

数
）
  
　

　
　

　
　

　
　
　

人
(　

　
　

　
　

　
　

　
)

(　
　

　
 )

２
．

毎
週

開
設

(　
　

　
　

)
（
う

ち
学

生
の

数
）
  
　

　
　

　
　

　
　
　

人

出
張

ひ
ろ

ば
年

　
月

　
日

月
週

　
　

日
（
 土

 ・
 日

 ）
○

専
任

の
者

の
状

況

職
　

員
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

人

直
営

　
・
　

委
 託

　
・
　

補
 助

　
 時

～
 　

 時
㎡

○
専

任
の

者
以

外
の

状
況

１
．

月
　

回
開

設
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
　

　
　

人

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

 )
２

．
毎

週
開

設
(　

　
　

　
)

（
う

ち
学

生
の

数
）
  
　

　
　

　
　

　
　
　

人

出
張

ひ
ろ

ば
年

　
月

　
日

月
週

　
　

日
（
 土

 ・
 日

 ）
○

専
任

の
者

の
状

況
出

張
ひ

ろ
ば

年
　

月
　

日
火

週
　

　
日

（
 土

 ・
 日

 ）
○

専
任

の
者

の
状

況

職
　

員
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

人
職

　
員

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
人

直
営

　
・
　

委
 託

　
・
　

補
 助

　
 時

～
 　

 時
㎡

○
専

任
の

者
以

外
の

状
況

直
営

　
・
　

委
 託

　
・
　

補
 助

　
 時

～
 　

 時
㎡

○
専

任
の

者
以

外
の

状
況

１
．

月
　

回
開

設
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
　

　
　

人
２

．
月

　
回

開
設

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

　
　

　
人

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

 )
２

．
毎

週
開

設
(　

　
　

　
)

（
う

ち
学

生
の

数
）
  
　

　
　

　
　

　
　
　

人
［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

 )
３

．
毎

週
開

設
(　

　
　

　
)

（
う

ち
学

生
の

数
）
  
　

　
　

　
　

　
　
　

人

出
張

ひ
ろ

ば
年

　
月

　
日

火
週

　
　

日
（
 土

 ・
 日

 ）
○

専
任

の
者

の
状

況
地

域
の

子
育

て
力

を
高

め
る

取
組

の
実

施
状

況
（
ア

～
エ

に
つ

い
て

、
実

施
し

た
取

組
に

つ
い

て
全

て
記

入
）

職
　

員
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

人

直
営

　
・
　

委
 託

　
・
　

補
 助

　
 時

～
 　

 時
㎡

○
専

任
の

者
以

外
の

状
況

２
．

月
　

回
開

設
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

タ
ッ

フ
　

　
　

人

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

(　
　

　
　

　
　

　
　

)
(　

　
　

 )
３

．
毎

週
開

設
(　

　
　

　
)

（
う

ち
学

生
の

数
）
  
　

　
　

　
　

　
　
　

人
合

　
　

　
　

計
か

所

地
域

の
子

育
て

力
を

高
め

る
取

組
の

実
施

状
況

（
ア

～
エ

に
つ

い
て

、
実

施
し

た
取

組
に

つ
い

て
全

て
○

を
つ

け
内

容
を

記
入

）
ひ

ろ
ば

型
か

所

ア
出

張
ひ

ろ
ば

か
所

イ ウ エ

合
　

　
　

　
計

か
所

（
注

）
１

．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

ひ
ろ

ば
型

か
所

　
　

　
２

．
「
ひ

ろ
ば

型
の

名
称

（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
名

称
を

、
下

段
（
　

）
内

に
商

店
街

の
空

き
店

舗
、

学
校

の
余

裕
教

室
な

ど
具

体
的

な
実

施
場

所
を

記
入

す
る

こ
と

。

ひ
ろ

ば
型

（
機

能
拡

充
型

か
所

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

出
張

ひ
ろ

ば
か

所
　

　
　

４
．

「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ
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、
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。
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。
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を
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（
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（
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。
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、
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、
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。
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の
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実
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場

所
）
」
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は
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に
広

場
の

名
称

を
、

下
段

（
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内

に
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空
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舗
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余
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。
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（
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。
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。
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。
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。
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、
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、
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掲
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。
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人

○
専

任
の

者
以

外
の

状
況
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況
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．
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．
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設
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ラ
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テ

ィ
ア
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．
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．
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．
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ラ
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．
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注

）
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．
「
直

営
・
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に
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を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は
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〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
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入
す

る
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．
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託
・
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別
」
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け

る
。
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ま
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合

に
は
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〔
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委

託
先

ま
た
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補

助
先
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入
す

る
。
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．
「
指

定
施

設
の

名
称

（
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施
場

所
）
」
欄
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上
段

に
指

定
施

設
の

名
称
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、

下
段

（
　

）
内

に
保

育
所

な
ど

の
実

施
場

所
を
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入

す
る

こ
と

。
　

　
　

２
．
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指

定
施

設
の

名
称

（
実

施
場

所
）
」
欄
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定
施

設
の

名
称

を
、
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（
　

）
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に
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所

な
ど

の
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施
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。
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．
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開

設
日

数
（
曜

日
）
」
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上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
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（
　

）
に

開
設

曜
日

を
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ず
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す

る
こ
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。
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．
「
開

設
日

数
（
曜

日
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」
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開
設
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こ
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。
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。
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、
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。
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、
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、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。
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。
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、
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、
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。
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営
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・
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の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

（
注

）
１

．
「
委

託
・
補

助
の

別
」
欄

は
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
。

委
託

ま
た

は
補

助
の

場
合

に
は

、
〔
　

〕
内

に
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

を
記

入
す

る
。

　
　

　
４

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
２

．
「
（
実

施
場

所
）
」
欄

は
、

上
段

に
広

場
の

名
称

を
、

下
段

（
　

）
内

に
商

店
街

の
空

き
店

舗
、

学
校

の
余

裕
教

室
な

ど
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
３

．
「
開

設
日

数
（
曜

日
）
」
欄

は
、

上
段

に
週

あ
た

り
の

開
設

日
数

を
、

下
段

（
　

）
に

開
設

曜
日

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
４

．
「
土

日
開

設
（
土

・
日

）
」
欄

は
、

土
・
日

に
お

け
る

開
設

曜
日

に
○

を
つ

け
、

開
設

回
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
５

．
「
開

設
時

間
（
時

間
数

）
」
欄

は
、

上
段

に
開

設
時

間
を

、
下

段
（
　

）
内

に
時

間
数

を
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
６

．
「
従

事
者

の
状

況
」
欄

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

が
い

る
場

合
に

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ス
タ

ッ
フ

の
う

ち
学

生
が

何
人

い
る

か
人

数
を

再
掲

で
記

入
す

る
こ

と
。

４
　

　
社

会
福

祉
法

人
等

分
　

　
　

（
略

）
４

　
　

社
会

福
祉

法
人

等
分

　
　

　
（
略

）

別
紙

様
式

６
、

７
　

　
　

（
略

）
別

紙
様

式
６

、
７

　
　

　
（
略

）

開
設

年
月

日
従

事
者

の
状

況
年

間
事

業
月

数
広

　
　

さ
（
㎡

）
土

日
開

設
N

o
.

委
 託

　
・
　

補
 助

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

委
 託

　
・
　

補
 助

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

改
　
　
　
　
正
　
　

　
　

案
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行

N
o
.

委
託

・
補

助
の

別

〔
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

〕

児
童

館
型

の
名

称

（
 実

 施
 場

 所
 ）

開
設

年
月

日
年

間
事

業
月

数
開

設
日

数
（
曜

日
）

土
日

開
設

開
設

時
間

（
時

間
数

）
広

　
　

さ
（
㎡

）
従

事
者

の
状

況

委
 託

　
・
　

補
 助

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

委
 託

　
・
　

補
 助

［
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
］

か
所

数
計

か
所

数
計

直
営

・
委

託
・
補

助
の

別

〔
委

託
先

ま
た

は
補

助
先

〕
（
 実

 施
 場

 所
 ）

（
曜

日
）

（
時

間
数

）
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（資料23）

（案）

厚生労働省発雇児第 ※ 号

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働事務次官

「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」

の一部改正について

標記の国庫負担金の交付については、昭和５１年４月１６日厚生省発児第５９

号の２厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」

により行われているところであるが、今般、その一部が別紙新旧対照表のとおり

改正され、平成２１年４月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用することと

されたので通知する。

ただし、平成２０年度分以前の取扱いについては、なお従前の例による。
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○
　

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
運

営
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（
昭

和
５

１
年

４
月

１
６

日
厚

生
省

発
児

第
５

９
号

の
２

厚
生

事
務

次
官

通
知

）

第
１

　
用

語
の

意
義

第
１

用
語

の
意

義

１
１

（
１

）
　

（
略

）
（
１

）
　

事
業

費

イ
　

（
略

）
イ

児
童

用
採

暖
費

（
２

）
　

（
略

）
（
２

）
　

人
件

費

（
３

）
　

（
略

）
（
３

）
　

管
理

費
保

育
所

の
管

理
に

必
要

な
経

費
２

２

３
３

４
４

５
５

改
　

正
　

後

こ
の

交
付

要
綱

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。

　
（
略

） ア
　

（
略

）

(略
)

(略
)

(略
)

(略
)

入
所

児
童

の
給

食
に

要
す

る
材

料
費

（
３

歳
未

満
児

に
つ

い
て

は
主

食
及

び
副

食
給

食
費

、
３

歳
以

上
児

に
つ

い
て

は
副

食
給

食
費

と
す

る
。

）
及

び
保

育
に

直
接

必
要

な
保

育
材

料
費

、
炊

具
食

器
具

、
光

熱
水

費
等

（
３

歳
未

満
児

に
つ

い
て

は
月

額
9
,5

5
0
円

、
３

歳
以

上
児

に
つ

い
て

は
月

額
6
,4

6
6
円

と
す

る
。

）

　
入

所
児

童
の

冬
期

の
採

暖
費

入
所

児
童

の
保

育
に

必
要

な
そ

の
保

育
所

の
長

、
保

育
士

（
乳

児
３

人
に

つ
き

１
人

、
１

～
２

歳
児

６
人

に
つ

き
１

人
、

３
歳

児
2
0
人

に
つ

き
１

人
、

４
歳

以
上

児
3
0

人
に

つ
き

１
人

と
す

る
。

た
だ

し
、

定
員

9
0
人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
は

、
こ

の
定

数
の

ほ
か

１
人

を
加

算
す

る
。

）
、

調
理

員
そ

の
他

の
職

員
の

人
件

費

「
幼

保
連

携
施

設
」
と

は
、

就
学

前
保

育
等

推
進

法
第

３
条

第
２

項
に

規
定

す
る

幼
保

連
携

施
設

を
い

う
。

「
幼

稚
園

」
と

は
、

学
校

教
育

法
（
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
幼

稚
園

を
い

う
。

「
認

定
こ

ど
も

園
」
と

は
、

就
学

前
保

育
等

推
進

法
第

６
条

第
２

項
に

規
定

す
る

認
定

こ
ど

も
園

を
い

う
。

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

新
旧

対
照

表

改
　

正
　

前

こ
の

交
付

要
綱

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。

「
運

営
費

」
と

は
、

市
町

村
が

児
童

福
祉

法
（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

。
以

下
「
法

」
と

い
う

。
）
第

2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

所
で

の
保

育
の

実
施

を
行

っ
た

場
合

に
お

け
る

法
第

5
1
条

第
４

号
に

規
定

す
る

保
育

の
実

施
に

つ
き

法
第

4
5
条

の
低

基
準

を
維

持
す

る
た

め
の

費
用

で
あ

っ
て

、
次

の
範

囲
内

の
経

費
を

い
う

こ
と

。

ア
　

一
般

生
活

費

「
私

立
認

定
保

育
所

」
と

は
、

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育

等
の

総
合

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
8
年

法
律

第
7
7
号

。
以

下
「
就

学
前

保
育

等
推

進
法

」
と

い
う

。
）
第

1
0
条

第
１

項
第

５
号

に
規

定
す

る
私

立
認

定
保

育
所

を
い

う
。
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改
　

正
　

後
改

　
正

　
前

6
6

7
7

8
8

9
9

1
0

1
0

1
1

1
1

1
2

1
2

1
3

1
3

1
4

1
4

(略
)

(略
)

「
定

員
」
と

は
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

が
認

可
し

た
定

員
を

い
う

。
た

だ
し

、
「
保

育
所

の
設

置
認

可
等

に
つ

い
て

」
（
平

成
1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
9
5

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

第
１

の
２

の
（
１

）
の

た
だ

し
書

き
の

適
用

を
受

け
た

幼
保

連
携

施
設

を
構

成
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

当
該

幼
保

連
携

施
設

を
構

成
す

る
幼

稚
園

及
び

保
育

所
の

定
員

の
合

算
人

員
を

い
う

。
こ

れ
ら

の
場

合
に

お
い

て
、

２
歳

未
満

児
と

そ
の

他
の

児
童

な
ど

年
齢

ご
と

に
分

け
て

定
員

を
定

め
て

い
る

と
き

は
、

そ
の

合
算

人
員

と
す

る
こ

と
。

「
知

的
障

害
児

通
園

施
設

」
と

は
、

法
第

７
条

第
１

項
に

規
定

す
る

知
的

障
害

児
通

園
施

設
を

い
う

。

「
難

聴
幼

児
通

園
施

設
」
と

は
、

児
童

福
祉

施
設

低
基

準
（
昭

和
２

３
年

厚
生

省
令

第
６

３
号

）
第

６
０

条
第

２
項

第
１

号
に

規
定

す
る

難
聴

幼
児

通
園

施
設

を
い

う
。

「
肢

体
不

自
由

児
施

設
通

園
部

」
と

は
、

法
第

７
条

第
１

項
に

規
定

す
る

肢
体

不
自

由
児

施
設

の
う

ち
「
し

体
不

自
由

児
施

設
の

通
園

児
童

に
対

す
る

療
育

に
つ

い
て

」
（
昭

和
３

８
年

６
月

１
１

日
厚

生
省

発
児

第
１

２
２

号
厚

生
事

務
次

官
通

知
）
に

よ
る

通
園

児
童

療
育

部
門

及
び

児
童

福
祉

施
設

低
基

準
第

６
８

条
第

２
号

に
規

定
す

る
肢

体
不

自
由

児
通

園
施

設
を

い
う

。

「
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

通
所

部
」
と

は
、

法
第

７
条

第
１

項
に

規
定

す
る

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
の

通
所

部
を

い
う

。

「
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
」
と

は
、

障
害

者
自

立
支

援
法

（
平

成
１

７
年

法
律

第
１

２
３

号
）

第
５

条
第

７
項

に
規

定
す

る
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

い
う

。

　
「
保

育
単

価
」
と

は
、

入
所

児
童

１
人

当
た

り
運

営
費

の
月

額
単

位
を

い
う

こ
と

。
「
支

弁
額

」
と

は
、

保
育

単
価

に
入

所
児

童
の

数
を

乗
じ

て
得

た
額

を
い

い
、

そ
の

算
定

に
あ

た
っ

て
は

、
第

３
の

４
に

定
め

る
算

式
に

よ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
私

立
認

定
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

保
育

単
価

に
入

所
児

童
の

数
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

就
学

前
保

育
等

推
進

法
第

1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

法
第

5
1
条

第
４

号
に

規
定

す
る

保
育

料
額

（
以

下
「
保

育
料

額
」
と

い
う

。
）
を

控
除

し
た

額
を

い
い

、
そ

の
算

定
に

あ
た

っ
て

は
、

第
３

の
４

の
た

だ
し

書
に

定
め

る
算

式
に

よ
る

こ
と

。「
特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

」
と

は
、

学
校

教
育

法
第

７
６

条
第

２
項

に
規

定
す

る
特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

を
い

う
。

「
定

員
」
と

は
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

が
認

可
し

た
定

員
を

い
う

。
こ

れ
ら

の
場

合
に

お
い

て
、

２
歳

未
満

児
と

そ
の

他
の

児
童

な
ど

年
齢

ご
と

に
分

け
て

定
員

を
定

め
て

い
る

と
き

は
、

そ
の

合
算

人
員

と
す

る
こ

と
。

(略
)

(略
)

(略
)

(略
)

(略
)

(略
)
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改
　

正
　

後
改

　
正

　
前

1
5

1
5

(ｱ
)

(ｱ
)

(ｲ
)

(ｲ
)

(ｳ
)

(ｳ
)

(ｴ
)

(ｵ
)

(ｴ
)

(ｶ
)

(ｵ
)

(ｷ
)

(ｶ
)

(ｸ
)

(ｷ
)

(ｹ
)

(ｸ
)

(ｺ
)

(ｹ
)

(ｻ
)

(ｺ
)

（
ｼ

）
(ｻ

)

1
6

1
6

「
8
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
8
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
大

東
市

と
す

る
。

　
「
5
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
5
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
伊

勢
原

市
、

神
奈

川
県

寒
川

町
と

す
る

。

　
「
そ

の
他

地
域

」
と

は
、

(ｱ
)か

ら
(ｻ

)以
外

の
地

域
と

す
る

。

(略
)

　
「
7
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

東
大

和
市

、
松

原
市

と
す

る
。

（
略

）

「
1
4
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
１

４
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

す
る

。

　
「
地

域
区

分
」
の

適
用

範
囲

に
つ

い
て

は
、

次
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

「
9
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
9
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
綾

瀬
市

、
座

間
市

と
す

る
。

(略
)

「
1
1
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
1
1
／

1
0
0

と
さ

れ
て

い
る

地
域

と
す

る
。

「
乳

児
」
と

は
、

法
第

2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
が

と
ら

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
初

日
に

お
い

て
１

歳
に

達
し

て
い

な
い

児
童

を
い

い
、

そ
の

児
童

が
そ

の
年

度
の

途
中

で
１

歳
に

達
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
そ

の
年

度
中

に
限

り
乳

児
と

み
な

す
も

の
と

す
る

。

　
（
略

）

「
6
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
6
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
狭

山
市

、
新

座
市

、
鳩

ヶ
谷

市
、

富
士

見
市

、
ふ

じ
み

野
市

、
埼

玉
県

三
芳

町
、

蕨
市

、
東

大
和

市
、

大
阪

狭
山

市
、

大
阪

府
忠

岡
町

、
川

西
市

と
す

る
。

「
3
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
3
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
長

岡
京

市
、

広
島

県
府

中
町

と
す

る
。

「
9
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
9
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

す
る

。

「
1
7
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
2
5
年

法
律

第
9
5
号

）
第

1
1
条

の
３

の
規

定
に

基
づ

く
人

事
院

規
則

9
-
4
9
（
地

域
手

当
）
（
以

下
「
人

事
院

規
則

」
と

い
う

。
）
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
1
7
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

す
る

。

「
1
0
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
1
0
／

1
0
0

と
さ

れ
て

い
る

地
域

及
び

習
志

野
市

、
八

千
代

市
、

小
金

井
市

、
東

久
留

米
市

、
逗

子
市

、
摂

津
市

と
す

る
。

「
1
6
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
2
5
年

法
律

第
9
5
号

）
第

1
1
条

の
３

の
規

定
に

基
づ

く
人

事
院

規
則

9
-
4
9
（
地

域
手

当
）
（
以

下
「
人

事
院

規
則

」
と

い
う

。
）
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
1
6
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
と

す
る

。

　
「
地

域
区

分
」
の

適
用

範
囲

に
つ

い
て

は
、

次
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

「
1
3
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
1
3
／

1
0
0

と
さ

れ
て

い
る

地
域

と
す

る
。

　
「
4
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
4
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
伊

勢
原

市
、

神
奈

川
県

寒
川

町
と

す
る

。

　
「
そ

の
他

地
域

」
と

は
、

(ｱ
)か

ら
(ｺ

)以
外

の
地

域
と

す
る

。

「
1
2
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
1
2
／

1
0
0

と
さ

れ
て

い
る

地
域

と
す

る
。

「
1
0
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
1
0
／

1
0
0

と
さ

れ
て

い
る

地
域

及
び

小
金

井
市

、
逗

子
市

、
摂

津
市

と
す

る
。

「
8
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
8
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
習

志
野

市
、

八
千

代
市

、
東

久
留

米
市

と
す

る
。

「
7
／

1
0
0
地

域
」
と

は
、

人
事

院
規

則
附

則
別

表
第

２
の

支
給

割
合

が
7
／

1
0
0
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
綾

瀬
市

、
座

間
市

、
大

東
市

、
松

原
市

と
す

る
。
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改
　

正
　

後
改

　
正

　
前

1
7

1
7

1
8

1
8

第
２

　
国

庫
負

担
額

第
２

国
庫

負
担

額
１

１

２
２

３
３

第
３

　
保

育
単

価
及

び
支

弁
額

第
３

保
育

単
価

及
び

支
弁

額
１

１

　
（
略

）

　
国

庫
負

担
金

　
（
略

）

「
１

～
２

歳
児

」
と

は
、

法
第

2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
が

と
ら

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
初

日
に

お
い

て
３

歳
に

達
し

て
い

な
い

児
童

を
い

い
、

そ
の

児
童

が
そ

の
年

度
の

途
中

で
３

歳
に

達
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
そ

の
年

度
中

に
限

り
１

～
２

歳
児

と
み

な
す

も
の

と
す

る
。

「
３

歳
児

」
と

は
、

法
第

2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
が

と
ら

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
初

日
に

お
い

て
４

歳
に

達
し

て
い

な
い

児
童

を
い

い
、

そ
の

児
童

が
そ

の
年

度
の

途
中

で
４

歳
に

達
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
そ

の
年

度
中

に
限

り
３

歳
児

と
み

な
す

も
の

と
す

る
。

　
国

庫
負

担
金

(略
)

　
国

庫
負

担
金

の
概

算
払

厚
生

労
働

大
臣

は
、

交
付

す
べ

き
国

庫
負

担
金

の
額

を
確

定
し

た
場

合
に

お
い

て
、

既
に

そ
の

額
を

超
え

る
国

庫
負

担
金

が
交

付
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

期
限

を
定

め
て

、
そ

の
超

え
る

部
分

に
つ

い
て

国
庫

に
返

還
す

る
こ

と
を

命
ず

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

厚
生

労
働

大
臣

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

お
い

て
は

、
国

の
支

払
計

画
承

認
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

概
算

払
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(略
)

　
国

庫
負

担
金

の
返

還

(略
)

こ
の

国
庫

負
担

金
は

、
そ

の
年

度
に

お
い

て
、

市
町

村
が

法
第

5
1
条

第
４

号
に

よ
り

支
弁

し
た

支
弁

総
額

（
各

保
育

所
に

対
す

る
各

月
の

支
弁

額
（
私

立
認

定
保

育
所

に
あ

っ
て

は
、

保
育

単
価

に
入

所
児

童
の

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

）
の

年
間

の
合

算
額

の
全

保
育

所
の

合
計

額
を

い
う

。
）
か

ら
当

該
年

度
に

お
け

る
第

４
に

定
め

る
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

を
控

除
し

た
額

を
基

本
額

と
し

て
、

法
第

5
3
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
額

を
負

担
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
昭

和
6
3
年

度
以

前
に

お
け

る
事

務
又

は
事

業
の

実
施

に
係

る
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

　
保

育
単

価
　

保
育

単
価

そ
の

保
育

所
の

保
育

単
価

は
、

次
の

表
の

第
１

欄
に

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
と

し
て

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
り

第
２

欄
に

掲
げ

る
額

（
以

下
「
加

算
額

」
と

い
う

。
）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

こ
と

。
な

お
、

加
算

額
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

全
部

又
は

一
部

を
減

ず
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

な
お

、
定

員
区

分
「
４

１
人

か
ら

４
５

人
ま

で
」
及

び
「
４

６
人

か
ら

５
０

人
ま

で
」
は

平
成

２
１

年
度

限
り

と
し

、
平

成
２

２
年

度
以

降
は

定
員

区
分

「
４

１
人

か
ら

５
０

人
ま

で
」
に

統
合

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

の
で

留
意

す
る

こ
と

。

そ
の

保
育

所
の

保
育

単
価

は
、

次
の

表
の

第
１

欄
に

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
と

し
て

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
り

第
２

欄
に

掲
げ

る
額

（
以

下
「
加

算
額

」
と

い
う

。
）
を

加
算

し
た

額
と

す
る

こ
と

。
な

お
、

加
算

額
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

全
部

又
は

一
部

を
減

ず
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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1
2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
.0

％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

1
2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
.0

％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

乳
児

1
9
1
,4

0
0

2
1
,8

2
0

1
8
,1

8
0

1
4
,5

4
0

7
,2

7
0

１
，

２
歳

児
1
2
0
,0

0
0

1
3
,2

5
0

1
1
,0

4
0

8
,8

2
0

4
,4

1
0

３
歳

児
6
6
,9

4
0

7
,2

5
0

6
,0

4
0

4
,8

3
0

2
,4

1
0

４
歳

以
上

児
5
9
,8

0
0

6
,4

0
0

5
,3

3
0

4
,2

6
0

2
,1

3
0

乳
児

1
7
8
,5

9
0

2
0
,2

8
0

1
6
,9

0
0

1
3
,5

2
0

6
,7

6
0

１
，

２
歳

児
1
0
7
,1

9
0

1
1
,7

1
0

9
,7

6
0

7
,8

0
0

3
,9

0
0

３
歳

児
5
4
,1

3
0

5
,7

1
0

4
,7

6
0

3
,8

1
0

1
,9

0
0

４
歳

以
上

児
4
6
,9

9
0

4
,8

6
0

4
,0

5
0

3
,2

4
0

1
,6

2
0

乳
児

1
8
9
,9

6
0

2
1
,6

4
0

1
8
,0

3
0

1
4
,4

3
0

7
,2

1
0

乳
児

1
8
8
,3

7
0

2
1
,4

5
0

1
7
,8

7
0

1
4
,3

0
0

7
,1

4
0

１
，

２
歳

児
1
1
8
,5

6
0

1
3
,0

7
0

1
0
,8

9
0

8
,7

1
0

4
,3

5
0

１
，

２
歳

児
1
1
7
,6

0
0

1
2
,9

6
0

1
0
,8

0
0

8
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か
ら

　
1
6
0
人
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1
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ま
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設
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置
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置
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未
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ま
で
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か
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未
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置
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置
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2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
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％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

1
2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
.0

％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

基
本

分
保

育
単

価
（
第

1
欄

）

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（
第

２
欄

）
そ

の
保

育
所

の
所

在
す

る
地

域
区

分

そ
の

保
育

所
の

そ
の

月
初

日
の

定
員

区
分

そ
の

保
育

所
の

長
が

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
設

置
又

は
未

設
置

（
欠

員
・

無
給

）
の

区
分

そ
の

月
初

日
の

入
所

児
童

の
年

齢
区

分

そ
の

保
育

所
の

そ
の

月
初

日
の

定
員

区
分

基
本

分
保

育
単

価
（
第

1
欄

）

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（
第

２
欄

）
そ

の
月

初
日

の
入

所
児

童
の

年
齢

区
分

そ
の

保
育

所
の

長
が

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
設

置
又

は
未

設
置

（
欠

員
・

無
給

）
の

区
分

そ
の
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所
在

す
る
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域
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児
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２
２

(1
)

　
児

童
用

採
暖

費
加

算
(1

)
　

児
童

用
採

暖
費

加
算

(2
)

　
寒

冷
地

加
算

(2
)

　
寒

冷
地

加
算

改
　

正
　

後
改

　
正

　
前

寒
冷

地
手

当
の

支
給

地
域

に
所

在
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
に

掲
げ

る
額

を
加

算
す

る
こ

と
。

次
の

表
の

「
支

給
地

域
の

区
分

」
は

、
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
0
0
号

）
第

１
条

第
１

号
及

び
第

２
号

に
定

め
る

地
域

と
す

る
こ

と
。

　
旧

　
 ２

  
 級

  
 地

3
8
0
円

 そ
 の

 他
 の

 地
 域

1
9
0
円

　
旧

　
 ３

  
 級

  
 地

5
9
0
円

級
 地

 区
 分

加
　

算
　

額
　

旧
 　

５
 　

級
 　

地
1
,1

3
0
円

　
旧

　
 ４

  
 級

  
 地

9
6
0
円

　
保

育
単

価
に

加
え

る
加

算
額

そ
の

保
育

所
の

保
育

単
価

は
、

前
項

の
定

め
に

か
か

わ
ら

ず
、

保
育

単
価

表
に

よ
る

保
育

単
価

に
次

の
（
１

）
か

ら
（
1
0
）
ま

で
に

よ
る

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

こ
と

。

す
べ

て
の

保
育

所
に

つ
い

て
、

児
童

用
採

暖
費

と
し

て
次

の
表

に
掲

げ
る

額
を

加
算

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
そ

の
支

弁
の

で
き

る
期

間
は

、
1
0
月

分
か

ら
翌

年
３

月
分

ま
で

に
限

る
こ

と
。

次
の

表
の

「
旧

５
級

地
か

ら
旧

２
級

地
」
ま

で
の

級
地

区
分

は
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
6
年

法
律

第
1
3
6

号
）
の

施
行

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
8
日

）
前

の
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

第
１

条
に

定
め

る
地

域
と

し
、

「
そ

の
他

の
地

域
」
は

、
旧

５
級

地
か

ら
旧

２
級

地
ま

で
の

地
域

以
外

の
地

域
と

す
る

こ
と

。

児
童

用
採

暖
費

加
算

額
表

(略
)

　
保

育
単

価
に

加
え

る
加

算
額

そ
の

保
育

所
の

保
育

単
価

は
、

前
項

の
定

め
に

か
か

わ
ら

ず
、

保
育

単
価

表
に

よ
る

保
育

単
価

に
次

の
（
１

）
か

ら
（
1
0
）
ま

で
に

よ
る

額
を

加
算

し
た

額
と

す
る

こ
と

。
な

お
、

定
員

区
分

「
４

１
人

か
ら

４
５

人
ま

で
」
及

び
「
４

６
人

か
ら

５
０

人
ま

で
」
は

平
成

２
１

年
度

限
り

と
し

、
平

成
２

２
年

度
以

降
は

定
員

区
分

「
４

１
人

か
ら

５
０

人
ま

で
」
に

統
合

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

の
で

留
意

す
る

こ
と

。

(略
)

(略
)
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法
律

第
6
1
号

）
の

規
定

に
基

づ
く

降
灰

防
除

地
域

に
所

在
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

火
山

の
爆

発
に

よ
る

保
育

所
の

建
物

、
工

作
物

、
敷

地
等

の
降

灰
除

去
を

行
う

た
め

に
要

す
る

費
用

と
し

て
１

施
設

当
た

り
降

灰
除

去
費

1
3
8
,7

0
0
円

を
２

月
分

の
保

育
単

価
に

加
算

す
る

こ
と

。

　
豪

雪
地

帯
対

策
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

地
域

に
所

在
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

保
育

所
の

建
物

、
工

作
物

等
の

除
雪

及
び

雪
囲

い
を

行
う

に
要

す
る

費
用

と
し

て
除

雪
費

5
,6

5
0

円
を

２
月

分
の

保
育

単
価

に
加

算
す

る
こ

と
。

　
北

海
道

に
所

在
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

事
務

用
採

暖
費

と
し

て
1
2
0
円

を
加

算
す

る
こ

と
。

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
単

身
赴

任
手

当
加

算
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

の
保

育
単

価
を

加
算

す
る

こ
と

。

改
　

正
　

後

（
略

）

（
略

）

（
略

）

（
略

）

改
　

正
　

前

（
略

）

（
略

）

（
略

）
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改
　

正
　

後
改

　
正

　
前

1
2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
.0

％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

1
2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
.0

％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

円
円

円
円

円
円

円
円

～
4
0

人
1
,1

5
0

1
3
0

1
1
0

9
0

4
0

4
1

人
～

4
5

人
1
,0

2
0

1
2
0

1
0
0

8
0

4
0

～
4
5

人
1
2
0

1
0
0

8
0

4
0

4
6

人
～

5
0

人
9
2
0

1
1
0

9
0

7
0

3
0

5
1

人
～

6
0

人
7
6
0

9
0

7
0

6
0

3
0

4
6

人
～

6
0

人
9
0

7
0

6
0

3
0

6
1

人
～

7
0

人
6
5
0

7
0

6
0

5
0

2
0

7
1

人
～

8
0

人
5
7
0

6
0

5
0

4
0

2
0

8
1

人
～

9
0

人
5
1
0

6
0

5
0

4
0

2
0

6
1

人
～

9
0

人
6
0

5
0

4
0

2
0

9
1

人
～

1
0
0

人
4
6
0

5
0

4
0

3
0

1
0

1
0
1

人
～

1
1
0

人
4
1
0

5
0

4
0

3
0

1
0

1
1
1

人
～

1
2
0

人
3
8
0

4
0

3
0

3
0

1
0

9
1

人
～

1
2
0

人
4
0

3
0

3
0

1
0

1
2
1

人
～

1
3
0

人
3
5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

1
3
1

人
～

1
4
0

人
3
2
0

3
0

3
0

2
0

1
0

1
4
1

人
～

1
5
0

人
3
0
0

3
0

3
0

2
0

1
0

1
2
1

人
～

1
5
0

人
3
0

3
0

2
0

1
0

1
5
1

人
～

1
6
0

人
2
8
0

3
0

2
0

2
0

1
0

1
6
1

人
～

1
7
0

人
2
7
0

3
0

2
0

2
0

1
0

1
7
1

人
～

2
5
0

3
0

2
0

2
0

1
0

1
5
1

人
3
0

2
0

2
0

1
0

(1
0
)

　
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
(1

0
)

　
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

単
価

表
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
単

価
表

1
2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
.0

％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

1
2
.0

％
加

算
分

1
0
.0

％
加

算
分

8
.0

％
加

算
分

4
.0

％
加

算
分

円
円

円
円

円
円

円
円

～
4
0

人
6
,1

9
0

7
4
0

6
1
0

4
9
0

2
4
0

4
1

人
～

4
5

人
5
,5

1
0

6
6
0

5
5
0

4
4
0

2
2
0

～
4
5

人
6
6
0

5
5
0

4
4
0

2
2
0

4
6

人
～

5
0

人
4
,9

5
0

5
9
0

4
9
0

3
9
0

1
9
0

5
1

人
～

6
0

人
4
,1

3
0

4
9
0

4
1
0

3
3
0

1
6
0

4
6

人
～

6
0

人
4
9
0

4
1
0

3
3
0

1
6
0

6
1

人
～

7
0

人
3
,5

4
0

4
2
0

3
5
0

2
8
0

1
4
0

7
1

人
～

8
0

人
3
,1

0
0

3
7
0

3
1
0

2
4
0

1
2
0

8
1

人
～

9
0

人
2
,7

5
0

3
3
0

2
7
0

2
2
0

1
1
0

6
1

人
～

9
0

人
3
3
0

2
7
0

2
2
0

1
1
0

9
1

人
～

1
0
0

人
2
,4

8
0

2
9
0

2
4
0

1
9
0

9
0

1
0
1

人
～

1
1
0

人
2
,2

5
0

2
7
0

2
2
0

1
8
0

9
0

1
1
1

人
～

1
2
0

人
2
,0

6
0

2
4
0

2
0
0

1
6
0

8
0

9
1

人
～

1
2
0

人
2
4
0

2
0
0

1
6
0

8
0

1
2
1

人
～

1
3
0

人
1
,9

0
0

2
2
0

1
9
0

1
5
0

7
0

1
3
1

人
～

1
4
0

人
1
,7

7
0

2
1
0

1
7
0

1
4
0

7
0

1
4
1

人
～

1
5
0

人
1
,6

5
0

1
9
0

1
6
0

1
3
0

6
0

1
2
1

人
～

1
5
0

人
1
9
0

1
6
0

1
3
0

6
0

1
5
1

人
～

1
6
0

人
1
,5

5
0

1
8
0

1
5
0

1
2
0

6
0

1
6
1

人
～

1
7
0

人
1
,4

5
0

1
7
0

1
4
0

1
1
0

5
0

1
7
1

人
～

1
,3

7
0

1
6
0

1
3
0

1
1
0

5
0

1
5
1

人
1
6
0

1
3
0

1
1
0

5
0

1
,6

5
0

基
本

分
加

算
額

（
第

１
欄

）
区

　
　

分

2
,0

6
0

5
,5

0
0

区
　

　
分

3
0
0

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（
第

２
欄

）

2
5
0

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

に
は

、
次

の
表

に
掲

げ
る

額
を

加
算

す
る

こ
と

。

事
務

職
員

雇
上

費
加

算
単

価
表

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（
第

２
欄

）

区
　

　
分

基
本

分
加

算
額

（
第

１
欄

）

事
務

職
員

雇
上

費
加

算
単

価
表

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（
第

２
欄

）

1
,0

2
0

3
8
0

基
本

分
加

算
額

（
第

１
欄

） 7
6
0

5
1
0

4
,1

2
0

2
,7

5
0

1
,3

7
0

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（
第

２
欄

）

区
　

　
分

基
本

分
加

算
額

（
第

１
欄

）

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

に
は

、
次

の
表

に
掲

げ
る

額
を

加
算

す
る

こ
と

。
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改
　

正
　

後
改

　
正

　
前

３
３

４
４

乳
児

保
育

単
価

×
そ

の
月

初
日

の
乳

児
入

所
児

童
数

１
～

２
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

１
～

２
歳

児
入

所
児

童
数

３
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

３
歳

児
入

所
児

童
数

４
歳

以
上

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

４
歳

以
上

児
入

所
児

童
数

乳
児

保
育

単
価

×
そ

の
月

の
月

途
中

入
所

日
か

ら
の

開
所

日
数

(2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

１
～

２
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
(2

5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

３
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
(2

5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

４
歳

以
上

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
(2

5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

(注
)　

　
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

　
市

町
村

は
、

法
第

5
1
条

第
４

号
の

規
定

に
よ

り
各

月
そ

の
保

育
所

に
対

し
、

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
の

合
計

額
を

そ
の

月
の

支
弁

額
と

し
て

支
弁

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
。 た

だ
し

、
私

立
認

定
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

次
の

算
式

に
よ

っ
て

計
算

し
た

額
の

合
計

額
か

ら
就

学
前

保
育

等
推

進
法

第
1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

法
第

5
1

条
第

４
号

に
規

定
す

る
保

育
料

額
を

控
除

し
た

額
を

そ
の

月
の

支
弁

額
と

し
て

し
支

弁
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
な

お
、

算
定

に
用

い
る

入
所

児
童

の
数

は
、

別
に

定
め

る
場

合
を

除
き

、
そ

の
保

育
所

の
定

員
を

こ
え

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。

算
式

1
　

(各
月

初
日

の
入

所
児

童
の

場
合

)

算
式

2
　

(月
途

中
入

所
児

童
の

場
合

)

　
市

町
村

は
、

法
第

5
1
条

第
４

号
の

規
定

に
よ

り
各

月
そ

の
保

育
所

に
対

し
、

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
の

合
計

額
を

そ
の

月
の

支
弁

額
と

し
て

支
弁

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
。 「
保

育
所

の
設

置
認

可
等

に
つ

い
て

」
（
平

成
1
2
年

月
3
0
日

児
発

第
2
9
5
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
の

第
１

の
２

の
（
１

）
の

た
だ

し
書

き
の

適
用

を
受

け
た

幼
保

連
携

施
設

を
構

成
す

る
保

育
所

に
適

用
す

る
保

育
単

価
等

及
び

分
園

を
設

置
す

る
保

育
所

に
適

用
す

る
保

育
単

価
等

に
つ

い
て

は
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
私

立
認

定
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

次
の

算
式

に
よ

っ
て

計
算

し
た

額
の

合
計

額
か

ら
就

学
前

保
育

等
推

進
法

第
1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

法
第

5
1

条
第

４
号

に
規

定
す

る
保

育
料

額
を

控
除

し
た

額
を

そ
の

月
の

支
弁

額
と

し
て

し
支

弁
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
な

お
、

算
定

に
用

い
る

入
所

児
童

の
数

は
、

別
に

定
め

る
場

合
を

除
き

、
そ

の
保

育
所

の
定

員
を

こ
え

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。

算
式

１
　

（
略

）

　
保

育
単

価
の

特
例

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

は
、

保
育

所
の

運
営

に
つ

い
て

、
特

別
の

事
由

が
あ

る
た

め
１

及
び

２
に

よ
る

保
育

単
価

に
よ

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
得

て
別

に
定

め
る

保
育

単
価

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

　
支

弁
額

の
算

式
及

び
支

弁
義

務
　

支
弁

額
の

算
式

及
び

支
弁

義
務

算
式

2
　

（
略

）

　
（
略

）
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改
　

正
　

後
改

　
正

　
前

乳
児

保
育

単
価

×
そ

の
月

の
月

途
中

退
所

日
の

前
日

ま
で

の
開

所
日

数
(2

5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

１
～

２
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

(2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

３
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

(2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

４
歳

以
上

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

(2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

) 
÷

2
5
日

(注
)　

　
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

第
４

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

第
４

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

１
１

(注
)　

　
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

(注
)　

　
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

　
基

準
額

の
算

定
方

法

そ
の

年
度

に
お

け
る

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

は
、

そ
の

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

各
月

初
日

の
入

所
児

童
に

つ
い

て
、

児
童

単
位

に
、

次
の

表
の

各
月

初
日

の
そ

の
入

所
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

及
び

そ
の

児
童

の
年

齢
の

区
分

に
よ

っ
て

定
め

る
基

準
額

と
月

途
中

入
退

所
に

係
る

入
所

児
童

の
次

に
よ

り
算

定
し

た
額

の
年

間
の

合
算

額
と

す
る

こ
と

。

算
式

3
　

(月
途

中
退

所
児

童
の

場
合

)

算
式

１
　

（
略

）

算
式

２
　

（
略

）
算

式
２

　
(月

途
中

退
所

児
童

の
場

合
)

次
の

表
の

そ
の

入
所

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
階

層
及

び
そ

の
児

童
の

年
齢

の
区

分
に

よ
っ

て
定

ま
る

基
準

額
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

(2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

)÷
2
5
日

算
式

１
　

(月
途

中
入

所
児

童
の

場
合

)

次
の

表
の

そ
の

入
所

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
階

層
及

び
そ

の
児

童
の

年
齢

の
区

分
に

よ
っ

て
定

ま
る

基
準

額
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
(2

5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

)÷
2
5
日

算
式

3
　

（
略

）

　
（
略

）
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階
層

区
分

第
１
階

層
0
円

0
円

第
２
階

層
9
,0

0
0
円

6
,0

0
0
円

第
３
階

層
1
9
,5

0
0
円

1
6
,5

0
0
円

2
7
,0

0
0
円

4
1
,5

0
0
円

5
8
,0

0
0
円

8
0
,0

0
0
円

7
7
,0

0
0
円

第
４
階

層

第
７
階

層

第
５
階

層

第
６
階

層

改
　

正
　

前

保
 育

 所
 徴

 収
 金

 （
保

育
料

）
基

 準
 額

 表
保

 育
 所

 徴
 収

 金
 （

保
育

料
）
基

 準
 額

 表

改
　

正
　

後

4
0
,0

0
0
円

以
上

1
0
3
,0

0
0
円

未
満

4
4
,5

0
0
円

（
保

育
単

価
限

度
）

1
0
3
,0

0
0
円

以
上

4
1
3
,0

0
0
円

未
満

6
1
,0

0
0
円

（
保

育
単

価
限

度
）

4
1
3
,0

0
0
円

以
上

（
保

育
単

価
限

度
）

（
保

育
単

価
限

度
）

　
第

1
階

層
を

除
き

、
　

前
年

分
の

所
得

税
　

課
税

世
帯

で
あ

っ
　

て
、

そ
の

所
得

税
　

の
額

の
区

分
が

次
　

の
区

分
に

該
当

す
　

る
世

帯

3
0
,0

0
0
円

（
保

育
単

価
限

度
）

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

（
月

額
）

３
歳

未
満

児
の

場
合

３
歳

以
上

児
の

場
合

4
0
,0

0
0
円

未
満

(略
)

　
第

１
階

層
及

び
第

　
４
～

第
７
階

層
を

　
除

き
、

前
年

度
分

　
の

市
町

村
民

税
の

　
額

の
区

分
が

次
の

　
区

分
に

該
当

す
る

　
世

帯

  
市

町
村

民
税

非
課

  
税

世
帯

  
市

町
村

民
税

課
税

  
世

帯

各
月

初
日

の
入

所
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

定
義

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
（
単

給
世

帯
を

含
む

）
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
支

援
給

付
受

給
世

帯
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備
　

考
備

　
考

1
1

(1
)

(1
)

(2
)

(2
)

(3
)

(3
)

2
2

3
3

(1
)

(1
)

…

(2
)

(2
)

①
①

②
②

③
③

④
④

こ
の

表
の

「
保

育
単

価
」
と

は
、

乳
児

、
１

～
２

歳
児

、
３

歳
児

及
び

４
歳

以
上

児
の

保
育

単
価

か
ら

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
、

入
所

児
童

（
者

）
処

遇
特

別
加

算
費

、
除

雪
費

、
降

灰
除

去
費

及
び

施
設

機
能

強
化

推
進

費
を

控
除

し
た

額
を

い
う

。

租
税

特
別

措
置

法
第

4
1
条

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

３
項

、
第

4
1
条

の
２

、
第

4
1
条

の
1
9
の

２
第

１
項

並
び

に
第

4
1
条

の
1
9
の

３
第

１
項

特
別

児
童

扶
養

手
当

等
の

支
給

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

定
め

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民

年
金

法
（
昭

和
3
4
年

法
律

第
1
4
1
号

）
に

定
め

る
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
。

児
童

の
属

す
る

世
帯

が
次

に
掲

げ
る

世
帯

の
場

合
で

、
次

表
に

掲
げ

る
階

層
に

認
定

さ
れ

た
場

合
は

、
こ

の
表

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
れ

ぞ
れ

次
表

に
掲

げ
る

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

と
す

る
。

「
母

子
世

帯
等

」
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

（
昭

和
3
9
年

法
律

第
1
2
9
号

）
第

1
7

条
に

規
定

す
る

配
偶

者
の

な
い

者
で

現
に

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
も

の
の

世
帯

。

「
在

宅
障

害
児

（
者

）
の

い
る

世
帯

」
…

次
に

掲
げ

る
児

（
者

）
を

有
す

る
世

帯
を

い
う

。
身

体
障

害
者

福
祉

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
8
3
号

）
第

1
5
条

に
定

め
る

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

療
育

手
帳

制
度

要
綱

（
昭

和
4
8
年

９
月

2
7
日

厚
生

省
発

児
第

1
5
6
号

）
に

定
め

る
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

4
5
条

に
定

め
る

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

改
　

正
　

前

こ
の

表
の

第
３

階
層

に
お

け
る

地
方

税
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
第

2
9
2
条

第
１

項
第

２
号

の
所

得
割

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

同
法

第
3
1
4
条

の
７

及
び

同
法

附
則

第
５

条
第

３
項

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

こ
の

表
の

第
４

階
層

～
第

７
階

層
に

お
け

る
「
所

得
税

の
額

」
と

は
、

所
得

税
法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
3
3
号

)、
租

税
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
2
6
号

）
及

び
災

害
被

害
者

に
対

す
る

租
税

の
減

免
、

徴
収

猶
予

等
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
7
5

号
）
の

規
定

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税

の
額

を
い

う
。

　
た

だ
し

、
所

得
税

額
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
次

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。

租
税

特
別

措
置

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
0
年

法
律

第
2
3
号

）
附

則
第

1
2
条

改
　

正
　

後

こ
の

表
の

第
３

階
層

に
お

け
る

地
方

税
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
第

2
9
2
条

第
１

項
第

2
号

の
所

得
割

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

同
法

第
3
1
4
条

の
7
第

１
項

第
１

号
、

第
２

項
、

同
法

3
1
4
条

の
8
、

同
法

附
則

第
5
条

第
3
項

及
び

第
5
条

の
4
第

6
項

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

こ
の

表
の

第
４

階
層

～
第

７
階

層
に

お
け

る
「
所

得
税

の
額

」
と

は
、

所
得

税
法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
3
3
号

)、
租

税
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
2
6
号

）
及

び
災

害
被

害
者

に
対

す
る

租
税

の
減

免
、

徴
収

猶
予

等
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
7
5

号
）
の

規
定

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税

の
額

を
い

う
。

　
た

だ
し

、
所

得
税

額
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
次

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。

所
得

税
法

第
9
2
条

第
１

項
、

第
9
5
条

第
１

項
、

第
2
項

及
び

第
３

項
所

得
税

法
第

７
８

条
第

２
項

第
１

号
、

第
9
2
条

第
１

項
、

第
9
5
条

第
１

項
、

第
2
項

及
び

第
３

項

　
（
略

）

　
（
略

）

（
略

）

租
税

特
別

措
置

法
第

4
1
条

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

３
項

、
第

4
1
条

の
２

、
第

4
1
条

の
３

の
２

第
4
項

及
び

第
５

項
、

第
4
1
条

の
1
9
の

２
第

１
項

並
び

に
第

4
1
条

の
1
9
の

３
第

１
項

　
（
略

）

　
（
略

）

　
（
略

）
　

（
略

）

　
（
略

）

　
（
略

）
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改
　

正
　

前
改

　
正

　
後

(3
)

(3
)

…

（
略

）
３

歳
以

上
児

の
場

合

　
　

　
　

　
　

　
 0

円

　
　

　
　

1
5
,5

0
0
円

4
4

第
２

欄
第

２
欄

ア
(略

)
ア

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

表
に

定
め

る
額

イ
(略

)
イ

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

表
×

0
.5

ウ
０

円
ウ

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

表
×

0
.1

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

2
　

（
略

）
2

　
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

の
特

例

上
記

４
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

就
学

前
児

童
の

う
ち

、
年

長
者

（
該

当
す

る
児

童
が

２
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
１

人
と

す
る

。
）

上
記

４
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

ア
以

外
の

就
学

前
児

童
の

う
ち

、
年

長
者

（
該

当
す

る
児

童
が

２
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
１

人
と

す
る

。
）

「
そ

の
他

の
世

帯
」

第
１

欄

第
3
階

層
　

　
　

　
　

1
8
,5

0
0
円

保
護

者
の

申
請

に
基

づ
き

、
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
に

定
め

る
要

保
護

者
等

特
に

困
窮

し
て

い
る

と
市

町
村

の
長

が
認

め
た

世
帯

。

第
2
階

層
　

　
　

　
　

　
　

　
 0

円

階
層

区
分

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

（
月

額
）

３
歳

未
満

児
の

場
合

　
そ

の
市

町
村

の
全

地
域

又
は

相
当

地
域

に
わ

た
る

災
害

等
の

特
別

な
理

由
に

よ
り

１
に

よ
る

基
準

額
に

よ
り

難
い

と
き

は
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

の
申

請
に

基
づ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。

上
記

４
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

就
学

前
児

童
（
該

当
す

る
児

童
が

２
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
年

長
の

も
の

１
人

と
す

る
。

）

第
２

階
層

か
ら

第
７

階
層

ま
で

の
世

帯
で

あ
っ

て
、

同
一

世
帯

か
ら

２
人

以
上

の
就

学
前

児
童

が
保

育
所

、
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
、

特
別

支
援

学
校

幼
稚

部
、

知
的

障
害

児
通

園
施

設
、

難
聴

幼
児

通
園

施
設

、
肢

体
不

自
由

児
施

設
通

園
部

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

通
所

部
に

入
所

又
は

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
、

次
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

児
童

が
保

育
所

に
入

所
し

て
い

る
際

に
は

、
第

２
欄

に
よ

り
計

算
し

て
得

た
額

を
そ

の
児

童
の

徴
収

金
（
保

育
料

）
の

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
児

童
の

属
す

る
世

帯
が

３
に

掲
げ

る
世

帯
の

場
合

の
第

２
階

層
か

ら
第

３
階

層
の

第
２

欄
に

つ
い

て
は

、
３

に
掲

げ
る

徴
収

金
（
保

育
料

）
基

準
額

に
よ

り
計

算
し

て
得

た
額

と
す

る
。

第
１

欄

上
記

４
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

ア
以

外
の

就
学

前
児

童
（
該

当
す

る
児

童
が

２
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
年

長
の

も
の

１
人

と
す

る
。

）

(略
)

（
略

）

上
記

４
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

上
記

以
外

の
就

学
前

児
童

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

　
（
略

）
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（資料24）

（案）

雇 児 発 第 ※ 号 の １

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

『「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」

通知の施行について』の一部改正について

標記の昭和５１年４月１６日厚生省発児第５９号の５厚生省児童家庭局長通知

の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成２１年４月分の運営費の支弁、徴

収及び負担から適用することとしたので通知する。
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『
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

』
の

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
「

○
『

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
運

営
費

国
庫

負
担

金
」

通
知

の
施

行
に

つ
い

て
（

昭
和

５
１

年
４

月
１

６
日

厚
生

省
発

児
第

５
９

号
の

５
）

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

』

改
正

後
改

正
前

第
１

保
育

単
価

及
び

支
弁

額
に

つ
い

て
第

１
保

育
単

価
及

び
支

弁
額

に
つ

い
て

１
保

育
単

価
に

つ
い

て
１

保
育

単
価

に
つ

い
て

保
育

単
価

の
構

成
は

、
地

域
差

を
1
2
区

分
、

定
員

規
模

別
を

1
6
区

分
、

年
齢

別
保

育
単

価
の

構
成

は
、

地
域

差
を

1
1
区

分
、

定
員

規
模

別
を

８
区

分
、

年
齢

別
を

乳
児

１
～

２
歳

児
３

歳
児

及
び

４
歳

以
上

児
の

４
区

分
と

し
こ

の
額

基
を

乳
児

１
～

２
歳

児
３

歳
児

及
び

４
歳

以
上

児
の

４
区

分
と

し
こ

の
額

基
、

、
、

（
、

、
、

（
本

分
保

育
単

価
）

に
す

べ
て

の
保

育
所

に
つ

い
て

児
童

用
採

暖
費

加
算

額
、

民
間

本
分

保
育

単
価

）
に

す
べ

て
の

保
育

所
に

つ
い

て
児

童
用

採
暖

費
加

算
額

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
、

除
雪

費
、

寒
冷

地
手

当
の

支
給

地
域

に
所

在
す

る
保

育
所

施
設

給
与

等
改

善
費

、
除

雪
費

、
寒

冷
地

手
当

の
支

給
地

域
に

所
在

す
る

保
育

所
に

あ
っ

て
は

、
寒

冷
地

加
算

、
北

海
道

に
所

在
す

る
保

育
所

に
あ

っ
て

は
事

務
用

に
あ

っ
て

は
、

寒
冷

地
加

算
、

北
海

道
に

所
在

す
る

保
育

所
に

あ
っ

て
は

事
務

用
採

暖
費

加
算

額
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
が

承
認

さ
れ

た
保

育
所

に
あ

っ
て

は
単

採
暖

費
加

算
額

、
単

身
赴

任
手

当
加

算
費

が
承

認
さ

れ
た

保
育

所
に

あ
っ

て
は

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
、

施
設

機
能

強
化

推
進

費
が

承
認

さ
れ

た
保

育
所

に
あ

っ
て

身
赴

任
手

当
加

算
費

、
施

設
機

能
強

化
推

進
費

が
承

認
さ

れ
た

保
育

所
に

あ
っ

て
は

施
設

機
能

強
化

推
進

費
、

特
別

保
育

事
業

等
を

実
施

す
る

保
育

所
に

あ
っ

て
は

は
施

設
機

能
強

化
推

進
費

、
特

別
保

育
事

業
等

を
実

施
す

る
保

育
所

に
あ

っ
て

は
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算
及

び
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
が

そ
れ

ぞ
れ

行
わ

れ
、

事
務

職
員

雇
上

費
の

加
算

及
び

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

が
そ

れ
ぞ

れ
行

わ
れ

、
ま

た
、

こ
れ

ら
に

よ
る

年
齢

別
保

育
単

価
に

各
月

初
日

の
年

齢
別

入
所

児
童

数
を

ま
た

、
こ

れ
ら

に
よ

る
年

齢
別

保
育

単
価

に
各

月
初

日
の

年
齢

別
入

所
児

童
数

を
乗

じ
て

得
た

額
と

、
月

途
中

入
退

所
が

あ
る

場
合

に
は

そ
の

入
所

児
童

数
を

乗
じ

乗
じ

て
得

た
額

と
、

月
途

中
入

退
所

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
入

所
児

童
数

を
乗

じ
た

合
算

額
（

私
立

認
定

保
育

所
（

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育

等
の

た
合

算
額

（
私

立
認

定
保

育
所

（
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法
律

第
7
7
号

）
第

1
0
条

第
１

総
合

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
7
7
号

）
第

1
0
条

第
１

。
。
）

、
。

。
）

、
項

第
５

号
に

規
定

す
る

私
立

認
定

保
育

所
を

い
う

以
下

同
じ

に
あ

っ
て

は
項

第
５

号
に

規
定

す
る

私
立

認
定

保
育

所
を

い
う

以
下

同
じ

に
あ

っ
て

は
同

法
第

1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2
年

同
法

第
1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
）

第
5
1
条

第
４

号
に

規
定

す
る

保
育

料
額

法
律

第
1
6
4
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
）

第
5
1
条

第
４

号
に

規
定

す
る

保
育

料
額

。
。

を
控

除
し

た
額

と
す

る
）

に
よ

っ
て

、
そ

の
月

の
支

弁
額

の
算

定
が

行
わ

れ
る

を
控

除
し

た
額

と
す

る
）

に
よ

っ
て

、
そ

の
月

の
支

弁
額

の
算

定
が

行
わ

れ
る

。
。

も
の

で
あ

る
こ

と
。

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
略

)
児

童
用

採
暖

費
加

算
額

又
は

寒
冷

地
加

算
額

の
加

算
に

つ
い

て
は

、
そ

の
保

育
所

の
所

在
す

る
地

域
が

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
6
年

法
律

第
1
3
6
号

）
の

施
行

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
8
日

）
前

の
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

第
１

条
に

定
め

る
地

域
に

よ
り

、
そ

の
適

用
す

べ
き

加
算

額
を

異
に

す
る

の
で

そ
の

該
当

級
地

等
を

確
認

の
う

え
、

あ
ら

か
じ

め
関

係
市

町
村

及
び

保
育

所
に

連
絡

し
て

お
か

れ
た

い
こ

と
。

年
齢

別
保

育
単

価
に

含
ま

れ
て

い
る

職
員

構
成

は
、

所
長

の
ほ

か
、

保
育

士
に

つ
い

て
は

乳
児

３
人

に
つ

き
１

人
、

１
～

２
歳

児
６

人
に

つ
き

１
人

、
３

歳
児

2
0

人
に

つ
き

１
人

、
４

歳
以

上
児

3
0
人

に
つ

き
１

人
（

た
だ

し
、

定
員

9
0
人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
は

、
こ

の
定

数
の

ほ
か

１
人

加
算

）
並

び
に

調
理

員
等

に
つ

い
て

は
２

人
（

定
員

4
5
人

以
下

の
保

育
所

に
お

い
て

は
１

人
、

定
員

1
5
1
人

以
上

の
育

所
に

お
い

て
は

３
人

）
と

さ
れ

て
い

る
の

で
こ

れ
を

充
足

す
る

こ
と

。
な

お
、

前
記

の
ほ

か
非

常
勤

の
保

育
士

が
配

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
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改
正

後
改

正
前

２
所

長
の

設
置

又
は

未
設

置
の

認
定

に
つ

い
て

２
所

長
の

設
置

又
は

未
設

置
の

認
定

に
つ

い
て

(
略

)
(
1
)

保
育

単
価

に
つ

い
て

は
、

そ
の

保
育

所
の

長
が

各
月

の
初

日
に

お
い

て
欠

員
又

は
無

給
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の

人
件

費
を

控
除

し
た

未
設

置
の

保
育

単
価

が
適

用
さ

れ
る

が
、

こ
の

設
置

又
は

未
設

置
で

あ
る

か
ど

う
か

の
認

定
は

、
そ

の
保

育
所

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
が

行
う

こ
と

と
し

、
お

お
む

ね
次

の
基

準
に

よ
ら

れ
た

い
こ

と
。

ア
そ

の
所

長
が

児
童

福
祉

事
業

に
２

年
以

上
従

事
し

た
者

又
は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

、
常

時
実

際
に

そ
の

保
育

所
の

運
営

管
理

の
業

務
に

専
従

し
、

か
つ

有
給

の
も

の
で

あ
る

場
合

に
限

り
、

設
置

の
単

価
を

適
用

す
る

こ
と

。
イ

し
た

が
っ

て
私

立
保

育
所

に
お

い
て

、
２

以
上

の
施

設
若

し
く

は
他

の
事

業
と

兼
務

し
、

保
育

所
長

と
し

て
の

職
務

を
行

っ
て

い
な

い
も

の
は

欠
員

と
み

な
し

て
未

設
置

の
単

価
を

適
用

す
る

こ
と

。
(
2
)

保
育

所
長

の
欠

員
補

充
に

伴
い

新
た

に
所

長
設

置
の

保
育

単
価

を
適

用
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

は
、

そ
の

保
育

所
の

設
置

者
か

ら
そ

の
旨

の
申

請
（

保
育

所
名

、
所

長
設

置
の

保
育

単
価

の
適

用
年

月
日

、
所

長
と

な
る

者
の

氏
名

、
年

齢
、

児
童

福
祉

事
業

に
従

事
し

た
期

間
、

給
与

等
を

記
載

し
た

履
歴

書
等

）
を

徴
し

、
前

記
(
1
)
の

基
準

に
適

合
し

て
い

る
と

き
は

所
長

設
置

の
保

育
単

価
の

適
用

の
決

定
を

行
い

、
欠

員
補

充
さ

れ
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
（

月
初

日
に

欠
員

補
充

さ
れ

た
場

合
は

そ
の

月
）

か
ら

所
長

設
置

の
保

育
単

価
の

適
用

承
認

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
は

、
所

長
設

置
の

保
育

単
価

が
適

用
さ

れ
て

い
る

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
申

請
又

は
指

導
監

査
等

を
通

じ
て

そ
の

状
況

を
把

握
し

、
(
1
)
の

基
準

に
適

合
し

な
く

な
っ

た
場

合
に

は
、

(
1
)
の

基
準

に
適

合
し

な
く

な
っ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

（
月

初
日

に
(
1
)
に

適
用

し
な

く
な

っ
た

場
合

は
そ

の
月

）
か

ら
未

設
置

の
単

価
の

適
用

を
行

う
こ

と
と

す
る

。

３
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費
の

承
認

等
に

つ
い

て
３

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

の
承

認
等

に
つ

い
て

交
付

要
綱

に
定

め
る

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

以
下

民
改

費
と

い
う

交
付

要
綱

に
定

め
る

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

（
以

下
「

民
改

費
」

と
い

う
）

（
「

」
。
）

。
の

加
算

額
の

承
認

等
は

、
そ

の
保

育
所

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

の
加

算
額

の
承

認
等

は
、

そ
の

保
育

所
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

が
行

う
こ

と
と

し
、

そ
の

基
準

及
び

事
務

処
理

は
次

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
が

行
う

こ
と

と
し

、
そ

の
基

準
及

び
事

務
処

理
は

次
に

よ
ら

れ
た

い
こ

と
。

に
よ

ら
れ

た
い

こ
と

。
(
1
)

(
略

)
(
1
)

交
付

要
綱

に
定

め
る

民
改

費
の

加
算

率
の

適
用

は
、

職
員

１
人

当
り

平
均

勤
続

年
数

を
基

礎
と

し
て

次
表

に
よ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
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改
正

後
改

正
前

内
訳

加
算

率
の

区
分

職
員

一
人

当
た

り
の

平
均

勤
続

年
数

人
件

費
管

理
費

加
算

分
加

算
分

1
2
％

加
算

分
１

０
年

以
上

1
0
％

２
％

1
0
％

加
算

分
７

年
以

上
１

０
年

未
満

８
％

２
％

８
％

加
算

分
４

年
以

上
７

年
未

満
６

％
２

％
４

％
加

算
分

４
年

未
満

２
％

２
％

(
ｱ
)

算
定

の
対

象
と

な
る

職
員

は
、

そ
の

保
育

所
に

勤
務

す
る

す
べ

て
の

常
勤

職
員

（
嘱

託
職

員
等

の
非

常
勤

職
員

を
除

く
）

と
す

る
こ

と
。

。
(
ｲ
)

個
々

の
職

員
の

勤
続

年
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

現
に

勤
務

す
る

保
育

所
に

お
け

る
勤

続
年

数
、

当
該

職
員

の
そ

の
他

の
社

会
福

祉
施

設
（

現
に

勤
務

す
る

施
設

以
外

の
施

設
で

あ
っ

て
、

社
会

福
祉

法
第

２
条

に
定

め
る

施
設

の
う

ち
、

保
護

施
設

、
老

人
福

祉
施

設
（

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
限

る
、

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
福

祉
施

設
（

児
）

童
厚

生
施

設
及

び
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
を

除
く

、
障

害
者

支
援

施
設

、
。
）

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

（
施

設
を

必
要

と
す

る
も

の
に

限
る

）
を

行
う

事
。

業
所

、
障

害
者

自
立

支
援

法
附

則
に

よ
り

な
お

従
前

の
例

に
よ

り
運

営
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
た

身
体

障
害

者
更

生
援

護
施

設
及

び
知

的
障

害
者

援
護

施
設

、
盲

人
ホ

ー
ム

、
視

聴
覚

障
害

者
情

報
提

供
施

設
並

び
に

福
祉

ホ
ー

ム
）

に
お

け
る

通
算

勤
続

年
数

、
児

童
福

祉
法

第
1
2
条

の
４

に
定

め
る

施
設

に
お

け
る

勤
続

年
数

及
び

「
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

」
に

定
め

る
認

定
こ

ど
も

園
に

お
け

る
勤

続
年

数
を

合
算

す
る

も
の

と
す

る
。

(
ｳ
)

そ
の

保
育

所
の

職
員

１
人

当
り

平
均

勤
続

年
数

は
(
ｱ
)
に

よ
り

算
定

し
た

全
職

員
の

合
算

総
勤

続
年

数
を

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
職

員
数

に
よ

り
除

し
て

得
た

年
数

（
６

月
以

上
の

端
数

は
１

年
と

し
、

６
月

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
こ

と
）

を
い

う
こ

と
。

。
(
ｴ
)

前
記

職
員

１
人

当
り

平
均

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
当

該
年

度
の

４
月

１
日

現
在

に
お

い
て

行
い

、
そ

の
年

度
の

途
中

に
お

い
て

そ
の

職
員

の
異

動
が

あ
っ

て
も

適
用

の
変

更
は

行
わ

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
2
)
(
略

)
(
2
)

入
所

児
童

の
処

遇
等

に
不

適
切

な
事

由
が

認
め

ら
れ

、
改

善
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い

場
合

は
、

改
善

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

ま
で

の
間

で
貴

職
が

必
要

と
認

め
る

期
間

、
民

改
費

の
管

理
費

加
算

分
若

し
く

は
人

件
費

加
算

分
又

は
そ

の
両

者
を

減
ず

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
遡

及
適

用
は

行
わ

な
い

こ
と

。
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改
正

後
改

正
前

(
3
)

「
保

育
所

運
営

費
の

経
理

等
に

つ
い

て
（

平
成

1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
9

(
3
)

「
保

育
所

運
営

費
の

経
理

等
に

つ
い

て
（

平
成

1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
9

」
」

9
号

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

５
の

(
2
)
の

結
果

「
１

運
営

費
の

使
途

範
囲

」
9
号

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

４
の

(
2
)
の

結
果

「
１

運
営

費
の

使
途

範
囲

」
、

、
か

ら
「

４
運

営
費

及
び

保
育

料
の

管
理

・
運

用
」

ま
で

に
定

め
る

以
外

の
支

か
ら

「
３

運
営

費
の

管
理

・
運

用
」

ま
で

に
定

め
る

以
外

の
支

出
が

行
わ

れ
出

が
行

わ
れ

て
い

た
場

合
に

は
、

４
月

分
か

ら
翌

年
３

月
分

ま
で

の
間

、
民

改
て

い
た

場
合

に
は

、
４

月
分

か
ら

翌
年

３
月

分
ま

で
の

間
、

民
改

費
全

額
に

つ
費

全
額

に
つ

い
て

加
算

を
停

止
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
い

て
加

算
を

停
止

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

(
4
)
(
略

)
(
4
)

ま
た

、
加

算
を

停
止

し
た

施
設

で
あ

っ
て

も
「

保
育

所
運

営
費

の
経

理
等

、
に

つ
い

て
（

平
成

1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
9
9
号

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

別
」

表
１

に
掲

げ
る

事
業

等
の

い
ず

れ
か

を
実

施
す

る
保

育
所

で
あ

っ
て

、
同

通
知

の
１

の
(
2
)
の

①
か

ら
⑦

ま
で

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

も
の

に
つ

い
て

は
、

民
改

費
が

加
算

さ
れ

た
も

の
と

仮
定

し
て

、
同

通
知

の
別

表
２

に
掲

げ
る

経
費

等
へ

の
充

当
を

行
っ

て
差

し
支

え
な

い
こ

と
と

す
る

。
(
5
)
(
略

)
(
5
)

民
改

費
は

、
そ

も
そ

も
余

剰
が

な
く

給
与

改
善

等
に

支
障

を
来

す
お

そ
れ

の
あ

る
民

間
施

設
に

お
け

る
、

公
・

私
施

設
間

の
職

員
給

与
格

差
の

是
正

な
ど

を
目

的
と

し
て

お
り

、
配

当
に

対
し

て
支

出
が

行
わ

れ
て

い
る

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
6
)
(
略

)
(
6
)

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

は
、

市
町

村
長

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
を

除
く

。
以

下
同

じ
）

に
保

育
所

の
設

置
者

。
か

ら
別

紙
(
1
)
に

定
め

る
申

請
書

を
取

り
ま

と
め

さ
せ

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
は

直
接

、
保

育
所

の
設

置
者

か
ら

申
請

書
を

徴
す

る
こ

と
、

い
ず

れ
。
）

か
の

加
算

率
の

適
用

に
該

当
す

る
か

の
承

認
を

行
い

、
市

町
村

長
に

通
知

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
市

長
村

長
は

、
そ

の
内

容
を

保
育

所
の

設
置

者
に

通
知

す
る

こ
と

。

４
保

育
所

事
務

職
員

雇
上

費
の

加
算

に
つ

い
て

４
保

育
所

事
務

職
員

雇
上

費
の

加
算

に
つ

い
て

交
付

要
綱

の
第

３
の

２
の

(
9
)
に

定
め

る
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算
に

つ
い

て
交

付
要

綱
の

第
３

の
２

の
(
9
)
に

定
め

る
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

次
世

代
育

成
支

援
対

策
交

付
金

対
象

事
業

及
び

保
育

対
策

等
促

は
、

次
に

掲
げ

る
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
対

象
事

業
及

び
保

育
対

策
等

促
進

事
業

等
の

い
ず

れ
か

を
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
進

事
業

等
の

い
ず

れ
か

を
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0

(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
1
9

年
1
1
月

2
8
日

雇
児

発
第

1
1
2
8
0
0
3
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
年

1
1
月

3
0
日

雇
児

発
第

1
1
3
0
0
0
1
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
の

）
。

。
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改
正

後
改

正
前

(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

（
対

象
児

童
は

、
事

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
（

対
象

児
童

は
、

事
業

開
始

業
開

始
月

（
年

度
当

初
か

ら
事

業
を

開
始

す
る

場
合

は
、

４
月

又
は

５
月

）
に

月
（

年
度

当
初

か
ら

事
業

を
開

始
す

る
場

合
は

、
４

月
又

は
５

月
）

に
お

け
る

お
け

る
平

均
対

象
児

童
が

１
人

以
上

い
る

こ
と

）
及

び
こ

れ
と

同
等

の
要

件
を

平
均

対
象

児
童

が
１

人
以

上
い

る
こ

と
）

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
。

。
(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

実
施

保
育

所
（

平
成

2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

実
施

保
育

所
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
及

び
こ

れ
と

同
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
等

の
要

件
を

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

。
。

(
4
)

(
略

)
(
4
)

乳
児

が
３

人
以

上
入

所
し

て
い

る
保

育
所

（
月

の
初

日
に

お
い

て
乳

児
が

３
人

以
上

入
所

し
て

い
る

月
か

ら
年

度
を

通
じ

て
加

算
）

。

５
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
に

つ
い

て
５

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

に
つ

い
て

交
付

要
綱

の
第

３
の

２
の

(
1
0
)
に

定
め

る
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
に

つ
い

て
交

付
要

綱
の

第
３

の
２

の
(
1
0
)
に

定
め

る
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
に

つ
い

て
は

次
に

掲
げ

る
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
対

象
事

業
及

び
保

育
対

策
等

促
進

は
次

に
掲

げ
る

次
世

代
育

成
支

援
対

策
交

付
金

対
象

事
業

及
び

保
育

対
策

等
促

進
事

業
等

を
複

数
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
事

業
等

を
複

数
実

施
す

る
保

育
所

に
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0

(
1
)

延
長

保
育

実
施

保
育

所
及

び
延

長
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
1
9

年
1
1
月

2
8
日

雇
児

発
第

1
1
2
8
0
0
3
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
年

1
1
月

3
0
日

雇
児

発
第

1
1
3
0
0
0
1
号

本
職

通
知

「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
の

）
。

。
(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

(
2
)

一
時

保
育

促
進

事
業

実
施

保
育

所
及

び
一

時
保

育
自

主
事

業
実

施
保

育
所

（
平

成
2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

（
対

象
児

童
は

、
事

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
（

対
象

児
童

は
、

事
業

開
始

業
開

始
月

（
年

度
当

初
か

ら
事

業
を

開
始

す
る

場
合

は
、

４
月

又
は

５
月

）
に

月
（

年
度

当
初

か
ら

事
業

を
開

始
す

る
場

合
は

、
４

月
又

は
５

月
）

に
お

け
る

お
け

る
平

均
対

象
児

童
が

１
人

以
上

い
る

こ
と

）
及

び
こ

れ
と

同
等

の
要

件
を

平
均

対
象

児
童

が
１

人
以

上
い

る
こ

と
）

及
び

こ
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
。

。
(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

(
3
)

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

保
育

所
及

び
病

児
病

後
児

保
育

自
主

事
業

実
施

保
育

所
（

平
成

2
0
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

本
職

通
知

「
保

育
対

実
施

保
育

所
（

平
成

1
2
年

３
月

2
9
日

児
発

第
2
4
7
号

本
職

通
知

「
保

育
対

策
等

促
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

定
め

る
要

件
に

適
合

す
る

も
の

及
び

こ
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
定

め
る

要
件

に
適

合
す

る
も

の
及

び
こ

れ
と

同
れ

と
同

等
の

要
件

を
満

た
し

て
自

主
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

も
の

）
等

の
要

件
を

満
た

し
て

自
主

事
業

と
し

て
実

施
し

て
い

る
も

の
）

。
。

(
4
)
(
略

)
(
4
)

乳
児

が
３

人
以

上
入

所
し

て
い

る
保

育
所

（
月

の
初

日
に

お
い

て
乳

児
が

３
人

以
上

入
所

し
て

い
る

月
か

ら
年

度
を

通
じ

て
加

算
）

。
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改
正

後
改

正
前

６
保

育
単

価
の

予
算

措
置

等
に

つ
い

て
６

保
育

単
価

の
予

算
措

置
等

に
つ

い
て

、
、

(
略

)
保

育
単

価
は

低
基

準
を

維
持

す
る

の
に

必
要

な
低

の
経

費
で

あ
る

か
ら

市
町

村
に

お
い

て
は

必
要

な
予

算
措

置
を

行
い

、
所

定
の

保
育

単
価

に
よ

る
支

弁
額

を
各

月
必

ず
支

弁
す

る
よ

う
厳

正
に

指
導

さ
れ

た
い

こ
と

。
し

た
が

っ
て

都
道

府
県

知
事

は
、

毎
年

度
当

初
に

お
い

て
、

管
下

市
町

村
の

予
算

書
抄

本
を

徴
す

る
等

、
そ

の
市

町
村

に
お

け
る

支
弁

予
定

額
を

確
認

し
、

適
切

な
る

指
導

を
加

え
ら

れ
た

い
こ

と
。

な
お

、
こ

の
費

用
の

性
質

に
か

ん
が

み
、

各
月

初
日

の
入

所
児

童
に

つ
い

て
は

当
月

分
は

遅
く

と
も

そ
の

月
中

に
精

算
支

弁
す

る
よ

う
に

、
月

途
中

入
退

所
に

つ
い

て
は

市
町

村
の

実
情

、
施

設
の

運
営

等
を

勘
案

し
な

が
ら

支
弁

す
る

よ
う

指
導

さ
れ

た
い

こ
と

。

第
２

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
に

つ
い

て
第

２
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

に
つ

い
て

（
）

、
(
略

)
１

交
付

要
綱

の
第

４
に

定
め

る
徴

収
金

保
育

料
基

準
額

の
算

定
に

つ
い

て
は

市
町

村
に

お
い

て
適

正
か

つ
簡

明
に

行
え

る
よ

う
各

月
初

日
の

入
所

児
童

の
属

す
る

世
帯

を
課

税
額

等
の

状
況

に
応

じ
区

分
し

、
そ

れ
ぞ

れ
入

所
児

童
１

人
当

た
り

の
基

準
額

を
さ

だ
め

て
い

る
こ

と
。

入
所

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
課

税
額

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

と
の

連
携

を
密

に
し

て
、

誤
り

な
き

を
期

す
る

よ
う

指
導

す
る

こ
と

は
も

ち
ろ

ん
で

あ
る

が
、

各
市

町
村

に
お

け
る

各
階

層
区

分
の

確
認

の
適

否
は

、
直

ち
に

国
庫

負
担

に
重

大
な

影
響

を
も

た
ら

す
こ

と
と

な
る

の
で

、
指

導
監

査
等

を
通

じ
て

、
と

く
に

こ
の

点
の

状
況

を
厳

密
に

監
督

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

い
こ

と
。

２
そ

の
世

帯
の

階
層

区
分

の
認

定
に

つ
い

て
は

、
そ

の
児

童
と

同
一

世
帯

に
属

し
て

生
計

を
一

に
し

て
い

る
父

母
及

び
そ

れ
以

外
の

扶
養

義
務

者
（

家
計

の
主

宰
者

で
あ

る
場

合
に

限
る

）
の

す
べ

て
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
の

者
の

課
税

額
の

合
計

。
額

に
よ

り
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
私

立
認

定
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

そ
の

児
童

と
同

一
世

帯
に

属
し

て
生

計
を

一
に

し
て

い
る

父
母

及
び

そ
れ

以
外

の
法

第
2
4
条

第
２

項
に

規
定

す
る

保
育

の
実

施
に

係
る

児
童

の
保

護
者

（
家

計
の

主
宰

者
で

あ
る

場
合

に
限

る
）

の
。

す
べ

て
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
の

者
の

課
税

額
の

合
計

額
に

よ
り

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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改
正

後
改

正
前

３
そ

の
世

帯
の

階
層

区
分

の
確

認
は

次
に

よ
ら

れ
た

い
こ

と
。

ア
被

保
護

世
帯

の
確

認
は

、
福

祉
事

務
所

等
に

お
い

て
行

う
こ

と
。

イ
前

年
度

分
市

長
村

民
税

の
課

税
状

況
の

確
認

は
、

そ
の

市
町

村
の

市
町

村
民

税
主

管
課

の
資

料
等

に
基

づ
い

て
行

う
こ

と
。

ウ
前

年
分

の
所

得
税

の
課

税
状

況
の

確
認

は
、

そ
の

市
町

村
の

市
町

村
民

税
主

管
課

又
は

税
務

署
に

お
い

て
行

う
こ

と
。

、
、

エ
ア

か
ら

ウ
ま

で
に

よ
っ

て
確

認
し

た
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

確
認

方
法

確
認

年
月

日
、

税
額

等
を

保
育

児
童

台
帳

の
相

当
の

欄
に

記
載

し
、

確
認

者
の

印
を

押
印

す
る

こ
と

。
な

お
、

課
税

状
況

の
確

認
を

証
明

書
を

徴
し

て
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

課
税

額
が

な
い

場
合

に
お

い
て

も
そ

の
旨

の
証

明
書

を
徴

す
る

こ
と

。
オ

前
年

分
の

所
得

税
の

課
税

状
況

を
把

握
す

る
に

あ
た

っ
て

１
月

な
い

し
３

月
の

間
に

お
い

て
は

そ
の

確
認

が
困

難
な

場
合

も
あ

る
の

で
、

前
々

年
分

の
課

税
状

況
に

よ
り

階
層

を
決

定
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

第
３

保
育

所
に

お
け

る
運

営
費

の
経

理
に

つ
い

て
第

３
保

育
所

に
お

け
る

運
営

費
の

経
理

に
つ

い
て

(
略

)
保

育
所

に
お

け
る

運
営

費
の

経
理

に
つ

い
て

は
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。
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（資料25）
（案）

雇 児 保 発 第 ※ 号
平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県
各 指定都市 民生主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省
雇用均等・児童家庭局保育課長

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等
の改正点及びその運用について

平成※年※月※日厚生労働省発雇児第※号により「児童福祉法による保育所運営費国
庫負担金について」等が一部改正され、平成２１年４月分の運営費の支弁、徴収及び負
担から適用することとされたが、今回の改正点及び運用上留意すべき事項は次のとおり
である。

第１ 交付要綱等の改正点について

１ 基本分保育単価関係

（１） 社会保険料事業主負担金
厚生年金保険料等の改定に伴う引き上げ

（２） 地域手当
人事院規則による支給割合の改正等に伴う改正

（３） 職員健康管理費 5,337円 → 5,417円

２ 加算単価関係
主任保育士の専任加算

１施設年額 2,971,158円 → 2,975,229円

３ その他
今回の改正により保育単価等の定員区分が細分化されたところであるが、

定員区分「４１人から４５人まで」及び「４６人から５０人まで」は平成
２１年度限りとし、平成２２年度以降は定員区分「４１人から５０人まで」
に統合される予定であるので留意すること。
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第２ 平成２１年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額

特殊業務手当基準額
職 種 格 付 本俸基準額

調 整 数 基 本 額

所 長 （ 福 ）2－33 253,800円 － －

主任保育士 （ 福 ）2－17 230,112円 １ 9,325円

保 育 士 （ 福 ）1－29 195,228円 １ 7,800円

調 理 員 等 （行二）1－37 165,800円 － －

（注）１ この表は、保育所運営費負担金の予算積算上の給与格付けを
例示したものである。

２ 「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸
を指している。

３ 主任保育士・保育士にあっては、当該俸給額の他、特別給与
改善費を加えたものを本俸基準額としている。

４ なお、主任保育士・保育士は、本俸基準額とは別に特殊業務
手当基準額（基本額×調整数）を本俸基準額に加えている。

第３ 交付要綱等に定める保育単価に含まれている管理費は別紙「保育単価に含まれ
ている管理費」のとおりである。
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別紙

 その保育所の  その保育所の長がその月 その月初日
 その月初日の  初日において設置又は未 の入所児童 管理費

 定員区分  設置(欠員・無給)の区分 の年齢区分
円

乳 児 12,686
設 置 １，２歳児 7,543

31人 ３ 歳 児 3,942
から ４歳以上児 3,428
40人 乳 児 12,539
まで 未 設 置 １，２歳児 7,396

３ 歳 児 3,795
４歳以上児 3,281
乳 児 12,640

設 置 １，２歳児 7,497
41人 ３ 歳 児 3,896
から ４歳以上児 3,382
45人 乳 児 12,509
まで 未 設 置 １，２歳児 7,366

３ 歳 児 3,765
４歳以上児 3,251
乳 児 12,713

設 置 １，２歳児 7,570
46人 ３ 歳 児 3,969
から ４歳以上児 3,455
50人 乳 児 12,595
まで 未 設 置 １，２歳児 7,452

３ 歳 児 3,851
４歳以上児 3,337
乳 児 12,247

設 置 １，２歳児 7,104
51人 ３ 歳 児 3,503
から ４歳以上児 2,989
60人 乳 児 12,149
まで 未 設 置 １，２歳児 7,006

３ 歳 児 3,405
４歳以上児 2,891
乳 児 11,988

設 置 １，２歳児 6,845
61人 ３ 歳 児 3,244
から ４歳以上児 2,730
70人 乳 児 11,905
まで 未 設 置 １，２歳児 6,762

３ 歳 児 3,161
４歳以上児 2,647
乳 児 11,798

設 置 １，２歳児 6,655
71人 ３ 歳 児 3,054
から ４歳以上児 2,540
80人 乳 児 11,725
まで 未 設 置 １，２歳児 6,582

３ 歳 児 2,981
４歳以上児 2,467
乳 児 11,647

設 置 １，２歳児 6,504
81人 ３ 歳 児 2,903
から ４歳以上児 2,389
90人 乳 児 11,582
まで 未 設 置 １，２歳児 6,439

３ 歳 児 2,838
４歳以上児 2,324
乳 児 11,217

設 置 １，２歳児 6,074
91人 ３ 歳 児 2,473
から ４歳以上児 1,959
100人 乳 児 11,159
まで 未 設 置 １，２歳児 6,016

３ 歳 児 2,415
４歳以上児 1,901

   保育単価に含まれている管理費
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 その保育所の  その保育所の長がその月 その月初日
 その月初日の  初日において設置又は未 の入所児童 管理費

 定員区分  設置(欠員・無給)の区分 の年齢区分
乳 児 11,149

設 置 １，２歳児 6,006
101人 ３ 歳 児 2,405
から ４歳以上児 1,891
110人 乳 児 11,096
まで 未 設 置 １，２歳児 5,953

３ 歳 児 2,352
４歳以上児 1,838
乳 児 11,090

設 置 １，２歳児 5,947
111人 ３ 歳 児 2,346
から ４歳以上児 1,832
120人 乳 児 11,041
まで 未 設 置 １，２歳児 5,898

３ 歳 児 2,297
４歳以上児 1,783
乳 児 11,040

設 置 １，２歳児 5,897
121人 ３ 歳 児 2,296
から ４歳以上児 1,782
130人 乳 児 10,995
まで 未 設 置 １，２歳児 5,852

３ 歳 児 2,251
４歳以上児 1,737
乳 児 10,999

設 置 １，２歳児 5,856
131人 ３ 歳 児 2,255
から ４歳以上児 1,741
140人 乳 児 10,957
まで 未 設 置 １，２歳児 5,814

３ 歳 児 2,213
４歳以上児 1,699
乳 児 10,965

設 置 １，２歳児 5,822
141人 ３ 歳 児 2,221
から ４歳以上児 1,707
150人 乳 児 10,926
まで 未 設 置 １，２歳児 5,783

３ 歳 児 2,182
４歳以上児 1,668
乳 児 10,932

設 置 １，２歳児 5,789
151人 ３ 歳 児 2,188
から ４歳以上児 1,674
160人 乳 児 10,896
まで 未 設 置 １，２歳児 5,753

３ 歳 児 2,152
４歳以上児 1,638
乳 児 10,905

設 置 １，２歳児 5,762
161人 ３ 歳 児 2,161
から ４歳以上児 1,647
170人 乳 児 10,871
まで 未 設 置 １，２歳児 5,728

３ 歳 児 2,127
４歳以上児 1,613
乳 児 10,882

設 置 １，２歳児 5,739
３ 歳 児 2,138

171人 ４歳以上児 1,624
以上 乳 児 10,849

未 設 置 １，２歳児 5,706
３ 歳 児 2,105
４歳以上児 1,591
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（資料26）

（案）

雇 児 発 第 ※ 号 の ２

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

平成２１年度小規模保育所に係る保育単価について

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付

厚生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第３の

３により、小規模保育所（平成１２年３月３０日児発第２９６号厚生省児童家庭

局長通知「小規模保育所の設置認可等について」により承認され、同通知の第１

の２のただし書の適用を受けたもの）に適用される保育単価を別紙のとおり定め、

平成２１年度分について適用することとしたので通知する。

なお、保育単価に含まれている管理費は別紙（参考）のとおりである。
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別　紙
小規模保育所適用保育単価表

その保育 その保育 その保育所の長 その月初日 基本分  民 間 施 設 給 与 等 改 善 費
所の所在 所のその がその月初日に        加 算 額 (第２欄)
する地域 月初日の おいて設置又は の入所児童 保育単価

区分 定員区分 未設置（欠員・ 12.0％ 10.0％  8.0％  4.0％
無給）の区分 の年齢区分 (第１欄) 加算分 加算分 加算分 加算分

円 円 円 円 円
乳 児 227,400 26,140 21,780 17,420 8,710

設 置 １，２歳児 156,000 17,570 14,640 11,700 5,850
３ 歳 児 102,940 11,570 9,640 7,710 3,850

２０人 ４歳以上児 95,800 10,720 8,930 7,140 3,570
まで 乳 児 201,780 23,060 19,220 15,370 7,680

未 設 置 １，２歳児 130,380 14,490 12,080 9,650 4,820
17/100 ３ 歳 児 77,320 8,490 7,080 5,660 2,820

４歳以上児 70,180 7,640 6,370 5,090 2,540
地　域 乳 児 203,220 23,230 19,360 15,490 7,740

設 置 １，２歳児 131,820 14,660 12,220 9,770 4,880
２１人 ３ 歳 児 78,760 8,660 7,220 5,780 2,880
から ４歳以上児 71,620 7,810 6,510 5,210 2,600
３０人 乳 児 186,150 21,190 17,650 14,120 7,060
まで 未 設 置 １，２歳児 114,750 12,620 10,510 8,400 4,200

３ 歳 児 61,690 6,620 5,510 4,410 2,200
４歳以上児 54,550 5,770 4,800 3,840 1,920
乳 児 222,510 25,540 21,280 17,030 8,510

設 置 １，２歳児 152,750 17,170 14,310 11,450 5,720
３ 歳 児 100,830 11,310 9,420 7,540 3,760

２０人 ４歳以上児 93,860 10,480 8,730 6,990 3,490
まで 乳 児 197,540 22,550 18,790 15,030 7,510

未 設 置 １，２歳児 127,780 14,180 11,820 9,450 4,720
14/100 ３ 歳 児 75,860 8,320 6,930 5,540 2,760

４歳以上児 68,890 7,490 6,240 4,990 2,490
地　域 乳 児 198,850 22,700 18,920 15,130 7,560

設 置 １，２歳児 129,090 14,330 11,950 9,550 4,770
２１人 ３ 歳 児 77,170 8,470 7,060 5,640 2,810
から ４歳以上児 70,200 7,640 6,370 5,090 2,540
３０人 乳 児 182,210 20,710 17,250 13,800 6,900
まで 未 設 置 １，２歳児 112,450 12,340 10,280 8,220 4,110

３ 歳 児 60,530 6,480 5,390 4,310 2,150
４歳以上児 53,560 5,650 4,700 3,760 1,880
乳 児 219,240 25,160 20,970 16,760 8,380

設 置 １，２歳児 150,580 16,920 14,100 11,270 5,630
３ 歳 児 99,420 11,150 9,290 7,420 3,710

２０人 ４歳以上児 92,560 10,330 8,610 6,880 3,440
まで 乳 児 194,720 22,210 18,510 14,800 7,400

未 設 置 １，２歳児 126,060 13,970 11,640 9,310 4,650
12/100 ３ 歳 児 74,900 8,200 6,830 5,460 2,730

４歳以上児 68,040 7,380 6,150 4,920 2,460
地　域 乳 児 195,930 22,360 18,630 14,900 7,450

設 置 １，２歳児 127,270 14,120 11,760 9,410 4,700
２１人 ３ 歳 児 76,110 8,350 6,950 5,560 2,780
から ４歳以上児 69,250 7,530 6,270 5,020 2,510
３０人 乳 児 179,580 20,400 17,000 13,590 6,790
まで 未 設 置 １，２歳児 110,920 12,160 10,130 8,100 4,040

３ 歳 児 59,760 6,390 5,320 4,250 2,120
４歳以上児 52,900 5,570 4,640 3,710 1,850
乳 児 217,610 24,960 20,800 16,630 8,310

設 置 １，２歳児 149,490 16,780 13,980 11,180 5,580
３ 歳 児 98,720 11,060 9,220 7,370 3,680

２０人 ４歳以上児 91,910 10,250 8,540 6,830 3,410
まで 乳 児 193,310 22,040 18,370 14,690 7,340

未 設 置 １，２歳児 125,190 13,860 11,550 9,240 4,610
11/100 ３ 歳 児 74,420 8,140 6,790 5,430 2,710

４歳以上児 67,610 7,330 6,110 4,890 2,440
地　域 乳 児 194,480 22,180 18,490 14,780 7,390

設 置 １，２歳児 126,360 14,000 11,670 9,330 4,660
２１人 ３ 歳 児 75,590 8,280 6,910 5,520 2,760
から ４歳以上児 68,780 7,470 6,230 4,980 2,490
３０人 乳 児 178,270 20,240 16,870 13,480 6,740
まで 未 設 置 １，２歳児 110,150 12,060 10,050 8,030 4,010

３ 歳 児 59,380 6,340 5,290 4,220 2,110
４歳以上児 52,570 5,530 4,610 3,680 1,840
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その保育 その保育 その保育所の長 その月初日 基本分  民 間 施 設 給 与 等 改 善 費
所の所在 所のその がその月初日に        加 算 額 (第２欄)
する地域 月初日の おいて設置又は の入所児童 保育単価

区分 定員区分 未設置（欠員・ 12.0％ 10.0％  8.0％  4.0％
無給）の区分 の年齢区分 (第１欄) 加算分 加算分 加算分 加算分

乳 児 215,990 24,760 20,640 16,510 8,250
設 置 １，２歳児 148,410 16,650 13,880 11,100 5,550

３ 歳 児 98,020 10,980 9,150 7,320 3,660
２０人 ４歳以上児 91,270 10,170 8,480 6,780 3,390
まで 乳 児 191,900 21,870 18,230 14,580 7,280

未 設 置 １，２歳児 124,320 13,760 11,470 9,170 4,580
10/100 ３ 歳 児 73,930 8,090 6,740 5,390 2,690

４歳以上児 67,180 7,280 6,070 4,850 2,420
地　域 乳 児 193,020 22,010 18,340 14,670 7,330

設 置 １，２歳児 125,440 13,900 11,580 9,260 4,630
２１人 ３ 歳 児 75,050 8,230 6,850 5,480 2,740
から ４歳以上児 68,300 7,420 6,180 4,940 2,470
３０人 乳 児 176,960 20,080 16,730 13,390 6,690
まで 未 設 置 １，２歳児 109,380 11,970 9,970 7,980 3,990

３ 歳 児 58,990 6,300 5,240 4,200 2,100
４歳以上児 52,240 5,490 4,570 3,660 1,830
乳 児 214,350 24,560 20,470 16,380 8,180

設 置 １，２歳児 147,320 16,520 13,770 11,010 5,500
３ 歳 児 97,320 10,890 9,080 7,260 3,620

２０人 ４歳以上児 90,620 10,090 8,410 6,730 3,360
まで 乳 児 190,480 21,700 18,080 14,470 7,230

未 設 置 １，２歳児 123,450 13,660 11,380 9,100 4,550
9/100 ３ 歳 児 73,450 8,030 6,690 5,350 2,670

４歳以上児 66,750 7,230 6,020 4,820 2,410
地　域 乳 児 191,560 21,830 18,190 14,550 7,270

設 置 １，２歳児 124,530 13,790 11,490 9,180 4,590
２１人 ３ 歳 児 74,530 8,160 6,800 5,430 2,710
から ４歳以上児 67,830 7,360 6,130 4,900 2,450
３０人 乳 児 175,640 19,920 16,600 13,280 6,630
まで 未 設 置 １，２歳児 108,610 11,880 9,900 7,910 3,950

３ 歳 児 58,610 6,250 5,210 4,160 2,070
４歳以上児 51,910 5,450 4,540 3,630 1,810
乳 児 212,720 24,380 20,310 16,250 8,120

設 置 １，２歳児 146,240 16,400 13,660 10,930 5,460
３ 歳 児 96,610 10,810 9,010 7,210 3,600

２０人 ４歳以上児 89,970 10,020 8,350 6,680 3,340
まで 乳 児 189,070 21,540 17,940 14,350 7,170

未 設 置 １，２歳児 122,590 13,560 11,290 9,030 4,510
8/100 ３ 歳 児 72,960 7,970 6,640 5,310 2,650

４歳以上児 66,320 7,180 5,980 4,780 2,390
地　域 乳 児 190,100 21,660 18,040 14,440 7,210

設 置 １，２歳児 123,620 13,680 11,390 9,120 4,550
２１人 ３ 歳 児 73,990 8,090 6,740 5,400 2,690
から ４歳以上児 67,350 7,300 6,080 4,870 2,430
３０人 乳 児 174,330 19,770 16,470 13,170 6,580
まで 未 設 置 １，２歳児 107,850 11,790 9,820 7,850 3,920

３ 歳 児 58,220 6,200 5,170 4,130 2,060
４歳以上児 51,580 5,410 4,510 3,600 1,800
乳 児 211,090 24,180 20,140 16,110 8,050

設 置 １，２歳児 145,160 16,260 13,550 10,830 5,410
３ 歳 児 95,920 10,730 8,930 7,140 3,570

２０人 ４歳以上児 89,330 9,940 8,280 6,620 3,310
まで 乳 児 187,650 21,370 17,800 14,240 7,110

未 設 置 １，２歳児 121,720 13,450 11,210 8,960 4,470
7/100 ３ 歳 児 72,480 7,920 6,590 5,270 2,630

４歳以上児 65,890 7,130 5,940 4,750 2,370
地　域 乳 児 188,640 21,480 17,900 14,320 7,150

設 置 １，２歳児 122,710 13,560 11,310 9,040 4,510
２１人 ３ 歳 児 73,470 8,030 6,690 5,350 2,670
から ４歳以上児 66,880 7,240 6,040 4,830 2,410
３０人 乳 児 173,010 19,610 16,330 13,070 6,530
まで 未 設 置 １，２歳児 107,080 11,690 9,740 7,790 3,890

３ 歳 児 57,840 6,160 5,120 4,100 2,050
４歳以上児 51,250 5,370 4,470 3,580 1,790
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その保育 その保育 その保育所の長 その月初日 基本分 民 間 施 設 給 与 等 改 善 費

所の所在 所のその がその月初日に        加 算 額 (第２欄)
する地域 月初日の おいて設置又は の入所児童 保育単価

区分 定員区分 未設置（欠員・ 12.0％ 10.0％  8.0％  4.0％
無給）の区分 の年齢区分 (第１欄) 加算分 加算分 加算分 加算分

乳 児 209,460 23,980 19,990 15,980 7,980
設 置 １，２歳児 144,070 16,130 13,450 10,750 5,370

３ 歳 児 95,210 10,640 8,870 7,090 3,540
２０人 ４歳以上児 88,680 9,860 8,220 6,570 3,280
まで 乳 児 186,240 21,190 17,660 14,120 7,050

未 設 置 １，２歳児 120,850 13,340 11,120 8,890 4,440
6/100 ３ 歳 児 71,990 7,850 6,540 5,230 2,610

４歳以上児 65,460 7,070 5,890 4,710 2,350
地　域 乳 児 187,180 21,310 17,760 14,200 7,090

設 置 １，２歳児 121,790 13,460 11,220 8,970 4,480
２１人 ３ 歳 児 72,930 7,970 6,640 5,310 2,650
から ４歳以上児 66,400 7,190 5,990 4,790 2,390
３０人 乳 児 171,700 19,450 16,210 12,960 6,470
まで 未 設 置 １，２歳児 106,310 11,600 9,670 7,730 3,860

３ 歳 児 57,450 6,110 5,090 4,070 2,030
４歳以上児 50,920 5,330 4,440 3,550 1,770
乳 児 207,830 23,780 19,820 15,850 7,920

設 置 １，２歳児 142,980 16,000 13,330 10,660 5,330
３ 歳 児 94,510 10,550 8,790 7,030 3,510

２０人 ４歳以上児 88,030 9,780 8,150 6,520 3,260
まで 乳 児 184,830 21,020 17,520 14,010 7,000

未 設 置 １，２歳児 119,980 13,240 11,030 8,820 4,410
5/100 ３ 歳 児 71,510 7,790 6,490 5,190 2,590

４歳以上児 65,030 7,020 5,850 4,680 2,340
地　域 乳 児 185,730 21,130 17,610 14,080 7,030

設 置 １，２歳児 120,880 13,350 11,120 8,890 4,440
２１人 ３ 歳 児 72,410 7,900 6,580 5,260 2,620
から ４歳以上児 65,930 7,130 5,940 4,750 2,370
３０人 乳 児 170,390 19,290 16,080 12,860 6,420
まで 未 設 置 １，２歳児 105,540 11,510 9,590 7,670 3,830

３ 歳 児 57,070 6,060 5,050 4,040 2,010
４歳以上児 50,590 5,290 4,410 3,530 1,760
乳 児 204,570 23,390 19,490 15,590 7,790

設 置 １，２歳児 140,820 15,740 13,110 10,490 5,240
３ 歳 児 93,110 10,390 8,650 6,930 3,460

２０人 ４歳以上児 86,740 9,630 8,020 6,420 3,210
まで 乳 児 182,000 20,680 17,240 13,780 6,880

未 設 置 １，２歳児 118,250 13,030 10,860 8,680 4,330
3/100 ３ 歳 児 70,540 7,680 6,400 5,120 2,550

４歳以上児 64,170 6,920 5,770 4,610 2,300
地　域 乳 児 182,810 20,780 17,320 13,850 6,920

設 置 １，２歳児 119,060 13,130 10,940 8,750 4,370
２１人 ３ 歳 児 71,350 7,780 6,480 5,190 2,590
から ４歳以上児 64,980 7,020 5,850 4,680 2,340
３０人 乳 児 167,770 18,970 15,810 12,640 6,310
まで 未 設 置 １，２歳児 104,020 11,320 9,430 7,540 3,760

３ 歳 児 56,310 5,970 4,970 3,980 1,980
４歳以上児 49,940 5,210 4,340 3,470 1,730
乳 児 199,670 22,800 19,000 15,200 7,600

設 置 １，２歳児 137,560 15,350 12,790 10,230 5,110
３ 歳 児 91,000 10,130 8,450 6,750 3,370

２０人 ４歳以上児 84,790 9,390 7,830 6,260 3,130
まで 乳 児 177,760 20,180 16,810 13,450 6,720

未 設 置 １，２歳児 115,650 12,730 10,600 8,480 4,230
その他 ３ 歳 児 69,090 7,510 6,260 5,000 2,490

４歳以上児 62,880 6,770 5,640 4,510 2,250
地　域 乳 児 178,430 20,260 16,870 13,500 6,750

設 置 １，２歳児 116,320 12,810 10,660 8,530 4,260
２１人 ３ 歳 児 69,760 7,590 6,320 5,050 2,520
から ４歳以上児 63,550 6,850 5,700 4,560 2,280
３０人 乳 児 163,830 18,500 15,410 12,330 6,160
まで 未 設 置 １，２歳児 101,720 11,050 9,200 7,360 3,670

３ 歳 児 55,160 5,830 4,860 3,880 1,930
４歳以上児 48,950 5,090 4,240 3,390 1,690

-367-



別紙(参考)

その保育 その保育所の長 その月初日
所のその がその月初日に
月初日の おいて設置又は の入所児童
定員区分 未設置（欠員・

無給）の区分 の年齢区分
円

乳 児 14,635
設 置 １，２ 9,492

３ 歳 5,891
２０人 ４歳以 5,377
まで 乳 児 14,342

未 設 置 １，２ 9,199
３ 歳 5,598
４歳以 5,084
乳 児 13,246

設 置 １，２ 8,103
２１人 ３ 歳 4,502
から ４歳以 3,988

３０人 乳 児 13,051
まで 未 設 置 １，２ 7,908

３ 歳 4,307
４歳以 3,793

  小規模保育所適用保育単価に含まれている管理費

管 理 費
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（資料27）

（案）

雇 児 発 第 ※ 号 の ３

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

平成２１年度夜間保育所加算分保育単価について

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付厚生

労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第３の３に

より夜間保育所（平成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省児童家庭局長通知

「夜間保育所の設置認可等について」により承認されたもの）に適用される加算

分保育単価を別紙のとおり定め、平成２１年度分について適用することとしたの

で通知する。
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別  紙

夜間保育所加算分保育単価

その保育所の 民 間 施 設 給 与 等 改 善 費
その月初日の 年 齢 区 分 加 算 額 　　加 算 額 (第 ２ 欄 ）
定 員 区 分

 12.0％  10.0％   8.0％    4.0％
 加算分  加算分  加算分   加算分

円 円 円 円 円
３歳未満児 13,870 1,100 910 730 360

20人まで
３歳以上児 15,440 1,100 910 730 360

円 円 円 円 円
21人から ３歳未満児 10,810 730 610 480 240

30人まで ３歳以上児 12,380 730 610 480 240

円 円 円 円 円
31人から ３歳未満児 9,280 550 450 360 180

40人まで ３歳以上児 10,850 550 450 360 180

円 円 円 円 円
41人から ３歳未満児 8,770 480 400 320 160

45人まで ３歳以上児 10,340 480 400 320 160

円 円 円 円 円
46人から ３歳未満児 8,360 440 360 290 140

50人まで ３歳以上児 9,930 440 360 290 140

円 円 円 円 円
50人から ３歳未満児 7,750 360 300 240 120

60人まで ３歳以上児 9,320 360 300 240 120

円 円 円 円 円
61人から ３歳未満児 7,320 310 260 200 100

70人まで ３歳以上児 8,880 310 260 200 100

円 円 円 円 円
71人から ３歳未満児 6,990 270 220 180 90

80人まで ３歳以上児 8,550 270 220 180 90

円 円 円 円 円
81人から ３歳未満児 6,730 240 200 160 80

90人まで ３歳以上児 8,300 240 200 160 80

夜間保育所加算分保育単価に含まれている事業費

年齢区分 基本分

円
３歳未満児 4,697

３歳以上児 6,263
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（資料28）

（案）

雇 児 発 第 ※ 号

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働省

雇用均等・児童家庭局保育課長

「保育所への入所の円滑化について」の一部改正について

標記の平成１０年２月１３日児保第３号厚生省児童家庭局保育課長通知の一部

を別添新旧対照表のとおり改正し、平成２１年４月１日から適用することとした

ので通知する。
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「
保

育
所

へ
の

入
所

の
円

滑
化

に
つ

い
て

（
平

成
１

０
年

２
月

１
３

日
児

保
第

３
号

）
の

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
」

○
保

育
所

へ
の

入
所

の
円

滑
化

に
つ

い
て

（
平

成
１

０
年

２
月

１
３

日
児

保
第

３
号

）
厚

生
省

児
童

家
庭

局
保

育
課

長
通

知

改
正

後
改

正
前

標
記
に

つ
い

て
、

本
日

別
途

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
か

ら
通

知
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
標

記
に

つ
い

て
、

本
日

別
途

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
か

ら
通

知
さ

れ
た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
そ

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

下
記

の
事

項
に

留
意

さ
れ

た
い

。
る
が

、
そ

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

下
記

の
事

項
に

留
意

さ
れ

た
い

。

記
記

一
保
育

所
へ

の
入

所
円

滑
化

対
策

に
つ

い
て

一
保

育
所

へ
の

入
所

円
滑

化
対

策
に

つ
い

て

市
町

村
長

が
実

施
要

綱
に

基
づ

き
定

員
を

超
え

て
保

育
の

実
施

を
行

う
こ

と
の

で
市

町
村

長
が

実
施

要
綱

に
基

づ
き

定
員

を
超

え
て

保
育

の
実

施
を

行
う

こ
と

の
で

き
る

児
童

数
等

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
通

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
実

施
要

綱
に

お
い

き
る

児
童

数
等

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
通

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
実

施
要

綱
に

お
い

て
定

め
る

と
お

り
、

保
育

の
実

施
は

定
員

の
範

囲
内

で
行

う
こ

と
が

原
則

で
あ

り
、

て
定

め
る

と
お

り
、

保
育

の
実

施
は

定
員

の
範

囲
内

で
行

う
こ

と
が

原
則

で
あ

り
、

定
員

を
超

え
て

い
る

状
況

が
恒

常
的

に
亘

る
場

合
に

は
、

定
員

の
見

直
し

等
に

取
り

定
員

を
超

え
て

い
る

状
況

が
恒

常
的

に
亘

る
場

合
に

は
、

定
員

の
見

直
し

等
に

積
極

組
む

こ
と

。
こ

の
場

合
の

恒
常

的
に

亘
る

と
は

、
連

続
す

る
過

去
の

２
年

度
間

常
に

的
に

取
り

組
む

こ
と

。
こ

の
場

合
の

恒
常

的
に

亘
る

と
は

、
連

続
す

る
過

去
の

３
年

定
員

を
超

え
て

お
り

、
か

つ
、

各
年

度
の

年
間

平
均

在
所

率
（

当
該

年
度

内
に

お
け

度
間

常
に

定
員

を
超

え
て

お
り

、
か

つ
、

各
年

度
の

年
間

平
均

在
所

率
（

当
該

年
度

る
各

月
の

初
日

の
在

所
人

員
の

総
和

を
各

月
の

初
日

の
認

可
定

員
の

総
和

で
除

し
た

内
に

お
け

る
各

月
の

初
日

の
在

所
人

員
の

総
和

を
各

月
の

初
日

の
認

可
定

員
の

総
和

も
の
を

い
う

）
が

１
２

０
％

以
上
の

状
態

を
い

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
で

除
し

た
も

の
を

い
う

）
が
１

２
０

％
以

上
の

状
態

を
い

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
。

。

ま
た

、
保

育
所

の
経

営
の

安
定

化
を

図
る

た
め

、
平

成
２

１
年

度
の

一
部

改
正

に

よ
り

、
昭

和
５

１
年

４
月

１
６

日
厚

生
省

発
児

第
５

９
号

の
２

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
の

保
育

単
価

表
の

定
員

区
分

の
細

分
化

を
行

っ
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
定

員
に

つ
い

て
は

入
所

児
童

数
に

応
じ

て
見

直
し

を
行

う
こ
と

。

、
、

、
(
一

)
市

町
村

に
お

い
て

待
機

の
状

況
が

あ
る

場
合

に
、

当
分

の
間

、
年

度
当

初
に

(
一

)
原

則
と

し
て

市
町

村
に

お
い

て
待

機
の

状
況

が
あ

る
場

合
に

当
分

の
間

お
い

て
定

員
を

超
え

て
保

育
の

実
施

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

。
た

年
度

当
初

に
お

い
て

定
員

を
超

え
て

保
育

の
実

施
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

。
、

、
だ

し
、

こ
う

し
た

保
育

の
実

施
を

行
う

こ
と

の
で

き
る

児
童

数
は

、
概

ね
認

可
で

あ
る

た
だ

し
こ

う
し

た
保

育
の

実
施

を
行

う
こ

と
の

で
き
る

児
童

数
は

定
員
に

１
５

％
を

乗
じ

て
得

た
員

数
の

範
囲

内
と

す
る

。
概

ね
認

可
定

員
に

１
５

％
を

乗
じ

て
得

た
員

数
の

範
囲

内
と

す
る
。

(二
)

略
(
二

)
年

度
の

途
中

に
お

い
て

定
員

を
超

え
て

保
育

の
実

施
を

行
う

こ
と

の
で

き
る

児
童

数
は

、
原

則
と

し
て

概
ね

認
可

定
員

に
２

５
％

を
乗

じ
て

得
た

員
数

の
範

囲

内
と

す
る

。

た
だ

し
、

保
護

者
が

産
後

休
暇

及
び

育
児

休
業

終
了

後
に

就
業

す
る

に
際

し
、

ア
略

ア
休

業
開

始
前

既
に

保
育

所
に

入
所

し
て

い
た

児
童

を
当

該
保

育
所

に
入

所
さ

せ
る

場
合
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改
正

後
改

正
前

イ
新

た
に

養
育

す
る

こ
と

と
な

っ
た

児
童

を
休

業
開

始
前

既
に

保
育

所
に

入
所

イ
新

た
に

養
育

す
る

こ
と

と
な

っ
た

児
童

を
休

業
開

始
前

既
に

保
育

所
に

入
所

さ
せ
て

い
た

児
童

と
同

一
の

保
育

所
に

入
所

さ
せ

る
場

合
さ

せ
て

い
た

児
童

と
同

一
の

保
育

所
に

入
所

さ
せ

る
場

合

に
は

、
認

可
定

員
の

２
５

％
を

乗
じ

て
得

た
員

数
を

超
え

て
も

差
し

支
え

な
い

に
は

、
認

可
定

員
の

２
５

％
を

乗
じ

て
得

た
員

数
を

超
え

て
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

。
ま

た
、

年
度

後
半

（
１

０
月

以
降

）
は

、
こ

れ
ら

の
場

合
に

限
ら

ず
、

こ
と

。
ま

た
、

年
度

後
半

（
１

０
月

以
降

）
は

、
こ

れ
ら

の
場

合
に

限
ら

ず
、

認
可

定
員

の
２

５
％

を
乗

じ
て

得
た

員
数

を
超

え
て

も
差

し
支

え
な

い
こ

と
。

認
可

定
員

の
２

５
％

を
乗

じ
て

得
た

員
数

を
超

え
て

も
差

し
支

え
な

い
こ

と
。

な
お

、
ア

の
場

合
に

当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
同

一
年

度
に

再
入

所
す

る
よ

う
な

お
、

ア
の

場
合

に
当

た
っ

て
は

、
例

え
ば

同
一

年
度

に
再

入
所

す
る

よ
う

な
場

合
に

徴
収

金
関

係
書

類
の

省
略

や
申

込
書

類
等

の
簡

素
化

を
図

る
な

ど
、

な
場

合
に

徴
収

金
関

係
書

類
の

省
略

や
申

込
書

類
等

の
簡

素
化

を
図

る
な

ど
、

利
用

者
の

負
担

軽
減

に
資

す
る

よ
う

申
込

手
続

を
で

き
る

限
り

簡
素

化
す

る
よ

利
用

者
の

負
担

軽
減

に
資

す
る

よ
う

申
込

手
続

を
で

き
る

限
り

簡
素

化
す

る
よ

う
指
導

さ
れ

た
い

。
う

指
導

さ
れ

た
い

。

ま
た

、
前

年
度

に
本

制
度

を
適

用
し

た
こ

と
に

よ
り

、
年

度
の

当
初

に
お

い
ま

た
、

前
年

度
に

本
制

度
を

適
用

し
た

こ
と

に
よ

り
、

年
度

の
当

初
に

お
い

て
定

員
を

超
え

て
い

る
場

合
は

、
(
一

)
に

か
か

わ
ら

ず
、

引
き

続
き

保
育

の
実

て
定

員
を

超
え

て
い

る
場

合
は

、
ま

ず
定

員
の

見
直

し
に

取
り

組
む

べ
き

も
の

施
を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
で

あ
る

が
、

見
直

し
が

困
難

で
あ

る
場

合
に

は
、

(
一

)
に

か
か

わ
ら

ず
、

引
き

続
き

保
育

の
実

施
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

(三
)

略
(
三

)
都

道
府

県
知

事
・

指
定

都
市

市
長

・
中

核
市

市
長

は
、

該
当

施
設

に
つ

い
て

指
導

監
査

等
を

通
じ

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

(
昭

和
２

３
年

１
２

月
２

９
日

厚

生
省

令
第

６
３

号
)
及

び
そ

の
他

の
関

係
通

知
に

定
め

る
基

準
の
遵

守
状

況
の

把

握
に

留
意

す
る

こ
と

。

二
私
的

契
約

児
の

入
所

に
つ

い
て

二
私

的
契

約
児

の
入

所
に

つ
い

て

略
私

的
契

約
児

に
つ

い
て

は
、

定
員

に
空

き
が

あ
る

場
合

に
、

既
に

入
所

し
て

い
る

児
童

の
保

育
に

支
障

を
生

じ
な

い
範

囲
で

入
所

さ
せ

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

三
そ
の

他
三

そ
の

他

（
一

）
本

制
度

の
趣

旨
は

、
待

機
児

童
の

状
況

に
鑑

み
、

保
育

所
へ

の
入

所
の

一
層

（
一

）
本

制
度

の
趣

旨
は

、
待

機
児

童
の

状
況

に
鑑

み
、

保
育

所
へ

の
入

所
の

一
層

の
円

滑
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
お

り
、

例
え

ば
、

意
図

的
に

、
定

員
を

の
円

滑
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
お

り
、

例
え

ば
、

意
図

的
に

、
定

員
を

減
員

し
て

定
員

区
分

を
変

更
し

な
が

ら
、

本
制

度
に

よ
り

定
員

を
超

え
て

児
童

減
員

し
て

定
員

区
分

を
変

更
し

な
が

ら
、

本
制

度
に

よ
り

定
員

を
超

え
て

児
童

を
入
所

さ
せ

る
な

ど
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
を

入
所

さ
せ

る
な

ど
な

い
よ

う
十

分
留

意
す

る
こ

と
。

(
二

)
前

年
度

に
お

い
て

本
制

度
を

適
用

し
定

員
を

超
え

て
保

育
の

実
施

を
行

い
、

当
該

年
度

に
お

い
て

も
保

育
ニ

ー
ズ

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
意

図
的

に
入

所
児
童

数
を

調
整

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。

(三
)

略
(
二

)
都

道
府

県
知

事
は

、
該

当
施

設
か

ら
定

員
の

見
直

し
の

届
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
地

域
の

保
育

需
要

の
見

通
し

等
に

関
し

、
市

町
村

長
の

意
見

を
求

め
る

こ
と

。
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改
正

後
改

正
前

(
四

)
定

員
の

見
直

し
は

、
昭

和
５

１
年

４
月

１
６

日
厚

生
省

発
児

第
５

９
号

の
２

(
三

)
定

員
の

見
直

し
は

、
昭

和
５

１
年

４
月

１
６

日
厚

生
省

発
児

第
５

９
号

の
２

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
に

お
け

る
一

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
に

お
け

る
一

般
分

保
育

単
価

表
の

定
員

区
分

に
見

合
っ

て
行

わ
れ

る
必

要
は

な
く

、
ま

た
、

般
分

保
育

単
価

表
の

定
員

区
分

に
見

合
っ

て
行

わ
れ

る
必

要
は

な
く

、
ま

た
、

地
域

事
情

の
変

化
に

よ
り

定
員

を
減

員
す

る
場

合
に

お
い

て
も

、
柔

軟
に

対
応

定
員

の
増

員
後

、
地

域
事

情
の

変
化

に
よ

り
定

員
を

減
員

す
る

場
合

に
お

い
て

す
る
よ

う
努

め
ら

れ
た

い
こ

と
。

も
、

柔
軟

に
対

応
す

る
よ

う
努

め
ら

れ
た

い
こ

と
。

(五
)

略
(
四

)
本

制
度

の
運

用
に

あ
た

り
、

実
施

要
綱

に
よ

り
難

い
場

合
等

が
あ

る
と

き
に

は
随

時
当

省
に

協
議

さ
れ

た
い

こ
と

。

(六
)

本
通

知
は

、
平

成
２

１
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

も
の

で
あ

る
。

(
五

)
本

通
知

は
、

平
成

１
１

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

平
成

な
お

、
一

に
お

け
る

定
員

を
超

え
て

い
る

状
況

が
恒

常
的

に
亘

る
場

合
に

お
１

１
年

４
月

１
日

以
降

に
入

所
す

る
児

童
に

つ
い

て
、

本
年

度
中

に
入

所
を

承

け
る
定

員
の

見
直

し
等

の
取

組
は

平
成

２
３

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
と

す
る

諾
す

る
場

合
に

、
本

通
知

に
従

い
、

定
員

を
超

え
て

保
育

の
実

施
を

行
っ

て
も

、
。

た
だ

し
、

平
成

２
１

年
４

月
１

日
、

平
成

２
２

年
４

月
１

日
時

点
に

お
い

て
、

差
し

支
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

連
続

す
る

過
去

の
３

年
度

間
常

に
定

員
を

超
え

て
お

り
、

か
つ

、
各

年
度

の
年

間
平

均
在

所
率

（
当

該
年

度
に

お
け

る
各

月
の

初
日

の
在

所
人

員
の

総
和

を
各

月
の

初
日

の
認

可
定

員
の

総
和

で
除

し
た

も
の

を
い

う
）

が
１

２
０

％
以

上
。

の
場
合

は
定

員
の

見
直

し
に

取
り

組
む

こ
と

。

（
削
除

）
(
六

)
昭

和
５

７
年

８
月

２
４

日
児

福
第

２
２

号
「

保
育

所
へ

の
年

度
途

中
に

お
け

る
入

所
に

つ
い

て
」

及
び

平
成

４
年

３
月

５
日

児
福

第
６

号
「

育
児

休
業

に
伴

う
保

育
所

へ
の

年
度

の
途

中
で

の
円

滑
な

受
入

れ
等

に
つ

い
て

」
は

、
廃

止
す

る
。
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平
成

２
１

年
度

保
育

対
策

等
促

進
事

業
費

補
助

金
実

施
要

綱
新

旧
対

照
表

（
案

）

改
正

後
現

行

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

平
成

２
０

年
６

月
９

日
平

成
２

０
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

*
*
*
*
*
*
*
号

平
成

2
1
年

*
月

*
日

一
部

改
正

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

保
育

対
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

保
育

対
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

、
、

、
、

近
年

の
核

家
族

化
の

進
行

就
労

形
態

の
多

様
化

等
と

い
っ

た
社

会
的

背
景

に
よ

り
近

年
の

核
家

族
化

の
進

行
就

労
形

態
の

多
様

化
等

と
い

っ
た

社
会

的
背

景
に

よ
り

児
童

と
そ

の
家

族
を

取
り

巻
く

環
境

が
大

き
く

変
化

し
て

い
る

中
で

、
保

育
に

つ
い

て
児

童
と

そ
の

家
族

を
取

り
巻

く
環

境
が

大
き

く
変

化
し

て
い

る
中

で
、

保
育

に
つ

い
て

も
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
た

サ
ー

ビ
ス

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
も

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
サ

ー
ビ

ス
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

子
育

て
に

お
け

る
負

担
の

軽
減

や
仕

事
と

子
育

て
の

両
立

支
援

な
ど

、
安

そ
こ

で
、

子
育

て
に

お
け

る
負

担
の

軽
減

や
仕

事
と

子
育

て
の

両
立

支
援

な
ど

、
安

心
心

し
て

子
育

て
が

出
来

る
環

境
づ

く
り

を
総

合
的

に
推

進
す

る
た

め
、

保
育

対
策

等
促

進
し

て
子

育
て

が
出

来
る

環
境

づ
く

り
を

総
合

的
に

推
進

す
る

た
め

、
保

育
対

策
等

促
進

、
、

、
、

事
業

を
次

に
よ

り
実

施
し

平
成

年
４

月
１

日
よ

り
適

用
す

る
こ

と
と

し
た

の
で

事
業

を
次

に
よ

り
実

施
し

平
成

年
４

月
１

日
よ

り
適

用
す

る
こ

と
と

し
た

の
で

２
１

２
０

本
事

業
の

円
滑

な
実

施
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

本
事

業
の

円
滑

な
実

施
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

あ
わ

せ
て

、
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

）
に

対
し

て
、

貴
職

よ
り

こ
の

旨
あ

わ
せ

て
、

貴
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
）

に
対

し
て

、
貴

職
よ

り
こ

の
旨

。
。

周
知

さ
れ

る
よ

う
お

願
い

す
る

。
周

知
さ

れ
る

よ
う

お
願

い
す

る
。

な
お

、
本

通
知

の
施

行
に

伴
い

、
平

成
１

２
年

３
月

２
９

日
児

発
第

２
４

７
号

厚
生

省
な

お
、

本
通

知
の

施
行

に
伴

い
、

平
成

１
２

年
３

月
２

９
日

児
発

第
２

４
７

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

は
、

平
成

２
０

年
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

保
育

対
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
は

、
平

成
２

０
年

３
月

３
１

日
限

り
で

廃
止

す
る

。
３

月
３

１
日

限
り

で
廃

止
す

る
。

第
１

事
業

の
種

類
第

１
事

業
の

種
類

１
一

時
・

特
定

保
育

等
事

業
１

一
時

預
か

り
事

業
２

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
２

特
定

保
育

事
業

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
３

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

３
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
４

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

業
４

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

業
５

保
育

環
境

改
善

等
事

業
５

保
育

環
境

改
善

等
事

業
６

　　　
　　　（資料29）
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第
２

事
業

の
実

施
第

２
事

業
の

実
施

各
事

業
の

実
施

及
び

運
営

は
、

次
に

よ
る

こ
と

。
各

事
業

の
実

施
及

び
運

営
は

、
次

に
よ

る
こ

と
。

１
一

時
・

特
定

保
育

等
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

１
）

１
一

時
預

か
り

事
業

実
施

要
綱

（
別

添
１

）
２

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

２
）

２
特

定
保

育
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

２
）

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

）
３

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

要
綱

（
別

添
３

）
３

３
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

）
４

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

４
）

４
４

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

）
５

保
育

環
境

改
善

等
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

５
）

５
５

保
育

環
境

改
善

等
事

業
実

施
要

綱
（

別
添

）
６

６
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（
別

添
１

）
（

別
添

１
）

一
時

・
特

定
保

育
等

事
業

実
施

要
綱

一
時

預
か

り
事

業
実

施
要

綱

事
業

の
目

的
１

一
時

保
育

促
進

事
業

１
常

日
頃

、
保

育
所

を
利

用
し

て
い

な
い

家
庭

に
お

い
て

も
、

保
護

者
の

疾
病

や
災

（
１

）
事

業
の

目
的

害
等

に
よ

り
、

一
時

的
に

家
庭

で
の

保
育

が
困

難
と

な
る

場
合

が
あ

る
。

ま
た

、
核

常
日

頃
、

保
育

所
を

利
用

し
て

い
な

い
家

庭
に

お
い

て
も

、
保

護
者

の
疾

病
や

、
。

、
家

族
化

の
進

行
や

地
域

の
子

育
て

力
が

低
下

す
る

中
で

、
育

児
疲

れ
に

よ
る

保
護

者
災

害
等

に
よ

り
一

時
的

に
家

庭
で

の
保

育
が

困
難

と
な

る
場

合
が

あ
る

ま
た

の
心

理
的

・
身

体
的

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
の

支
援

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
。

核
家

族
化

の
進

行
や

地
域

の
子

育
て

力
が

低
下

す
る

中
で

、
育

児
疲

れ
に

よ
る

保 。
こ

う
し

た
保

育
需

要
に

対
応

す
る

た
め

、
保

育
所

等
に

お
い

て
児

童
を

一
時

的
に

護
者

の
心

理
的

・
肉

体
的

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
の

支
援

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
で

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

を
整

備
し

、
も

っ
て

児
童

の
福

こ
う

し
た

保
育

需
要

に
対

応
す

る
た

め
、

保
育

所
等

に
お

い
て

児
童

を
一

時
的

預
か

る
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
に

保
育

す
る

こ
と

で
、

安
心

し
て

子
育

て
が

で
き

る
環

境
を

整
備

し
、

も
っ

て
児

童
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
実

施
主

体
（

２
）

実
施

主
体

２
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

は
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

は
保

育
所

を
経

。
。

市
町

村
が

適
切

と
す

る
。

営
す

る
者

と
す

る
。

と
認

め
た

者
（

３
）

対
象

児
童

対
象

児
童

本
事

業
の

対
象

と
な

る
児

童
は

、
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

３
号

（
以

下
「

法
」

と
い

う
）

第
２

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
保

育
の

実
施

の
対

象
本

事
業

の
対

象
と

な
る

児
童

は
、

家
庭

に
お

い
て

一
時

的
に

保
育

を
受

け
る

こ
と

）
。

と
な

ら
な

い
就

学
前

児
童

と
す

る
。

が
困

難
と

な
っ

た
乳

児
又

は
幼

児
（

以
下

「
乳

幼
児

」
と

い
う

）
と

す
る

。
。

（
４

）
実

施
要

件
①

児
童

福
祉

施
設

低
基

準
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

６
３

号
（

以
下

「
４

事
業

類
型

）
低

基
準

」
と

い
う

）
第

３
３

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

対
象

児
童

の
年

本
事

業
の

対
象

と
な

る
事

業
類

型
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

。
齢

及
び

人
数

に
応

じ
て

、
本

事
業

を
担

当
す

る
保

育
士

を
配

置
す

る
こ

と
。

（
１

）
保

育
所

型
た

だ
し

、
年

間
の

平
均

利
用

児
童

数
が

１
名

を
下

回
る

場
合

に
は

、
低

基
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
（

以
下

「
法

」
と

い
う

）
第

）
。

準
第

３
３

条
第

２
項

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
等

の
職

員
配

置
基

準
を

超
え

た
保

６
条

の
２

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
家

庭
に

お
い

て
保

育
を

受
け

る
こ

と
が

一
育

士
が

配
置

さ
れ

て
い

れ
ば

、
本

事
業

を
担

当
す

る
保

育
士

が
配

置
さ

れ
て

い
時

的
に

困
難

と
な

っ
た

乳
幼

児
を

保
育

所
に

お
い

て
一

時
的

に
預

か
る

事
業

な
く

て
も

差
し

支
え

な
い

。
（

２
）

地
域

密
着

型
。

法
第

６
条

の
２

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
家

庭
に

お
い

て
保

育
を

受
け

る
こ

②
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
専

用
の

部
屋

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

た
だ

し
、

適
切

な
事

業
実

施
が

可
能

な
場

合
は

、
保

育
所

の
空

き
ス

ペ
ー

ス
と

が
一

時
的

に
困

難
と

な
っ

た
乳

幼
児

を
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

や
駅

周
辺

等
利

の
ほ

か
、

継
続

的
な

使
用

が
確

保
さ

れ
る

公
共

施
設

の
空

き
部

屋
等

に
お

い
て

便
性

の
高

い
場

所
な

ど
に

お
い

て
一

時
的

に
預

か
る

事
業

実
施

す
る

こ
と

も
差

し
支

え
な

い
。

（
３

）
地

域
密

着
Ⅱ

型
（

２
）

に
類

す
る

も
の

）
（

ま
た

、
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
を

利
用

し
て

本
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
法

第
６

条
の

２
第

７
項

の
規

定
に

準
じ

、
家

庭
に

お
い

て
保

育
を

受
け

る
こ

と
お

い
て

も
、

低
基

準
第

３
２

条
第

８
号

の
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

が
一

時
的

に
困

難
と

な
っ

た
乳

幼
児

を
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

や
駅

周
辺

等
利

便
③

公
共

施
設

の
空

き
部

屋
等

で
実

施
す

る
場

合
に

は
、

保
育

士
を

２
名

以
上

配
性

の
高

い
場

所
な

ど
に

お
い

て
一

時
的

に
預

か
る

事
業

置
す

る
こ

と
。

（
５

）
留

意
事

項
５

実
施

要
件

①
本

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

法
第

２
４

条
に

よ
る

保
育

の
実

施
に

支
障

（
１

）
保

育
所

型
及

び
地

域
密

着
型

が
な

い
よ

う
職

員
配

置
や

設
備

基
準

に
つ

い
て

十
分

に
留

意
す

る
こ

と
。

児
童

福
祉

法
施

行
規

則
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

１
１

号
（

以
下

「
規

則
」

）
②

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
保

育
所

保
育

指
針

（
平

成
１

１
年

１
０

月
と

い
う

）
第

３
６

条
の

７
各

号
に

定
め

る
設

備
及

び
人

員
に

関
す

る
基

準
等

を
遵

。
）

。
守

す
る

こ
と

。
２

９
日

児
発

第
７

９
９

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

を
参

考
と

す
る

こ
と

（
６

）
事

業
の

実
施

手
続

（
２

）
地

域
密

着
Ⅱ

型
①

市
町

村
の

長
（

指
定

都
市

及
び

中
核

市
の

市
長

を
除

く
。

以
下

同
じ

）
及

①
規

則
第

３
６

条
の

７
第

１
項

、
第

４
項

の
規

定
に

準
じ

、
適

切
な

保
育

環
境

。
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
を

整
備

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

所
等

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
を

行
う

こ
と

。
②

規
則

第
３

６
条

の
７

第
２

項
の

規
定

に
準

じ
、

事
業

の
対

象
と

な
る

乳
幼

児
②

こ
の

実
施

要
綱

の
要

件
に

適
合

す
る

保
育

所
等

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
の

年
齢

及
び

人
数

に
応

じ
て

、
当

該
乳

幼
児

の
処

遇
を

行
う

者
（

以
下

「
担

当
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

者
」

と
い

う
）

を
配

置
す

る
こ

と
と

し
、

当
該

担
当

者
の

数
は

２
名

を
下

る
。

（
７

）
費

用
こ

と
は

で
き

な
い

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

乳
幼

児
の

保
育

に
つ

い
て

経
験

豊
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富
な

保
育

士
を

１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
①

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
保

育
士

資
格

を
有

し
て

い
な

い
担

当
者

の
配

置
は

、
市

町
村

等
が

実
施

す
る

す
る

。
研

修
を

受
講

・
修

了
す

る
こ

と
を

要
件

と
す

る
。

ア
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
な

お
、

研
修

内
容

に
つ

い
て

は
概

ね
別

紙
１

に
掲

げ
る

研
修

科
目

、
時

間
数

助
す

る
事

業
以

上
で

あ
る

こ
と

と
し

、
市

町
村

等
が

実
施

す
る

他
の

研
修

会
が

別
紙

１
の

内
イ

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

容
を

満
た

す
場

合
に

は
、

そ
の

研
修

等
の

修
了

を
も

っ
て

代
え

る
こ

と
も

差
し

②
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
の

一
部

を
保

護
者

負
担

と
す

る
こ

支
え

な
い

こ
と

。
と

が
で

き
る

。
③

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

規
則

第
３

６
条

の
７

第
３

項
の

規
定

に
準

じ
、

保
育

所
保

育
指

針
（

平
成

２
０

年
厚

生
労

働
省

告
示

第
１

４
１

号
）

に
定

め
る

保
育

内
容

を
参

考
と

す
る

こ
と

。

事
業

の
実

施
手

続
６ （

１
）

保
育

所
型

及
び

地
域

密
着

型
法

第
３

４
条

の
１

１
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

都
道

府
県

知
事

へ
届

出
を

行
う

こ
と

。
（

２
）

地
域

密
着

Ⅱ
型

①
市

町
村

の
長

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
を

除
く

。
以

下
同

じ
）

及
。

び
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

施
設

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
を

行
う

こ
と

。
②

こ
の

実
施

要
綱

の
要

件
に

適
合

す
る

施
設

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

費
用

７ （
１

）
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
①

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
②

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

（
２

）
規

則
第

３
６

条
の

７
第

５
項

に
規

定
に

基
づ

き
、

本
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

の
一

部
を

保
護

者
負

担
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
、

地
域

密
着

Ⅱ
型

に
お

い
て

も
、

保
育

所
型

及
び

地
域

密
着

型
に

準
じ

た
取

扱
い

と
す

る
こ

と
。

２
特

定
保

育
事

業
（

１
）

事
業

の
目

的
パ

ー
ト

タ
イ

ム
勤

務
や

育
児

短
時

間
勤

務
等

、
保

護
者

の
就

労
形

態
が

多
様

化
し

て
い

る
中

で
、

働
き

方
に

応
じ

た
保

育
の

実
施

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
こ

う
し

た
保

育
需

要
に

対
応

す
る

た
め

、
保

育
所

に
お

い
て

児
童

を
一

定
程

度
（

１
か

月
当

た
り

概
ね

６
４

時
間

以
上

）
継

続
的

に
保

育
す

る
こ

と
で

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

を
整

備
し

、
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

又
は

保
育

所
を

経
営

す
る

者
と

す
る

。
（

３
）

対
象

児
童
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本
事

業
の

対
象

と
な

る
児

童
は

、
法

第
２

４
条

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
の

対
象

と
な

ら
な

い
就

学
前

児
童

と
す

る
。

た
だ

し
、

同
居

親
族

等
が

対
象

児
童

を
保

育
で

き
る

場
合

は
、

本
事

業
の

対
象

と
し

な
い

。
（

４
）

実
施

要
件

①
低

基
準

第
３

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
対

象
児

童
の

年
齢

及
び

人
数

に
応

じ
て

、
本

事
業

を
担

当
す

る
保

育
士

を
配

置
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

年
間

の
平

均
利

用
児

童
数

が
１

名
を

下
回

る
場

合
に

は
、

低
基

準
第

３
３

条
第

２
項

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
等

の
職

員
配

置
基

準
を

超
え

た
保

育
士

が
配

置
さ

れ
て

い
れ

ば
、

本
事

業
を

担
当

す
る

保
育

士
が

配
置

さ
れ

て
い

な
く

て
も

差
し

支
え

な
い

。
。

②
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
専

用
の

部
屋

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

た
だ

し
、

適
切

な
事

業
実

施
が

可
能

な
場

合
は

、
保

育
所

の
空

き
ス

ペ
ー

ス
の

ほ
か

、
継

続
的

な
使

用
が

確
保

さ
れ

る
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
に

お
い

て
実

施
す

る
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

。
ま

た
、

公
共

施
設

の
空

き
部

屋
等

を
利

用
し

て
本

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

お
い

て
も

、
低

基
準

第
３

２
条

第
８

号
の

基
準

を
満

た
す

こ
と

。
③

公
共

施
設

の
空

き
部

屋
等

で
実

施
す

る
場

合
に

は
、

保
育

士
を

２
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
④

低
基

準
第

３
２

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
対

象
児

童
の

人
数

に
応

じ
て

、
必

要
と

な
る

設
備

の
基

準
を

確
保

す
る

こ
と

。
（

５
）

留
意

事
項

①
本

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

法
第

２
４

条
に

よ
る

保
育

の
実

施
に

支
障

が
な

い
よ

う
職

員
配

置
や

設
備

基
準

に
つ

い
て

十
分

に
留

意
す

る
こ

と
。

②
本

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

保
育

所
保

育
指

針
を

参
考

と
す

る
こ

と
。

（
６

）
事

業
の

実
施

手
続

①
市

町
村

の
長

及
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

等
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

を
行

う
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

等
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
（

７
）

費
用

①
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
ア

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
イ

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

②
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
の

一
部

を
保

護
者

負
担

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
在

宅
子

育
て

家
庭

一
時

預
か

り
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

（
１

）
事

業
の

目
的

子
育

て
家

庭
に

お
い

て
は

、
通

院
、

社
会

参
加

活
動

、
育

児
疲

れ
等

に
よ

る
心

理
的

・
肉

体
的

負
担

の
軽

減
等

の
た

め
、

一
時

的
に

家
庭

で
の

保
育

が
困

難
と

な
る

場
合

が
あ

る
。

こ
う

し
た

保
育

需
要

に
対

応
す

る
た

め
、

駅
周

辺
等

の
利

便
性

の
高

い
場

所
に

お
い

て
、

必
要

な
時

間
だ

け
児

童
の

預
か

り
を

行
う

こ
と

で
、

安
心

し
て

子
育

て
が

で
き

る
環

境
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
多

様
な

実
施

主
体

に
よ

る
利

便
性

の
高

い
場

所
で

の
保

育
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
つ

い
て

、
事

業
の

効
率

性
や

安
全

性
等

に
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つ
い

て
検

証
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

又
は

市
町

村
が

適
切

と
認

め
た

者
と

す
る

。
（

３
）

対
象

児
童

本
事

業
の

対
象

と
な

る
児

童
は

、
法

第
２

４
条

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
の

対
象

と
な

ら
な

い
就

学
前

児
童

と
す

る
。

（
４

）
実

施
要

件
①

低
基

準
第

３
３

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

対
象

児
童

の
年

齢
及

び
人

数
に

応
じ

て
、

本
事

業
を

担
当

す
る

者
（

以
下

「
担

当
者

」
と

い
う

）
を

配
。

置
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

担
当

者
の

数
は

全
体

で
２

名
を

下
回

ら
な

い
こ

と
。

②
担

当
者

は
、

乳
幼

児
の

保
育

に
つ

い
て

経
験

豊
富

な
保

育
士

を
１

名
以

上
配

置
す

る
と

と
も

に
、

市
町

村
等

が
実

施
す

る
一

定
の

研
修

を
修

了
し

た
者

を
配

置
す

る
こ

と
。

③
②

に
よ

り
、

保
育

士
資

格
を

有
し

て
い

な
い

者
を

配
置

す
る

場
合

は
、

市
町

村
等

が
実

施
す

る
研

修
を

受
講

・
修

了
す

る
こ

と
を

要
件

と
す

る
。

な
お

、
研

修
内

容
に

つ
い

て
は

概
ね

別
紙

１
に

掲
げ

る
研

修
科

目
、

時
間

数
以

上
で

あ
る

こ
と

と
し

、
市

町
村

等
が

実
施

す
る

他
の

研
修

会
が

別
紙

１
の

内
容

を
満

た
す

場
合

に
は

、
そ

の
研

修
等

の
修

了
を

も
っ

て
代

え
る

こ
と

も
差

し
支

え
な

い
。

。
④

本
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

専
用

の
部

屋
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
ま

た
、

低
基

準
第

３
２

条
第

８
号

の
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

⑤
市

町
村

は
本

事
業

に
関

す
る

実
績

等
に

つ
い

て
別

紙
２

の
内

容
に

よ
り

報
告

す
る

こ
と

。
（

５
）

留
意

事
項

①
店

舗
の

顧
客

な
ど

利
用

者
を

特
定

の
者

に
限

定
せ

ず
、

公
共

性
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
利

便
性

の
高

い
場

所
で

の
継

続
的

な
事

業
実

施
に

努
め

る
こ

と
。

②
日

々
変

動
す

る
利

用
児

童
数

に
対

応
す

る
た

め
、

担
当

者
を

効
率

的
か

つ
安

定
的

に
確

保
し

、
事

業
の

効
率

的
な

実
施

に
努

め
る

こ
と

。
③

利
用

手
続

に
つ

い
て

も
、

利
用

者
の

利
便

性
に

配
慮

し
、

事
務

処
理

や
管

理
業

務
を

効
率

的
に

行
う

こ
と

。
④

初
め

て
利

用
す

る
児

童
の

情
緒

の
安

定
に

配
慮

す
る

な
ど

、
保

育
所

保
育

指
針

を
参

考
と

し
て

事
業

実
施

に
努

め
る

こ
と

。
⑤

緊
急

の
利

用
申

込
み

に
も

対
応

で
き

る
実

施
体

制
の

確
保

に
努

め
る

こ
と

。
⑥

児
童

の
急

病
、

事
故

等
の

緊
急

時
の

対
応

方
法

に
つ

い
て

事
前

に
定

め
る

な
ど

、
安

全
な

実
施

体
制

を
確

保
す

る
こ

と
。

⑦
職

員
配

置
、

備
品

、
保

育
材

料
等

に
つ

い
て

、
児

童
の

援
助

に
支

障
が

な
い

よ
う

十
分

に
留

意
す

る
こ

と
。

（
６

）
事

業
の

実
施

手
続

①
市

町
村

の
長

及
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
施

設
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

を
行

う
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
施

設
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
（

７
）

費
用

①
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
ア

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
イ

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業
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②
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
の

一
部

を
保

護
者

負
担

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ま
た

、
時

間
単

位
で

の
利

用
が

可
能

と
な

る
よ

う
に

利
用

料
の

設
定

を
行

う
こ

と
。

４
地

域
保

育
資

源
活

用
事

業
（

１
）

事
業

の
目

的
、

、
、

多
様

な
保

育
ニ

ー
ズ

に
対

応
す

る
た

め
に

保
育

所
に

お
い

て
は

休
日

保
育

時
間

外
保

育
、

病
児

・
病

後
児

保
育

な
ど

の
取

組
を

推
進

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
般

、
地

域
の

民
間

保
育

資
源

で
あ

る
事

業
所

内
保

育
施

設
（

事
業

主
が

雇
用

す
る

労
働

者
の

子
を

保
育

す
る

た
め

に
事

業
所

の
敷

地
内

等
に

設
置

す
る

施
設

。
以

下
同

じ
）

を
有

効
に

活
用

す
る

こ
と

と
し

、
当

該
施

設
に

お
い

て
地

域
。

の
児

童
を

休
日

・
時

間
外

に
保

育
す

る
事

業
、

及
び

地
域

の
児

童
が

病
気

の
際

に
保

育
す

る
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

安
心

し
て

子
育

て
が

で
き

る
環

境
を

整
備

し
、

も
っ

て
児

童
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
（

２
）

実
施

主
体

実
施

主
体

は
、

市
町

村
と

す
る

。
た

だ
し

、
本

事
業

を
事

業
所

内
保

育
施

設
を

経
営

す
る

事
業

主
に

委
託

で
き

る
も

の
と

す
る

。
（

３
）

事
業

類
型

本
事

業
の

対
象

と
な

る
事

業
類

型
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

①
休

日
保

育
事

業
事

業
所

内
保

育
施

設
に

お
い

て
、

休
日

（
日

曜
・

国
民

の
祝

日
）

に
児

童
の

保
育

を
行

う
事

業
。

②
時

間
外

保
育

事
業

事
業

所
内

保
育

施
設

に
お

い
て

、
近

隣
の

認
可

保
育

所
の

閉
所

後
（

時
間

外
）

に
、

児
童

の
保

育
を

行
う

事
業

③
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
事

業
所

内
保

育
施

設
に

お
い

て
、

病
中

・
病

後
の

児
童

を
保

育
す

る
事

業
。

（
４

）
対

象
児

童
本

事
業

の
対

象
と

な
る

児
童

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、

地
域

の
児

童
の

み
な

ら
ず

、
事

業
所

内
保

育
施

設
を

利
用

し
て

い
る

児
童

（
当

該
事

業
所

の
労

働
者

の
子

）
に

つ
い

て
も

、
本

事
業

の
対

象
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
（

財
）

２
１

世
紀

職
業

財
団

福
祉

関
係

業
務

規
程

（
平

成
７

年
１

０
、

月
１

日
規

程
第

１
号

）
第

３
章

の
規

定
に

よ
る

育
児

・
介

護
雇

用
安

定
等

助
成

金
（

両
立

支
援

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

助
成

金
）

支
給

要
領

（
平

成
９

年
４

月
１

日
要

領
第

３
号

）
に

基
づ

く
事

業
所

内
託

児
施

設
設

置
・

運
営

コ
ー

ス
で

整
備

し
た

施
設

で
あ

っ
て

、
現

に
運

営
費

を
受

給
し

て
い

る
場

合
に

は
、

事
業

所
内

保
育

施
設

を
利

用
し

て
い

る
児

童
（

当
該

事
業

所
の

労
働

者
の

子
）

に
つ

い
て

は
、

本
事

業
の

対
象

外
と

す
る

。
①

法
第

２
４

条
の

規
定

に
よ

る
保

育
の

実
施

の
対

象
と

な
る

就
学

前
児

童
で

あ
っ

て
、

別
添

２
「

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
」

を
実

施
す

る
保

育
所

が
近

隣
に

な
い

等
の

理
由

に
よ

り
、

休
日

に
お

け
る

保
育

所
の

利
用

が
困

難
な

児
童

②
法

第
２

４
条

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
の

対
象

と
な

る
就

学
前

児
童

で
あ

っ
て

、
別

添
２

「
休

日
・

夜
間

保
育

事
業

」
を

実
施

す
る

保
育

所
が

近
隣

に
な

い
等

の
理

由
に

よ
り

、
認

可
保

育
所

の
閉

所
後

（
時

間
外

）
に

お
い

て
保

育
所

の
利

用
が

困
難

な
児

童
③

就
学

前
児

童
で

あ
っ

て
、

別
添

３
「

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

」
を

実
施

す
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る
施

設
が

近
隣

に
な

い
等

の
理

由
に

よ
り

、
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
の

利
用

が
困

難
な

児
童

（
５

）
実

施
要

件
①

休
日

保
育

事
業

・
時

間
外

保
育

事
業

ア
低

基
準

第
３

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
対

象
児

童
の

年
齢

及
び

人
数

に
応

じ
て

、
本

事
業

を
担

当
す

る
保

育
士

を
配

置
す

る
こ

と
。

イ
保

育
室

等
の

面
積

は
、

低
基

準
第

３
２

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
対

象
児

童
の

人
数

に
応

じ
て

、
必

要
と

な
る

面
積

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
ウ

地
域

の
児

童
を

３
名

以
上

受
け

入
れ

る
と

と
も

に
、

当
該

事
業

所
の

労
働

者
の

子
と

合
わ

せ
て

利
用

児
童

数
が

１
０

名
以

上
と

す
る

こ
と

。
エ

認
可

保
育

所
と

同
等

の
開

所
日

数
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

②
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
ア

事
業

を
担

当
す

る
看

護
師

、
准

看
護

師
、

保
健

師
又

は
助

産
師

（
以

下
、

「
看

護
師

等
」

と
い

う
）

を
１

名
以

上
配

置
す

る
こ

と
と

し
、

預
か

る
人

。
数

は
、

看
護

師
等

１
名

に
対

し
て

児
童

２
名

程
度

と
す

る
こ

と
。

イ
医

務
室

、
余

裕
ス

ペ
ー

ス
等

で
衛

生
的

に
配

慮
さ

れ
て

お
り

、
対

象
児

童
の

安
静

が
確

保
で

き
る

場
所

を
確

保
す

る
こ

と
。

ウ
認

可
保

育
所

と
同

等
の

開
所

日
数

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
（

６
）

事
業

の
実

施
手

続
①

市
町

村
の

長
及

び
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

施
設

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
施

設
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
（

７
）

費
用

①
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
ア

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
イ

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

②
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
の

一
部

を
保

護
者

負
担

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
別

添
２

）

特
定

保
育

事
業

実
施

要
綱

１
事

業
の

目
的

パ
ー

ト
タ

イ
ム

勤
務

や
育

児
短

時
間

勤
務

等
、

保
護

者
の

就
労

形
態

が
多

様
化

し
て

い
る

中
で

、
働

き
方

に
応

じ
た

保
育

の
実

施
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

保
育

需
要

に
対

応
す

る
た

め
保

育
所

に
お

い
て

児
童

を
一

定
程

度
１

、
（

か
月

当
た

り
概

ね
６

４
時

間
以

上
）

継
続

的
に

保
育

す
る

こ
と

で
、

安
心

し
て

子
育

て
が

で
き

る
環

境
を

整
備

し
、

も
っ

て
児

童
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

２
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

又
は

保
育

所
を

経
営

す
る

者
と

す
る

。

３
対

象
児

童
（

）
本

事
業

の
対

象
と

な
る

児
童

は
、
児

童
福

祉
法

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

第
２

４
条

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
の

対
象

と
な

ら
（

以
下

「
法

」
と

い
う

）
。
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な
い

就
学

前
児

童
と

す
る

。
た

だ
し

、
同

居
親

族
等

が
対

象
児

童
を

保
育

で
き

る
場

合
は

、
本

事
業

の
対

象
と

し
な

い
。

４
実

施
要

件
児

童
福

祉
施

設
低

基
準

（
昭

和
２

３
年

厚
生

省
令

第
６

３
号

（
以

下
「

（
１

）
）

第
３

３
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
対

象
児

童
の

年
齢

低
基

準
」

と
い

う
）

。
及

び
人

数
に

応
じ

て
、

本
事

業
を

担
当

す
る

保
育

士
を

配
置

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
年

間
の

平
均

利
用

児
童

数
が

１
名

を
下

回
る

場
合

に
は

、
低

基
準

第
３

３
条

第
２

項
及

び
そ

の
他

の
補

助
金

等
の

職
員

配
置

基
準

を
超

え
た

保
育

士
が

配
置

さ
れ

て
い

れ
ば

、
本

事
業

を
担

当
す

る
保

育
士

が
配

置
さ

れ
て

い
な

く
て

も
差

し
支

え
な

い
。

（
２

）
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
専

用
の

部
屋

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
た

だ
し

、
適

切
な

事
業

実
施

が
可

能
な

場
合

は
、

保
育

所
の

空
き

ス
ペ

ー
ス

の
ほ

か
、

継
続

的
な

使
用

が
確

保
さ

れ
る

公
共

施
設

の
空

き
部

屋
等

に
お

い
て

実
施

す
る

こ
と

も
差

し
支

え
な

い
。

ま
た

、
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
を

利
用

し
て

本
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
お

い
て

も
、

低
基

準
第

３
２

条
第

８
号

の
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

（
３

）
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
で

実
施

す
る

場
合

に
は

、
保

育
士

を
２

名
以

上
配

置
す

る
こ

と
。

（
４

）
低

基
準

第
３

２
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

対
象

児
童

の
人

数
に

応
じ

て
、

必
要

と
な

る
設

備
の

基
準

を
確

保
す

る
こ

と
。

５
留

意
事

項
（

１
）

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
法

第
２

４
条

に
よ

る
保

育
の

実
施

に
支

障
が

な
い

よ
う

職
員

配
置

や
設

備
基

準
に

つ
い

て
十

分
に

留
意

す
る

こ
と

。
（

２
）

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
保

育
所

保
育

指
針

を
参

考
と

す
る

こ
と

。

６
事

業
の

実
施

手
続

（
１

）
市

町
村

の
長

及
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

等
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

を
行

う
こ

と
。

（
２

）
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

等
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。

７
費

用
（

１
）

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

①
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

②
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
（

２
）

本
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

の
一

部
を

保
護

者
負

担
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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（
別

添
）

（
別

添
）

３
２

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
実

施
要

綱
休

日
・

夜
間

保
育

事
業

実
施

要
綱

１
休

日
保

育
事

業
１

休
日

保
育

事
業

（
１

）
略

（
１

）
事

業
の

目
的

保
護

者
の

就
労

形
態

が
多

様
化

し
て

い
る

中
で

日
曜

日
国

民
の

祝
日

等
以

、
、

（
下

「
休

日
等

」
と

い
う

）
に

お
い

て
も

保
育

に
欠

け
る

児
童

に
対

す
る

保
育

の
、

。
実

施
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

保
育

需
要

に
対

応
す

る
た

め
、

休
日

等
に

保
育

所
等

で
児

童
を

保
育

す
る

こ
と

で
、

安
心

し
て

子
育

て
が

で
き

る
環

境
を

整
備

し
、

も
っ

て
児

童
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
（

２
）

実
施

主
体

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

は
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

は
保

育
所

を
経

。
。

市
町

村
が

適
と

す
る

。
営

す
る

者
と

す
る

。
切

と
認

め
た

者
（

３
）

略
（

３
）

対
象

児
童

本
事

業
の

対
象

と
な

る
児

童
は

、
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
（

以
下

「
法

」
と

い
う

）
第

２
４

条
の

規
定

に
基

づ
く

保
育

の
実

施
の

対
象

）
。

と
な

る
就

学
前

児
童

で
あ

っ
て

、
休

日
等

に
お

い
て

も
保

育
に

欠
け

る
児

童
と

す
る

。
（

４
）

実
施

要
件

（
４

）
実

施
要

件
①

休
日

等
を

含
め

て
、

年
間

を
通

じ
て

開
所

す
る

保
育

所
を

指
定

し
て

実
施

①
休

日
等

を
含

め
て

、
年

間
を

通
じ

て
開

所
す

る
保

育
所

を
指

定
し

て
実

施
す

等
す

る
こ

と
。

る
こ

と
。

②
略

②
児

童
福

祉
施

設
低

基
準

（
昭

和
２

３
年

厚
生

省
令

第
６

３
号

（
以

下
「

）
低

基
準

」
と

い
う

）
第

３
３

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

対
象

児
童

の
年

。
齢

及
び

人
数

に
応

じ
て

、
本

事
業

を
担

当
す

る
保

育
士

を
配

置
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

保
育

士
の

数
は

全
体

で
２

名
を

下
回

ら
な

い
こ

と
。

③
略

③
対

象
児

童
に

対
し

て
、

適
宜

、
間

食
又

は
給

食
等

を
提

供
す

る
こ

と
。

又
は

継
続

的
な

使
用

が
確

保
さ

れ
る

低
の

ほ
か

、
継

続
的

な
使

用
が

確
保

さ
れ

る
④

本
事

業
の

実
施

場
所

は
、

保
育

所
④

本
事

業
の

実
施

場
所

は
、

保
育

所
基

準
第

３
２

条
に

定
め

る
設

備
の

基
準

を
満

た
す

施
設

で
あ

っ
て

、
か

つ
、

市
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
に

お
い

て
実

施
す

る
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

。
町

村
が

運
営

費
を

公
費

助
成

し
て

い
る

施
設

と
す

る
こ

と
（

保
護

者
負

担
（

利
た

だ
し

、
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
を

利
用

し
て

本
事

業
を

実
施

す
る

場
合

。
用

料
）

を
軽

減
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
公

費
助

成
は

含
ま

な
い

。
ま

た
、

特
に

お
い

て
も

、
低

基
準

第
３

２
条

第
８

号
の

基
準

を
満

た
す

こ
と

。
（

５
）

事
業

の
実

施
手

続
定

の
児

童
を

対
象

と
す

る
事

業
所

内
保

育
施

設
等

は
除

く
）

。
（

５
）

略
①

市
町

村
の

長
（

指
定

都
市

及
び

中
核

市
の

市
長

を
除

く
。

以
下

同
じ

）
及

。
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

等
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

す
る

こ
と

。
②

こ
の

実
施

要
綱

の
要

件
に

適
合

す
る

保
育

所
等

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

（
６

）
略

（
６

）
費

用
①

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

ア
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

イ
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
②

本
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

の
一

部
を

保
護

者
負

担
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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２
夜

間
保

育
推

進
事

業
２

夜
間

保
育

推
進

事
業

（
１

）
略

（
１

）
事

業
の

目
的

保
護

者
の

就
労

形
態

が
多

様
化

し
て

い
る

中
で

、
夜

間
に

お
い

て
も

保
育

に
欠

け
る

児
童

に
対

す
る

保
育

の
実

施
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

保
育

需
要

に
対

応
す

る
た

め
、

夜
間

保
育

を
実

施
す

る
保

育
所

に
対

し
て

、
運

営
に

係
る

特
別

な
経

費
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り
、

安
心

し
て

子
育

て
が

で
き

る
環

境
を

整
備

し
、

も
っ

て
児

童
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
（

２
）

実
施

主
体

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

又
は

と
す

る
。

実
施

主
体

は
、

市
町

村
又

は
と

す
る

。
市

町
村

が
適

切
と

認
め

た
者

保
育

所
を

経
営

す
る

者
（

３
）

実
施

要
件

（
３

）
実

施
要

件
本

事
業

の
対

象
と

な
る

保
育

所
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

本
事

業
の

対
象

と
な

る
保

育
所

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
等

①
平

成
１

２
年

３
月

３
０

日
児

発
第

２
９

８
号

通
知

「
夜

間
保

育
所

の
設

置
認

①
平

成
１

２
年

３
月

３
０

日
児

発
第

２
９

８
号

通
知

「
夜

間
保

育
所

の
設

置
認

可
等

に
つ

い
て

」
に

基
づ

く
夜

間
保

育
所

可
等

に
つ

い
て

」
に

基
づ

く
夜

間
保

育
所

③
略

②
平

成
１

０
年

４
月

９
日

児
発

第
３

０
２

号
通

知
「

保
育

所
分

園
の

設
置

運
営

に
つ

い
て

」
に

基
づ

く
中

心
保

育
所

が
、

①
の

事
業

を
実

施
し

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
同

通
知

の
５

に
よ

り
分

園
が

中
心

保
育

所
と

開
所

時
間

に
差

を
設

け
て

行
う

夜
間

保
育

事
業

③
継

続
的

な
使

用
が

確
保

さ
れ

る
低

基
準

第
３

２
条

及
び

第
３

３
条

第
２

項
に

定
め

る
基

準
を

満
た

す
施

設
で

あ
っ

て
、

開
所

時
間

・
仮

眠
設

備
等

に
お

い
て

上
記

①
又

②
の

要
件

を
満

た
す

保
育

所
と

同
等

で
あ

る
と

市
町

村
が

認
め

た
施

設
、

か
つ

、
市

町
村

が
運

営
費

を
公

費
助

成
し

て
い

る
施

設
と

す
る

こ
と

。
（

保
護

者
負

担
（

利
用

料
）

を
軽

減
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
公

費
助

成
は

含
ま

な
い

。
ま

た
、

特
定

の
児

童
を

対
象

と
す

る
事

業
所

内
保

育
施

設
等

は
除

く
）

。
（

４
）

略
（

４
）

事
業

の
実

施
手

続
①

市
町

村
の

長
及

び
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

保
育

所
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

を
行

う
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

（
５

）
略

（
５

）
費

用
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
①

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
②

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業
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（
別

添
）

（
別

添
）

４
３

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

要
綱

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

要
綱

１
（

略
）

１
事

業
の

目
的

保
護

者
が

就
労

し
て

い
る

場
合

等
に

お
い

て
、

子
ど

も
が

病
気

の
際

に
自

宅
で

の
保

育
が

困
難

な
場

合
が

あ
る

。
こ

う
し

た
保

育
需

要
に

対
応

す
る

た
め

、
病

院
・

保
育

所
等

に
お

い
て

病
気

の
児

童
を

一
時

的
に

保
育

す
る

ほ
か

、
保

育
中

に
体

調
不

良
と

な
っ

た
児

童
へ

の
緊

急
対

応
等

を
行

う
こ

と
で

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

を
整

備
し

、
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

２
（

略
）

２
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

は
市

町
村

が
適

切
。

３
（

略
）

と
認

め
た

者
と

す
る

。

３
事

業
類

型
本

事
業

の
対

象
と

な
る

事
業

類
型

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
（

１
）

病
児

対
応

型
児

童
が

病
気

の
「

回
復

期
に

至
ら

な
い

場
合

」
で

あ
り

、
か

つ
、

当
面

の
症

状
の

急
変

が
認

め
ら

れ
な

い
場

合
に

お
い

て
、

当
該

児
童

を
病

院
・

診
療

所
、

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

ス
ペ

ー
ス

で
一

時
的

に
保

育
す

る
事

業
。

（
２

）
病

後
児

対
応

型
児

童
が

病
気

の
「

回
復

期
」

で
あ

り
、

か
つ

、
集

団
保

育
が

困
難

な
期

間
に

お
い

て
、

当
該

児
童

を
病

院
・

診
療

所
、

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

ス
ペ

ー
ス

で
一

時
的

に
保

育
す

る
事

業
。

（
３

）
体

調
不

良
児

対
応

型
「

」
、

児
童

が
保

育
中

に
微

熱
を

出
す

な
ど

体
調

不
良

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

安
心

か
つ

安
全

な
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

で
、

保
育

所
に

お
け

る
緊

急
的

な
対

応
を

図
る

事
業

及
び

保
育

所
に

通
所

す
る

児
童

に
対

し
て

保
健

的
な

対
応

等
を

図
る

事
業

４
（

略
）

４
対

象
児

童
本

事
業

の
対

象
と

な
る

児
童

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
（

１
）

病
児

対
応

型
当

面
症

状
の

急
変

は
認

め
ら

れ
な

い
が

、
病

気
の

回
復

期
に

至
っ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
集

団
保

育
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

保
護

者
の

勤
務

等
の

都
合

に
よ

り
家

庭
で

保
育

を
行

う
こ

と
が

困
難

な
児

童
で

あ
っ

て
、

市
町

村
が

必
要

と
認

め
た

小
学

校
３

年
生

ま
で

の
児

童
（

以
下

「
病

児
」

と
い

う
）

。
（

２
）

病
後

児
対

応
型

病
気

の
回

復
期

で
あ

り
、

か
つ

、
集

団
保

育
が

困
難

で
、

か
つ

、
保

護
者

の
勤

務
等

の
都

合
に

よ
り

家
庭

で
保

育
を

行
う

こ
と

が
困

難
な

児
童

で
あ

っ
て

、
市

町
村

が
必

要
と

認
め

た
小

学
校

３
年

生
ま

で
の

児
童

（
以

下
「

病
後

児
」

と
い

う
）

。
（

３
）

体
調

不
良

児
対

応
型

事
業

実
施

保
育

所
に

通
所

し
て

お
り

、
保

育
中

に
微

熱
を

出
す

な
ど

体
調

不
良

と
な

っ
た

児
童

で
あ

っ
て

、
保

護
者

が
迎

え
に

来
る

ま
で

の
間

、
緊

急
的

な
対

応
を

必
要

と
す

る
児

童
（

以
下

「
体

調
不

良
児

」
と

い
う

）
。

-386-



５
実

施
要

件
５

実
施

要
件

（
１

）
病

児
対

応
型

（
１

）
病

児
対

応
型

①
病

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

、
准

看
護

師
、

保
健

師
又

は
助

産
師

（
以

①
病

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

、
准

看
護

師
、

保
健

師
又

は
助

産
師

（
以

下
「

看
護

師
等

」
と

い
う

）
を

１
名

以
下

「
看

護
師

等
」

と
い

う
）

を
１

名
以

上
配

置
す

る
と

と
も

に
、

病
児

が
安

。
。

利
用

児
童

お
お

む
ね

１
０

人
に

つ
き

上
配

置
す

る
と

と
も

に
病

児
が

安
心

し
て

過
ご

せ
る

環
境

を
整

え
る

た
め

に
心

し
て

過
ご

せ
る

環
境

を
整

え
る

た
め

に
、

利
用

定
員

４
人

以
上

の
施

設
に

あ
、

、
保

育
士

を
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
っ

て
は

保
育

士
を

２
名

以
上

、
利

用
定

員
２

名
以

上
の

施
設

に
あ

っ
て

は
保

育
利

用
児

童
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
士

を
１

名
以

上
、

配
置

す
る

こ
と

。
④

略
②

本
事

業
の

実
施

場
所

は
、

病
院

・
診

療
所

、
保

育
所

等
に

付
設

さ
れ

た
専

用
、

（
）

（
）

ス
ペ

ー
ス

又
は

本
事

業
の

た
め

の
専

用
施

設
で

あ
っ

て
次

の
ア

～
ウ

の
基

準
を

満
た

し
、

市
町

村
が

適
当

と
認

め
た

も
の

と
す

る
。

（
ア

）
保

育
室

及
び

児
童

の
静

養
又

は
隔

離
の

機
能

を
持

つ
観

察
室

又
は

安
静

室
を

有
す

る
こ

と
。

（
イ

）
調

理
室

を
有

す
る

こ
と

。
な

お
、

病
児

保
育

専
用

の
調

理
室

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
が

、
本

体
施

設
等

の
調

理
室

と
兼

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

。
（

ウ
）

事
故

防
止

及
び

衛
生

面
に

配
慮

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

児
童

の
養

育
に

適
し

た
場

所
と

す
る

こ
と

。
⑤

略
③

集
団

保
育

が
困

難
で

あ
り

、
か

つ
、

保
護

者
が

家
庭

で
保

育
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
期

間
内

で
対

象
児

童
の

受
け

入
れ

を
行

う
こ

と
。

（
２

）
病

後
児

対
応

型
（

２
）

病
後

児
対

応
型

①
病

後
児

の
看

護
を

担
当

す
る

看
護

師
等

を
①

病
後

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

等
を

１
名

以
上

配
置

す
る

と
と

も
に

、
利

用
児

童
お

お
む

ね
１

０
人

に
つ

１
名

以
上

配
置

す
る

と
と

も
に

、
病

後
児

が
安

心
し

て
過

ご
せ

る
環

境
を

整
病

後
児

が
安

心
し

て
過

ご
せ

る
環

境
を

整
え

る
た

め
に

、
利

用
定

員
４

人
以

上
き え

る
た

め
に

、
保

育
士

を
名

以
上

配
置

す
の

施
設

に
あ

っ
て

は
保

育
士

を
２

名
以

上
、

利
用

定
員

２
名

以
上

の
施

設
に

あ
利

用
児

童
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
る

こ
と

。
っ

て
は

保
育

士
を

１
名

以
上

、
配

置
す

る
こ

と
。

②
略

②
本

事
業

の
実

施
場

所
は

、
病

院
・

診
療

所
、

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

、
（

）
（

）
ス

ペ
ー

ス
又

は
本

事
業

の
た

め
の

専
用

施
設

で
あ

っ
て

次
の

ア
～

ウ
の

基
準

を
満

た
し

、
市

町
村

が
適

当
と

認
め

た
も

の
と

す
る

。
（

ア
）

保
育

室
及

び
児

童
の

静
養

又
は

隔
離

の
機

能
を

持
つ

観
察

室
又

は
安

静
室

を
有

す
る

こ
と

。
（

イ
）

調
理

室
を

有
す

る
こ

と
。

な
お

、
病

後
児

保
育

専
用

の
調

理
室

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
が

、
本

体
施

設
等

の
調

理
室

と
兼

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

。
（

ウ
）

事
故

防
止

及
び

衛
生

面
に

配
慮

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

児
童

の
養

育
に

適
し

た
場

所
と

す
る

こ
と

。
③

略
③

集
団

保
育

が
困

難
で

あ
り

、
か

つ
、

保
護

者
が

家
庭

で
保

育
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
期

間
内

で
対

象
児

童
の

受
け

入
れ

を
行

う
こ

と
。

（
３

）
略

（
３

）
体

調
不

良
児

対
応

型
①

体
調

不
良

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

等
を

１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
②

預
か

る
体

調
不

良
児

の
人

数
は

、
看

護
師

等
１

名
に

対
し

て
２

名
程

度
と

す
る

こ
と

。
③

本
事

業
の

実
施

場
所

は
、

保
育

所
の

医
務

室
、

余
裕

ス
ペ

ー
ス

等
で

、
衛

生
面

に
配

慮
さ

れ
て

お
り

、
対

象
児

童
の

安
静

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
所

と
す

る
こ

と
。

④
本

事
業

を
担

当
す

る
看

護
師

等
は

、
実

施
保

育
所

に
お

け
る

児
童

全
体

の
健

康
管

理
・

衛
生

管
理

等
の

保
健

的
な

対
応

を
日

常
的

に
行

う
こ

と
。

⑤
本

事
業

を
担

当
す

る
看

護
師

等
は

、
地

域
の

子
育

て
家

庭
や

妊
産

婦
等

に
対

す
る

相
談

支
援

を
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

て
定

期
的

に
実

施
す

る
こ

と
。
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６
実

施
方

法
６

実
施

方
法

（
１

）
略

（
１

）
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

に
つ

い
て

は
、

対
象

児
童

を
か

か
り

つ
け

医
に

受
診

さ
せ

た
後

、
保

護
者

と
協

議
の

う
え

、
受

け
入

れ
の

決
定

を
行

う
こ

と
。

（
２

）
医

療
機

関
で

な
い

施
設

が
病

児
対

応
型

を
実

施
す

る
場

合
は

、
保

護
者

が
児

童
（

２
）

医
療

機
関

で
な

い
施

設
が

病
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

は
、

保
護

者
が

児
童

の
症

状
、

処
方

内
容

等
を

記
載

し
た

連
絡

票
（

別
紙

様
式

例
。

児
童

を
診

察
し

の
症

状
、

処
方

内
容

等
を

記
載

し
た

連
絡

票
（

別
紙

様
式

例
。

児
童

を
診

察
し

２
３

た
医

師
が

入
院

の
必

要
性

は
な

い
旨

を
署

名
し

た
も

の
）

に
よ

り
、

症
状

を
確

た
医

師
が

入
院

の
必

要
性

は
な

い
旨

を
署

名
し

た
も

の
）

に
よ

り
、

症
状

を
確

。
。

認
し

、
受

け
入

れ
の

決
定

を
行

う
こ

と
。

認
し

、
受

け
入

れ
の

決
定

を
行

う
こ

と
。

（
３

）
略

（
３

）
保

育
所

に
登

所
す

る
前

か
ら

の
体

調
不

良
児

に
つ

い
て

は
、

体
調

不
良

児
対

応
型

の
事

業
を

実
施

す
る

保
育

所
を

利
用

す
る

も
の

で
な

く
、

地
域

の
病

児
対

応
型 、

又
は

病
後

児
対

応
型

の
事

業
を

実
施

す
る

施
設

を
優

先
的

に
利

用
す

る
こ

と
と

し
児

童
の

症
状

に
応

じ
た

適
切

な
利

用
が

行
わ

れ
る

よ
う

、
地

域
に

お
け

る
連

携
体

制
の

確
保

に
努

め
る

こ
と

。

７
（

略
）

７
留

意
事

項
（

１
）

医
療

機
関

と
の

連
携

等
、

（
「

」
①

市
町

村
長

は
都

道
府

県
医

師
会

・
郡

市
医

師
会

等
以

下
地

方
医

師
会

と
い

う
）

に
対

し
、

本
事

業
へ

の
協

力
要

請
を

行
う

と
と

も
に

、
実

施
施

設
。

に
対

し
医

療
機

関
と

の
連

携
体

制
を

十
分

に
整

え
る

よ
う

指
導

す
る

こ
と

。
②

本
事

業
を

実
施

す
る

施
設

は
、

緊
急

時
に

児
童

を
受

け
入

れ
て

も
ら

う
た

め
の

医
療

機
関

（
以

下
「

協
力

医
療

機
関

」
と

い
う

）
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

、
。

事
業

運
営

へ
の

理
解

を
求

め
る

と
と

も
に

、
協

力
関

係
を

構
築

す
る

こ
と

。
③

医
療

機
関

で
な

い
施

設
が

病
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

は
、

児
童

の
病

態
の

変
化

に
的

確
に

対
応

し
、

感
染

の
防

止
を

徹
底

す
る

た
め

、
日

常
の

医
療

面
で

の
指

導
、

助
言

を
行

う
医

師
（

以
下

「
指

導
医

」
と

い
う

）
を

あ
ら

か
じ

。
め

選
定

す
る

こ
と

。
④

病
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

指
導

医
又

は
協

力
医

療
機

関
（

併
設

す
る

医
療

機
関

の
医

師
を

含
む

）
と

の
関

係
に

お
い

て
、

緊
急

時
の

。
対

応
に

つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
取

り
決

め
を

行
う

こ
と

。
⑤

本
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
指

導
医

・
嘱

託
医

と
相

談
の

う
え

、
一

定
の

目
安

（
対

応
可

能
な

症
例

、
開

所
時

間
等

）
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
保

護
者

に
対

し
て

周
知

し
、

理
解

を
得

る
こ

と
。

（
２

）
感

染
の

防
止

①
体

温
の

管
理

等
そ

の
他

健
康

状
態

を
適

切
に

把
握

す
る

と
と

も
に

、
複

数
の

児
童

を
受

け
入

れ
る

場
合

は
、

他
児

へ
の

感
染

に
配

慮
す

る
こ

と
。

②
手

洗
い

等
の

設
備

を
設

置
し

、
衛

生
面

へ
の

十
分

な
配

慮
を

施
す

こ
と

で
、

他
児

及
び

職
員

へ
の

感
染

を
防

止
す

る
こ

と
。

③
体

調
不

良
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

他
の

健
康

な
児

童
が

感
染

し
な

い
よ

う
、

事
業

実
施

場
所

と
保

育
室

・
遊

戯
室

等
の

間
に

間
仕

切
り

等
を

設
け

る
こ

と
で

、
職

員
及

び
他

児
の

往
来

を
制

限
す

る
こ

と
。

、
、

④
児

童
の

受
け

入
れ

に
際

し
て

は
予

防
接

種
の

状
況

を
確

認
す

る
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

て
予

防
接

種
す

る
よ

う
助

言
す

る
こ

と
。

８
（

略
）

８
事

業
の

実
施

手
続

（
１

）
市

町
村

の
長

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
を

除
く

）
及

び
特

別
区

の
長

。
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

等
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

す
る

こ
と

。
（

２
）

こ
の

実
施

要
綱

の
要

件
に

適
合

す
る

保
育

所
等

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。
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９
（

略
）

９
費

用
（

１
）

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

①
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

②
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
（

２
）

本
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

の
一

部
を

保
護

者
負

担
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

１
０

経
過

措
置

（
１

）
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
従

前
の

職
員

配
置

に
よ

り
実

施
し

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。
（

２
）

従
来

の
派

遣
型

一
時

保
育

及
び

施
設

型
（

Ｃ
型

）
の

実
施

施
設

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
従

前
の

例
に

よ
り

実
施

し
て

差
し

支
え

な
い

も
の

と
す

る
。
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（
別

添
）

（
別

添
）

５
４

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

業
実

施
要

綱
待

機
児

童
解

消
促

進
等

事
業

実
施

要
綱

１
送

迎
保

育
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
試

行
事

業
１

送
迎

保
育

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

試
行

事
業

（
１

）
略

（
１

）
事

業
の

目
的

居
住

地
と

保
育

所
が

離
れ

て
い

る
又

は
保

育
所

の
開

所
時

間
が

保
護

者
の

ニ
ー

ズ
に

合
わ

な
い

と
い

っ
た

理
由

に
よ

り
、

保
育

所
の

利
用

が
困

難
と

な
る

場
合

が
あ

る
。

こ
う

し
た

課
題

に
対

応
す

る
た

め
、

駅
前

等
利

便
性

の
高

い
場

所
に

設
置

し
た

施
設

（
以

下
「

送
迎

保
育

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

」
と

い
う

）
に

お
い

て
、

保
育

所
が

。
開

所
す

る
ま

で
の

間
、

児
童

を
保

育
す

る
と

と
も

に
、

送
迎

保
育

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

郊
外

の
複

数
の

保
育

所
へ

児
童

を
送

迎
す

る
こ

と
で

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

を
整

備
し

、
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
２

）
略

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
。

本
事

業
を

保
育

所
を

経
営

す
る

者
に

委
託

で
き

る
も

の
と

す
る

。
（

３
）

略
（

３
）

対
象

児
童

本
事

業
の

対
象

と
な

る
児

童
は

、
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
（

以
下

「
法

」
と

い
う

）
第

２
４

条
の

規
定

に
基

づ
く

保
育

の
実

施
の

対
象

）
。

と
な

る
就

学
前

児
童

で
あ

っ
て

、
居

住
地

と
保

育
所

が
離

れ
て

い
る

又
は

保
育

所
の

開
所

時
間

が
保

護
者

の
ニ

ー
ズ

に
合

わ
な

い
と

い
っ

た
理

由
に

よ
り

、
送

迎
保

育
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
に

よ
る

送
迎

が
必

要
な

児
童

と
す

る
。

（
４

）
実

施
要

件
（

４
）

実
施

要
件

、
、

。
①

略
①

対
象

児
童

は
本

事
業

の
利

用
に

際
し

事
前

に
市

町
村

に
登

録
す

る
こ

と
ま

た
、

一
施

設
あ

た
り

の
登

録
児

童
数

は
概

ね
２

０
人

以
上

と
す

る
こ

と
。

②
略

②
事

業
を

担
当

す
る

保
育

士
を

配
置

す
る

こ
と

。
送

迎
保

育
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
で

の
保

育
の

際
は

保
育

士
２

人
以

上
、

バ
ス

で
送

迎
す

る
際

は
保

育
士

１
人

以
上

（
運

転
手

を
除

く
）

を
そ

れ
ぞ

れ
配

置
す

る
こ

と
。

。
③

略
③

送
迎

保
育

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
開

所
時

間
は

、
朝

夕
の

送
迎

に
要

す
る

時
間

を
含

め
て

１
日

４
時

間
を

原
則

と
し

、
そ

の
地

域
に

お
け

る
対

象
児

童
の

保
護

者
の

労
働

時
間

、
送

迎
先

の
保

育
所

等
の

開
所

時
間

及
び

送
迎

に
要

す
る

時
間

等
を

考
慮

し
て

、
市

町
村

の
長

が
定

め
る

こ
と

。
④

略
④

本
事

業
の

実
施

場
所

は
、

保
育

所
の

ほ
か

、
継

続
的

な
使

用
が

確
保

さ
れ

る
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
に

お
い

て
実

施
す

る
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
公

共
施

設
の

空
き

部
屋

等
を

利
用

し
て

本
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
お

い
て

も
、

児
童

福
祉

施
設

低
基

準
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

６
３

号
（

以
下

「
低

基
準

」
と

い
う

）
第

３
２

条
第

８
号

の
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

。
⑤

略
⑤

対
象

児
童

の
送

迎
を

行
う

場
合

に
は

、
幼

児
用

補
助

装
置

（
い

わ
ゆ

る
「

チ
ャ

イ
ル

ド
シ

ー
ト

）
を

使
用

す
る

こ
と

。
ま

た
、

送
迎

経
路

の
設

定
に

当
た

」
っ

て
は

、
児

童
の

心
身

に
与

え
る

影
響

を
十

分
に

考
慮

す
る

こ
と

。
⑥

略
⑥

子
ど

も
の

生
活

状
況

、
健

康
状

態
、

事
故

の
発

生
な

ど
に

つ
い

て
、

送
迎

保
育

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
保

護
者

、
保

育
所

の
三

者
間

で
密

接
な

連
絡

が
取

れ
る

体
制

を
整

え
て

お
く

こ
と

。
平

成
２

０
年

厚
生

労
平

成
１

１
年

１
０

月
⑦

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
保

育
所

保
育

指
針

（
⑦

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
保

育
所

保
育

指
針

（ ）
。

働
省

告
示

第
１

４
１

号
２

９
日

児
発

第
７

９
９

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
を

参
考

と
す

る
こ

と
。

を
参

考
と

す
る

こ
と

⑧
略

⑧
自

家
用

車
で

送
迎

を
行

う
場

合
で

あ
っ

て
、

保
護

者
か

ら
運

行
に

必
要

な
経
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費
の

一
部

又
は

全
部

を
徴

収
す

る
と

き
は

、
道

路
運

送
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
３

号
）

第
８

０
条

第
１

項
の

有
償

運
送

の
許

可
が

必
要

で
あ

る
こ

と
。

⑦
略

⑨
本

事
業

に
支

障
の

な
い

範
囲

で
、

保
育

所
又

は
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
閉

所
後

に
当

該
施

設
の

利
用

児
童

を
、

バ
ス

で
送

迎
保

育
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
夜

間
受

け
入

れ
が

可
能

な
保

育
所

に
送

る
事

業
を

併
せ

て
実

施
で

き
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

閉
所

後
の

利
用

児
童

に
つ

い
て

は
、

小
学

校
３

年
生

ま
で

の
児

童
を

対
象

と
す

る
。

（
５

）
略

（
５

）
事

業
の

実
施

手
続

①
市

町
村

の
長

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
を

除
く

。
以

下
同

じ
）

及
。

び
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

保
育

所
等

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

等
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
（

６
）

略
（

６
）

費
用

①
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
ア

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
イ

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

②
本

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
の

一
部

を
保

護
者

負
担

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

③
本

事
業

に
つ

い
て

は
、

対
象

経
費

に
建

物
の

賃
借

料
（

敷
金

を
除

く
）

を
。

含
む

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

２
家

庭
的

保
育

事
業

２
家

庭
的

保
育

事
業

（
１

）
家

庭
的

保
育

（
１

）
家

庭
的

保
育

①
略

①
事

業
の

目
的

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

安
心

し
て

子
ど

も
を

保
育

所
に

預
け

、
働

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
待

機
児

童
の

解
消

が
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

。 こ
う

し
た

課
題

に
対

応
す

る
た

め
、

保
育

所
か

ら
技

術
的

な
支

援
を

受
け

な
が

ら
、

保
育

士
又

は
看

護
師

の
資

格
を

有
す

る
者

（
以

下
「

家
庭

的
保

育
者

」
と

い
う

）
の

居
宅

等
に

お
い

て
少

人
数

の
児

童
の

保
育

（
以

下
「

家
庭

的
保

。
育

」
と

い
う

）
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
供

給
を

増
や

し
、

。
も

っ
て

待
機

児
童

の
解

消
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
②

実
施

主
体

②
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

と
す

る
。

た
だ

し
、

家
庭

的
保

育
者

又
は

保
育

所
実

施
主

体
は

、
市

町
村

と
す

る
。

た
だ

し
、

家
庭

的
保

育
者

又
は

保
育

所
を

若
経

営
す

る
者

に
委

託
す

る
も

の
と

す
る

。
し

く
は

低
基

準
第

３
２

条
か

ら
第

３
６

条
ま

で
に

規
定

す
る

基
準

を
満

た
す

を
経

営
認

可
外

保
育

施
設

（
以

下
本

事
業

に
お

い
て

「
保

育
所

等
」

と
い

う
）

。
す

る
者

に
委

託
す

る
も

の
と

す
る

。
③

事
業

類
型

③
事

業
類

型
本

事
業

の
対

象
と

な
る

事
業

類
型

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
本

事
業

の
対

象
と

な
る

事
業

類
型

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
ア

個
人

実
施

型
保

育
ア

個
人

実
施

型
保

育
家

庭
的

保
育

者
が

、
育

児
・

保
育

に
関

す
る

技
術

的
な

支
援

等
を

行
う

保
家

庭
的

保
育

者
が

、
育

児
・

保
育

に
関

す
る

技
術

的
な

支
援

等
を

行
う

保
育

所
（

以
下

「
連

携
保

育
所

」
と

い
う

）
の

支
援

を
受

け
な

が
ら

、
必

要
育

所
（

以
下

「
連

携
保

育
所

」
と

い
う

）
の

支
援

を
受

け
な

が
ら

、
必

要
等

。
。

に
応

じ
育

児
・

保
育

に
関

す
る

技
術

的
な

支
援

等
を

行
う

者
（

以
下

「
家

庭
に

応
じ

育
児

・
保

育
に

関
す

る
技

術
的

な
支

援
等

を
行

う
者

（
以

下
「

家
庭

的
保

育
支

援
者

と
い

う
の

支
援

を
受

け
３

歳
未

満
の

児
童

以
下

低
的

保
育

支
援

者
」

と
い

う
）

の
支

援
を

受
け

、
３

歳
未

満
の

児
童

（
以

下
」

。
）

、
（

「
。

年
齢

児
」

と
い

う
）

を
保

育
す

る
事

業
「

低
年

齢
児

」
と

い
う

）
を

保
育

す
る

事
業

。
。

イ
保

育
所

実
施

型
保

育
イ

保
育

所
実

施
型

保
育
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家
庭

的
保

育
者

が
、

当
該

家
庭

的
保

育
者

を
雇

用
す

る
保

育
所

（
以

下
家

庭
的

保
育

者
が

当
該

家
庭

的
保

育
者

を
雇

用
す

る
保

育
所

以
下

実
等

、
（

「
「

実
施

保
育

所
」

と
い

う
）

の
支

援
を

受
け

な
が

ら
、

必
要

に
応

じ
家

庭
施

保
育

所
」

と
い

う
）

の
支

援
を

受
け

な
が

ら
、

必
要

に
応

じ
家

庭
的

保
。

。
的

保
育

支
援

者
の

支
援

を
受

け
、

就
学

前
児

童
を

保
育

す
る

事
業

育
支

援
者

の
支

援
を

受
け

、
就

学
前

児
童

を
保

育
す

る
事

業
④

略
④

対
象

児
童

本
事

業
の

対
象

と
な

る
児

童
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ア
個

人
実

施
型

保
育

の
対

象
児

童
は

、
法

第
２

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
保

育
の

実
施

の
対

象
と

な
る

低
年

齢
児

と
す

る
。

た
だ

し
、

家
庭

的
保

育
者

又
は

家
庭

的
保

育
者

を
補

助
す

る
者

（
以

下
「

補
助

者
」

と
い

う
）

と
三

親
等

。
以

内
の

親
族

関
係

に
あ

る
児

童
を

除
く

。
な

お
、

現
に

本
事

業
に

お
い

て
保

育
さ

れ
て

い
る

児
童

が
年

度
途

中
に

３
歳

に
達

し
た

場
合

は
、

当
該

年
度

末
ま

で
対

象
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
イ

保
育

所
実

施
型

保
育

の
対

象
児

童
は

、
法

第
２

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
保

育
の

実
施

の
対

象
と

な
る

就
学

前
児

童
と

す
る

。
た

だ
し

、
家

庭
的

保
育

者
又

は
補

助
者

と
三

親
等

以
内

の
親

族
関

係
に

あ
る

児
童

を
除

く
。

⑤
実

施
要

件
⑤

実
施

要
件

ア
略

ア
本

事
業

の
実

施
場

所
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ａ
家

庭
的

保
育

者
の

居
宅

又
は

賃
貸

ア
パ

ー
ト

等
、

事
業

を
実

施
す

る
の

に
適

切
と

市
町

村
が

認
め

た
場

所
と

す
る

こ
と

。
ｂ

児
童

を
保

育
す

る
た

め
の

専
用

の
部

屋
を

確
保

す
る

こ
と

。
ｃ

児
童

を
保

育
す

る
た

め
の

専
用

の
部

屋
の

床
面

積
は

、
９

．
９

平
方

メ
、

。
ー

ト
ル

以
上

と
し

採
光

及
び

換
気

に
つ

い
て

良
好

な
状

況
に

あ
る

こ
と

た
だ

し
、

３
人

を
超

え
て

児
童

を
保

育
す

る
場

合
は

、
３

人
を

超
え

る
児

童
１

人
に

つ
き

、
床

面
積

３
．

３
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
を

加
算

す
る

こ
と

。
ｄ

衛
生

的
な

調
理

設
備

を
有

す
る

こ
と

。
ｅ

家
庭

的
保

育
者

の
居

宅
の

敷
地

内
に

児
童

の
遊

戯
等

に
適

す
る

広
さ

の
庭

を
有

す
る

か
、

又
は

付
近

に
こ

れ
に

代
わ

る
公

園
、

広
場

、
寺

社
境

内
等

の
開

か
れ

た
空

間
が

あ
る

こ
と

。
イ

略
イ

家
庭

的
保

育
者

等
の

資
格

要
件

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ａ
家

庭
的

保
育

者
は

、
保

育
士

又
は

看
護

師
の

資
格

を
有

す
る

こ
と

。
ｂ

家
庭

的
保

育
者

自
身

に
、

養
育

す
る

就
学

前
児

童
が

い
な

い
又

は
介

護
を

必
要

と
す

る
同

居
親

族
等

が
い

な
い

こ
と

。
ｃ

補
助

者
に

つ
い

て
は

、
乳

幼
児

の
養

育
に

熱
意

の
あ

る
者

で
あ

っ
て

、
連

携
保

育
所

、
実

施
保

育
所

又
は

市
町

村
が

実
施

す
る

研
修

を
受

講
し

た
者

と
す

る
こ

と
。

ウ
家

庭
的

保
育

支
援

者
の

資
格

要
件

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ウ
家

庭
的

保
育

支
援

者
の

資
格

要
件

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ａ
保

育
士

又
は

看
護

師
の

資
格

を
有

す
る

こ
と

。
ａ

保
育

士
又

は
看

護
師

の
資

格
を

有
す

る
こ

と
。

ｂ
保

育
所

家
庭

的
保

育
事

業
に

お
け

る
保

育
の

経
験

を
ｂ

保
育

所
家

庭
的

保
育

事
業

に
お

け
る

保
育

の
経

験
を

１
０

年
以

上
若

し
く

は
通

算
し

又
は

１
０

年
以

上
有

す
る

こ
と

又
は

保
育

所
に

お
い

て
主

任
保

育
士

の
経

験
有

す
る

こ
と

又
は

保
育

所
に

お
い

て
主

任
保

育
士

の
経

験
を

有
す

る
こ

て
、

を
有

す
る

こ
と

。
と

。
ｃ

家
庭

的
保

育
者

が
休

暇
等

を
取

得
す

る
こ

と
に

よ
り

保
育

を
一

時
的

に
ｃ

家
庭

的
保

育
者

が
休

暇
等

を
取

得
す

る
こ

と
に

よ
り

保
育

を
一

時
的

に 、
休

止
す

る
場

合
に

家
庭

的
保

育
者

に
代

わ
り

児
童

の
保

育
を

行
う

休
止

す
る

場
合

に
家

庭
的

保
育

者
に

代
わ

り
児

童
の

保
育

を
行

う
、

こ
と

た
め

の
、

ア
の

要
件

を
満

た
す

居
宅

又
は

賃
貸

ア
パ

ー
ト

等
、

家
ア

の
要

件
を

満
た

す
居

宅
又

は
賃

貸
ア

パ
ー

ト
等

、
家

庭
的

保
育

を
実

施
が

で
き

る
よ

う
庭

的
保

育
を

実
施

す
る

た
め

に
適

切
と

市
町

村
が

認
め

た
場

所
す

る
た

め
に

適
切

と
市

町
村

が
認

め
た

場
所

を
す

る
こ

と
。

（
家

庭
的

有
を

す
る

こ
と

。
保

育
者

が
事

業
を

実
施

す
る

場
所

を
含

む
）

確
保

。
エ

個
人

実
施

型
保

育
の

実
施

要
件

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

エ
個

人
実

施
型

保
育

の
実

施
要

件
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
ａ

本
事

業
を

実
施

す
る

市
町

村
内

に
お

い
て

、
保

育
所

入
所

を
待

機
し

て
い

る
低

年
齢

児
が

い
る

こ
と

。
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本
事

業
を

実
施

す
る

市
町

村
内

に
お

い
て

、
０

歳
児

保
育

を
行

う
保

育
本

事
業

を
実

施
す

る
市

町
村

内
に

お
い

て
、

０
歳

児
保

育
を

行
う

保
育

ａ
ｂ

所
が

あ
る

こ
と

。
所

が
あ

る
こ

と
。

等 保
育

す
る

児
童

の
人

数
は

３
人

以
下

と
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

補
助

者
保

育
す

る
児

童
の

人
数

は
３

人
以

下
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
補

助
者

ｂ
ｃ

を
雇

用
し

て
２

人
で

保
育

す
る

場
合

は
、

保
育

す
る

児
童

の
人

数
は

５
人

を
雇

用
し

て
２

人
で

保
育

す
る

場
合

は
、

保
育

す
る

児
童

の
人

数
は

５
人

以
下

と
す

る
こ

と
。

以
下

と
す

る
こ

と
。

補
助

者
は

、
家

庭
的

保
育

者
の

指
示

を
受

け
て

保
育

に
従

事
す

る
こ

と
補

助
者

は
、

家
庭

的
保

育
者

の
指

示
を

受
け

て
保

育
に

従
事

す
る

こ
と

ｃ
ｄ

と
し

、
３

人
を

超
え

る
児

童
を

保
育

す
る

時
間

帯
は

常
時

配
置

さ
れ

て
い

と
し

、
３

人
を

超
え

る
児

童
を

保
育

す
る

時
間

帯
は

常
時

配
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

る
こ

と
。

家
庭

的
保

育
者

は
、

市
町

村
と

委
託

契
約

を
締

結
し

た
連

携
保

育
所

か
家

庭
的

保
育

者
は

、
市

町
村

と
委

託
契

約
を

締
結

し
た

連
携

保
育

所
か

ｄ
ｅ

ら
育

児
・

保
育

に
関

す
る

技
術

的
な

支
援

を
受

け
る

こ
と

。
ら

育
児

・
保

育
に

関
す

る
技

術
的

な
支

援
を

受
け

る
こ

と
。

家
庭

的
保

育
支

援
者

に
つ

い
て

は
、

専
任

の
者

を
、

原
則

と
し

て
連

携
家

庭
的

保
育

支
援

者
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

者
を

、
原

則
と

し
て

連
携

ｅ
ｆ

保
育

所
に

配
置

す
る

こ
と

。
保

育
所

に
配

置
す

る
こ

と
。

家
庭

的
保

育
支

援
者

の
配

置
に

つ
い

て
は

、
家

庭
的

保
育

者
人

か
ら

家
庭

的
保

育
支

援
者

の
配

置
に

つ
い

て
は

、
家

庭
的

保
育

者
人

か
ら

ｆ
３

ｇ
６

１
５

人
に

対
し

１
人

の
配

置
を

標
準

と
す

る
こ

と
。

１
５

人
に

対
し

１
人

の
配

置
を

標
準

と
す

る
こ

と
。

賠
償

責
任

保
険

に
加

入
す

る
こ

と
。

賠
償

責
任

保
険

に
加

入
す

る
こ

と
。

ｇ
ｈ

オ
略

オ
保

育
所

実
施

型
保

育
の

実
施

要
件

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ａ
保

育
す

る
児

童
の

人
数

は
３

人
以

下
と

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
補

助
者

を
雇

用
し

て
２

人
で

保
育

す
る

場
合

は
、

保
育

す
る

児
童

の
人

数
は

５
人

以
下

と
す

る
こ

と
。

ｂ
補

助
者

は
、

家
庭

的
保

育
者

の
指

示
を

受
け

て
保

育
に

従
事

す
る

こ
と

と
し

、
３

人
を

超
え

る
児

童
を

保
育

す
る

時
間

帯
は

常
時

配
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

ｃ
家

庭
的

保
育

支
援

者
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

者
を

、
原

則
と

し
て

実
施

保
育

所
に

配
置

す
る

こ
と

。
ｄ

家
庭

的
保

育
支

援
者

の
配

置
に

つ
い

て
は

、
家

庭
的

保
育

者
人

か
ら

６
１

５
人

に
対

し
１

人
の

配
置

を
標

準
と

す
る

こ
と

。
ｅ

賠
償

責
任

保
険

に
加

入
す

る
こ

と
。

⑥
連

携
保

育
所

及
び

実
施

保
育

所
の

役
割

⑥
連

携
保

育
所

及
び

実
施

保
育

所
の

役
割

連
携

保
育

所
及

び
実

施
保

育
所

は
、

次
の

支
援

又
は

業
務

を
行

う
も

の
と

す
連

携
保

育
所

及
び

実
施

保
育

所
は

、
次

の
支

援
又

は
業

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

る
。

ア
略

ア
児

童
の

育
児

・
保

育
に

関
す

る
相

談
・

指
導

に
つ

い
て

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

と
と

も
に

、
児

童
福

祉
施

策
に

つ
い

て
知

識
を

有
し

て
い

る
保

育
士

等
（

以
下

「
担

当
者

」
と

い
う

）
を

配
置

し
、

緊
急

時
に

お
い

て
も

相
談

。
・

連
絡

を
受

け
る

体
制

を
整

備
す

る
な

ど
家

庭
的

保
育

者
を

支
援

す
る

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

ま
た

、
担

当
者

は
各

種
研

修
等

に
積

極
的

に
参

加
し

、
相

談
・

指
導

技
術

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
。

な
お

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
を

配
置

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

担
当

者
を

配
置

し
な

い
こ

と
も

で
き

る
が

、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

家
庭

的
保

育
者

及
び

家
庭

的
保

育
支

援
者

へ
の

支
援

が
で

き
る

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

イ
略

イ
家

庭
的

保
育

の
申

込
み

を
代

行
す

る
と

と
も

に
、

市
町

村
に

よ
り

保
育

に
欠

け
る

認
定

を
受

け
た

児
童

の
保

護
者

に
対

し
て

、
家

庭
的

保
育

者
の

斡
旋

又
は

紹
介

を
行

う
こ

と
。

ウ
児

童
の

保
育

上
支

障
の

な
い

範
囲

で
、

家
庭

的
保

育
者

に
代

わ
り

、
延

長
ウ

児
童

の
保

育
上

支
障

の
な

い
範

囲
で

、
家

庭
的

保
育

者
に

代
わ

り
、

延
長

保
育

を
実

施
で

き
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

場
合

は
、

必
要

に
応

じ
て

担
当

者
保

育
を

実
施

で
き

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

て
担

当
者

が
保

育
所

ま
で

利
用

児
童

の
送

迎
を

行
う

こ
と

。
が

保
育

所
ま

で
利

用
児

童
の

送
迎

を
行

う
こ

と
。

連
携

又
は

実
施

保
育

所
な

お
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

を
配

置
し

て
い

る
場

合
は

、
家

庭
的

保
育

支
な

お
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

を
配

置
し

て
い

る
場

合
は

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
が

送
迎

を
行

う
こ

と
も

で
き

る
こ

と
。

援
者

が
送

迎
を

行
う

こ
と

も
で

き
る

こ
と

。
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エ
略

エ
家

庭
的

保
育

の
実

施
場

所
を

訪
問

等
す

る
こ

と
に

よ
り

、
保

育
の

状
況

把
握

に
努

め
る

と
と

も
に

、
家

庭
的

保
育

者
の

相
談

に
応

じ
、

必
要

な
指

導
・

援
助

を
行

う
こ

と
。

オ
略

オ
保

育
す

る
児

童
の

日
々

の
状

況
を

確
認

し
、

児
童

の
状

態
に

応
じ

た
適

切
な

保
育

が
行

わ
れ

る
よ

う
、

保
育

内
容

の
計

画
・

管
理

に
努

め
る

こ
と

。
カ

略
カ

家
庭

的
保

育
者

の
資

質
の

向
上

等
を

図
る

た
め

の
集

合
研

修
、

Ｏ
Ｊ

Ｔ
等

を
行

う
こ

と
。

キ
家

庭
的

保
育

者
が

保
育

す
る

児
童

を
定

期
的

に
保

育
所

キ
家

庭
的

保
育

者
が

保
育

す
る

児
童

を
定

期
的

に
保

育
所

に
招

い
た

り
、

児
連

携
又

は
実

施
保

に
招

い
た

り
、

児
童

の
健

康
診

断
を

保
育

所
の

童
の

健
康

診
断

を
保

育
所

の
入

所
児

童
と

共
に

行
う

な
ど

の
連

携
を

図
る

と
育

所
連

携
又

は
実

施
保

育
所

入
所

児
童

と
共

に
行

う
な

ど
の

連
携

を
図

る
と

と
も

に
、

家
庭

的
保

育
者

に
と

も
に

、
家

庭
的

保
育

者
に

対
し

、
保

育
所

や
地

域
の

行
事

に
関

す
る

情
報

対
し

、
保

育
所

や
地

域
の

行
事

に
関

す
る

情
報

を
提

を
提

供
し

、
当

該
行

事
に

参
加

す
る

よ
う

勧
め

る
こ

と
。

連
携

又
は

実
施

保
育

所
供

し
、

当
該

行
事

に
参

加
す

る
よ

う
勧

め
る

こ
と

。
ク

略
ク

家
庭

的
保

育
者

が
休

暇
等

を
取

得
す

る
こ

と
に

よ
り

、
家

庭
的

保
育

を
一

時
的

に
休

止
す

る
場

合
は

、
当

該
家

庭
的

保
育

者
に

代
わ

っ
て

児
童

の
保

育
を

行
う

こ
と

。
ケ

略
ケ

家
庭

的
保

育
者

及
び

補
助

者
へ

の
支

援
に

当
た

っ
て

は
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

と
十

分
に

連
携

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
へ

の
支

援
も

行
う

こ
と

。
⑦

略
⑦

家
庭

的
保

育
支

援
者

の
役

割
家

庭
的

保
育

支
援

者
は

、
主

に
⑥

の
イ

、
エ

、
オ

及
び

ク
の

支
援

を
行

う
も

の
と

し
、

そ
の

際
は

円
滑

な
事

業
実

施
が

図
れ

る
よ

う
連

携
保

育
所

又
は

実
施

保
育

所
と

十
分

に
連

携
す

る
こ

と
。

な
お

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
は

、
各

種
研

修
等

に
積

極
的

に
参

加
し

、
相

談
・

指
導

を
行

う
た

め
に

必
要

な
知

識
の

向
上

、
技

術
の

習
得

に
努

め
る

こ
と

。
⑧

略
⑧

留
意

事
項

ア
本

事
業

に
従

事
す

る
者

（
家

庭
的

保
育

者
、

補
助

者
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

、
担

当
者

等
）

は
、

業
務

を
行

う
に

当
た

っ
て

知
り

得
た

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
業

務
遂

行
以

外
に

用
い

て
は

な
ら

な
い

こ
と

。
イ

家
庭

的
保

育
者

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
、

連
携

保
育

所
及

び
実

施
保

育
所

が
保

護
者

と
の

間
で

金
銭

の
接

受
が

あ
っ

た
場

合
は

、
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

と
と

も
に

、
必

要
な

帳
簿

を
整

備
す

る
こ

と
。

、
。

ウ
本

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
保

育
所

保
育

指
針

を
参

考
と

す
る

こ
と

エ
個

人
実

施
型

保
育

に
あ

っ
て

は
、

家
庭

的
保

育
者

と
連

携
保

育
所

が
一

体
的

に
事

業
を

実
施

す
る

も
の

で
あ

る
か

ら
、

単
に

家
庭

的
保

育
者

の
居

宅
に 。

お
い

て
少

人
数

の
児

童
を

保
育

す
る

の
み

の
事

業
は

対
象

と
な

ら
な

い
こ

と
オ

母
子

家
庭

の
母

が
家

庭
的

保
育

者
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
、

そ
の

積
極

的
な

活
用

に
努

め
る

こ
と

。
カ

利
用

者
か

ら
の

苦
情

等
に

関
す

る
相

談
窓

口
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
連

絡
先

に
つ

い
て

周
知

す
る

こ
と

。
キ

事
故

防
止

の
た

め
の

対
応

策
を

事
前

に
定

め
る

と
と

も
に

、
家

庭
的

保
育

の
状

況
に

懸
念

さ
れ

る
点

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
状

況
報

告
の

徴
収

や
実

地
指

導
を

行
う

な
ど

重
点

的
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

（
２

）
家

庭
的

保
育

者
等

研
修

①
事

業
の

目
的

家
庭

的
保

育
者

の
孤

立
化

の
防

止
、

家
庭

的
保

育
者

及
び

家
庭

的
保

育
支

援
者

の
交

流
や

資
質

向
上

等
の

た
め

市
町

村
が

研
修

連
絡

会
議

等
以

下
研

、
、

（
「

修
等

」
と

い
う

）
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

家
庭

的
保

育
事

業
の

円
滑

な
実

施
。

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
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②
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

と
す

る
。

③
対

象
者

本
事

業
の

対
象

と
な

る
者

は
、

家
庭

的
保

育
者

及
び

家
庭

的
保

育
支

援
者

と
す

る
。

④
実

施
要

件
ア

本
事

業
の

実
施

に
当

た
り

、
以

下
の

よ
う

な
研

修
等

を
実

施
す

る
こ

と
。

ａ
市

町
村

、
家

庭
的

保
育

者
又

は
家

庭
的

保
育

支
援

者
が

講
師

、
指

導
者

等
を

招
い

て
定

期
的

に
実

施
す

る
講

習
、

研
修

ｂ
家

庭
的

保
育

者
又

は
家

庭
的

保
育

支
援

者
が

自
主

的
に

課
題

等
を

設
定

し
て

随
時

又
は

定
期

的
に

実
施

す
る

情
報

連
絡

会
議

イ
研

修
等

は
、

年
間

６
回

以
上

開
催

す
る

こ
と

。
ウ

研
修

等
の

当
日

は
、

連
携

保
育

所
又

は
実

施
保

育
所

に
お

け
る

保
育

の
実

施
や

家
庭

的
保

育
支

援
者

に
よ

る
家

庭
的

保
育

の
実

施
等

と
い

っ
た

代
替

措
置

を
と

る
よ

う
市

町
村

、
連

携
保

育
所

、
実

施
保

育
所

等
は

調
整

す
る

も
の

と
し

、
で

き
る

限
り

利
用

者
へ

支
障

の
な

い
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。

エ
家

庭
的

保
育

者
が

研
修

等
に

参
加

す
る

こ
と

よ
り

、
当

日
の

家
庭

的
保

育
、

、
を

休
止

す
る

こ
と

又
は

普
段

と
異

な
る

家
庭

的
保

育
者

が
保

育
す

る
こ

と
あ

る
い

は
普

段
と

異
な

る
場

所
等

に
お

い
て

家
庭

的
保

育
を

実
施

す
る

こ
と

等
に

つ
い

て
、

事
前

に
保

護
者

に
連

絡
の

上
、

了
解

を
得

る
こ

と
。

（
３

）
事

業
の

実
施

手
続

①
市

町
村

の
長

及
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

等
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

す
る

こ
と

。
②

こ
の

実
施

要
綱

の
要

件
に

適
合

す
る

保
育

所
等

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

（
４

）
費

用
①

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

ア
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

イ
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
②

（
１

）
の

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
の

一
部

を
保

護
者

負
担

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
認

可
化

移
行

促
進

事
業

３
認

可
化

移
行

促
進

事
業

（
１

）
略

（
１

）
事

業
の

目
的

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

安
心

し
て

子
ど

も
を

保
育

所
に

預
け

、
働

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
待

機
児

童
の

解
消

が
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
こ

う
し

た
課

題
に

対
応

す
る

た
め

、
認

可
外

保
育

施
設

に
対

し
て

認
可

保
育

所
へ

移
行

す
る

た
め

に
必

要
な

支
援

・
指

導
を

行
い

、
認

可
保

育
所

へ
移

行
で

き
る

よ
う

支
援

す
る

こ
と

で
、

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
供

給
を

増
や

し
、

も
っ

て
待

機
児

童
の

解
消

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
２

）
略

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

と
す

る
。

た
だ

し
、

本
事

業
を

保
育

所
を

経
営

す
る

者
に

委
託

で
き

る
も

の
と

す
る

。
（

３
）

実
施

要
件

（
３

）
実

施
要

件
①

略
①

市
町

村
は

、
本

事
業

の
実

施
に

際
し

、
地

域
の

保
育

資
源

と
し

て
認

可
保

育
所

に
移

行
す

べ
き

認
可

外
保

育
施

設
を

認
定

し
、

都
道

府
県

知
事

と
十

分
に

協
議

の
う

え
、

当
該

認
可

外
保

育
施

設
と

共
に

認
可

化
移

行
計

画
を

策
定

す
る

こ
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と
。

②
本

事
業

の
対

象
と

な
る

認
可

外
保

育
施

設
は

、
市

町
村

が
地

域
の

保
育

資
源

②
本

事
業

の
対

象
と

な
る

認
可

外
保

育
施

設
は

、
市

町
村

が
地

域
の

保
育

資
源

と
し

て
認

可
保

育
所

に
移

行
す

べ
き

と
認

定
し

た
施

設
で

あ
っ

て
、

次
の

要
件

と
し

て
認

可
保

育
所

に
移

行
す

べ
き

と
認

定
し

た
施

設
で

あ
っ

て
、

次
の

要
件

を
す

べ
て

満
た

す
施

設
と

す
る

。
を

す
べ

て
満

た
す

施
設

と
す

る
。

ア
法

第
２

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
保

育
の

実
施

の
対

象
と

な
る

就
学

前
児

童
ア

法
第

２
４

条
の

規
定

に
基

づ
く

保
育

の
実

施
の

対
象

と
な

る
就

学
前

児
童

が
多

く
存

在
す

る
地

域
に

所
在

し
て

い
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

が
多

く
存

在
す

る
地

域
に

所
在

し
て

い
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

イ
認

可
保

育
所

へ
の

移
行

に
つ

い
て

、
意

欲
の

あ
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

イ
認

可
保

育
所

へ
の

移
行

に
つ

い
て

、
意

欲
の

あ
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

ウ
設

備
基

準
や

職
員

配
置

基
準

に
つ

い
て

、
低

基
準

に
定

め
る

保
育

所
の

ウ
設

備
基

準
や

職
員

配
置

基
準

に
つ

い
て

、
低

基
準

に
定

め
る

保
育

所
の

基
準

を
概

ね
満

た
し

て
お

り
、

都
道

府
県

等
が

実
施

す
る

立
入

調
査

に
お

い
基

準
を

概
ね

満
た

し
て

お
り

、
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
立

入
調

査
に

お
い

て
指

摘
事

項
が

な
い

な
ど

、
運

営
や

保
育

内
容

に
つ

い
て

一
定

の
水

準
を

確
て

指
摘

事
項

が
な

い
な

ど
、

運
営

や
保

育
内

容
に

つ
い

て
一

定
の

水
準

を
確

保
し

て
い

る
施

設
で

あ
る

こ
と

。
保

し
て

い
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

エ
本

事
業

及
び

本
通

知
の

別
添

「
保

育
環

境
改

善
等

事
業

実
施

要
綱

」
に

エ
本

事
業

及
び

本
通

知
の

別
添

「
保

育
環

境
改

善
等

事
業

実
施

要
綱

」
に

６
５

（
「

」
（

「
」

基
づ

く
認

可
化

移
行

環
境

改
善

事
業

以
下

認
可

化
移

行
環

境
改

善
事

業
基

づ
く

認
可

化
移

行
環

境
改

善
事

業
以

下
認

可
化

移
行

環
境

改
善

事
業

と
い

う
）

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
認

可
保

育
所

へ
の

移
行

が
可

能
な

施
と

い
う

）
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
が

可
能

な
施

。
。

設
で

あ
る

こ
と

。
設

で
あ

る
こ

と
。

オ
市

町
村

が
策

定
す

る
認

可
化

移
行

計
画

に
協

力
的

な
施

設
で

あ
る

こ
と

。
オ

市
町

村
が

策
定

す
る

認
可

化
移

行
計

画
に

協
力

的
な

施
設

で
あ

る
こ

と
。

②
略

③
認

可
保

育
所

へ
の

移
行

に
必

要
な

支
援

・
指

導
と

は
、

次
に

掲
げ

る
内

容
を

い
う

。
ア

保
育

の
内

容
に

つ
い

て
の

支
援

・
指

導
・

確
認

保
育

所
保

育
指

針
の

理
解

な
ど

、
保

育
士

に
よ

る
保

育
の

内
容

に
つ

い
て

の
助

言
指

導
イ

施
設

運
営

に
つ

い
て

の
支

援
・

指
導

・
確

認
専

門
家

に
よ

る
帳

簿
の

管
理

、
人

事
管

理
、

会
計

処
理

等
に

つ
い

て
の

助
言

指
導

ウ
児

童
の

健
康

管
理

に
つ

い
て

の
支

援
・

指
導

・
確

認
健

康
診

断
の

実
施

に
関

す
る

助
言

指
導

や
保

健
師

等
に

よ
る

相
談

指
導

の
実

施
エ

献
立

表
の

作
成

や
食

事
内

容
に

つ
い

て
の

支
援

・
指

導
・

確
認

栄
養

士
に

よ
る

栄
養

所
要

量
を

踏
ま

え
た

献
立

表
や

食
事

内
容

に
つ

い
て

の
助

言
指

導
オ

関
係

法
令

遵
守

の
た

め
の

支
援

・
指

導
・

確
認

用
途

変
更

手
続

き
が

必
要

な
場

合
の

専
門

家
の

助
言

指
導

や
耐

震
診

断
の

実
施

カ
そ

の
他

認
可

保
育

所
へ

移
行

す
る

た
め

に
必

要
な

支
援

・
指

導
・

確
認

④
略

④
市

町
村

は
、

次
の

事
項

を
定

め
た

認
可

化
移

行
計

画
を

策
定

す
る

も
の

と
す

る
。

ア
目

標
年

次
イ

認
可

さ
れ

る
た

め
に

取
り

組
む

べ
き

課
題

ウ
イ

の
課

題
に

対
す

る
毎

年
度

の
具

体
的

な
活

動
計

画
エ

認
可

保
育

所
へ

移
行

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

及
び

そ
の

活
用

方
法

③
略

⑤
留

意
事

項
ア

認
可

化
移

行
計

画
の

期
間

は
長

３
年

と
し

、
認

可
化

移
行

計
画

の
期

間
が

年
度

を
ま

た
が

る
場

合
に

は
、

前
年

度
の

活
動

計
画

の
達

成
状

況
及

び
本

事
業

に
か

か
る

経
費

の
活

用
実

績
を

検
証

す
る

こ
と

。
ま

た
、

前
年

度
の

活
動

計
画

の
達

成
が

著
し

く
遅

れ
て

お
り

、
事

業
実

施
主

体
で

あ
る

市
町

村
が

、
次

年
度

以
降

に
継

続
し

て
本

事
業

を
実

施
し

て
も

認
可

保
育

所
に

移
行

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

、
ま

た
は

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
事

業
の

継
続

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

速
や
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か
に

本
事

業
を

中
止

す
る

こ
と

。 、
、

イ
認

可
化

移
行

計
画

に
基

づ
き

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
を

図
る

た
め

に
は

年
度

ご
と

の
活

動
計

画
が

着
実

に
達

成
さ

れ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

た
め

、
前

年
度

の
活

動
状

況
に

対
す

る
分

析
を

行
い

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

。
ウ

本
事

業
は

、
認

可
化

移
行

計
画

に
基

づ
き

、
市

町
村

が
雇

い
上

げ
た

保
育

士
に

よ
る

保
育

内
容

等
に

つ
い

て
の

助
言

指
導

の
ほ

か
、

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
に

必
要

な
諸

準
備

の
た

め
の

支
援

・
指

導
を

行
う

も
の

で
あ

る
が

、
本

事
業

を
実

施
す

る
の

に
適

当
と

認
め

た
認

可
保

育
所

に
委

託
す

る
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

。
エ

本
事

業
は

、
認

可
化

移
行

環
境

改
善

事
業

と
併

せ
て

実
施

で
き

る
も

の
と

す
る

。
（

５
）

略
（

５
）

事
業

の
実

施
手

続
①

市
町

村
の

長
及

び
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

保
育

所
等

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
認

可
外

保
育

施
設

等
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
（

６
）

略
（

６
）

費
用

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

①
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

②
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
（

７
）

略
（

７
）

補
助

金
の

返
還

本
事

業
終

了
時

に
お

い
て

、
認

可
外

保
育

施
設

が
認

可
保

育
所

へ
移

行
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、
実

施
主

体
の

責
め

に
帰

す
べ

き
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
国

庫
補

助
金

を
返

還
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

４
保

育
所

分
園

推
進

事
業

４
保

育
所

分
園

推
進

事
業

（
１

）
事

業
の

目
的

（
１

）
事

業
の

目
的

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

安
心

し
て

子
ど

も
を

保
育

所
に

預
け

、
働

く
こ

と
が

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

安
心

し
て

子
ど

も
を

保
育

所
に

預
け

、
働

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
待

機
児

童
の

解
消

が
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

待
機

児
童

の
解

消
が

喫
緊

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

こ
う

し
た

課
題

に
対

応
す

る
た

め
、

定
員

規
模

が
３

０
人

未
満

で
あ

る
保

育
所

こ
う

し
た

課
題

に
対

応
す

る
た

め
、

定
員

規
模

が
３

０
人

未
満

で
あ

る
保

育
所

や
保

育
所

以
外

の
利

便
性

の
高

い
場

所
で

一
時

保
育

、
分

園
を

設
置

す
る

保
育

所
に

対
し

て
、

運
営

に
係

る
特

別
な

経
費

を
助

成
す

る
こ

分
園

を
設

置
す

る
保

育
所

と
に

よ
り

、
保

育
所

分
園

等
の

設
置

促
進

を
図

り
、

も
っ

て
待

機
児

童
の

解
消

を
に

対
し

て
、

運
営

に
係

る
特

別
な

経
費

を
助

成
す

る
特

定
保

育
を

実
施

す
る

施
設

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
こ

と
に

よ
り

、
保

育
所

分
園

等
の

設
置

促
進

を
図

り
、

も
っ

て
待

機
児

童
の

解
消

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
２

）
略

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

又
は

保
育

所
を

経
営

す
る

者
と

す
る

。
（

３
）

実
施

要
件

（
３

）
実

施
要

件
本

事
業

の
対

象
と

な
る

保
育

所
は

、
平

成
１

０
年

４
月

９
日

児
発

第
３

０
２

号
本

事
業

の
対

象
と

な
る

保
育

所
は

、
と

す
る

。
次

に
掲

げ
る

も
の

通
知

「
保

育
所

分
園

の
設

置
運

営
に

つ
い

て
」

に
基

づ
く

保
育

所
分

園
と

す
る

。
平

成
１

０
年

４
月

９
日

児
発

第
３

０
２

号
通

知
「

保
育

所
分

園
の

設
置

運
ア
営

に
つ

い
て

」
に

基
づ

く
保

育
所

分
園

イ
保

育
所

以
外

の
場

所
で

次
の

事
業

を
実

施
す

る
施

設
ａ

本
通

知
の

別
添

１
「

一
時

・
特

定
保

育
等

事
業

実
施

要
綱

」
に

基
づ

く
一

時
保

育
促

進
事

業
ｂ

本
通

知
の

別
添

１
「

一
時

・
特

定
保

育
等

事
業

実
施

要
綱

」
に

基
づ

く
特

定
保

育
事

業
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（
４

）
略

（
４

）
事

業
の

実
施

手
続

①
市

町
村

の
長

及
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

（
５

）
略

（
５

）
費

用
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
①

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
②

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

５
（

略
）

５
保

育
所

体
験

特
別

事
業

（
１

）
事

業
の

目
的

ベ
ビ

ー
ホ

テ
ル

等
の

認
可

外
保

育
施

設
を

利
用

す
る

親
子

や
適

切
な

保
育

を
必

要
と

し
て

い
る

親
子

等
に

保
育

所
を

開
放

し
、

定
期

的
な

保
育

所
体

験
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
保

育
所

入
所

児
童

と
の

交
流

、
児

童
の

発
達

状
況

の
確

認
、

保
護

者
へ

の
相

談
・

助
言

を
通

じ
て

、
認

可
外

保
育

施
設

等
を

利
用

す
る

子
育

て
、

。
家

庭
の

支
援

を
行

い
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
（

２
）

実
施

主
体

実
施

主
体

は
、

市
町

村
又

は
保

育
所

を
経

営
す

る
者

と
す

る
。

（
３

）
対

象
者

本
事

業
の

対
象

と
な

る
者

は
、

普
段

認
可

保
育

所
を

利
用

し
て

い
な

い
親

子
を

対
象

と
す

る
も

の
と

す
る

。
（

４
）

実
施

要
件

①
対

象
者

が
利

用
し

や
す

い
日

（
土

日
祝

日
も

可
）

を
選

定
し

て
月

１
回

以
上

実
施

す
る

こ
と

。
②

児
童

の
発

達
状

況
の

観
察

や
保

護
者

か
ら

の
聞

き
取

り
等

に
よ

り
、

対
象

と
な

る
親

子
の

抱
え

る
悩

み
や

問
題

点
を

的
確

に
把

握
す

る
と

と
も

に
、

指
導

の
た

め
の

計
画

を
策

定
の

上
、

必
要

な
支

援
を

行
う

こ
と

。
③

対
象

と
な

る
児

童
に

対
し

て
は

、
集

団
活

動
を

通
じ

た
子

ど
も

同
士

の
関

係
づ

く
り

や
基

本
的

な
生

活
リ

ズ
ム

の
習

得
な

ど
の

効
果

が
期

待
さ

れ
る

計
画

の
策

定
に

配
慮

す
る

こ
と

。
④

対
象

と
な

る
保

護
者

に
対

し
て

は
、

離
乳

食
等

の
調

理
方

法
や

食
事

の
食

べ
さ

せ
方

、
絵

本
の

読
み

聞
か

せ
等

の
遊

び
の

習
得

、
子

ど
も

の
発

す
る

サ
イ

ン
の

理
解

な
ど

と
い

っ
た

効
果

が
期

待
さ

れ
る

計
画

策
定

に
配

慮
す

る
こ

と
。

⑤
本

事
業

は
、

認
可

保
育

所
を

利
用

し
て

い
な

い
親

子
を

対
象

と
す

る
も

の
で

あ
り

、
特

に
ベ

ビ
ー

ホ
テ

ル
を

利
用

し
て

い
る

親
子

や
引

き
こ

も
り

親
子

等
が

本
事

業
に

参
加

し
や

す
い

よ
う

、
積

極
的

に
働

き
か

け
る

こ
と

。
⑥

市
町

村
及

び
本

事
業

を
実

施
す

る
保

育
所

は
、

広
報

誌
等

に
よ

る
広

報
の

ほ
か

、
母

子
健

康
手

帳
の

配
布

や
１

歳
６

か
月

健
診

等
の

機
会

を
と

ら
え

て
周

知
の

徹
底

に
努

め
る

と
と

も
に

、
関

係
機

関
と

の
連

携
に

努
め

る
こ

と
。

（
５

）
留

意
事

項
①

本
事

業
は

、
親

子
の

育
ち

を
計

画
的

に
支

援
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
も

の
で

あ
り

、
単

に
地

域
住

民
に

保
育

所
や

園
庭

を
開

放
す

る
事

業
及

び
入

所
児

童
と

の
交

流
を

行
う

事
業

は
対

象
と

な
ら

な
い

こ
と

。
②

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
を

実
施

す
る

市
町

村
に

あ
っ

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

が
効

果
的

に
連

携
す

る
よ

う
配

慮
す

る
こ

と
。
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（
６

）
事

業
の

実
施

手
続

①
市

町
村

の
長

及
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

（
７

）
費

用
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
①

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
②

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

６
（

略
）

６
認

可
外

保
育

施
設

の
衛

生
・

安
全

対
策

事
業

（
１

）
事

業
の

目
的

認
可

外
保

育
施

設
に

従
事

す
る

職
員

に
対

し
て

健
康

診
断

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
認

可
外

保
育

施
設

に
お

け
る

衛
生

・
安

全
対

策
を

図
り

、
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

と
す

る
。

（
３

）
対

象
者

本
事

業
の

対
象

と
な

る
者

は
、

認
可

外
保

育
施

設
に

勤
務

す
る

保
育

士
及

び
調

理
担

当
職

員
と

す
る

。
（

４
）

実
施

要
件

①
感

染
症

罹
患

の
有

無
を

発
見

す
る

た
め

、
市

町
村

が
受

診
の

必
要

を
認

め
る

検
査

項
目

に
つ

い
て

健
康

診
断

を
行

う
こ

と
。

②
感

染
症

等
に

係
る

健
診

に
つ

い
て

は
、

既
存

の
健

診
制

度
を

活
用

す
る

な
ど

し
て

柔
軟

に
実

施
す

る
こ

と
。

（
５

）
事

業
の

実
施

手
続

①
市

町
村

の
長

及
び

特
別

区
の

長
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。

（
６

）
費

用
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
①

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
②

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業
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（
別

添
）

（
別

添
）

６
５

保
育

環
境

改
善

等
事

業
実

施
要

綱
保

育
環

境
改

善
等

事
業

実
施

要
綱

１
（

略
）

１
事

業
の

目
的

駅
前

等
の

利
便

性
の

高
い

場
所

に
あ

る
既

存
の

建
物

を
活

用
し

て
、

保
育

所
や

保
育

所
分

園
等

を
設

置
す

る
な

ど
保

育
を

実
施

す
る

施
設

の
設

置
を

促
進

し
、

も
っ

て
児

童
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

２
（

略
）

２
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

は
保

育
所

を
経

営
。

す
る

者
と

す
る

。

３
対

象
事

業
３

対
象

事
業

本
事

業
の

対
象

と
な

る
事

業
は

、
次

に
掲

げ
る

「
基

本
改

善
事

業
」

及
び

「
環

境
本

事
業

の
対

象
と

な
る

事
業

は
、

次
に

掲
げ

る
「

基
本

改
善

事
業

」
及

び
「

環
境

改
善

事
業

」
と

す
る

。
改

善
事

業
」

と
す

る
。

（
１

）
基

本
改

善
事

業
（

１
）

基
本

改
善

事
業

既
存

の
施

設
の

改
修

等
に

よ
り

事
業

実
施

施
設

を
新

た
に

設
置

す
る

事
業

で
、

既
存

の
施

設
の

改
修

等
に

よ
り

事
業

実
施

施
設

を
新

た
に

設
置

す
る

事
業

で
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

①
保

育
サ

ー
ビ

ス
提

供
施

設
設

置
促

進
事

業
①

保
育

サ
ー

ビ
ス

提
供

施
設

設
置

促
進

事
業

保
育

の
需

要
が

高
い

地
域

に
お

い
て

、
保

育
所

、
保

育
所

分
園

等
を

実
施

す
保

育
の

需
要

が
高

い
地

域
に

お
い

て
、

保
育

所
、

保
育

所
分

園
等

を
実

施
す

る
施

設
を

設
置

す
る

た
め

、
既

存
施

設
の

改
修

等
を

行
う

事
業

。
る

施
設

を
設

置
す

る
た

め
、

既
存

施
設

の
改

修
等

を
行

う
事

業
。

た
だ

し
、

公
立

の
保

育
所

、
保

育
所

分
園

の
改

修
等

を
行

う
事

業
は

除
く

。
②

略
②

認
可

化
移

行
環

境
改

善
事

業
市

町
村

が
地

域
の

保
育

資
源

と
し

て
認

可
に

移
行

す
べ

き
と

認
定

し
た

認
可

外
保

育
施

設
に

対
し

て
、

認
可

移
行

の
た

め
に

必
要

な
改

修
等

を
行

う
事

業
。

③
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
（

体
調

不
良

児
対

応
型

）
環

境
改

善
事

業
③

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

（
体

調
不

良
児

対
応

型
）

環
境

改
善

事
業

本
通

知
の

別
添

「
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
実

施
要

綱
」

の
３

の
（

３
）

本
通

知
の

別
添

「
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
実

施
要

綱
」

の
３

の
（

３
）

４
３

に
基

づ
く

事
業

（
以

下
「

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

（
体

調
不

良
児

対
応

型
」

に
基

づ
く

事
業

（
以

下
「

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

（
体

調
不

良
児

対
応

型
」

）
）

と
い

う
）

の
実

施
に

必
要

な
保

育
所

の
改

修
等

を
行

う
事

業
。

と
い

う
）

の
実

施
に

必
要

な
保

育
所

の
改

修
等

を
行

う
事

業
。

。
。

（
２

）
略

（
２

）
環

境
改

善
事

業
利

用
者

へ
の

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
等

の
た

め
、

既
存

の
事

業
実

施
施

設
の

改
修

等
を

行
う

事
業

で
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
①

保
育

所
障

害
児

受
入

促
進

事
業

既
存

の
保

育
所

又
は

保
育

所
分

園
に

お
い

て
、

障
害

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
に

必
要

な
改

修
等

を
行

う
事

業
。

②
分

園
推

進
事

業
保

育
所

分
園

の
設

置
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

の
整

備
等

を
行

う
事

業
。

③
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
（

体
調

不
良

児
対

応
型

）
推

進
事

業
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
（

体
調

不
良

児
対

応
型

）
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

の
整

備
等

を
行

う
事

業
。

４
（

略
）

４
対

象
事

業
の

制
限

（
１

）
他

の
国

庫
補

助
を

受
け

る
場

合
は

、
本

事
業

の
対

象
と

し
な

い
こ

と
。

（
２

）
既

存
施

設
の

破
損

や
老

朽
化

に
伴

う
改

修
・

修
繕

は
、

本
事

業
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

。
（

３
）

本
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

は
、

保
育

所
障

害
児

受
入

促
進

事
業

を
除

き
、

１
施
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設
に

つ
き

１
回

限
り

と
す

る
こ

と
。

（
４

）
保

育
サ

ー
ビ

ス
提

供
施

設
設

置
促

進
事

業
に

つ
い

て
、

既
存

施
設

の
改

修
を

伴
わ

な
い

設
備

の
整

備
（

備
品

の
購

入
等

）
の

み
の

場
合

は
、

本
事

業
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

。
（

５
）

保
育

サ
ー

ビ
ス

提
供

施
設

設
置

促
進

事
業

及
び

分
園

推
進

事
業

に
つ

い
て

は
、

当
該

年
度

中
、

又
は

翌
年

度
４

月
１

日
に

開
設

さ
れ

る
施

設
の

み
を

対
象

と
す

る
こ

と
。

（
６

）
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
（

体
調

不
良

児
対

応
型

）
環

境
改

善
事

業
及

び
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
（

体
調

不
良

児
対

応
型

）
推

進
事

業
に

つ
い

て
は

、
当

該
年

度
中

、
又

は
翌

年
度

中
に

事
業

の
実

施
を

予
定

し
て

い
る

保
育

所
を

対
象

と
す

る

こ
と

。
（

７
）

保
育

所
障

害
児

受
入

促
進

事
業

に
つ

い
て

は
、

当
該

年
度

中
、

又
は

翌
年

度
中

に
障

害
児

の
受

入
れ

を
予

定
し

て
い

る
保

育
所

を
対

象
と

す
る

こ
と

。
（

８
）

保
育

サ
ー

ビ
ス

提
供

施
設

設
置

促
進

事
業

に
お

い
て

、
保

育
所

又
は

保
育

所
分

園
を

設
置

す
る

場
合

に
限

り
、

必
要

に
応

じ
て

、
保

育
所

障
害

児
受

入
促

進
事

業
と

併
せ

て
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

５
（

略
）

５
事

業
の

実
施

手
続

（
１

）
市

町
村

の
長

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
を

除
く

。
以

下
同

じ
）

及
び

。
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

保
育

所
等

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

（
２

）
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

等
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。

６
費

用
６

費
用

、
。

、
。

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

（
１

）
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
（

１
）

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
る

事
業

（
２

）
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
（

２
）

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

又
は

助
成

す
る

事
業

７
（

略
）

７
補

助
金

の
返

還
認

可
化

移
行

環
境

改
善

事
業

に
つ

い
て

は
、

事
業

実
施

後
３

年
を

経
て

、
認

可
外

保
育

施
設

が
認

可
保

育
所

へ
移

行
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、
実

施
主

体
の

責
め

に
帰

す
べ

き
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
国

庫
補

助
金

を
返

還
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

別
紙

（
略

）
別

紙
（

略
）
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平
成

２
１

年
度

保
育

対
策

等
促

進
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
新

旧
対

照
表

（
案

）

改
正

後
改

正
前

別
表

別
表

１
区

分
２

基
準

額
３

対
象

経
費

４
補

助
率

区
分

２
基

準
額

３
対

象
経

費
４

補
助

率
1

１
一

時
預

か
り

事
業

一
時

預
か

り
事

業
に

必
要

１
／

３
１

一
時

・
特

定
保

育
等

事
業

一
時

・
特

定
保

育
等

事
業

１
／

３
な

経
費

に
必

要
な

経
費

保
（

１
）

保
育

所
型

及
び

地
域

密
着

型
保

（
１

）
一

時
保

育
促

進
事

業
（

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
に

よ
り

区
分

さ
れ

（
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

に
よ

り
区

分
さ

れ
る

次
に

定
め

る
額

と
す

る
）

る
次

に
定

め
る

額
と

す
る

）
育

育
１

か
所

当
た

り
年

額
１

か
所

当
た

り
年

額
円

円
1,

35
0,

00
0

27
0,

00
0

対
（

人
以

上
人

未
満

）
対

（
人

以
上

人
未

満
）

30
0

90
0

25
30

0

円
円

2,
43

0,
00

0
81

0,
00

0 （
）

策
（

人
以

上
人

未
満

）
策

人
以

上
人

未
満

90
0

1,
50

0
30

0
60

0

円
円

3,
51

0,
00

0
1,

35
0,

00
0 （

）
等

（
人

以
上

人
未

満
）

等
人

以
上

人
未

満
1,

50
0

2,
10

0
60

0
90

0

円
円

4,
59

0,
00

0
1,

89
0,

00
0 （

）
促

（
人

以
上

人
未

満
）

促
人

以
上

人
未

満
2,

10
0

2,
70

0
90

0
1,

20
0

円
円

5,
67

0,
00

0
2,

43
0,

00
0

（
）

進
（

人
以

上
人

未
満

）
進

人
以

上
人

未
満

2,
70

0
3,

30
0

1,
20

0
1,

50
0

円
円

6,
75

0,
00

0
2,

97
0,

00
0

（
）

事
（

人
以

上
人

未
満

）
事

人
以

上
人

未
満

3,
30

0
3,

90
0

1,
50

0
1,

80
0

円
（

人
以

上
）

円
7,

83
0,

00
0

3,
90

0
3,

51
0,

00
0

（
）

業
業

人
以

上
人

未
満

1,
80

0
2,

10
0

※
保

育
所

型
に

お
け

る
経

過
措

置
分

円
円

27
0,

00
0

4,
05

0,
00

0
（

人
以

上
人

未
満

）
人

以
上

人
未

満
)

25
30

0
2,

10
0

2,
40

0
（

（
２

）
地

域
密

着
Ⅱ

型
円

4,
59

0,
00

0
（

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
に

よ
り

区
分

さ
れ

る
人

以
上

人
未

満
)

（
2,

40
0

2,
70

0
次

に
定

め
る

額
と

す
る

）
円

（
人

以
上

）
5,

13
0,

00
0

2,
70

0
１

か
所

当
た

り
年

額
円

1,
21

5,
00

0 （
人

以
上

人
未

満
）

30
0

90
0

　（資料30）
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改
正

後
改

正
前

円
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
2,

18
7,

00
0

6
（

人
以

上
人

未
満

）
の

施
設

に
あ

っ
て

は
、

上
記

単
価

の
そ

れ
90

0
1,

50
0

ぞ
れ

半
額

）
円

3,
15

9,
00

0
（

人
以

上
人

未
満

）
1,

50
0

2,
10

0

円
4,

13
1,

00
0

（
人

以
上

人
未

満
）

2,
10

0
2,

70
0

円
5,

10
3,

00
0

（
人

以
上

人
未

満
）

2,
70

0
3,

30
0

円
6,

07
5,

00
0

（
人

以
上

人
未

満
）

3,
30

0
3,

90
0

円
（

人
以

上
）

7,
04

7,
00

0
3,

90
0

※
（

１
（

２
）

と
も

に
、

１
日

当
た

り
４

）
、

時
間

未
満

の
利

用
児

童
に

つ
い

て
は

２
人

で
１

人
と

算
定

す
る

こ
と

（
２

）
特

定
保

育
事

業
一

時
保

育
促

進
事

業
と

同
じ

※
（

１
（

２
）

と
も

に
、

１
日

当
た

り
４

）
、

時
間

未
満

の
利

用
児

童
に

つ
い

て
は

２
人

で
１

人
と

算
定

す
る

こ
と

（
３

）
在

宅
子

育
て

家
庭

一
時

預
か

り
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

１
か

所
当

た
り

年
額

円
9,

00
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
6

施
設

に
あ

っ
て

は
、

円
）

4,
50

0,
00

0

（
４

）
地

域
保

育
資

源
活

用
事

業
①

休
日

保
育

分

ア
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

円
20

0,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
６

か
月

未
満

の
施

設
に

あ
っ

て
は

、
円

）
10

0,
00

0
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改
正

後
改

正
前

イ
加

算
分

利
用

児
童

１
人

当
た

り
日

額
円

2,
00

0
②

時
間

外
保

育
分

ア
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

円
40

0,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
６

か
月

未
満

の
施

設
に

あ
っ

て
は

、
円

）
20

0,
00

0
イ

加
算

分
利

用
児

童
１

人
当

た
り

日
額

円
2,

00
0

③
病

児
・

病
後

児
保

育
分

ア
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

円
40

0,
00

0
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児
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２
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３
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・
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２
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保

育
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費
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①
認

可
保

育
所

基
本

分
①
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０
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０
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た
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②
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可
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②
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０

人
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０
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を
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を
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③
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０
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２
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①
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所
当
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だ
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期
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が
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、
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②
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、
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後
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児
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①
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①
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児
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２
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0,
00

0
（

人
以

上
人

未
満

）
１

か
所

当
た

り
年

額
円

50
20

0
6,

03
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
施

施
6

円
に

あ
っ

て
は

、
円

）
4,

80
0,

00
0

3,
01

0,
00
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待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

業
に

必
要

な
経

費
業

に
必

要
な

経
費

（
１

）
送

迎
保

育
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
施

行
事

業
（

１
）

送
迎

保
育

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

施
行

事
業

①
事

業
費

①
事

業
費

１
か

所
当

た
り

年
額

円
１

か
所

当
た

り
年

額
円

13
,3

86
,0

00
13

,4
16

,0
00

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

6
6

施
設

に
あ

っ
て

は
、

円
）

施
設

に
あ

っ
て

は
、

円
）

6,
69

3,
00

0
6,

70
8,

00
0

②
賃

借
料

②
賃

借
料

１
か

所
当

た
り

年
額

円
１

か
所

当
た

り
年

額
円

3,
00

0,
00

0
3,

00
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

6
6

施
設

に
あ

っ
て

は
、

円
）

施
設

に
あ

っ
て

は
、

円
）

1,
50

0,
00

0
1,

50
0,

00
0

（
２

）
家

庭
的

保
育

事
業

（
２

）
家

庭
的

保
育

事
業

①
家

庭
的

保
育

者
経

費
①

家
庭

的
保

育
事

業
児

童
１

人
当

た
り

月
額

円
ア

家
庭

的
保

育
者

経
費

53
,4

00
児

童
１

人
当

た
り

月
額

円
54

,3
00

イ
家

庭
的

保
育

支
援

者
経

費
家

庭
的

保
育

支
援

者
１

人
当

た
り

年
額 円

4,
69

8,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
６

か
月

未
満

の
場

合
は

、
円

）
2,

34
9,

00
0

ウ
連

携
保

育
所

経
費

ａ
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

円
60

0,
00

0
ｂ

加
算

分
基

本
分

に
加

え
家

庭
的

保
育

者
１

人
に

つ
き

次
の

年
額

単
価

を
加

算
円

12
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
場

合
6

に
あ

っ
て

は
、

ａ
及

び
ｂ

の
単

価
の

そ
れ

ぞ

れ
半

額
（

千
円

未
満

切
り

捨
て

）
）

②
家

庭
的

保
育

支
援

者
経

費
②

家
庭

的
保

育
者

等
研

修
事

業
ア

家
庭

的
保

育
支

援
者

人
以

上
に

１
か

所
当

た
り

年
額

円
6

25
4,

00
0

対
し

配
置

す
る

場
合

家
庭

的
保

育
支

援
者

１
人

当
た

り
年

額 円
4,

63
1,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場

合
は

、
円

）
2,

31
5,

00
0

イ
家

庭
的

保
育

支
援

者
３

～
５

人
に

対
し

配
置

す
る

場
合

家
庭

的
保

育
支

援
者

１
人

当
た

り
年

額 円
2,

31
5,

00
0
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改
正

後
改

正
前

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場

合
は

、
円

）
1,

15
7,

00
0

③
連

携
保

育
所

経
費

ア
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

円
60

0,
00

0
イ

加
算

分
基

本
分

に
加

え
家

庭
的

保
育

者
１

人
に

つ
き

次
の

年
額

単
価

を
加

算
円

11
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
場

合
6

に
あ

っ
て

は
、

ａ
及

び
ｂ

の
単

価
の

そ
れ

ぞ

れ
半

額
（

千
円

未
満

切
り

捨
て

）
）

（
３

）
認

可
化

移
行

促
進

事
業

（
３

）
認

可
化

移
行

促
進

事
業

１
か

所
当

た
り

年
額

円
１

か
所

当
た

り
年

額
円

2,
00

0,
00

0
2,

00
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
、

円
）

場
合

は
、

円
）

1,
00

0,
00

0
1,

00
0,

00
0

（
４

）
保

育
所

分
園

推
進

事
業

（
４

）
保

育
所

分
園

推
進

事
業

１
か

所
当

た
り

年
額

円
①

保
育

所
分

園
1,

20
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

１
か

所
当

た
り

年
額

円
1,

20
0,

00
0

場
合

は
、

円
）

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

60
0,

00
0

場
合

は
、

円
）

60
0,

00
0

②
一

時
・

特
定

保
育

実
施

施
設

ｄ
１

か
所

当
た

り
年

額
円

60
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
、

円
）

30
0,

00
0

（
５

）
保

育
所

体
験

特
別

事
業

（
５

）
保

育
所

体
験

特
別

事
業

１
事

業
当

た
り

年
額

円
１

事
業

当
た

り
年

額
円

93
7,

00
0

1,
00

0,
00

0

（
６

）
認

可
外

保
育

施
設

の
衛

生
・

安
全

対
策

（
６

）
認

可
外

保
育

施
設

の
衛

生
・

安
全

対
策

事
業

事
業

１
市

町
村

当
た

り
年

額
円

１
市

町
村

当
た

り
年

額
円

32
2,

00
0

58
4,

00
0

５
保

育
環

境
改

善
等

事
業

保
育

環
境

改
善

等
事

業
に

５
保

育
環

境
改

善
等

事
業

保
育

環
境

改
善

等
事

業
に

必
要

な
経

費
必

要
な

経
費

（
１

）
基

本
改

善
事

業
（

１
）

基
本

改
善

事
業

１
事

業
当

た
り

円
１

事
業

当
た

り
円

7,
00

0,
00

0
7,

00
0,

00
0

（
２

）
環

境
改

善
事

業
（

２
）

環
境

改
善

事
業

１
事

業
当

た
り

円
１

事
業

当
た

り
円

1,
00

0,
00

0
1,

00
0,

00
0
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［母子保健課関係］

-413-



-414-



母
子

保
健

衛
生

費
等

国
庫

負
担

（
補

助
）
金

交
付

要
綱

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
（
案

）

新
（
案

）
旧

母
子

保
健

衛
生

費
等

国
庫

負
担

（
補

助
）
金

交
付

要
綱

母
子

保
健

衛
生

費
等

国
庫

負
担

（
補

助
）
金

交
付

要
綱

１
～

２
（

略
）

１
～

２
（

略
）

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

３
３

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

(
４

)
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

（
補

助
金

）
(
４

)
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

（
補

助
金

）

平
成

1
7
年

８
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
母

子
平

成
1
7
年

８
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
母

子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
、

実
施

す
る

次
の

事
業

と
す

る
。

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
、

実
施

す
る

次
の

事
業

と
す

る
。

ア
都

道
府

県
が

行
う

子
ど

も
の

心
の

診
療

拠
点

病
院

機
構

推
進

事
業

ア
都

道
府

県
が

行
う

子
ど

も
の

心
の

診
療

拠
点

病
院

機
構

推
進

事
業

イ
都

道
府

県
、

政
令

市
及

び
特

別
区

が
行

う
療

育
指

導
事

業
イ

都
道

府
県

、
政

令
市

及
び

特
別

区
が

行
う

療
育

指
導

事
業

ウ
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業
ウ

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

エ
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

特
定

不
妊

治
療

費
助

成
事

業
エ

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

オ
（

１
）

都
道

府
県

が
行

う
周

産
期

医
療

対
策

事
業

（
２

）
①

都
道

府
県

が
行

う
総

合
周

産
期

母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

の
運

営
事

業

②
都

道
府

県
知

事
の

要
請

を
受

け
た

病
院

の
開

設
者

が
行

う
総

合
周

産
期

母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

の
運

営
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

オ
都

道
府

県
が

行
う

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

カ
都

道
府

県
が

行
う

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

カ
都

道
府

県
が

行
う

妊
産

婦
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
４

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

（資料31）
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旧
新

（
案

）

(
４

)
３

の
(
４

)
の

事
業

(
４

)
３

の
(
４

)
の

う
ち

、
ア

、
イ

、
ウ

、
エ

、
オ

(
１

)
、

オ
(
２

)
の

①
及

び
カ

の
事

業

ア
別

表
３

の
第

２
欄

に
定

め
る

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

ア
別

表
３

の
第

２
欄

に
定

め
る

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
た

額
と

を
比

較
し

象
経

費
の

実
支

出
額

か
ら

診
療

収
入

額
及

び
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す
る

。
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
（

オ
の

事
業

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
（

カ
の

事
業

に
つ

い
て

は
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
）

を
交

付
額

と
す

る
。

に
つ

い
て

は
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
）

を
交

付
額

と
す

る
。

(
５

)
３

の
(
４

)
の

う
ち

、
オ

(
２

)
の

②
の

事
業

（
削

除
）

ア
別

表
３

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

、
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
か

ら
診

療
収

入
額

及
び

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

施
設

ご
と

に
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す
る

。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

３
分

の
２

を
乗

じ
て

得
た

額
と

、
都

道
府

県
が

補
助

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
を

交
付

額
と

す
る

。

（
交

付
額

の
下

限
）

（
交

付
額

の
下

限
）

５
（

略
）

５
（

略
）

（
養

育
医

療
の

給
付

等
に

要
す

る
費

用
の

徴
収

基
準

額
）

（
養

育
医

療
の

給
付

等
に

要
す

る
費

用
の

徴
収

基
準

額
）

６
母

子
保

健
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

養
育

医
療

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
法

第
2
1
条

の
４

第
１

６
母

子
保

健
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

養
育

医
療

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
法

第
2
1
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

本
人

又
は

扶
養

義
務

者
か

ら
徴

収
す

る
額

の
基

準
額

は
、

当
該

児
童

の
属

す
る

世
帯

項
の

規
定

に
よ

り
、

本
人

又
は

扶
養

義
務

者
か

ら
徴

収
す

る
額

の
基

準
額

は
、

当
該

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
前

年
分

の
所

得
税

額
等

に
応

じ
て

、
月

額
に

よ
っ

て
決

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

徴
収

月
額

は
、

別
表

の
前

年
分

の
所

得
税

額
等

に
応

じ
て

、
月

額
に

よ
っ

て
決

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

徴
収

月
額

は
、

次
の

１
の

徴
収

基
準

額
表

に
定

め
た

徴
収

基
準

月
額

に
よ

り
算

定
し

た
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

児
童

の
措

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
よ

る
徴

収
基

準
額

表
に

定
め

た
徴

収
基

準
月

額
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。
た

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
徴

収
す

る
額

は
、

都
道

府
県

又
は

、
政

令
市

及
び

特
別

区
の

長
の

支
弁

す
だ

し
、

当
該

児
童

の
措

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
徴

収
す

る
額

は
、

都
道

府
県

又
は

、
政

令
市

及
び

特

べ
き

額
又

は
費

用
総

額
か

ら
医

療
保

険
各

法
及

び
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
別

区
の

長
の

支
弁

す
べ

き
額

又
は

費
用

総
額

か
ら

医
療

保
険

各
法

及
び

感
染

症
の

予
防

及
び

感
染

症
の

患

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
負

担
額

を
差

し
引

い
た

額
を

越
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

負
担

額
を

差
し

引
い

た
額

を
越

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。

一
平

成
２

０
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

ま
で

別
表

１

二
平

成
２

０
年

７
月

１
日

以
降

別
表

１
－

２

（
療

育
の

給
付

に
要

す
る

費
用

の
徴

収
基

準
額

）
（

療
育

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

徴
収

基
準

額
）

７
児

童
福

祉
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

療
育

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
児

童
福

祉
法

第
5
6
条

第
２

７
児

童
福

祉
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

療
育

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
児

童
福

祉
法

第
5
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
本

人
又

は
そ

の
扶

養
義

務
者

か
ら

徴
収

す
る

額
の

基
準

額
は

、
当

該
児

童
の

属
す

る
世

項
の

規
定

に
よ

り
本

人
又

は
そ

の
扶

養
義

務
者

か
ら

徴
収

す
る

額
の

基
準

額
は

、
当

該
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

前
年

分
の

所
得

税
額

等
に

応
じ

て
、

月
額

に
よ

っ
て

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
徴

収
月

額
は

、
別

帯
の

前
年

分
の

所
得

税
額

等
に

応
じ

て
、

月
額

に
よ

っ
て

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
徴

収
月

額
は

、
次

表
２

の
徴

収
基

準
額

表
に

定
め

た
徴

収
基

準
月

額
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
児

童
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
よ

る
徴

収
基

準
額

表
に

定
め

た
徴

収
基

準
月

額
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。

の
措

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
、

徴
収

す
る

額
は

、
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

の
支

弁
す

べ
た

だ
し

、
当

該
児

童
の

措
置

に
要

し
た

費
用

に
つ

い
て

、
徴

収
す

る
額

は
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中

き
額

又
は

費
用

総
額

か
ら

医
療

保
険

各
法

及
び

感
染

症
の

予
防

及
び

感
染

症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

核
市

の
支

弁
す

べ
き

額
又

は
費

用
総

額
か

ら
医

療
保

険
各

法
及

び
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
負

担
額

を
差

し
引

い
た

額
を

超
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

負
担

額
を

差
し

引
い

た
額

を
超

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。

一
平

成
２

０
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

ま
で

別
表

２

二
平

成
２

０
年

７
月

１
日

以
降

別
表

２
ー

２
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旧
新

（
案

）

８
（

１
）

～
（

９
）

（
略

）
８

（
１

）
～

（
９

）
（

略
）

（
削

除
）

(
1
0
)

都
道

府
県

は
、

国
か

ら
概

算
払

に
よ

り
間

接
補

助
金

に
係

る
補

助
金

の
交

付
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

概
算

払
を

受
け

た
補

助
金

に
相

当
す

る
額

を
遅

滞
な

く
間

接
補

助
事

業
者

に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
削

除
）

(
1
1
)

都
道

府
県

は
、

間
接

補
助

金
を

間
接

補
助

事
業

者
に

交
付

す
る

場
合

に
は

、
次

の
条

件
の

ほ
か

(
１

)
か

ら
(
４

)
及

び
（

６
（

７
）

に
掲

げ
る

条
件

を
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
）
、

の
場

合
に

お
い

て
（

２
）

か
ら

(
４

)
、

(
６

)
中

「
厚

生
労

働
大

臣
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府

県
知

事
」

と
「

国
庫

」
と

あ
る

の
は

「
都

道
府

県
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

、

ア
間

接
補

助
事

業
者

が
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

5
0
万

円
（

民

間
団

体
に

あ
っ

て
は

3
0
万

円
）

以
上

の
機

械
及

び
器

具
に

つ
い

て
は

、
適

正
化

法
施

行
令

第
1
4
条

第
１

項
第

２
号

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

定
め

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

、

都
道

府
県

知
事

の
承

認
を

受
け

な
い

で
、

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
目

的
に

反
し

て
使

用
し

、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

。

イ
間

接
補

助
事

業
者

が
地

方
公

共
団

体
の

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

補
助

金
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

第
１

に
よ

る
調

書
を

作
成

し
、

こ
れ

を
事

業
完

了
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

そ
の

承
認

を
受

け
た

日
）

の
属

す
る

年
度

の
終

了
後

５
年

間
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ウ
間

接
補

助
事

業
者

が
地

方
公

共
団

体
以

外
の

場
合

に
お

い
て

は
、

事
業

に
係

る
収

入
及

び
支

出
を

明
ら

か
に

し
た

帳
簿

を
備

え
、

当
該

収
入

及
び

支
出

に
つ

い
て

証
拠

書
類

を
整

理
し

、
か

つ
、

当
該

帳
簿

及
び

証
拠

書
類

を
事

業
完

了
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

そ
の

承
認

を
受

け
た

日
）

の
属

す
る

年
度

の
終

了
後

５
年

間
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

エ
間

接
補

助
事

業
完

了
後

に
、

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
申

告
に

よ
り

間
接

補
助

金
に

係
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
が

確
定

し
た

場
合

は
、

別
紙

様
式

第
５

に
よ

り
速

や
か

に
都

道
府

県
知

事
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
間

接
補

助
事

業
者

が
全

国
的

に
事

業
を

展
開

す
る

組
織

の
一

支
部

（
又

は
一

支

社
、

一
支

所
等

）
で

あ
っ

て
、

自
ら

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
申

告
を

行
わ

ず
、

本
部

（
又

は
本

社
、

本
所

等
）

で
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

本
部

の
課

税
売

上
割

合
等

の
申

告
内

容
に

基
づ

き
報

告
を

行
う

こ
と

。

ま
た

、
都

道
府

県
知

事
に

報
告

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
の

全
部

又
は

一
部

を
都

道
府

県
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
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旧
新

（
案

）

（
削

除
）

(
1
2
)

(
1
1
)
に

よ
り

付
し

た
条

件
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
が

承
認

又
は

指
示

を
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

又
は

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
削

除
）

(
1
3
)

間
接

補
助

事
業

者
か

ら
財

産
の

処
分

に
よ

る
収

入
又

は
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
納

付
額

の
全

部
又

は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。

９
～

１
５

（
略

）
９

～
１

５
（

略
）
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新
（
案
）

旧

別
表
１

徴
収
基
準

額
表
（
養
育

医
療
給

付
事

業
）

（
削

除
）

階
層

徴
収

基
準

徴
収

基
準

世
帯

の
階

層
（

細
）

区
分

区
分

月
額

加
算

月
額

円
円

Ａ
階

層
生

活
保

護
法

に
よ
る
被

保
護

世
帯

（
単

給
世

帯
を
含

む
）
及

0
0

び
、
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な
帰

国
の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の
支

援
に
関

す
る
法

律
に
よ
る
支

援
給

付
受

給
世
帯

Ｂ
階

層
Ａ
階
層

を
除

き
当

該
年
度

分
の
市

町
村

民
税
非

課
税

世
帯

2
,6
0
0

2
6
0

均
等
割
の
額
の
み

Ａ
階

層
及

び
Ｄ
階

層
を
除

き
当

該
Ｃ
1

5
,4
0
0

5
4
0

（所
得
割

の
額
の
な
い
世
帯

）
年

度
分

の
市

町
村

民
税

の
課

税

世
帯

で
あ
っ
て
、
そ
の
市

町
村

民
Ｃ
階

層
税

の
額

の
区

分
が
次

の
区

分
に

Ｃ
2

7
,9
0
0

7
9
0

所
得

割
の
額

あ
る
世
帯

該
当

す
る
世

帯

円
所

得
税

の
年

額
3
0
,0
0
0
円

以
下

Ｄ
1

1
0
,8
0
0

1
,0
8
0

3
0
,0
0
1
～

8
0
,0
0
0

Ｄ
2

1
6
,2
0
0

1
,6
2
0

8
0
,0
0
1
～

1
4
0
,0
0
0

Ｄ
3

2
2
,4
0
0

2
,2
4
0

1
4
0
,0
0
1
～

2
8
0
,0
0
0

Ｄ
4

3
4
,8
0
0

3
,4
8
0

2
8
0
,0
0
1
～

5
0
0
,0
0
0

Ｄ
5

4
9
,4
0
0

4
,9
4
0

Ａ
階

層
及

び
Ｂ
階

5
0
0
,0
0
1
～

8
0
0
,0
0
0

Ｄ
6

6
5
,0
0
0

6
,5
0
0

層
を
除

き
前

年
分

8
0
0
,0
0
1
～

1
,1
6
0
,0
0
0

Ｄ
7

8
2
,4
0
0

8
,2
4
0

Ｄ
階
層

の
所

得
税
課

税
世

1
,1
6
0
,0
0
1
～

1
,6
5
0
,0
0
0

Ｄ
8

1
0
2
,0
0
0

1
0
,2
0
0

帯
で

あ
っ
て

、
そ

1
,6
5
0
,0
0
1
～

2
,2
6
0
,0
0
0

Ｄ
9

1
2
3
,4
0
0

1
2
,3
4
0

の
所

得
税
課

税
の

2
,2
6
0
,0
0
1
～

3
,0
0
0
,0
0
0

Ｄ
1
0

1
4
7
,0
0
0

1
4
,7
0
0

額
の
区
分
が
次
の

3
,0
0
0
,0
0
1
～

3
,9
6
0
,0
0
0

Ｄ
1
1

1
7
2
,5
0
0

1
7
,2
5
0

区
分

に
該
当

す
る

3
,9
6
0
,0
0
1
～

5
,0
3
0
,0
0
0

Ｄ
1
2

1
9
9
,9
0
0

1
9
,9
9
0

世
帯

5
,0
3
0
,0
0
1
～

6
,2
7
0
,0
0
0

Ｄ
1
3

2
2
9
,4
0
0

2
2
,9
4
0

6
,2
7
0
,0
0
1
以

上
Ｄ
1
4

全
額

左
の

徴
収

基
準

月
額

の
1
0

％ た
だ

し
そ

の
額

が
2
6
,3

0
0

円
に

満
た

な
い
場

合
は

2
6
,3
0
0
円

備
（
略
）

考

-419-



新
（
案
）

旧

別
表

１
徴

収
基
準

額
表

（
養
育

医
療
給

付
事

業
）

別
表

１
－
２

徴
収

基
準

額
表
（
養

育
医

療
給

付
事

業
）

階
層

徴
収

基
準

徴
収

基
準

階
層

徴
収

基
準

徴
収

基
準

世
帯

の
階

層
（

細
）

区
分

世
帯

の
階

層
（

細
）

区
分

区
分

月
額

加
算

月
額

区
分

月
額

加
算

月
額

円
円

円
円

Ａ
階

層
生

活
保

護
法

に
よ
る
被

保
護

世
帯

（
単

給
世

帯
を
含

む
）
及

0
0

Ａ
階

層
生

活
保

護
法

に
よ
る
被

保
護

世
帯

（
単

給
世

帯
を
含

む
）
及

0
0

び
、
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な
帰

国
の
促

進
及

び
永

住
帰

び
、
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な
帰

国
の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の
支

援
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
支
援

給
付

受
給

国
後

の
自
立

の
支

援
に
関
す

る
法
律

に
よ
る
支

援
給
付

受
給

世
帯

世
帯

Ｂ
階

層
Ａ
階

層
を
除

き
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯
2
,6
0
0

2
6
0

Ｂ
階

層
Ａ
階

層
を
除

き
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯
2
,6
0
0

2
6
0

均
等
割
の
額
の
み

均
等
割
の
額
の
み

Ａ
階

層
及

び
Ｄ
階
層

を
除

き
当

該
Ａ
階

層
及

び
Ｄ
階

層
を
除

き
当

該
Ｃ
1

5
,4
0
0

5
4
0

Ｃ
1

5
,4
0
0

5
4
0

（所
得

割
の
額
の
な
い
世

帯
）

（所
得
割

の
額
の
な
い
世
帯

）
年

度
分

の
市

町
村

民
税

の
課

税
年

度
分

の
市

町
村

民
税

の
課

税

世
帯
で
あ
っ
て
、
そ
の
市
町
村

民
世

帯
で
あ
っ
て
、
そ
の
市

町
村

民
Ｃ
階

層
Ｃ
階

層
税

の
額

の
区

分
が
次

の
区

分
に

税
の
額

の
区

分
が
次

の
区

分
に

Ｃ
2

7
,9
0
0

7
9
0

Ｃ
2

7
,9
0
0

7
9
0

所
得
割
の
額
の
あ
る
世
帯

所
得
割
の
額
の
あ
る
世
帯

該
当

す
る
世

帯
該

当
す

る
世

帯

円
円

所
得
税

の
年

額
所

得
税

の
年

額
1
5
,0
0
0
円

以
下

Ｄ
1

1
0
,8
0
0

1
,0
8
0

1
5
,0
0
0
円

以
下

Ｄ
1

1
0
,8
0
0

1
,0
8
0

1
5
,0
0
1
～

4
0
,0
0
0

Ｄ
2

1
6
,2
0
0

1
,6
2
0

1
5
,0
0
1
～

4
0
,0
0
0

Ｄ
2

1
6
,2
0
0

1
,6
2
0

4
0
,0
0
1
～

7
0
,0
0
0

Ｄ
3

2
2
,4
0
0

2
,2
4
0

4
0
,0
0
1
～

7
0
,0
0
0

Ｄ
3

2
2
,4
0
0

2
,2
4
0

7
0
,0
0
1
～

1
8
3
,0
0
0

Ｄ
4

3
4
,8
0
0

3
,4
8
0

7
0
,0
0
1
～

1
8
3
,0
0
0

Ｄ
4

3
4
,8
0
0

3
,4
8
0

1
8
3
,0
0
1
～

4
0
3
,0
0
0

Ｄ
5

4
9
,4
0
0

4
,9
4
0

1
8
3
,0
0
1
～

4
0
3
,0
0
0

Ｄ
5

4
9
,4
0
0

4
,9
4
0

Ａ
階

層
及

び
Ｂ
階

4
0
3
,0
0
1
～

7
0
3
,0
0
0

Ｄ
6

6
5
,0
0
0

6
,5
0
0

Ａ
階

層
及

び
Ｂ
階

4
0
3
,0
0
1
～

7
0
3
,0
0
0

Ｄ
6

6
5
,0
0
0

6
,5
0
0

層
を
除

き
前

年
分

7
0
3
,0
0
1
～

1
,0
7
8
,0
0
0

Ｄ
7

8
2
,4
0
0

8
,2
4
0

層
を
除

き
前

年
分

7
0
3
,0
0
1
～

1
,0
7
8
,0
0
0

Ｄ
7

8
2
,4
0
0

8
,2
4
0

Ｄ
階

層
の
所

得
税

課
税
世

1
,0
7
8
,0
0
1
～
1
,6
3
2
,0
0
0

Ｄ
8

1
0
2
,0
0
0

1
0
,2
0
0

Ｄ
階
層

の
所

得
税
課

税
世

1
,0
7
8
,0
0
1
～

1
,6
3
2
,0
0
0

Ｄ
8

1
0
2
,0
0
0

1
0
,2
0
0

帯
で

あ
っ
て

、
そ

1
,6
3
2
,0
0
1
～
2
,3
0
3
,0
0
0

Ｄ
9

1
2
3
,4
0
0

1
2
,3
4
0

帯
で

あ
っ
て

、
そ

1
,6
3
2
,0
0
1
～

2
,3
0
3
,0
0
0

Ｄ
9

1
2
3
,4
0
0

1
2
,3
4
0

の
所

得
税

課
税
の

2
,3
0
3
,0
0
1
～
3
,1
1
7
,0
0
0

Ｄ
1
0

1
4
7
,0
0
0

1
4
,7
0
0

の
所

得
税
課

税
の

2
,3
0
3
,0
0
1
～

3
,1
1
7
,0
0
0

Ｄ
1
0

1
4
7
,0
0
0

1
4
,7
0
0

額
の
区

分
が
次

の
3
,1
1
7
,0
0
1
～

4
,1
7
3
,0
0
0

Ｄ
1
1

1
7
2
,5
0
0

1
7
,2
5
0

額
の
区

分
が
次

の
3
,1
1
7
,0
0
1
～

4
,1
7
3
,0
0
0

Ｄ
1
1

1
7
2
,5
0
0

1
7
,2
5
0

区
分

に
該

当
す
る

4
,1
7
3
,0
0
1
～
5
,3
3
4
,0
0
0

Ｄ
1
2

1
9
9
,9
0
0

1
9
,9
9
0

区
分

に
該
当

す
る

4
,1
7
3
,0
0
1
～

5
,3
3
4
,0
0
0

Ｄ
1
2

1
9
9
,9
0
0

1
9
,9
9
0

世
帯

5
,3
3
4
,0
0
1
～
6
,6
7
4
,0
0
0

Ｄ
1
3

2
2
9
,4
0
0

2
2
,9
4
0

世
帯

5
,3
3
4
,0
0
1
～

6
,6
7
4
,0
0
0

Ｄ
1
3

2
2
9
,4
0
0

2
2
,9
4
0

6
,6
7
4
,0
0
1
以

上
Ｄ
1
4

全
額

左
の

徴
収

基
6
,6
7
4
,0
0
1
以

上
Ｄ
1
4

全
額

左
の

徴
収

基
準

月
額

の
1
0

準
月

額
の

1
0

％
％

た
だ

し
そ

の
た

だ
し

そ
の

額
が

2
6
,3

0
0

額
が

2
6
,3

0
0

円
に

満
た

な
円

に
満

た
な

い
場

合
は

い
場

合
は

2
6
,3
0
0
円

2
6
,3
0
0
円

（
略
）

（
略
）

備
備

考
考

-420-



新
（
案

）
旧

（
削
除

）
別
表

２
徴

収
基
準

額
表

（
結
核

児
童

療
育

給
付
事

業
）

階
層

徴
収

基
準

徴
収

基
準

世
帯

の
階

層
（

細
）

区
分

区
分

月
額

加
算

月
額

円
円

Ａ
階

層
生

活
保

護
法
に
よ
る
被

保
護
世

帯
（
単

給
世
帯

を
含

む
）
及

0
0

び
、
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な
帰

国
の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の
支

援
に
関

す
る
法

律
に
よ
る
支

援
給

付
受

給
世
帯

Ｂ
階

層
Ａ
階
層

を
除

き
当

該
年
度

分
の
市

町
村

民
税
非

課
税

世
帯

2
,2
0
0

2
2
0

均
等
割
の
額
の
み

Ａ
階

層
及

び
Ｄ
階

層
を
除

き
当

該
Ｃ
1

4
,5
0
0

4
5
0

（
所
得
割
の
額

の
な
い
世
帯
）

年
度

分
の
市

町
村

民
税

の
課

税

世
帯

で
あ
っ
て
、
そ
の
市

町
村

民
Ｃ
階

層
税

の
額

の
区

分
が
次

の
区

分
に

Ｃ
2

5
,8
0
0

5
8
0

所
得

割
の
額

あ
る
世
帯

該
当

す
る
世

帯

円
所

得
税

の
年

額
4
,8
0
0
円
以

下
Ｄ
1

6
,9
0
0

6
9
0

4
,8
0
1
～

9
,6
0
0

Ｄ
2

7
,6
0
0

7
6
0

9
,6
0
1
～

1
6
,8
0
0

Ｄ
3

8
,5
0
0

8
5
0

1
6
,8
0
1
～

2
4
,0
0
0

Ｄ
4

9
,4
0
0

9
4
0

2
4
,0
0
1
～

3
2
,4
0
0

Ｄ
5

1
1
,0
0
0

1
,1
0
0

Ａ
階

層
及

び
Ｂ
階

3
2
,4
0
1
～

4
2
,0
0
0

Ｄ
6

1
2
,5
0
0

1
,2
5
0

層
を
除

き
前

年
分

4
2
,0
0
1
～

9
2
,4
0
0

Ｄ
7

1
6
,2
0
0

1
,6
2
0

の
所

得
税
課

税
世

9
2
,4
0
1
～

1
2
0
,0
0
0

Ｄ
8

1
8
,7
0
0

1
,8
7
0

帯
で

あ
っ
て

、
そ

1
2
0
,0
0
1
～

1
5
6
,0
0
0

Ｄ
9

2
3
,1
0
0

2
,3
1
0

Ｄ
階

層
の
所

得
税
課

税
の

1
5
6
,0
0
1
～

1
9
8
,0
0
0

Ｄ
1
0

2
7
,5
0
0

2
,7
5
0

額
の
区
分
が
次
の

1
9
8
,0
0
1
～

2
8
7
,5
0
0

Ｄ
1
1

3
5
,7
0
0

3
,5
7
0

区
分

に
該
当

す
る

2
8
7
,5
0
1
～

3
9
7
,0
0
0

Ｄ
1
2

4
4
,0
0
0

4
,4
0
0

世
帯

3
9
7
,0
0
1
～

9
2
9
,4
0
0

Ｄ
1
3

5
2
,3
0
0

5
,2
3
0

9
2
9
,4
0
1
～
1
,5
0
0
,0
0
0

Ｄ
1
4

8
0
,7
0
0

8
,0
7
0

1
,5
0
0
,0
0
1
～
1
,6
5
0
,0
0
0

Ｄ
1
5

8
5
,0
0
0

8
,5
0
0

1
,6
5
0
,0
0
1
～
2
,2
6
0
,0
0
0

Ｄ
1
6

1
0
2
,9
0
0

1
0
,2
9
0

2
,2
6
0
,0
0
1
～
3
,0
0
0
,0
0
0

Ｄ
1
7

1
2
2
,5
0
0

1
2
,2
5
0

3
,0
0
0
,0
0
1
～
3
,9
6
0
,0
0
0

Ｄ
1
8

1
4
3
,8
0
0

1
4
,3
8
0

3
,9
6
0
,0
0
1
以

上
Ｄ
1
9

全
額

左
の

徴
収

基
準

月
額

の
1
0

％ た
だ

し
そ

の
額

が
1
7
,1

2
0

円
に

満
た

な
い
場

合
は

1
7
,1
2
0
円

備
考

（
略

）

-421-



新
（
案
）

旧

別
表

２
徴

収
基
準

額
表

（
結
核

児
童
療

育
給

付
事
業

）
別
表
２
－
２

徴
収

基
準
額

表
（
結

核
児

童
療

育
給
付

事
業

）

階
層

徴
収

基
準

徴
収

基
準

階
層

徴
収

基
準

徴
収

基
準

世
帯

の
階

層
（

細
）

区
分

世
帯

の
階

層
（

細
）

区
分

区
分

月
額

加
算

月
額

区
分

月
額

加
算

月
額

円
円

円
円

Ａ
階

層
生

活
保

護
法

に
よ
る
被

保
護

世
帯

（
単

給
世

帯
を
含

む
）
及

0
0

Ａ
階

層
生

活
保

護
法

に
よ
る
被

保
護

世
帯

（
単

給
世

帯
を
含

む
）
及

0
0

び
、
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な
帰

国
の
促

進
及

び
永

住
帰

び
、
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な
帰

国
の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の
支

援
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
支
援

給
付

受
給

国
後

の
自
立

の
支

援
に
関
す

る
法
律

に
よ
る
支

援
給
付

受
給

世
帯

世
帯

Ｂ
階

層
Ａ
階

層
を
除

き
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯
2
,2
0
0

2
2
0

Ｂ
階

層
Ａ
階

層
を
除

き
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯
2
,2
0
0

2
2
0

均
等
割
の
額
の
み

均
等
割
の
額
の
み

Ａ
階

層
及

び
Ｄ
階
層

を
除

き
当

該
Ａ
階

層
及

び
Ｄ
階

層
を
除

き
当

該
Ｃ
1

4
,5
0
0

4
5
0

Ｃ
1

4
,5
0
0

4
5
0

（
所
得
割
の
額
の
な
い
世
帯
）

（
所
得
割
の
額

の
な
い
世
帯
）

年
度

分
の
市

町
村

民
税

の
課

税
年

度
分

の
市

町
村

民
税

の
課

税

世
帯
で
あ
っ
て
、
そ
の
市
町
村

民
世

帯
で
あ
っ
て
、
そ
の
市

町
村

民
Ｃ
階

層
Ｃ
階

層
税

の
額

の
区

分
が
次

の
区

分
に

税
の
額

の
区

分
が
次

の
区

分
に

Ｃ
2

5
,8
0
0

5
8
0

Ｃ
2

5
,8
0
0

5
8
0

所
得
割
の
額
の
あ
る
世
帯

所
得
割
の
額
の
あ
る
世
帯

該
当

す
る
世

帯
該

当
す

る
世

帯

円
円

所
得

税
の
年

額
所

得
税

の
年

額
2
,4
0
0
円
以

下
Ｄ
1

6
,9
0
0

6
9
0

2
,4
0
0
円
以

下
Ｄ
1

6
,9
0
0

6
9
0

2
,4
0
1
～

4
,8
0
0

Ｄ
2

7
,6
0
0

7
6
0

2
,4
0
1
～

4
,8
0
0

Ｄ
2

7
,6
0
0

7
6
0

4
,8
0
1
～

8
,4
0
0

Ｄ
3

8
,5
0
0

8
5
0

4
,8
0
1
～

8
,4
0
0

Ｄ
3

8
,5
0
0

8
5
0

8
,4
0
1
～

1
2
,0
0
0

Ｄ
4

9
,4
0
0

9
4
0

8
,4
0
1
～

1
2
,0
0
0

Ｄ
4

9
,4
0
0

9
4
0

1
2
,0
0
1
～

1
6
,2
0
0

Ｄ
5

1
1
,0
0
0

1
,1
0
0

1
2
,0
0
1
～

1
6
,2
0
0

Ｄ
5

1
1
,0
0
0

1
,1
0
0

Ａ
階

層
及

び
Ｂ
階

1
6
,2
0
1
～

2
1
,0
0
0

Ｄ
6

1
2
,5
0
0

1
,2
5
0

Ａ
階

層
及

び
Ｂ
階

1
6
,2
0
1
～

2
1
,0
0
0

Ｄ
6

1
2
,5
0
0

1
,2
5
0

層
を
除

き
前

年
分

2
1
,0
0
1
～

4
6
,2
0
0

Ｄ
7

1
6
,2
0
0

1
,6
2
0

層
を
除

き
前

年
分

2
1
,0
0
1
～

4
6
,2
0
0

Ｄ
7

1
6
,2
0
0

1
,6
2
0

の
所

得
税

課
税
世

4
6
,2
0
1
～

6
0
,0
0
0

Ｄ
8

1
8
,7
0
0

1
,8
7
0

の
所

得
税
課

税
世

4
6
,2
0
1
～

6
0
,0
0
0

Ｄ
8

1
8
,7
0
0

1
,8
7
0

帯
で

あ
っ
て

、
そ

6
0
,0
0
1
～

7
8
,0
0
0

Ｄ
9

2
3
,1
0
0

2
,3
1
0

帯
で

あ
っ
て

、
そ

6
0
,0
0
1
～

7
8
,0
0
0

Ｄ
9

2
3
,1
0
0

2
,3
1
0

Ｄ
階

層
の
所

得
税

課
税
の

7
8
,0
0
1
～

1
0
0
,5
0
0

Ｄ
1
0

2
7
,5
0
0

2
,7
5
0

Ｄ
階
層

の
所

得
税
課

税
の

7
8
,0
0
1
～

1
0
0
,5
0
0

Ｄ
1
0

2
7
,5
0
0

2
,7
5
0

額
の
区
分

が
次
の

1
0
0
,5
0
1
～

1
9
0
,0
0
0

Ｄ
1
1

3
5
,7
0
0

3
,5
7
0

額
の
区
分
が
次
の

1
0
0
,5
0
1
～

1
9
0
,0
0
0

Ｄ
1
1

3
5
,7
0
0

3
,5
7
0

区
分

に
該

当
す
る

1
9
0
,0
0
1
～

2
9
9
,5
0
0

Ｄ
1
2

4
4
,0
0
0

4
,4
0
0

区
分

に
該
当

す
る

1
9
0
,0
0
1
～

2
9
9
,5
0
0

Ｄ
1
2

4
4
,0
0
0

4
,4
0
0

世
帯

2
9
9
,5
0
1
～

8
3
1
,9
0
0

Ｄ
1
3

5
2
,3
0
0

5
,2
3
0

世
帯

2
9
9
,5
0
1
～

8
3
1
,9
0
0

Ｄ
1
3

5
2
,3
0
0

5
,2
3
0

8
3
1
,9
0
1
～

1
,4
6
7
,0
0
0

Ｄ
1
4

8
0
,7
0
0

8
,0
7
0

8
3
1
,9
0
1
～
1
,4
6
7
,0
0
0

Ｄ
1
4

8
0
,7
0
0

8
,0
7
0

1
,4
6
7
,0
0
1
～

1
,6
3
2
,0
0
0

Ｄ
1
5

8
5
,0
0
0

8
,5
0
0

1
,4
6
7
,0
0
1
～
1
,6
3
2
,0
0
0

Ｄ
1
5

8
5
,0
0
0

8
,5
0
0

1
,6
3
2
,0
0
1
～

2
,3
0
2
,9
0
0

Ｄ
1
6

1
0
2
,9
0
0

1
0
,2
9
0

1
,6
3
2
,0
0
1
～
2
,3
0
2
,9
0
0

Ｄ
1
6

1
0
2
,9
00

1
0
,2
9
0

2
,3
0
2
,9
0
1
～

3
,1
1
7
,0
0
0

Ｄ
1
7

1
2
2
,5
0
0

1
2
,2
5
0

2
,3
0
2
,9
0
1
～
3
,1
1
7
,0
0
0

Ｄ
1
7

1
2
2
,5
00

1
2
,2
5
0

3
,1
1
7
,0
0
1
～

4
,1
7
3
,0
0
0

Ｄ
1
8

1
4
3
,8
0
0

1
4
,3
8
0

3
,1
1
7
,0
0
1
～
4
,1
7
3
,0
0
0

Ｄ
1
8

1
4
3
,8
00

1
4
,3
8
0

4
,1
7
3
,0
0
1
以
上

Ｄ
1
9

全
額

左
の

徴
収

基
4
,1
7
3
,0
0
1
以

上
Ｄ
1
9

全
額

左
の

徴
収

基
準

月
額

の
1
0

準
月

額
の

1
0

％
％

た
だ

し
そ

の
た

だ
し

そ
の

額
が

1
7
,1

2
0

額
が

1
7
,1

2
0

円
に

満
た

な
円

に
満

た
な

い
場

合
は

い
場

合
は

1
7
,1
2
0
円

1
7
,1
2
0
円

備
考

(略
)

備
考

（
略

）

-422-



旧
新

（
案
）

別
表
３

別
表
３

負
担
率

負
担

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準
額
等

４
対

象
経

費
５

又
は

１
区

分
２

種
目

３
基
準

額
等

４
対
象
経
費

５
又

は
補

助
率

補
助

率

（
略
）

（
略

）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略

）
（

略
）

（
略

）
母

子
保

健
母

子
保

健
衛

生
費

国
衛

生
費

国
庫
負
担

金
庫

負
担

金

結
核
児
童

（
略
）

（
略

）
（
略
）

（
略
）

結
核
児
童

（
略
）

（
略

）
（

略
）

（
略

）
日
用
品
費

日
用
品
費

等
負
担
金

等
負
担
金

母
子
保
健

子
ど
も
の

心
（
略

）
（
略
）

（
略
）

母
子

保
子

ど
も

の
（

略
）

（
略

）
（
略

）
衛
生
費
補

の
診
療
拠

点
健

衛
生

心
の

診
療

助
金

病
院
推
進

事
費

補
助

拠
点

病
院

業
金

推
進
事

業

療
育
指
導

事
（
略

）
（
略
）

（
略
）

療
育

指
導

（
略

）
（

略
）

（
略

）
業

事
業

生
涯
を
通

じ
（
略

）
（
略
）

（
略
）

生
涯

を
通

（
略

）
（

略
）

（
略

）
た

女
性
の

健
じ

た
女

性
康

支
援
事

業
の
健
康
支

特
定
不
妊

治
（
略

）
（
略
）

（
略
）

特
定

不
妊

（
略

）
（

略
）

（
略

）
療

費
助
成

事
治

療
費

助
業

成
事
業

周
産
期
医
療

次
に

よ
り

算
出
さ

れ
た

額
の

合
計

額
周

産
期

医
療

対
策

事
業

３
分

の
１

給
料

、
対
策
事
業

１
周
産

期
医

療
協

議
会

に
必

要
な

報
酬

､
職

員
手

（
削

除
）

6
1
2
,0
0
0
円

賃
金

､
報

償
費

、
２

周
産

期
医

療
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事
業

旅
費

、
当

等
、

共
済

費
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
運

営
に

対
す
る

経
費

需
用

費
（
消

耗
品
費

、
食

厚
生

労
働
大

臣
が

必
要

と
認
め

た
額

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
）

３
相
談

事
業

役
務

費
（
通

信
運
搬

費
、

専
門

相
談

、
啓

発
普

及
に

関
す
る

経
費

広
告

料
、

委
託

料
、

使
）

（
１

）
専

門
相
談

設
置

費
用

料
及

び
賃

借
料
、

機
器

3
3
5
,0
0
0
円

×
実
施

月
数

据
付

料
、
備

品
購
入

費
（

２
）
啓

発
普
及

費
4
0
6
,0
0
0
円

４
周
産

期
医

療
関

係
者

の
育

成
研
修

事
業

1
,
2
1
8
,0
0
0
円

５
周
産

期
搬

送
シ

ス
テ

ム
調

査
・
研

究
事

業
1
,
6
3
0
,0
0
0
円

６
Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｕ

入
院

児
支

援
事

業
5
,
5
3
6
,0
0
0
円
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旧
新

（
案
）

総
合
周
産
期

総
合

周
産
期

母
子
医

療
セ

ン
タ

ー
総

合
周

産
期

母
子

医
療

セ
３

分
の

１
（

削
除
）

母
子
医
療
セ

１
か

所
に

つ
き

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

ン
タ

ー
運
営

事
業
に

必
要

ン
タ
ー
運
営

額
な

報
酬

、
給

料
、
賃

金
、

事
業

職
員

手
当
等

、
共
済

費
、

M
F
IC
U

1
2
床
以

上
の

運
営

の
場

合
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

69
,
4
9
9
,
00
0
円

費
、

燃
料
費

、
食
糧

費
、

、
、

印
刷

製
本
費

光
熱
水

費
、

）
、

※
M
F
IC
U
が

1
2
床
未

満
の

場
合

は
、
１

床
あ

修
繕

料
医

薬
材

料
費

（
）
、

た
り

5,
7
9
1
,
0
00
円

を
減

額
す

る
。

役
務

費
通

信
運

搬
費

委
託

料
、
使

用
料
及

び
賃

※
事

業
期

間
が
１

年
に

満
た

な
い

場
合

は
借

料
、

備
品

購
入
費

、
減

、
6
9
,4
9
9
,
0
0
0円

×
事

業
月

数
／

12
と

す
価

償
却

費
、

資
産
消

耗
費

る
。

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
定

額
健

や
か

な
妊

娠
・

出
産

等
定

額
健

や
か
な

妊
次

に
よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

健
や
か
な
妊

次
に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
計
額

ポ
ー

ト
事

業
に

必
要

な
報

酬
サ

ポ
ー

ト
事

業
に

必
要

な
娠

・
出
産

等
１

小
児
科

・
産

科
医

療
体

制
整

備
事
業

娠
・
出
産
等

１
小
児

科
・

産
科

医
療

体
制

整
備
事

業
、

賃
金

、
共

済
費

、
報

償
費

、
報

酬
、

賃
金

、
共

済
費

、
サ

ポ
ー
ト

事
4
,
3
0
0
,0
0
0
円

以
内

サ
ポ
ー
ト
事

5
,
0
00
,
0
0
0
円

以
内

旅
費

需
用

費
消

耗
品

費
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
業

業
、

（
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

修
（

消
耗

品
費

、
食

糧
費

、
２

安
全
・

安
心

な
妊

娠
・

出
産

等
支
援
体

２
安
全

・
安

心
な

妊
娠

・
出

産
等
支

援
体

繕
料

、
役

務
費

（
通

信
運

搬
印

刷
製

本
費

、
修

繕
料

、
制
整

備
事
業

制
整

備
事

業
）

）
費

、
広

告
料

、
委

託
料

、
使

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

9
,
5
0
0
,0
0
0
円

以
内

1
0
,
0
00
,
0
0
0
円

以
内

）
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

広
告

料
、

委
託

料
、

使
用

）
入

費
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

購
入

費

妊
産
婦

ケ
ア

１
施

設
あ

た
り

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
妊
産
婦
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
事
業

２
分
の
１

セ
ン
タ
ー

運
た

額
に
必
要
な
報
酬
、
給
料
、
賃

営
事
業

利
用

者
の
宿

泊
定

員
1
0
人

以
上

金
、
報
償
費
、
共
済
費
、
旅

4
2
,
0
0
0千

円
費
、
需
用
費
（
消
耗
品
費
、

※
定

員
が
1
0
人

未
満
の

場
合

は
、

食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
光

定
員
１

人
当

た
り

4
,
0
0
0千

円
熱

水
費

、
役

務
費

（
通

信
）

を
減
額

す
る

。
運

搬
費

、
委

託
料

、
備

品
）

※
最

低
定
員

は
５

人
と

す
る

。
購
入
費
、
負
担
金
、
補
助
及

※
事

業
期

間
が

１
年

に
満

た
な

い
び
交

付
金

場
合

は
、

42
,
0
0
0
千
円

×
事

業
月

数
／

１
２

と
す

る
。
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様
式
１
　
国
庫

負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
所
要
額
総
括
表

都
道
府
県
(
政
令
市
、
特
別
区
)
名

円
円

養
育
医
療
費

結
核
児
童
日

用
品
費
等
負

担
金

結
核
児
童
日
用
品
費
等

子
ど
も
の
心
の
診
療
拠
点
病
院
機
構
推
進
事
業

療
育
指
導
事
業

生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援
事
業

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業

妊
産
婦
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

（
注
）
国
庫
負

担
（
補
助
）
基
本
額
欄
に
は
、
様
式
２
及
び
様
式
３
の
各
表
の
国
庫
負
担
及
び
補
助
基
本
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

様
式
１
　
国
庫

負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
所
要
額
総
括
表

都
道
府
県
(
政
令
市
、
特
別
区
)
名

円
円

養
育
医
療
費

結
核
児
童
日

用
品
費
等
負

担
金

結
核
児
童
日
用
品
費
等

子
ど
も
の
心
の
診
療
拠
点
病
院
機
構
推
進
事
業

療
育
指
導
事
業

生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援
事
業

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

周
産
期
医
療
対
策
事
業

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業

（
注
）
国
庫
負

担
（
補
助
）
基
本
額
欄
に
は
、
様
式
２
及
び
様
式
３
の
各
表
の
国
庫
負
担
及
び
補
助
基
本
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

国
庫
負
担
(
補

助
)
基
本
額

要
国
庫
負
担

額
及
び
国
庫

補
　
助
　
額

備
　
考

要
国
庫
負
担

額
及
び
国
庫

補
　
助
　
額

備
　
考

療
育
の
給
付
費

国
庫
負
担
(
補

助
)
基
本
額

区
　
分

種
　
　
　
　
　
　
目

母
子
保
健
衛

生
費
負
担
金

小
　
　
　
　
計

合
　
　
　
　
　
　
計

小
　
　
　
　
　
計

区
　
分

種
　
　
　
　
　
　
目

新 （ 案 ） 旧

合
　
　
　
　
　
　
計

母
子
保
健
衛

生
費
補
助
金

母
子
保
健
衛

生
費
負
担
金

療
育
の
給
付
費

小
　
　
　
　
計

母
子
保
健
衛

生
費
補
助
金

小
　
　
　
　
　
計
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様
式
３
　
国
庫

補
助
金
所
要
額
調

都
道
府
県
（
政
令
市
・
特
別
区
）
名

 
国
庫
補
助

基
本
額

①
②

（
①
－
②
）
③

④
⑤

⑥
円

円
円

円
円

円

子
ど

も
の

心
の

診
療
拠
点
病
院
機
構
推
進
事
業

 

療
育

指
導

事
業

 

生
涯

を
通

じ
た

女
性
の
健
康
支
援
事
業

 

特
定

不
妊

治
療

費
助
成
事
業

 

健
や

か
な

妊
娠

・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業

妊
産

婦
ケ

ア
セ

ン
タ
ー
運
営
事
業

 
 

 
 

 
 

様
式
３
　
国
庫

補
助
金
所
要
額
調

都
道
府
県
（
政
令
市
・
特

別
区

）
名

 

①
②

（
①
－
②
）
③

④
⑤

⑥
⑦

円
円

円
円

円
円

円

子
ど

も
の

心
の

診
療
拠
点
病
院
機
構
推
進
事
業

 

療
育

指
導

事
業

 

生
涯

を
通

じ
た

女
性
の
健
康
支
援
事
業

 

特
定

不
妊

治
療

費
助
成
事
業

 

周
産

期
医

療
対

策
事
業

 

健
や

か
な

妊
娠

・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業

 
 

 
 

 
 

 

間
 
接
 
補
 
助

要
国
庫

補
助

額
(
⑤

×
補

助
率

)
種
　
　
　
　
　
目

対
象
経
費
の

支
出
予
定
額

種
　
　
　
　
　
目

対
象
経
費
の

支
出
予
定
額

寄
付
金
そ
の

他
の
収
入
額

合
　
　
　
　
　
計

　
　

・
交

付
要
綱
４
（
交
付
額
の
算
定
方
法
）
(
４
）
に
掲
げ
る
事
業

　
　

　
③

と
④
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
。

　
　

・
「

健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
⑥
の
額
は
、
⑤
と
同
額
と
す
る
。

（
注

）
「

国
庫
補
助
基
本
額
」
欄
は
、
次
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

差
引
額

寄
付
金
そ
の

他
の
収
入
額

差
引
額

基
準
額

要
国

庫
補

助
額

(
⑥

×
補

助
率

)

新 （ 案 ） 旧

　
　

・
交

付
要
綱
４
（
交
付
額
の
算
定
方
法
）
(
１
)
及
び
(
２
)
に
掲
げ
る
事
業

　
　

　
③

と
④
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
。

　
　

・
交

付
要
綱
４
（
交
付
額
の
算
定
方
法
）
(
３
)
に
掲
げ
る
事
業

　
　

　
③

と
④
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
⑤
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
。

　
　

・
「

健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
⑦
の
額
は
、
⑥
と
同
額
と
す
る
。

合
　
　
　
　
　
計

（
注

）
「

国
庫
補
助
基
本
額
」
欄
は
、
次
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

国
庫

補
助

基
本

額
基
準
額

都
道
府
県

補
助
額

総
合

周
産

期
母
子
医
療

セ
ン

タ
ー

運
営
事
業

直
 
接
 
補
 
助
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様
式
３
　
国
庫
補
助
金
精
算
額
調

都
道
府
県
（
政
令
市
・
特
別
区
）
名

①
②

（
①
－
②
）
③

④
⑤

⑥
円

円
円

円
円

円

子
ど

も
の

心
の

診
療

拠
点

病
院
機
構
推
進
事
業

 

療
育

指
導

事
業

 

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支
援
事
業

 

特
定

不
妊

治
療

費
助

成
事

業
 

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
ポ
ー
ト
事
業

妊
産

婦
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
運

営
事
業

 
 

 
 

 
 

様
式
３
　
国
庫
補
助
金
精
算
額
調

都
道
府
県
（
政
令
市
・
特
別
区
）

名

①
②

（
①
－
②
）
③

④
⑤

⑥
⑦

円
円

円
円

円
円

円

子
ど

も
の

心
の

診
療

拠
点

病
院
機
構
推
進
事
業

 

療
育

指
導

事
業

 

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支
援
事
業

 

特
定

不
妊

治
療

費
助

成
事

業
 

周
産

期
医

療
対

策
事

業
 

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
ポ
ー
ト
事
業

 
 

 
 

 
 

 

総
合

周
産

期
母

子
医

療
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
間
 
接
 
補
 
助

直
 
接
 
補
 
助

種
　

　
　
　
　
目

対
象
経
費
の

支
出
予
定
額

　
　

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額
の
算
定
方
法
）
(
１
)
及
び
(
２
)
に
掲
げ
る
事
業

　
　

　
③

と
④

と
を

比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
。

　
　

・
交

付
要

綱
４

（
交
付
額
の
算
定
方
法
）
(
３
)
に
掲
げ
る
事
業

　
　

　
③

と
④

と
を

比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
⑤
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
。

　
　

・
「

健
や

か
な

妊
娠
・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
⑦
の
額
は
、
⑥
と
同
額
と
す
る
。

国
庫
補
助

基
本
額

差
引
額

種
　

　
　

　
　
目

合
　

　
　

　
　
計

新 （ 案 ） 旧

寄
付
金
そ
の

他
の
収
入
額

対
象
経
費
の

支
出
予
定
額

寄
付
金
そ
の

他
の
収
入
額

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本
額
」
欄
は
、
次
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

基
準
額

合
　

　
　
　
　
計

要
国

庫
補

助
額

(
⑥

×
補

助
率

)
差
引
額

国
庫
補
助

基
本
額

要
国
庫
補
助
額

(
⑤
×
補
助
率
)

基
準
額

都
道
府
県

補
助
額

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本
額
」
欄
は
、
次
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

　
　

・
交

付
要

綱
４

（
交
付
額
の
算
定
方
法
）
(
４
）
に
掲
げ
る
事
業

　
　

　
③

と
④

と
を

比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
。

　
　

・
「

健
や

か
な

妊
娠
・
出
産
等
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
⑥
の
額
は
、
⑤
と
同
額
と
す
る
。
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新
（

案
）

旧

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号

平
成

１
７

年
８

月
２

３
日

平
成

１
７

年
８

月
２

３
日

一
部

改
正

雇
児

発
第

1
0
1
1
0
0
7
号

一
部

改
正

雇
児

発
第

1
0
1
1
0
0
7
号

平
成
１
８
年
１
０
月
１
１
日

平
成
１
８
年
１
０
月
１
１
日

一
部

改
正

雇
児

発
第

0
5
1
4
0
0
2
号

一
部

改
正

雇
児

発
第

0
5
1
4
0
0
2
号

平
成

１
９

年
５

月
１

４
日

平
成

１
９

年
５

月
１

４
日

一
部

改
正

雇
児

発
第

0
3
3
1
0
1
0
号

一
部

改
正

雇
児

発
第

0
3
3
1
0
1
0
号

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

一
部

改
正

雇
児

発
第

※
号

平
成

２
１

年
※

月
※

日

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
政

令
市

市
長

殿

各
政

令
市

市
長

殿
特

別
区

区
長

特
別

区
区

長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

母
子

保
健

医
療

対
策

事
業

に
つ

い
て

、
こ

の
度

、
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

を
別

紙
の

母
子

保
健

医
療

対
策

事
業

に
つ

い
て

、
こ

の
度

、
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

を
別

紙
の

と
お

り
定

め
、

平
成

１
７

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

し
た

の
で

、
御

了
知

の
上

、
本

事
業

の
実

施
に

つ
と

お
り

定
め

、
平

成
１

７
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

御
了

知
の

上
、

本
事

業
の

実
施

に
つ

き
お

願
い

す
る

。
き

お
願

い
す

る
。

な
お

、
本

通
知

の
施

行
に

伴
い

、
母

子
保

健
強

化
推

進
特

別
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
８

年
５

月
１

０
日

な
お

、
本

通
知

の
施

行
に

伴
い

、
母

子
保

健
強

化
推

進
特

別
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
８

年
５

月
１

０
日

児
発

第
４

８
５

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

、
新

生
児

聴
覚

検
査

の
実

施
に

つ
い

て
（

平
成

１
２

年
１

０
月

児
発

第
４

８
５

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

、
新

生
児

聴
覚

検
査

の
実

施
に

つ
い

て
（

平
成

１
２

年
１

０
月

）
）

２
０

日
児

発
第

８
３

４
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
、

疾
病

に
よ

り
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
す

る
児

２
０

日
児

発
第

８
３

４
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
、

疾
病

に
よ

り
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
す

る
児

）
）

童
に

対
す

る
療

育
指

導
に

つ
い

て
（

平
成

９
年

４
月

１
日

児
発

第
２

５
０

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

、
生

童
に

対
す

る
療

育
指

導
に

つ
い

て
（

平
成

９
年

４
月

１
日

児
発

第
２

５
０

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

、
生

）
）

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
（

平
成

８
年

５
月

１
０

日
児

発
第

４
８

３
号

厚
生

省
児

童
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
８

年
５

月
１

０
日

児
発

第
４

８
３

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

、
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
（

平
成

１
６

年
３

月
３

１
日

雇
児

発
第

０
３

家
庭

局
長

通
知

、
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
（

平
成

１
６

年
３

月
３

１
日

雇
児

発
第

０
３

）
）

３
１

０
０

８
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

、
周

産
期

医
療

対
策

整
備

事
業

の
実

施
に

つ
い

３
１

０
０

８
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

、
周

産
期

医
療

対
策

整
備

事
業

の
実

施
に

つ
い

）
）

て
（

平
成

８
年

５
月

１
０

日
児

発
第

４
８

８
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
）

は
、

廃
止

す
る

。
て

（
平

成
８

年
５

月
１

０
日

児
発

第
４

８
８

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
は

、
廃

止
す

る

（資料32）
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新
（

案
）

旧

別
紙

別
紙

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
実

施
要

綱
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

第
１

（
略

）
第

１
（

略
）

第
２

事
業

内
容

第
２

事
業

内
容

１
～

３
（

略
）

１
～

３
（

略
）

４
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

４
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

(
1
)
～

(
4
)
（

略
）

(
1
)
～

(
4
)
（

略
）

(
5
)

医
療

機
関

の
指

定
等

(
5
)

医
療

機
関

の
指

定
等

①
事

業
の

実
施

に
当

た
り

、
都

道
府

県
の

長
（

以
下

「
都

道
府

県
知

事
等

」
と

い
う

）
は

、
指

定
①

事
業

の
実

施
に

当
た

り
、

都
道

府
県

の
長

（
以

下
「

都
道

府
県

知
事

等
」

と
い

う
）

は
、

指
定

。
。

基
準

を
定

め
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
特

定
不

妊
治

療
を

実
施

す
る

医
療

機
関

と
し

て
適

当
と

認
め

基
準

を
定

め
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
特

定
不

妊
治

療
を

実
施

す
る

医
療

機
関

と
し

て
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
を

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。

ら
れ

る
も

の
を

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
医

療
機

関
の

指
定

基
準

を
定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
次

の
諸

点
に

留
意

す
る

こ
と

。
な

お
、

医
療

機
関

の
指

定
基

準
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

は
、

次
の

諸
点

に
留

意
す

る
こ

と
。

ア
別

添
３

「
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

の
実

施
医

療
機

関
に

お
け

る
設

備
・

人
員

等
の

指
定

ア
別

添
３

「
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

の
実

施
医

療
機

関
に

お
け

る
設

備
・

人
員

等
の

指
定

用
件

に
関

す
る

指
針

」
を

踏
ま

え
る

こ
と

。
用

件
に

関
す

る
指

針
」

を
踏

ま
え

る
こ

と
。

イ
特

定
不

妊
治

療
の

実
施

に
つ

き
、

高
い

技
術

の
下

に
十

分
な

理
解

と
倫

理
観

を
も

っ
て

対
処

で
イ

特
定

不
妊

治
療

の
実

施
に

つ
き

、
高

い
技

術
の

下
に

十
分

な
理

解
と

倫
理

観
を

も
っ

て
対

処
で

き
る

医
療

機
関

で
あ

る
こ

と
。

例
え

ば
、

社
団

法
人

日
本

産
科

婦
人

科
学

会
（

以
下

「
学

会
」

と
き

る
医

療
機

関
で

あ
る

こ
と

。
例

え
ば

、
社

団
法

人
日

本
産

科
婦

人
科

学
会

（
以

下
「

学
会

」
と

い
う

）
が

定
め

た
以

下
の

会
告

等
が

参
考

に
な

る
。

い
う

）
が

定
め

た
以

下
の

会
告

等
が

参
考

に
な

る
。

。
。

・
体

外
受

精
・

胚
移

植
に

関
す

る
見

解
（

平
成

１
８

年
４

月
）

・
体

外
受

精
・

胚
移

植
に

関
す

る
見

解
（

平
成

１
８

年
４

月
）

・
顕

微
授

精
に

関
す

る
見

解
（

平
成

１
８

年
４

月
）

・
顕

微
授

精
に

関
す

る
見

解
（

平
成

１
８

年
４

月
）

・
生

殖
補

助
医

療
に

お
け

る
多

胎
妊

娠
防

止
」

に
関

す
る

見
解

（
平

成
２

０
年

４
月

）
・

多
胎

妊
娠

」
に

関
す

る
見

解
（

平
成

８
年

２
月

）
「

「

ま
た

、
指

定
に

当
た

っ
て

は
域

外
で

あ
っ

て
も

管
内

の
患

者
を

多
く

受
け

入
れ

て
い

る
医

療
機

関
ま

た
、

指
定

に
当

た
っ

て
は

域
外

で
あ

っ
て

も
管

内
の

患
者

を
多

く
受

け
入

れ
て

い
る

医
療

機
関

を
指

定
す

る
等

、
助

成
を

受
け

よ
う

と
す

る
夫

婦
の

利
便

性
も

考
慮

す
る

こ
と

。
を

指
定

す
る

等
、

助
成

を
受

け
よ

う
と

す
る

夫
婦

の
利

便
性

も
考

慮
す

る
こ

と
。

②
指

定
を

行
っ

た
医

療
機

関
に

つ
い

て
も

、
３

年
程

度
を

目
途

に
、

要
件

に
照

ら
し

て
再

審
査

を
行

③
指

定
を

行
っ

た
医

療
機

関
に

つ
い

て
も

、
３

年
程

度
を

目
途

に
、

要
件

に
照

ら
し

て
再

審
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
な

お
、

倫
理

的
に

許
さ

れ
な

い
行

為
が

行
わ

れ
た

と
判

断
さ

れ
る

等
の

状
況

が
う

も
の

と
す

る
。

な
お

、
倫

理
的

に
許

さ
れ

な
い

行
為

が
行

わ
れ

た
と

判
断

さ
れ

る
等

の
状

況
が

あ
れ

ば
、

す
み

や
か

に
再

審
査

を
行

い
、

指
定

の
取

り
消

し
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

あ
れ

ば
、

す
み

や
か

に
再

審
査

を
行

い
、

指
定

の
取

り
消

し
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

③
不

妊
治

療
の

実
施

医
療

機
関

及
び

そ
れ

を
指

定
す

る
都

道
府

県
知

事
等

は
、

地
域

の
周

産
期

医
療

の
③

不
妊

治
療

の
実

施
医

療
機

関
及

び
そ

れ
を

指
定

す
る

都
道

府
県

知
事

等
は

、
地

域
の

周
産

期
医

療
の

確
保

を
図

り
、

ま
た

、
不

妊
治

療
実

施
医

療
機

関
と

周
産

期
医

療
機

関
の

連
携

に
十

分
配

慮
す

る
こ

確
保

を
図

り
、

ま
た

、
不

妊
治

療
実

施
医

療
機

関
と

周
産

期
医

療
機

関
の

連
携

に
十

分
配

慮
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

と
が

求
め

ら
れ

る
。

④
本

事
業

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
た

め
、

医
療

機
関

の
指

定
そ

の
他

の
事

務
処

理
に

当
た

っ
て

は
、

④
本

事
業

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
た

め
、

医
療

機
関

の
指

定
そ

の
他

の
事

務
処

理
に

当
た

っ
て

は
、

医
師

会
等

関
係

者
と

十
分

連
絡

協
議

の
上

行
う

も
の

と
す

る
。

医
師

会
等

関
係

者
と

十
分

連
絡

協
議

の
上

行
う

も
の

と
す

る
。

(
6
)
～

(
1
2
)

(
略

)
(
6
)
～

(
1
2
)

(
略

)
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新
（

案
）

旧

（
削

除
）

５
周

産
期

医
療

対
策

事
業

に
つ

い
て

(
1
)

目
的

（
略

）

(
2
)

実
施

主
体

（
略

）

(
3
)

事
業

内
容

①
周

産
期

医
療

協
議

会
の

設
置

（
略

）

②
周

産
期

医
療

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

（
略

）

③
周

産
期

医
療

関
係

者
研

修
事

業
（

略
）

④
周

産
期

医
療

調
査

・
研

究
事

業
（

略
）

⑤
Ｎ

Ｉ
Ｃ

Ｕ
入

院
児

支
援

事
業

ア
都

道
府

県
は

、
新

生
児

集
中

治
療

室
（

以
下

「
Ｎ

Ｉ
Ｃ

Ｕ
」

と
い

う
）

及
び

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｕ

に
併

、
。

設
さ

れ
た

回
復

期
治

療
室

（
以

下
「

Ｇ
Ｃ

Ｕ
」

と
い

う
）

に
長

期
入

院
し

て
い

る
児

童
に

つ
い

、
。

て
、

そ
の

状
態

に
応

じ
た

望
ま

し
い

療
養

・
療

育
環

境
へ

の
円

滑
な

移
行

を
図

る
た

め
、

Ｎ
Ｉ

Ｃ

（
、「

」
。
）

。
Ｕ

入
院

児
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
以

下
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

い
う

を
配

置
す

る

イ
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

業
務

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。

(
ｱ
)

必
須

の
業

務

ａ
Ｎ

Ｉ
Ｃ

Ｕ
及

び
Ｇ

Ｃ
Ｕ

の
長

期
入

院
児

の
現

状
把

握
及

び
現

在
入

院
中

の
医

療
機

関
と

望

ま
し

い
移

行
先

（
他

医
療

機
関

、
福

祉
施

設
、

在
宅

等
）

と
の

連
携

・
調

整

(
ｲ
)

必
ず

し
も

全
て

を
行

う
必

要
は

無
い

が
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、

他
職

種
と

も
連

携
し

な
が

ら
実

施
す

る
こ

と

ａ
移

行
後

の
緊

急
時

に
備

え
た

救
急

医
療

機
関

・
専

門
的

医
療

機
関

と
の

連
携

ｂ
家

族
へ

の
包

括
的

な
ケ

ア
の

提
供

ｃ
在

宅
生

活
等

へ
の

移
行

に
伴

う
医

療
的

・
福

祉
的

環
境

整
備

(
4
)

周
産

期
医

療
シ

ス
テ

ム
整

備
に

係
る

基
本

方
針

都
道

府
県

に
お

け
る

周
産

期
医

療
シ

ス
テ

ム
の

整
備

に
当

た
っ

て
は

、
別

添
７

「
周

産
期

医
療

シ
ス

テ
ム

整
備

指
針

」
に

基
づ

き
、

周
産

期
医

療
供

給
体

制
の

現
状

、
今

後
の

周
産

期
医

療
需

要
の

推
移

等

地
域

の
実

情
を

十
分

勘
案

し
つ

つ
、

関
係

者
の

意
見

を
十

分
踏

ま
え

た
上

で
行

う
も

の
と

す
る

。

５
健

や
か

な
妊

娠
・

出
産

等
サ

ポ
ー

ト
事

業
に

つ
い

て
６

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

に
つ

い
て

（
略

）
（

略
）
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新
（

案
）

旧

６
妊

産
婦

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

事
業

に
つ

い
て

(
1
)

事
業

目
的

産
前

産
後

の
妊

産
婦

は
、

社
会

心
理

的
問

題
（

核
家

族
化

、
経

済
的

不
安

や
子

の
病

気
等

）
な

ど
に

よ

る
様

々
な

ス
ト

レ
ス

の
増

大
な

ど
に

よ
り

、
産

後
に

お
い

て
う

つ
病

を
発

症
す

る
な

ど
母

体
の

健
康

管
理

を
行

う
上

で
、

適
切

な
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

こ
と

が
重

要
な

課
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
入

院
を

要
し

な
い

程
度

の
体

調
不

良
の

妊
産

婦
を

対
象

に
宿

泊
型

（
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

含
む

）
の

サ
ー

ビ
ス

（
母

体
。

ケ
ア

、
乳

児
ケ

ア
等

）
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

り
、

妊
産

婦
の

安
心

・
安

全
な

お
産

体
制

の
確

保
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

(
2
)

実
施

主
体

本
事

業
の

実
施

主
体

は
、

都
道

府
県

と
す

る
。

た
だ

し
、

事
業

の
全

部
又

は
一

部
を

適
切

な
事

業
運

営
が

確
保

で
き

る
と

認
め

ら
れ

る
医

療
法

人
、

社

会
福

祉
法

人
又

は
特

定
非

営
利

活
動

法
人

な
ど

に
委

託
等

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

(
3
)

事
業

の
対

象
者

、
（

「
」

。）
本
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は

出
産
前
後
の
妊
産
婦
及
び
そ
の
子

以
下

利
用
者

と
い
う

で
あ
り
、
家
族
等
か
ら
十
分
な
産
前
産
後
の
家
事
、
育
児
な
ど
の
援
助
が
受
け
ら
れ
な
い
も
の
で
、
か
つ
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
事
由
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
病
院
等
へ
の
入
院
加
療
を
要
す
る
者
は
除
く
。

ア
母
に
体
調
不
良
ま
た
は
育
児
不
安
等
が
あ
る
者
。

イ
安
定
的
な
養
育
が
困
難
で
あ
る
者
。

ウ
そ
の
他
特
に
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
。

(
4
)

事
業

内
容

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
デ
イ
ケ
ア
を
含
む

）
事
業

。

原
則
と
し
て
、
一
週
間
程
度
（
利
用
者
の
日
帰
り
を
目
的
と
し
た
デ
イ
ケ
ア
事
業
に
あ
っ
て
は
、
１
４
日
間

程
度

（
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
の
利
用
期
間
を
除
く

）
利

用
者
を
宿
泊
又
は
日
帰
り
で
施
設
を
利
用
さ
せ
、

。）

母
体
ケ
ア
、
乳
児
ケ
ア
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
育
児
に
関
す
る
指
導

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
を
実
施
す
る
。

、

(
5
)

事
業

の
実

施
担

当
者

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
担
当
者
を
配
置
し
行
う
も
の
と
す
る
。

①
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
（
２
４
時
間
体
制
で
１
名
以
上
の
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
が
勤
務

し
て
い
る
こ
と

）。

母
体
ケ
ア
、
乳
児
ケ
ア
、
母
乳
育
児
の
支
援
及
び
育
児
指
導
、
相
談
を
行
う
。

②
医
師
及
び
心
理
指
導
を
担
当
す
る
者

本
事
業

を
担
当
す
る
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
と
提
携
し
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
・
カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
等
を
行
う
。

な
お
、
医
師
及
び
心
理
指
導
を
担
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
嘱
託
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

③
調
理
員

食
事
を
提
供
す
る
た
め
、
調
理
員
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

④
そ
の
他

上
記
①
か
ら
③
以
外
に
本
事
業
を
実
施
す
る
上
で
必
要
な
事
務
員
等
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
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新
（

案
）

旧

(
6
)

事
業

の
実

施
場

所

本
事

業
に

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

を
１

０
人

程
度

宿
泊

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
施

設
と

し
、

原

則
と

し
て

、
次

に
掲

げ
る

設
備

を
設

け
る

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

他
の

施
設

に
お

い
て

共
有

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
備

（
本

来
の

事
業

目
的

を
達

成
す

る
た

め

に
設

け
ら

れ
た

設
備

等
で

あ
っ

て
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

支
障

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

限
る

）
。

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

①
利

用
者

の
居

室

②
食

堂

③
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

室

④
乳

児
保

育
室

⑤
体

操
等

を
行

う
多

目
的

室

⑥
そ

の
他

必
要

な
整

備

(
7
)

利
用

料

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
、

利
用

者
か

ら
利

用
料

を
徴

収
す

る
も

の
と

す
る

。

た
だ

し
、

そ
の

場
合

に
お

い
て

、
利

用
者

の
所

得
に

十
分

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
8
)

そ
の

他

妊
産

婦
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
の

利
用

促
進

を
図

る
た

め
、

そ
の

目
的

や
利

用
方

法
等

に
つ

い
て

、
利

用
者

の

要
望

を
取

り
入

れ
る

な
ど

必
要

に
応

じ
て

、
利

用
方

法
等

の
見

直
し

を
図

る
と

と
も

に
、

積
極

的
な

広
報

活
動

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
ま

た
、

医
療

機
関

等
の

関
係

機
関

に
対

し
て

も
同

セ
ン

タ
ー

に
つ

い
て

周
知

を
図

り
、

連
携

を
と

る
も

の
と

す
る

。

第
３

国
の

助
成

（
略

）
第

３
国

の
助

成
（

略
）

第
４

事
業

計
画

（
略

）
第

４
事

業
計

画
（

略
）

別
添

１
～

６
（

略
）

別
添

１
～

６
（

略
）

（
削

除
）

別
添

７

周
産

期
医

療
シ

ス
テ

ム
整

備
指

針
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小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究
事

業
実

施
要

綱
一

部
改

正
新

旧
対

照
表

新
旧

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究
事
業

実
施

要
綱

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究

事
業

実
施

要
綱

第
１

～
第

３
略

第
１
～

第
３

略
第

４
実

施
方

法
第

４
実
施

方
法

１
～
７

略
１

～
７

略
８

一
部

負
担

額
８

一
部

負
担

額
（

１
）

対
象

患
者

又
は

そ
の

扶
養

義
務

者
が

負
担
す

る
一

部
負

担
額

は
次

の
区

分
ご
と

（
１

）
対

象
患

者
又
は

そ
の

扶
養

義
務

者
が

負
担

す
る

一
部

負
担

額
は

次
の

区
分

ご
と

に
定

め
る

額
と

す
る

。
な

お
、

同
一

の
月

に
お

け
る

同
一

の
医

療
機

関
同
一
の

医
に
定

め
る

額
と

す
る

。
な

お
、

同
一

の
月

に
お

け
る

同
一

の
医

療
機

関
同

一
の

医
(

(
療

機
関

に
お

け
る

歯
科

診
療

及
び

歯
科

診
療
以

外
の

診
療

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
診
療

療
機

関
に

お
け

る
歯

科
診

療
及

び
歯

科
診

療
以

外
の

診
療

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
診

療
ご

と
に

別
の

医
療

機
関

と
み

な
す

。
以

下
同
じ
。

に
お
け

る
診
療

で
あ

っ
て

も
、

ご
と

に
別

の
医

療
機

関
と

み
な

す
。

以
下

同
じ

。
に

お
け

る
診

療
で

あ
っ

て
も

、
)

)
入

院
と

外
来

に
よ

る
診

療
が

別
の

期
間

に
行
わ

れ
た

場
合

は
、

入
院

、
外

来
別
に

入
院

と
外

来
に

よ
る

診
療

が
別

の
期

間
に

行
わ

れ
た

場
合

は
、

入
院

、
外

来
別

に
入

院
の

一
部

負
担

額
及

び
外

来
の

一
部

負
担
額

が
生

じ
る

も
の

と
す

る
。

た
だ
し

入
院

の
一

部
負

担
額

及
び

外
来

の
一

部
負

担
額

が
生

じ
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

同
一

の
月

に
お

け
る

入
院

の
一

部
負

担
額
若

し
く

は
外

来
の

一
部

負
担

額
の
合

、
同

一
の

月
に

お
け

る
入

院
の

一
部

負
担

額
若

し
く

は
外

来
の

一
部

負
担

額
の

合
計

額
又

は
入

院
の

一
部

負
担

額
及

び
外

来
の
一

部
負

担
額

の
合

計
額

が
そ

れ
ぞ
れ

計
額

又
は

入
院

の
一

部
負

担
額

及
び

外
来

の
一

部
負

担
額

の
合

計
額

が
そ

れ
ぞ

れ
別
表

１
に
定

め
る
入

院
若

し
く

は
外

来
の

自
己

負
担

限
度
額

別
表

1
ー
１

又
は

別
表

１
－

２
に

定
め

る
入
院

若
し

く
は

外
来

の
自

己
負
担

限
度

額
又

は
入

院
の

自
己

負
担

限
度

額
を

超
え

る
場

合
は
、

当
該

超
え

る
額

に
つ

い
て
、

又
は

入
院

の
自
己

負
担

限
度

額
を

超
え

る
場

合
は

、
当

該
超

え
る

額
に

つ
い

て
、

当
該

患
者

の
保

護
者

の
申

請
に

基
づ

き
支

給
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

患
者

の
保
護

者
の

申
請

に
基

づ
き

支
給

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
①

入
院

①
入

院
同

一
の

医
療

機
関

ご
と

に
、

1
か

月
に

つ
き

、
別

表
1

同
一

の
医

療
機

関
ご

と
に

、
1
か

月
に

つ
き

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

よ
の

「
入

院
」

欄
に

定
め

る
額

を
限

度
と
す
る

額
。

る
表
の

「
入

院
」

欄
に

定
め

る
額

を
限

度
と

す
る

額
。

一
平
成

２
０

年
４

月
１

日
か

ら
平

成
２

０
年

６
月

３
０

日
ま

で
別

表
１

－
１

二
平
成

２
０

年
７

月
１

日
か

ら
別

表
１

－
２

②
入

院
以

外
②

入
院
以

外
同

一
の

医
療

機
関

ご
と

に
、

1
か

月
に

つ
き

、
別

表
1

同
一

の
医

療
機

関
ご

と
に

、
1
か

月
に

つ
き

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

よ
の

「
外

来
」

欄
に

定
め

る
額

を
限

度
と

す
る
額

。
な

お
、
医

療
保

険
各

法
の

る
表

の
「

外
来

」
欄

に
定

め
る

額
を

限
度

と
す

る
額

。
な

お
、

医
療

保
険

各
法

の
規

定
に

よ
る

薬
局

で
の

保
険

調
剤

及
び

指
定
訪
問

看
護

に
つ
い

て
は

、
一

部
負

担
規

定
に

よ
る

薬
局

で
の

保
険

調
剤

及
び

指
定

訪
問

看
護

に
つ

い
て

は
、

一
部

負
担

額
は

生
じ

な
い

も
の

と
す

る
。

額
は
生

じ
な

い
も

の
と

す
る

。
一

平
成
２

０
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

ま
で

別
表

１
－

１
二

平
成
２

０
年

７
月

１
日

か
ら

別
表

１
－

２
及

び
（

３
）

略
及

び
（

３
）

略
（

２
）

（
２

）
９

及
び

１
０

略
９
及

び
１

０
略

第
５

～
第

１
１

略
第

５
～

第
１

１
略

別
紙

様
式

例
１

、
別

紙
１

及
び

別
紙

様
式

例
２

略
別

紙
様

式
例

１
、

別
紙

１
及

び
別

紙
様

式
例

２
略

（資料33）
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（
別
表

１
－

１
）

小
児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究
事

業
に

お
け

る
自

己
負

担
限

度
額

表

自
己

負
担

限
度

額
階

層
区

分
入

院
外

来

生
活
保

護
法

の
被

保
護

世
帯

及
び

中
国

残
留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

０
０

び
永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法
律

に
よ

る
支

援
給

付
受

給
世

帯

生
計
中

心
者

の
市

町
村

民
税

が
非

課
税

の
場
合

０
０

生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
が

非
課

税
の
場

合
２

，
２

０
０

１
，

１
０

０

生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が
1
0
,
0
0
0
円

以
下
の

場
合

３
，
４
０

０
１

，
７

０
０

生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が

1
0
,
0
0
1
円

以
上

3
0
,
0
0
0
円

以
下

の
４

，
２

０
０

２
，

１
０

０
場
合

生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が

3
0
,
0
0
1
円

以
上

8
0
,
0
0
0
円

以
下

の
５

，
５

０
０

２
，

７
５

０
場
合

生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が
8
0
,
0
0
1
円

以
上
1
4
0
,
0
0
0
円

以
下

９
，

３
０

０
４

，
６

５
０

の
場
合

生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が

1
4
0
,
0
0
1
円

以
上

の
場

合
１

１
，

５
０

０
５

，
７

５
０

備
考
：

1．
「

市
町

村
民
税

が
非

課
税
の

場
合

」
と

は
、

当
該

年
度
（

7
月

1
日

か
ら
翌

年
の
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6
月

3
0
日

を
い

う
。

）
に

お
い

て
市

町
村

民
税

が
課

税
さ

れ
て

い
な

い
（

地
方

税
法
第

3
2
3
条

に
よ

り
免

除
さ
れ

て
い

る
場

合
を

含
む
。

）
場

合
を
い

う
。

2
.

こ
の

表
の
「

所
得

税
課
税

年
額

」
と

は
、
所

得
税

法
（

昭
和

4
0
年
法
律

第
3
3

号
）
、
租

税
特

別
措
置

法
（

昭
和
3
2
年
法

律
第

2
6
号

）
、

経
済

社
会

の
変

化
等
に

対
応
し
て

早
急

に
講

ず
べ

き
所

得
税

及
び

法
人

税
の

負
担

軽
減

措
置

に
関

す
る

法
律

（
平
成

1
1
年
法

律
第

8
号
）

、
災

害
被

害
者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

、
徴
収

猶
予

等
に
関

す
る

法
律
（

昭
和

2
2
年
法

律
第

1
7
5
号
）

の
規
定

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所
得
税

の
額

を
い

う
。

た
だ

し
、

所
得

税
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

次
の

規
定

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す
る
。

1
所

得
税

法
第

9
2
条

第
1
項

、
第

9
5
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
3
項

(
) 2

租
税

特
別

措
置

法
第

4
1
条

第
1
項

、
第

2
項

、
第

4
1
条

の
2、

第
4
1
条

の
1
9
の

2
(

) 第
1
項

3
租

税
特

別
措

置
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
0
年

法
律

第
2
3
号

）
附

(
) 則

第
1
2
条

3
．

1
0
円
未

満
の

端
数
が

生
じ

た
場
合

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る
。

4
．

災
害

等
に

よ
り

、
前

年
度
と

当
該

年
度

と
の

所
得
に

著
し

い
変
動

が
あ

っ
た
場

合
に
は
、

そ
の

状
況

等
を

勘
案

し
て

実
情

に
即

し
た

弾
力

性
の

あ
る

取
扱

い
を

し
て

差
し
支

え
な

い
。

5
．

同
一

生
計

内
に

2
人
以

上
の

対
象

患
者

が
い
る

場
合

は
、

そ
の

月
の

一
部
負

担
額

の
最
も

多
額

な
児

童
以

外
の

児
童

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
表

に
定

め
る

額
の

1
／

1
0
に

該
当

す
る

額
を

も
っ

て
自

己
負

担
限

度
額

と
す

る
。

6
．

前
年

分
の

所
得

税
又

は
当
該

年
度

の
市

町
村

民
税
の

課
税

関
係
が

判
明

し
な
い

場
合
の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

が
判

明
す

る
ま

で
の

期
間

は
、

前
々

年
分

の
所

得
税
又

は
前

年
度

の
市

町
村

民
税

に
よ

る
こ

と
と

す
る

。
（
別

表
１

）
（

別
表

１
－

２
）

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究

事
業

に
お

け
る
自

己
負

担
限

度
額
表

小
児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究
事

業
に

お
け

る
自

己
負

担
限

度
額

表

自
己
負
担

限
度

額
自

己
負

担
限

度
額

階
層

区
分

階
層

区
分

入
院

外
来

入
院

外
来

生
活

保
護

法
の

被
保

護
世

帯
及

び
中

国
生
活
保

護
法

の
被

保
護

世
帯

及
び

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
０

０
残
留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

０
０

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
び
永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

支
援

給
付

受
給

世
帯

る
法
律

に
よ

る
支

援
給

付
受

給
世

帯
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新
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生
計

中
心

者
の

市
町

村
民

税
が

非
課

税
０

０
生
計
中

心
者

の
市

町
村

民
税

が
非

課
税

０
０

の
場

合
の
場
合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

が
非

課
生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
が

非
課

税
の

場
合

２
，

２
０

０
１

，
１
０

０
税
の
場

合
２

，
２

０
０

１
，

１
０

０

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が
5
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合
３
，

４
０

０
１

，
７
０

０
額
が
5
,
0
0
0
円
以

下
の

場
合

３
，
４
０

０
１

，
７

０
０

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が

5
,
0
0
1
円

以
上

1
5
,
0
0
0
円
以
下

の
４

，
２

０
０

２
，
１
０

０
額

が
5
,
0
0
1
円

以
上

1
5
,
0
0
0
円

以
下

の
４

，
２

０
０

２
，

１
０

０
場

合
場
合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が

1
5
,
0
0
1
円
以

上
4
0
,
0
0
0
円

以
下

の
５

，
５

０
０

２
，
７
５
０

額
が

1
5
,
0
0
1
円

以
上

4
0
,
0
0
0
円

以
下

の
５

，
５

０
０

２
，

７
５

０
場

合
場
合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が

4
0
,
0
0
1
円
以

上
7
0
,
0
0
0
円

以
下

の
９

，
３

０
０

４
，
６
５
０

額
が

4
0
,
0
0
1
円

以
上

7
0
,
0
0
0
円

以
下

の
９

，
３

０
０

４
，

６
５

０
場

合
場
合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
生
計
中

心
者

の
前

年
の

所
得

税
課

税
年

額
が
7
0
,
0
0
1
円
以

上
の

場
合

１
１
，

５
０

０
５

，
７
５

０
額
が
7
0
,
0
0
1
円

以
上
の

場
合

１
１

，
５
０

０
５

，
７

５
０

備
考

：
1
.

「
市

町
村

民
税

が
非

課
税

の
場

合
」

と
は

、
当

該
年

度
（

7
月

1
日

か
ら

翌
年

の
備

考
：

1
.

「
市

町
村

民
税

が
非

課
税

の
場

合
」

と
は

、
当

該
年

度
（
7
月

1日
か

ら
翌

年
の

6
月

3
0
日

を
い

う
。

）
に
お

い
て

市
町

村
民

税
が

課
税
さ

れ
て

い
な
い

（
地

方
税

6
月

3
0
日
を

い
う

。
）

に
お
い

て
市

町
村
民

税
が

課
税

さ
れ
て

い
な

い
（

地
方

税
法

第
3
2
3
条

に
よ

り
免

除
さ

れ
て

い
る

場
合

を
含

む
。

）
場

合
を

い
う

。
法

第
32
3
条

に
よ

り
免

除
さ

れ
て

い
る

場
合

を
含

む
。

）
場

合
を

い
う

。
2
.

こ
の

表
の

「
所

得
税

課
税

年
額

」
と

は
、

所
得

税
法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
3
3

2.
こ

の
表

の
「

所
得

税
課

税
年

額
」

と
は

、
所

得
税

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
3
3

号
）
、

租
税

特
別
措

置
法

（
昭

和
3
2
年

法
律
第

2
6
号

）
及
び

災
害

被
害

者
に
対

号
）

、
租

税
特
別

措
置

法
（

昭
和

3
2
年

法
律

第
2
6
号

）
及

び
災
害

被
害

者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

、
徴

収
猶

予
等

に
関

す
る
法

律
（
昭

和
2
2
年
法

律
第

17
5
号
）

す
る

租
税

の
減

免
、

徴
収

猶
予

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
1
7
5
号

）
の

規
定

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税

の
額
を

い
う
。

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
さ

れ
た

所
得

税
の

額
を

い
う

。
た

だ
し

、
所

得
税

額
を

計
算

す
る

場
合
に
は

、
次

の
規
定

は
適

用
し

な
い

も
た
だ

し
、

所
得

税
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

次
の

規
定

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す

る
。

の
と

す
る

。
1

所
得

税
法

第
9
2
条

第
1
項

、
第

9
5
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
3
項

1
所

得
税

法
第

9
2
条

第
1
項

、
第

95
条

第
1項

、
第

2項
及

び
第

3
項

(
)

(
)

2
租
税

特
別

措
置
法

第
4
1
条

第
1
項

、
第

2項
及
び
第

3
項

、
第

4
1
条
の

2
、

第
4
1

2
租

税
特
別

措
置

法
第
4
1
条
第
1
項
、

第
2
項

及
び

第
3
項
、

第
4
1
条

の
2
、

第
41

(
)

(
)

条
の

1
9
の

2
第

1
項

並
び
に

第
4
1
条

の
1
9
の

3
第

1
項

条
の

1
9
の

2
第

1
項

並
び

に
第

4
1
条

の
1
9
の

3
第

1
項

3
租

税
特

別
措

置
法

の
一

部
を

改
正

す
る
法

律
（
平

成
1
0
年
法
律

第
2
3
号

）
附

3
租

税
特
別

措
置

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

1
0
年

法
律

第
2
3
号

）
附

(
)

(
)
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則
第

1
2
条

則
第

1
2
条

3
．

1
0
円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

は
、

切
り

捨
て
る

も
の

と
す

る
。

3
．

1
0
円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
4
．

災
害

等
に

よ
り

、
前

年
度

と
当

該
年

度
と

の
所

得
に

著
し
い

変
動

が
あ
っ

た
場

4
．

災
害

等
に

よ
り

、
前

年
度

と
当

該
年

度
と

の
所

得
に

著
し

い
変

動
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

状
況

等
を

勘
案

し
て

実
情

に
即
し

た
弾

力
性

の
あ
る

取
扱

い
を

し
合

に
は
、

そ
の

状
況

等
を

勘
案

し
て

実
情

に
即

し
た

弾
力

性
の

あ
る

取
扱

い
を

し
て

差
し

支
え

な
い

。
て

差
し
支

え
な

い
。

5
．

同
一

生
計

内
に

2
人

以
上

の
対

象
患

者
が

い
る

場
合
は

、
そ

の
月

の
一

部
負

担
5．

同
一

生
計

内
に

2人
以

上
の

対
象

患
者

が
い

る
場

合
は

、
そ

の
月

の
一

部
負

担
額
の

最
も

多
額

な
児

童
以

外
の

児
童

に
つ
い

て
は

、
上
記

の
表

に
定
め

る
額

の
額

の
最

も
多

額
な

児
童

以
外

の
児

童
に

つ
い

て
は

、
上

記
の

表
に

定
め

る
額

の
1
／

1
0
に

該
当

す
る
額

を
も

っ
て

自
己

負
担

限
度

額
と
す

る
。

1
／
1
0
に
該
当

す
る

額
を

も
っ

て
自

己
負

担
限
度

額
と

す
る

。
6
．

前
年

分
の

所
得

税
又

は
当

該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

課
税
関

係
が

判
明
し

な
い

6
．

前
年

分
の

所
得

税
又

は
当

該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

課
税

関
係

が
判

明
し

な
い

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

が
判

明
す
る

ま
で

の
期

間
は
、

前
々

年
分

の
場

合
の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

が
判

明
す

る
ま

で
の

期
間

は
、

前
々

年
分

の
所

得
税

又
は

前
年

度
の

市
町

村
民

税
に

よ
る
こ
と

と
す

る
。

所
得
税
又

は
前

年
度

の
市

町
村

民
税

に
よ

る
こ

と
と

す
る

。
別

紙
様

式
例

３
略

別
紙
様

式
例

３
略

別
紙

様
式

例
４

略
別

紙
様

式
例

４
略

別
表

２
略

別
表
２

略
別

紙
２

略
別

紙
２

略
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